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まえがき

本論は，中世のインド論理学で大きな功績を残したウダヤナ（ca.1050-1100A.D.）の著書

『ニヤーヤ・パリシシュタ（NyAyapariziSTa，ニヤーヤ学の補遺）』を研究するものである．

この書籍は従来ほとんど研究されておらず，サンスクリット語の刊本はいくつかあるもの

の，それ以外の言語に翻訳されていない．

筆者は東京大学大学院修士課程にてインド論理学の研究を行う中で，インド論理学は

討論術が基礎になっていることに気付いた．そこで博士課程進学後，討論術について多く

の知見が盛り込まれたこの書籍を読み始めたが，刊本の不十分な校訂と，難解な論理構成

により挫折せざるを得なかった．縁あって2003年，インド・プネー大学サンスクリット高

等研究センター（Centre of Advanced Study in Sanskrit, University of Pune）に研究生として留

学し，センター長だったV.N.ジャー（Jha）教授のもと読解に取り組んだものの，教授が多

忙のため読み進めることができなかった．そこで伝統的パンディット（バラモン教学者）

を探し，幸運にもプネー大学哲学科名誉教授のバーリラーム・シュクラ（Baliram Shukra）

先生と出会う．シュクラ先生は，ヴァラナシでウダヤナの時代ごろから代々インド哲学を

伝えてきたバラモンの家系に属し，父親の代からニヤーヤ学を専門にしている．筆者は2004

年6月から2005年7月までの1年間，先生のお宅に通い，約80回にわたってサンスクリット語

で個人授業を受けた．先生ですら毎回予習が必要だったというが，よく校訂された別の刊

本が入手できたことも手伝い，読解を完了することができた．本研究は，この授業のたび

にまとめた結果を元にしている（その後，大変残念なことにシュクラ先生は2010年に69歳

で急逝なされた）．

留学後，テキストと訳注部分を2005年頃に完成したにも関わらず，その後約12年間にわ

たって放置してしまったのは筆者の怠慢以外の何物でもない．少年老い易く学成り難しで

ある．そのような中，指導教官の丸井浩教授より本論部分の執筆と提出を幾度も促して頂

き，遅まきながら写本と刊本の校訂を再開し，本論の完成に至った．ここに深甚なる感謝

の念を表すものである．また，東京大学在学中に懇切丁寧な御指導を頂いた故・江島惠教

教授，故・上村勝彦教授，松本照敬大東文化大学名誉教授，議論研究に関して格別のご厚

情を頂いた桂紹隆・広島大学名誉教授，インド留学中に大変お世話になった加藤隆宏氏と

岩崎陽一氏，そしてお寺の仕事と子育てを分担し研究の時間を作ってくれた母・亮子，妻・

恭子には格別の感謝を申し上げたい．完成した論文をお見せできなかった故・バーリラー

ム・シュクラ先生，研究を応援して下さった曹洞宗大本山總持寺元副貫首の故・斉藤信義

老師，そして洞松寺先代住職で祖父の故・寿一と祖母の故・幸子にこの論文を捧げるもの

である．
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本論

第１章 インド古典討論術の伝統

１－１．序と研究史

インドの宗教と学問は対話を重視する．ヴェーダ以来3000年以上にわたって，師匠から

弟子へ，やがてその弟子が師匠となって次の弟子へと，口頭で教義を伝えてきた

（guru-ziSya-paramparA）．教義はやがて書写されるようになるが，それでもその内容は全て

暗記され，弟子の理解度に応じて臨機応変に教えられた．対話こそが議論（あるいは知識，

真理知）を研ぎ澄ませる一番の方法であった．「議論するごとに真実知が生まれる（vAde vAde 

tattvajJAnam）」という諺もある．

著作においても，一般の質問と回答，批判と応答（praznottara）という対話形式で書かれ

ている物が多い．中には著者自らが自説を展開しやすくするために質問や批判を想定した

場合もあるが，実際に他学派からの批判を受けて自分の学説を弁護することが，著作の大

きな動機になりえた．ある学者が従来の理論を覆す著作を発表すると，今度は覆された理

論を奉じる学者がそれを弁護する著作を著し，またそれを受けて後継者が新しい著作を…

…というようにして多くの文献が残された．対話は著作の中だけでなく，著作と著作の間

でも行われていたといえる．

対話には師匠と弟子の間のように真理への到達を目指して平和裏に行われるもの

（vItarAga-kathA，友好的な討論）もあれば，見解を異にする別の学派の論客同士が激しい論

争を繰り広げるもの（vijigISu-kathA，敵対的な討論）もある．対話を重視する伝統の中で，

意見が対立した場合の解決方法がさまざまな方法で模索された．論理学と討論術の発展は

その成果である．インドのあらゆるディスコース〈発話の連続体〉は，論理学と討論術を

抜きにして語ることができない．さらには，その文化を継承した中国や日本でも，因明，

禅問答，宗論などのかたちでその名残を留めている．

本章では，方法論としての討論術を明らかにするための基礎研究として，11世紀に活躍し

たウダヤナという人物の著書『ニヤーヤ・パリシシュタ（NyAyapariziSTa，以下パリシシュタ）』

を主軸にその歴史と特徴を概観するものである．

『パリシシュタ』は，バラモン教で論理学・討論術を担ったニヤーヤ学派が立てる16の

カテゴリーのうち，最後の2つである「詭弁（jAti）」と「敗北の場合（nigrahasthAna）」だけ

を扱う論書である．これらの項目に関する研究は，大きく3つに分けられる．各項目に分け

て，その研究史を概観する．
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１．草創期に関する研究（チャラカ，ナーガールジュナ，アクシャパーダ）

宇井［1965a］［1965b］はそれぞれ『チャラカ・サンヒター』と『方便心論』を校訂・

読解し，詭弁（「相応」）と敗北の場合（「負処」）の項目と内容を明らかにしている．

これらの中でも『ニヤーヤ・スートラ』との対応に言及されているが，梶山［1984］

はナーガールジュナ（竜樹）の『廻諍論』『ヴァイダルヤ論』も含めて整理し再検討を

加えた．『ニヤーヤ・スートラ』『チャラカ・サンヒター』『方便心論』のカテゴリー対

照表で，詭弁と敗北の場合が対応付けられているほか，『方便心論』『ニヤーヤ・スー

トラ』『廻諍論』の「六主張論議」「六句論議」について論理構造と視点の違いを明ら

かにしている．Gokhale［1992］は『ニヤーヤ・スートラ』をもとに詭弁と敗北の場合

を定式化し，Meuthrath［1996］は，『ニヤーヤ・スートラ』の成立順序を研究する中で，

『チャラカ・サンヒター』と『方便心論』との比較から古層と新層に分類する．桂［1998］

は「インドにおける討論の伝統」として，『ニヤーヤ・スートラ』における詭弁と敗北

の場合をまとめ，『ヴァイダルヤ論』の帰謬法とニヤーヤ学派の詭弁の対応を説く．石

飛［2006］［2009］は『方便心論』をナーガールジュナの著作という見解から精読し，

『方便心論』と『廻諍論』の「六句論議」を論じている．

詭弁と敗北の場合を中心とした研究としては，以下のものがある．Pretz［2000］［2001］

は『チャラカ・サンヒター』における対偶命題を論じる中で，ニヤーヤ学派が詭弁の

冒頭に扱う「類似・非類似による対等」を論理学的な視点で分析する．Kang［2006］［2009］

は『ニヤーヤ・スートラ』の詭弁全てに付される「sama（対等）」について『チャラカ・

サンヒター』や注釈の写本を通して意味の変遷があることを明らかにし，Kang［2003b］

は『チャラカ・サンヒター』『方便心論』『如実論』における敗北の場合を討論の実際

場面を想定して整理した．このほか，ニヤーヤ学派で詭弁のひとつに数えられる「証

明による対等（sAdhyasama／所証相似）」とナーガールジュナの見解については数多く

の研究があり，Bhttacharya［1974］とMatilal［1974］の論争をもとに，御牧［1984］が

用例を分類している．Todeschini［2010］は『ニヤーヤ・スートラ』の敗北の場合をグ

ライスの討論の格率をもとに整理し直した。

２．仏教内における展開の研究（アサンガ，ヴァスバンドゥ，ディグナーガ）

討論に関する考察は仏教唯識学派で盛んに議論された．Wayman［1958］はアサンガ

（無著）の『瑜伽師地論』における敗北の場合（「論出難」）を整理し，梶山［1984］

はこれをもとに『瑜伽論』の敗北の場合（「論堕負」），『阿毘達磨雑集論』の敗北の場

合（「論負」），『如実論』の詭弁（「道理難」）と，ニヤーヤ学派説との異同を論じてい

る．桂［1984］は『集量論』における詭弁（「誤難」）について簡単に触れている．Much
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［1989］は敗北の場合に関する諸著者の引用からディグナーガ（陣那）の『ニヤーヤ・

パリークシャー（NyAyaparIkSA）』の断片をまとめた．Kang［2012］は『集量論』にお

ける詭弁の分類法の変化を論じ，討論術のマニュアルから認識論へのパラダイムシフ

トが起こったとする．

ディグナーガの『集量論（PramANasamuccaya）』は，第6章で詭弁に関するニヤーヤ学

派の批判が展開されている．しかし梵文が散逸しており漢訳もないことから，北川

［1965］など，他の文献からの断片やチベット語訳に基いて研究が行われていた．こ

れに対してジネーンドラブッディによる注釈の梵文写本が発見され，小野［2016］な

どによって研究が進められている．同様に梵文が散逸し，漢訳と断片から桂［1984］

［1987］などによって研究されてきたディグナーガの『因明正理門論（NyAyamukha）』

や，漢訳のないヴァスバンドゥ（世親）の『論軌（VAdavidhi）』と併せ，詭弁について

今後さらなる思想史的な解明が期待される．

３．仏教徒とニヤーヤ学派の論争に関する研究（ウディヨータカラ，ダルマキールティ，

ジャヤンタ・バッタ，バーサルヴァジュニャ，ヴァーチャスパティ・ミシュラ，ウダ

ヤナ）

認識論と論理学を広範にカバーするディクナーガの学説は，ニヤーヤ学派のウディ

ヨータカラによって批判され，さらにダルマキールティ（法称）が再批判され，さら

にほかのニヤーヤ学派が再々批判を繰り広げて，大きな論争となった．ダルマキール

ティの『ヴァーダ・ニヤーヤ』，およびその主要テーマである敗北の場合については，

Chinchore［1988］，Much［1991］，Gokhale［1993］によって研究があり，仏教・ニヤー

ヤの両学派にわたる思想史的な位置づけが行われている．特にChinchore［1988］はダ

ルマキールティに対するニヤーヤ学派の反応にも触れる．国内では佐々木［2013］［2014a］

［2014b］［2016］が，『ヴァーダ・ニヤーヤ』の内容解明とジャヤンタ・バッタによる

ニヤーヤ学説への取り込みをまとめている．

Solomon［1976］は『パリシシュタ』を含むニヤーヤ学派の展開を，ダルマキールテ

ィやジャイナ教徒の見解も含めてまとめている．室屋［2013］は敗北の場合の記述か

ら注釈者たちの関係を再考する．小林［2009］は，敗北の場合に関わる審判の役割に

ついて，ミーマーンサー学派とプラジュニャーカラグプタの見解を考察している．

以上のように，詭弁と敗北の場合について主な研究テーマは草創期の成り立ち，ディグ

ナーガとニヤーヤ学派の論争，ダルマキールティとニヤーヤ学派の論争に分類される．本

研究はこのうち3番目に位置づけられ，ダルマキールティ後のニヤーヤ学派と仏教徒との議
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論の行方を探るものである．

１－２．ニヤーヤ学派と仏教

ニヤーヤ（NyAya／正理）学派は，インド哲学史上仏教徒最も密接な関係を持ち，議論を

繰り広げてきたバラモン教系の論理学派である．学説を端的に記した根本テキスト『ニヤ

ーヤ・スートラ（NyAyasUtra／正理経，以下『スートラ』）』が整備された紀元後2世紀には，

中観思想の祖となるナーガールジュナ（NAgArjuna／竜樹 ca.150A.D.）の空思想による批判

にさらされ，その批判に応酬するかたちでの成立となったとされている1．

また6世紀には唯識系の論理学者ディグナーガ（DignAga／陣那）が，ニヤーヤ学派の認識

論と論理学を徹底的に批判したことに伴い，ニヤーヤ学派ではウディヨータカラ

（Uddyotakara）が現れて再反論し，学説を大きく発展させた．特に論理学において理論が

整備されたことが大きい．

7世紀から11世紀までの400年間は，仏教徒とニヤーヤ学派が論争を繰り広げながら影響

を与え合い，学説を相互に発展させた時期である．仏教徒側では7世紀にダルマキールティ

（DharmakIrti／法称）が現れ，ディグナーガの理論を応用し，存在論や言語論に至るまで仏

教理論を展開する．更に数多くの後継者たちによって中観思想や唯識思想を包摂する壮大

な体系が作られていった．

一方ニヤーヤ学派にもこれに対抗するかたちで9～10世紀，カシミール地方にジャヤン

タ・バッタ（Jayanta BhaTTa）とバーサルヴァジュニャ（BhAsarvajJa），東インドにヴァーチ

ャスパティ・ミシュラ（VAcaspati Mizra）が著作を発表し，仏教徒の批判への応酬と仏教徒

への再批判によって立場の違いを明確にした．この時期，仏教徒とニヤーヤ学派が繰り広

げた数々の論争は，存在論，認識論，論理学から，宗教的なトピックである解脱，教祖ま

たは神の絶対性に至るまで多岐にわたる．

11世紀ごろから，仏教徒は王室の庇護を得られなくなり，多くの学僧を輩出してきたヴ

ィクラマシーラやナーランダなどの僧院も衰退し始める．そのため11世紀にそれまでの仏

教説を論理的に批判したニヤーヤ学派のウダヤナ（Udayana ca.1050-1100A.D.）以降は，こ

の1000年にわたる論争が終止符を打つことになった．ニヤーヤ学派はバラモン教内に新た

な論敵を作りつつ存続し，やがて新ニヤーヤ（NavyanyAya）学派という時代を迎えて現在

に至る．

                                                  
1 ガウタマまたはアクシャパーダ（Gautama/Akṣapāda，50-150A.D.）の作と伝えられ，六派哲学の所依経典

中では成立が遅く，250-350 年頃のものと考えられる．竜樹（150-250A.D.）の『廻諍論』，『広破論』，竜樹

作と伝えられる『方便心論』で内容の一部が批判され，その回答も収録していることから，現在のかたち

になるまで編集が幾度か行われ，ガウタマ以外に複数の編者がいた可能性がある．

Cf. 宇井［1965］，梶山［1984］（p.48），Meuthrath［1996］
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１－３．討論の伝統

このように学派の歴史そのものが議論の歴史でもあったニヤーヤ学派は，実際の口頭に

よる討論についても深く注意を払い，公平なルールの上で論理的に討論が進められるよう

な仕組みを作ってきた．その仕組みは，ウダヤナの後継者である12世紀の論理学者ヴァラ

ダラージャ（VaradarAja）によって以下のように記されている2．

【討論会の流れ（1）】

（1） テーマの発表と証明手段の決定（nirUpyanirUpakaniyama）

（2） 討論会の方法の決定（kathAvizeSavyavasthA）

（3） 立論者と対論者の決定（vAdiprativAdiniyama）

（4） 主審と他の審査員の選定（sadasyAnuvidheyasaMvaraNa）

（5） 全体的・部分的に敗北になる場合の確認

（nigrahasthAnasAmastyAsAmastyodbhAvanapratijJAna）

（6） 討論の終了についての同意（kathAparyavasAnasaMvRtti）

【討論会の流れ（2）】

（1） 立論者の決定（vAdiniyama）

（2） 対論者の決定（prativAdiniyama）

（3） 審査員の選定（sadasyasaMvaraNa）

（4） 主審の選定（anuvidheyasaMvaraNa）

【討論会の構成】

（1） 書記（lekhaka）

立論と反論を書き留めることを両論者に認められた書記は，必要とみなされれば

指名される．

（2） 論者（kathaka／vAdin，prativAdin）

相反する立場に分かれて討論を行う両論者はできる限り同等の知識を持っている

べきであり，哲学的トピックについて専門家として討論できることが望ましい．

専門家と初心者との議論では実りがない．

（3） 審査員（sadasya／sabhya）

集会の参加者から奇数（7名／5名／3名）で，両論者に認められ，贔屓やえこ贔屓

                                                  
2 TR pp.206-209． NVTP p.311，NSA p.322にも同様の記述がある．Cf. VidyAbhUSaNa［1970］pp.378f，Sinha
［1978］p.543．
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がなく，議論の内容に精通しており，立論と反論をよく理解し，覚えておき，そ

れを説明できる者が望ましい．テーマの決定，討論会の方法の決定，両論者の決

定，議論中の過失の指摘，論者の優劣の判定，敗北の宣言，勝者の宣言と説明を

行う．師匠と弟子の対論などのような場合は，設置しなくともよい3．

（4） 主審（sabhApati／anuvidheya）

主審は両論者と審査員の三者に認められ，公明正大で，議論の良し悪しを見分け

ることができ，理性的な議論を好み，誤った議論を嫌う者が望ましい．この者が

集会の参加者の全員一致，そうでなければ多数決で討論の結果を宣言する．

（5） 臨時審査員（prAznika）

両論者に認められた臨時参加者は，集会に入ることが許され，真理の決定のため

に議論の中で立論と反論の誤りを指摘することが許される．審査員とは異なり，

主要な問題の決定には参加できないが，不当な議論が起こった場合には審査員と

同じく行動できる．

これを遡ること約 1000年前に記された医師の仁術書『チャラカ・サンヒター

（CarakasaMhitA）』は，同様の討論会に際して是が非でも勝つ討論術を記している．当時何

事にも秀でるべき医師の教養として教えられたその秘策は，勝つ見込みのある討論会にし

か参加しないことと，不当な手段を積極的に用いることであった．討論のルールの整備が

『スートラ』において行われていくのはこの後だが，そこにはこのような不当な手段が用

いられることを防ぐという背景があったことも十分に考えられる4．

【討論術】

（1） 何気ない会話で対論者および聴衆の力量と正確をあらかじめよく調べておく．

（2） 聴衆には自分に好意的な場合，敵意を持っている場合，どちらでもない場合があ

る．敵意を持っている場合は決して討論を行わない．

（3） 聴衆が敵意を持っておらず，かつ無知である場合には，うまく自分の側に取り込

む．長い文章を暗誦したり，笑顔で相手を威圧したり，嘲ったりして相手に話す

隙を与えず，相手が聞き慣れない言葉を言ったら「そのような言葉はない」「こ

れであなたの主張は地に落ちた」「1年間師匠のところで修行し直してこい」「こ

                                                  
3 古くは勝敗の判定を行う人たちを一般に聴衆（pariSat）と呼んだ．彼らはただ聴いているだけでなく，議

論の進行をスムーズにするために補助するという役割もあった．NS 5.2.9 では，「意味の無理解」という敗

北の場合について「聴衆と対論者が 3 回言っても分からない場合」とする．
4 CS 355-357．Cf. VidyAbhUSaNa［1970］pp.28-30，桂［1998］pp.96-107
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れでもうおしまいだ」「あなたの負けだ」などと言って相手を打ち負かす．この

方法は対論者が知識を持たず，名誉を求め，立派な人たちから嫌われている場合

に行われる．場合によっては自分より力量があっても有効だが，老人に対して用

いるのはよくないとされる．

（4） 聴衆が好意も敵意も持っておらず，かつ知識がある場合には，よくよく注意して

議論を進める．

（5） 対論者には自分よりも力量が優る場合，劣る場合，同じ場合がある．自分よりも

力量が優ると思われた場合には，自分が劣っていることを表明しないようにして

討論を避ける．具体的には，博学・賢才・記憶力がよい・判断力が鋭い・雄弁と

いう場合がこれに当たる．

（6） 対論者が劣る場合には，相手の弱点をついて勝利する．浅学には長い文章の暗誦

によって，愚鈍には難しい言葉によって，記憶力の劣る者には長い文章をずらず

ら述べることで，判断力が鈍い者には多義語を用いて，雄弁でない者にはその話

し方をからかって真似することで，経験の浅い者には面目をつぶすことで，短気

には精神的に疲労させることで，臆病には恐れをかきたてることで，不注意には

規則でしばって打ち勝つ．

１―７で述べるウダヤナにまつわる伝説から分かるように，討論会はしばしばその土

地の王様の庇護を巡って争われもした．敗北すれば布教を禁じられ，経典などを焼かれ，

追い出されてしまう．知性の争いだけでなく，勢力の争いでもあった．釈尊も多くの論

師を論破することによって，仏教を高揚し拡大していたことが知られており，インドに

おける討論の伝統を垣間見ることができる．

１－４．『ニヤーヤ・スートラ』における討論

ニヤーヤ学派は，自らの学説の基礎として16カテゴリーを立てるが，その10番目に論議

（vAda）が位置づけられ，11番目以降で討論に関する項目が扱われている．まず討論の3つ

のあり方（kathAtraya）が10～12番目に挙げられ，続いて討論における反則が13～16番目に

並べられる．

【ニヤーヤ学派における討論のカテゴリー】

10．論議（vAda）
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11．論諍（jalpa）

12．論詰（vitaNDA）

13．誤った理由（hetvAbhAsa）

14．曲解（chala）

15．詭弁（jAti）5

16．敗北の場合（nigrahasthAna）

ニヤーヤ学派では，伝統的に討論（kathA）を 3 種類，すなわち論議（vAda）と論諍（jalpa）

と論詰（vitaNDA）に分類する（kathAtraya）6．『スートラ』でこの 3 つは以下のように定義

される．

１．論議とは，認識手段と考証による論証と反論をもち，定説に矛盾せず，五支分を

備えた，主張と反主張の総体である．

２．論諍とは，上記の通りのものを備え，曲解と詭弁と敗北の場合による論証と反論

をもつものである．

３．論詰とは，それの反主張の立論がない（もっぱら対論者の主張を批判するのみの）

ものである7．

この 3 つの定義の流れは，まず論議で 4 つの定義項「認識手段と考証による論証と反論

をもち」，「定説に矛盾せず」，「五支分を備えた」，「主張と反主張の総体」を挙げ，それに

もう 1 つの定義項「曲解と詭弁と敗北の場合による論証と反論をもつもの」を加えて論諍

とし，そこから 1 つ定義項「反主張の立論」を削除して論詰とするもので相互に重なり合

う部分をもつ．したがって論諍で 1 つ加えられた定義項と論詰で 1 つ削除された定義項が 3

つの討論を区別するものとなる．すなわち，論議では曲解などを用いないが論諍と論詰で

は用い，論議と論諍では対論者が反主張を立てるが論詰では立てない．

しかし論詰では，反主張を立てないといっても対論者に反主張自体はあるというのが注

釈者たちに共通した見解だった．この点でジャヤラーシやシュリーハルシャのように自分

                                                  
5 一般的に chala は「詭弁」，jAti は「誤った論難」と翻訳されるが，本論では丸井［2014］の訳語に倣う．
6 NBh 335.1ff: tisraH kathA bhavanti – vAdo jalpo vitaNDA ceti．ウディヨータカラから討論は 3 つに限らな

いことが述べられている．複数の論者によって調査（vicAra）が行われるという限定された場合にのみ，討

論が 3 つに制限される（NV 335.8f）．ヴァーチャスパティ・ミシュラは討論の一般定義を「複数の論者を

もつ調査を対象とする文の集合（nAnApravaktRkavicAraviSayA vAkyasaMdRbdhi）」とし（NVTT 335.19），『ブリ

ハトカター』のような単独の論者による討論（談話）を排除する．バーサルヴァジュニャは「立論者と対

論者の（vAdiprativAdinoH）」という語を討論の定義とし，この語によって討論には必ず論証と反論があるこ

とを示しているが（NBhUS 329.9f），同時に複数の論者がいることも前提となるだろう．
7 NS 1.2.1:pramANatarkasAdhanopAlambhaH siddhAntAviruddhaH paJcAvayavopapannaH pakSapratipakSaparigraho 

vAdaH. / NS 1.2.2:yathoktopapannaz chalajAtinigrahasthAnasAdhanopAlambho jalpaH NS 1.2.3:sa 
pratipakSasthApanAhIno vitaNDA.
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の主張をもたないで批判だけする者（vaiTaNDika）は排除されていることになる．よって論

諍と論詰の区別は，論議と論諍の区別ほどには重視されていないといえる．

論諍・論詰では不正な手段である曲解などがなぜ使われるのかと言えば，それは相手に

勝利するためである．この点で，論議は真実の探究のためのもの，論諍と論詰は勝利のた

めのものとして大きく区別されることになる．

論議は，解脱を目指して真実を求める者が，自分の知を深めるために行われる．その場

合，弟子，師匠，同学の友，求道者など，勝敗には関心がない人（anasUyin，vItarAga）と共

に論議することが勧められ，その具体的な目的は（1）疑問を解消し（saMzayacchedana），（2）

今まで知らなかったことを理解し（avijJAtArthabodha），（3）所与のものを論理的に理解する

こと（adhyavasitAbhyanujJAna）の3つである．対話を重視した伝統的なインドの学習法をこ

こに見て取ることができよう8．

一方，論諍と論詰は上記の討論会のように勝利を目指して（vijigISu）行われるもので，

真実の探求には関心を払わない．そして是が非でも勝つために，反則を故意に犯すことも

ある9．原則として反則を熟知しておくことは，自分が使うためではない．相手の反則を見

抜くためと，自分自身が無意識に使ってしまうことを避けるためである．しかしながら未

熟な者が，相手に論破されそうになったときに正しい教えを守るための非常手段としての

み，あえて反則を犯すことが肯定される．自説を誇って誤った考えの執着に囚われたり，

真実を嫌ったり，富や名誉や名声を求めたりした相手が，粗悪な理由によって根幹となる

教義（主宰神の存在など）を否定してくる場合がある．そのときに対抗する適切な答えが

不注意で思いつかなければ，やむを得ず論諍や論詰を用いて真実の知を守らなければなら

ない．一見して真実の探求に役立つことのない反則を16カテゴリーに含めているのは，こ

の理由による10．

その反則というのが，13．誤った理由，14．曲解，15．詭弁，16．敗北の場合である11．

誤った理由は論理的に主張の根拠たりえないもので5種類，曲解は言葉の多義性を利用して

揚げ足を取るもので3種類に分類される．詭弁は相手の論証に類似した論法を使って反論す

                                                  
8 NS 4.2.47 では，討論が知識の習得を継続し，その道に長じた人たちと討論することが，NS 4.2.48 では弟

子・師匠・同学の友・至高を目指す妬みのない人たちと行うことが説かれており，NBh 1097.4f では知恵を

習熟させるという目的を，疑問の解消，未知のものの理解，学習内容の確認と解説している．
9 NS 1.2.2 では論詰を「詭弁・誤った反論・敗北の場合によって立論と反論を行うこと」と定義し，NS 1.2.3
では反論だけの反論を「論詰のうち対案を出さないもの」と定義している．
10 NS 4.2.50 では，論詰と反論だけの反論の目的を「種の発芽を防護するため茨の枝で覆うように，真実の

獲得を防護するため」と説く．真実を脅かす論者とは，ジャヤンタ・バッタとバーサルヴァジュニャによ

れば仏教徒である．Cf. NM 1.28.5-8，NBhUS 332.16ff．
11 論詰の定義には誤った理由が述べられていないが，敗北の場合に誤った理由が含まれる（NBh 59.1）．ま

た詭弁も敗北の場合の「反論できないものへの反論」に含まれる（NVTT 1196.20）．曲解と敗北の場合の関

係は明確ではないが，敗北の場合の一般定義「無理解と誤解」が当てはまることから，これも含まれてよ

いと考えられる．このように広義では前三者は敗北の場合に包含されるといってよいだろう．
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るもので24種類，敗北の場合は討論の全般的なルール違反で22種類に分類される．

１－５．4つの反則の意味

それでは反則である誤った理由，曲解，詭弁，敗北の場合の 4 つがどうしてカテゴライ

ズされているのだろうか，『スートラ』1.1.1 への解説の中で，ヴァーツヤーヤナは反則であ

る曲解などが列挙される動機について，「自らの文から排し，相手の文で指摘する」と説く

一方で，詭弁については「相手が使っているならば容易に否定し自らは容易に用いる12」と

して使用を認めている．詭弁については一方で使うべきではないことを述べつつ，一方で

は使うことを薦めるという，両義的な態度が見られる．これに対してウッディヨータカラ

は，ヴァーツヤーヤナが「自らは容易に用いる」の意味を「質問を斥けるため

（praznApakaraNArtha）」，すなわち相手の使った詭弁が何かという質問に答えるためであると

して，自らは用いない方向で統一した．ヴァーチャスパティ・ミシュラもこの点に異を唱

えていない13．

同じ見解は『スートラ』1.2.2 の注釈においても見られる．ヴァーツヤーヤナは曲解・詭

弁・敗北の場合だけによって論証はできない（論証は必ず認識手段による）と認めたが，

機能として論証と反論の要素（sAdhanopalambhayor aGga）になると考えた．一方，ウッディ

ヨータカラは論証の要素であることを否定し，相手の論証を阻害するためにあるとする．

しかもその阻害は誤認であり，「ときには曲解などによって困惑したら敗北もありえる

（kadAcic chalAdibhir AkulIkRtasya parAjayo'pi syAt）」という程度の弱さである．使用は積極

的に推奨していない．

ヴァーチャスパティ・ミシュラは，誤認なのは議論で曲解などを用いることであると修

正し，勝利を目的とする論諍と論詰においては，正しい反論が思いつかなければ曲解など

を使用することも真実を守るためには正しい行い（sadAcAra）であるとして，有用視する方

向に戻っている．またウッディヨータカラが否定した論証や反論の要素となることは別の

箇所で肯定する14．スートラの十六範疇はいずれも無意味でないという前提から妥当でない

曲解や詭弁にも一定の評価を与えたと言うことができる．

                                                  
12 NBh 63.2:svavAkye parivarjanam, chalajAtinigrahasthAnAnAM paravAkye paryanuyogaH. ... jateH pareNa 
prayujyamAnAyAH sulabhaH samAdhiH, svayaM ca sukaraH prayoga iti.
13 V.N.ジャー教授はこの点について以下のように説明する．「真理の確立を目指すニヤーヤ学において詭弁

など誤謬が扱われる訳は，ひとつには詭弁を使った反論を見抜き，使わせないためと，ひとつには自分自

身が詭弁の使用を避けるための 2 つがある．ただ相手が誤っているというだけでは不十分で，なぜ誤って

いるかを説明できなければならない．」

NV 63.8ff:相手が詭弁を使ったとき，質問者に言う．「彼は詭弁を使った」と．彼らは以下のことを尋ねる

だろう．「どうして詭弁なのか．どの詭弁なのか」と．これゆえ詭弁を知る者は述べることができる．「こ

のようにして詭弁である．この詭弁である」と．（pareNa jAtau prayuktAyAM prAznikAn bravIti jAtir anena prayukteti.
ta enaM paryyanuyuJjIran? kathaM jAtiH katamA jAtiH ? ato jAtyabhijJaH zaknoti vaktum evaM jAtir iyaM jAtir 
iti.）
14 NVTT 2001.17:tadaGgaM ca jAtinigrahasthAne iti.
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一方，『スートラ』5.1.1 の注釈でウッディヨータカラは，相手が健全な論証をしてきた場

合に「詭弁を述べなければ相手の一方的な勝利になるから，一方的な敗北よりも疑いの方

がましだろう（anabhidhAne jAter ekAntajayaH parasyety aikAntAt parAjayAd varam astu saMdehaH）」

として使用が妥当であるとしている．ただしこれは褒美や尊敬や名声を求める者

（lAbhapUjAkhyAtikAma）のすることとされており，真実知を守るためではないから，ニヤー

ヤ学徒として積極的な使用を認めるものではないだろう．ここでもヴァーチャスパティ・

ミシュラはウッディヨータカラの見解に修正を加える．相手の健全な論証は真実的には健

全ではなく，反論が思い浮かばないから健全だという．そして褒美や尊敬や名声はあくま

で真実を守るという目的に付随するものであるとする．

ウダヤナはヴァーチャスパティ・ミシュラに従うが，曲解などの地位については「妥当

でないことはない」という表現に留まっている．詭弁を考察する理由として，ヴァーツヤ

ーヤナ説と同じく，相手が使った場合には再反論できるよう，また自分が正しい返答を思

いつかない場合に使えるようにするという 2 つを立てるが，別の箇所では詭弁に対して正

しい再反論を加えなければ，議論の目的である真実知も，論諍と論詰の目的である勝利も

もたらさないと述べており，詭弁を自ら使用することについては消極的である．これは，

詭弁を「自己否定するもの」と捉え直し，仔細に問題を分析した結論であろう15．

ジャヤンタ・バッタは「一方的な敗北よりも疑いの方がまし」というウッディヨータカ

ラ説を引いて威嚇のために使うのがよいとする．しかしその効果については批判の能力は

ない，相手や審判に内容を知られていれば効果がないという反論は否定せず，スートラの

「真実の知を守る」という立場を述べるに留まる．バーサルヴァジュニャはウッディヨー

タカラ説に従い，解脱を目指す者は論諍・論詰を行うべきではなく，内容を知ってそれを

避けるべきであると述べる16．論諍で用いられる曲解についても，「解脱を目指す者たちに

とって曲解などは使用されるべきものとして規定されているのではない17」と述べ，ジャヤ

ンタ・バッタよりも消極的な態度を取る．しかしその一方で，勝利を目指す者が現れた場

合 に は 「 相 手 を 取 り 込 む た め （ parAnugrahArtha ）」「 知 識 の 芽 を 守 る た め

（jJAnAGkurarakSaNArtham）」「勝利を目指す者を目覚めさせるため（vijigISuH pratibodhayitum）」

に論諍・論詰を許容し，曲解などについてもヴァーツヤーヤナ説を引いて「知が困惑した

者たちはニヤーヤ学徒であってもあるときに曲解などを用いるべきである18」として，両論

                                                  
15 同じことを VaradarAja は以下のように表現している．

TR 208.13ff:論諍と論詰で正しい返答が思いつかず自ら使うことにより，あるいは相手の使用したものを取

り払うことにより，論議における機敏さの原因となるから，詭弁は必ずマスターしなければならない．さ

もなければ正しい返答を思いつかなかったり，相手の使用に沈黙したりして，敗北になってしまう．よっ

て論議の進行が上手でなければ賢者の思う壺になってしまう．（jalpavitaNDayoH saduttarAparisphUrtau svayaM 

prayogena paraprayuktoddhAraNena ca kathAvaidagdhyahetutvAj jAtayo 'vazyam avadhAraNIyAH. anyathA 

saduttarApratibhAne praprayoge ca mUkIbhAva eva zaraNaM bhaved iti kathAnirvAhAkauzalena pANdityAbhimAno 

bhajyete.）
16 NBhUS 332.11:neyaM mumukSuNA kartavyA, kin tu jJAtvA varjanIyA.
17 NBhUS 333.20:na punar atra mumukSUNAM chalAdIni prayoktavyatvena vidhIyante.
18 NBhUS 333.21f:AkulitabuddhInAM naiyAyikAnAm api kiyantaM kAlaM chalAdiprayoktRtvam.
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併記のまま結論を出していない．

少なくともスートラの時代には，詭弁の使用は「真理を守るため」に正当化されていた．

しかしヴァーツヤーヤナからウッディヨータカラに至るまでに曲解・詭弁・敗北の場合を

用いることが有用視されなくなる．これは詭弁の論法が多学派にも知れ渡り，常套化して，

ジャイナ教や仏教から詭弁を扱う問題を指摘されるようになったためであろう．その違い

は非常時には用いてもよいのか，絶対用いてはいけないのかという点だけで，いずれにし

ても積極的な使用は認められていない．

このように反則を自ら使用することは，ヴァーツヤーヤナにおいていったん認められた

が，ウッディヨータカラで忌避され，ヴァーチャスパティ・ミシュラ，ジャヤンタ・バッ

タ，バーサルヴァジュニャにおいて論諍に限り，真実を守るために許容されたが，ウダヤ

ナに至って事実上否定されることになったということができる．ウッディヨータカラ，ウ

ダヤナは使用を禁じてはいないが，真理を守るために使用を許容するスートラから見れば

革新的な見解であろう．

１－６．『ニヤーヤ・スートラ』第五課の位置づけ

『スートラ』はテーマに沿って5つの課（adhyAya）に分けられている．そのうち16カテゴ

リーの列挙と定義は概ね第一課で行われる．しかしながら，詭弁と敗北の場合の分類と個

別定義だけは第一課では行われず，最終課となる第五課にある．その間に挟まれた第二～

第四課は「考察（parIkSA）」と呼ばれ，各カテゴリーについて細論を行う箇所である．すな

わち定義を中断して考察に移り，再び定義に戻るという構成となっており，第五課を離れ

小島のように分離させることになっている．さらには第一課の最後に誤った反論と敗北の

場合の一般定義が行われているため，なおさら第五課が後から付け加えられた体裁となっ

ている．

歴史的にはスートラ編纂の順序によるものと見られるが，後代にこの別立てについて「第

一課ですでに定義が終わっているのに，第五課で定義を別立てするのはなぜか」という議

論が起こった．このことは第五課が他の課とは異なる特殊な位置づけにあったことを示し

ている19．

１－７．ウダヤナについて

一般にニヤーヤ学派はガンゲーシャ（GaGgeza，14c.）より前の旧ニヤーヤ（prAcIna-nyAya）

                                                  
19 この問題についてヴァーチャスパティ・ミシュラは，詭弁と敗北の場合の分類がたくさんあるため，弟

子の願いを考慮して後回しにしたと解説し，また論詰と反論だけの反論の考察が第四課の最後に行われて

いることからもこの別立てを正当化している（NVTT 1001.13ff）．
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と，それ以降の新ニヤーヤ（navya-nyAya）に分けられるが，ウダヤナはその両方に影響を

及ぼした重要人物である．さらに従来親近性の高かったヴァイシェーシカ学派も彼におい

てニヤーヤ学派と融合された．また仏教徒に対して行った批判が決定的となり，実勢上だ

けでなく，思想的にもバラモン教が優勢となる時代を開いた．思想的には，神と自己とい

う形而上学的な論証について彼が発展させた論理学が西洋のトマス・アクィナスに喩えら

れる20．

Bhattacarya［1958］の考証によって生年は1050～1100A.D.頃，地域は現在の東インド・ビ

ハール州ダルバンガ周辺のミティラー（MithilA）の人であったことがほぼ確定されている．

著作において仏教徒ジュニャーナシュリーミトラ（JJAnazrImitra）を主な対象として批判を

展開しているが，仏教徒と生死を賭けた討論を行った伝説が残されている．それは次のよ

うな話である21．

ミティラー王の御前討論会でウダヤナと仏教徒が論争を数日間にわたって繰り広げた．ウ

ダヤナは討論に勝利し，さらに神通力比べにも勝つ．そこで最後の試練としてヤシの木か

ら両者一斉に飛び降りたところ，ウダヤナは無傷だったが仏教徒は死亡したことで決着が

付いた．ウダヤナはプリーでミティラー王ジャガンナータ（JagannAtha）に讃えられ，カー

シー（KAzI）で平和な余生を過ごした．

この伝説にはいくつかの異型がある．ミティラー王の御前討論会でウダヤナと仏教徒は，

実体としての自己が存在するか否かというテーマで討論を行い，ウダヤナが勝利した．敗

北した仏教徒は討論前の取り決め通りヤシの木から飛び降りて死亡する．王はウダヤナを

師匠に認定して仏典を全て焼かせ，仏教徒はヒンドゥー教徒に改宗した．ウダヤナがその

後プリーの寺院を巡礼したとき，この一件から殺人者を非難して門が閉じられていた．そ

こでウダヤナが以下のような偈文を唱えたところ，扉が開き神の祝福が与えられたという．

神よ，あなたは自在力に酔いしれて私を蔑ろにするのですか．仏教徒が勢力をもっている

ときに，あなたの存在は私に依拠しているというのに22．

さらに別の異型では，ウダヤナは討論に参加していない．バラモンと仏教徒が，神が存

在するか否かというテーマで討論を行い，両者譲らなかったため，ウダヤナは両者を丘に

                                                  
20 Matilal［1977］pp.96-98
21 Bhattacarya［1958］pp.5-7，Thakur［1987］pp.32f，VidyAbhUSaNa［1970］pp.142f，EIPh II pp.522f．
22 VidyAbhUSaNa 版：aizvaryamadamattaH san Atmanam avamanyase, punar bauddhe samAyAte madadhInA tava 
sthitiH.
Bhattacarya 版：aizvaryamadamatto 'si mAm avajJAya vartate, upasthiteSu bauddheSu madadhInA tava sthitiH.
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連れて行って突き落とした．バラモンは「神は存在する！」と叫びながら，仏教徒は「神

は存在しない！」と叫びながら落下したところ，バラモンは無傷だったが仏教徒は死亡し

た．これによって神の存在を証明したウダヤナだったが，ミティラー王ジャガンナータか

ら仏教徒を殺したかどで罰せられ，プリーの寺院に入った．ここで三日三晩神の許しを願

ったが，神は夢に現れて焼身行を指示した．そこでヴァーラーナシー（VArANasI）に赴き焼

身で死去したという．上記の偈文は，この異型では焼身時の遺偈となっている．

いずれが真実かはさておき，ウダヤナと討論，特に仏教徒との討論の関わりをここに見

て取ることができよう．

ウダヤナには7つの著作が帰せられており，それぞれ後代に大きな影響を与えている．著

作順序はBhattacarya［1958］の研究によって以下の順序でほぼ確定されている．

1．『ラクシャナーヴァリー（LakSaNAvalI，定義の列）』

ヴァイシェーシカ学派の基本概念を簡潔に定義した短編．

2．『ラクシャナ・マーラー（LakSaNamAlA，定義の花輪）』

ニヤーヤ学派の基本概念を要約した短編

3．『アートマ・タットヴァ・ヴィヴェーカ（Atmatattvaviveka，自我の真実の判別）

無我説を標榜する仏教徒を批判してアートマン（実体としての自我）を確立すると共

に，神の存在とヴェーダの権威を論証して，真実の知による解脱を導く．仏教説とし

て は 一 切 存 在 の 刹 那 滅 説 （ kSaNabhaGgavAda ）， 外 界 対 象 の 非 存 在 説

（bAhyArthabhaGgavAda），属性基体の無区別説（guNaguNibhedabhaGgavAda），一切存在

の非知覚説（anupalambhavAda）の4つが挙げられ，逐一批判が展開される．

4．『ニヤーヤ・クスマーンジャリ（NyAyakusumAJjali，正理の花束）』

無神論を標榜するミーマーンサー学派やチャールヴァーカを批判して神の存在を確

立するとともに，その絶対性や無謬性も論証する．

5．『ニヤーヤ・パリシシュタ（NyAyapariziSTa，正理の補遺）』または『（プラ）ボーダ・

スィッディ（(Pra)bodhasiddhi，目覚めの確立）』23

討論に関わる『スートラ』の第五課だけを注釈した書．次項参照．

6．『 ニ ヤ ー ヤ ・ ヴ ァ ー ル テ ィ カ ・ タ ー ト パ リ ヤ ・ パ リ シ ュ ッ デ ィ

（NyAyavArtikatAtparyaparizuddhi，正理の注釈に関する精解）』

『スートラ』および3つの注釈『ニヤーヤ・バーシャ』『ニヤーヤ・ヴァールティカ』

                                                  
23 別名の「（プラ）ボーダスィッディ」は奥書による．第一章の奥書（NP 91.5）では「プラボーダスィッデ

ィという名のニヤーヤの補遺」，第二章の奥書（NP123.16）では「ボーダスィッディという名のニヤーヤの

補遺」と書かれている．ただしこの別名で言及されることはないため，本論では『パリシシュタ』とする．
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『ニヤーヤ・ヴァールティカ・タートパリヤ・ティーカー』を再注釈したもの．これ

らの注釈は後代「四注釈（caturgranthI）または『スートラ』も含めて「ニヤーヤ学派

の五大論書（paJcaprasthAnanyAyamahAtarka）と呼ばれる．

7．『キラナーヴァリー（KiraNAvalI，光線の列）』

ヴァイシェーシカ学派の『プラシャスタパーダ・バーシャ』の再注釈書．

１－８．『ニヤーヤ・パリシシュタ』の概要

ウダヤナの5番目の著作となる『パリシシュタ』は，『スートラ』の第五課だけを扱い異

色の注釈書である．先行する3つの注釈書『ニヤーヤ・バーシャ』『ニヤーヤ・ヴァールテ

ィカ』『ニヤーヤ・ヴァールティカ・タートパリヤ・ティーカー』は全て，第一課から順を

追って第五課まで全てを解説しており，ウダヤナ自身も同じスタイルで『ニヤーヤ・ヴァ

ールティカ・タートパリヤ・パリシュッディ（以下パリシュッディ）』を著しているが，そ

れとは別に第五課だけを扱った著書を遺したことは注目に値する．題名の「パリシシュタ

（pariziSTa）」には「補遺，残り物」という意味があり，『プラボーダ・シッディ（目覚めの

確立）』という別名もある．

著作順序は，『パリシュッディ』の中に「『パリシシュタ』を参照のこと」という記述が

あることから，『パリシシュタ』で第五課だけを先に扱い，その後で全課について『パリシ

ュッディ』で著したことが明らかである．詳細を譲っていることからも分かるように，『パ

リシュッディ』では先行する3つの注釈書への説明と正当化に専念し，新しい視点をほとん

ど打ち出していない．一方，『パリシシュタ』では先行する3つの注釈者の説を順次紹介し

つつ，その他にもニヤーヤ学派内の異説と独自の見解を打ち出している．そのため第五課

への注釈量は『パリシシュタ』のほうが明らかに多い．

『パリシシュタ』は『スートラ』第五課に従って構成されている．第五課は詭弁を扱う

第一章と，敗北の場合を扱う第二章という2つの章（Ahnika）から成り，それぞれの以下の

順序で個別定義が行われる（括弧内はスートラ番号）．

1．詭弁

序（5.1.1）―類似性・非類似性による対等（5.1.2-3）―付加・減配・言述・非言述・

選言・所証による対等（5.1.4-6）―到達・非到達による対等（5.1.7-8）―遡及・反例

による対等（5.1.9-11）―不生起による対等（5.1.12-13）―疑惑による対等（5.1.14-15）

―論題による対等（5.1.16-17）―非理由による対等（5.1.18-20）―対象帰結による対

等（5.1.21-22）―無区別による対等（5.1.23-24）―成立による対等（5.1.25-26）―知
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覚による対等（5.1.27-28）―非知覚による対等（5.1.29-31）―無常による対等（5.1.32-34）

―常住による対等（5.1.35-36）―結果による対等（5.1.37-38）―六主張論議（5.1.39-43）

2．敗北の場合

序（5.2.1）―主張の放棄（5.2.2）―別の主張（5.2.3）―主張との矛盾（5.2.4）―主張

の破棄（5.2.5）―別の理由（5.2.6）―別の意味（5.2.7）―無意味（5.2.8）―意味の無

理解（5.2.9）―無関係（5.2.10）―時宜を得ないもの（5.2.11）―不足（5.2.12）―余

分（5.2.13）―無駄な繰り返し（5.2.14-15）―沈黙（5.2.16）―無知（5.2.17）―思い

つかず（5.2.18）―逃避（5.2.19）―他説承認（5.2.20）―批判すべきものの看過（5.2.20）

―批判できないものの批判（5.2.21）―定説逸脱（5.2.23）―誤った理由（5.2.24）

特徴的な点は，著作全体にわたってウダヤナ独自の見解が強く打ち出されていることにあ

る．『スートラ』の解釈から始めている点では従来の3つの注釈書と共通するが，その解釈

から引き出される見解の多くは従来説と異なる．以下に具体的な特徴を列挙する．

（1） 詭弁を「自己否定（svavyAghAta）」と定義

詭弁の原語である「ジャーティ（jAti）」は，「同じ生まれ，同類」と意味する．ま

た個別の詭弁名称に付けられている「サマ（sama）」は「同じ，対等」という意味で

ある．ここからどうやって詭弁という意味になるのかという問題は，詭弁の定義に

も関わる問題として注釈者たちが取り組んできた．討論を行うとき，先に述べられ

る主張とそれに対して行われる詭弁は，厳密には「同類」でも「対等」でもない24．

「心のなかでは同じつもりだが，実際には反論にならない」ということであり，こ

れを「ジャーティ」や「サマ」の解釈から導くことは難しい．ウダヤナはこれを一

新，「詭弁は，その論理によって詭弁自身を否定してしまう」という独自の解釈を打

ち出した．この解釈は，後世の論理学者たちによって継承されることになる．

（2） 詭弁を整理

歴史的に種々雑多な論法を集めた詭弁を整理するため，ウダヤナはいくつかのキ

ーワードを設定し，それによって分類した．

まず，先に述べられ，反論の対象となる主張の正誤によって「正しい主張を対象

とするもの（sadviSaya）」「正しくない主張を対象とするもの（asadviSaya）」「言明が

正しくないもの（asaduktika）」の3種類に分ける．「言明が正しくないもの」とは，

                                                  
24 詭弁は常に誤っているが，主張には正しい場合があるため正誤が同じではない．また主張で用いられた

論理に対して，詭弁で用いられる論理は似て非なるものなので論理性が同じでもない．さらに詭弁を使っ

た論者が敗北するので，論者の資質が同じということもない．
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正しくない主張に対して，正しい反論に失敗して詭弁と判定されてしまうものを指

す．この分類によって，いくつかの詭弁や従来の注釈者たちが示してきた例のうち，

通常ありえない「両論者共に正しくない場合」を説明できるようになった．

次に，詭弁を「妥当な要素を書くもの（yukutAGgahIna）」「妥当でない要素を付加

するもの（ayuktAGgAdhika）」「対象に当てはまらないもの（aviSayavRtti）」の3つに大

別する．例えば「類似性による対等」は遍充関係（vyApti）という妥当な要素を欠い

ており，「所証による対等」は不成立の証因という妥当でない要素を付加し，「言述

による対等」は実例に依拠しておらず，対象に当てはまらないものである．ただし

詭弁の中にはこのうち2つが該当するものもあるなど，明確に3つに分類することに

は成功していない．

そして被定義項（lakSya）「このスートラではどの詭弁が定義されるか」．定義項

（lakSaNa）「それはどのような定義か」，原因（utthita／dvAra）「その詭弁は何をもと

にして起こるか（誤解や非認識など）」，批判点（sthitipada／dUSya）「その詭弁は何

に対して反論するか（理由や関係など）」，基礎（mUla）「その詭弁の根本は何か」，

結果（phala）「どう判定されるか（誤った指摘など）」，除去（pAtana）「どのように

して排除されるか」という7つの要素を設定し，詭弁ひとつひとつの構造を明らかに

している．さらに結果を説明するために想定（Aropya）「何であると反論するか（誤

った理由など）」を加え，原因，批判点，想定，結果の4点はほぼ全ての詭弁におい

て述べられている．

（3） 新ニヤーヤの術語

詭弁を論理的に分析する際に，遍充関係，付属物（upAdhi），対立項（pratiyogin）

などの語が用いられ，従来よりも系統的に説明している．例えば「付加による対等」

の原因について，「所証の属性から切り離されたものの，実例の基体における，論証

したい属性との結びつきの知覚，あるいは逸脱の非知覚，それの原因となる付属物

の単なる非知覚」というような説明を施しており，ここに論理学的な発展を見るこ

とができる．

（4） 敗北の場合を分類

敗北の場合は詭弁よりもさらに種々雑多な様相を呈しており，統一して説明する

キーワードをウダヤナ自身では設定していない．それでも，いくつかの敗北の場合

を3～4つに分類している．その分類方法は敗北の場合ごとに異なり，「別の主張」の

ように属性と限定要素を細分化して分類するものもあれば，「無関係」のように前の

注釈の例と自分の例を並列して分類するものもある．
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敗北の場合はダルマキールティの『ヴァーダ・ニヤーヤ（VAdanyAya）』において

批判を受けているが，『パリシシュタ』はこの批判に直接答えていない．また，仏教

徒を批判する部分もない．それどころか，ダルマキールティが提唱した2つの敗北の

場合「正しくない論証の要素を述べること（asAdhanAGgavacana）」と「過失を指摘し

ないこと（adoSodbhAvana）」を匠に取り込んでいる25．仏教徒による批判への対応と

して，ウダヤナが取った方法はその批判に直接答えることではなく，体系を問題の

ないように再整備することであった．

（5） 他注釈からの自由

従来の注釈の再注釈に専念した『パリシュッディ』とは異なり，『パリシシュタ』

は従来の注釈を参考例として挙げるに留める．また，「時宜を得ないもの」において

文意理解を巡るミーマーンサー学派との議論を行うなど，従来の注釈で詳細に論じ

られていたトピックに触れないところもある．そのため全体として従来の注釈に縛

られず，自由な立場で著作している印象を受ける．ただし従来説に異を唱える場合

でも，従来説を直接的に否定してはいない．

以上，『パリシシュタ』の特徴を概観した．さて，なぜ別に第五課だけ扱う著作を遺した

かという問題について，Chinchore［1988］は以下のような背景を考察している26．

（1） 先行する3つの注釈（特に前二者）は問題が多く，ニヤーヤ学派の学説を守るために

はそちらから自由な立場を取る必要があったこと．『パリシュッディ』では，先行す

る3つの注釈の見解に従う一方，『パリシシュタ』では自分自身によるスートラ解釈

を中心に構成されている．

（2） 仏教徒の批判が集中したトピックを取り上げるのが急務だったこと．仏教徒ダルマ

キールティが著書『ヴァーダ・ニヤーヤ』で第五課のトピックである敗北の場合に

ついて批判を展開しており，特にこのトピックにおいて『スートラ』の正当性が脅

かされていた．

                                                  
25 NP113.15，NP14.8
26 Chinchore［1988］p.194: The PariziSTa, an independent treatise, is especially called for two reasons: (a) in the 
Parizuddhi, remaining within the cumulative NyAya tradition, Udayana does not labour to register his difference of 
view from the BhASya, the VArttika or the TIkA, but in the PariziSTa in difference with the BhASya and the VArttika, 
especially, he defends the NyAya view of JAti and NigrahasthAnas within the framework of his understanding of the 
SUtras alone. (b) It is on JAtis and NigrahasthAnas that considerable amount of Buddhist hostility of NyAya was 
concentrated and Udayana seems to have considered to be his crucial task to combat it. While doing this, further, he 
restricts himself, basically, to the SUtras and thereby signifies that it is the BhASya, and the VArttika which are so 
much vulnerable to the criticism from DharmakIrti and no the SUtras.
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以上の2点は上記の考察とも共通する．さらに，第一課から第四課までについては『パリ

シシュタ』に類した別の書物を記していないこと，世間の学匠がこれらのトピックについ

て関心を払わないことを巻末で嘆いていることから，ウダヤナが討論について他に類を見

ない強い関心を持っていたと考えられる．

しかしながら，こうしたウダヤナの新たな試みは『スートラ』の権威を守るためとはい

え，先行する注釈を蔑ろにしたことは伝統的な観点から見て問題が残った．新ニヤーヤに

おいて討論に関するトピックが別立てされず，推理（anumAna）論の中で扱われるのもこの

ような問題に一因があると考えられる．

１－９．ウダヤナ以降の展開

先述のように，ウダヤナの時代を境に仏教はインドから衰退し，その批判に対して答え

る仏教側の論者は現れることがなかった．同時にニヤーヤ学派においてもガンゲーシャ以

降，新ニヤーヤの時代が到来する．しかしながら『スートラ』がそれほど重視されなくな

った時代においても，『パリシシュタ』と第五課の伝統は継続した．

ウダヤナの直後に現れたヴァラダラージャ（VaradarAja，1150A.D.）は『タールキカ・ラ

クシャー（TArkikarakSA，論理家の弁護）』において，ウダヤナ説をまとめ，討論に関する部

分は特に詳細に説明している．それから約100年以上経って現れたマニカンタ・ミシュラ

（MaNikaNThamizra，1275-1325A.D.）の現した『ニヤーヤ・ラトナ（NyAyaratna，正理の宝）』

は討論に関する次項を豊富に含んだ構成であり，ウダヤナ説も多く取り入れている．中に

はウダヤナ説を否定して自説を展開するところもあり，新しい発展も見ることができる．

この後時代は新ニヤーヤに入り，討論の影は薄まるものの，絶えてはいない．ガンゲーシ

ャの息子といわれるヴァルダマーナ（VardamAna，1345A.D.）は『パリシシュタ』に『プラ

カーシャ（PrakAza，開顕）』と呼ばれる注釈を作った上に，『アンヴィークシャー・ナヤ・

タットヴァ・ボーディニー（AnvIkSAnayatattvabodhinI，探求者の指針の真実を明らかにする

書）』という注釈を著し，ウダヤナ説を継承しつつより詳細な議論を加えて発展させた．そ

のまた100年後，シャンカラ・ミシュラ（ZaGkaramizra，1430A.D.）は『ヴァーディ・ヴィノ

ーダ（VAdivinoda，論者の歓び）』という討論術に特化した本を著し，それまでの流れを簡

潔にまとめている．

新ニヤーヤ時代においても『スートラ』の注釈は続行されたが，第五課についていえば

多くが『パリシシュタ』に依拠したものとなっている．ヴァーチャスパティ・ミシュラ二
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世（VAcaspatimizra，1440A.D.）の『ニヤーヤ・タットヴァーローカ（NyAyatattvAloka，正理

の真実の光）』は，第五課の第一章（詭弁）のうち9つのスートラ，11箇所にわたってウダ

ヤナ説を引用している．さらに綱要書『タルカ・バーシャー（TarkabhASA，論理の注釈）』

で知られるケーシャヴァ・ミシュラ（Kezavamizra，16世紀）による『ガウタミーヤ・スー

トラ・プラカーシャ（GautamIyasUtraprakAza）』は，第五課の解説をほぼ『パリシシュタ』に

依拠する．

またニヤーヤ学派の外にも影響は及んだ．ヴェーダーンタ・限定不二一元論派のヴェー

ンカタ・ナータ／ヴェーダーンタデーシカ（VeGkatanAtha／VedAntadezika，1330A.D.）が『ニ

ヤーヤ・パリシュッディ（NyAyaparizuddhi，正理の精解）』を著し，ウダヤナ説を詳細に分

析している．その中でニヤーヤ学派とは異なった新しい枠組みが提案されている．

このように『パリシシュタ』の基礎として多くの著作が記されたことは，この著書の後

代への影響を物語るとともに，『スートラ』に説かれる討論術が実際の場面でも活用され続

けたことを示すものと考えられる．

１－１０．小結

以上，11世紀に記された討論に関する文献の外観を試みた．討論の伝統が後代まで残存

し，多くの論者の手を経て理論的に発展してきたことが理解できる．このトピックはニヤ

ーヤ学派にとって重大なトピックであるにもかかわらず，学派の成立初期の研究はあるも

のの，後代の展開については十分な研究がなされてこなかった．現代のインド，または仏

教のコミュニケーションにつながる一潮流として，この文献を手がかりに討論の歴史を明

らかにしていきたい．
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第２章 詭弁（jāti）の諸相

２－１．序

釈尊は「諸行無常―この世の一切は無常である」という理を明らかにした．しかしこれ

に対して，論理的な立場から次のような批判があったとすればどのように解決できるだろ

うか．

「諸行無常」という理は常に成り立つのか否か．常に成り立つならばこの理に限っては

無常ではない．したがって無常でないものがあるため「諸行無常」という理は誤っている

ことになる．

それならば「諸行無常」という理もまた無常，つまり常に成り立つわけではないとして

も，成り立たないときにこの理は誤っていることになってしまう．つまりいかにしても「諸

行無常」ということはありえない．同じ形式の批判は「一切皆苦」「諸法無我」「一切皆空」

などの理についても可能である27．

このようなメタレベルでの自己言及を問題にした議論が，インドにおいて仏教とバラモ

ン教を軸に 1000 年近くも続けられていた．本論はこのような半ば議論のルールを逸脱した

批判がいかにして取り除かれるのか，『パリシシュタ』における記述を中心に考察するもの

である．

２－２．24種の詭弁

『パリシシュタ』が注釈を加える『スートラ』の第 5 課は，「詭弁（jAti）」を扱う第 1 章

と「敗北の場合（nigrahasthAna）」を扱う第 2 章からなる．第 1 章では 24 種類の詭弁が紹介

され，ひとつひとつその対処法が示される28．

それぞれの例には「音声が常住か無常か」というインド哲学特有の問題が占めるが，本

論では現代的な例として A 国に対する反戦主張を主題にし，これに対する詭弁を定義に基

づいて作成することにする29．

                                                  
27 「一切皆苦」という理は苦か否か，「諸法無我」という理は無我か，「一切皆空」という理は空かという

ような選択肢がどちらも成り立たない．
28 ニヤーヤ学派と仏教徒による幾多の論争を経て『スートラ』で 24 種類の詭弁がまとめられるまでの経緯

をまとめた先行研究として，梶山［1996］がある．本論では仏教徒との論争から時代を隔て，理論的に整

備された後代の発展に焦点を当てる．
29 24 種の反論法の中には，「音声は無常である」という命題に対してのみ有効な反論法がいくつかある．

しかしウダヤナは『パリシシュタ』において，こうした固有の反論法を一般に拡大することに成功した．

ここでは『スートラ』による原則を用い，音声の無常性に固有な反論法についてはウダヤナの拡大解釈に

従って例を作成する．名称についても内容に即したものを暫定的に作成した．なおこれはひとつの思考実
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インドの議論の形式にのっとれば，立論は以下のようになる30．

「A 国への武力行使は行うべきではない．尊い命を失うから．例えば過去の戦

争は尊い命を失い，行うべきではなかった．同様に A 国への武力行使は尊い命

を失う．したがって行うべきではない．」

これに対して展開される 24 種類の詭弁は以下のようなかたちになると考えられる．それ

ぞれの例の元になる定義や説明は脚注に示した．

1, 2. A 国への武力行使は行うべきである．テロの撲滅につながることは行うべきだから．例

えば B 国政権打倒はテロの撲滅につながり，行うべきだった．同様に武力行使はテロの

撲滅につながるので，行うべきである．あるいはテロの撲滅につながらないことは行うべ

きでないから．例えば平和的解決方法はテロの撲滅につながらず，行うべきではない．し

かし武力行使はテロの撲滅につながるから，行うべきである．(類似性・非類似性による

反論31)

3. A 国への武力行使と過去の戦争が同様ならば，過去の戦争は帝国主義などの誤った主義に

基づくので武力行使も誤った主義に基づくことになってしまう．しかし武力行使は誤った

主義に基づくものではない．よって武力行使と過去の戦争は別物である．(別の要素の付

加による反論32)

4. A 国への武力行使と過去の戦争が同じならば，過去の戦争はテロの撲滅とは関係なかった

ので武力行使もテロの撲滅とは関係ないはずだ．しかし武力行使はテロの撲滅につながる

ものである．よって武力行使と過去の戦争は別物である．(別の要素の除去による反論33)

5. A 国への武力行使を行うべきか否かは，今証明されつつあることである．A 国への武力行

使と過去の戦争が同じならば，過去の戦争が行うべきであったか否かも今証明されつつあ

ることになるが，実際にはすでに証明されているので実例として相応しくない．(今証明

                                                                                                                                                    
験であり，反戦主張に異議を差し挟むものではない．むしろさまざまな反論に応えることによって反戦主

張自体が鍛えられることを示したい．
30 ニヤーヤ学派の論式は五段論法をとるのが正式．すなわち 1. 主張，2. 理由，3. 喩例，4. 適用，5. 結論

である．主張において所証が提示され，理由においてその証因が与えられる．喩例において所証と証因の

遍充関係が述べられ，その上で適用において証因を再掲，結論において所証を再掲する．一方仏教徒は 1
～3 までの三段論法を取る．

ここで主題は「A 国への武力行使」，所証は「行うべきでないこと」，理由は「尊い命を失うこと」，実例は

「過去の戦争」である．なお，インドの論証は「行うべきであること」などの価値判断を含む命題をごく

一般的に扱う．
31 「類似性と非類似性によって，結論に対してそれの属性と反対のものを導くために，［それぞれ］類似性

による対等と非類似性の対等がある（NS 5.1.2）．」「導くために」という訳は，後に示す15番の反論と違い

を示すためにこの語を「そのためにという意味の第六格」と解釈するウダヤナに従った（NP 8,6）．「対等」

は詭弁であることを示す名称である．
32 「そのうちまず付加による対等では，実例と所証[＝主題]において遍充するものと遍充されるもののい

ずれかと，別の属性を[実例で]結びつけ[主題で]切り離す（NP 15,7f）．」
33「単に遍充するものであると誤認することによって，一つの属性を排除することで，所証[＝主題]におい

て，論証したいもの[＝所証]または理由のいずれかを除去することが，除去[による対等]である（NP 16,8f）．」
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されつつあることによる反論34)

6. 過去の戦争が行うべきでなかったことは証明済みである．A 国への武力行使と過去の戦

争が同じならば，A 国への武力行使が行うべきでないことも証明済みであることになるが，

実際には今証明されつつあるので主題として相応しくない．(証明済みであることによる

反論35)

7. 過去の戦争は尊い命を失ったように，自然災害も尊い命を失う．しかし過去の戦争は人

為的であったのに対して，自然災害は人為的なものではない．つまり尊い命を失うものと

いう点では共通であっても，全ての点で同じではないことになる．A 国への武力行使と過

去の戦争も全ての点で同じではない．よって過去の戦争は行うべきではなかったが，A 国

への武力行使は行うべきであってよい．(選択による反論36)

8. A 国への武力行使を行うべきか否かは，これまで証明されたことがない．この命題には過

去の戦争という実例が含まれる．したがってこれまで証明されたことがない命題に含まれ

る実例もこれまで証明されたことがないことになり，過去の戦争が行うべきでなかったと

言うことはまだできない．(未証明であることによる反論37)

9, 10. 尊い命を失うという理由が武力行使を行うべきでないことに関係してこれを論証す

るならば，武力行使を行うべきでないことは論証の前に明らかであり既知のものである．

よって A 国への武力行使を今論じる必要はない．かといって，尊い命を失うという理由

が武力行使を行うべきでないことに関係しないでこれを論証するならば，尊い命を失うこ

とから論証するとは言えない．(関係・無関係による反論38)

11. A 国への武力行使が尊い命を失うのはどうしてか．その根拠があってもさらに根拠が求

められ，いつまでたっても尊い命を失うことは確定しない．(遡及による反論39)

12. 過去の戦争という実例から A 国への武力行使を行うべきでないならば，B 国政権打倒と

                                                  
34 「主題を結論付ける理由をもつものとして成立している実例について，実例に依拠せず，主題だけで意

図されたあり方［＝未証明であることなど］の理由をもつものとして未成立という属性の選択をする（NP 
18.5f）．」対象がまだ証明されていない（未知）のか，またはすでに証明されたのか（既知）という別はイ

ンドの認識論と論理学上では重要な区別である．
35 「主題所属性に資するあり方を備えた理由をもつものとして主題は成立しているのに，実例で意図され

たあり方［＝証明済みであること］を備えた理由をもつものとして未成立であるという属性を選択する（NP 
19.9f）．」
36 「一方，選択による対等においては(1)理由の，別の属性に対する［逸脱］，あるいは(2)別の属性の，所

証の属性に対する［逸脱］，あるいは(3)同じ別の属性の，［さらに］別の属性に対する逸脱が属性の選択と

なる（NP 20.3f）．」例はこのうち(1)の形式．
37「一方，証明による対等においては両方［＝主題と実例］が証明されるべきことが原因である（NP 21.6）．」
形式としては 5 番に類似するが過程が異なる．
38 「所証に到達して，または到達しないで［理由が論証するかというと］，理由が到達するならば違いがな

いことに基づいて，また到達しないでは論証できないことに基づいて，到達・非到達による対等になる（NS 
5.1.7）．」到達は存在論（物理的接触）・認識論（知の対象となること）の両方の意味で解釈される．
39 「確定され[たとされ]ていることの原因，すなわち確定させるものが言及されていないことに基づいて

反論することが遡及による対等である（NP 29.2f）．」これによって無限遡及を導く．
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いう実例から A 国への武力行使を行うべきであるといってもよい．(反例だけによる反論

40)

13. 報道されない未知の武力行使も行うべきではないことになるが，その段階で武力行使は

尊い命を失うからと言うことはできない．(未知であることによる反論41)

14. A 国への武力行使を行うべきか否かは疑わしい．同じ税金を使うにしても過去の戦争の

ように行うべきでなかったものもあれば，教育福祉のように行うべきものもあるから．(疑

いによる反論42)

15. A 国への武力行使は行うべきか否かはいまだ問題である．確かに尊い命を失うが，テロ

の撲滅にもつながるから．(議題による反論43)

16. 尊い命を失うことが，行うべきでないという結論の前からあったならば「その根拠」と

言うことはまだできず，同じときにあるならばどちらが「根拠」で「結論」かと言うこと

ができず，後にあったならばもう結論は出ているので「その根拠」と言うことはできない．

(無根拠による反論44)

17. A 国への武力行使は行うべきでないということは，それ以外は行ってもよいことを暗示

する．過去の戦争も行ってもよかったことになるのではなかろうか．(含意による反論45)

18. A 国への武力行使と過去の戦争が同じならば，どちらも税金を使うものだから税金を使

うものは全て行うべきでないことになってしまう．(同じであることによる反論46)

19. A 国の武力行使について尊い命を失うという根拠が成り立つならば，テロの撲滅につな

がるという根拠も成り立つ．根拠である点で違いがないから．(成り立つことによる反論47)

20.尊い命を失うものでなくとも行うべきでないことはたくさん見られる．よって尊い命を

                                                  
40 「また，反例によって反証することに基づいて反例による対等になる（NP 31.3）．」形式としては 1 番に

類似するが，ここでは理由を抜きにして語られている点で異なる．
41 「何であれ論証の要件が生起する前には原因すなわち理由がないことに基づいて反論することが不生起

による対等である．このように［論証の要件として］基体・証因・所証・実例・その知の不生起が含まれ

る（NP 34.17f）．」ここでは知の不生起，すなわち未知の状態での主題を問う解釈に拠った．
42 「結論の原因を批判するとき，疑惑の原因によって反証することが疑惑による対等である（NP 38.9f）．」
疑惑の原因とは 2 つの可能性が捨てきれないことである．
43 「主張の理由が提示されたときに，それ［＝主張の理由］より力が優れていない［＝同じ力をもつ］と

認められた他の認識手段によって，理由の排撃を説くことが論題による対等である（NP 40.f）．」形式とし

ては 1 番に酷似するが，1 番が均衡（2 つの理由が同等であること），15 番が排撃（一方の理由の方が強い

こと）を示すというわずかな違いがある．
44 「理由が三時にわたって成立しないとするならば，非理由による対等になる（NS 5.1.8）．」三時とは過去・

現在・未来のこと．
45 「意味上の帰結から反主張が成立することによって，意味上の帰結による対等がある（NS 5.1.11）．」意

味上の帰結とは，述べられていないことを含意として引き出すこと．
46 「ある集合において，存在性などのうちいずれかの，証因と異なる属性を認めた上で，その力によって

その集合が，［存在性などの］属性の点から，あるいはそれ自体の点から同一相であることを帰結するのが

無区別による対等である（NP 43.7ff）．」
47 「両方の理由が成り立つことに基づいて，成立による対等になる（NS 5.1.25）．」両論者の互いに対立し

あう理由が同じだということから起こる．
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失うから行うべきでないという主張は成り立たない．(見えることによる反論48)

21. (主張においてテロの撲滅につながることが見られないという場合)テロの撲滅が見られ

ないことは見られないので，テロの撲滅につながるから A 国への武力行使は行うべきで

ある(見えないことによる反論49)．

22. 過去の戦争との類推から A 国への武力行使が行うべきでないならば，過去の戦争は税金

を使うものだったから，税金を使うものは全て行うべきでないということになり，教育福

祉も行うべきでないことになってしまう．したがって過去の戦争と比較することはできな

い．(別の理由から成り立つことによる反論50)

23．A 国への武力行使を行うべきでないことは，行うべきか否か．行うべきならば行うべき

でないということはできず，行うべきでないならば行ってもよいことになる．(性質の性

質による反論51)

24．A 国への武力行使が尊い命を失うか否かは，テロの犠牲者をどれほど失うかによる．A

国への武力行使を行わなければテロの犠牲者がまた増えるだろう．したがって A 国への

武力行使を行うべきでないということはできない．(換言による反論52)

２－３．反論の分析

以上を通観することからも分かるとおり詭弁にはいくつかのパターンがあり，同工異曲

のものも少なくない．ウダヤナはこれらの詭弁の要素を分析し，24 種全てに共通する欠陥

として自己撞着（svavyAghAta）を，個別の欠陥として妥当な要素の欠如，妥当でない要素の

付加，対象でないものへの適用の 3 つを挙げた53．

自己撞着とは，反論に直接答えることなく，対論者の前に鏡を置くようにしてその反論

                                                  
48 「提出された理由がなくても知覚に基づいて知覚による対等がある（NS 5.1.27）．」
49 「非知覚すなわち相対的属性が結論として知覚されないことに基づいて，対象が同じであることによる

反論が非知覚による対等である（NP 59.2f）．」相対的属性とは知覚／非知覚などの反対で一対の属性．ここ

で反論者は知覚の知覚／非知覚や，非知覚の知覚／非知覚といった重層的な問題を提起している．
50 「他の属性から所証の属性が成立してしまうことによって反証することが無常による対等である（NP 
63.8f）．」名称に付けられている「無常」はウダヤナによれば一例に過ぎない．以下の 23，24 番についても，

「常住」や「結果」は一例である．
51 「意図された属性に，その性質をもつか否かの選択が［共に］成り立たないので，基体にそれによって

限定されることを批判するのが常住による対等である（NP 65.10f）．」インドの論理学の基礎は，ものを基

体と性質に分析することにある．これを使ってさらに性質の性質を問うことでこの反論は成り立っている．
52 「主題と理由と実例の中で，何らかの推理の要件が不成立であることを指摘して，それ［＝要件］を証

明するものとして何かを自ら予想し，その反論によってだけ，それ［＝要件］を証明しないことを結論す

るのが結果による対等である（NP 72.16f）．」名称の元となった「結果」と同じく「絶対的な正しさ」も反

論者が立論と関係のない問題提起をする一例．
53 「一方，欠陥の根源が考察される．そしてそれは共通なもの，非共通なものという 2 種類ある．そのう

ち前者はさまざまなあり方の［自己］撞着であると後に説かれるだろう．後者は妥当な要素の欠如，妥当

でない要素の付加，対象でないものへの適用である（NP 13.2ff）．」
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の論法をそっくりそのまま反論自身に返せば反論が自滅することを表す．立論者の主張だ

けでなく，議論全体を破壊してしまうような反論に対してはこの指摘が有効となろう54．い

くつかの詭弁に自己撞着があることは古くから指摘されていたが，これを 24 種全体に共通

する要素として提示したのはウダヤナが初めてである．

一方，「妥当な要素の欠如」，「妥当でない要素の付加」，「対象でないものへの適用」とい

う 3 つの要素は場合に応じて説明されるが，その内容を要約すれば以下の 3 つにまとめる

ことができる．

(1)反論が普遍的法則を欠くこと

世界には予め定まった法則(遍充関係)があり，その法則に乗っ取った根拠こそが正しい．

この法則に従わない根拠を提出することは誤っている．

「妥当な要素の欠如」は 15 回言及されるが，そのうち 7 回がこの普遍的法則に関わる．

ほか 7 回も，直接的には(3)を表すがその原因は普遍的法則に帰結することになる．とり

わけ代表的な「類似性による反論」と「非類似性による反論」，およびそれに類する反論

の中で説かれており，詭弁の欠陥の一番大きなものであると言えよう55．

(2)推理の機能を取り違えること(主題・理由・実例)

五段論法の各段で述べられる要件にはそれぞれ役割があり，性質を異にしながら密接に

関係して機能している．これらの機能自体を問題視し，別の機能を求めること，すなわち

議論の内容に直接触れることなく，メタレベルで議論の枠組み自体に批判を行うことは誤

っている．

「妥当でない要素の付加」は計 11 回言及されるが，そのうち 8 回はこの内容を表す．

議論全体に対する反論なので，当然自身の論証も巻き込まれることになり，自己撞着を容

易に指摘することができる．例えば 8 番目の反論参照．

(3)反論の要件を満たさないこと(排撃・均衡・反考証)

                                                  
54 このことは，ニヤーヤ学派創立当初の最大の論敵であった龍樹にとっては寧ろ，意図するところだった

かもしれない．しかし議論全体の枠組みを守るニヤーヤ学派の立場からすれば反論だけが自滅し，立論は

防御されることが必要だった．石飛［2002］は『方便心論』を，主張を立てない論詰専門書と位置づけて

その著作動機を探っている．
55 「そのうち両者[＝類似性・非類似性による対等]は，妥当な部分の欠如を示すために［次の］スートラ

がある．」ここで妥当な部分というのが遍充関係であることは，後代の諸注釈から明らかである（NP 13.4）．
「妥当な要素の欠如は，妥当な遍充関係などの要素に依拠せずに［反論が］起こっているから（TR 256.12f）．」
「妥当な要素とは，証因との遍充関係というものであり，それを欠くことがスートラによって示される(Pra 
13.20f)．」「妥当な部分を欠いていることとは必然関係を欠くことである（Pan 13.20）．」「妥当な要素の欠如

は，論証にとって妥当な要素である遍充関係を捨てているから（ANTB 17.5f）．」
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反論が有効であるためには，少なくとも立論と同等以上の根拠をもつか，立論の誤りを

指摘できるものでなければならない．根拠が薄弱なまま反論(排撃や均衡)を述べたり，立

論の誤り(5 種類の誤った理由や，矛盾・循環論法・無限遡及などの否定的考証)を偽造し

たりすることは誤っている．

「対象でないものへの適用」が言及されるのは計 11 回，そのうち 6 回がこの内容に入

る．(1)と(2)は立論の中身に関わるものであったのに対し，(3)は反論の反論たる資格を問

うものである．さらに反論の要件を満たさない根拠を問うならば(1)か(2)のいずれかに帰

結するだろう．例えば 11 番目の反論参照．

『正理の補遺』で言及される欠陥の回数と内容

普遍的法則を

欠く

推理の機能を

取り違える

反論の資格

がない

妥当な要素の欠如 7 1 7

妥当でない要素の付加 1 8 2

対象でないものへの適用 1 4 6

以上を踏まえてウダヤナの記述をもとに上記の反論の欠陥を分析し，反戦主張の立場か

ら再反論の一例を提示する．

1, 2. (1)普遍的法則を欠くものの典型である．立論における喩例は普遍的法則を示している

のに対して，反論における理由は単なる類似性・非類似性を示しているに過ぎない．普遍

的法則に支えられない類似性・非類似性は正しい論証に結びつかない56．したがって再反

論(反論者への返答)は以下のようになる．

「テロの撲滅につながることは武力行使を行うべきであるための十分な理由ではない．テ

ロの撲滅につながることは B 国政権打倒と A 国への武力行使の単純な類推に過ぎない．

あるいは，テロの撲滅につながるか否かという平和的解決方法と武力行使の違いだけによ

る類推に過ぎない．」

3, 4.同じく(1)普遍的法則を欠く．立論における喩例においてはある 2 つの性質にのみ普遍的

法則がある以上，それ以外の性質を取り上げて主題への有無を論じたところで，そこに普

遍的法則はない57．反論は以下の通り．

「誤った主義に基づくものではないことが武力行使を行うべきであるための十分な理由で

                                                  
56 「これ［＝反論］は自身の所証の認識を生むものではない．必然関係に依拠しない反対属性と均衡する

から（NP 13.8f）．」
予め定められた普遍的法則が論証を支えるというこのことは，少なくともニヤーヤ学派においては論証が

演繹的な特徴をもっていることを示す．インドの論証法が帰納的か演繹的かという問題に一石を投じるも

のとなるだろう．
57 「特殊なことだけで必然関係のないものに基づいては否定にならない（NP 23.2）．」
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はない．誤った主義に基づくか否かという過去の戦争と武力行使の違いだけによる類推に

過ぎない．あるいは，テロの撲滅につながるか否かという過去の戦争と武力行使の違いだ

けによる類推に過ぎない．」

5, 6. (2)推理の機能を取り違えることが指摘される．論証において喩例は証明済みのものと

して提出されているのに対し，主題は今証明されつつあるものとして提示され，機能して

いる．この状態を反対にして反論することはできない58．

「A 国への武力行使と過去の戦争は全ての点で同じではない．確かに尊い命を失う点では同

じだが，過去の戦争が行うべきでなかったことはすでに証明済みであるのに対して，A 国

への武力行使が行うべきでないことは今証明されつつあるという点で異なる．」

7. (3)反論の要件を満たさないことが欠陥となる．ここで反論者によって指摘された逸脱(性

質 A をもつからといって必ずしも性質 B をもつとは限らないこと)の指摘は，論点をずら

した上で行われており，反論は立論だけをターゲットにするという条件を満たさない59．

「問題は人為的か否かではなく，行うべきか否かである．それゆえ過去の戦争と自然災害

の違いから，A 国への武力行使と過去の戦争の違いを導くことはできない．」

8. (2)推理の機能を取り違えている．別の根拠から論証済みの要件である実例などに対して，

まだ論証されていないとみなすことはできない60．

「確かに A 国への武力行使を行うべきか否かはこれまで証明されたことがないが，過去の

戦争が行うべきでなかったことは別の根拠からすでに証明されている．」

9, 10. (2)推理の機能を取り違えている．理由となる性質と証明されるべき性質の関係は普遍

的法則として成り立っており，個々の関係ではない．この普遍的法則とそれに従う性質を

知った後，省察を通してはじめて個々の関係が結果として得られる．したがって不必要な

関係を求めたり，個々の関係に対して反論したりすることが欠陥となる61．

「尊い命を失うことと行うべきでないことは普遍的法則であり，それに基づいて個々のケ

ースである武力行使を行うべきでないことが今論証されているのである．」

11. (3)反論の一種である無限遡及は未成立のものに対してのみ起こり，証明済みの理由に対

                                                  
58 「この両者［＝言述・非言述による対等］は対象でないものへの適用が欠陥の根源である．対象が未成

立であることなどといった証因の属性は主題のみに関与するのに，同類例で取り上げられるから．また対

象がすでに成立していることなどは同類例のみに関与するのに，主題で取り上げられるから（NP 23.15ff）．」
59 「これ［＝選択による対等］についても，対象でないものへの適用が欠陥の根源である．「逸脱があるか

ら論証しない」というのは正しいが，その場合に限って［正しいの］であり，あるものに逸脱があるから

といってそれと別なものに［逸脱がある］ということはない（NP 24.1f）．」
60 「それゆえこれは妥当でない要素の付加である．主題・同類例・理由はすでに成立しているものが推理

の要件となることが必ず相応しく，一方でその［推理自体の］証因によって成立することは妥当ではない

（NP 24.7f）．」
61 「それゆえこれは対象でないものへの適用である．遍充関係の知は確かに要件ではあるが，個々［の遍

充関係］を対象とするものではない．あるいは妥当でない要素の付加である．個々の遍充関係の知は要素

ではないから（NP 28.4f）．」
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しては起こらない62．

「A 国の武力行使が尊い命を失うことは明らかに真であり，それ以上の根拠を問われない．」

12. (3)反論の一種である排撃を行うには説得力が足りないし，同じく反論の一種である均衡

を示すには立論の優位を揺るがすに至っていない63．

「尊い命を失うことは行うべきでないと確定している以上，B 国政権打倒の実例を行うべき

だったからといって，A 国への武力行使を行うべきであることにはならない．」

13. (2)推理においては既知のもののみが主題となる以上，未知の状態の主題を論ずることは

できない．(3)したがって未知の状態の主題について証因が不成立であるということは的

を射ていない64．

「報道されない未知の武力行使は主題ではない．既知の武力行使についてのみ，尊い命を

失うから行うべきでないという主張がなされている．」

14. (3)疑わしいというためには，両論のいずれが優位か分からないことが必要だが，ここで

立論の優位が明確である以上，いずれが優位か分からないことを根拠にして疑わしいとい

うことはできない65．

「問題は税金を使って何をするかではなく，尊い命を失うか否かであり，この点が優位で

あるため行なうべきでないと結論される．一方，教育福祉は尊い命を失わないからこの議

論に関係なく，論点のすり替えである．」

15. (3)立論を崩すためにはより強力な根拠がなければならないのに，それがない66．

「テロの撲滅につながるという理由の方が強力なことを証明していないので，尊い命を失

うことは行うべきでないという立論が勝る．」

16. (2)普遍的法則は常に成立するので，過去・現在・未来の三時にわたって成り立たないと

いう反論は成り立たず，これに依拠する反論は誤っている67．

「尊い命を失うことは何であれ行うべきではないということは，時間に関係なく常に成立

                                                  
62 「それゆえこれは対象でないものへの適用である．無限遡及が反論でないことはないが，対象が成立し

ているもの［への無限遡及］はそうではないからである（NP 33.8f）．」
63 「妥当な要件の欠如である．排撃についてより強い力をもつことという妥当な要素が考慮されていない

から．……それゆえこれは妥当な要素の欠如である．理由という妥当なものこそが考慮されていないから．

あるいは違いを把握していないことという均衡の要件があるが，それが考慮されていないから（NP 34.6ff）．」
64 「したがってこれは対象でないものへの適用である．主題などの無知は過失にほかならないが，提出さ

れていないものが主題などになることはなく，また主題でないものなどの無知は過失ではない（NP 38.2f）．」
65 「したがってこれは妥当な要素の欠如である．違いの見られないことが疑惑の原因として妥当なのに，

それに依拠しないからである．あるいは妥当でない要素の付加である．類似性など[疑惑の原因]の欠如は決

して妥当ではないのに，結論の要件として認めるから（NP 39.15f）．」
66 「妥当な要素の欠如がある．排撃に対して力が優れていることが妥当な要素にほかならないが，それに

依拠しないから（NP 41.2f）．」
67 「したがってこれは知らせる説では妥当な要素の欠如がある．考証が起こるために必要な遍充関係に依

拠しないから（NP 43.3f）．」
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しているから，尊い命を失うことは武力行使を行うべきでないことに対する根拠となる．」

17. (3)立論で述べられたことは，述べられていないことも含意するという決まりはない．こ

の決まりを前提として行われた反論は無効である68．

「A 国への武力行使は行うべきでないということは，それ以外は行ってもよいことを含意し

ない．含意するならば，A 国への武力行使は行うべきであるという主張も，それ以外は何

でも行うべきではないことを暗示するため偽となり，結論が出ない．」

18. (1)反論は普遍的法則に依拠していない69．

「A 国への武力行使と過去の戦争は尊い命を失う点で行うべきでないのであって，税金を使

う点で行うべきでないと言っているのではない．」

19. (3)立論を崩すか，均衡を示すには反論の根拠が立論と同等か，強力であることを論証し

なければならないが，反論にはそれが示されていない70．

「尊い命を失うという根拠を認めるならば主張を追認したことになり，認めないならば自

分の根拠も認められないことになる．」

20. (2)推理の論式に「だけ」という限定は含まれない．この余計な限定を読み込むことによ

って提起された反論は正しくない71．

「尊い命を失うことだけが行うべきでないと言っているのではない．もしそのような限定

があるならば，テロの撲滅につながることだけが行うべきであることにもなってしまう．」

21. (3)「見られなくない」という否定に「見られないことが見られないこと」は根拠になら

ない．また見られないことが見られないこと自身を否定することはない72．

「存在しないというために，見られないことが見えている必要はない．したがってテロの

撲滅につながることは見られないし，存在もしないから，A 国への武力行使は行うべきで

ない．」

22. ＝15

「尊い命を失うことは行うべきでないという普遍的な法則があるから過去の戦争が取り上

げられるのであって，単に似ているからではない．」

                                                  
68「妥当な要素の欠如がある．立論で述べられたことは述べられていないことによって遍充されないから．

そして遍充しないものは支持するものとならないから（NP 45.7f）．」
69 「したがってこれは妥当な要素の欠如である．本質的関係という妥当な要素に依拠せず，当該の詭弁が

起こっているから（NP 49.3f）．」
70 「妥当な要素の欠如である．優勢でないものは排撃するものとならないから（NP 51.13f）．」反論はスー

トラ NS 5.1.26「［立論が］成り立つ理由を追認するから，否定にはならない」に拠った．
71 「それゆえ推理の要件でない諸々の限定を承認しないからという意味である．そしてこれは妥当でない

要件の付加である（NP 56.1f）．」
72 「したがってこれは妥当な要件の欠如である．否定する認識手段に依拠せずに否定を論証するから．あ

るいは妥当でない要件の付加である．妥当でないものにほかならない自身において否定するものであるこ

と，または否定自体であることを認めるから．……したがってこれは対象でないものへの適用である．な

ぜなら，限定要素がない非知覚は［非存在を］逸脱してしまうからである（NP 60.14ff）．」
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23. (2)ある性質は状態そのものを示すのであって，性質の性質がその性質に状態を与えるの

ではない73．

「A 国への武力行使は行うべきでないと言った時点で，すでに主張を認めていることになり，

反論にならない．」

24. (3)反論は立論が意図していない問題に対して行われている74．

「テロの犠牲者をどれほど失うかはこの場合問題となっていない．尊い命を奪うという事

実からのみ，行うべきでないということができる．」

２－４．反論不可能の条件

以上の分析により，反論が不可能である条件は以下のようにまとめることができる．

第一に普遍的な法則に依拠した根拠を提出することであるが，実際はこれが一番の問題

であろう．法則に依拠しているか否かは，定説として定まっているものならまだしも，未

知の要素を多く含む事象の中に見て取るのは困難かもしれない．論理性だけでなく説得力

も問われる議論の文脈においては少なくとも，類似性の最も高い喩例を提示して，その法

則の説得力を高めるということになるだろう．

一方，学派固有の定説として定まっているものに関しては，すでに議論の余地はない．

いかなる反論でも誤ったものとなってしまうのは，これがニヤーヤ学派の用意した枠組み

だからであろう．定説に反対することができないということは不毛にも見えるが，これこ

そがニヤーヤ学派で詭弁を扱う動機であるとも考えられる75．

次に，五段論法など議論に用いられる要素とその機能を認めなければ，いかなる主張を

提出することもできないようになっている76．

そしてこの上で，議論のルールを遵守することが 3 つ目の条件となる．主張の誤りを的

確に指摘する方法や形式はすでに用意されており，これに従って進めなければならない．

なお，議論で敗北になる場合は 22 種が次の章に収められている．

例として取り上げた反戦主張について言えば，この主張がすでに十分に普遍的な法則「尊

い命を失うことは行うべきでない」に依拠していることが明らかであるため，たとえ議論

                                                  
73 「したがってこれは妥当でない要素の付加である．その形相を導くものであることという妥当でない要

素に依拠して批判が起こっているから（NP 68.11f）．」具体例については小結の注参照．
74 「またあるものへの反論が他のものを対象とすることはないので，対象でないものへの適用が欠陥の根

源として意味上示されている（NP 73.9f）．」
75 Cf. 小野［2002］．2 つの推理が対立しあう場合，学派の定説に齟齬をきたさないものが採用され，もう

一方は否定される．したがってほとんどの場合議論の勝敗は始めからついているものと考えてよい．
76 このことに関する仏教徒とニヤーヤ学派の見解の相違は，インド論理学史から議論学を派生させた．仏

教徒とニヤーヤ学派の相互影響による議論学的枠組みの発展については別稿に譲りたい．
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の機能を認めてそのルールを遵守したとしても，正しい反論を行うことは不可能と理解す

べきであろう．

２－５．小結

序で取り扱った問題は，以上のうち 23 番目の反論法に属する．これに対しては他説承認，

存在の実際，自己撞着の 3 つによって返答されるだろう．

反論者は「諸行無常」という理の否定を意図している．ところが「この理が常に成り立

つならば」と前提した時点で成り立つことを認めているわけだから，その前提による帰結

を待つ前に相手の説を認めたことになり否定にならない77．

あるいは存在の実際として無常性と恒常性が相容れない以上，「常に無常であること」と

は無常性が恒常的であるという意味ではなく，例外なく無常であるということである．常

にそうであるからといって，無常なものが無常でなくなることはない78．

そして「立論者のいう無常性が恒常でも恒常でなくとも，無常であることは成り立たな

い」という相手の論法をそのまま使って返せば，「反論者のいう非論証性が正しくても正し

くなくても，非論証であることは成り立たない」というように自分自身の論法によって否

定されるので自己撞着となる79．

                                                  
77 「否定されるものにおいて常に無常であることより，無常なものにおいて無常性が成り立つから，否定

にならない（NS 5.1.36）．」
78 「生起したものが消滅によってなくなることが音声の無常性である．そのことを問題にすることはでき

ない（NBh 1149.1ff）．」
Cf. Gokhale［1992］ p.166（筆者訳）：ここで対論者は「常住」という語に揚げ足取りをしていると見るこ

ともできる．常住の意味は「存在論的に変化しない」という意味もあれば「否定できない」という意味も

ある．こうして「常に無常である」ということは無常であることが否定できないという意味になるが，対

論者はそれを常住な形相をもつ（＝存在論的に変化しない）ものが無常性と呼ばれると変えている．
79 「また自らの言明にかかるから，［自己］撞着がある．「これは論証しない」というこの場合，非論証性

に結びつくから論証しないが，それ［＝非論証性］はそれ［＝非論証］の形相をもつのかその形相をもた

ないのか，［否定と］別なのか別でないのかなどというように選択が述べられることが避けられないから（NP 
69.2ff）．」
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第３章 討論の格率

３－１．ニヤーヤ学派における敗北の場合の位置づけ

ニヤーヤ学派は，解脱に至る手段として討論を重視したバラモン教の一学派である。16

項目の正しい理解によって解脱が達成されるという学派の大綱があるが，その多くが論証

または討論に関連した項目となっている80。

この 16 項目のうち，誤った理由（hetvAbhAsa），曲解（chala），詭弁（jAti），敗北の場合

（nigrahasthAna）の 4 項目はいずれも論証・討論における不正であるが，曲解と詭弁は自分

が使う場合と相手が使ったものを指摘する場合の両方可能なのに対し，誤った理由と敗北

の場合では相手が使ったものを指摘する場合に限られる．すなわち，前二者は討論におい

て自分が意図的に使うことができ，相手がそのトリックに気づかなければ相手を言い負か

しうるが，後二者にそのような修辞的な効果はない．意図的であろうがなかろうが，自分

が使った場合は相手の指摘によって即座に敗北してしまう．よっていかなる場合も自分が

使ってはいけないのである．したがって討論の技術としては，見せかけの理由とは「見せ

かけの理由の指摘」であり，敗北の場合とは「敗北の場合の指摘」と考えなければならな

い81．

敗北の場合の中には，次章に見るようにその中には軽微なミス（7,10,12,13,14 など）も含

まれており，この揚げ足取り的な発想は後代に仏教徒の批判するところとなった．対論者

のどんなミスも見逃さず，それを指摘して勝利を宣言し，不利な論争も強制的に終わらせ

ようという意図を見て取ることができる．しかしこれは討論に未熟な者が真理を守るため

に発動する非常手段として是認されていた技術である82．

３－２．22種の敗北の場合

NSUが説く敗北の場合は以下の 22 種類である．注釈に説かれた例を見ながらその内容を

見てみよう．

（1）主張の破棄（pratijJAhAni） 反論を回避するため一旦述べた主張の一部を変更する

論者 A「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから」

論者 B「普遍も感覚器官で捉えられるが無常ではないので，不確定因である」

                                                  
80 ①認識手段，②認識対象，③疑惑，④動機，⑤実例，⑥定説，⑦支分，⑧考証，⑨決定，⑩議論，⑪論

諍，⑫論詰，⑬見せかけの理由，⑭曲解，⑮類型反論，⑯敗北の場合について，真実を知ることから至福

の達成がある（NS 1.1.1）．
③疑惑から⑨決定までが論証プロセスに関わる項目，⑩議論から⑫論詰までが討論の種類，⑬見せかけの

理由から⑯敗北の場合までが論証・討論中の欠陥であり，論理学というよりも討論術の色彩が強い．
81 上記の通りのもの［＝議論の性格］を備え，かつ曲解［の使用と指摘］，類型反論［の使用と指摘］，敗

北の場合［の指摘］による論証と反論をもつものが論諍である（NS 1.2.2）．
82 真実の決定を守護するために，［曲解・類型反論の使用と，敗北の場合の指摘による］論諍と論詰がある．

種子の芽を守護するために茨の枝で覆うように（NS 4.2.49）．
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論者 A「それならば音声も常住でよい83」

論者 A は，いったん述べた主張のうち所証（無常性）を破棄し，反対の所証（常

住性）に変更している．

（2）別の主張（pratijJAntara）―反論を回避するため一旦述べた主張を限定して修正する

論者 A「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから」

論者 B「普遍も感覚器官で捉えられるが無常ではないので，不確定因である」

論者 A「音声は遍満しない無常なものである84」

論者 A は，普遍における不確定を回避するために所証に限定（遍満しないこと）

を加えている．

（3）主張の矛盾（pratijJAvirodha）―ひとつの主張の中で要素が矛盾している

「実体は属性と異なるものである．色などと別のものが知覚されないから85」

色などと別のものが知覚されなければ，属性と異なるものだと言うことはできな

い．よって主張と理由が矛盾している．

（4）主張の放棄（pratijJAsannyAsa）―反論を回避するため一旦述べた主張を撤回する

論者 A「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから」

論者 B「普遍は感覚器官で捉えられるが無常ではないので，音声も無常でない」

論者 A「誰が音声は無常だなどといったのか．それは私が言ったことではない86」

論者Aは，いったん述べた主張の全てを他の人に転嫁するなどして撤回している．

（5）別の理由（hetvantara）―反論を回避するため一旦述べた理由に限定を加えて修正する

論者 A「個物は単一元素からなる．量があるから．皿のように」

論者 B「布も量があるが単一元素からなるものではないので，不確定因である」

論者 A「単一元素に内属し，かつ量があるものが，単一元素からなる87」

論者 A は，布における不確定を回避するために理由に限定（単一元素に内属する

こと）を加えている．

（6）別の内容（arthAntara）―論証の途中から関係のない話に脱線する

「音声は無常である．触感がないからという理由である．ところで理由という語

の成り立ちは……．語とは名詞か動詞か接辞か不変化辞である．名詞とは……．

動詞とは……．接辞とは……．不変化辞とは……88」

論者は音声が無常か否かという主題から脱線して話を展開している．

（7）無意味（nirarthaka）―文法を誤ったり，非共通語で話す

ドラヴィダ人がアーリア人に対して，自分の言語で「音声が常住である」と説く89．

                                                  
83 NV 1165.4f
84 NV 1168.4f
85 NBh 1169.2
86 NBh 1172.2ff
87 NBh 1173.4ff
88 NBh 1176.2ff
89 NVTT 1177.15f
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サンスクリット語を使うアーリア人たちにとって，その言語は無意味な音の羅列

に過ぎない．

（8）意味が理解されないもの（avijJAtArtha）―慣用のない専門用語や多義語を用いる

多義語の例「白いものが走っている90」

非慣用語の例「三つ目の神の息子の乗り物と同じ名前をもつもの（＝火のこと）91」

発音が早すぎて聞き取れない92

学派内だけで通用する表現「五蘊・十二処・四聖諦93」

これらは討論の相手だけでなく，審判となる会衆も理解できないため，使用した

者が敗北になる．

（9）無関係（apArthaka）―語がまとまりを欠き，文として意味をなしていない

「ザクロが 10 個，餅が 6 枚」「皿，羊の皮，肉，ゴマの塊，鹿の皮，それを娘は

飲まなければならない，彼女の父は年をとっている94」

「大徳に認められたヴェーダは最近の人が著したものではなく，輪廻は始まりが

なく，大地などは作者をもたず，世界の多様性に原因がないことはない95」

単語と単語の間に意味の連関がないか，あるいは実際には連関があるのに説明不

十分であるために連関がないように受け取られてしまう．

（10）時宜を得ないもの（aprAptakAla）―論証のプロセスを順序逆転している

①主張，②理由，③喩例，④適用，⑤結論という順序を守らずに論証する96．

この順序は，聴衆の期待に合致する規範的なものであり，これを守らなければ理

解は得られない．

（11）不足（nyUna）―学派の定める論証の支分数に足りない

①主張，②理由，③喩例，④適用，⑤結論のいずれかが 1 つでも欠ける97．

これらは 5 つ全て揃って初めて論証の体をなすのであり，不足すれば論証になら

ない．ただしウダヤナは学派が定める論証の支分数に足りない場合とする．仏教

徒ならば①～③の三支分なので，④と⑤がなくても不足にはならない．

（12）余分（adhika）―理由や喩例を必要以上に述べる

「あそこに火がある．煙が上っているから．明るいから98」

「釜のように．かまどのように99」

煙があるという理由だけで火があることは論証され，理解済みであるのに別のこ

                                                  
90 NVTT 1178.18
91 NP 98.2f
92 NBh 1178.4ff
93 NP 97.11
94 NBh 1179.5ff
95 NP 101.3ff
96 NBh 1181.2f
97 NBh 1185.2
98 NP 106.1f
99 NP 106.4
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とをさらに述べる必要はない．喩例も同じ．

（13）繰り返し（punarukta）―一度述べて分かったことを繰り返す

「音声は常住である．音声は常住である100」

「音声は無常である．音は壊れる性質をもつ101」

「生起するという性質をもつから無常である．生起しないという性質をもつから

常住である102」

同じ言葉・同じ内容を繰り返すことは理解済みである以上意味がない．

（14）無言（ananubhASaNa）―相手が 3 回言っても，その主張を正確に再現できない

反論をする前に，相手の立論を反復することができない103．

何に対して反論するのかまず提示しなければ，反論を述べることはできない．し

たがって完全なる無言となる．

（15）無知（ajJAna）―相手が 3 回言っても，その主張が分からないと言う

「私は，相手が何を述べたのか分からない」と述べて居直る104．

理解していないことを明らかにした場合の敗北である．

（16）思い付かず（apratibhA）―相手の主張を再現できるが，その後の反論ができない

全く関係ないシュローカを暗誦する105．

髪などをなでつけたり，空を指差したり，政治の話を始めたりする106．

これらは反論を思いついていないしるしとみなされる．

（17）逃避（vikSepa）―言い訳をして討論を打ち切ろうとする

「今私にはしなければいけないことがある．それが済んでから話そう107」

口実をつけて討論を延期しようとすることは，論者の無能を明らかにする．

（18）他説追認（matAnujJA）―相手にとって望ましいことを帰結する

相手に過失を指摘されて，「あなたの説にも同じ過失がある」と言う108．

この時点で，その過失が自分の説にあることを認めたことになり，その過失を指

摘した相手にとって望ましい結論に至ったことになる．

（19）批判すべきものの看過（paryanuyojyopekSaNa）―相手の敗北の場合を指摘しない

論者 A が敗北の場合を犯したとき，論者 B が「あなたはこの敗北の場合を犯した

ので敗北する」と指摘しない109．

論者 B は，論者 A の欠陥を看過したことによって敗北する．ただし論者 A がこれ

                                                  
100 NBh 1187.2f
101 NBh 1187.2
102 NBh 1187.7ff
103 NV 1190.1f
104 NP 112.6f
105 NV 1192.7
106 NP 113.6ff
107 NBh 1192.2f
108 NBh 1193.2ff
109 NBh 1195.2f
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を指摘すれば，自分の欠陥を認めたことになるので，この指摘は第三者たる審判

が行う．

（20）批判できないものの批判（niranuyojyAnuyoga）―敗北の場合を過って指摘する

論者 A が敗北の場合を犯していないのに，論者 B が「あなたは敗北の場合を犯し

たので敗北する」と指摘する110．

論者 B は，論者 A の説を正しく判定しなかったことで敗北する．後代には詭弁や

詭弁もこの中に含まれることになった．

（21）定説逸脱（apasiddhAnta）―自分が所属する学派の定説に反することを述べる

「存在するものが消滅することはなく，存在しないものが顕現することはない」

という見解の学派にいる者が，「変容によって存在するものが滅し，存在しないも

のが生起する」と述べる111．

自身の学派の根本テキストに説かれている定説との矛盾である．

（22）誤った理由（hetvAbhAsa）―論理的に正しくない

ニヤーヤ学派が立てる 5 つの見せかけの理由，すなわち不確定因，矛盾因，不成

立因，論題類似因，被排撃因がある．

ウダヤナはここに実例の欠陥，考証の欠陥（自己依存・相互依存・循環論法・無

限遡及），表現の欠陥を加える．

３－３．ダルマキールティの影響と敗北の場合の再分類

ダルマキールティは『ヴァーダ・ニヤーヤ』でニヤーヤ説を批判し，敗北の場合は 2 種

類だけであるとした．批判されたのは『スートラ』の注釈『ニヤーヤ・バーシャ』，『ニヤ

ーヤ・ヴァールティカ』だった．ダルマキールティは議論を真理の獲得のために友好的に

行われるものに限定し，ニヤーヤ学派が想定していた姑息な手段を使ってまで勝敗を目指

すものを否定した112．

ダルマキールティより後代のヴァーチャスパティミシュラ，ジャヤンタバッタ，バーサ

ルヴァジュニャは著書でダルマキールティ説を再批判し，伝統説を守っている．ウダヤナ

もヴァーチャスパティミシュラに依拠しているが，敵対的議論・友好的議論の区別を明確

                                                  
110 NBh 1196.2
111 NBh 1197.3ff
112 「正しくない論証を述べることと，過失を指摘しないことが両者の敗北の場合である．しかしそれ以外

は妥当でないので認められない（VN 1.4f）．」
Gokhale［1993］Introduction p.xvi（筆者訳）:一方，ダルマキールティの議論の目的は相手論者を理性的に

説得し，真実の理解を達成するのを助け，誤解を取り除くことにある．ダルマキールティは勝敗の概念を

この議論の目的と結びつける．

Much［1991］Einleitung p.xvii（筆者訳）:最後に，敗北の場合は，ニヤーヤによれば論諍を特徴付ける 3 番

目のものであり，論諍，すなわち公開の論争でのみ重要である．なぜなら同じ学派で志を同じくする者に

おいて勝敗は関係ないからである．しかしダルマキールティにおいては，立論者や対論者が公開討論にお

いて他の学派の代表者に真実を正しく説明できるかどうかという基準になる．



41

にしながら敗北の場合の再分類を行っており，ここにダルマキールティの影響が指摘され

ている113．

その結果，従来ニヤーヤ学派ではあまり扱われてこなかった（友好的な）議論における

敗北の場合について考察が加えられることになった．

旧来は議論の定義「定説に矛盾せず，五支分を備えた」という語に基づき，議論では矛

盾因（見せかけの理由），定説逸脱と不足，余分の 3 乃至 4 つだけが敗北の場合として認め

られていた114．これらは指摘しなければ議論の目的である真実知に到達できないから，指

摘しなければならない．一方それ以外は仮に用いたとしても敗北の場合として指摘されな

いとされる．指摘しても真実知に役に立たないからである．

しかし敗北の場合を 3 乃至 4 つに限るという説はダルマキールティの登場によってゆら

ぎ始めた．ジャヤンタは矛盾因以外の見せかけの理由を加えて 8 つという説を紹介した後，

事物を明らかにする手段であれば全て含めてよいという立場も取る．具体的には思いつか

ずと逃避が入らないこと，主張の破棄が入ることだけは言明しているものの，その他のも

のには言及しない．バーサルヴァジュニャも 8 つだけに限定した場合，入るものと入らな

いものに違いがないことから反論を加え，「他の者たち」の説として全ての敗北の場合を議

論でも認め，それは敗北ではなくて破棄するために指摘されるとしている．

ウダヤナは『パリシュッディ』において必ず指摘しなければならないもの，またはその

時点で議論をやめなければならないものとして主張の矛盾，時宜を得ないもの，繰り返し，

無言，批判できないものの批判の 5 つを従来のものに加え，合計 9 つを議論における敗北

の場合とする．その根拠は，これらを放置することが文意理解の三条件である期待性・適

合性・近接性を失わせ，真実の理解を妨げるからであるという．それ以外は議論では決し

てありえないもの，またありえるが決して指摘されないものとし115，形式にこだわらない

友好的な議論を推進している（表参照）．

                                                  
113 Chinchore［1993］p.169（筆者訳）:NVTTと NVTP はダルマキールティが彼より前のニヤーヤ学派全体，

とりわけ NV に対して行った批判について，NBh や NV を弁護しようとしている．

NVTT作者と NVTP 作者はダルマキールティの独創性を受け入れる気持ちがあるようだ．一方，NM と

NBhUS はこの事実に疑問を呈しているように見える．
114 「認識手段と考証による論証と反論をもち，定説に矛盾せず，五支分を備えた，主張と反主張を取るこ

とが議論である（NS 1.2.1）．」
議論でいくつかの敗北の場合を取り上げるためのスートラの操作は，NBh と NV で異なる．ただし結果的

に取り上げられる敗北の場合は同じである．

NBh は論諍の定義 1.2.2 にある「詭弁と類型反論と敗北の場合による」から，まず議論にはそれらが全てな

いと解釈し，次いで「定説に逸脱せず」などから例外としていくつかの敗北の場合を取り上げる．NM と

NBhUS にもこの説がある者たち（kecit，eke）の説として現れる．

一方 NV は議論の定義にある「反論」という語からいくつかの敗北の場合を取り出し，その中から「定説

に逸脱せず」などによっていくつかを排除する．
115 「ここで議論においては 4 種類の敗北の場合のあり方がある．あるものは決してありえない．［主張の］

破棄，［主張の］放棄，無意味，別の意味，意味が理解されないもの，無関係の 6 つである．あるものはあ

りえるが決して指摘されるべきではない．別の主張，別の理由，無理解，思い付かず，逃避，他説承認，

批判すべきことの看過の 7 つである．一方，あるものは必ず指摘するべきである．［主張の］矛盾，時宜を

得ないもの，不足，余分，繰り返し，正しく再言及しないこと［＝無言］，定説逸脱の 7 つである．そして

討論を終了させるものは見せかけの理由と批判できないことの批判という 2 つである（NVTP 310.12ff）」．
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本来そのほとんどが論諍・論詰の文脈においてのみ語られてきた敗北の場合が，全てで

はないにせよ議論の文脈に置かれたということは，議論のみを問題とするダルマキールテ

ィの影響があったと考えられる．ダルマキールティを批判するニヤーヤ学派の学者たちは，

敗北の場合が 2 つに限らないことを，ダルマキールティの眼中になかった論諍・論詰の文

脈ではなく，議論の文脈で示す必要があったのである．

３－４．ウダヤナの再検討と議論の格率

ウダヤナは『パリシシュタ』で敗北の場合を再検討し，豊富な事例を加えながら再構築

した．その中で先行する『バーシャ』などに対するダルマキールティの批判に答えた『タ

ートパリヤティーカー』を踏襲しつつも，議論の実際の運用を考えたより柔軟な対応を見

せている．以下に『パリシシュタ』におけるウダヤナの新しい視点を①敗北の場合の適用

外，②伝統説からの逸脱，③指摘のタイミング，④議論の格率の順で考察する．

① 北の場合の適用外

敗北の場合が適用されるのは，それを犯した時点ではなくて相手または審査員によって

指摘された時点であることはダルマキールティが主張していたことだが116，NPでも敗北の

場合にならない条件として同様のことをより具体的に説明している．ウダヤナによれば敗

北の場合にならないのは，①討論の外にあるもの，討論内においても②茫然自失としたり，

不注意などの状態になったもの，③即座に撤回したので指摘の時機を逃したもの，④発言

権のない人に指摘されたものの 4 つである．また（16）思い付かずでは蛇に噛まれたり，

茫然自失となったり，幽霊に取り付かれたり，精神状態に異常をきたしたりする場合を除

き，（17）逃避ではキンマを噛んだり，唾を吐いたり，トイレ休憩を宣言したりすることな

ど人間に必要な営みを除くなど，ダルマキールティ説を展開するだけでなく，敗北の場合

が濫用されないような歯止めもかけられている117．

②伝統説からの逸脱

ウダヤナの解釈は大部分が先行する注釈者，とりわけヴァーチャスパティに拠っている

が，一部に内容を変更しているものがある．

（11）不足では，NVTTまで五支分（①主張，②理由，③喩例，④適用，⑤結論）を基準

とする見解が採用されていた．しかし仏教徒が三支分や二支分でよいと主張するなど，五

支分説は全学派に共通のものではなく，ニヤーヤ学派特有の教義的なものである．このた

                                                  
116 「というのも，たとえ立論者が欠陥のある論証を述べていたとしても，対論者が過失を説明していなけ

れば敗北を決定するのは妥当ではないからである．両者だけで，相対的に能力を損なうことに関して勝敗

が決定されるから（VN 21.17）．」
117 NP 80.4ff / 113.8f / 114.8f
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め異なる支分数を認める学派同士では，議論の形式だけが問題となり，議論の内容に入る

ことができなくなる恐れがあった．そこで NP では「自分の定説で確定された提示の支分を

破棄すること」という緩い基準を設け，仏教徒のように主張の提示を認めない論者が主張

を述べなくとも不足にならないこととした118．これによって，支分数が異なる学派の間で

も実質的な議論ができることになる．

ダルマキールティは（19）批判すべきものの看過を（16）思い付かずに含まれるとし，

ニヤーヤ学派の別立てを批判していた．これに対してヴァーチャスパティは，正しい論証

に対して返答が思いつかなければ思い付かず，正しくない論証に対してであれば批判すべ

きものの看過であると答えた．しかし正しくない論証に対して思い付かずはありえるので，

この説明は十分ではない．ウダヤナはヴァーチャスパティ説に再反論を立て，ウディヨー

タカラ説を応用しながら別の答えを与えている．ウダヤナによれば全く返答を思いつかな

いものが思い付かずであり，相手の過失を指摘せずに別の反論をすることが批判すべきも

のの看過であるという119．ただしこの回答は，何も返答しない批判すべきものの看過を認

めていないことになり，後代マニカンタが批判している120．

（24）見せかけの理由のスートラにある「そして」という語について，ヴァーチャスパ

ティは述べられていない 22 種類以外の敗北の場合をまとめるためのものであると説明した

が，それが何であるかまでは述べなかった．ウダヤナは理由の欠陥，実例の欠陥，考証の

欠陥，表現の欠陥という 4 種を挙げ，具体的に例示している．さらに NVTPでは主題の欠陥

を加える121．

③指摘のタイミング

従来の注釈者にない視点として，ウダヤナは敗北の場合を指摘するタイミングを示して

いる．そしてタイミングを逃して後で指摘することを（20）批判できないものの批判に含

む．そのため敗北の場合がないのに，あると指摘することが批判できないものの批判であ

るという従来説はウダヤナによって拡張されることになった．

タイミングには発言後，発言中，発言がないときの 3 種類がある．このうち発言がない

ときに指摘されるものは（14）無言，（15）無知，（16）思い付かずの 3 つが挙げられてい

るが，（19）批判すべきものの看過も含まれるだろう．これらは何も述べないことが欠陥と

なる．発言中に指摘されるものは粗悪な言明で，（9）無関係と（10）時宜を得ないものが

挙げられているが，同じ理屈で（7）無意味，（8）意味が理解されないもの，（17）逃避も

含んでよいだろう．これらは際限がなく，発言の終了を待つ必要はない．大半である残り

                                                  
118 NP 103.7f
119 NP 119.6ff
120 「そうではない．別の敗北の場合と異ならないから．というのも，主張の放棄などの看過と別の敗北の

場合の看過は何の違いもないからである．それゆえ棒立ちの看過においてこれも別であると理解するべき

である（NR 241.9ff）．」
121 NP 125.2-5 / NVTP 601.7f
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は発言後に指摘されることになる122．

それぞれの敗北の場合について指摘のタイミングを明確にすることは，実際の議論の進

行に役立っている．（巻末表参照）

④議論の格率

特筆すべきことは，「極意（rahasya）」と称して敗北の場合を反面教師となる議論の格率

を提示している点である．ただし，内容的にはダルマキールティに拠っている部分も見ら

れる．以下がウダヤナの提示する討論の格率である．

討論の格率

1．述べたことを貫徹すべし123（（1）主張の破棄，（5）別の理由）

2．後の段階で限定するべからず124（（2）別の主張）

3．相互に撞着することは述べるべからず125（（3）主張の矛盾）

4．再言及の明らかなもので反論に取り上げられたものは隠蔽すべからず126（（4）主張

の放棄）

5．前に述べたことに相応しいことだけを述べるべし127（（6）別の内容）

6．共通の協約をもつ単語のみで述べるべし128（（7）無意味）

7．十分に慣用となった語のみで述べるべし129（（8）意味が理解されないもの）

8．連関しないものを述べるべからず130（（9）無関係）

9．期待の順番によって述べるべし131（（10）時宜を得ないもの）

10．完全なものを述べるべし132（（11）不足）

11．会衆が知りたいと欲求する限り話すべし133（（12）余分，（13）繰り返し134）

12．望ましくないものとして決定されたもののみを相手に付随させるべし135（（18）他

説承認）

                                                  
122 NP 121.3ff
123 NP 84.8
124 NP 88.4f
125 NP 90.11f
126 NP 92.3f
127 NP 95.10f
128 NP 97.6f
129 NP 99.5
130 NP 101.5
131 NP 102.8
132 NP 104.6
133 NP 106.12．この格率は「極意」として提示されるものではなく，余分でも敗北の場合にならないことが

あると説く中で示されている．ほかに「思いつく限り話すべし」「学習中の者は教義書にある限り話すべし」

という言明もある．
134 繰り返しの最初に「これと同じ理屈で」として（12）余分から接続している．
135 ウダヤナが極意を述べるのは 22 種類の敗北の場合のうち半分で，しかのそのほとんどが前半に集中し

ている．そのほかの敗北の場合に極意を述べていないのは内容が明らかであるためだろう（NP 118,1f）．
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ここに示される格率は，グライスの会話の格率を想起させる．述べられていないものに

ついても「その敗北の場合を犯すべからず」とみなせば同様に考えることができる．グラ

イスは言語伝達の理論において，協調の原理にかなう結果を生じさせるための 9 つの格率

を提示している136．

量の格率

1．（言葉のやり取りの当面の目的のための）要求に見合うだけの情報を与えるような

発言を行いなさい．

2．要求されている以上の情報を与えるような発言を行ってはならない．

質の格率

1．偽だと思うことを言ってはならない．

2．十分な証拠のないことを言ってはならない．

関係の格率

・関連性のあることを言いなさい

様態の格率

1．曖昧な言い方をしてはならない．

2．多義的な言い方をしてはならない．

3．簡潔な言い方をしなさい（余計な言葉を使ってはならない）．

4．整然とした言い方をしなさい．

22 の敗北の場合が説く格率は，これら 4 種類の格率のいずれに近いだろうか．いくつか

にまたがるものもあるが，比較を試みたいと思う．

まず量の格率に該当するものとしては「会衆が知りたいと欲求する限り話すべし」とい

う（12）余分・（13）繰り返しが最も近い．これらは期待されている量を超える発言を戒め

るものだからである．広義では（14）無言，（15）無知，（16）思い付かずも，期待されて

いる分だけ述べられないのだからここに含まれるかもしれない．一方，「完全なものを述べ

るべし」という（11）不足は学派の定める量に準拠しており，話者の期待と必ずしも一致す

るわけではない．

次に質の格率には（22）見せかけの理由が最も近い．見せかけの理由を用いることは，

偽であることと同義だからである．（1）主張の破棄，（2）別の主張，（3）主張の矛盾，（4）

主張の放棄，（5）別の理由の 5 つは論証形式に関する要請だが，最初に偽であることを述

べることから始まることを考えればここに位置づけるのも可能かもしれない．また（21）

定説逸脱は学派の中では偽であることを述べていることになるので，ここに含まれるだろ

う．ただし論者が最初から偽だと思っているわけではないし，以下にヴァーチャスパティ

が示すように，内容よりも表現形式に問題の焦点がある．

3 つ目として関係の格率には「前に述べたことに相応しいことだけを述べるべし」と説く

（6）別の内容や，主題に関係のない言い訳を戒める（17）逃避が符合する．またこれを立

                                                  
136 グライス［1998］p.37-39（P. Grice, “Logic and Conversation”, 1975）
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論の反論の関係と考えれば（18）他説承認，（19）批判すべきものの看過，（20）批判でき

ないものの批判も該当するだろう．

最後に様態の格率には「十分に慣用となった語のみで述べるべし（多義語を用いない）」

という（8）意味が理解されないものが直接的には該当するが，整然としない言い方を戒め

る（9）無関係，（10）時宜を得ないものもここに含まれるだろう．（7）無意味も特殊なケ

ースだが様態の問題である．

会話の格率として挙げるグライスとは異なり，敗北の場合は討論の格率となるので両論者

の立場の開きを前提とせざるを得ない．（11）不足と（21）定説逸脱のように，論者が所属

する学派特有の要請を裏切ることが問題となるケースや，（1）主張の破棄～（5）別の理由，

（10）時宜を得ないもののようにフォーマルな論証形式が問題になるケース，（18）他説承

認のように意見の対立を解消することが問題になるケースは，討論に特有であると言えよ

う．ただし，その要請されるところは現代の討論とはだいぶ違っているように見える．

ヴァーチャスパティによる敗北の場合の 7 分類は立論と反論の形式に概ね沿ったものとな

っている．

（1）～（5）は「主張に代表される表現だけを拠り所とする敗北の場合」つまり表現に関

するもの，（6）～（9）は「当該のものに資する文意の理解がない敗北の場合」つまり無理

解によるもの，（10）～（12）は「自分の定説に従う見せかけの提示の敗北の場合」つまり

提示の方法に関するもの，（13）は「繰り返しの敗北の場合」，（14）～（17）は「返答をし

ない結果の敗北の場合」，（18）～（20）は「錯誤した返答の敗北の場合」，（21）と（22）

は「別の認識手段の適用に基づいて指摘される敗北の場合」になるという137．

もっとも，敗北の場合は最終的には，話者の欠陥に帰せられることがウディヨータカラ

によって述べられている．スートラが敗北の場合の包括定義を「誤解と無理解」としてい

るのは，対象や手段はその使い方を誤らなければ機能するが，その使い方を誤った話者の

無知が問題になるためであるという．

以上，敗北の場合を再検討したウダヤナの新規性を 4 つに分けて考察した．揚げ足取り

の要素が強く実用性も薄かった伝統説が，これらの新解釈で実際に運用しやすくなってい

る．詭弁と敗北の場合について，これらを省略した新ニヤーヤ派の時代にも著作が続いた

ことは，ウダヤナの新解釈によって実用性が高まり，議論に精通するための重要な項目に

なったからであると考えられる．

                                                  
137 NSN．原語は前から順に，pratijJopalakSitamAtrAzrayanigrahasthAna, 

prakRtopayogivAkyArthapratipattiphalazUnyanigrahasthAna, svasiddhAntAnurUpaprayogAbhAsanigrahasthAna, 

punaruktanigrahasthAna, anuttaraphalanigrahasthAna, bhrAntottaranigrahasthAna, 

pramANAntaropanayaprayAsodbhAvyanigrahasthAna．
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３－５．小結

ニヤーヤ学派における敗北の場合の歴史的展開の中で，ウダヤナは大きな転換点となっ

た．学派間の溝を配慮したルールを作り，議論の格率まで踏み込み，硬直化した伝統説は

ダルマキールティの批判をきっかけとしていくつか変更も加えた．これによって議論のル

ールはニヤーヤ学派特有のものからより一般的なものとなり，ニヤーヤ学派は議論を司る

一派として広い影響力を築くことができたのである．インドにおける議論学・討論術の展

開を見る上で，『パリシシュタ』の重要性がここでも明らかになったと言えよう．
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ウダヤナによる敗北の場合の分類138（*は推測）

議論での発生 指摘の機会

1 主張の破棄 ありえない

無視・正しい主張を破棄すれば指摘する

発言後

2 別の主張 指摘しない

無視・正しい主張を修正すれば指摘する

*発言後

3 主張の矛盾 指摘する 発言後

4 主張の放棄 ありえない *発言後

5 別の理由 指摘しない

無視・正しい主張を修正すれば指摘する

発言後

6 別の内容 ありえない *発言後

7 無意味 ありえない *発言中

8 意味が理解されないもの ありえない *発言中

9 無関係 ありえない 発言中

10 時宜を得ないもの 指摘する 発言中

11 不足 指摘する *発言後

12 余分 指摘する *発言後

13 繰り返し 指摘する *発言後

14 無言 指摘する 発言しない

15 無知 指摘しない 発言しない

16 思い付かず 指摘しない 発言しない

17 逃避 指摘しない *発言中

18 他説承認 指摘しない *発言後

19 批判すべきものの看過 指摘しない *発言しない

20 批判できないものの批判 議論終了 *発言後

21 定説逸脱 指摘する *発言後

22 見せかけの理由 議論終了 *発言後

                                                  
138 NP p.121, NVTP p.312.17ff, 310.13ff
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ウダヤナの格率 グライス ヴァーチャスパティの分類

述べたことを貫徹すべし 質の格率 主張に代表される表現だけを

拠り所とする敗北の場合

後の段階で限定するべからず

相互に撞着することは述べるべからず

再言及の明らかなもので反論に取り上げられ

たものは隠蔽すべからず

後の段階で限定するべからず

前に述べたことに相応しいことだけを述べる

べし

関係の格率 当該のものに資する文意の理

解がない敗北の場合

共通の協約をもつ単語のみで述べるべし 様態の格率

十分に慣用となった語のみで述べるべし

連関しないものを述べるべからず

期待の順番によって述べるべし 自分の定説に従う見せかけの

提示の敗北の場合完全なものを述べるべし 量の格率

会衆が知りたいと欲求する限り話すべし

同上 繰り返しの敗北の場合

－ 返答をしない結果の敗北の場

合－

－

－ 関係の格率

望ましくないものとして決定されたもののみ

を相手に付随させるべし

錯誤した返答の敗北の場合

－

－

－ 質の格率 別の認識手段の適用に基づく

敗北の場合－
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［参考レポート］パンディット・サバー

筆者は 2004 年，ヴァラナシのサンプ

ールナ・アーナンダ・サンスクリット大

学で開かれた「全インド東洋学会（All 

India Oriental Conference）」を聴講した．

インド各地で 2 年に 1 回開かれ，今年 42

回を数える由緒ある学会で，参加者は

3,000 人にものぼる．ヴェーダ，哲学，

詩学，写本学，宗教学，東南アジア，コ

ンピュータなどいくつかの部会に分か

れて 1 人 5 分ぐらいずつ，原稿を読む．

ヒンディー語と英語が半々といったところ．

しかし一番のお目当ては師事しているシュクラ先生が参加するパンディット・サバーで

ある．インドに散らばるパンディット（バラモン教学の伝統的な学者）たちが一同に集合

し，サンスクリット語だけで議論をする．議題は予め配布されており，六派哲学と文法学

それぞれについて 3 つぐらいずつのテーマで討論を繰り広げた．

まず伝統的な方法なのか地べたに円くなって座る．司会が名前を呼び上げて，1 人ずつ 5

分間ぐらいの発表．原稿を見ている人はほとんどいない．「誰々の見解によれば，この定義

は……．しかし……という別の定義もあって，この 2 つは相容れない．それをどのように

解決するべきか，私は考えました．」恐ろしいまでの記憶力で，一息では言い終わらないよ

うな長い定義を早口で一気に話す．実際定義を言い切らないうちに息が切れてしまう場面

も多かった．そのスピードは，内容の難解さも手伝って常人にはとてもついていけない．

しかしさらに恐るべきことに，発表が終わると，いや発表が終わらぬうちから，一斉に

他の人たちが反論し始めるのである．「いや，それは違う！ なぜならこの定義は……と解

釈すれば問題はないからだ」「そうではない！ 誰々の……という解釈でそれはすでに解決

されている」云々．

その剣幕にはただ圧倒されるばかり．声の大きい方が勝ちなのだ．マイクがなくても耳

にびんびん響くため，中にはマイクを取り上げられている人もいた．理知的なだけではダ

メで，発言権を取るためには声の大きさもなければならない．授業では家の外まで声が響

くシュクラ先生でも，反論を最後まで聞いてもらうのは難しいようだった．

これだけの声を張り上げたら私はとても正気ではいられない．シュクラ先生が休み時間

に「これがインドの議論なんだよ」と笑いかけてきたのに頷きながら，理知的に考えなが

ら怒号を発するというのはいったいどういう頭の中なんだろうかと訝しく思った．審判ら

しき席に座っている人まで討論に参加していたので明確なルールがあるようには見えなか

ったが，インドの討論術の伝統は，かくして今も生き続けている．
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第４章 詭弁の考察

４－１．詭弁の定義の歴史的変遷

ウダヤナは『パリシシュタ』の冒頭で「対等」という語義を説明する．「対等」という語

は 24 種類の詭弁の名称全てに含まれているもので（「類似性による対等」，「付加による対

等」etc.），この語義を説明することが事実上，詭弁の一般定義になっている．

詭弁の一般定義は『ニヤーヤ・スートラ』1.2.18 に提示されているが，これが 24 種類全

ての詭弁に共通する定義とするためには少々無理な解釈を施さねばならず，しかもその解

釈を施したスートラは詭弁の本質を捉えているとは言いがたい1．ウダヤナは「対等」の語

義が詭弁の一般定義になるとは述べていないが，語義説明の結果導かれた内容を「全ての

詭弁に共通な欠陥の根拠（sarvasAdhAraNaM duSTatvamUlam）」「全ての詭弁に共通な無能力

性（sarvasAdhAraNam asAmarthyaM）」であるとしている点から，詭弁の一般定義として採用

できる．実際，ウダヤナの後代の注釈者はこれを詭弁の定義としてみなす．

ウダヤナは「対等」の語義を 4 通りに説明する．このうち前 3 者は先行するスートラ注

釈者の説を用いたもので，最後が自分の説である．

（1）対等にすること

はじめの説明は「自分の反論を，詭弁によって相手の立論と対等にする」という解釈で，

これはウディヨータカラの言説2に拠っている．詭弁は誤っている以上，相手の立論より劣

っているけれども，幾分かの説得力をもつので，うまくすれば引き分けに持ち込むことが

できるかもしれない．そのような意図で起こされるのが詭弁であるということになる．

他の注釈者も示す通り3，「対等にする」というのはあくまで反論者の意図の中のことであ

                                                       
1 NS 1.2.18:詭弁とは，類似性と非類似性に基づく反定立である（sAdharmyavaidharmyAbhyAM pratyavasthAnaM 

jAtiH //）．ヴァーツヤーヤナは喩例との「類似性」「非類似性」と説明したが，それでは「類似性による対

等」と「非類似性による対等」しか説明できず，残り 22 種類の詭弁については適用不十分となる．そこで

ウディヨータカラは喩例に限定せず，何であれ，それとの「類似性」「非類似性」と解釈し，全ての詭弁に

適用できるようにした（NBh 402.1ff, NV 402.7ff）．確かに詭弁は何かとの類似性・非類似性を捉えて起こる

ものではあるが，定義が広すぎて詭弁の不当性という最も重要な部分を説明できない．
2 NV 1004.1ff:対等にするための提示が「対等」である.類似性だけが対等，非類似性だけが対等という「対

等」のため，対等にするための提示であると知るべきである．相手説が対等にされるかもしれないし，さ

れないかもしれない．しかしその者は対等にしようとして行動を起こすのである．世間で家族のために［努

力が報われようと報われまいと］努力するように．（samIkaraNArthaM prayogaH samaH, sAdharmyam eva samaM 

vaidharmyam eva samam iti samArthaH samIkaraNArthaH prayogo draSTavyaH. samIkriyatAM parapakSo mA vA kAri 

ayaM tu samIkaraNArthaM pravartate yathA loke kuTumbArthaM ghaTata iti.）
3 NVTT  1004.8f: 認識上の対等性であり，実際のものではないという意味．（AbhimAnikasAmyaM na vAstavam 

ity arthaH.）

NBhU 342.4f: 提示された理由に対し，対等にする意図で付随させるものが詭弁である．反対主張が異なら

ないことを説明するのが対等にすることである．（prayukte hetau samIkaraNAbhiprAyeNa prasaGgo jAtiH. 

pratipakSaNAvizeSapratipAdanaM samIkaraNam.）

NTA 437: あるいは，対等にするために付随させる，対等にするために付随させるというので「対等」とい

う．あるいは対等にする意図で付随させるということこそが「対等」と説明される．（atha vA samayituM 

prayujyate samIkaraNAya prayujyata iti samA. kiM vA samIkaraNAbhiprAyeNa prayujyata iti eva sameti paribhASA.）
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って，実際に対等になるかどうかは問われない．立論者が適切に対応すればその意図は失

敗に終わり，対等になることはないだろう．この点でヴァーツヤーヤナの「論式に差がな

いこと」という説明から一歩進んだ解釈と言えよう．

「『たとえ私の反論が理由として優れたものではないとしても，私はそれ［＝論式］を使っ

て対等にしよう』という論式が「対等」である．それ［＝対等にすること］を意味して，

あるいはそれの意図［＝対等にすること］に基づいて［「対等」という語を用いる］」と師

匠［＝ウディヨータカラ］は言う．以下のように述べられている．「対等の目的をもつとは，

対等にするという目的をもつ表現であると知るべきである4」と．このことによって意図を

前提とする詭弁の使用は，対等の状態を引き起こすためであると示されたことになる．す

なわち，「もし彼［＝立論者］が詭弁による返答によって困惑し，言うことを失ったり，正

しくないことを言ったりしたら，反論の中に『反論できないものへの反論』があるように，

彼［＝立論者］にも『反論すべきものの看過』や『反論できないものへの反論』があるだ

ろう．よって両者［＝両対論者］は対等になる．一方そうしないと私だけが劣った者とな

るだろう．」このような考えから［詭弁の使用が］起こるからであるという5．

ウディヨータカラの見解は後世まで言及されるが，ここまで具体的に解釈した例はほか

にない．ウダヤナは反論者が立論者に対して意図する対等の状態を，「反論すべきものの看

過」や「反論できないものへの反論」という敗北の場合であると解釈している．すなわち，

反論者の詭弁を立論者が見抜けなかった場合，あるいは反論者が用いた詭弁とは異なる種

類の詭弁を指摘してしまった場合，主審や会衆がそれを指摘することによって立論者の敗

北になる可能性がある6．

（2）論式に差がないこと

次の説明は「立論と詭弁の根拠に差がない」という解釈で，ヴァーツヤーヤナ説として

取り上げられる．ヴァーツヤーヤナは「反証が異なっていない（ pratyavasthAnam 

aviziSyamANam）」と記述しているが，ウディヨータカラはこれを「優れた理由がない

（vizeSahetvabhAva）」と読み替えた上で，自分の解釈の後に「あるいは」として取り上げて

いる7．ウダヤナもこの読み替えに倣い，ウディヨータカラの提示した順序に従って紹介し

                                                       
4 =NV 1004.1
VAcaspati は「相手が勝つよりも疑惑に終わった方がましだ」ということが認識手段に基づかない反論を述

べる原因であるという．「疑惑」がここでいう「対等」に対応するものと考えられる．

NVTT 339.18f:一方論諍と論詰は認識手段を根拠としない．「一方の勝利よりも疑惑の方がましだ」と望む

勝利をする者は智者であっても対論者は曲解などによって反証するべきだから．（jalpavitaNDayos tv

apramANamUlatvaM viduSA 'pi prativAdinA chalAdibhiH pratyavastheyam ekAntaparAjayAd varaM saMzayo 'stv

itIcchatA jigISuNA|）
5 NP 4.2ff
6 この場合の勝敗については「反論すべきものの看過」参照．
7 NBh 2002.1f: 類似性による反証は立論の理由である類似性の理由と異なっておらず，類似性による対等と
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ている．

差がない，異なっていない，優れていないというのは，詭弁が立論と同じ類似性や非類

似性を根拠としているということで，詭弁の典型的な例となっている（ウディヨータカラ

の例．詳しくは「類似性による対等」参照）．すなわち立論者が根拠にした類似性・非類似

性・遍充関係を，対論者が新しい視点がないまま鏡に映すようにそのまま用いるものであ

る．

立論―音声は無常である．生起する性質をもつから．生起する性質をもつ壺は無常で

あると知られる．音声も生起する性質をもつ．よって音声も無常である．（壺と

の類似性に基づく無常の論証）

詭弁―無常な壺との類似性から無常だというならば，常住な虚空との類似性すなわち

中身がつまっていないことがあるので常住であることになる．（虚空との類似性

に基づく反論）

一方バーシャ作者は論式の中に優れた理由がないことが対等な状態であると言う．彼は

「［詭弁とは］類似性による，優れていない反論である」と述べた．すなわち，「類似性が

あなたによって提示されたが，私が述べた類似性も同様である．［あなたが述べた］この非

類似性は，［私が述べた］これと同様である［＝共存することが見られる］．A は B と共存

することが見られる［とあなたは述べた］が，［私が述べた］これも同様である」というよ

うにして，詭弁の論者が反論するから，それ［＝バーシャの見解］によって全ての詭弁に

共通な反論の本質が明言されている．そしてこのことがそれぞれ［の詭弁］においてこれ

から説明されるだろう8．

しかし実際には後述するように，同じ類似性といっても遍充関係によって支えられてい

るものとそうでないものとがあり，それが詭弁か否かを分けることになる．そのため「差

がない」というのは反論者の誤認に過ぎない．

したがってヴァーツヤーヤナのように「異なっていない」と述べるだけでは実際に対等

であるかのように解することができ，不十分である．不正論者である詭弁の論者の出現だ

けで，論者も必ず対等＝不正論者になってしまうということはない．ジャヤンタが述べる

ように，ここでもそこで「対等」というのは実際に同じなのではなく，対論者の意図の中

のことであると解釈するのがよいだろう9．

                                                                                                                                                                  
なる．（sAdharmyeNa pratyavasthAnam aviziSyamAnaM sthApanAhetutaH sAdharmyahetutaH sAdharymasamaH.）
NV 2004.3f: あるいは優れた理由のないことが「対等」の意味である．あなたは優れた理由を何も提示して

いないという．この意味を利用して，私の［論証］もあなたの論証とそっくり同じだという．（vizeSahetvabhAvo 

vA samArthaH, na bhavatA vizeSahetuH kazcid apadizyata iti. enam artham urarIkRtya pravartate yathAbhUtaM bhavataH 

sAdhanam tathAbhUtaM mamApIti.）
8 NP 5.5ff
9 NM 2.650.18f: そして立論の理由と異なっていないことは，詭弁論者の意図によってそれら［＝24 種類の

詭弁］について知られるべきである．（ sthApanAhetutaz cAviziSyamAnatvaM jAtivAdyabhiprAyeNa tAsAM 
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（3）論者の劣等

3 番目の説明は，反論の能力がない詭弁を用いることで「詭弁を用いる対論者が立論者よ

り劣る」という解釈で，2 番目の説明で「対等」が「差がない，優れていない」に転化する

のと同様に，ここでも対論者の「対等」は「優れていない，劣っている」という意味で捉

えられる10．

この説は，ウディヨータカラの説を発展させたものであると考えられる．ウディヨータ

カラは「議論（vAda）」の定義の中で，「反論（upAlambha）」が何をターゲットとするかとい

う問題を考察しているが，その中で反論のターゲットは立論それ自体ではなく話者であり，

その話者の属性である発言に反論するというかたちで比喩的に言い表されていると考える
11．この見解を発展させて，反論者の言葉が対等＝劣っているということは，比喩的に反論

者自体が劣っていることを表すと解している．

一方他の者たちは，話者の性質を［その話者の］発言に重ねる．すなわち，詭弁の論者が

対等，すなわち共通・優れていない・劣っているという意味である．そしてそれ［＝論者

の対等］は類似性などによる反論を通してのみ推察されるので，反論こそが同じである，

つまり劣っているという意味である．

そしてその劣った反論は二種類である．反論できるのに不成立であるものと，成立してい

るのに反論できないものとである．前者のうち批判点が捏造されたものは，曲解であると

言われる．

一方批判点が捏造されていない［けれどもここでは的外れである］ものは純粋な「反論で

きないものへの反論」であると［第二章で］述べられるだろう．後者［＝成立しているの

に反論できないもの］が詭弁である．このことによって一般定義は明言されたことになる．

同様のことがヴァールッティカにある．「詭弁とは，立論の理由が提示されたとき，否定す

る能力がない理由である12」と13．

引用通り，ウディヨータカラは詭弁に立論を否定する能力がないことを述べているが，反

                                                                                                                                                                  
draSTavyam. ）
10 ヴァルダマーナは「今日はいつもと同じだ」が「特に新しいことがない，それほどよくもない，大した

ことがない」という意味で用いられるように，「対等」が一般にも劣等の意味で用いられることを指摘して

いる（ANTV 5f）Cf. Solomon p. 147 脚注．
11 NV 338.6ff: 問い．それならばこれは何への反論なのか．答え．敗北する者である．問い．何が敗北する

のか．答え．人間である．無理解と誤解は人間にあり，［論証の］対象や手段にあるのではない．したがっ

てこの話す者は，論証能力のない対象と手段を取り上げるから敗北する．聞く者も述べられた通りのカテ

ゴリーの無理解によって［敗北する］．したがってこの人間の性質が言葉を通して指摘されるので，言葉に

喩えて人間の性質である言葉が反論されるという．（kasya tarhy ayam upAlambhaH? yo nigRhyate. kaz ca 

nigRhyate? puruSaH. apratipattivipratipattI puruSasya, na karmaNo na karaNasya. so 'yam pratipAdayitA 'samarthayoH 

karmakaraNayor upAdAnAn nigRhyate, pratipattApi yathAbhihitapadArthApratipattyA. so 'yam puruSadharmo 

vacanadvAreNodbhAvyata iti vacanam upacarya puruSadharmavacanam upAlabhyata iti.）
12 NV 2002.3: tatra jAtir nAma sthApanAhetau prayukte yaH pratiSedhAsamartho hetuH.
13 NP 5.11ff
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論者の劣等に帰属される正しくない反論の 2 分類は，ウディヨータカラが用意したもので

はない．現存する文献においてこの分類を紹介するのはウダヤナが最古だが，ウダヤナ自

身は単なる紹介に留め，検討や評価を加えていない．ニヤーヤ学派の内部で作られたもの

か，他学派に由来するものかは不明である．

正しくない反論は，「反論する能力があるか否か」と「成立しているか否か」という 2 つ

の軸によって分けられる．後代ヴェーダーンタデーシカが整備した分類は以下の通り（NPzu

211ff）．

正しくない反論の分類

1．反論できるが成立していない（dUSaNavyAptam(dUSaNasamartham) apy asiddhaM）

1-1．批判点が成立しているもの・捏造されていないもの

（siddhadUSyam-akalpitadUSyam）＝純粋に「反論できないものへの反論」

  1-1-1．指摘遅れ（anavasaragrahaNam）

  1-1-2．敗北の場合を誤って指摘すること（nigrahasthAnAbhAsavacanam）

1-2．批判点が捏造されたもの（kalpitadUSyam）＝曲解

2．反論できないが成立している（siddham api dUSaNavyAptirahitam(dUSaNAsamartham)）＝詭弁

この分類には「反論できず成立もしていない」という分類がない．正しくない反論なの

に，一方では反論する能力があり，もう一方では成立していることになっている．これは

どういうことだろうか．

ヴァーメーシュヴァラは前者の反論する能力があることについては特に解説せず，後者

が成立しているという点については「たとえそれが成立していたとしても」という仮定の

話にし，本当は成立していないことを認めながら重点は反論できないことのみにあるとす

る14．しかしこの説明だけでは要領を得ない．

ヴェーダーンタデーシカは反論の能力を反論の遍充関係，成立を主題所属性と解釈する．

すなわち前者は反論者が提示した理由に遍充関係はあるけれども主題所属性がないことか

ら正しくない反論となり，後者は主題所属性があるけれども遍充関係がないことから正し

くない反論となる15．

この分類ならばヴァルダマーナが提示した詭弁の定義「遍充関係と主題所属性のいずれ

かを要件とせずに起こった反論16」と全く同じではないとしても親和性を持つことになる．

                                                       
14 Pan 3.27: 成立していることに主軸はなく，「たとえ成立していたとしても［反論］できない」という意

図があるから．（siddhau tAtparyavirahe siddhatve.api na samartham iti tAtparyAd iti.）
15 NPzu 220.3-6: そのうち，曲解や純粋な「反論できないものへの反論」は，立論者の主張が主題となって

いるときそれ自体不成立であり，主題所属性を欠くことから反論であることが成立しない．同様に主題所

属性であっても，詭弁による返答に含まれる理由は反論の遍充関係を欠くことから反論でない．（tatra yathA 

cchalasya kevalaniranuyojyAnuyogasya vA pakSIkRte vAdivAkye svayam asiddhasya pakSadharmatvavirahAn na 

dUSakatvasiddhiH | evaM pakSadharmasyApi jAtyuttarAntargatasya hetor dUSaNavyAptivirahAn na dUSakatvam.）
16 Pra 7.16=ANTB 6.21: vyAptipakSadharmatAnyatarAnaGgIkArapravRttam uttaram.
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しかしそのヴァルダマーナはこの分類を認めていない．「成立していても反論できないもの」

は一般化による曲解に過大適用し，「不成立でも反論できるもの」の中にも詭弁があるので

適用不十分であることも述べる．さらにウダヤナがここまで説明した 3 つの一般定義はい

ずれも厳密には妥当でないため，詭弁の単なる一側面として見るべきだとする17．

三者三様の説明が見られること，他に取り上げる者がいないこと，議論の深まりがない

ことから，この分類はウダヤナによる詭弁の考察の周辺だけで局地的に行われた可能性が

高い．

（4）自己撞着を導くもの(svavyāghāta)

以上，先行する注釈者の見解に基づく説明を検討した後に，ウダヤナは自説として「詭

弁が立論と対論の両方に対等に及ぶ」，すなわち詭弁の論理が自分の説をも否定してしまう

という解釈を提示する．「対等」は詭弁のターゲットが自他共に共通であることを表してい

る．

例えば「類似性による対等」では，対論者が遍充関係に基づかない単なる類似性で反論

することから，その反論もまた，自動的に単なる類似性によって否定されることになって

しまう．対論者は単なる類似性が反論に有効であることを認めるからである．立論者は別

に新しい類似性を示すことなく，対論者が自己撞着を犯していることを指摘しさえすれば

よい（さもなければ立論者も詭弁を犯すことになってしまう）．

3 番目の説明に登場したウディヨータカラの「反論する能力がない」についても，ウダヤ

ナは NVTP で自己撞着を意図したものであるとし18，詭弁の本質として本書中ウダヤナが最

も重視している．

一方我々は，その 3 つ［＝対等にすること，違いがないこと，反論できないこと］に加え

て，第 4 として以下のような意味があると述べる．すなわち詭弁による返答が，他者の論

証と同様に自分自身にも影響を及ぼす［＝否定する］ので，これゆえ自他共に対等である

から「対等」と述べられる．そしてこのように，自己撞着は全て［の詭弁］に共通な欠陥

の根拠であると，これ［＝詭弁］について明言されたことになる．そしてこのことはそれ

ぞれのスートラで説明されるだろう．さてこれ［＝自己撞着］こそが全て［の詭弁］に共

通な［反論の］無能力だが，個別の［反論の］無能力性を我々は後に述べるだろう19．

「撞着（vyAghATaka）」という語はすでにヴァーツヤーヤナに見られるが，そこでは 2 つ

                                                       
17 Pra 6.21-23: あるいは，ヴァールティカ作者たちの喩例としてこれら 3 つがあり，一方この第 4 は定義と

してスートラ作者の意図の対象であるという意味である．（yad vA vArttikakArAdInAm udAharaNatvenaitattrayam 

anyan tu caturtho lakSaNatvena sUtrakAratAtparyaviSaya ity arthaH.）
18 NVTP 564.6f: 一方，詭弁の定義は否定の能力がないことだけではない．つまりここでは自己撞着である

ことが意図されている．（jAtilakSaNaM tu na pratiSedhAsamAmarthyamAtram. tad dhi svAtmavyAghAtakatvam iha 

vivakSitam. ）
19 NP 6.5ff
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の対立する性質がぶつかりあうという意味であって，ウダヤナの述べるような自己撞着を

表していない．一般にヴァーツヤーヤナは詭弁への対応で自己撞着に拠らずに，遍充関係

の非存在か他説追認の過失によって再反論を展開しているが，「非知覚による対等」への再

反論で「同じ類似性が否定にも当てはまるので不成立になる」と述べているなど，自己撞

着の意識の萌芽を見てとることはできる20．

この見解は不二一元論派マーダヴァの『サルヴァ・ダルシャナ・サングラハ

（Sarvadarśanasangraha）』，限定不二一元論派ヴェーンカタナータの『ニヤーヤ・パリシュ

ッディ（Nyāyapariśuddhi）』，二元論派マドヴァの『ダシャ・プラカラナーニ（Daśaprakaranāni）』

など，ヴェーダーンタ学派で広く採用されている21．

一方後代のニヤーヤ学派ではヴァーチャスパティ 2 世（ca. 1440 A.D.）の『ニヤーヤ・タ

ットヴァーローカ（Nyāyatattvāloka）』を除いて反対意見が相次いだ．曰く，詭弁以外にも

「見せかけの理由」の一部（svavacanavirodha など）に過大適用になったり，対論者が自己

撞着を意図していないことによって適用不可能になったりするという．マニカンタ以降，

ニヤーヤ学派の注釈者たちはこの 2 点を理由にウダヤナの定義を採用していない22．

詭弁の一般定義はウダヤナ以降も，新ニヤーヤ学派で盛んに行われ，マニカンタ

（1275-1325~A.D.），ヴァルダマーナ（1345 A.D.），シャンカラミシュラ（1430 A.D.），ヴィ

シュヴァナータ（1640 A.D.）などが 12 種類の定義を提出した23．これらの定義の基本的な

                                                       
20 NBh 1137.1ff: ［2 つの理由が］撞着するから否定になるというならば，［反論にも］同じ撞着がある．同

一のものが［同時に］常住かつ無常であることになってしまい，撞着すると言えば否定は述べられたこと

になるというならば，自他の説に同じ撞着がある．そしてそれはどちらか一方を証明するものではない．

（ vyAghAtAt pratiSedha iti cet, samAno vyAghAtaH. ekasya nityatvAnityatvaprasaGgaM vyAhataM bruvatoktaH 

pratiSedha iti cet, svapakSaparapakSayoH samAno vyAghAtaH, sa ca naikatarasya sAdhaka iti.）

NBh 1149.3f: そうであるならば［無常性が］基体となる割り当てられるもの［＝音声など］との分離は，

撞着するからない．（evaM ca saty adhikaraNAdheyavibhAgo vyAghAtAn nAstIti.）
21 SDS 93.15: svavyAghAtakam uttaraM jAtiH.，NPzu 225.1: ataH sUSThUktaM vyAghAtakatvaM jAtilakSaNam.，DP 
140.9: svavyAhatir jAtiH.
22 NR 194.3ff, Pra 6.23-7.6, ANTB 6.9-14
23 (a)  NR p.193 , PRA p.7, ANTV p.6: 要素の欠如を指摘することなく，［相手の］根拠の批判を指摘するこ

と（aGgavaikalyopanyAsam antareNa pramANadUSaNodbhAvanam.）
(b) NR p.193, PRA p.7, ANTV p.6: 正しくないことはないが，正しくないものを論証する反論

（asAdhakatvAvyApyenAsAdhakatvasAdhanam uttaram.）
(c) VV p. 84, NR p.195: 遍充関係に依拠せずに正しくないことを論証する意図で抗弁された反論（vyAptim 

apuraskRtyAsAdhakatvasAdhanAbhiprAyeNa pratyuktam uttaram.）
(d) NR p.195: 相手に対し述べられている反論を導くものとなったありかたをもつ反論（paraM praty 

abhidhIyamAnadUSaNatvaprayojakIbhUtarUpavad uttaram.）
(e) NR p.195, PRA p.7, ANTV p.7: 文章であることの中の特定の種類（vAkyatvAvAntarajAtivizeSa.）
(f) PRA p.6, ANTV p.6: 理解されると示しつつ，過失を導くと誤認した説明の文章をもつ反論（pratipAdyatvo-

ddezya doSaprayojakatvAbhimatapratipAdakavAkyam uttaram.）
(g) PRA p.7, ANTB p.6: 正しくないことに含まれると提示された正しくないことに含まれるもの以外で正

しくないことを論証すること（asAdhakatAvyApyatvapuraskRtAsadhakatAvyApyAd anyenAsAdhakatAsAdhanam.）
(h) PRA p.7, ANTB p.7: 提示された理由に役立つというあり方をもたずに立論の反論を指摘すること

（puraskRtagamakatvaupayikarUpavikalpena sthApanAdUSaNodbhAvanam.）
(i) PRA p.7, ANTB p.7, VV p.84, GSP p.99: 自らが正しくないことを導くありかたをもつものによって相手の

正しくないことを論証すること（svAsAdhakatAprayojakIbhUtarUpavatA parAsAdhakatAsAdhanam.）
(j) PRA p.7, ANTB p.6: 遍充関係と主題所属性のいずれかを要素とせずに起こった反論（vyAptipakSa-
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アイデアはガウタマの定義やウダヤナの解釈に沿っているが，その関心は適用不十分や過

大適用の排除など定義としての十全性にあり，ウダヤナが苦心した「対等」の語義説明は

無視されている．

こうして「対等」の語義を「自己撞着」であると結論付け，それを 24 種類全ての詭弁に

共通して反論の能力がないことの根拠であることを示した上で，ウダヤナは個別定義に移

る．

４－２．詭弁の 3分類による先行注釈の整理

「対等」の語義解釈が終わると，24 種類の詭弁について『スートラ』を引用しながら，

ひとつひとつ解説を行う．はじめに「類似性による対等」と「非類似性による対等」につ

いて，それぞれ「正しいものを対象とするもの」，「正しくないものを対象とするもの」，「表

現が正しくないもの」という 3 種類に分け，先行する注釈者の解釈を整理している．

1 番目の「正しいものを対象とするもの」は，『ヴァールティカ』の例であるという．ウ

ッディヨータカラはヴァーツヤーヤナの例を取り上げず，全く別の音声の例にしている．

例えば「音声は無常である．生起する属性をもつから．生起する属性をもつ水がめなどは

無常であることが見られる．」「もし無常な壺との類似性から無常ならば，常住な虚空との

類似性である非有質性があるので，常住になる」という．同じ理由に対して「虚空との非

類似性から」と言うとき「もし常住な虚空との非類似性から無常ならば，虚空による，常

住なものとの類似性である非有質性があるから，常住になるという．もしあなたがこの類

似性では常住でないと考えるならば，無常な壺との類似性と常住な虚空との非類似性から

無常であるということはできない24．」

この反論の対象となっている立論「音声は無常である．生起する属性をもつから．生起す

る属性をもつ水がめなどは無常であることが見られる」は正しいものであるとみなされて

おり，常住なものである虚空との単なる類似性・非類似性から反論することが詭弁となる．

2 番目の例は「音声は常住である．感触がないから，虚空のように」という結論に対して，

「そのようなことはない．なぜなら無常なもの［＝例えば壺］とでも認識対象性という類

似性があるので，それゆえ［音声が］どうして壺のように無常でないのか．そうではない

                                                                                                                                                                  
dharmatAnyatarAnaGgIkArapravRttam uttaram.）
(k) ANTV p.6: 自らの正しくないことを論証する能力を示唆する反論（svAsAdhakatvasAdhanasamartho-

pasthApakam uttaram.）
(l) ANTB p.7: 見せかけの理由とは異なる，反論できないものへの反論（hetvAbhAsavyatirikto niranuyojyA-

nuyogaH.）
このうちマニカンタ，ヴァルダマーナらによって(c) (d) (i) (j)が承認され，残りは否定されている．
24 NV p.2006.11ff
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［＝認識対象ではない］というならば，常住でもないことになってしまう．［類似性がある

という点で］違いがないからである．」あるいは「［音声には］必ず［常住である］虚空と

の，『我々などの外的器官によって把握されること』という非類似性もある．それゆえどう

して［同じく虚空と非類似性をもつ］壺のように無常でないのか．そうでないというなら

ば，常住でもないことになってしまう．［非類似性があるという点で］違いがないからであ

る25．」

2 番目の「正しくないものを対象とするもの」は先行する注釈ではなく，ウダヤナが自ら

例を挙げている．ここでは立論「音声は常住である．感触がないから，虚空のように」が

正しくないものとみなされるが，誤った理由であることを指摘せず，無常なものである音

声との単なる類似性・非類似性に基づいて反論しているため詭弁となっている．

3 番目の「表現が正しくないもの」の例は『バーシャ』にあるという．ヴァーツヤーヤナ

は，「アートマンは運動をもつ．実体が運動の原因と結びつくから．実体である土くれは運

動の原因である属性と結びついて運動をもつ．アートマンも同様である．それゆえ運動を

もつ」という立論に対し，「アートマンは運動をもたない．遍在する実態は運動をもたない

から．遍在する虚空は運動をもたない．アートマンも同様である．それゆえ運動をもたな

い．」あるいは，「運動の原因である属性と結びついた土くれは限られたものであることが

見られる．しかしアートマンはそうではない．それゆえ土くれのように運動をもつもので

はない．」という反論を例示し，この反論に優れた理由（vizeSahetu）がないという理由で詭

弁であるという26．

ウッディヨータカラはこの例を取り上げず，ヴァーチャスパティ・ミシュラもウディヨ

ータカラに従う．この事情について，ウダヤナは次のように説明する．

［しかし］表現だけにおいて欠陥があり，内容には［欠陥が］ないということを示すため，

［バーシャの例を取り上げない］ヴァールッティカの意図は［否定ではなく単なる］無視

であるとタートパリヤ師［＝ヴァーチャスパティ］は述べた．［内容的に］正しい反論であ

っても表現上の過失によってのみ詭弁となるというこの意味は反例による対等や論題によ

る対等などにおいてまさに［ヴァーチャスパティ］自ら明白にするからである27．

ヴァーチャスパティ・ミシュラは『バーシャ』の例を「詭弁ではない」とし，それゆえ

ウッディヨータカラは『バーシャ』の例を無視したのであると解説している28．ウダヤナは

ヴァーチャスパティ・ミシュラ説を修正し，「表現が正しくないもの」という分類によって

『バーシャ』の例を再び詭弁に組み込んでいる．そしてその修正案を正当化するため，ヴ

                                                       
25 NP 9.2ff
26 NBh 2005.5ff
27 NP 9.6ff
28 NVTT 2005.16
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ァーチャスパティ・ミシュラが「それ（『バーシャ』の例）を無視してヴァールティカ作者

が述べる」と述べたことを引き合いに出し，『バーシャ』の例はウッディヨータカラによっ

てあくまで無視されただけで，否定されている訳ではないとしている．

ヴァーチャスパティ・ミシュラはこのような 3 分類を行っていないばかりか，「表現が正

しくないもの」も言及していない．したがってこの 3 分類は彼の注釈を巧みに解釈したウ

ダヤナの創作であると考えられる．「表現が正しくないもの」は後代にも引き継がれ，遍充

関係によって軍配が上がりそうなものを詭弁にとどめておくのに用いられる29．詭弁の位置

づけを探る上で興味深い．

なお，ヴァーチャスパティ・ミシュラは「反例による対等」の項で『バーシャ』が挙げ

た例について，不確定因の指摘の様式をとれば正しい反論になるが，そうしていないこと

によって詭弁であると判定し，また「論題による対等」の項で挙げる例が「同じである」

と述べることで論題による対等となるとしており，表現によって詭弁になることを示唆し

ている．「表現が正しくないもの」自体はヴァーチャスパティ・ミシュラに遡ることができ

る．

バーシャ「反例が取り上げられる」について．運動の原因である属性と結合した虚空は運

動をもたないことが知られる．それゆえこの反例によってどうして運動の原因である属性

との結合が運動をもたないことだけをアートマンについて証明しないのかと補う．またも

しこれが不確定因の指摘「運動の原因である属性と結合していても運動をもたないことが

見られる．虚空のように」ならば，それは正しい反論だろう．しかしこれはそうではない

ので詭弁である30．

このように無常論者に対して反論を示してから常住論者に対して述べる．「そしてこれは同

じである．常住なものとの類似性によって［理由が］述べられるとき」と．したがってこ

のように類似性によって 2 つの論題による対等が述べられた．同様に非類似性によって 2

つの論題による対等を，常住と無常のまさに両論者に対して述べる．「そしてこれは同じで

ある」と．両方との非類似性に基づくという．常住なものである虚空との非類似性から所

作性のゆえに，無常な壺との非類似性から非可触性のゆえにと．したがってこのように 4

つの論題による対等がある31．

この 3 分類は，これ以降の詭弁の解説にはもう出てこないことから，先行注釈を整理す

るために便宜的に行ったものと考えるのが妥当であろう．

                                                       
29 AN では，詭弁をまず正しいものを対象とするもの・正しくないものを対象とするものの 2 種類に分けた

上で，後者をさらに表現が正しくないものとそれ以外に下位分類している．表現が正しくないものは内容

自体正しいため，正しいものを対象とするものではありえないためである（AN 14.17ff）．Pra はこの状況を

牛と斑牛の論理で別立てしていると説明している（Pra 9.14ff）
30 NVTT p.2019.14f
31 NVTT p.2027.19ff
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４－３．誤った理由の議論による先行注釈の整理

類似性・非類似性による対等は，『スートラ』5.1.2 において「類似性と非類似性によって，

結論に対して，それ［＝所証］の属性と反対のものを導く」と定義される．しかし，論題

による対等もこれと同じ構造をもっている．論題による対等は『スートラ』5.1.16 で，「両

説の類似性から論題が成立すること」と定義されており，反例との類似性を提示して反論

する点で共通している．この 2 つをどうして区別されるかという点について，ニヤーヤ学

派内での異論をウダヤナは提示する．

はじめに取り上げられる一部の者たち（eke）は以下の根拠で，類似性による対等を被排

撃因の誤った指摘に，論題による対等を論題類似因の誤った指摘に分類する．この 2 つは

ニヤーヤ学派が立てる 5 つの誤った理由で，被排撃因は正しい認識手段により否定される

ことによって，論題類似因は反証と正しさが均衡することによって，それぞれ誤った理由

と認定されるものだが，その指摘が誤っていることで，反論が詭弁となる場合を指す．

一部の者たちが説く根拠

1．『スートラ』の文言「その属性と反対のものを導くこと」は被排撃因の誤った指摘を

表し，「論題の成立」は論題類似因の誤った指摘を表す．

2．排撃は他の認識手段の間でも起こるが，均衡は推理同士でしか起こらない．このこと

は『スートラ』の文言と合致する．「その属性と反対のものを導く」ならば認識手段は推

理に限らないが，「論題の成立」は推理にしか適用できない．

この一部の者たちの見解は，ヴァーツヤーヤナ説とウディヨータカラ説を延長したもの

であると考えられる．そもそも論題による対等と，論題類似因は，「プラカラナサマ

（prakaraNasama）」という同じ原語であり，詭弁か，誤った理由かによって訳し分けている

に過ぎない．ウディヨータカラ以前は論題類似因と被排撃因の違いが明確でなく，同じ用

語を用いる論題類似因に倣い，論題による対等を両者がそれぞれの主張を証明していて決

定的でない状態，すなわち対立主張をもつ状態と捉えていた．反証が決定した状態で反論

するという排撃の考え方は，ヴァーチャスパティ・ミシュラに至って初めて明確にされ，

論題による対等に割り当てられた32．

  次に取り上げるヴァーチャスパティ・ミシュラは一部の者たちと逆で，類似性による

対等を論題類似因の誤った指摘に，論題による対等を被排撃因の誤った指摘に分類する．

［排撃か反対主張かは］「再反論のスートラを示すことにより逆になる」とタートパリヤテ

ィーカーにある．前者［＝反対主張による対等］では再反論の手続きで［反論との］差異

を明らかにするが，後者［＝論題による対等］では反論証に対して排撃を提示する33．

                                                       
32 NBh p.2027.5f, NV p.2027.11, NVTT p.2027.24ff
33 NP 10.7ff
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『タートパリヤ・ティーカー』でが，ウダヤナが述べるような分類を行っておらず，ウ

ダヤナが引用するような一節は見出されない．論題による対等の解説34を元にしてウダヤナ

がヴァーチャスパティ・ミシュラ説に帰したものと考えられる．

類似性による対等では，反論の力が劣っているのに同じ力をもつと誤認され，論題類似

因を指摘しようとする．一方，論題による対等では同じ力を持っているのにより強いと誤

認され，被排撃因を指摘しようとする．このように実際の力関係と反論者の誤認内容にず

れがあるために，排撃と均衡の解釈にずれが生まれたのではないだろうか．

ウダヤナは後者を採用する．まず，類似性による対等では差異を述べることで，また論

題による対等では排撃を述べることで解決するという再反論のスートラを根拠に，類似性

による対等は論題類似因の誤った指摘，論題による対等は被排撃因の誤った指摘であると

述べる．

これを一部の者たちの見解のように反対にしてしまうと，再反論が有効にならない．類

似性による対等で排撃を述べても，相手は同じ論法で反論してきているのだから効き目が

ないどころか，相手の論法を認めたことになってしまう．また，論題による対等で差異を

述べても，反論の中の排撃が自己矛盾をもたらすことを指摘しなければ，過失の見逃しに

なってしまう．

問い．ここで正しいのはどちらか．

答え．後者である．それ以外に成立することはないから．

なぜなら反主張をもつものの誤った指摘においては，［再反論の中で］反論証の排撃は取り

上げられないからである．また，たとえ反主張をもつことが取り上げられても，［反論の］

過失に資することはない．［再反論を］成立させないから．それどころか美点に資する．同

じであることだけを取り上げて［反論が］起こっているから．

また同じ力［の反論］によって排撃を述べる者に対し，［反論が自己］否定［になること］

を無視して［反論との］差異を示すことが優れているということはない．その顕著な過失

を無視することはできないからである35．

ここからウダヤナは一部の者たちの反論を行う．まず根拠の 1（スートラの解釈）につい

てだが，これを逆に読み替えても解釈可能とする．「その属性と反対のものを導く」は反主

張によって均衡を意図し，「論題の成立」は同じ力なのにより力が強いと誤認して排撃を意

図すると解することができる．

次に根拠の 2（対抗する認識手段）についてウダヤナは，均衡が他の認識手段からでも起

こり，対抗する認識手段の種類は排撃も均衡も変わらないことを述べる．その例として，

黄色い貝殻の知覚と白い貝殻の推理を対立させ，排撃と均衡が共に可能となることを示し

                                                       
34 NVTT 2027.19
35 NP 10.11ff
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ている．これによって，類似性による対等は対抗する認識手段が多いから被排撃因の誤っ

た指摘で，論題による対等は対抗する認識手段が推理に限られるから論題類似因の誤った

指摘であるという見解は成り立たなくなる．

もし黄色い貝殻の知覚は，明らかに誤ったものであるからそれによって排撃や均衡は指

摘できない，純粋な反論できないものへの反論という敗北の場合に含むべきであるという

ならば，同様に推理も，詭弁では明らかに誤ったものなのに排撃や均衡を指摘しているの

で，誤っていることによって排撃や均衡が指摘できないというのは誤りであるとされる．

結局，誤っていなくとも表現上の過失によって詭弁になるのだから，排撃や均衡をもたら

す認識手段の正誤はこの際問題となっていない．見かけ上の排撃や均衡こそが，排撃の誤

った指摘，均衡の誤った指摘として詭弁で取り扱われるのである．

また［ある者たちの説の根拠となる］別の認識手段による排撃の誤った指摘があるのと同

様に，別の認識手段による均衡の誤った指摘も［これらの詭弁に］含まれる．そしてまた

それ［＝他の認識手段による均衡］のためであっても［「その属性と反対のものを導くこと」

という］スートラが解釈できるので，いかなる違いもない．すなわちピッタ病に冒されな

がら白い貝殻を見て，「これは白い［はずだ］．なぜなら貝だから．他の貝と同じように」

と主張したとき，詭弁の論者が述べる．「これはそうではない［＝白くない］．黄色が知覚

されているのだから．もしこれ［＝知覚］が排撃とならないとすれば，［貝は白いはずだと

いう］あなたの推理も正しくない．［どちらも］認識手段という点で違いがないからである」

と．同様に均衡によっても反論する［ことができる］．「推理に基づいて白いならば，直接

知覚に基づいてこれがまさに黄色であるとどうしてならないのか．そしてそれ［＝黄色］

はそこ［＝貝殻］にある．そのように顕現しているから．また［黄色の知覚と白色の推理

に］いかなる違いもない」と．同様に音声と類推についても［排撃と均衡の両方が］知ら

れるべきである36．

最後にウディヨータカラの見解を取り上げる．

一方，「不確定の誤った指摘である」というヴァールッティカは，証因［自体の］中にある

［正しい理由と］同じ性質をもつことという属性に関して［反論するのが類似性・非類似

性による対等と言われるの］であり，反証因に関してではない．それ［＝反証因］による

［論証の］逸脱は指摘されていないから．あるいは「不確定」という言葉は，［逸脱を意味

するのではなく］決定的でないという意味である37．

                                                       
36 NP 11.5ff
37 NP 12.8ff
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ウディヨータカラは類似性による対等を，不確定因の誤った指摘であると説いており38，

論題類似因の誤った指摘であるとしたウダヤナの結論とは異なる．これをウダヤナは以下

の 2 つの解釈で自説に引き寄せている．

1 つは不確定因をこじつけるという解釈である．「音声は無常である．作られたものであ

るから．壺のように」という主張が述べられた場合，作られたものであるのに常住という

本当の意味での不確定の指摘（＝反証）はできない．そこで対論者は，「作られたものであ

ること」のもつ主題所属性や同類に存することといった属性を取り上げ，これらを有する

別の理由「認識対象であること」によって反論する．「音声は常住である．認識対象である

から．虚空のように．もし認識対象が常住でないというならば，作られたものも無常では

ない．主題所属性や同類に存することでこの 2 つの証因は共通するから．」

確かに「認識対象であること」は，証因「作られたものであること」と同じ性質「主題

所属性」「同類に存すること」（「異類から排除されること」は非共通），つまり類似性をも

っている．しかし類似性をもちながらも反証は不確定因という見せかけの理由が帰結する．

そこでこれを指摘するならば類似性をもつ証因も不確定因となり，引き分け＝反主張をも

つ状態が生まれる．

確かに反証因は不確定因なのでウディヨータカラの説明は可能となるが，ここで主要な

のは同じ性質＝類似性を取り上げることなので類似性による対等の中で扱われることにな

る．実際のところ，対論者が意図するのは主張に不確定因があると示すことではなく，不

確定因を使って類似性を示すことである．このようにウダヤナはウディヨータカラの言葉

遣いを生かしつつ，類似性による対等であることを説明している．

もう 1 つの解釈では，不確定は見せかけの理由のことではなく，単に「決定的ではない」

という意味にとるもので，これはウダヤナの結論「論題類似因の誤った指摘」に刷り合わ

せたものとなっている．

いずれの場合もウダヤナはウディヨータカラ説を否定せず，矛盾のないように，あるい

は自説に引き寄せて説明しているのは，先師への尊敬を示すものと言えるだろう39．

ウディヨータカラの時代には「反主張をもつもの」という論題類似因の用語がまだなく，

似たものとして「矛盾非逸脱（viruddhAvyabhicAri）」があったが，ディグナーガがこれを不

確定因に分類していた．ウディヨータカラもこれが矛盾非逸脱というかたちで不確定に含

まれることを言っていたのではないかと考えられる．しかしウダヤナの時代にはこのよう

な分類はすでに認められなくなっており，ウダヤナのような解釈が必要になったものと考

えられる．

以上のように，類似性による対等を被排撃因の誤った指摘と解釈する一部の者たちに反

論し，不確定因の誤った指摘と解釈するウディヨータカラ説を捻じ曲げ，明確に見解を出

                                                       
38 NV p.1006.16
39 インド哲学の一般的態度「sthitasya gatiH cintanIyA（予め定まったものの捉え方を考えるのみ）」を，ス

ートラ作者だけではなく注釈者の説明も予め定まったものとして捉える態度が見て取れる．それは盲目的

に受け入れることではなく，理性的に受け入れる作業である．
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していないヴァーチャスパティ・ミシュラに仮託して，ウダヤナは類似性による対等を論

題類似因の誤った指摘であるという結論を提示した．従来説にない見解を挙げる際の，先

行注釈への細心の注意を見て取ることができる．

この後に登場する「論題による対等」は，この議論に基づいて理由の排撃であると解説

される．『スートラ』で「論題による対等」は「両説［それぞれ］の類似性から論題が成立

すること」と提示されているが，「成立すること」を「決定されること」と説明し，論題に

よる対等では反証が決定してしまっており，それに基づいて排撃が指摘されるという．一

方，反対属性による対等ではスートラを「それの属性と反対のものを導くために」と読み，

反証が決定していない状態＝対立主張をもつ状態を想定している．

繰り返しになるが，対立主張をもつことと排撃の違いが明確でなかったウッディヨータ

カラまでは，同じ用語を用いる論題類似因に倣い，論題による対等を両者がそれぞれの主

張を証明していて決定的でない状態，すなわち対立主張をもつ状態と捉えている．反証が

決定した状態で反論するという排撃の考え方は，ヴァーチャスパティに至って初めて明確

にされた．

そこでウダヤナはヴァーチャスパティ説に従って，2 つの主張の均衡を表す語であった

「論題」を「議論されるもの」すなわち所証と解釈し直している．スートラは「両説」と

いう語を無視して「（自説の）類似性・非類似性に基づいて反主張を決定してから反証する

こと」というようにパラフレーズされる．類似性・非類似性による対等とは対立主張をも

つものか排撃かの違いしかない．このことは「その他は類似性による対等と同じ」と述べ

られていることからも理解される40．

「類似性・非類似性による対等」では相手が同じ力であると想定したのに対して，再反

論で立論は遍充関係に支えられているが反論はそうではないとして，同じ力ではないこと

を説いていた．「論題による対等」でも相手は同じ力であると想定しているが，再反論では

それを認めた上で，排撃が成り立たないことを指摘している．

両論が同じ力であると想定されたとき，対論者が対立主張をもつことを指摘してくれば

立論の力が優れていることを示し，排撃を指摘してくれば同じ力であることを認めるとい

うのは，いささか狡猾ではないだろうか．相手が排撃を指摘してきたときでも，立論の力

が優れていることを示せば反論は回避できるはずである（もっとも，そのような再反論は，

スートラから抽出できない）．

                                                       
40 NBh 2027.5f:論題を踏み越えない．論題を踏み越えないから，決定に至らない．（na prakaraNam ativartate, 

prakaraNAnativRtter nirNayAnativartanam|）

NV 2027.11:両者，立論者と対論者が主張と反主張を取って常住性と無常性を論証し，（ ubhayatra 

vAdiprativAdinau pakSaparigraheNa nityAnityatve sAdhayataH,）
NVTT 2027.24ff:なぜなら論題による対等では自説の決定によって私は立論者の主張の論証を反論しようと

いう意図によって起こるからである．一方，類似性・疑惑による対等では，立論者の論証と同じというだ

けを取り上げてそれを反論するのであって，反主張を決定することによってではないという違いがある．

（prakaraNasame hi svapakSanizcayena mayA vAdipakSasAdhanaM dUSaNIyam iti buddhyA pravartate| 
sAdharmyasamasaMzayasamayos tu vAdisAdhanena sAmyamAtrApAdanena taddUSaNaM, na tu pratipakSanizcayeneti 
vizeSaH|）
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４－４．除去による対等の例を修正

付加による対等，除去による対等，言述による対等，非言述による対等，選択による対

等の 5 つは，『スートラ』5.1.4 で「所証と実例について属性の別な選択肢を出すこと」とい

う文言でまとめて定義されており，具体的な内容は注釈に依存している．ウダヤナはそれ

ぞれ別々に正確な定義を提示しているが，中にはその定義と先行注釈者の実例が噛み合わ

ないものもあり，その齟齬の解消にも併せて取り組んでいる．

除去による対等は，「単に遍充するものであると誤認することによって，一つの属性を排

除することで，所証［＝主題］において，論証したいもの［＝所証］または理由のいずれ

かを除去すること」とウダヤナは定義するが，ヴァーツヤーヤナとウディヨータカラの説

明はこれに当てはまらない．そこでこれらの例を批判している．

ヴァーツヤーヤナは除去による対等を「所証において属性がないことを実例から帰結す

ること」と定義し，所証であるアートマンにおいて遍在性がないことを，実例である土塊

から帰結するという例を上げている41．これに対して，ウダヤナは次のように述べる．

［主題において所証・証因とは］別の属性を除去するとき，前主張に対して反論とならず，

「別の内容」または「他説追認」のいずれかによってこそ，敗北の場合になるからである．

そして［一般に］詭弁は，反論できないものへの反論の一部としてそれら［＝別の内容と

他説追認］から区別されているからである42．

また，ウディヨータカラは「存在している属性を除去すること」と定義し，所証である

音声において色がないことから，実例である壺においても色がないことを帰結するという

例を上げている．これに対しては，次のように述べる．

例示されるもの［＝主題］において遍充関係を認めずに，実例においてそれ［＝遍充関係］

を除去することはありえない言明だから43．

どちらの例も，前主張を直接的に否定していない．ヴァーツヤーヤナの例は所証でない

属性を除去することで間接的に所証全体の不成立を狙うが，それだけでは所証を認めたこ

とになりかねない．ウディヨータカラの例は喩例から属性を除去することで，喩例が成り

立たないことから論証全体の不備を狙うが，そのためには主題の遍充関係を前提としなく

てはならず，これを認めなければ主題と全く関係のないものを除去していることになって

しまう．そこでウダヤナは除去される所証か証因は必ず前主張のものであること，除去は

主題において起こること，そしてその前段階として，遍充するものであると見誤った別の

                                                       
41 NBh 2009.7f, NV 2009.10ff
42 NP 17.1ff
43 NP 16.9f
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属性をなくすこと（ないものをないと指摘すること）を定義に明記している．

しかしこのように先行する注釈者の見解を修正した結果，付加・除去による対等は，説

明における重点だけの違いで手続きは同じになっていることが看取される．反論の過程で

別の属性が主題にないことを指摘するところを，付加による対等では分離（viyoga）と呼び，

除去による対等では放棄（nivRtti）と呼んでいるが，内容に違いはない．指摘される見せか

けの理由は異なるが，付加されたものに重点が置かれれば「一部からの矛盾因」となり，

その結果除去されたものに重点が置かれれば排撃・対立主張を持つもの・不成立因のいず

れかになるという，重点の違いに基づくと考えられる．次のような図式である．

・付加による対等：実例に別の属性を付加し，別の属性を主題から分離する．（そして所証

や証因を否定する）

・除去による対等：（実例に見られる別の属性を取り上げ），別の属性を主題から排除し，

所証や証因を除去する．

一方，ヴァーチャスパティ・ミシュラは定義を述べるだけでヴァーツヤーヤナとウディ

ヨータカラの例を検討していない．一方「結果による対等」において，仏教徒の提示した

例「壺が土塊などの結果であることと，音声が意図・努力・呼気・摩擦の結果であること

は別である．したがって音声の所作性は壺などの所作性と異なるので，所作性は無常性の

証因とならない」「人間・山・海などが結果であることと，寺院の美しい扉などが結果であ

ることとは別である．（したがって結果性は創造主をもつことの証因とならない）」を，付

加・除去による対等と異ならないと指摘している．異ならない理由はスートラの文言「所

証と実例に属性の選択をする」を引くのみでウダヤナが述べたような何を付加し除去する

かまでは述べていない．この状況についてウダヤナは次のように説明している．

それゆえバーシャ・ヴァールッティカの例示は，［「除去による対等」の例ではなく］反論

の方法を示すためだけのものである．［除去による対等の例ならばバーシャとヴァールティ

カは］相互に矛盾するから，また［バーシャの例は］別の敗北の場合になるからである．

まさにこれゆえティーカー作者は，それらについて沈黙したのである．しかし「結果によ

る対等（スートラ 5.1.37）」の箇所についてディグナーガの例を付加・除去による対等に含

めつつ，まさにこの内容を示唆したという．また理由の除去はそこ［＝結果による対等の

説明］で明らかである44．

ウダヤナは『タートパリヤ・パリシュッディ』で，ヴァーチャスパティ・ミシュラによ

る結果による対等の説明を解釈している45．そこでは「棒やろくろなどの作用を前提とする

                                                       
44 NP 17.7ff
45 NVTP 580.16f
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こと」が音声に，寺院などのように「身体の作用を前提とすること」が世界に付随されて

いるので「付加による対等」，それらがないからといって結果であることを否定するならば

「除去による対等」，主題と実例は別であるというだけならば言述・非言述による対等にな

ると述べる．この例は実例において付加された別の属性が主題にないからという理由で，

所証を否定するという形式であり，ウダヤナが述べる「論証したい属性の除去」となって

いる．ヴァーチャスパティ・ミシュラはここでもヴァーツヤーヤナやウディヨータカラ説

に一切触れていないが，自ら扱った例を分析すれば，2 人の例とは異なり，ウダヤナが提示

した形式が得られる．両者の説が正しくないことをヴァーチャスパティが「示唆した

（vyaJjayati sma）」とウダヤナが述べたのはこのような状況を表している．

ここでも，明確に全注釈者の批判をしていないヴァーチャスパティ・ミシュラに仮託し

て，ヴァーツヤーヤナ，ウディヨータカラの説明を否定し，自説との整合性を導き出して

いる．

４－５．選択による対等の例を再分類

選択による対等とは，所証とも証因とも異なる別の属性（重いか軽いか，分離によって

生じるか否かなど）の選択によって実例や所証を分割する論法である．ウダヤナは以下の

ように 3 分類して説明し，先行注釈の例を整理している．

一方，選択による対等においては（1）理由の，別の属性に対する［逸脱］，あるいは（2）

別の属性の，所証の属性に対する［逸脱］，あるいは（3）同じ別の属性の，［さらに］別の

属性に対する逸脱が「属性の選択」となる46．

さらにこの 3 分類を，実例を分割するか，所証を分割するか，実例と所証の両方を分割

するかによってそれぞれ 3 つに分類していく．ウダヤナと注釈の記述をもとに整理すると

次のようになる．

1．理由の，別の属性に対する逸脱

証因が逸脱する別の属性を選択し，その別の属性が所証を逸脱することから，証因も所証

を逸脱すると想定する47．

1-1．実例を分割する場合（NBh）

立論：自己は運動をもつ．運動の原因である属性と結合するから．土塊のように．

反論：運動の属性と結合していても土塊のように重いものもあれば風のように軽

                                                       
46 NP 20.3f
47 ［hetu⊃dharmAntara・dharmAntara⊃sAdhya］→hetu⊃sAdhyaという図式が成り立つ．
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いものもある（別の属性「重い・軽い」による実例の分割）．同様に運動の属性と

結合していても運動をもつものもあればもたないものもあるだろう（不確定因の

指摘）．運動の属性と結合することから，自己が運動をもつことは必ずしも帰結し

ない48．

1-2．所証と実例を分割する場合（NV）

立論：音声は無常である．生起する属性をもつから．壺のように．

反論：生起する属性をもっていても音声は分離によって生じ，壺は分離によって

生じない（別の属性「分離によって生じる・生じない」による所証と実例の分割）．

同様に生起する属性をもっていても無常なものもあれば常住なものもあるだろう

（不確定因の指摘）．生起する属性をもつことから，音声が無常であることは必ず

しも帰結しない49．

1-3．所証だけを分割する場合（NP）

立論：言葉と意器官は無常である．作られたものであるから．壺のように．

反論：作られたものであっても言葉は無質であり，意器官は有質である（別の属

性「無質・有質」による所証の分割）．同様に作られたものであっても無常なもの

もあれば常住なものもあるだろう（不確定因の指摘）．作られたものであることか

ら，音声と意器官の両方が無常であることは必ずしも帰結しない．

2．別の属性の，所証の属性に対する逸脱

別の属性が所証を逸脱し，その別の属性が証因も逸脱することから，証因も所証を逸脱す

ると想定する．あるいは別の属性が所証を逸脱することから，類推によって証因も所証を

逸脱すると想定する50．所証を逸脱する属性によっては所証や実例を分割することができな

いため，事実上，実例を分割する場合しかありえない．

2-1．実例を分割する場合（NP）

立論：音声は無常である．作られたものであるから．壺のように．

反論：認識対象であっても虚空のように常住なものもあれば壺のように無常なも

のもある（別の属性「認識対象であること」の下での実例の分割）．同様に作られ

                                                       
48 NBh p.2010.4ff
これは「アートマンは軽いから，風のように運動をもたない」という反論（矛盾因の指摘）ではない．理

由「運動の属性と結合すること」が「重い・軽い」という別の属性に対して逸脱するように，「重い・軽い」

という別の属性もまた，所証「運動をもたないこと」に対して逸脱するからである．「軽ければ必ず運動を

もたない」という遍充関係はない．
49 NV p.2010.15f
50 （1）［dharmAntara⊃sAdhya・dharmAntara⊃hetu］→*hetu⊃sAdhya

（2）dharmAntara⊃sAdhya∽hetu⊃sAdhya
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たものであっても無常なものもあれば常住なものもあるだろう（不確定因の指摘）．

作られたものであることから，音声が無常であることは必ずしも帰結しない．

2-2．所証と実例を分割する場合（Pra）

立論：音声は無常である．生起する属性をもつから．壺のように．

反論：認識対象であっても音声は分離によって生じ，壺は分離によって生じない

（別の属性「認識対象であること」の下での所証と実例の分割）．同様に生起する

属性をもっていても無常なものもあれば常住なものもあるだろう（不確定因の指

摘）．生起する属性をもつことから，音声が無常であることは必ずしも帰結しない
51．

2-3．所証だけを分割する場合（Pra）

立論：言葉と意器官は無常である．作られたものであるから．壺のように．

反論：認識対象であっても言葉は無質であり，意器官は有質である（別の属性「認識対

象であること」の下での所証の分割）．同様に作られたものであっても無常なものもあれ

ば常住なものもあるだろう（不確定因の指摘）．作られたものであることから，音声と意

器官の両方が無常であることは必ずしも帰結しない52．

3．別の属性の，さらに別の属性に対する逸脱

何であれ別の要素が別の要素を逸脱することから，類推によって証因も所証を逸脱すると

想定する53．

3-1．実例を分割する場合（NP）

立論：音声は無常である．作られたものであるから．壺のように．

反論：実体であっても火元素のように熱いものもあれば水元素のように熱くない

ものもある（別の属性「実体であること」の下での別の属性「熱い・熱くない」

による実例の分割）．同様に作られたものであっても無常なものもあれば常住なも

のもあるだろう（不確定因の指摘）．作られたものであることから，音声が無常で

あることは必ずしも帰結しない．

3-2．所証と実例を分割する場合（Pra）

立論：音声は無常である．所作性のゆえに．分離のように．

反論：属性であっても，分離は原因の分割が先行し，音声は原因だけの分離が先

                                                       
51 所証と実例を分割するためにさらに別の属性「分離によって生じる・生じない」が必要となる．よって

事実上 3-2 と同一になっている．
52 所証を分割するためにさらに別の属性「無質・有質」が必要となる．よって事実上 3-3 と同一である．
53 dharmAntara（X）⊃dharmAntara（Y）∽hetu⊃sAdhya
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行する（別の属性「属性であること」の下での別の属性「原因の分離・原因だけ

の分離」による所証と実例の分割）．同様に作られたものであっても無常なものも

あれば常住なものもあるだろう（不確定因の指摘）．作られたものであることから，

音声が無常であることは必ずしも帰結しない．

3-3．所証のみを分割する場合（Pra）

立論：音声は無常である．所作性のゆえに．壺のように．

反論：音声であってもカ音もあればア音もある（別の属性「音声であること」の

下での別の属性「カ音・ア音」による所証の分割）．同様に作られたものであって

も無常なものもあれば常住なものもあるだろう（不確定因の指摘）．作られたもの

であることから，音声が無常であることは必ずしも帰結しない．

1-1～2-1 は，所証と証因を媒介にした 2 つの逸脱が論理的につながって間接的に逸脱が生

じている一方，2-2～3-3 は所証と証因が関与せず，単なるアナロジーから逸脱を示している．

ここではヴァーツヤーヤナ，ウディヨータカラの例を否定せず，むしろ応用して考えら

れるケースを敷衍している．その全てをウダヤナは記述しておらず，注釈が補っているこ

とから，ウダヤナとしては先行注釈を自身の分類に収めることが主眼だったと見られる．

４－６．到達による対等を作る説と知らせる説で検討

証因が所証に「到達」して論証するか，あるいは到達しないで論証するかを問い，どち

らの場合でも論証できないとすることが「到達・非到達による対等」である．ウダヤナは

この「到達」について，物理的な「作る説（kRtipakSa）」と，認知的な「知らせる説（jJaptipakSa）」

に分け，両方の線で検討している．

「所証」とは作られるものであり，また知らされるものである．「到達」とは近接であり，

そしてそれ［＝近接］は結合・内属・限定要素性・被遍充性・対象性などいくつかの種類

のうち，いずれか一つである54．

この区分の基本的な考え方は仏教の「生因」と「了因」に由来するものと考えられるが55，

「所証」を作られるもの，知らされるものの両方とし，作る説と知らせる説を明確に分類

するのはウダヤナを嚆矢とする．ヴァーチャスパティ・ミシュラまではこの詭弁を知らせ

る説で捉えながらも，『スートラ』で説かれる「（証因と所証に）違いがないこと」を「存

在すること」とみなしており，両説の混同が見られる．これに対し，ウダヤナは作る説を

                                                       
54 NP 25.9ff
55 Cf. NS 2.1.8ff（直接知覚の三時不成立），5.1.18（三時不成立の無根拠による対等）
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因果関係として別立てするとともに，知らせる説では「違いがないこと」を「既に知られ

ていること」と捉えて，存在することを区別している．

この両方の説が適用されるため，「到達」はここでは広い意味で関係一般と捉えられてい

る．「近接」は同一基体関係（sAmAnAdhikaraNya）ということができ，同じ基体に属するもの

同士は同じ属性をもつというのが基本的な考え方である．

作る説では，以下のような論法を取る．

これ［＝到達による対等］は以下のように起こる．すなわち，証因とその［＝証因の］知

の結果［＝作られるもの］が推理知である．そして到達しないで結果を作るならば手段の

過大適用になるから，到達して作ると言わなければならない．そして存在するものが到達

されるのであって，存在しないもの［が到達されるの］ではない．また 2 つの存在するに

違いがないならば，どちらが原因や結果であるのか？ よって推理が実のないものとなる
56．

この論法は，以下のようにまとめられる．

1．関係の必要性

手段は結果と何らかの関係を持たずには結果を作ることができない．何の関係もなし

に結果を作るならば，特定の手段だけでなく何でも結果を作ることになってしまうか

らである．したがって証因と証因知は推理知に到達して推理知を作る．

2．関係項の成立（存在性）

関係をもつためには両関係項が存在していることが必要である．因果関係を結ぶため

には原因も結果も存在していなければならない．したがって推理知は予め存在してい

ることになる．

3．推理の不可能

そして結果が存在しているとするならば，それを成り立たせるはずの手段は不要とな

る．手段なしで結果が存在してしまっているからである．そこには原因と呼ばれるも

のも，結果と呼ばれるものもない．よって推理なしに推理知が成り立っていることに

なり，推理は無用となる．

このような 3 つの段階から相手の推理が否定されるが，すでに「証因と証因知は推理知

に到達して推理知を作る」という言明自体，矛盾を孕んでいることに注意したい．到達す

るときに存在しているならば，もはや改めて作る必要はない．すなわち，この問題は到達

するか否かという選択肢を持ち込むことによって起こっているのである．

知らせる説も基本構造は作る説と同じである．前者では証因と証因知が到達するもの，

推理知が到達されるものだったのに対し，こちらでは証因知が到達するもの，所証が到達

                                                       
56 NP 26.1ff
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されるものとなり，「証因と証因知が推理知を作る」から「証因の反省が所証を知らせる」

に替わる．

到達しないで知らせるならば過大適用があるから，到達して知らせると言わなければなら

ない．また証因と同様，［証因の］知も知らせるものであるが，所証とそれ［＝証因の知］

は，結合などというかたちで到達することはない．それゆえ［証因の知にとって到達とは

所証を］対象とすることにほかならないと言わなければならない．そしてそうであるなら

ば，証因の反省のときにはすでに所証が明らかになっているので，既に知られている点で

違いがないから，何が何について知られるもので知らせるものなのか．よって推理が実の

ないものとなる57．

この論法は，以下のようにまとめられる．

1．関係の必要性

証因知は所証に到達して＝ある関係をもって所証を知らせる．関係をもたずに知らせ

るならば，特定の証因知だけでなく何でも所証を知らせることになってしまうからで

ある．

2．関係項の成立（既知性）

証因知（証因の反省）と所証の関係は，対象とするもの・されるもの関係

（viSayaviSayibhAva）である．その関係を結ぶため所証は対象として，予め知られてい

なければならない．

3．推理の不可能

証因知があるときにすでに所証が知られているならば，証因知が所証を知らせるとい

うことはできなくなる．よって推理なしに所証が成り立っていることになり，推理は

無用となる．

ここでもうひとつ，「他の者たち（anye）」の説として，「到達」を特定の証因と特定の所証

との遍充関係と捉える説が紹介されている．基本構造は上記と同じであり，ヴァルダマー

ナはこれも知らせる説の中に収めている58．

「特定の証因は，特定の所証によって遍充されているのか否か？ もし［遍充されて］い

ないならばそれ［特定の所証］を知らせないことになってしまう．［遍充されていないのに

知らせるならば］過大適用になってしまうから．遍充されているならば，［遍充されている

ことが］未知のもの［＝証因］がそのように［所証を］知らせることはできない．［未知で

                                                       
57 NP 26.3ff
58 シュクラ先生によると「述べる（AhuH）」で紹介する見解は採用しないことを意味するという．事実，ウ

ダヤナはこの見解を「定義はそこまで限定していない」としてこの解釈を採用しない．なお，採用する場

合は「prAhuH」になるという．
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も知らせるならば］同じく過大適用になってしまうから．それゆえ特定の証因のように特

定の所証も必ず前もって了解されなければならない．遍充関係はそれ［＝特定の所証］に

よって形成されるから．そしてそうであれば推理は意味のないものとなる59．

この論法は，以下のようにまとめられる．

1．関係の必要性

特定の証因は特定の所証に到達して＝遍充関係をもって所証を知らせる．遍充関係を

もたずに知らせるならば，特定の証因だけでなく何でも特定の所証を知らせることに

なってしまうからである．

2．関係項の成立（既知性）

遍充関係をもつにはどちらも予め知られていなければならない．未知の証因が遍充関

係をもつならば，何であっても特定の所証を知らせることになってしまうからである．

同じく未知の所証が遍充関係をもつならば，特定の証因からどんな所証でも知らされ

てしまうからである．

3．推理の不可能

特定の所証が予め知られているならば，特定の証因が特定の所証を知らせるというこ

とはできなくなる．よって推理なしに所証が成り立っていることになり，推理は無用

となる．

この見解を先行する注釈に遡ることはできない．ウダヤナは「『全てはこれだけである』

という決まりは成立していない」と述べ，無限にある下位分類の中で，これだけが到達・

非到達による対等であると示すことはできないと説く．定義には「知らせる説だけが到達・

非到達による対等である」という文言がないため，作る説も，遍充関係説も含まれるとい

う広い解釈を取っている．

再反論も，作る説と知らせる説に分けて解説されている．『スートラ』の「壺などの完成

が見られるから（否定とならない）」という文言を，作る説では以下のように解説する．

土くれに到達した棒などによって「壺などの完成が見られるから」，そして［土くれと棒が

相互に到達することは］存在するもの［同士］の到達だから．（中略）相互に到達しあった

ものでも，固有の相が混ざり合っていないものにほかならない棒などによって，「壺などの

完成が見られるから」．（中略）少なくとも「など」に含まれるあなたが承認するもの［＝

例えば世界］には，未到達のものにほかならない原因［＝例えば神］によって完成が見ら

れるからという意味である．（中略）原因の能力は定まっているから．［結果が生起する］

時間と場所も共起に従って定まっているから60．

                                                       
59 NP 26.10ff
60 NP 27.6ff
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これらの再反論は全て『スートラ』の「壺などの完成が見られるから」を展開したもの

であるが，以下の 4 点にまとめられる．

1．原因は全て予め存在していなければならないこと

2．原因同士が到達（結合）しても無区別にならないこと

3．原因は結果に到達せずに結果を生み出すこと

4．原因は能力・場所・時間という特定の条件下で結果を生み出すこと

3 の「結果」には主張も含まれ，対論者の挙げた反論の理由が主張に到達していないのに，

主張が成り立っていることを指摘するというメタレベルの再反論になっている．そしてこ

れは，詭弁全般に共通する「自己撞着」の指摘にほかならない．

作る説において原因は結果に到達せずに結果を生み出すとされたが，知らせる説におい

て原因＝証因と結果＝所証には遍充関係というかたちでの到達がある．ここでは遍充関係

があることを理由に到達を結論している．

一方，知らせる説において証因は［所証の］基体と結合関係などをもち，所証の属性によ

って一切への敷衍があるようにして，遍充関係に含まれる到達は存在し，また知られる61．

この一文は到達を導くメタ推理になっている．整理すれば以下のような論式が得られる．

主張：知らせる説では証因は所証に到達する．

理由：証因は所証と遍充関係をもつから．

喩例：およそあるものと遍充関係をもつものはそれに到達する．喩例において所証と結合

関係をもつ（＝所証に到達している）証因は一切への敷衍によって主題の所証と遍充関係

をもつように．

適用：証因は遍充関係をもつ．

結論：証因は到達する．

知らせる説では証因「原因は壺を作る」という知によって壺の完成が推理されるが，証

因と所証の関係は一般のレベルでの遍充関係「およそ壺を作る原因があれば壺が完成する」

であり，個々のレベルでの遍充関係「これらの原因があるのでこの壺が完成する」ではな

い．一般のレベルの遍充関係と，証因の主題所属性さえあれば推理知が導かれるからであ

る．

そして作る説と同様に自己撞着が指摘される．すなわち，立論に論証能力がないことを

導く相手の推理が，個々の遍充関係「この理由が論証しないこの推理は誤っている」に立

脚せず，一般のレベルでの遍充関係「およそ理由が論証しない推理は誤っている」に基づ
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いていることから，到達から不都合を導きながらも，自分自身が到達に立脚していること

を指摘するのである．

証因によって「壺などの完成が見られる［＝推理される］から」．「など」に含まれる［立

論が］論証しないことを導く推理によって，個々には論証しないことの成立を，あなたこ

そが承認しているから．あるいは反論は起こりえない62．

証因の知は，証因のみを対象とする（pratipattyanubandha）のではなくて，推理の中では

作用＝証因の反省（liGgaparAmarza）を通して所証をも対象とする（vyApArAnubandha）．すな

わち証因の知の対象は「単なる証因」ではなく，「所証に遍充された証因」であることで所

証も範囲に収めている．この関係を認めなければ，反論の理由も所証に到達しないことに

なり，自己撞着となる．

［証因の知は］それ［＝所証の属性］に遍充されたもの［＝証因］を対象とするから．ま

さにこれゆえ後者［＝対象性以外の到達］ではない．このようなあり方［＝遍充関係］の

到達は存在するから．あるいは，このように承認しなければ反論は起こりえない63．

知らせる説で壺の完成という喩例が用いられている意味は，証因の知によって所証の知

が成立するというだけである．ただし「到達」は遍充関係に置き換えられ，証因の知が直

接所証に到達するのではなく，普遍レベルの遍充関係を通して間接的に所証に到達するこ

とが述べられている．

これは妥当でない要素の付加である．証因の知が［直接的に］所証の属性を対象とすると

いうかたちの要件は認められないから．あるいは対象でないものへの適用である．なぜな

ら証因の知は確かに要件ではあるが，［直接的に］所証の属性を対象とするものとしてでは

ないからである64．

一方，非到達による対等への再反論は『スートラ』の「苦しめるときに呪術があるから」

という文言に基づいて行われるが，ここでも，メタレベルで自己撞着を導いていると考え

られる．すなわち「到達せずには論証しない」という反論が何にも到達しないで成り立つ

ならば，それは一般に認められていることだからわざわざ論証する必要がない（すでに成

立しているものの論証）．そして，物理的に直接到達していなくても，呪術のように効果を

与えることがあるので，非到達だからといって論証できないということにはならないと結
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論付けられる．

呪術は一種の祭式であり，敵がこれ以上殺戮を繰り広げないようにするための手段とし

て善とされている．注目すべきことに，ヴァルダマーナは「壺の完成」で全てを説明しよ

うとし，呪術の例に全く言及していない．この時代を境に，そうした効果が迷信だと考え

られるようになったためであろうか．ウダヤナは非到達による対等を次のようにまとめる．

これは妥当な要素の放棄［＝欠如］である．肯定的・否定的随伴をもつ相互の到達が確定

されるから65．

苦しめることと呪術の間には直接的な到達はないが，肯定的・否定的随伴によって間接

的な到達が確定される．同様に原因と結果／証因と所証には直接的な到達はないが，肯定

的・否定的随伴によって間接的な到達があると確定される．

「間接的な到達」とは，接触がないけれども効果を及ぼすことを言うが，これまでのウ

ダヤナの説明と併せれば原因と結果の間の間接的な到達は「原因の能力」，証因と所証の間

の間接的な到達は「遍充関係」と考えることができる．

以上のようにウダヤナは「到達」の意味を作る説，知らせる説に分けることによって，

新しい論理学の概念を『スートラ』の文言から引き出すことに成功している．作る説と知

らせる説の場合分けは，次の遡及・反例・非理由による対等においても行われている．

４－７．遡及による対等における灯火の喩え

遡及による対等は，「根拠の根拠は何か」「実例の実例は何か」というように，無限遡及

を付随させる反論法である．スートラでは「実例の原因が言及されていないこと」と説か

れる．そこには反論者の「実例の正誤が未決定であるために，結論を決定できない」とい

う想定がある．

ここで正誤の未決定（anizcita）は二重の意味で用いられている．ひとつは，実例などそ

れ自体の未決定である．一般に実例は世間一般に確定されている（vyavasthita）が，詭弁の

論者はその根拠がない限り，これを認めない．ここに無限遡及が起こることになる．もう

ひとつは，実例などがもたらす結論の未決定である．未決定であやふやな実例は，結論を

決定付けるもの（nizcAyaka）とはならない．この 2 つの未決定から，実例が実例として機能

していない事態（自体不成立）を適用し，さらに否定的随伴（他の実例がなければ実例に

ならない）を用いて実例の実例，認識手段の認識手段が必要であると指摘することで無限

遡及を導く．

もう一方の方法は，証因などは既知でなければ機能しないことから，証因の限定要素で

ある既知性もまた既知でなければならない（限定要素不成立）として，無限遡及を導く．
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前者は実例を機能面から，後者は内容面から分析していったものということができよう．

このような正誤の未決定についてウダヤナは，「このことは認識手段の探求においてスー

トラ作者たちによって明らかにされている」と述べる．『スートラ』2.1.17-19 の「認識手段

が認識手段から成立するから，別の認識手段の成立が帰結する．」「あるいはそれがなくな

るから，認識手段の成立のように認識対象の成立が［ない］．」「そうではない．灯火による

照明の成立のようにそれは成立するから．」の箇所を指していると考えられる．

再反論のスートラにも「灯火を取り上げれば遡及が止む」という文言がある．この灯火

の喩えは以下の意味で用いられている．

1．世間においてそれ以上の根拠を問われない根拠の例（知らせる説）

暗所では灯火によって壺などが見えるが，「何によって灯火が見えるのか？」という問い

は世間では起こらない．したがって無限遡及は起こらない．証因と実例も正しいものであ

る限り，それ以上の根拠は不要である．ウダヤナはこの例を既知でなくとも知らせるもの

となることを例示するために挙げているが，灯火自体が既知であるか否かを不問にしてい

る．既知であるならば再び「何によって知られるのか」という問いが起こるし，既知でな

いとすれば証因や実例も既知でなくともよいことになってしまう．

すなわち，世間は灯火が既知か否かを問わずに根本的な根拠として認めるように，証因

や実例も既知＝それ以上の根拠があるか否かを問わないとして，世間的な常識を盾にそれ

以上の追及をかわしていると見られる．

灯火が取り上げられれば遡及がないからである．あるいは［遡及が］あるならば可見のも

のを見ることは世間になくなってしまう66．

理由と実例に更なる根拠がいらないのは，理由がすでに五相を備えることで誤っていな

いからにほかならない．すなわちすでに同類や異類，他の認識手段や対立主張によって検

証が済んでいるために正しいと言われるのであって，換言すれば「根拠があるから，それ

以外の根拠はいらない」ということになる．

2．世間において他の原因に依拠していても別の原因となりうる例（作る説）

灯火には薪などの原因があるが，結果である世間の言語表現を生み出すことができる．

同様に証因や実例もそれぞれの原因があるが，結果である所証を生み出すことができる．

そのような［＝他の原因に依拠した］灯火によっても世間の言語表現が［成立し］，［他の

原因に依拠した］真実の考察によっても哲学者の言語表現が成立するから67．
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3．結果の不成立を解消する確定した原因の例（作る説）

灯火はそれ自体で確定したものとして不成立でない認識を生み出す．同様に証因や実例

もそれ自体確定したものとして不成立でない所証を生み出す．2 では何らかの原因をもつ結

果として例示されていたのに対し，3 は結果をもつ原因として例示されている点で異なる．

未成立のものに依拠して未成立なのか，成立しているものに依拠してでも［未成立で］あ

るのか？ 前者ならばすでに成立しているものの論証となり，一方後者ならばスートラが

答えとなる68．

『スートラ』以来，灯火の喩えは詭弁の文脈にも用いられてきた．既知のものとして成立

しているならば，それ以上の原因や根拠なしで，結論を保証するというニヤーヤ学派の見

解を，ウダヤナは作る説と知らせる説の両方で再検討している．

４－８．不生起による対等の 5つの不生起

不生起による対等は，『スートラ』で「生起する前には原因がない」と反論することであ

ると説かれる．これをウダヤナは論証に必要な要件が，理由より前にまだ存在していなか

ったと指摘することと捉え，理由との間の存在論的なタイムラグを想定している．そして

論証に必要な要件を基体・証因・所証・実例・その知の 5 つに分けて解説する．

（1）基体の不生起

基体の不生起の例は『バーシャ』にあるという．すなわち，「音声は無常である．努力の

直後にあるものだから．壺のように」という主張に対して，「生起の前には音声は未生起だ

ったので，努力の直後にあることという無常性の原因はない．それがないから常住である

ことになる．そして常住なものの生起はない．不生起による反証が不生起による対等であ

る」と反論することを指す．ウダヤナはこれを基体の一部不成立因であるというが，『バー

シャ』はそのような評価を行っていない．

最初の喩例［＝基体の不生起］はバーシャなどにあり，それは基体の一部不成立因である

と結論されている69．

再反論のスートラの解説においてウダヤナは，生起の前に基体はないという見解に対し

て，「代喩（upalakSaNa）」を根拠に，時間に制限されない基体のあり方を説く．
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音声の無が音声になることはないのと同様，音声でなかったものが後から音声になるこ

とはない．したがって生起する前，消滅した後の音声の非存在は，ある時点で存在してい

る音声がもっている音声性などによって代喩される．存在していない音声に音声性はない

が，間接的に音声性が非存在と同一基体関係をもつ．すなわち「まだ音声は存在していな

い」「もう音声は存在していない」の 2 つは「ある時に音声が存在している」ということか

ら暗示されるということになる．さらに代喩がなければ否定の言語表現が成り立たないこ

とを示し，未生起の基体という言語表現が可能でありつつも，実際には未生起の基体はな

いことを正当化している．

自らの時間にある［音声性などの］あり方によって，別の時点［＝生起する前］での自ら

の非存在を代喩するという意味である．（中略）それ［＝代喩された基体］の非存在がある

ということなので，［代喩なしに］それ［＝非存在］はまた言表されないものになってしま

う．そして言表されないものを基体として，所証と証因の関係を疑うことすらできない70．

（2）証因の不生起

理由と証因は同じものを指すので，証因の不生起は理由の一部不成立ということになる．

一方第 2［の喩例＝証因の不生起］は「これは重い．落下するから」と述べられたとき，「落

下が生起する前の状態は，理由が一部不成立となる．そのときにも重さが意図されている

ので，その［落下する前の］状態であっても主題に含まれるから」という71．

この反論に対して，スートラからは「生起したものだけが証因である」ということしか

言えないが，証因「落下」が生起する前にも所証をもつ主題「重さをもつこれ」がある（証

因が常に主題に存在していない）という，この論式に特有な状況で不成立因の疑いを晴ら

す説明が行われる．

一時的にしか存在しない証因「落下」が，継続的なものである所証「重さ」を証明でき

るかこの問題に対し，「落下するものは重い」という関係を，「ある時点で落下をもつもの

は，いかなる時でも重い」というように厳密な表現で修正することで解決している．

このような遍充関係がない場合，落下をもつ時点で重くないことになり，主題「これ」

は所証を欠くことによって主題ではなくなる．主題でないものに証因の不成立を指摘して

も，反論したことにはならない．

ある時点で存在している証因［＝落下］が，三時にわたる所証［＝重さ］と本質的な関係

が成立しているとき，その証因がある時点で成立しているものとしてのみ［論証で］引か
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れることに基づいて，そのような［＝成立した遍充関係をもつ］所証と証因の関係が成り

立つので，未生起と消滅の状態における［証因の］不成立が破綻をもたらすことはない．

その時点［＝証因が生起している状態］のものとして引かれなくとも，その時点の対象と

して成立する［＝含意される］から．なぜなら「ある時点で落下をもつものは，いかなる

時でも重い」という遍充関係があるからである．あるいは遍充関係がないならば，その時

点にあるものとして主題でもないので，何の不成立を指摘するのか72．

（3）所証の不生起

ここではヴァイシェーシカ学派の因果関係が取り上げられている．

第 3［の喩例＝所証の不生起］は「これは香りを持つ．地元素からなるものだから」と述べ

られたとき，「第一刹那に遍充されるものである香りは生起しないから，理由は不成立であ

る．あるいは［地元素からなることが香りが生起する前に］成立しているならば，［直接知

覚によって］対象が排撃されたものとなるだろう」という73．

ヴァイシェーシカ学説ではカテゴリー間の因果関係に基づく要請から，地元素からなる

もの―例えば壺―が生起した第一刹那は無属性状態であり，第２刹那になってはじめて色

や香りなどの属性が生起するという定説がある．ミクロな視点で見ていくと，第１刹那に

は地元素からなるものであるのに香りがないという状態があることになる．これは以下の

ような推理がもとになっている．「生起したばかりの実体は無属性である．属性の内属因

（samavAyikAraNa）がないから．」

一方「地元素からなるものは必ず香りを属性としてもつ」というのも定説である（NS 

3.1.62）．ここから「香りがないものは地元素からなるものではない」という対偶（遍充す

るものがなければ遍充されるものもない）によって，第一刹那も地元素からなるものでな

いことになってしまう．この結論を，「所証（香りをもつこと）が生起する前には，理由（地

元素からなること）がないから」というようにスートラからパラフレーズしている．

一方，地元素からなることは実際第一刹那にあるというならば，香りがないのに地元素か

らなるものを認めていることになり，「地元素は（必ず）香りをもつ」という知覚（あるい

は定説）に抵触することになる．

この場合と，次の実例の不生起についてウダヤナは証因の場合と同じ理由で再反論でき

るという．所証が証因を一時的なもの（ある時点で成り立つもの）として遍充すると修正

された場合，所証があるのに証因がないという状態（実体が生起した第一刹那の無属性状

態）は問題でなくなる．「ある時点で香りをもつものは，いかなる時でも地元素からなる」

「ある時点で属性をもつものは，いかなる時でも実体である」という遍充関係は，地元素
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からなるのに香りをもたない状態，実体なのに属性がない状態によって損なわれない．こ

の遍充関係に対して向けられたものではない不成立因の指摘は，反論の要件にならない．

（4）実例の不生起

同じくヴァイシェーシカ学派の因果関係に基づく反論である．第一刹那に属性がない点

は上記の通り．ただしスートラをそのまま適用すれば「壺が生起する以前には属性がない」

となるが，ここでは「壺が生起した直後（第一刹那）には属性がない」ということが述べ

られており，解説に変更が見られる．

第 4［の喩例＝実例の不生起］は「自己は実体である．属性をもつから．壺のように」と述

べられたとき，「第一刹那に壺は属性が生起していない状態であり，まさにそれは属性をも

たない．そしてそのようにして実例において理由が一部不成立になる」という74．

（5）知の不生起

存在論から反論を行っていた第 4 までの喩例と異なり，この喩例は認識論からの反論で

ある．スートラは「基体の知が生起する前には，理由が存在しない（＝知られない）」とパ

ラフレーズされる．風元素は可触性のみを属性としているため（NS 3.1.63），風元素を知る

手がかりは可触性のみであり，風元素が知られる前にその可触性が知られているというこ

とはない（存在はしているはずだが）．ここから風元素を未知の状態と既知の状態に分け，

未知の（＝知が生起していない）状態では理由もまた知られていないことによって反論す

る．

第 5［の喩例＝その知の不生起］は「風は実体である．可触性をもつから」と述べられたと

き，「未知であっても風は実体であることが意図されている．しかしその場合この理由［＝

可触性をもつこと］は認識されたもの［＝風］に存しないので，理由は［基体の］未知の

部分について不成立である」という75．

この場合については，推理を可能性としてあるものと決定によるものの 2 つに分けて答

える．推理には疑惑がなければならない要件＝所証と，確定的でなければならない要件＝

証因がある．所証に疑惑がなければ推理が不要となってしまうし，証因が確定的でなけれ

ば所証を導くことができないからである．ここでは推理には可能性としてある部分と決定

による部分の両方があることが述べられている．なお可能性としてあるということは疑惑

の一種だが，一方の結論がより強い（utkaTakotika）状態である．

いずれの要件も確定的なものとして，あるいは蓋然性をもつものとして知られており未

                                                       
74 NP 35.6f
75 NP 35.8f
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知であるということはない．「風は実体である．可触性をもつから」という推理において，

主題「実体としての風」は，証因「可触性」を認識する以前にも可能性として知られてい

たということができる．しかしそのことは風が知られていなかったということを意味しな

い．

実に推理の起こり方は可能性としてあるものと決定によるものとの 2 種類である．そのう

ちそれぞれの起こり方に従って，その知の対象［＝主題・理由・実例］だけが提出される

から，それ以外のもの［＝未知のもの］が主題などでなくとも，立論を捨てたことにはな

らない．提出に従うものは過失がないから76．

４－９．無区別による対等における存在性の議論

「無区別による対等」とは，『スートラ』で「ある属性の成立に基づいて無区別なので，

存在性が成立するから全て無区別になってしまう」と説くことであると定義される．この

詭弁は，必ずしも存在性に限定されず，認識対象性や実体性などでもよい（「別の属性の代

喩である」）とウダヤナは解説する．その根拠としてウディヨータカラを引用する．

そしてこれ［＝存在性］は別の属性の代喩である．認識対象性・実体性などによっても反

証が可能だから．「そして無区別による対等はこの詭弁［＝付加による対等］となり，付加

による対等などが同一になってしまう．［いずれも実例と所証の］ある類似性に基づく［反

証だ］から．」とヴァールティカで知られるから77．

ウディヨータカラは「無区別による対等が，主題と実例に別の属性を選択する点で付加

による対等と同じになる」と述べており78，無区別による対等が存在性だけから起こるなら

ば「主題と実例に別の属性を選択する」ということができず，付加による対等とは元より

異なるものとなる．同じであるためには，「存在性」という語を「主題と実例に別の属性を

選択する」ものの代喩として解釈しなければならない．したがってウディヨータカラ説に

従えば，「存在性」は証因以外の属性一般を表す代喩ということになる．

なお，ウディヨータカラは本当に無区別による対等と付加による対等が同じであると述

べているのではない．詭弁が 14 分類であると主張し，いくつかの詭弁は無駄な繰り返しで

あるという反論に対して，詭弁の 24 分類が限定（avadhAraNa）ではなく，定義を伴う被定

義項（個々の名称）と反論の仕方による区別の一例（udAharaNa）であるとし，何らかの区

                                                       
76 NP 37.17f
77 NP 46.4f
78 NV 2015.7
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別で 14 分類が成り立つならば，何らかの区別で 24 分類も成り立つという．こうした区別

を否定するならば，無区別による対等が付加による対等などと同一になってしまうという

14 分類説が意図しなかったことを付随させるのが引用された箇所である．

このような存在性などによって指摘される「無区別」とは，ウダヤナによれば「同一で

あること，同一の属性をもつこと，あるいは同一形相の属性をもつこと」であるという．

この 3 種類の無区別はニヤーヤ学派の語意論（NS 2.2.66-69）に由来し，同一であることが

個物（vyakti）としての無区別，同一の属性をもつことが類（jAti）としての無区別，同一形

相の属性をもつことが所証の属性（形相 AkRti）としての無区別に対応する．

同一性によって無区別ならば，主題などの区別がなくなってしまう．その類のものとして

無区別ならば，類の混同や下位の類の消滅がある．同じような形相をもつものとして無区

別ならば，属性・運動なども無常な属性と結合することになってしまうという79．

このように壺と音声が無常という点で無区別ならば，全てのものが存在性という点で無

区別になり，論証の構成要素が成立しなくなったり，論証の前提となる事物のカテゴライ

ズができなくなったり，常住なものも無常であるという矛盾が起こったりするという不都

合を「無区別による対等」は指摘する．この後に「他の者たち（anye）」が，『スートラ』に

ある「存在性」を「共存の存在性」と解釈する説を唱え，付加による対等と同じになると

いう理由で却下されるが，そこにおいても無区別を個物・類・形相の 3 通りで無区別を捉

えている．

無区別による対等への再反論は，「ある場合にはその属性は成り立たず，ある場合には成

り立つから，否定にならない80」という曖昧なものである．ヴァーツャーヤナは「一般的な

無区別に対して存在性は成り立たないが，無常性に対して所作性という無区別は成り立つ」

と解釈し，ウディヨータカラとヴァーチャスパティミシュラは「存在性から一般的な無区

別は成り立たないが，所作性から無常性という無区別は成り立つ」と解釈するが，内容的

には同じことを述べていると考えられる81．

                                                       
79 NP 46.11f
80 NP 5.1.24
81 NBh 1134.5ff:例えば所証と実例においてある属性である努力の直後にあることが成り立つから無常性と

いう別の属性が無区別である．このように全ての存在に存在性が成り立つことに基づく別の属性はない．

そ う で あ る な ら ば 無 区 別 に な る だ ろ う け れ ど も ．（ yathA sAdhyadRSTAntayor ekadharmasya 

prayatnAnantarIyakatvasyopapatter anityatvaM dharmAntaram avizeSaH, naivaM sarvabhAvAnAM 

sadbhAvopapattinimittaM dharmAntaram asti, yena avizeSaH syAt|）

NV 1134.13:ある場合には類似性が認識され，ある場合にはないというのがスートラの意味．（kvacit 

sAdharmyam upalabhyate kvacin nety sUtrArthaH|）

NVTT 1134.18ff:ある類似性，努力の直後にあることなどがあるときには，音声は壺などとその属性である

壺の属性の無常性が成り立つから．ある類似性，音声に存在一般と共に存在性があるときには，存在一般

の属性が成り立たないから否定はないということ．（kvacit sAdhArmye prayatnAnantarIyakatvAdau sati zabdAder 

ghaTAdinA saha taddharmasya ghaTadharmasyAnityatvasyopapatteH, kvacit sAdharmye zabdasya bhAvamAtreNa saha 

sattvAdau bhAvamAtradharmasyAnupapatteH pratiSedhAbhAva iti yojanA|）
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存在性からは一般的な無区別が成り立たないことを指摘するため，ウダヤナは 5 つの選

択肢を用意する．

この存在性は結果性が［無区別を］証明しないことの実例なのか，それとも結果性がそれ

［＝無区別］を証明すること［の実例］なのか．「［全ては］共通な属性をもつから」とい

う［無区別の］理由に含まれるものなのか．無区別を独自に証明するものなのか，あるい

は付随する過失なのかという82．

『パリシシュタ』の注釈に基づくと，この選択肢は次のような論式で構成される．

（1）「所作性は無常性としての無区別を証明しない．存在性が一般的な無区別を証明しな

いように．」

これは「単なる実例だけでは証明するものとならないから．また無区別であるという

決定がないから」という理由で否定される．理由を伴わない実例は反証にならない．

実例だけではそうであるかもしれないし，そうでないかもしれないという未決定状態

を打開できないということである．

（2）「所作性は無常性としての無区別を証明する存在性が一般的な無区別を証明するよう

に．」

これも 1 番目と同じ理由，あるいは自己撞着になるという理由で否定される．実例だ

けでは証明できないという問題があるが，その上仮に証明できたとしても，実例にお

いて立論者の主張を認めてしまうことになるので，自分の立場と矛盾する．

（3）「所作性は無常性としての無区別を証明しない．全ては存在性という同じ属性をもつ

から．」

（4）「全ては無区別である．存在性という同じ属性をもつから．したがって全ては常住で

ある．」

（3）と（4）は「本質的な関係が成立しないから．それを欠くものに証明することを

認めるならば自らの言明と撞着するから」という理由で否定される．存在性は無常性

または常住性に対して逸脱するため，遍充関係はない．存在性があるからといって無

常ではないとか，常住であるとかいうことはできない．これを無視して存在性を反証

に用いるならば，所聞性も常住性としての無区別を証明せず，また（5）より全ては無

常であるという主張も成り立ちうるので，自らの立場である常住性も否定されること

になる83．

（5）「全ては無区別になってしまう．存在性という同じ属性をもつから．したがって全て

は無常になってしまう．しかし実際は無区別ではないので，無常でもない．」

                                                       
82 NP 49.4f
83 NBh 1135.1f:存在するものが常住か無常なのだから，無常性は成り立たない（sataz ca nityAnityabhAvAt 

anityatvAnupapattiH|）
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これについては「もし存在性に基づくならば無区別になってしまうというのか，それ

とも結果性に基づいて無区別ならば存在性に基づいても同じく［無区別に］なってし

まうというのか」とさらに 2 つの選択肢が挙げられる．

前者は「遍充関係があるならばすでに成立しているものの論証になるから．また排撃

によって遍充関係の考証に必要な対偶が決定されないから」という理由で却下される．

仮に存在性と無常性の遍充関係があるとして，存在性の点から無区別を主張するだけ

ならば，立論者にとって何の不都合もない．さらにここから全てが無常であることが

帰結しても，立論者の主張は否定されたことにならない．遍充関係を正当化するため

の考証は，否定的遍充の形で行われる．しかし，存在性をもたないものがない以上，「無

区別でないならば存在しない」ということができない84．

後者は「所作性が無常性という無区別を証明することは，存在性が無区別を証明する

ことによって遍充されないから」という理由で却下される．前者では存在性と無区別

の遍充関係「存在性があれば，必ず無区別となる」が否定されたのに対し，後者では

無常性による無区別と存在性による無区別の遍充関係「無常性の点で無区別ならば，

必ず存在性の点でも無区別である」が否定される．いずれも存在性から無区別を論証

することはできず，仮にしたとしても，立論の反証にはならないことが述べられてい

る．

最後にウダヤナはこの再反論を，ミーマーンサー学派による主宰神論証批判に適用する．

ニヤーヤ学派はこの世界が何者かに作られたものであると想定し，その何者かを主宰神で

あると説くが，これに対してミーマーンサー学派は，「それならばウサギは動物だから，ほ

かの動物と同じように角があることになってしまう」という帰謬論法を用いる．これを結

果性による無区別から動物性による無区別を導くものと捉え，存在性からの無区別と同様，

そのような遍充関係はないとする．

これによって主宰神の推理に対して動物だからといってウサギなどが角をもつという無区

別の過失が付随するなどということも説明される85．

                                                       
84 このことは，無制限の全称命題「およそ全てのものは」による論証が認められていないことを示唆して

いる．

Cf.NBh 1134.8ff:実際，このように考えれば「全ての存在は無常である．存在性が成り立つから」という主

張になる．その場合，主張の内容とは別に他の喩例はない．そして喩例がない理由はないという．また主

張の一部が喩例であることは成り立たない．なぜなら所証は喩例ではないからである．（evaM khalu vai 

kalpyamAne anityAH sarve bhAvAH sadbhAvopapatter iti pakSaH prApnoti| tatra pratijJArthavyatiriktam anyad 

udAharaNaM nAsti, anudAharaNaz ca hetur nAstIti| pratijJaiekadezasya codAharaNatvam anupapannam, na hi sAdhyam 

udAharaNaM bhavati|）
85 NP 49.12f．Pra は「もし所証と共存するだけで結果性だけから見えない作者が成立するならば，同じよ

うに動物性からもウサギに角が成立してしまう」というこの場合，結果性が作者を証明することは，動物

性が角を証明することによって遍充されない．もしそうならば過失があるだろうがという意味．」と解説し，

Pan は「ミーマーンサー学派の者たちが以下のように述べている．「もし結果だからといって作者をもつこ

とが証明されるならば，動物だからといってウサギなどが角をもつことも証明される」という．（略）ここ
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このようにウダヤナはウディヨータカラ説をもとに，『スートラ』の「存在性」を認識対

象性や実体性に拡張したが，これによって「同一である」「無区別である」とは何かという

語意論に基づく存在論の問題から，証因の属性と所証の属性との間に遍充関係・本質的関

係があるかどうかという論証の問題に焦点を移したといえよう．

４－10．成立による対等における排撃と均衡の可能性

「成立による対等」とは，『スートラ』で，立論者と対論者両方の理由が成り立つと指摘

することであると定義される．「類似性・非類似性による対等」や「論題による対等」とは

異なり，立論者と対論者両方の主張が成り立つことではないことが，ウディヨータカラと

ヴァーチャスパティミシュラからの引用によって明らかにされる．

ウディヨータカラは「常住と無常の理由が同じものについて成り立つというのが成立に

よる対等の意味である．常住と無常の両説によって反証するならば論題による対等になる

という違いがある」と解説する86．しかし 2 つの詭弁が自説を立てるか否かで分けられるこ

とはこの文だけから直接理解されず，次のヴァーチャスパティミシュラによる解釈が必要

となる．

ヴァーチャスパティミシュラは「論題による対等の詭弁では主張と反主張の論証が同等

であっても，対論者が自分の論証から自分の主張が成立することによって立論者の論証を

反論するときに起こる．一方成立による対等では自分の論証によってのみ起こるという違

いがある」と解説する87．この箇所についてウダヤナは次のようにまとめている．

「自説が成り立つことによって」というのが論題による対等の場合であり，「自らの証因だ

けによって」というのが成立による対等の場合である．前者では「成立している自らの証

因に基づいて自説が成り立つことによって［反証する］」という意図がある．一方，後者で

は「自らの証因［のみ］に基づいて自らの証因が成り立つことによって［反証する］」とい

う［意図がある］88．

成立による対等は，自らの主張を含意はするが述べないという点でのみ，論題による対

等・反対属性による対等と異なる．そのためウダヤナの解説にある「証因のみに基づいて」

                                                                                                                                                                  
でも「結果性が作者をもつこと証明することは，動物性が角をもつことを証明することによって遍充され

ないと知るべきである．動物性は対象が排撃されているので，角を持つことを証明しないが，結果性は対

象が排撃されないので，作者をもつことを証明する」と悪意のない人たちは考えるので，逸脱があるから

遍充されるものと遍充するものの関係は成り立たないから，否定も同じだからという要髄．」と解説してい

る．
86 NV 1136.11ff
87 NVTT 1136.16ff
88 NP 50.7f
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とは自説を証明することなしにという意味になる．このことを論題による対等と対照する

ために，「証因のみに基づいて」の後に「証因が成り立つことによって」と補い，次のよう

なプロセスの違いを想定する．

論題による対等：証因→自説（所証）の成立→排撃の指摘

成立による対等：証因→証因の成立→排撃の指摘

ただしヴァーチャスパティミシュラの記述からは「証因→証因の成立→」というプロセ

スは見られず，「証因＝証因の成立→」となっている．

具体例は，「音声は無常である．結果であるから」という主張に対し，「もし無常説に対

する根拠である結果性があるので無常であるならば，常住説でも何らかの根拠があるだろ

う．私が述べたものだから．あなたの説のように．」［同様に］「私の主張とあなたの主張の

いずれかであるから．」「最初の疑いの対象であるから．」「異論の対象だから．」「私の認識

の対象だから」というように反論することであるという89．反論者は具体的な証因を挙げて

おらず，それが存在する可能性を指摘するに留まる．ヴァルダマーナはこの可能性を決定

（100％確実なもの）と解し，ヴァーメーシュヴァラは蓋然性（そうである確率が高い）と

解する．上記の例では「常住説にも何らかの根拠があるだろう」という表現があるので，

ウダヤナは蓋然性を意図してこの言葉を使っていると見られるが，ヴァルダマーナは結論

に蓋然性があっても理由は確実なものでなければならないという立場を取っている．

このような詭弁に対し，主張と反主張の 2 つの理由の間に排撃も均衡も成り立たないこ

とが再反論のスートラの解説で示される．

［成立による対等における］個別の欠陥は妥当な要素の欠如である．優勢でないものは排

撃するものとならないから．あるいは［反論証が］優勢であると認めるならば，立論の理

由に他の過失を述べなければならない．［立論の理由は反論の理由に］依存しないから90．

排撃関係は，優勢＝依存されるものと，劣勢＝依存するものの間にある．すなわち劣

勢なものは優勢なものに依存することで排撃されることになる．ところが，ここで無常

製の証因である所作性はすでに成立したものであり，所聞性などの理由に依存しない＝

それらの理由よりも劣勢ではない．したがって他の過失を述べることで，立論が劣勢で

あることを示さない限り，排撃は不可能である．

依存されるものと依存するものはそれぞれ直接または間接の原因と結果というよう

に説明される．原因がなければ結果がないという理屈がここでも該当する．直接的なも

                                                       
89 このような反論についてウダヤナは「ブリハスパティ（BRhaspati）の見解に従って他にもいろいろな理

由が提起される」と述べている．ブリハスパティとは，自ら主張を立てない順世派チャールヴァーカを指

す．
90 NP 51.14f
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のは例えば推理と証因の知覚で，推理（結果）は直接的に証因の知覚（原因）に依存し

ている．また間接的なものは例えば類推と言葉の認識で，類推（結果）は間接的に言葉

の認識（原因）に依存している．排撃関係というかたちの依存関係は，直接的なものだ

と考えられる．

均衡については次のような応答で解説される．

［反論］そうであれば条件自体がこの場合，何らかの見えないものであろう．そしてそれ

［＝見えない条件］の排除が，あなたの所証を排除するという私の主張における根拠とな

るだろう．したがってまた，条件というあり方の差異を見ることなく，均衡の指摘をする

ことも成り立つことになるだろう．

［答え］そうではない．条件が成立しなければその排除も成立しないから．また「私が述

べたこと」なども全く同様に条件が適用されることになってしまうのでまた［自己］撞着

があるから91．

均衡をもたらす差異の不足として考えられるのが，見えない条件（adRzyopAdhi）であ

る．推理に条件があれば不成立因となる．2 つの推理は共に目に見える条件がないが，

立論には見えない条件があり，反論においてはそれがない．たとえ本当に立論に条件が

あって反論に条件がないとしても，見えないものの有無を論じているので排撃するとい

うことはできない．したがって反論は見えない条件を指摘するものとして均衡するとい

う．

これに対して，条件が見えない以上あるともないとも言えないので，見えない条件だ

けでは反論が均衡に値するとは言えないとされる．一方，仮に見えない条件によって反

論することが可能であるとするならば，反論の理由「私が述べたことだから」「私の主

張とあなたの主張のいずれかであるから」「最初の疑いの対象であるから」「異論の対象

だから」「私の認識の対象だから」などにも見えない条件があることになってしまい，

自滅することになる．これを自己撞着と言っている．

さらに「反論は立論に見えない条件をもたらす」ということが否定されて，次に「反

論は立論に条件があるかもしれないことをもたらす」ということが提起されるが，疑わ

しいというだけではすでに確立した証因を崩すことはできないので，均衡はないという．

また，立論を疑いによって崩すことはできないとされたが，疑い自体は否定されていな

い．そこで反論は立論に条件があるかもしれないと指摘することによって，均衡がある

かもしれないと指摘するものであるとされる．しかしこれも，反論自体にも疑いを投げ

かけることになり，自己撞着となる．結局，見えないものや疑わしいものといった不確

かなもので反論している以上，均衡をもたらすことはできないのである．

条件の疑いから遍充関係が不成立になることはないことが次に述べられる．

                                                       
91 NP 52. 7ff
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［反論］以下のようになるだろう．「これは証因ではない．遍充関係が不成立だから．そし

てこれは遍充関係が不成立である．条件が疑われるから．というのもこのようにして自分

自身の否認がなくなるからである．異類例を排撃するものによって差異があるから．すな

わち，遍充関係が不成立のものが証因であるならば，一切が一切から理解されることにな

ってしまうので，条件が疑われたものも遍充関係によって成立する矛盾がある．なぜなら

条件のない決定が遍充関係の成立であり，決定のないものが疑いだからである」と．

［答え］そうではない．立論にも考証の助けを認めるとき，異類例を排撃するものは存在

するから．そしてそうであれば妥当な要素の欠如である．疑いに対して排撃するものがな

いことという要件は妥当なものにほかならないが，それに依拠していないから92．

条件の疑いによって反論する論式「これは証因ではない．いかにしても知覚されてい

ない条件の疑いによってもたらされるから．あるいは反対主張の疑いによってもたらさ

れるから」では条件の疑いが反論自体にも及んで自己撞着となる．そこで，条件の疑い

から，異類例に対する排撃，すなわち対偶の考証を用いて遍充関係の不成立を導き，こ

れによって反論を行う．このとき，遍充関係をもつ反論には批判が及ばないとされる．

ここで用いられる対偶の考証は，「証因であるもの（異類例）の遍充関係が不成立な

らば，一切から一切が推理されることになってしまう．しかし実際はそうではない（排

撃）．よって遍充関係が不成立のものは証因ではない．」したがって条件が疑われる立論

は，遍充関係が不成立であり，証因でないことが証明される．

これに対して，立論にも同じく対偶の考証を用いて証因であることを証明する．その

対偶の考証は，ヴァルダマーナによれば，「証因でないもの（異類例）の遍充関係が確

立しているならば，何でも何からも理解されることになってしまう．しかし実際はそう

ではない（排撃）．よって遍充関係が確立しているものは証因である．」したがって遍充

関係が成立している立論は，証因であることが証明される．

結局のところ，立論に遍充関係があることは固持されており，これを条件の疑いによ

って否定することはできないということの繰り返しである．

一方，条件の疑いでは「これは証因でないかもしれない」とまでしか言うことができ

ない．疑っている時点では，異類例「証因であるもの」に対して遍充関係の不成立を排

撃していないからである．しかし反論者は排撃を述べることで「これは証因でない」と

確定させてしまっている．そこでは疑いの要件である排撃するものの非存在が欠けてい

ることになる．

排撃の疑いも同様である．前節では立論が遍充関係をもつことによって正しい証因で

あることを証明するために，証因でないものから遍充関係が排撃されることが述べられ

た．これに対して，証因でないものでも遍充関係があるかもしれないという異類例にお

                                                       
92 NP 49.12f
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ける排撃への疑いを提起する．

ここから遍充関係をもつからといって正しい証因であるとは限らないということが

論理的に帰結するが，反論者がそれを主張したいがために疑いを提出したかは分からな

い．これまで反論者が提起した疑いは全て立論にまつわるものであったことから，ここ

でも立論が正しい証因であると確定する根拠に疑いをかけることによって，立論の証因

の正しさを疑おうとしていると考えられる．

これに対して同じ疑いが，反論の根拠となる異類例での排撃にもかかり，自己撞着に

なることが述べられている．

ここまでの自己撞着を，ウダヤナは『スートラ』の「成り立つ理由を追認するから」

に読み込む．その解釈は明らかにされていないが，「成り立つ理由」には条件の疑い，

均衡の疑い，排撃の疑いなど反論の理由が含まれ，それを「追認するから」とは自らの

反論にも適用されるからという意味で取ったものと考えられる．

４－11．知覚による対等の 5分類

「知覚による対等」とは『スートラ』で，提出された理由がなくても，（所証が）知

覚されることに基づいて反論することであるという．立論者の主張は「提出された理由

があるとき所証がある」という非限定的なものであって，これだけならば「提出された

理由がなくても所証が知覚される」という反証は主張と対立しない．対立が生まれるの

は，「提出された理由があるときだけ所証がある」と立論に限定「だけ（eva）」を選択

することによってである．このように相手の主張を「その理由があるときだけ成り立つ」

と取ることによって初めて，「その理由がなくても成り立つ」ということが反証となる．

反論者がこのような限定（非結合の排除）を読み込んでいることはヴァーツヤーヤナ，

ウディヨータカラ，ヴァーチャスパティミシュラも述べており93，ウダヤナはまずこれ

らを引用している．

ウダヤナは『スートラ』の「理由」を認識結果の要件全般に拡張し，知覚による対等

を 5 つに分類する．

（1） 所証がなくても基体が知覚されるので排撃になる．

                                                       
93 NBh 1139.3f:「努力の直後にあるからと述べる者は原因から生起する」と述べているのであって，結果に

原因の制限があるというのではない．（prayatnAnantarIyakatvAd iti bruvatA kAraNata utpattir abhidhIyate, na 

kAryasya kAraNaniyamaH|）

NV 1139.6f:「音声は無常である」と述べる者は別の所証が原因であることを否定するのではないし，所証

に別の原因があることを否定するのでもない．（anityaH zabdaH iti bruvatA na sAdhyAntarANAm kAraNAntaram 

pratiSidhyate na sAdhyasya kAraNAntaram iti|）

NVTT 1138.15f:また同様に，非結合の排除によって音声が無常であることが理由ではない．遍充しないから．

また非結合の排除によって別の理由があるからというのが詭弁の論者の否定となるという．（evaJ ca 

nAyogavyavacchedena zabdAnityatvaM hetur avyApakatvAt, nApy anyayogavyavacchedena, hetvantarasya 

vidyamAnatvAd iti jAtivAdino 'bhisandhir iti|）

NVTP 577.4ff でもこれらの説が再掲されている．
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「山には火がある」と言われたとき，「山にだけ火があるのか，それとも［山に］火だけが

あるのか」という．「前者ではない．かまどなどに火があることが知覚されるから．後者で

はない．火がなくてもこれ［＝山］は知覚されるから94．」

所証の非存在が直接知覚で定められることによって排撃となるのは後者「山に火だけ

があるのではない」である．ここで「だけ」は非結合の排除「山に火だけがある」＝「山

には常に火がある」として機能する．

（2） 証因がなくても［基体が］知覚されるので不成立因になる．

「煙があるから」と言われたとき，「煙は基体［＝山］と他の結合を排除して関係するのか，

それとも非結合を排除して［関係するの］か」という．「前者ではない．山には［煙以外の］

木なども知覚されるから．後者でもない．その煙も［常にではなく］ある時点で知覚され

るから」と95．

証因の非存在によって不成立因となるのは後者「常に煙があるわけではない」である．

（3） ［所証と証因の］両方がなくても基体が知覚されるので［排撃と不成立の］両方に

なる．

例は（1）と（2）をまとめたもので，「山には火がある．煙があるから」と言われた

とき，「常に火があるとは限らない」といえば排撃，「常に煙があるとは限らない」とい

えば不成立因の指摘になる．

（4） 証因がなくても所証の属性が知覚されるので適用不十分になる．

「山には火がある．煙があるから」と言われたとき，「ここで何が限定されるのか．山にだ

けなのか，火だけがなのか，それとも煙だけがあるからなのか」という．1 番目ではない，

かまどなどもそうである［＝火がある］ことが知覚されるから．2 番目ではない，木なども

そこ［＝山］に知覚されるから．3 番目ではない．そこでは光からもそれ［＝火］が知覚さ

れるから」と．

全く同様に同延の遍充関係においても，はたらき［＝省察］を取り上げて［起こるの］

である．例えば「生起することを省察しなくても，認識の違いで区別されることなどから

                                                       
94 NP 54.5f
95 NP 54.7f
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も無常性が知覚［＝推理］されるから」という96．

証因が全ての所証に存することがないことから適用不十分（部分不成立）となるのは，

3 番目である．ヴァーメーシュヴァラは「だけ」を非結合の排除「煙だけから火が知ら

れる」＝「煙があれば必ず火がある」と解釈するが，他の結合の排除「煙だけから火が

知られる」＝「煙以外から火は知られない」の方が例「光からも火が知覚される」に合

致すると考えられる．

後者の例について，一般の遍充関係では証因＝遍充されるものがないところに所証＝

遍充するものが見られる．これは証因よりも所証の存在範囲が広い（例えば煙のないと

ころにも火はある）から可能であるが，同延の遍充関係においてはこれが成り立たない．

そこで「証因があるときだけ所証の属性がある」という限定の選択を，「証因が省察さ

れるときだけ所証の属性がある」というように存在上から認識上の問題に移すことで，

たとえ同延の遍充関係であっても，証因を無視して別の証因を取り上げ，所証を知覚す

る場合があるという反論ができることを示している．

この場合は『スートラ』から直接導かれる例であることから，従来の注釈で取り上げ

られてきた．ヴァーツヤーヤナは「音声は無常である．努力の直後にあるものだから」

に対して，「努力の直後になくても風邪によって木の枝が折れることから生じる音声が

無常であることが知覚される」という．またウディヨータカラは「全ての音声は無常で

ある」「音声一般に無常である」というように全ての所証あるいは所証一般を想定して

証因が適用されないことを示すものであると説明する．証因「努力の直後にあること」

は言葉としての音声に関して該当するものであり，全ての音声に該当するものではない．

ヴァーチャスパティミシュラはこれを部分不成立因の想定であるとし，ウダヤナも『タ

ートパリヤ・パリシュッディ』でこれに従う97．

このことは「音声は無常である」という主張が，少なくとも立論者の意図では全称命

題「全ての音声は無常である」ではなく，単称命題「ある音声は無常である（無常な音

声が少なくとも 1 つはある）」であることを示唆する．理由は 1 つの主題にさえ該当す

ればよい．したがって遍充関係も 1 つの主題で成り立つことになり，ベン図のような周

延関係ではないことも示唆している．

（5） 所証の属性がなくても証因の属性が知覚されるので過大適用になる

肯定的随伴をもつものが成り立つ場合は正しい反論ににほかならないが，それは詭弁の一

般定義によって排除されるから過大適用はない．一方，純粋否定論証の場合は，主張の定

                                                       
96 NP 54.10f
97 NVTP 577.9f:前述の喩例に対し一部不成立因の誤った指摘である．それ以外は適宜パリシシュタで補うべ

し．（prakRtodAharaNe bhAgAdisiddhadezanAbhAsaH| anyatra tu yathAsaMbhavaM pariziSTe Uhyam||）
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義に対してディグナーガが批判したように，適用不十分や過大適用の過失によって知られ

るべきである98．

主張の定義に対するディグナーガの批判とは，『スートラ』の「主張とは所証の提示

である99」に対して行われたものである．ディグナーガは「全ての文が限定を含意する」

という立場から，この定義が「主張とは所証の提示にほかならない」「主張だけが所証

の提示である」のいずれかを意味するとし，いずれも定義として成り立たないことを示

す．前者の場合，主張以外にも所証の提示があることが含意されるので定義項の過大適

用，あるいは所証の提示があるもの全てを主張であるとすることができないため被定義

項の適用不十分となる．また後者の場合，主張の中に所証の提示がないものもあること

が含意されるので定義項の適用不十分，あるいは所証の提示がないほかのものも主張で

あることになるので被定義項の過大適用となる．

純粋否定論証の推理だけに適用される理由は，不確定因を指摘する正しい反論を排除

するためである．例えば「あの山に煙がある．火があるから」という立論に対して「煙

がなくても火が知覚される」と指摘することは正しい反論となる．

しかし否定的随伴のみをもつ立論においてこの反論は詭弁となるだろうか．例えば

「生物はアートマンをもつ．呼吸をもつから．呼吸をもたないものはアートマンをもた

ない．壺のように」という例において，アートマンはなくても呼吸が知覚されるならば，

異類例に存することによって不確定因になることは免れない．

これゆえウダヤナはディグナーガの論法をここに持ち込む．「所証があるときだけ証

因がある」という限定詞 eva を加えた命題を，証因は限定されるが所証は限定されない

として「証因のないほかのものも所証であることになる」と帰結することで所証の過大

適用を導く．すなわち「アートマンがあるときだけ呼吸がある」について，アートマン

は限定されないことから，「呼吸がないものもアートマンに含まれる」としてアートマ

ンの過大適用を導く．

しかしこの論法によって知覚による対等が成り立つならば，否定的随伴のみをもつ立

論だけでなく，肯定的随伴をもつ立論にも適用可能になる．先の例で「火があるときだ

け煙がある」から「火をもたないものも煙をもつ」と帰結すれば同じだからである．ヴ

ァルダマーナは注釈で肯定的随伴をもつものにも表現上の過失でこの詭弁が可能であ

る説を紹介し，さらに『アンヴィークシキー・ナヤ・タットヴァボーダ』では 5 番目の

例自体を否定している100．

結局，ディグナーガの論法は表現上の過失による詭弁である．そのためこれを正しい

反論を弁別するために否定的随伴のみをもつ立論に限定したことは，それほどの意味を

                                                       
98 NP 55.2f
99 NS 1.1.33:sAdhyanirdezaH pratijJA． Cf. NV 273.4ff.
100 AN 53.1f:そうではない．喩例が成り立たないから，5 番目によって本質は純粋否定論証にありえる．（na 

caivam, udAharaNAnupapatteH paJcamyA svabhAvaH kevalavyatirekiNi zakyate|）
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もたなかったことになる．

なお 5 番目は過大適用の例となっているが，定義の文脈では過大適用と適用不十分の

両方がありうる．過大適用になるのは，所証に限定詞 eva がつく場合である．

以上の 5 分類は，これまでの注釈者に見られない包括的なものとなっているだけでなく，

ディグナーガの反論も例として加えることで，実践的なものとなっている．再反論では

反論者が想定したような限定は承認されず，またもし反論者だけが想定しているとして

も，反論にも限定が加えられることで自己撞着が起こるという．

４－12．非知覚による対等における相対的属性

「非知覚による対等」とは『スートラ』において「ｘ（音声の開顕を妨げる覆いなど）

が知覚されないから存在しない」という理由に対して，「ｘの非知覚が知覚されないか

ら非知覚は存在せず，ｘは存在する」と反論することであると定義される101．「知覚に

よる対等」と対になっているような名称だが，その内容は大きく異なっている．

ウダヤナはこの非知覚を相対的属性（viSayidharma）の代喩であるとして，欲求と無欲，

嫌悪と無嫌悪，作為と不作為，能力と不能力，生起と不生起，言語表現と非言語表現など

に拡張する．相対的属性とはその認識が，対立するもう 1 つの認識に依存し，有無によ

って対になるような属性を指す．ヴァルダマーナは「相対的であること」を「他の知に

依拠する認識であること（itarajJAnAdhinavijJAnatva）」と言い換え，別個であること

（pRthaktva）などの境界（avadhi）をもつ属性も含まれるとする．

ここでの反論は，対となる 2 つの属性がそれぞれの境界の中に存在できるかという問

いから起こり，その属性の成立を否定する．知覚に対して知覚があるならばその知覚は

対象であって，もはや知覚ではない．知覚がないならば知覚が機能していないことにな

るので知覚であることはできない．同じように非知覚に対して非知覚があるならばその

非知覚は対象であって，もはや知覚ではない．非知覚がないならば非知覚が機能してい

ないことになるので非知覚であることはできない．

非知覚を相対的属性の代喩とし，そのほかの属性に拡張する見解について，『スート

ラ』との整合性をウダヤナは示している．『スートラ』第 2 課（疑惑の検討）でも「非

決定の非決定（avyavasthA）」という詭弁が見られるが102，これは第 5 課で説かれる 24 種

の中にない．そこで『スートラ』作者は詭弁を 24 種類しか説かなかったこと，その一

方で第 2 課で別の名前の詭弁を説いていること，そしてそれらの詭弁は「非知覚による

対等」と同じ論理であること（それ以外の詭弁の定義に該当しないこと）という状況を

説明し，この 3 点から「非知覚による対等」は非知覚だけによって起こるのではなく，

                                                       
101 NS 5.1.29:それ［＝覆いなど］の非知覚が知覚されないことに基づいて，非存在が成立し，それと反対の

ものが成り立つとするならば，非知覚による対等になる．
102 NS 2.1.3-4
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「非知覚」が代喩であることを正当化する．

［問い］それではどうして代喩をスートラ作者が認めていると推察できるのか？

［答え］非欲求による対等などにも［非知覚による対等の］例示が見られるから．それ［＝

非知覚による対等］以外の定義は持ち込まれていないから．また，以下のようなスートラ

が見られるから．

「見解の相違があるときには［主張者と反対者それぞれに］確信があるから［疑惑は起こ

らない］」「また非決定であることについては非決定ということ自体が決定しているから［疑

惑は起こらない］」103

「非知覚による対等」と「非決定による対等」などに共通する同じ論理とは，それが

自身に適用されるか否かを選択していずれの場合にも成り立たないことを示すもので，

以下のようになる．すなわち見解の相違（または非決定）が自身に対して起こるならば，

それは見解の相違（または非決定）の対象であって見解の相違（または非決定）自体で

はない．起こらないならば見解の相違（または非決定）自体がない．したがっていずれ

の場合にも疑惑の原因のひとつである見解の相違（または非決定）が起こらないことに

なってしまい，疑惑が起こらない．

ウダヤナはさらに 2 つの『スートラ』を挙げ，これらが曲解として説明されているこ

と，そしてその論理が先述のものと共通していることから，これらを全て曲解であると

する異論を提示する．これが本当だとすれば非知覚による対等は非知覚のみを扱えばよ

いことになり，代喩の必要はなくなる．

これに対し，ウダヤナは論理の共通性を持ちだし，もしこれらが全て曲解として扱わ

れるならば，同じく非知覚による対等も曲解になってしまうこと，しかし実際は非知覚

による対等は詭弁なので，ほかのものも詭弁として扱われることを主張する104．また，

第 2 課の詭弁は曲解の定義が該当しないとして，いずれも詭弁であると述べている．

［反論］これは言葉の曲解にこそ含まれる．また同様に「あるものが異なるものであると

き，それはそれとは異なるものと異なる．しかし異なるものと異なるものは異ならないも

のである．こうして異なるということはない」「制限がない点で制限があるので，制限がな

いことはない」というスートラにおいて言葉の曲解としてのみ，説明される．

［答え］そうではない．非知覚による対等は言葉の曲解にほかならないと意図されていて

も，同じ説明が可能だからといって詭弁でないことになってしまう105．

                                                       
103 NP 57.8ff
104 NV 625.9f: 他がなければ他でないものはない．なぜならブラーミンがいなければ非ブラーミンは成り立

たないからである．（anyAbhAve ananyan nAstIti| na hi brAhmaNAbhAve 'brAhmaNaH sidhyati|）
105 NP 57.11ff．NS 2.2.31 と NS 2.2.55 が引用されている．
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このように第 2 課の反論を曲解ではなく詭弁であるとするウダヤナの見解は，言葉に

よる曲解（vAkchala）だと断定したヴァーチャスパティミシュラと明らかに矛盾する．

そこでウダヤナはこれらを曲解としても，詭弁としても説明できるとすることにより矛

盾を解消した．

曲解として説明する場合は以下の 3 通りで説明される．第 2 課の反論と非知覚による

対等はこれらのいずれかによって説明できる．

1. ある特定の対象に依拠して起こった対象をもつものの言葉を，別の対象に起因する

ことを想定して捻じ曲げる．壺を対象として起こった「壺の非知覚」という語を，

非知覚それ自身という別の対象からも起因すると想定して「それ自体の非知覚はな

い」を述べる．

2. ある特定の関係項に依拠して起こった関係項の言葉を，別の関係項に起因すること

を想定して捻じ曲げる．非制限を関係項（基体）として起こった「非制限の制限」

という語を，非制限それ自身という別の関係項（割り当てられるもの）からも起因

すると想定して「それ自体の制限はない」を述べる．

3. ある特定の境界に依拠して起こった排除の言葉を，別の境界に起因することを想定

して捻じ曲げる．布を境界として起こった「布と異なるもの」という語を，異なる

ものそれ自身という別の境界からも起因すると想定して「それ自体と異なるものは

ない」を述べる．

一方，それ自身に対してそのあり方で起こるか否かという選択を行って不成立を説く

ならば詭弁になる．曲解になるか詭弁になるかの差は小さいが，曲解は適用根拠をずら

すこと，詭弁は自身に選択をすることという，定義に基づく説明のしかたによってこの

2 つを分けている106．

［反論］それならばどうして，ティーカー作者が異なるものや制限のないものに［それぞ

れ］異ならないことや制限によって反証することは言葉の曲解であると言ったのか？

［答え］別の言葉［＝「異なること」や「制限」］に起因する想定を通して，別の対象［＝

異なることや制限］を想定することに依拠してである．すなわち，ある対象・関係項・境

界に依拠して，ある対象をもつもの・関係項・排除があるというその言葉もそれに起因す

るものにほかならないと定まっているとき，別の対象・別の関係項・別の境界に起因する

ことを想定して，言葉を曲げるならば曲解にほかならないが，そうでなければ詭弁である

というのが要約である107．

                                                       
106 NVTT 652.15:そしてこれが表現上の曲解であることを説く．制限と無制限の矛盾からと．（tad etasya 

vAkchalatvam ApAdayati - niyamAniyamavirodhAd iti|）
107 NP 58.5ff
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ここでウダヤナが引用する第 2 課の 5 つの『スートラ』のうち 3 つはバーサルヴァジ

ュニャも取り上げている．バーサルヴァジュニャは「不異による対等（ananyasama）」「合

意による対等（saMpratipattisama）」「決定による対等（vyavasthAsama）」と名付けて 24
種類以外の詭弁として扱い，『スートラ』作者の意図は 24 種類に限ったものではないと

いう108．一方，ウダヤナは，列挙されていない詭弁についても 24 種の詭弁か曲解・敗

北の場合に含まなければならないという立場をとり，スートラ作者に敬意を払っている
109．ニヤーヤ学派内で詭弁が第 5 課以外にも存在することが広く知られており，ウダヤ

ナは「相対的属性の代喩」という説明で，これらを全て包摂しようとしたことが伺える．

この後の再反論の『スートラ』にある「非知覚は知覚のないことにほかならない」とい

う文言も，代喩であると述べている．もっとも，解説の中では非知覚の問題のみが検討

され110，それ以外の詭弁については取り上げられていない．

４－13．無常・常住による対等の代喩

詭弁の最後の 3 つとなる「無常による対等」「常住による対等」も「非知覚による対

等」と同様，代喩であるとウダヤナは解説する．これによって，特定内容による立論と

反論から，一般的な立論と反論に拡張することが可能となっている．

【無常による対等】

立論「無常な壺との類似性から音声は無常である．」

詭弁による反論「無常な壺との類似性は何にでもあるので，一切は無常になってしまう」

ウダヤナの一般化「X なものとの類似性は何にでもあるので，一切は X になってしま

う」

【常住による対等】

立論「音声は無常である．」

詭弁による反論「無常性が音声に常にあるならば，音声も常にあることになり，常住で

ある」

                                                       
108 NBhUS 356.14ff
109 NVTP 585.7ff
110 附論として，知覚が知覚を対象とする自己認識の問題が取り扱われ，ダルマキールティが取り上げられ

ている．

NP 62.14ff:そしてこの詭弁は部分的に［ダルマ］キールティをも混乱させている．「直接知覚［＝自己認識］

されない認識対象については，対象を見ることは周知ではない」と．

この引用（”apratyakSopalambhasya nArthadRSTiH prasidhyati”）の典拠不明．Cf. PV 2.4:また対象の形象の違い

から認識の理解の違いがある．存在だけからこれが存在するのでそれ自体は自ずから理解される．

（viSayAkArabhedAc ca dhiyo adhigamabhedataH| bhAvAd eva asya tadbhAve svarUpasya svato gatiH||）

PV:4.275:さもなければ対象はないと非認識に基づいて理解される．その他によって認識がないので無限遡

及になる．（anyathA arthasya nAstitvaM gamyate anupalambhataH| upalambhasya nAstitvam anyena ity anavasthitiH||）
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ウダヤナの一般化「X は基体に対して A でも A でなくても共に成り立たない．」

これらの代喩について，『パリシシュタ』ではどのような論式まで含まれるのか，過大適

用はないのかなどという点が検討されている．

まず「無常による対等」については，『スートラ』が述べるような類似性による反論

だけでなく，非類似性による反論や，無常性だけでなく別の所証に対する反論にも適用

できるとし，これらを「所証の属性による対等」と総称している．

これも意味は代喩である．類似性と同様に非類似性によっても反証が可能だから．同じく

音声の無常性と同様に山が火をもつことなどの別の所証に対しても［詭弁の］余地がある

から．すなわちまず当該の喩例に対して「もし虚空との非類似性から音声が無常ならば，

三界にあるもの全てがそれ［＝虚空］との非類似性から無常になってしまう．」「もしかま

どとの類似性から山が火をもつならば，それ［＝かまど］との類似性から三界にあるもの

が火をもつことになってしまう．」［と反論する．］111

そしてこの代喩によって，無区別による対等に過大適用される恐れが述べられる．ウ

ダヤナによれば，無区別による対等は主題などを無区別にすることで，無常による対等

は異類例を同類例にすることであるという．しかし無区別による対等との違いは非常に

些細なものである．ウディヨータカラは無区別による対等を「一切が無区別になってし

まう場合」，無常による対等を「一切が無常になってしまう場合」と説明したが112，ウ

ダヤナが「無常」という語を所証の属性の代喩であるとし，一切が所証をもつことと解

釈したことからこの区別は有効でないことになる．そこでウダヤナは一歩踏み込んで，

一切が所証をもつということは異類例が同類例になってしまうことであり，これが無区

別による対等との違いになるとした．無区別による対等では，一切が無区別になってし

まうという誤謬が帰結されるまでであって，同類例になるか異類例になるかということ

は問題にされていない．

しかし「無区別による対等」も，異類例と同類例の区別をなくすという点で「無常に

よる対等」を包含する可能性は否定できない．マニカンタミシュラはウダヤナの解釈で

は「無常による対等」が「無区別による対等」に含まれることになってしまうとして反

対し，「無区別による対等」を類似性から無区別を引き出すもの，「無常による対等」を

非類似性を引き出すものと考える113．またヴァルダマーナはウダヤナ説に従って両者の

違いを説く「ある者たち」，絶対的な違いはないが別であることに過失はないという「他

の者たち」の説を紹介している114．代喩の結果，過大適用が完全に払拭できたとは言い

                                                       
111 NP 63.2ff
112 NV 1144.6
113 NR 217.6ff
114 AN 60.16ff
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難い．

次に「常住による対等」については，『スートラ』の「無常なもの」をあらゆる限定

要素の属性に，「常に無常だったら」をそれの性質をもつかそれの性質をもたないかの選

択の代喩であるとし，「意図された属性に，その性質をもつか否かの選択が［共に］成り立

たないので，基体に対して，それによって限定されることを批判するのが常住による対等

である」と一般化する．「常住による対等」は二義的な名称とし，「付託する属性による対

等」という総称を与えた上で，数多くの限定要素を列挙する．

ここでも「無常なもの」という語によって完全に全ての限定要素の属性が代喩される．「常

に無常だったら」というこれによって，それの性質をもつかそれの性質をもたないかの選

択が［代喩される］．そしてそれ［＝選択］は同じ性質・異なる性質によって 2 種類ある．

「常住性が成り立つとするならば」というこれによって意図されたもの［＝所証］の不成

立だけが［代喩される］115．

「常住による対等」が二義的な名称というのは，喩例では無常性が無常か否かという

選択から反論を起こしているので確かに常住による反論ではないことから来ている．し

かし名称通り，常住か否かの選択から反論を起こす場合もありえる．したがってヴァル

ダマーナはウダヤナが二義的としたものを「それ自身の意味を失わない間接表示」と解

釈している．「付託する属性」とは，ある属性が基体にあるとしたとき，その属性の上

にその属性があるかを問うことを表している．

ウダヤナが代喩を広く適用したことにより，ここでも他の詭弁と混合する恐れが高ま

った．ヴァルダマーナは非知覚による対等との区別について言及する．常住による対等

は属性が矛盾によって成り立たないことに基づき，非知覚による対等は属性が属性自身

を対象として成り立たないことに基づくという．どちらも相対的な属性を選択する点で

は共通するが，前者は矛盾，後者は自己言及が過失とみなされる点で異なる．

次の「結果による対等」において代喩は述べられていないが，「結果」が登場しないほか

の立論においても，また証因だけでなく主題や実例に対しても可能な詭弁であることが述

べられている．

24 種類の詭弁の最終部において『スートラ』の解釈に代喩が用いられていることで，

後代に登場した詭弁も入れて，包括的な論法集となっている．しかし漏れをなくそうと

した結果，ほかの詭弁と重なる部分が出てしまい，弁明に追われることになった．

                                                       
115 NP 65.8ff
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４－14．結果による対等における「努力の直後にあること」

「結果による対等」とは『スートラ』において「努力の結果は 1 つではない」と指摘

することであると述べられる．この解釈を巡って，ダルマキールティやヴァーツヤーヤ

ナが批判されている．

仏教徒は，ニヤーヤ学派の主宰神論証「この世界は主宰神の結果である．壺などが作

者の結果であるように」に対し，自然物と人造物をともに結果であるとまとめることに

異を唱える．この反論をニヤーヤ学派から見て，「結果による対等」であるとする説が

紹介される．ダルマキールティの一節「所証と共にあることに基づいて，結果一般として

の証因に対しても，関係項の区別から区別が述べられる過失が結果による対等であると考

えられる」が引用され116，このような反論は「結果による対等」ではなく，「除去による対

等」か「非言述による対等」であるという．

ダルマキールティのこの一節はヴァーチャスパティミシュラも引用している117．ヴァ

ーチャスパティミシュラはこの形式が主宰神批判に用いられる詭弁であると説明し，結

果性が異なることはないと反論した上で，「付加による対等」または「言及による対等」

と異ならないことを述べる．ウダヤナは付加による対等であるとは述べていないが，概

ねこの説に従っている．しかしマニカンタミシュラは，論者の意図はそこにあるのでは

ないとしてウダヤナ説に反対し，これを正しい反論か「遡及による対等」であるとする
118．

すなわち，「音声は無常である．結果だから」と言われたとき，土塊と棒などに起因する壺

の結果性と，口蓋などの結合や分離に起因する音声のそれは異なると述べて，明らかに土

塊と棒などの遍充するものが排除されるから，［土塊と棒などに］遍充されるものである結

果性が排除されるという．そしてそうであれば除去［による対等］にほかならない119．

またヴァーツヤーヤナは「結果による対等」の例として，「音声は無常である．努力

の直後にあるから」という論証に対して「努力の直後には生起も顕現もあるので不確定

である」という不確定因を指摘する例を挙げている．一方，ウディヨータカラは「音声

は結果である．努力の直後に知覚されるから」という立論に対して，「努力の直後には

結果もそうでないものもある」という不確定因を指摘する例を挙げている．ウダヤナは

「『ニヤーヤバーシャ』などの説」として次の例を挙げるが，『バーシャ』とは一致しな

い．

                                                       
116 PV 2.14
117 NVTT 21f
118 NR 219.12ff
119 NP 69.15ff
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一方，バーシャなどにおいて［以下のように述べられる］．「努力の直後にあるから［音声

は無常である］」と言われたとき，「この場合，努力の直後に生成が意図されるのか，それ

とも知覚が意図されるのか」と選択して，「前者ならば不成立因であり後者ならば不確定因

である」という120．

この記述は『ヴァールティカ』の例を混合した『タートパリヤ・ティーカー』の記述

に依拠している．「結果性」を飛び越して努力の直後にあることから無常性を論証する

場合，反論は正しいものになってしまう．

生起と知覚は択一的なものとして示されており，努力の直後に生起があるならば知覚

ではなく，知覚があるならば生起ではない．その状態で生起だと言えば知覚だから生起

はないと言われ，知覚だと言えば生起だから知覚はないと言われてしまう．「いずれか

が不成立」というのは，このように証因が一義的に定まらないことに起因する過失であ

る．

またこのような反論は，過失が想定されたものだから詭弁というならば，曲解になっ

てしまうという．ウダヤナはこのような「想定した不成立が成立しないこと」を，詭弁

ではなく曲解の条件であるとみなす．すなわち「努力の直後にあること」が「努力の直

後に知覚されること」としては不確定だが「努力の直後に生起すること」として不成立

でないならば，反論者は「努力の直後にあること」の二義性によって不成立を指摘して

いることになり，表現上の想定に留まっているのは曲解である．詭弁は表現上の想定で

はなく，内容上の想定に踏み込むものでなくてはならない．

ヴァーツヤーヤナ説の立論「音声は無常である．努力の直後にあるから（正確には「結

果だから」）」に対する反論は，こうして正しい反論とみなされる．詭弁になるのは，立

論者は努力の直後にあることに言及していないにも関わらず，反論者は「結果である」

という言語表現が第一義的には不成立であることを指摘し，それが成り立つために自ら

予想した「努力の直後にあること」を提出する場合である．努力の直後にあることが反

論者の捏造したものであるという点が強調点となる．曲解は，1 つの語に対して意図さ

れた意味に対して，語の対象をもう 1 つ選択し，異なる意味を想定することから起こる．

しかしここでは，論者が意図した意味と異なる意味を付与している訳ではない．その根

拠を問いつつ自ら予想した根拠を提出するのである．

こうして最終的に次のような「結果による対等」の例が提示される．

「音声は無常である．結果性のゆえに」と言われたとき，「音声が結果であると最高真実と

して決定されているとしたらそうであろう．しかしそのことこそが知りえない．認識手段

がないから．というのも，努力の直後に知覚されることによってそれ［＝結果性］は論証

                                                       
120 NP 70.4ff
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されるべきであるが，それ［＝知覚］は不確定である」と［反論する］121．

元来のヴァーツヤーヤナの例とは異なる説明を行ったため，ウダヤナは先行する注釈

者たちとの整合性を論じている．

ヴァーツヤーヤナの解説では，「努力の直後にあるから」という理由が立論者によっ

て提出されたとも，反論者によって提出されたとも書いていない122．これを反論者が捏

造したことにすればウダヤナの説明と整合する．さらにヴァーツヤーヤナの例はあくま

で『スートラ』の喩例「結果性」を前提としていることが，ヴァーチャスパティミシュ

ラの引用によって正当化されている．

ウディヨータカラは「努力の直後にあること」が立論者が述べたものであると明記し

ている123．ウダヤナはこの部分に触れることなく，その後で説かれる「努力の直後の知

覚が想定される」と言う部分に焦点を当て，定説と整合させている．ウディヨータカラ

のもともとの意図は，「努力の直後にあること」という立論の理由を「努力の直後に知

覚されること」と想定して反論するということにあったと考えられるが，ウダヤナはそ

のうち自説に整合する一部だけを取り上げている．

ウダヤナが引用した「結果であるから音声は無常である」という句は『ティーカー』

に見出すことができない．前後の記述から対応する箇所として「結果性と無常性が相互

に混同しないことは第 1 課で示された」が想定されるが，ここで言及されている結果性

と無常性をウダヤナが論式に改変したのか，あるいは『ティーカー』にそのような異読

があるのか，そのどちらかであろう．

この後ウダヤナが「このように定まっているとき」というヴァーチャスパティミシュ

ラが引用するヴァーツヤーヤナの一説を再引用するが124，これもが「結果であるから音

声は無常である」という論式が定まっている場合を指しているとは考えにくい．ヴァー

ツヤーヤナ説に沿って「努力の直後にあるから音声は無常である」という論式が定まっ

ている場合と考えるのが妥当だろう．

しかしウダヤナはこの意図を別様に解釈して自説に整合させようとしているが，ヴァ

ーチャスパティミシュラが「努力の直後にあること」を反論者の捏造だと述べておらず，

主にヴァーツヤーヤナ説に従って注釈している以上，我田引水の感は否めない．

再反論では，ニヤーヤ学派の伝統説に従って，顕現する前の覆いなどが知覚できない

ことから，努力の直後には生起のみがあるという提示にとどまり，前章で述べたような

一般化への再反論の方法を示すことなく，次の六主張論議へと続く．

                                                       
121 NP 71.1ff
122 NBh 1150.4ff
123 NV 1150.12ff
124 NVTT 1150.22ff
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４－15．六主張論議と審判・会衆の役割

六主張論議（NBh: SaTpakSin- / VV: SaTkoTikaH vAdaH 六句論議）は，仏教徒とニヤーヤ

学派が取り上げる議論の形式で，『廻諍論』，『方便心論』，『ニヤーヤ・スートラ』（とも

に 2～3 世紀）に収められている．立論者と対論者が，対立する主張と反論を交互に 3

回ずつ提示するもので，ニヤーヤ・スートラでは両者ともに敗北し，『廻諍論』と『方

便心論』は対論者の勝利と判定している125．

ニヤーヤ・スートラの六主張論議を論理的に定式化すると下記のようになる（例えば

X＝音声，P＝意欲の直後にあること，Q＝恒常的でないこと）126．互いに不確定因を解

決しないまま，自分の結論に用いるため決着しないことになる．しかし，もし立論者が

正しい再反論(3’)で不確定因の疑いを晴らすことができれば立論者の勝利によって決着

する．

(1)A：X は P だから Q である．何であれ，P であるものは Q である．Y のように．

(2)B：P だからといって Q とは限らない．確かに Y のように Q のものもあるが，Z

のように Q でないものもある．したがって X も，Q か Q でないかは確定できない．

(3)A：「X は P だから Q ではない」という主張でも，P であって Q のものも，P で

あって Q でないものもあるので確定できない．

（(3’) A：X が Q ではない理由が知覚されず存在しないので，Q である．）

(4)B：(3)から X は Q であると言えるならば，同じく X は Q ではないとも言える．

(5)A：(2)から，X は Q でないと言えないことになるので他説追認である．

(6)B：(3)から，X は Q であると言えないことになるので他説追認である．

ヴァーツヤーヤナによれば，(3)と(5)，(4)と(6)には内容の違いがないから双方に「無

用な繰り返し（NS 5.2.15）」という敗北の場合が適用される．また，相互に指摘するよ

うに，(3)と(4)には「他説追認（NS 5.2.20）」という敗北の場合が適用される．さらに，

(1)と(2)でも，結論を確定できなかったことから誤った理由という敗北の場合が適用さ

れる．こうして，どちらの主張も成立せず，両者ともに敗北になるという127．

六主張論議の六という数について最初に考察したのはジャヤンタバッタである．彼は

主張の応酬が延々と続かずに六主張で終了する根拠として，「発言の余地（vacanAvakAza）」

                                                       
125 Cf. 宇井［1965b］pp.565-567，梶山［1996］pp.24-32，石飛［2006］pp.168-185
126 Cf. NS 5.1.39/41-43. (1)と(2)はこの前に説かれる 24 種の詭弁（jAti）によって異なる．
127 NBh 1158.12f．正しい再反論(3’)を提出しなかったことによって，形式上問題がなかった立論(1)自体まで

過失が遡及することから，主張の正しさは反論を斥けて初めて成立するという，ニヤーヤ学派の伝統であ

る anyathAkhyAti 的な発想をしていることが分かる．
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という見解を出した．立論者は反論(2)の後に，正しい再反論ができるかどうかを，主

審（prAGvivAka）によって試される．そこで誤った再反論(3)を行ってしまった場合，今

度は対論者に，その過失を指摘する機会が与えられる．これも失敗に終われば，立論者

はもはや自説を繰り返し，他説追認を指摘することしかできない．対論者 B も同様で，

これ以降は反論の意欲を失って沈黙するしかないという128．

NM における六主張論議のチャート
┌→(3’)正しい再反論（立論者の勝利）

(1)立論→(2)反論
│     ┌→(4’)正しい再々反論（？）
└→(3)誤った再反論

└→(4)誤った再々反論→(5)最終弁論→(6)最終弁論（引き分け）

しかしながらジャヤンタバッタの見解では四主張で終わってもよいことになり，最終

弁論(5)・(6)にもまだ発言の余地がある理由が十分に説明されない．また，詭弁(2)を用

いた対論者が，正しい再々反論(4’)を行ったとして，それで議論に勝利になるのか，結

局引き分けなのかも不明である．

この数字の理由に決定的な回答を与えたのはウダヤナであった．『スートラ』では六

主張論議を列挙する途中で，六主張以外を説くスートラが挿入されている．先行する注

釈は何も解説していなかったが，ウダヤナはこの順序に着目し，三～五主張論議も可能

であるという解釈を行う129．

続いてウダヤナは，原則として三主張論議で事足りるものを，六主張論議まで延長す

る理由を探る．ある者たち（kazcit）の説によれば，会衆には知性の違いにより三主張

で理解する者もいれば，六主張でやっと理解する者もいる．また性格の違いにより三主

張で即座に指摘する厳しい者もいれば，六主張まで待って指摘する優しい者もいるとい

う．しかし，ウダヤナはそのように千差万別では審判の役目を果たさないといって却下

する．ウダヤナの説明は，ジャヤンタバッタと同様，「発言の機会（avasara）」に基づく．

ただし，立論者と対論者のほかに，主審（anuvidheya）と会衆（sabhya）にも発言の機

会を与える．

会衆の主な役割は「反論すべきものの看過（NS 5.2.21）」の指摘である．「反論すべき

ものの看過」を指摘するためには，まず先に提出した自分の主張が反論すべきだったこ

と，つまり過失があったことを認めなければならないため，立論者と対論者が自ら指摘

することはありえない．従って会衆にその指摘が期待される130．

                                                       
128 NM 676.5ff．ジャヤンタバッタとほかの注釈者の先後関係については丸井［2014］pp.74-88
129 NP 75.12ff
130 NP 75.14ff，NP 119.4．はじめに敗北の場合を犯した立論者と，それを看過した対論者は両方ともに敗北

の場合を指摘できないため，第三者の判定を仰がなければならないことはヴァーツヤーヤナから説かれて

いる．ただしヴァーツヤーヤナは立論者と対論者の質問「どちらが勝つのか」をまってから判定が出され
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「反論すべきものの看過」が起こるのは詭弁(2)に対する再反論(3)以降である．ここ

で会衆はまず，立論者か対論者のいずれかが，自分の過失を認めることになってでも「反

論すべきものの看過」を指摘することを期待する．再反論(3)で「反論すべきものの看

過」が起こっている場合，対論者は再々反論(4)においてこれを指摘しなければならな

い．ところが対論者はこれを指摘せず詭弁(2)の内容を繰り返すと，再々反論(4)にも「反

論すべきものの看過」が生じる．となれば今度は立論者が最終弁論(5)においてこれを

指摘しなければならない．しかしそれも指摘しないと，最終的に主審が指摘することに

なる．ところが，主審が指摘し損ねることもある．すると，対論者は最終弁論(6)を提

出するが，もはやその内容は問題にならず，会衆が指摘することで論議は打ち切られる
131．

次に議論参加者の発言の優先順位が明らかにされる．まず第一に，両論者が敗北の場

合を指摘して議論の終了を請求しなくてはならない．それができなければ主審が代わっ

て行う．それも不可能だった場合は会衆に議論の終了を請求する機会が回ってくる．ウ

ダヤナは六主張で論議を打ち切る役割を会衆に与える．この役割をなさなければ会衆は

役目を果たしていないことになるからである132．

問い．それならばどうして，会衆たちに［終了］請求の期待があるのか．

答え．議論は彼［＝主審］が主体ではないので，彼ら［＝会衆］を立ててから［進行が］

意図されているから．そしてそれ［＝議論］は請求や，両論者が思いつかないことや，

誤った議論だと結論することによって成る．そのうち［再反論の後に］対論者が［終了

を］請求すれば三主張論議となり，［第四主張の後に］立論者が［終了を］請求すれば四

主張論議，両者が思いつかないとき，［第五主張の後に］主審が［終了を］請求すれば五

主張論議，［主審が機会を逃して第六主張があったとき，会衆が］誤った議論であると結

論すれば六主張論議になる．

以上が六主張になる理由である．「他説追認」と「無用な繰り返し」の敗北の場合は

夙にヴァーツヤーヤナから指摘されていたが，これに「反論すべきものの看過」を加え，

また「発言の機会」というジャヤンタの見解に基づきながら，指摘するべき人の区別に

よって六主張を説明した点が新しい．

                                                                                                                                                                  
るとしたのに対し，ヴァーチャスパティミシュラは主審が無条件で指摘できるという選択も提示している．

なお勝敗についてヴァーチャスパティミシュラは，議論の場合，真理を決定することが目的だから両論者

ともに敗北・会衆の勝利となり，論諍・論詰の場合は真理に関係なく人間の能力を問うことが目的だから

間違っていても何かを述べた立論者よりも何も発言できなかった対論者の方が劣っていると見なされ，敗

北するという．NBh 1195.3f，NVTT 1195.9ff:
131 NP 76. 4ff
132 NP 76. 12ff．しかし注釈では，さらに会衆が機会を逸してしまった場合は七主張論議などもあるという．

あるいは敗北の場合の指摘だけをして第三主張を述べない二主張論議も可能であるという．このように NP
におけるウダヤナの見解は必ずしも後代に受け入れられたとは限らない．Cf. NPPra 77.14ff
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NP における六主張論議のチャート（勝利のための議論）
┌→(2’)誤った理由の指摘（対論者の勝利）

(1)立論
│    ┌→(3’)詭弁＝反論できないものへの反論の指摘（立論者の勝利）
└→(2)詭弁

   │ ┌→(4’)他説追認＋反論すべきものの看過の指摘(対論者の勝利)
└→(3)誤った再反論

│ ┌→(5’)他説追認＋反論すべきものの看過の指摘(立論者の勝利)
└→(4)誤った再々反論

│ ┌→無用な繰り返し＋反論すべきものの看過の指摘（主審）
└→(5)最終弁論 A

└→(6)最終弁論 B
└→無用な繰り返し＋反論すべきものの看過の指摘（会衆）

さらにウダヤナは，勝利のための議論だけでなく，真実探究の議論においても考察を

進める．起こりうる敗北の場合は同じであるが，再々反論(4)以降は指摘すべき人が相

手ではなく本人に替わる．したがって指摘する機会は直後ではなく，再び自分の番にな

ったときである．ただしどちらも過失に気づかないまま議論を進めた場合，会衆が最終

的に指摘して議論は終了する．こうして真実探求の議論においても，主張の数は六であ

る133．

NP における六主張論議のチャート（真実探求の議論）
┌→(2’)誤った理由の指摘（対論者）

(1)立論
│    ┌→(3’)詭弁＝反論できないものへの反論の指摘（立論者）
└→(2)詭弁

   │ ┌→(4’)(2)の詭弁＝反論できないものへの反論の指摘（対論者自身）
└→(3)誤った再反論

│ ┌→(5’)(3)の他説追認＋反論すべきものの看過の指摘（立論者自
身）

└→(4)誤った再々反論
│
│ ┌→無用な繰り返し＋反論すべきものの看過の指摘（会衆）
│ ├→(6’)(4)の他説追認＋反論すべきものの看過の指摘（対論者自身）
└→(5)最終弁論 A

└→(6)最終弁論 B
└→無用な繰り返し＋反論すべきものの看過の指摘（会衆）

真実探求の議論では，再々反論(4)以降で自ら正しい返答に訂正しても問題とされず，

その返答があった時点で論議は確定，終了となる．ところが勝利のための議論の場合は，

正しい返答に訂正すれば，前の返答と異なるという点で過失となる．ただし，訂正した

ことを指摘されなければ，たとえ変更したという過失はあろうとも，正しい返答である

ことには違いないので勝利となる．このとき会衆に発言の機会はなく，別の返答（別の

主張・別の理由・主張の放棄・主張の破棄，NS 5.1.2-6）を敗北の場合として指摘する

ことはない．ここでも両論者に指摘の機会が 1 回ずつ与えられており，六主張論議が正

当化されている点が注目される134．

                                                       
133 NP 77. 1ff
134 NP 77.5ff
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NP における六主張論議のチャート（正しい返答に訂正した場合）
┌→(2’)誤った理由の指摘（対論者の勝利）

(1)立論
│    ┌→(3’)詭弁＝反論できないものへの反論の指摘（立論者の勝利）
└→(2)詭弁

   │ ┌→(4’)他説追認＋反論すべきものの看過の指摘(対論者の勝利)
└→(3)誤った再反論

│ ┌→(5’)別の返答の指摘（立論者の勝利）
└→(4)訂正した反論

│ ┌→(6)別の返答の指摘（対論者の勝利）
└→(5)訂正した再反論

└→(6)最終弁論
└→反論すべきものの看過の指摘（会衆）

このように，ウダヤナは六主張論議を従来の「他説追認」と「無用な繰り返し」に加

え，「反論すべきものの看過」によって解釈し直し，これらの敗北の場合を軸にして立

論者と対論者のほかに，討論会の主審と会衆の「発言の機会」に六という数字の根拠を

求めた．そして敗北の場合に該当することを指摘するべき人が指摘しなかった場合，議

論は延長され，次に指摘するべき人の出番になるという原則に基づいて，六主張論議が

再構成された．さらに，もう 1 つの議論の形式である真実探求の議論の場合にも言及し，

立論者が自ら訂正する場合を想定した．勝敗のための議論で自論を訂正することは過失

に当たるが，真実探求の議論では許されるのである．

また，こうしたウダヤナの詳細で理論的な考察は，直接的な言及はないが，ジャヤン

タバッタが提示した「発言の余地」説を発展させたものである．ウダヤナは別の著作で

ジャヤンタを言及しており135，ここでも何らかの影響があった可能性がある．

六主張論議はもともと，ニヤーヤ学派の先駆者と仏教徒の議論から生まれたものだが，

ウダヤナの時代になるとその経緯は忘れ去られ，過去の遺物となっていた可能性が高い．

その中でウダヤナは，実際の議論の場面に当てはめて解釈し直すことでこれを生かし，

後代の議論学に引き継いだと言えよう．

４－16．小結

詭弁においてウダヤナは，「自己撞着（svavyAghATa）」という共通概念を新たに提示し，

先行する注釈者の見解を再構成している．その一方で，『スートラ』が説くように限定

的なトピックでしか用いられていなかった詭弁を「代喩（upalakSaNa）」という解釈手法

を使って一般化し，ほかのトピックにも応用できるようにした．そのことによって詭弁

同士の領域が重なる恐れが生じるが，『スートラ』に説かれる 24 種類の分類を堅持し，

それぞれの差異を注意深く論じている．差異を論じる中で，先行する注釈者の提示する

例が相応しくない場合は修正を行った結果，雑多な論法集から，網羅的で例外のないリ

ストを作成することに成功している．

                                                       
135 NVTP 215.20: jarannaiyAyikajayantaprabhRtInAM…
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第５章 敗北の場合の考察

５－１．敗北とは

第 5 課の目的が「論者に能力がない証拠の個別定義」，第 5 課第 1 章の目的が「詭弁の個

別定義」であった．ここでは第 5 課第 2 章の目的を「敗北の場合の個別定義」と位置づけ，

第 1 課で説かれる「敗北の場合の一般定義（＝誤解と無理解）」には触れていない．ただし，

敗北自体を以下のように定義する．

論議において自信が壊されていない一方の人が，もう一方の人の自信を壊すことが，ここ

で他者の勝利，すなわち敗北となる136．

「論議」とは議論，論諍，反論だけの反論（vAda, jalpa, vitaNDA）の 3 つを含むものであ

る．原語の「ニグラハ（nigraha）」には「抑圧」という意味があり，これを「パラージャヤ

（parAjaya「相手の勝利」）と換言することで敗北の意味を明らかにしている．論議における

敗北は物的なものでないと示している点は注目に値する．ヴァルダマーナは，「相手の勝利」

で王の法律で説かれる懲罰を排除し，「自信を壊すこと」をサイコロ博打などの敗北を排除

するためであると解説する．

論議においても敗北にならない状況は，ウダヤナが次のように解説している．少々の不

注意やミスは許されるという見方である．

これらの論議の外にあるもの，論議内においても忘失や不注意などの状態になったもの，

即座に撤回したために［指摘の］時機を逃したもの，発言権のない人に指摘されたものが

排除される．そのようなものは当座には真実の知がない証拠だけれども，対立者［＝立論

者または対論者］に関わらないため，ものを知らない者であることの証因に結びつかない

から137．

敗北の場合は『スートラ』で 22 種類が説かれるが，詭弁と同様，互いに重なり合ったり，

それ以外のものがあったりしてはならない．あるものが同時に複数の敗北の場合に含まれ

たり，相互に混同する可能性があるならば，22 種の分類は無意味になる．これに対してウ

ダヤナは「時機が混同しない」，すなわち過失を指摘するタイミングが異なるため重複はな

いと述べている．

ただし詭弁は，24 種類の詭弁が『スートラ』で複合語で説かれているが，敗北の場合は

『スートラ』で個別に説かれている．ウダヤナは『タートパリヤ・パリシュッディ』にお

いて詭弁が全て「対等（sama）」という語で終わるため，複合語にしないと煩瑣になってし

                                                       
136 NP 79.4f
137 NP 80.4ff
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まうと述べているが，『パリシシュタ』では「弟子に役立つように，言語表現に役立つそれ

ぞれの非類似性を示すため」という理由で複合語になっていないと説明している．

５－２．主張の破棄における異説の解消

一番初めに説かれる敗北の場合「主張の破棄」とは『スートラ』で「反例の属性を自分

の実例において承認すること」という．ヴァーツヤーヤナの説明はスートラに忠実で，所

証と反対の属性（例えば常住性）を実例（壺）に認めることで主張の破棄になるという．

実例は論証するもの（sAdhaka）であり，これに反対の属性を帰結することで主張（pakSa）

を破棄することになり，主張（第一支分）は主張を拠り所とするので，主張の破棄により

主張（第一支分）も破棄されることになると説く．以下のような例が示されている138．

立論者「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．壺のように」

反論者「感覚器官で捉えられることは常住である普遍にも見られる．どうして音声もそう

ではないのか」

立論者「もし感覚器官で捉えられる普遍が常住ならば，壺も常住でよい」

この説に対しウディヨータカラは「しかし我々はこれを認めない」とし，ヴァーツヤー

ヤナが説くように実例での過失や証因での過失が「主張の破棄」と呼ばれることはないと

する139．実例を破棄しているのに主張の破棄というのは比喩（＝二義的用法）であるが，

第一義である主張そのものの放棄がない限り，比喩も起こらない．この状況をまとめてウ

ダヤナは「バーシャの通りにヴァールティカは承認していない．二義的であることになっ

てしまうから，また第一義が理解されないから」と述べている．

ヴァーツヤーヤナへの批判からウディヨータカラは主張の直接の破棄が主張の破棄であ

るとし，これに沿って『スートラ』を読み替える．すなわち，実例（dRSTAnta）を「すでに

見られたものであり，かつ最後に確定されるもの（dRSTaz cAsAv ante vyavasthitaH）」と同格

複合語で語義解釈し，ついで自らの実例（svadRSTAnta）を同じように「自らのものであり，

かつすでに知られた最後に確定されるもの」として，これが「主張（pakSa）」のことである

とする．そして「反例（pratidRSTAnata）」も同じ操作で「反対主張（pratipakSa）」とする140．

これによって反対主張の属性を自分の主張において承認することが主張の破棄ということ

になる．例は以下のように変更される．

立論者「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．」

反論者（普遍を例として反証）

立論者「もし感覚器官で捉えられる普遍が常住であると見られるならば音声も常住でよい」

                                                       
138 NBh 1163.3ff
139 NV 1164.5ff
140 NV 1165.11ff
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ウディヨータカラがヴァーツヤーヤナ説を批判し自説を展開したことはダルマキールテ

ィも言及している．ダルマキールティはこの定義に対して詳細な定義を求め，原因として

理由の過失を指摘することと相手説の論証を述べること，結果として自説の主張を破棄す

ることと相手説を承認することが主張の破棄であると説く141．

ウダヤナはウディヨータカラの解釈も適用不十分であると述べる．ウダヤナによれば，

主張だけでなく，主題・理由・実例・反論の破棄も含まれていなければならない．そこで

代喩を用いて両方の解釈の解決を試みている．ヴァーツヤーヤナの説明は「反例」「実例」

を主張など実例以外の代喩と解することによって，ウディヨータカラの説明は「主張」を

主張以外の代喩と解することによって，それぞれ指摘されていた二義的であること，適用

不十分であることという過失を免れる．

代喩するものを定義項の語［＝「反例」「自分の実例」］とする説明を意図したのがバーシ

ャであり，代喩するものを被定義項の語［＝「主張の破棄］とする説明を意図したのがヴ

ァールティカである142．

そして主張を「達成されるもの（nirvAhya）の提示」の代喩と取ることにより，主張とい

う五支分の 1 つから五支分全体に拡張している．この手法は『タートパリヤパリシュッデ

ィ』にもあり，そこで「説明されるもの（vyutpAdya）の提示」の代喩と取る143．このよう

に，達成するための方法である論証の要件ひとつひとつについて，当初自ら承認し提示し

たものを破棄することが主張の破棄とされる．

『タートパリヤパリシュッディ』によれば定義が成り立つこと，言明の可能性があるこ

と，敗北でない場合に過大適用されないこと，他の敗北の場合に包含されないことの 4 つ

が敗北の場合が独立する条件である．ここではヴァーツヤーヤナとウディヨータカラの解

釈が正当化されたことによって，定義が成り立つことが説明されたことになる144．

ウダヤナはさらに定義項「反例の属性を自分の実例において承認すること」からもうひ

とつの定義を行う．すなわち，「言葉の上ではそれ以外であってもよい」というように，論

証の要件が明示的に破棄されていないが，内容的には前に述べたことを破棄したことにな

るものも主張の破棄に含む．

この定義においても，ウディヨータカラとヴァーツヤーヤナの説を再解釈できるという
145．ウディヨータカラはスートラの定義項「実例」を自身の主張（pakSa），「反例」を反対

主張（pratipakSa）と読み替え，「反例の属性を自分の実例において承認すること」を「反対

                                                       
141 VN 74.6ff
142 NP 81.2
143 NVTP 588.14ff
144 NVTP 589.3f
145 NVTP 588.12ff
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主張の属性を自分の主張において承認すること」と解釈していたが，これにさらに代喩を

読み込むと，「何であれ相手の提示にある属性を何であれ自分の提示である各要素において

承認すること」が定義項から得られる第二の定義となる．ヴァーツヤーヤナは『スートラ』

の定義項をそのまま「反例の属性を自分の実例において承認すること」と理解するが，こ

れが述べた理解一般を代喩すると解釈して，結局ウディヨータカラと同じ「何であれ相手

の理解にある属性を自分が述べた理解において承認すること」が得られる．

このように代喩の内容が異なるのは「主張の放棄」という被定義項をウディヨータカラ

が第一支分と解釈し，ヴァーツヤーヤナは命題一般と解釈したことによるものと考えられ

る．ここからウダヤナは，主張以外の破棄について詳細に例示していく．

１．所証の破棄（ウディヨータカラ146）

「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから」

「普遍は感覚器官で捉えられるが常住であると知られるので不確定因である」

「それならば音声も常住でよい」

２．証因の破棄147

「音声は無常である．認識対象だから」

「不確定因である」

「それならば所作性のゆえにそうであろう」

３．基体の破棄148

「言葉とマナスは無常である．結果だから」

「一部不成立因である」

「それならば言葉だけがそれゆえ無常である」

４．限定要素の破棄

(1) 所証の限定要素の破棄149

「世界は知性をもつ作者を前提とする」

「知性をもつという限定要素は無意味である」

「それならば作者を前提とするというだけでよい」

(2) 証因の限定要素の破棄150

「音声は無常である．努力の結果だから」

「努力のという限定要素は無意味である」

「結果だからというだけでよい」

                                                       
146 先述のように NV では以下のような例が挙げられ，所証の属性「無常性」が破棄されている．Cf.TR 217.4f
147 Cf.TR 217.6f
148 Cf.TR 217.7ff．TR はマナスが無常であるとする．この例では主題の一部だけ破棄されているが，全部が

破棄される可能性も考えうる．
149 Cf.TR 217.8ff．「知性をもつ」という限定要素が無意味なのは，単なる知性をもつだけでは作者たりえな

いからである．
150 Cf.TR 217.10f
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(3) 基体の限定要素の破棄151

「異論の元となる大地などは作者を前提とする」

「大地という限定要素は無意味である」

「異論の元となるものはというだけでよい」

５．実例における破棄

(1) 実例における基体の破棄152

「音声は無常である．直接知覚される属性だから．二原子体の色のように」

「実例は証因を欠く」

「二原子体［の色］が実例であってはならない．壺の色がそうであろう．そして

『実例は特定のものでなくてもよい』という決まりがあるから」

(2) 実例における所証の破棄（ヴァーツヤーヤナ）153

「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．壺のように」

「不確定因である」

「それならば壺も常住でよい」

(3) 実例における証因の破棄154

「音声は無常である．直接知覚される属性だから．二原子体の色のように」

「実例は証因を欠く」

「それならば直接知覚される属性ではなく結果性という理由の基体として同じも

の（二原子体の色）が喩例でよい」

６．限定要素の破棄

(1) 基体の限定要素の破棄155

「作られた物は無常であることが見られる．壺という実体のように」

「「実体」という語は無意味である」

「それならば壺というだけでよい」

(2) 所証の限定要素の破棄156

「結果は知性をもった作者を前提とする．壺のように」

「「知性をもった」という語は無意味である」

「それならば作者を前提とするというだけでよい」

                                                       
151 TR は「感覚器官で捉えられる音声は常住である．結果だから」と述べたとき，同じく反対されて「音

声だけでよい」という例を挙げている．Cf.TR 217.11f
152 ヴァイシェーシカ学派のカテゴリー論では，二原子体は直接知覚されない．直接知覚されるのは三原子

体以降で，したがって二原子体の色は直接される属性の実例にはならない．TR では主題と同じく，所証・

証因・基体の順番で説明している．Cf.TR 217.16ff
153 Cf.TR 217.13f
154 TR は最初の喩例を「二原子体の色」とする．論式中においてはその方が正確だが，属性を欠くものは

基体としての二原子体なので言葉遣いが混同しているものと考えられる．Cf.TR 217.15f
155 TR は「大きな」壺という無意味な基体の限定要素を想定している．Cf.TR 217.20f
156 Cf.TR 217.18f
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(3) 実例における証因の限定要素の破棄157

「努力の結果であるものは無常である．壺のように」

「「努力」という限定要素は無意味である」

「それならば結果であるものというだけでよい」

７．反論の破棄158

    「それは不成立因である」

「それは反論できないものへの反論である」

「もしこれが不成立因でないならば，被排撃因でもよい」

このように７項目 13 種類にわたる全てが主張の破棄であるとするが，はたしてこのよう

な破棄をする者がいるのだろうか．ダルマキールティは普遍の常住性を認める者が壺の常

住性を認めるようなことは，「迂闊な者であってもそのような言明はない」と述べ，ニヤー

ヤ学派を批判していた159．この批判に対してはすでにヴァーチャスパティミシュラが，普

遍の常住性を認めた時点で全てが常住であると誤って考え，迂闊にこのような過失を犯す

こともあると反論しており160，ウダヤナも『タートパリヤパリシュッディ』で言明の可能

性があると説いている161．『パリシシュタ』においても，論書にもこのような表現が見られ，

考えを見失うことによって，何をするべきか分からなくなると主張の破棄は起こるという．

ダルマキールティによれば，主張の破棄は相手説の属性を認めるからではなく，不確

定因という「正しくない論証」を提出するから起こる162．これに対しヴァーチャスパティ

ミシュラは，ウディヨータカラの「不確定因の過失を取り払うことによって自らの所証と

矛盾する理解になるから」を引用し，主張の破棄が不確定因に基づいて敗北の場合になる

ことを否定している163．ウダヤナはこの説を換言し，主張の破棄が不確定因に基づくので

はなく，破棄そのものによって敗北の場合になることを述べる．

反論．［破棄する］前の敗北が起これば［主張の破棄の］機会はなく，起こらなければ破棄

ができないからこれは敗北の場合ではない．

答え．そうではない．破棄によってこそ前のもの［＝敗北の場合］が取り払われるから．

というのも，破棄されたものに欠陥があるならば，これ［＝破棄後の論証］に何も欠損は

ないからである．［あるならば］過大適用になってしまうから．それゆえ［破棄する］前の

敗北を決定付けるために破棄こそが指摘されるべきである164．

                                                       
157 Cf.TR 217.19f
158 別の反論を取り上げても，取り上げなくても敗北の場合となる．
159 VN 74.12
160 NVTT 1165.16ff
161 NVTP 589.4f
162 VN 75.7f
163 NVTT 1166.7ff，NVTP 589.6
164 NP 83.15ff
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破棄した後に主張は正しくなるため，敗北がなくなってしまう．破棄を指摘することに

よって，過去の欠陥を遡って敗北が確定することになる．ここでウダヤナが説く敗北の場

合が独立する 4 条件のうち，他の敗北の場合に包含されないことが達成されたことになる．

破棄が前の敗北を明らかにするためだとしたら，破棄自体は敗北の場合ではないことに

なる．しかしここで，破棄すること自体が論者の無能を明らかにするものとして敗北の場

合になると説かれる．つまり論者は，前の過失に加えて，破棄によるもう 1 つの過失を指

摘されることになる．

ただし議論においては，正しくないものを破棄した場合は，敗北の場合に当たらないと

いう．論諍と論詰では変更それ自体が論者の無能の証拠となるから，正しいものが破棄さ

れても，正しくないものが破棄されても指摘すべきであり，議論において正しいものを破

棄した場合は，真実の知にいたる軌道修正をするために指摘しなければならない．この見

解は，議論においても曲解などが見られ，それが真実の知を阻害する限りでのみ指摘する

べきであるというヴァーチャスパティミシュラ説に基づいていると考えられる165．このよ

うに先行する注釈者の見解を取り入れつつ，網羅的な再構成を行うことで，ダルマキール

ティに批判された敗北の場合の実用性を取り戻しているといえよう．

しかし議論においては，たとえ起こったとしても無視されるべきである．それ［＝主張の

破棄］の指摘は真実の知の要件ではないから．しかし正しいものを対象とするものは必ず

指摘されなければならない．それ［＝正しい主張の破棄］を指摘することはそれ［＝真実

の知］の要件だから166．

５－３．別の主張における仏教徒への反論

「別の主張」とは『スートラ』で「主張した内容が否定されたときに属性を選択すること

によってその内容を提示すること」と定義される．属性の選択とは別の限定要素を付け加

えることで，『パリシシュタ』では次のような 4 つの例167が挙げられている．

１．不確定因を取り払うため，主題に限定要素を追加

立論者「音素は常住である．聞かれるものだから．音声性のように」

対論者「物音によって不確定である」

立論者「物音を伴った音素168のみが常住である」

                                                       
165 NVTT 341.15ff
166 NP 84.6f
167 NVTP では喩例と結論への付加も加えて 8 通りになる．追加された分は Pra に見られる．NVTP 591.11ff
168 音素（varNa）はカ音，ガ音などの言葉の要素．物音（dhvani）は物理的な音響で太鼓などの非言語も含

まれる．
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２．すでに成立しているものの論証を取り払うため，主題に限定要素を追加

立論者「音声は常住である．結果だから」

対論者「物音においてすでに成立しているものの論証である」

立論者「音素であるところの音声が常住である」

３．限定要素の無意味を取り払うため，別の所証を追加

立論者「これは火をもつ．よい香りの灰色の煙をもつから」

対論者「無意味な限定要素をもつ」

立論者「火がついたクシャラールの木をもつものは」

４．すでに成立しているものの論証を取り払うため，所証の限定要素を追加

立論者「異論の元となるものは知性をもつ者を前提とする」

対論者「すでに成立しているものの論証である」

立論者「質料因などの知悉を前提とする169 」

一方，ヴァーツヤーヤナは次のような例を挙げている170．

立論者「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．壺のように」

対論者「普遍も感覚器官で捉えられるが常住である」

立論者「普遍は全てに行き渡っているが，音声は全てに行き渡っていない」

この例では，後で提出された「全てに行き渡っていないこと」は実例「壺」と反例「普

遍」を区別するものであり，前の主張の理由「感覚器官で捉えられること」を限定してい

ない．主張は「音声は無常である」から「音声は全てに行き渡っていない」に変更される．

そのためこの修正によって不確定因の過失は取り除かれていないことになる．このような

批判をダルマキールティは『ヴァーダニヤーヤ』にて行っており，『パリシシュタ』でも取

り上げられる171．

反論．別の所証を付け加えるのは何のためか．なぜならこれ［＝別の所証］によって［前

に］帰結していた不確定因であることが消えることはないからである．

答え．そうではない．全てに行き渡っていないことを予め論証し，理由を限定して，それ

［＝不確定因であること］を取り払おうと望んで［上記のような別の主張が］起こること

が成り立つから172．

                                                       
169 「知性をもつ者を前提とする」とだけ述べた場合，我々などは知性をもち，善・非善の行いによって間

接的に世界を生み出しているということは知られているからすでに成立しているものの論証となる．そこ

で主宰神に限定するために新しい限定要素を加えるのである．
170 NBh 1167.3f
171 Cf. 佐々木［2014］
172 NP 86.7f
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ウダヤナによれば，明言がないだけで事実上「全てに行き渡っていないこと」は「感覚

器官で捉えられること」を限定していると解釈する．「音声は無常である．全てに行き渡っ

ておらず，かつ感覚器官で捉えられるから．壺のように」という論式を想定することによ

って，少なくとも反例となる普遍への適用は回避される．ヴァーツヤーヤナ説が批判され

たのは，修正後の主張を「全てに行き渡っていない壺のように，音声も全てに行き渡って

おらず，壺と全く同様に無常である」とだけ述べて前に述べた「感覚器官で捉えられるこ

と」を省略してしまったことにある．

ウディヨータカラはこの点について，主張は「音声は無常である」から「音声は全てに

行き渡っておらず無常である」に修正されるという．ヴァーチャスパティミシュラは「全

てに行き渡っていないこと」が理由を限定するとし，「感覚器官で捉えられるから」が「全

てに行き渡っておらず，かつ感覚器官で捉えられるから」に修正されるという．

ウダヤナの回答はヴァーチャスパティミシュラ説に則ったものであると考えられる．「全

てに行き渡っていないこと」はミーマーンサー学派によって認められないため予め論証し

ておく必要がある．しかし最終的には理由を限定するものとして用いられ，不確定因を除

去する効果があるので無用ではない．

「全てに行き渡らないこと」は最終的に理由「感覚器官で捉えられること」を限定され

るが，そのことは別の主張が別の理由と混同することを意味しない．「全てに行き渡らない

こと」はあくまで主張として提出されており，理由の限定要素として述べているのではな

いからである．

しかしなぜこのような別の主張を行うのであろうか．ダルマキールティは「主張を論証

するために別の主張を述べることはない」「予め主張内容を知っていながら，不足した主張

を先に提出していることはない」と反論する173．これに対しヴァーチャスパティミシュラ

は反論者の妨げや会衆の凝視によって，証因を思いつかないときに別の主張を行うという．

ウダヤナはさらに補足して，理由は先に述べているので会衆が騒然としたり不測の敗北の

場合が起こったりすることはないとする．この理由は「音声は無常である」という主張に

対して提出された理由「感覚器官で捉えられること」であり，「全てに行き渡っていないこ

と」の理由ではない．この理由はどこでも述べられていないことになっている．論理関係

はないものの形式的には理由があって満たされているということであろう．

反論．それならばそれ［＝全てに行き渡っていないこと］を証明するために理由も何か述

べるべきだろう．会衆が騒然として［発言が］妨げられてしまうからから．あるいは述べ

なければ不足になってしまう．

答え．そうではない．前に提示されている理由などは存在しているので，不足になる余地

はないから174．

                                                       
173 VN 76.11ff
174 NP 86.9f
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また，先に行われた主張こそが敗北の原因（「正しくない論証の要素を述べること

（asAdhanAGgavacana）」）であり，別の主張自体はもはや敗北の原因ではないというダルマキ

ールティの反論175に対しても，ウダヤナは修正後は過失のないものになっているわけだか

ら，そこに過去の過失を指摘することはすでにできず，変更したという事実を敗北の場合

として追及するべきであるという．別の主張が敗北の場合として指摘できないと，第二主

張で反論者が反論し，第三主張で立論者が修正した場合，第四主張で反論者はそれ以上言

うことができなくなってしまって沈黙したり，その沈黙を見て会衆が勝敗を付けられなく

なってしまうことになるからである．「別の主張」を指摘しなければ，敗北の場合を宣言す

ることはできないというのが，ウダヤナの見解である．修正したことを指摘すれば，自動

的に修正前の過失は含まれるので，不確定因を指摘する必要はなくなる．

反論．そうであっても必ず前の敗北［＝見せかけの理由］が存続する．取り払われていな

いから．また一度敗北した者が［更に］敗北の場合になることはありえない．過大適用に

なるから．

答え．そうではない．［別の主張を］指摘しなければ［主張・反論・修正の次の第四段階に

おいて反論者が］「これ［＝不確定因の過失］はこの者［＝立論者］によって取り除かれた

のか」と考えて，思いつかないために沈黙していたり，前の反論で攻撃がなかったために

ここで何を述べるべきかと考えて会衆の疑いが晴れなかったりしたとき，優劣を決定する

ことができなくなってしまうから176．

「主張の破棄」と同じく，「別の主張」でも網羅的に分類・例示することによってダルマ

キールティに批判された敗北の場合の実用性を取り戻そうとしているが，それだけでなく

ダルマキールティとヴァーチャスパティミシュラの議論を取り入れ，補足することでも，

ニヤーヤ学派の分類の正当性を示している．立論者の沈黙や，会衆の疑いが晴れないとい

った非論理的な事情については，次の「主張の矛盾」では他者の見解を否定する意図が捨

てがたい，誤った実例をひっきりなしに出す，不注意，会衆が騒然となることが挙げられ，

「主張の放棄」においても思いつかないために隠蔽すると説かれており，同じく敗北の場

合が必要となる根拠になっている．

５－４．主張の矛盾における矛盾の分類

「主張の矛盾」とは『スートラ』で主張と理由での矛盾であると定義されているが，詭

弁の解説と同じくウダヤナは論証内で対になる 2 つの対立項の矛盾を代喩すると説く．こ

                                                       
175 VN 77.2ff
176 NP 86.10f
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れには五支分論証の支分同士だけでなく，ひとつの支分の中の文や語の矛盾も含まれると

いう広い解釈である．「主張の破棄」「別の主張」では「主張」という語が別の支分を代喩

すると説明されてきたが，「主張の矛盾」では，矛盾の性質上必ず 2 つの要素が要請される．

そのときに「支分同士の矛盾」というように別の支分だけを代喩するのではなくて，「支分

内の矛盾」も代喩されなければならない．そこで「主張の矛盾」とだけ述べて「主張と理

由の矛盾」などとは述べていないのは，これらの矛盾を包括的に示すためであると説明さ

れる．主張の矛盾は「主張と X の矛盾」であると同時に「主張における矛盾」である177 ．

ウダヤナは代喩されるものが「たくさん種類がある」と述べ，主張内の 2 つの語，主張

と理由，主張と喩例，主張と結論，理由とその中の語，理由と実例，理由と適用，実例と

その中の語，主張と考察での矛盾，ならびに反論の文における同様の矛盾があるという．そ

してこれを原因によって 6 通りに分類する．

１．所証の基体を否定することに基づくもの―「自己はない178」

２．属性を否定することに基づくもの―「主宰神は作者ではない179」

３．基体を肯定することに基づくもの―「過去は［現在］ある180」

４．属性を肯定することに基づくもの「原子は部分をもつ」

５．それ自体に基づくもの「原因がはたらく前でも結果は存在する．結果だから181」

６．限定要素を通したもの「中間にも結果は非存在である．［生起］前と［消滅］後に存在

しないから」

なお，敗北の場合の 22 番目に数えられる「見せかけの理由」に矛盾因が入っており，ダ

ルマキールティは，これを理由に主張の矛盾は不要であると反論する．ヴァーチャスパテ

ィミシュラはこれに反対して，ある主張に矛盾因があっても，遍充関係を想起することな

                                                       
177 1 つの支分内における矛盾については，ウディヨータカラが主張における自己矛盾を挙げている．

NV 1170.3f:まさにこれによって主張の矛盾も述べられた．主張が自らの言明と矛盾する場合．例えば「尼

僧の妊婦」．（etenaiva pratijJAvirodhaH api uktaH| yatra pratijJA svavacanena virudhyate yathA zramaNA garbhiNI|）
178 「自己」はその語義解釈が「動くもの／呼吸するもの（at/an+manIN）＝遍く存在するもの」であると

される以上，「遍く存在するものがどこかに存在しない」という矛盾を犯していることになる．

この例は NV 699.1ff，VN 77.14ff に見られる．ウディヨータカラは言及する以上，その存在性を認めていな

ければならなず，否定とはそれ以外の場所や時間で存在していることを示すに過ぎないとする．そして自

己は特定の場所と時間に限定されたものではないから，「自己はない」といっても「それ以外の場所や時間

にある」ということにはならず，従って矛盾となる．ダルマキールティはこれに対し「自己はない」は言

葉の対象（自己）を否定するものではなくて，架空の言葉の対象に存在性を取り上げることを否定するも

のであると説いてこれは矛盾ではないという．Cf. Much［1991］p.62 注 284
179 「主宰神」は「支配する者，力をもつ者（Iz+varaC P 3.2.175）＝作者」である．主宰神には本質的に作

者性という属性が備わっているので「作者は作者ではない」という言明は矛盾になる．
180 過去は「あった」ものであり，今「ある」ものではない．

「原因がはたらく前でも結果は存在する．結果だから」はサーンキヤの因中有果説ではない．サーンキヤ

学派でも原因の後に結果が生起するという点は守られているからである．
181 「原因がはたらく前でも結果は存在する．結果だから」はサーンキヤの因中有果説ではない．サーンキ

ヤ学派でも原因の後に結果が生起するという点は守られているからである．
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しに主張の矛盾が理解されると説く．またほかの不確定因・不成立因・被排撃因があって

も主張の矛盾があればそれがまず先に理解され，そのために敗北すると説く．ウダヤナは

これを概ね踏襲し，次のように述べる182．

一般的に否定的遍充関係を示すことがないから，いかなる場合も見せかけの理由としての

矛盾因との混合はない．たとえ［主張の］矛盾に必ず見せかけの理由が入り込むとしても，

そうであってもそれ［＝矛盾因］は理解が劣っているから，それを無視して［主張の］矛

盾だけが指摘される．即座に理解があるならば無視できないから183．

ダルマキールティは「主張の矛盾」について，それぞれの場合を詳細に取り上げつつ矛

盾にならないことを説明している．この反論はヴァーチャスパティに取り上げられ，そも

そも矛盾とは何かという問題は後代のヴァルダマーナまで引き継がれているが，ウダヤナ

はこのことにほとんど触れていない．あくまで論証という文脈の中での矛盾を取り上げる

だけである．

５－５．主張の放棄における隠蔽の方法

「主張の放棄」は『スートラ』において自説が否定されたときに内容を捨て去ることで

あると定義され，ウダヤナは「捨て去ること」を隠蔽の意味であると解する．そして立論

者が反論への返答を思いつかないとき，立論者がとる３つの行動を泥棒の喩えで説明し，

それらの必要性を説いている．

１．主張の破棄……盗んだものを捨てて逃げる

２．別の主張……「自分のものだ」と言い張る

３．主張の放棄……盗んだものを隠す

この泥棒の喩えを用いて，ダルマキールティが説いた無意味なものへの過大適用の可能

性を排している．この中で説かれる「吹き出すこと」「肩をならすこと」は，7 番目の敗北

の場合「無意味」に対して非言語的に無意味となるものをダルマキールティが例示したも

ので，『タートパリヤティーカー』『ニヤーヤマンジャリー』『ニヤーヤブーシャナ』に引用

される184 ．論議の間に吹き出しても，主張を放棄したことにはならない．反論を払いのけ

ないからである．泥棒も，隠蔽によって非難を遮断していなければ隠蔽したことにはなら

ない．

                                                       
182 VN 86.6f，NVTT 1170.9ff
183 NP 89.4ff
184 VN 42.12，NVTT 1177.20，NM 2.693.15f，NBhUS 365.4ff．佐々木［2014］p.337では吹き出すこと（kapolavAdita）

を「頬を楽器にすること」，肩を鳴らすこと（kakSapiTTanaka）を「脇を鼓にすること」と訳す．
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また［敗北の場合でないものへの］過大適用はない．隠蔽を実行することで反論を払いの

けるから．吹き出すことや肩をならすことによってそれ［＝主張の放棄］は成立しないか

ら．まさに泥棒の［そうしても隠蔽したことにならない］ように185．

また，先の主張こそが問題視されるべきであり，「主張の放棄」を敗北の場合として挙げ

る必要はないという反論に対して，隠蔽を指摘せずに敗北は決定できないという．この応

酬もダルマキールティの反論とヴァーチャスパティミシュラの返答がもとになっているも

のと見られる．もともとの主張に見せかけの理由があるならばそれを指摘すれば事足りる

と一貫して主張しているダルマキールティに対し，ヴァーチャスパティミシュラは隠蔽し

た以上，見せかけの理由はないことになっているため，まず隠蔽を指摘することによって，

見せかけの理由であったことを遡って批判できるとする186．この見解は，「主張の破棄」な

ど 5 つの敗北の場合全体に共通する立場であることが，ここでも確認できる．

最後にウダヤナは，過去の注釈者の例を含め「主張の放棄」の具体例を次のように述べ

る．

そしてこれは 4 つの方法がある．「誰がそのようなことを言ったのか」，あるいは「私が述

べたこれは他の人の説だ」，あるいは自分が述べたのに「これは君が述べたことだ」，ある

いは「私が述べたこれは他の人が述べたこと［の再言及］にほかならない」というように187．

1 番目はヴァーツヤーヤナとウディヨータカラの例であり，ヴァルダマーナは 1 番目の変

形として「これは私が述べたことでは決してない」という例も挙げる．ヴァルダマーナは 2

番目についても「ここで私が述べた誤りは故意ではないから，反論できないものへの反論

である」と言い換える．残りはウダヤナの創作であると考えられる188 ．「主張の破棄」と

「主張の放棄」は一見すると同じ概念であるが，「主張の破棄」が同類例において主張と反

対の属性を認めるという論理的な操作が含まれていたのに対し，「主張の放棄」は先に自分

が述べたことを自分が述べなかったことにするという言い逃れであることが分かる．

                                                       
185 NP 91.4f
186 VN 38.14ff，NVTT 1173.15ff
187 NP 91.8f
188 NBh 1173.2，NV 1173.8．AN 88.23ff は 1 番目からそれぞれ，「説明の放棄（pratipAdanApalApa）に基づく

もの」，「方法の放棄（prakArApalApa）に基づくもの」，「自身の言明を他者の発言であるとすること（svavacane 
parakartRkatvasaJcAra ）に基づくもの」，「他者の発言を自身の発言であるとすること（ paroktau 
svakartRkatvasaJcAra）に基づくもの」と説明し，さらに 5 番目として「私が述べたことはまだ述べていない

ものにほかならない（anukta eva mayedam uktam）という例を挙げている．
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５－６．別の主張と別の理由の区別

「主張の破棄」や「主張の矛盾」においては網羅的であることを目指し，主張をそれ以

外の支分の代喩と解釈することで，拡大解釈を施してきたウダヤナであったが，その論理

では「別の主張」と「別の主張」を別立てする必要がなくなってしまう．この区別を，ウ

ダヤナはどのように説明しているのだろうか．

「主張の破棄」の中で，このような疑問が取り上げられている．

反論．「別の理由」がどうしてこれと別にされるのか．なぜなら「理由の破棄」と同じくそ

れ［＝「別の理由」］も代喩されるはずだからである．さもなければ［＝代喩されなければ］

「別の喩例」も定義しなければならなくなってしまう．すなわち，「音声は無常である．下

位の普遍をもちかつ我々などの外的器官で直接知覚されるから．我々などの外的器官で直

接知覚されるものは無常であることが知られる．壺のように」と述べられたとき，導くも

のの一部が不足していることによって反対されて，「下位の普遍をもつとき，これが」と述

べられる．このように「そしてこれは同様に我々などの外的器官で直接知覚される」とい

う適用に対して不足であると反対されて同じように限定要素を取り上げれば別の適用とな

る．まったく同じくいくつかの主張のうち一部を結論するときに同じように反対されて，

また全てを述べるならば別の結論となる．

答え．その通りである．しかし所証と証因という部分の区別を意図することによって，［別

の主張と別の理由の］区別がもたらされる．［論証］文の提示は両方を身体とするから．そ

のうち別の主張，別の導かれるもの，別の結論が「別の主張」の拡張である．別の理由，

別の導くもの，別の適用，別の反論が「別の理由」の拡張であるという189．

主張の破棄は理由の破棄を含む一方，別の主張は別の理由を含まない．ウダヤナは別の

主張と別の理由が区別される基準を所証と証因の区別であると述べているが，なぜ主張の

破棄にも同じ基準が適用されないのかは述べていない．マニカンタミシュラはこの点を「欠

陥にほかならない」と批判している190．

この事情についてヴァルダマーナの注釈やマニカンタミシュラの記述から，主張であれ

理由であれ前のものを無にしてしまう点で破棄や放棄は一緒である一方，修正して改めて

同じ線で主張や理由が提出される点で別の主張と別の理由は別になると推察される．

一方「別の理由」においてウダヤナは，「理由」が論証の各部分を代喩するとし，４種類

に分類している．

１．理由中の証因を後から限定するもの

                                                       
189 NP 87.6f
190 NR 225.11ff．ただし注釈では定義と喩例の違い，スートラ作者が別立てしたという事実に基づいて区別

されると説く．
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立論者「個物は単一の元素からなる．量があるから．皿のように」

反論者「複数の元素からなる布について不確定因となる」

立論者「単一の元素に内属し，かつ量があるから191」

２．喩例中の証因を後から限定するもの

立論者「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．壺のように」

対論者「普遍も感覚器官で捉えられるが常住である」

立論者「普遍は全てに行き渡っているが，音声は全てに行き渡っていない192」

３．適用中の証因を後から限定するもの

（２と同じ）

４．反論を後から限定するもの

反論者「同類例に存するから不確定因である」

反論者「異類例に存しかつ，同類例に存するから不確定因である」

反論者「異類例から排除されるから不成立因である」

反論者「同類例から排除されかつ，異類例から排除されるから不成立因である」

反論者「疑わしいから」

反論者「遍充されるものとして疑わしいから」

反論者「再認識によって排撃されるから」

反論者「事実と齟齬をきたさない再認識によって排撃されるから193」

いずれも証因を後から限定するものであり，別の主張とは所証が限定されるか証因が限定

されるかによって区別されるという見解は守られている．問題は理由の破棄や理由の放棄

が別立てされていない理由が述べられていないところにあるといえよう．

５－７．別の内容，無意味，意味が理解されないもの，無関係の再構築

ここまでの敗北の場合は主張内容に直接関わるものであったが，次の 4 つは主張とは直

接関係のない敗北の場合が扱われている．これらの敗北の場合は，ヴァーツヤーヤナの例

が議論の文脈からあまりにかけ離れており，また分類の仕方についてダルマキールティか

                                                       
191 NBh 1173.4ff
192 NBh 1167.3f
193 再認識によって前に見た髪と今見た髪を同定したものの，実はその髪が前に見た髪ではなく，切った後

に生えてきた新しい髪であることを知る．この場合，再認識による同定は無効となる．このように再認識

によって排撃される事柄があっても，その再認識は正しいことも誤っていることもあり，誤った再認識に

排撃されても排撃にならない．そこで正しい再認識に限定するために「齟齬をきたさない」という限定を

設ける．
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ら批判されることにもなった194．ウダヤナはこれらを整理し直して論争の文脈に位置づけ

る試みを行っている．

まず「別の内容」は『スートラ』において，「前に述べた内容と別の，内容が関係してい

ないもの」と定義されている．ヴァーツヤーヤナの挙げる例は次のようなものである．

「理由（hetu）」とは「助ける（hinoti）という語根に，tu という接辞を付した，クリト接辞

で終わる語である．また語は名詞か動詞か接辞か不変化辞である．名詞とは，表示対象に

ついて別の行為に結びつくことによって限定されつつあるあり方をもつ言葉である。動詞

とは行為要素の集合をもち，行為要素の数によって限定された行為の時間に結びつくこと

によって表示させられるものであり，語根の意味のみが時の表示によって限定される．不

変化辞とは原形において意味上表示されつつあるものである．接辞とは接しつつ行為を照

らすものである．」云々と195．

ウダヤナは「別の内容」を以下の 4 つに分類し，ヴァーツヤーヤナの例を 4 番目に位置

づけている．そうすることで主張内容とは直接関係ないとはいえ，あくまでの論証の延長

線上に位置づける．即座に適切な考えが思いつかないことで，このような別の内容を述べ

るという．

１．自身の見解によって別の内容を述べるもの

「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．あるいは結果だから．そして音声

は虚空の属性である．そしてまさに虚空は条件の力で聞かれるものである．またそれ

ゆえ音声は把握される．内属するから」

２．他者の見解によって別の内容を述べるもの

「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．あるいは結果だから．他者の見解

では音声は実体である．結合関係によって把握されるものである．そして音声は顕現

を属性とする」

３．両方の見解によって別の内容を述べるもの

「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．あるいは結果だから．音声の無常

性は推理で把握される．そして推理は正しい認識手段である．認識手段は自身の見解

において 4 種類，または他者の見解において 6 種類である．存在性だけで理解させる

ものもあれば，知られてこそ存在するものもある」

                                                       
194 佐々木［2014］pp.333-340
195 NBh 1176.3ff．ここで提示された各語の定義については，NVTT と NVTP において詳細に論じられてお

り，「別の内容」の一例に過ぎないことをまるで考慮していないように見える．Cf.NVTT 1176.8ff，NVTP 
591.7ff．
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４．両方以外の見解によって別の内容を述べるもの

「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．あるいは結果だから．これは理由

である．そして理由は『助ける（hinoti）』という語根に基づく」

「無意味」は『スートラ』で「字音を羅列した提示のようなもの」と定義され，ヴァー

ツヤーヤナはこれを「字音を羅列した提示をもつもの」と解釈し，「音声は無常である．カ

チャタタパはジャバガダダシャだから，ジャバニャガダダシャのように．」という文字の羅

列を例として挙げる．そこでダルマキールティはこの定義が論議の文脈外にあることなど

から，敗北の場合ではないとする．また，ニヤーヤ学派内においてもヴァーチャスパティ

ミシュラがヴァーツヤーヤナの例を不適当であるとしていた196．

ウダヤナは「無意味」も 4 種類に分類し，論証の文脈に位置付けなおしている．ヴァー

ツヤーヤナの例はこの 4 種類に含まれていない．特に 3 番目では，「共通の協約をもつ単語

だけで語るべきである」と説き，たとえ意味が理解できるとしてもサンスクリット語以外

での論証は認めていない．ヴァーチャスパティミシュラは，ドラヴィダ人が自分の言語で

その言語を知らないアーリア人に論証する場合は，無意味という敗北の場合になると述べ

ており197，それを承けている．

１．不注意によるもの

性・数の形や格の形を誤ったものなど

２．意味があるという誤解によるもの

クリト・タッディタ・動詞語尾を誤ったものなど

３．繰り返しによるもの

サンスクリット語で始めてアパブランシャ語を述べたものなど

４．選択した残りを述べることによるもの

論者の意図した意味通りに取らずに，言葉を対象をもたない無意味なものとして扱う

もの

「意味が理解されないもの」は『スートラ』で「会衆と対論者に 3 回言っても理解され

ないこと」と定義される．ヴァーツヤーヤナはこれを「二重の意味の言葉」「原義が理解さ

れないもの」「発音が早すぎる」などであるとしていたが，ダルマキールティは，意味を理

解しないのは話す者の過失ではなく聞く者の過失であると反論していた．

ウダヤナはヴァーツヤーヤナの線に沿って以下のように 3 種類に分類し，具体例を挙げ

ている．2 番目が「原義が理解されないもの」，3 番目が「二重の意味の言葉」に対応する．

                                                       
196 VN 41.8ff，NVTT 1177.19ff．ダルマキールティの反論に対する直接の回答は，ヴァーチャスパティにも

ウダヤナにも見られない．
197 NVTT 1177.15ff
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１．それぞれ自らの学派だけで慣用となっているもの

仏教徒の「五蘊」「十二処」「四聖諦」

ミーマーンサー学派の「スフィヤ匙」「カパーラ鉢」「プローダーシャ餅」

２．原義も慣用もないもの

「このカシャパの娘（＝プリティヴィー）を保つ原因（＝山）は三つ目の者（＝シヴ

ァ）の息子（＝カールティケーヤ）の乗り物（＝孔雀）と同じ名前（＝「アグニ」）を

もつもの（＝火）をもつ．その旗（＝煙）をもつから．ラスィニー（＝かまど）のよ

うに」

３．単語を理解する手段となる複合語や文脈などがないことによって疑いが起こっている

もの

「白いものが走っている198」

ダルマキールティの反論に対しては，次のように述べる．話す方の側が故意にこれらの

理解しにくい言葉を用いる場合に歯止めをかける意味がある．ウダヤナは「十分に慣用と

なった語によって語るべし」とまとめているが，「無意味」は文法的誤り・外国語・表示の

規則を剥奪したものという意味のないものの提示であるのに対し，「意味が理解されないも

の」は学派固有の術語・原義が理解されないもの・多義語という意味のあるものを提示し

ても特定の意味を理解されないことであるという違いがある．

なぜなら世間で慣用されており，原義を失っておらず，文脈などをもっていて，明確に適

度な速度で発音された単語の類が意味理解の条件となるのであって，それと反対の［理解

の］手段でないものを取り上げる論者は必ず敗北するべきである．さもなければ節度なく

対論者も原義を失ったものなどによって反論していても，敗北にならなくなってしまう．

またそうであるならばその論議は誤っているとも誤っていないとも言えなくなってしまう
199．

また，『スートラ』の「3 回」という文言についても，議論の文脈に沿った検討と新し

い見解の提示がなされている．「会衆に理解されるか否かの基準があるならば 1 回目ですで

に明らかになることだから，3 回述べることは不要なのではないか」という質問に対し，「不

注意や鈍い把握や錯誤した理解の疑いを取り除くため」と答える．これらは論者の過失で

はなく，このような聞き手の過失を取り除くために，3 回を要するという．『パリシュッデ

ィ』でウダヤナは不注意を除く 2 つを挙げている200ことから， 1 回目は不注意の疑いを取

り除き，2 回目は鈍い把握の疑いを取り除き，3 回目は錯誤した理解の疑いを取り除くとい

                                                       
198「犬がこれより早く移動する（zvA ito dhAvati）」とも「白い牛または馬が走る（zveto dhAvati）」とも取

ることができる．何が走るのか，この文からだけでは特定できない．
199 NP 98.7ff
200 NVTP 593.5
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う順番ごとの対応はないだろう．3 回のうちに，これら 3 つの疑いが解消されるべきである

というだけであると考えられる．ヴァーチャスパティミシュラは聞き手の過失を想定して

おらず，全て発言者の責に負わせているが，このようなウダヤナの踏み込んだ解釈によっ

てはじめて，3 回という発言回数が説明できる．ただし結果として会衆の資質を疑うことに

もなりかねない．

結局，3 回という数自体に直接の根拠は与えられていないが，それだけの試行を重ねれば，

立論者が言っていることを判断できる回数と考えられる．14 番目の敗北の場合「無知」に

おいて，3 回言っても返答しないことという『スートラ』の定義があるが，これは制限では

なく，対論者に返答の能力があり，理解していないことをまだ明らかにしていない可能性

がある限り，繰り返してもよいとされる．

3 回ではなく無制限になる可能性としては，聞き手が不注意であり続けることと，理解し

ているのに承認していないことが想定されるが，前者は聞き手が発言者の意見を知りたい

と思っていること，全員が確信しないことはないこと，後者は承認したくないという欲望

がないことによって否定されている．そのような欲望のない者が，知りたいと思って注意

深く聞いており，かつそれが複数人いることによって，立論者の発言は 3 回で十分判断で

きるということになろう．

なお，ヴァーチャスパティミシュラは「だいたいのところ 3 回」，バーサルヴァジュニャ

は「3 回というのは会衆の承認を代喩するため」と述べており，3 回を限定と見なしていな

い．ヴァラダラージャはさらに，4 回述べても過失はないとするトリローチャナを引用し，

バーサルヴァジュニャとトリローチャナの意図は同じであるとする．ヴァルダマーナは 3

回目までに至る状況をつぶさに説明し，2 回目は会衆が注意深く聞くため，3 回目は内容自

体に問題がないか確かめるためにあるという限定を行っている201．回数について定まった

見解は見いだせない．

「無関係」は『スートラ』で「前後関係が結びつかないことに基づいて意味の関係がな

いもの」と定義され，ヴァーツヤーヤナは議論の文脈にそぐわない例を挙げている．これ

に対しウダヤナは 3 種類に分類し，ヴァーツヤーヤナの例を含めつつも，別な 2 つを付け

加えている．そしてヴァーツヤーヤナの例については，「不慣れな者が実際に連関している

ものを緊張して上記のように述べることはありえる」と擁護している．

１．前後の非連関

「10 個のザクロが 6 つの菓子である．皿は羊の皮である．ゴマの塊．もしそれが鹿の

一部ならば娘にそれを飲ませなければならない．彼女の父は年をとっていない」

「大徳に認められたヴェーダは最近の人が著したものではない．そして輪廻は始まり

がない．そして大地などは作者をもたない．そして世界の多様性は原因のないもので

はない」

                                                       
201 NVTT 1178.14f，NBhUS 371.17ff，TR 233.6ff，AN 101.19ff
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２．行為要素と動詞が離れている

「行く，牛乳を，馬によって，飲んでから，街に，チャイトラは」

３．全ての連関の方法を否定する

「自分の言明は反論と全く連関がない」

以上のように，これらの敗北の場合についてウダヤナはそれぞれ 3～4 種類に分類し，ヴ

ァーツヤーヤナの例を適宜加減することで，議論の文脈に位置付けし直した．ここには，

ダルマキールティが敗北の場合を「正しい論証の要素でないものを述べること」であると

いう観点から，ニヤーヤ学派の分類に批判を加えていたことが背景にある．議論の文脈に

沿った再構築をすることで，個々の敗北の場合には存在意義があり，ニヤーヤ学派の分類

には正当性があることを示したと考えられる．

５－８．時宜を得ないもの，不足，余分における支分以外への拡張

ニヤーヤ学派は従来，五支分論法（主張・理由・喩例・適用・結論）による論証を掲げ，

三支分ないし二支分論法（主張・理由・喩例または主張・理由）を主張する仏教徒と対立

してきた．『スートラ』では敗北の場合「時宜を得ないもの」は支分の逆転，「不足」は支

分の不足，「余分」は支分（理由と喩例）の過剰と定義されてきたが，ウダヤナは「『スー

トラ』第一課で議論し尽くされている」として支分に限定せず，論証全般に一般化してい

る．

「時宜を得ないもの」は以下の 4 種類に分類される．ヴァーチャスパティミシュラまで

は支分の逆転のみが取り扱われており，このように拡張するのはウダヤナによる創意であ

ろう202 ．

１．段階の逆転

対論者の主張と立論者の反論が，立論者の主張と対論者の反論より前に行われる

（本来は立論者の主張と対論者の反論が先）

２．段階の部分の逆転

立論者が自分の理由に誤謬がないことを示してから立論を述べる

（本来は理由の提示の後に，誤謬がないことを示す）

３．支分の逆転

（ウダヤナ「周知である」として内容に触れず）

４．支分の部分の逆転

「作者をもつ．異論の元になるものは203 」

                                                       
202 ヴァラダラージャはさらに論議の開始（kathArambha）の手続きを無視して立論を始めてしまった場合の

逆転を数えて 5 つとする．TR 236.6f
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先行する注釈者たちは，仏教徒の反論に答えて順序の正当性を説明している．ウディヨ

ータカラには「逆転しても理解される」「支分の決まりは承認されない」「逆転した用法が

見られる」という 3 つの理由から，これが敗北の場合でないという反論があった．これに

対してウディヨータカラは逆転しても意味が理解されるのは規範配列を手がかりにしてい

るからであること，支分の決まりとはこの規範配列であること，論書などとは異なり，論

議ではこの規範配列に沿って説明しなければ理解されないことを説いている204．すなわち，

ウディヨータカラの時代から，支分の逆転は形式上ではなく観念上でのものになっていた

といえる．ウダヤナが段階の逆転を持ち出したことで，形式上でも問題になる場合が示さ

れたのである．最後に「期待の順番によって述べるべし」とまとめているのも，論証全般

への一般化が見て取れる．

「不足」においては，五支分論者と二支分論者の議論が成り立たないことが説かれる．

両論者が支分の数だけに拘泥している限り，いかなるテーマの議論も進展しない．主張な

どの各支分が要件か要件でないかというようなメタレベルでの議論もまた，それを主張す

るための支分の数が問題となってしまい，それ自体の議論に入ることができない．そこで

ウダヤナは柔軟な態度を示す．

自分の定説で確定された提示の支分を破棄することなどに関して不足などが起こる205．

すなわち二支分論者は二支分から，五支分論者は五支分から過不足する場合だけが不足

や過剰になるというわけである．これによって支分が異なる論者同士の論議が可能となる．

支分の数はいくつが適当かという議論は重要なトピックであるが，ここではひとまず棚に

上げられている．ヴァーチャスパティミシュラまでは五支分にこだわり，特に仏教徒の「主

張はなくてもよい」という見解に焦点をあわせて「不足」を説明しているが，ウダヤナに

来て大きな転換を遂げたことになる206．

なお，これは「定説逸脱」という別の敗北の場合ではないかという疑問に対し，定説逸

脱は定説と異なる言明であるのに対し，ウダヤナは「私は五支分論者ではない」というよ

うに定説と異なる内容の言明をしているのではなく，学派で認められた定説と異なる支分

の数で提示したという形式が問題となっているのだから定説逸脱ではないと答えている．

仮に「不足」が論証を理解させないという定説を裏切って論証を理解させると承認するな

                                                                                                                                                                  
203 隔離による無関係とは異なり，主客の順序が入れ替わっているだけで間に挿入されているものがない．

連関はあるが，様式に則っていないということだろう．実際このような逆転はいたるところに散見される．
204 NV 1181.5ff．この規範配列についてウディヨータカラが，アパブランシャ語"govI''による語意理解はサ

ンスクリット語``go''を規範とするという例を引いたために，ダルマキールティとヴァーチャスパティミシ

ュラ，さらにウダヤナまでこの例をめぐって語意習得理論についての論争まで発展した．Cf.Much［1991］
p.82，注 359．
205 NP 103.7f
206 NV 1185.6ff，NVTT 1185.13ff
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らば定説逸脱の余地があるが，論者にはそのような承認はない．形式上の逸脱からも，定

説逸脱の意図を暗示的に読み取ることは確かにできるが，それ以前に「不足」は明示的な

ものであり，したがって「不足」の敗北の場合が先に適用される．また，会衆が騒然とな

ったことによって意図せず中断してしまった場合は，意図としても定説逸脱があったとは

言えず，明示的なものとして不足が指摘されることになる．

「余分」については，『スートラ』に従い，理由の余分（「これは火を有する．煙を有す

るから．光を有するから」）と喩例の余分（「焼き釜のように．かまどのように」）しかない

ことを説く．その上で，「余分」は無理解も誤解も生まないので敗北の場合ではないという

反論が挙げられ，議論は「知りたいという欲求」に従って起こり，それを逸脱するものが

「余分」であるという見解が述べられる．

反論．しかし会衆が他の理由や他の喩例にも知りたいという欲求があったら何と言うのか．

答え．思いつく限り話すべきである．全部必ず［述べなければならない］と承認すること

によって［話すべき］ではない．全知者でない者はそれ［＝全部必ず述べること］が不可

能だから．あるいは学習中の者は教義書にある限り話すべきである．それを述べなければ

「不足」が起こる．深い知識をもつ者は会衆が知りたいと欲求する限り話すべきである．

なぜならたくさんの回数話せば，それ［＝知りたいという欲求］は止むだろうからである．

止まなければそれ［＝知りたいという欲求］こそが［論議の終了にとって］障害となるだ

ろうが，しかし［実際］そのようなことはありえない207．

理由や喩例の数は聞き手の期待に基づくものであり，常に 1 つしか述べてはいけないと

は限らないというこの見解は，ヴァーチャスパティミシュラの言明に基づいたものである

と考えられる．ヴァーチャスパティミシュラは対論者や会衆に知りたい欲求がある限り，

いくらでも述べるべきだと言う208．しかしウダヤナはたくさんの理由を挙げるのは論者の

全員にできることではないとして，「思いつく限り」「教義書にある限り」という別の選択

肢も用意している．ここでも，支分の数にこだわらない姿勢を見て取ることができる．

一方，「余分」が起こるのは話し手の「この意味が明解で確固であるべきだ」という迷妄

からであるという．聞き手にとって「この意味が明解で確固である」ということは話し手

から確認できない．そこで多く話してしまうことが「余分」になるわけである．

余分な理由や喩例を述べることは，論証を確固たるものにする効果があるという理由か

ら，敗北の場合であることを否定する見解は，ウディヨータカラが引用し批判している209．

ウディヨータカラは「確固であること」の意味を問うだけで自ら選択肢を示していないが，

ヴァーチャスパティミシュラはこれを注釈して，確固であることを「決定」「明解であるこ

                                                       
207 NP 106.6ff
208 NVTT 1186.12ff
209 NV 1188.4，NVTP 1186.17ff
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と」「一般と特殊とそれをもつものの把握」の 3 つに解釈しながら，それぞれ否定している．

ウダヤナはこれを承け，1 つ目の理由・喩例によって用は済んでいること，完璧な決定はど

んな推理をしても理解できないこと，対論者には温情がないことから，「この意味が明解で

確固である」というのは迷妄であると説く．

このように「不足」と「余分」について，支分の不足と余分であるという伝統説に則り

ながらも，支分の数にこだわらないという姿勢を示すことで，支分に限らない論証一般の

適切な分量を論じている．支分の順序以外に拡大した「時宜を得ないもの」と併せて，「期

待の順番によって述べるべし」「完全なものを述べるべし」「行われるべきことが済んでい

ないものだけを述べるべし210」より実用的な教訓を導き出している．さらに次の「繰り返

し」も，「これと同じ理屈で，理解が済んだ対象を動機なく再び説明する」として関連性を

もたせている．

５－９．繰り返しと再言及における論者基準

ニヤーヤ学派の五支分論証においては，2 番目の理由と 4 番目の適用，1 番目の主張と 5

番目の結論は同じことを述べるものであり，後から述べるほうを「再言及」と呼んで「繰

り返し」とは区別してきた．論証や議論において必要なものが「再言及」，不必要なものが

「繰り返し」であり，後者は敗北の場合となる．

敗北の場合のスートラは 1 種類につき 1 つずつ提示されるが，「繰り返し」に限って 2 つ

のスートラがある211．

繰り返しとは言葉や意味の繰り返しである．但し再言及を除く．

意味上帰結するものについて，自身の言葉によって再び述べること［も繰り返しである］．

ウダヤナはこの 2 つのスートラを定義ではなく分類のスートラとし，合計 3 つの分類を

引き出している．この分類はすでにヴァーツヤーヤナから見てとることができるが，明言

したのはヴァーチャスパティミシュラからである212．

１．同じ言葉に基づく繰り返し

「無常である．無常である」

２．同義語に基づく繰り返し

「無常である．滅するものである」

                                                       
210 NP では述べられておらず，TR 241.4f が補っている．
211 NP では述べられておらず，TR 241.4f が補っている．
212 NVTT 1187.14ff
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３．意味上帰結されたものに基づく繰り返し

「火と，熱いものと山は結びついている」（語の繰り返し）

「外にデーヴァダッタがいる．洞窟にいない」

次の敗北の場合「無言」は『スートラ』において「会衆に理解されているのに 3 回言っ

ても返答しないこと」と定義されるが，この「返答」とは反論の前に行われる立論の再言

及を指す．すなわち 3 回立論を述べても，その立論を繰り返すことができない場合にこの

敗北の場合が適用される．伝統的に返答と反論は別物として扱われている213．従来「無言」

は字義通り，何も語らないこととされてきたが，ウダヤナは「返答しないこと」を非定立

的否定と定立的否定の両方で解釈し，5 つに分類する．そこには正しくない返答をすること

も含まれ，これによって新たに 4 つの「無言」が追加されることになる．

１．代名詞での再言及

「それ」などで再言及する

２．一部の再言及

立論の一部だけを再言及する

３．誤った再言及

立論と異なる内容で再言及する

４．単なる反論だけの言明

立論を再言及せず，「不確定だから」というだけ述べる．

５．完全な無言

ウディヨータカラは再言及のない反論は拠り所を欠くとして批判している．ウダヤナが

正しい再言及が行われない 4 つの場合について敗北の場合であると説明する根拠も，拠り

所を欠くこと，それゆえ誤解があることに集約される214．再言及をどこまですればよいか

について，ウディヨータカラは「反論の拠り所となるもの提示してさえいればどのような

ものでもよい」と言い，ヴァーチャスパティミシュラは「批判点がたくさんあっても 1 つ

さえ指摘すればいいのだから，その批判点に関わる部分だけを再言及すればよく，全部を

再言及する必要はない」と言う215．これに対してウダヤナは全部再言及すべきであると言

い，ウディヨータカラに準拠しつつヴァーチャスパティミシュラとは異なる見解になって

いる．代名詞を入れることすら，それが何を指すかは適合性，位置関係，論者の意図のい

ずれによっても決定できず，正しい返答をしていないという．反論では，まず立論者の言

ったことを忠実に再言及しなければならないのである．

                                                       
213 NBh 1189.4f
214 NV 1189.10ff
215 NV 1190.1f，NVTT 1190.10f
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理解が済んでいるものは言い換えであっても「繰り返し」であるとするのは，「余分」と

同様，聞く者の「知りたいという欲求」を重視しているからであり，再言及に完全性を求

めるのは，論者の誤解がないようにするためである．繰り返しと再言及の違いは論証の形

式的なものではなく，聞く側の欲求や必要性に基いて分けられているといえよう．

５－10．他説追認と詭弁の区別

「他説追認」は『スートラ』において「自説に過失を承認した上で相手説に過失を付随

させること」と定義される．文字通りに解釈するならば，ヴァーツヤーヤナが例示したよ

うに，立論において自説に対し過失が指摘された後，再反論（第三主張）において立論者

が「あなたの説にも同じ過失がある」という場合に限られる216．しかしウダヤナは反対説

がない場合（論詰），主張ではなく理由などに過失がある場合，対論者が第四主張において

起こす場合を包括するため，反論にも拡大適用する．

反論に拡大した場合，誤った反論という点で詭弁と区別が付きづらくなる．ウダヤナは

24 種類の詭弁のいずれにも該当しないこと，再反論で詭弁の指摘がありえないこと，自己

撞着していないことから詭弁ではないとし，反論において他説追認が起こる場合を例示す

る．

この例をウディヨータカラの記述を考慮に入れながら整理すると次のような次第になる
217．「泥棒」という例が用いられているのは，過失を比喩するものであると考えられるが，

例の中では泥棒であること自体が過失なのではなく，人間であることの泥棒であることへ

の不確定因が過失になっている．

１．立論：あなたは泥棒である．人間だから．

２．反論：人間だから泥棒であるならば，あなたも泥棒である．

３a．再反論（1）：人間だからといって泥棒であるとは限らない．これゆえどうして私が泥

棒なのか．

３b．再反論（2）：私が泥棒であってもよいが，だからといってあなたが泥棒であることに

変わりはない．

４．敗北の場合の指摘：私も泥棒であってよいが，だから何なのか．なぜならある薪が火

と結合して燃えたからといって，他の薪が燃えなかったり，ある薪が燃えるとき前の薪が

燃えたことがなくなることはないからである．

ここで反論が他説追認を犯したことになる．再反論（３a）では人間であることが泥棒の

理由にならないと否定することによって，両論者とも泥棒でないことになり，「対論者は泥

                                                       
216 NBh 1193.2ff．本論４-15「六主張論議と審判・会衆の役割」参照．
217 NV 1193.4ff
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棒である」という立論も崩れることになるが，再反論（３b）では立論自体は崩れない．主

題は立論者が泥棒か否かではなくて，対論者が泥棒か否かということだけにあるからであ

る．したがって「他説追認」に対しては理由を反論するのではなく，ただ「他説追認」で

あることを指摘すればよい．この点で，理由を反論しなければならない詭弁とは区別され

ることになる．対論者が泥棒だからと言って立論者が泥棒でなかったり，泥棒でなくなっ

たりすることはない．立論はあくまで対論者が泥棒か否かということにあったのだから，

立論者が泥棒であっても立論が崩れることはない．それゆえ４が「他説追認」の正しい指

摘の仕方となる．

このような「他説追認」の指摘は，誤った帰結を導く帰謬論法ではない．２の「人間だ

から泥棒であるならば，あなたも泥棒である」という言明が，「人間だから泥棒であると仮

定すれば，あなたも泥棒であることになってしまう．しかしあなた（対論者）は泥棒では

ない．したがって人間だから泥棒であるというのは正しくない」とすれば，対論者が泥棒

であることを認めておらず，「他説追認」にはならない．だがこれは対論者が泥棒でないこ

とを認めない場合に限り有効になるのであって，ここでは対論者がそれを望ましいものと

して認めているので，仮定が真実のものとなり「他説追認」となる．ウディヨータカラは

誤った帰結であること自体は認め，正しく反論すべきときに誤った帰結を述べることが敗

北の場合になると説く．ヴァーチャスパティミシュラもこの説に概ね従いながらも，相手

が帰結を承認してしまえば有効でないとして誤った帰結であることにも疑問を呈しており，

ウダヤナはこれを引き継いで，帰謬論法であること自体を否定している218．

一方，付加・無常・無区別による対等も帰結に反対することなく，遍充関係を根拠に自

説を弁護し，誤った帰結を否定してはいないため，「他説追認」と混同するのではないかと

いう質問が提出される．これに対して帰結を否定するか否かではなく，承認できるか否か

が以上の 3 つの詭弁と「他説追認」の違いであるという．定説逸脱の恐れから帰結を承認

できない場合は，「他説追認」ではなくて詭弁の指摘をするか，正しい反論として返答でき

ないかのいずれかとなる．「他説追認」と詭弁との違いは次のようにまとめられる．

それゆえ能力がない点では異ならなくとも，［詭弁では］「他説追認」の指摘をしても帰結

は承認されない．あるいはそれを承認すれば定説逸脱になる．その場合詭弁であることだ

けが指摘される場合である．そして詭弁の指摘が自身も満たし［＝撞着がなく］，帰結した

ことを承認しても過失がない場合が「他説追認」である219．

これに基いて最後に，正しい反論（帰謬論法），詭弁（付加・無区別による対等），他説

追認の 3 通りの反論の方法が示される．他説追認によって望ましい帰結がなされた場合，

その理由が正しければ詭弁の指摘はできず，また正しくないときに詭弁の指摘をすれば立

                                                       
218 NVTT 1194.13
219 NP 117.5ff
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論も否定したことになるから，いずれの場合でも詭弁の指摘ができない．そこに「他説追

認」を指摘する余地がある．

１．正しい反論（帰謬論法）

「音声は無常である．感覚器官で捉えられるものから．壺のように」

「それならばまさにそれゆえ普遍も無常になってしまう」

２．詭弁（付加・無区別による対等）

「音声は無常である．結果だから／感覚器官で捉えられるものから．壺のように」

「それならば壺との類似性から全くそれと同じように有質でもあろう」

「存在性から三界にあるもの全てが無常であろう」

３．他説追認

「音声は無常である．結果だから／感覚器官で捉えられるものから．壺のように」

「それならば壺もまさにそれゆえ無常であろう」

このように「他説追認」を反論にも適用したことで，詭弁との区別を論じなければなら

なくなった一方，敗北の場合が議論のルールにとどまらず，避けるべき論法を示すものと

なり，より実用的に解釈し直されることになっている．

５－11．反論できないものへの反論における指摘の機会

「反論できないものへの反論」とは，『スートラ』で「敗北のない場合に敗北の場合を誤

用すること」と定義される．ウダヤナは曲解，詭弁，見せかけのもの，機会でないときの

把握という 4 種類に分類し，まず見せかけのものについて 22 種類の敗北の場合の誤った指

摘，すなわち敗北の場合に該当しない場合を説く．

１．主張の破棄

いくつかの選択肢が思い浮かぶとき，選択によって望ましくない選択肢を破棄した場

合

２．別の主張

文脈などから帰結された差異を明らかにした場合

３．主張の矛盾

否定辞を一方で適用し，もう一方で適用しない場合

４．主張の放棄

想定したものを承認しない場合

５．別の理由

対論者が自ら取り上げていなかった限定要素を立論者が再び宣言する場合
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６．別の内容

実際には当該のものに関連するのに，帰結としてそのように決定しない場合

７．無意味

自身が文法学者なので有意なものの提示に有意でないと誤用する場合

８．意味が理解されないもの

自身や会衆の一部が理解していない場合220．

９．無関係

前後関係があるのに，自ら連関させない場合

１０． 時宜を得ないもの

理解していないために順序が逆になる場合

１１． 不足

他のものに注意を向けて聴いていない場合

１２． 余分

近くにいる者などが述べた理由などの場合

１３． 繰り返し

発言が反響した場合

１４． 無言

その者に周知でない単語によって言及する場合

１５． 無知

会衆が理解していないのに，自分が自信をもっている場合221．

１６． 思いつかず

返答を述べているのに発汗などがある場合

１７． 逃避

必然的な生き物の性質（便意）などの場合

１８． 他説追認

既に成立しているものの論証の場合222

１９． 反論すべきものの看過

過失がないと指摘する場合223

２０． 反論できないものへの反論

曲解や詭弁でないのに曲解や詭弁であると指摘する場合224

                                                       
220 3 回言った後に会衆が概ね理解すれば，対論者が理解していなくても「意味が理解されないもの」には

ならない．反対に対論者が「無知」になるだろう．
221 上記とは反対に 3 回言った後に会衆が誰も理解していなければ，対論者が理解していても「無知」には

ならない．
222 既に成立しているものでも，論証したければ行っても「他説追認」にならない．
223 立論者が正しい立論を行ったとき，過失がないので対論者が反論しなかった場合には「反論すべきもの

の看過」にならない．反論すべきものではなかったからである．
224 曲解や詭弁が「反論できないものへの反論」の一種であり，それらが該当しない場合には「反論できな
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２１． 定説逸脱

学習中の論書を逸脱した場合225

２２． 見せかけの理由

言葉だけ指摘した場合226

スートラをその通りに読めば，以上のように敗北の場合でないときに敗北の場合の指摘

をすることに限られるが，ある敗北の場合を犯しているときにそれと別の敗北の場合を指

摘することや，ある詭弁を犯しているときにそれと別の詭弁を指摘することも含まれる．

『パリシシュタ』では「主張の破棄」などに対して「別の主張」を指摘する場合や，「類似

性による対等」なのに「論題による対等」を指摘する場合が挙げられている．これらもま

た，「敗北の場合の誤用」にほかならない．

一方，機会でないときの把握とは，指摘のタイミングが間違っているものを指す．ウダ

ヤナは敗北の場合が判明する時間に応じて次の 3 種類に分類し，それぞれ敗北の場合を指

摘しそこねた場合を挙げる．指摘は，判明後速やかに行わなければならない．

１．発言後に把握される敗北の場合を発言前や発言中に指摘する

「あなたがこれから破棄するならば主張の破棄である」

「あなたがこれから限定するならば別の理由である」

「まずこのあなたの理由はこの過失によって欠陥にほかならない．あるいは欠陥がな

くてもよいが，そうであっても前のものがまずあなたによって破棄されていたので，

主張の破棄になる」

「まずこれは限定されて欠陥がなくなったが，前は限定されていないものこそがあな

たによって取り上げられていたから，別の理由になる」

２．発言中に把握される敗北の場合を発言後に指摘する

粗悪な言葉などの発言があった場合

３．発言しないことで把握される敗北の場合を，発言後に指摘する

「無知」などの状態だった相手が一転，理解したことを明らかにした場合

ヴァーツヤーヤナとウディヨータカラは「敗北の場合がないのに，あなたは敗北してい

る」と述べることを「反論できないものへの反論」としており227，ヴァーチャスパティミ

シュラも具体例を上げていない．これに対しウダヤナは敗北の場合がないのに敗北してい

                                                                                                                                                                  
いものへの反論」にならない．正しい反論を行っているのに，それは「反論できないものへの反論」であ

ると述べることである．
225 論書と矛盾しない限り，発展させた内容を説いても定説逸脱にならない．
226 原則として，見せかけの理由であることを示すためには遍充関係も含めて説明しなければならない．た

だ「それは見せかけの理由だ」というだけでは敗北の場合を指摘したことにならない．
227 NBh 1196.3，NV 1196.8f
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ると指摘する場合を全ての敗北の場合について例示するだけでなく，別の敗北の場合の指

摘と，発言の機会を誤ったものにまで拡張している．一方，ヴァーチャスパティミシュラ

がダルマキールティからの批判に対して回答しているような228，ほかの敗北の場合との混

同の回避はここではもう述べられていない．『パリシシュタ』に見られる具体性は，もはや

ダルマキールティの批判に答えるためのものではなく，議論の場における実用性をもたせ

るという段階を示すものではないだろうか．

５－12．定説逸脱における「定説」

「定説逸脱」とは『スートラ』で「定説を無視して無制限に議論を付会すること」と定

義される．自身の言明の中での矛盾ではなく，自分が帰属する学派の根本聖典との撞着を

指す．ウディヨータカラは「主張を明示せずに承認内容を捨てる」と説き，これがヴァー

チャスパティミシュラによって矛盾因や主張の矛盾との違いとされ229，ウダヤナはさらに

発言者の違いに帰している．すなわち，矛盾因や主張の矛盾では発言したひとつの主張の

中に明示的に矛盾があるのに対し，定説逸脱は発言された主張と発言されていない定説と

の間の矛盾であるため，明示的ではない．なお，先行する注釈者はサーンキヤ学徒の定説

逸脱を例にとって説明するが，ウダヤナはこれに触れていない．

また，この定説は，両論者が共通して認める定説ではなく，自身の拠って立つ学派の聖

伝を指す．両論者が共通の学派に属し，同じ定説を認めていれば異論の余地はない．自身

の拠って立つ学派が両論者共通なのに異論があるというのは，同じ聖伝を共通して認めて

いないということになってしまう．

これに対し，「論書に依拠した議論はない」という観点から，定説逸脱は敗北の場合では

ないという主張が提示される230．ウダヤナは論書に依拠せずに論議を始めることはないと

し，例えば仏教徒の刹那滅論証に対して，ニヤーヤ学徒が既に成立しているものの論証を

指摘した場合，その者はニヤーヤ学派が認めていない刹那滅論証を認めていることになる

から，定説逸脱の指摘が必要であるという．

このように定説は全体的・包括的なもので，その一部だけに矛盾するということはなく，

一部に矛盾するということは定説全体に矛盾するということである．定説の絶対性を，ウ

ダヤナは次のように述べる．

また，ひとつの人間の目的に関与する手段と目的の関係が決定されたものの類を説明する

こと以外に論書というものはない．それゆえ刹那滅を認めるならば，それに関与する［語

意の］排除など全部を認めることになり，あるいはその一部を否定するならば全部のそれ

                                                       
228 NVTT 1196.18ff
229 NV 1198.6．NVTT 1199.7f．NVTP 599.7f
230 ヴァルダマーナはこの見解を仏教徒のものとし，PV 4.54 を引用する（AN 124.22ff）．
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に関与するものを否定することになることは，最高神でも別様にすることはできない231．

しかし定説に完全に依拠して議論を行うならば，その議論は論書に書いてあることを再

現しただけであるから意味がない議論である．だからといって，定説を完全に無視しても

述べられていないトピックは論じることができない．どこまで定説に依拠するか，どこか

ら定説から発展した異論が生まれるかは，ウダヤナの議論でも明らかにされたとは言えず，

ヴァルダマーナが論書の内容や論理関係も加味して考察するなど，後代に持ち越された．

必ず学派の定説に縛られ，完全に自由な思弁が妨げられるインド特有の議論のあり方を見

る上で論証と定説の関係は考察に値する．

５－13．誤った理由に含まれるその他

最後の敗北の場合である「誤った理由」は『スートラ』で「すでに述べた通りである」

としか説明されている．誤った理由はすでに論証の文脈で定義され，ここでは論者の無能

を明らかにするという敗北の場合の文脈で再び述べられることになったが，文脈が変わっ

ても別の定義を要するのではない．前に定義されたものと全く同じ定義・分類によって，

敗北の場合にもなる．文脈の変化によって観点や用法が変わらない232．

『パリシュッディ』では新たに 6 つの誤った理由を加え，全て不成立因（特に遍充され

ることの不成立因）に含まれることを説明することによって，既に述べた定義通りである

ことを示しているが233，『パリシシュタ』では理由以外の欠陥もこのスートラに含めようと

する．これはヴァーチャスパティミシュラが，スートラに述べられていない敗北の場合が

ある可能性を示唆したものに拠っていると考えられる234．ヴァーチャスパティミシュラは

仮定として述べており，具体的な敗北の場合は提示していない．ウダヤナはこれに対して

具体的な例を挙げると共に，スートラ作者はなぜ述べなかったのかという問題に取り組ん

でいる．

『パリシシュタ』に説かれる 4 種類の欠陥とは次のものである．このうち 1 つ目，理由

に関する欠陥が「誤った理由」であり，ほかの 3 種類の欠陥は理由に収斂される．

１．理由に関するもの

不成立因，矛盾因，不確定因，論題類似因，被排撃因

                                                       
231 NP 123.13ff
232 ヴァーツヤーヤナは手段か対象かによって認識手段（pramANa）の定義が異なるという例を挙げ，誤っ

た理由にはこのようなことがないことを説き，ウディヨータカラ，ヴァーチャスパティミシュラもこれに

倭う．NBh 1199.2ff，NV 1199.5，NVTT 1199.11ff
233 ここで挙げられる 6 つの誤った理由とは，（1）非支配因（aprayojaka），（2）能力がない限定要素をもつ

も の ・ 能 力 が な い 非 限 定 要 素 を も つ も の ・ 能 力 が な い 両 者 を も つ も の

（asamarthavizeSaNa,asamarthavizeSya,asamarthobhaya），（3）遍充関係を把握していないもの（agRhItavyAptika），

（4）包括しないもの（anupasaMhArya），（5）否定的考証と撞着するもの（pratikUlatarkapratihata），（6）肯

定的考証がないもの（anukUlatarkazUnya）の 6 つ．NVTP 599.12-600.16
234 NVTT 1199.9f 
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２．実例に関するもの235

同類例が証因を欠くもの（非共通因）

同類例が所証を欠くもの（矛盾因）

同類例が両方を欠くもの（遍充されることの不成立因）

同類例の基体が不成立のもの（遍充されることの不成立因）

異類例から所証が排除されないもの（非共通因）

異類例から証因が排除されないもの（矛盾因）

異類例から両方が排除されないもの（否定的遍充関係の不成立因）

異類例の基体が不成立のもの（否定的遍充関係の不成立因）

３．考証に関するもの236

自己依存，相互依存，循環論法になる場合（自体不成立因）

無限遡及になる場合（基体不成立因，不確定因，被排撃因）

望ましくないものが帰結する場合（遍充関係の不成立因）

肯定的考証がない場合（遍充関係の不成立因）

４．表現に関するもの237

内容は正しくても表現が悪い場合

これらの欠陥は，『スートラ』の時代に想定されていなかったものである．ウダヤナは，

『スートラ』の文言にある「そして（ca）」を，「まとめること（samuccaya）」という機能が

あるとしてこれらの欠陥を含めようとするが，まとめることは通常，まとめられるものが

何らかのかたちで異なるという前提で行われる．そのため上記のように実例などの欠陥が

誤った理由と内容を異にしないならば，「述べられていないもの」として「そして」を使っ

てまとめられなくなってしまう．これに対してウダヤナは，内容は異にしないけれども，

別個に指摘される点で異なるとして正当化する．ある面では同じであり，別の面では異な

るため，別立てされるほどのものではなく，この敗北の場合にまとめられるという238．

                                                       
235 実例を同類例，異類例に分け，それぞれ証因がない（ある）場合，所証がない（ある）場合，両方がな

い（ある）場合，実例自体がない場合に分けて，いずれの場合にも誤った理由があることを説明している．

同じ内容は『パリシュッディ』に再掲されている．排除の説明では異類例か同類例かの違いがある（この

点異読にも混同が見られる）が，内容的に違いはない．マニカンタ・ミシュラは実例が証因を欠くだけで

は理由が非共通因にならないとして，これを根拠に「そして」の内容を「述べられていない敗北の場合を

含めるため」というウダヤナ説に反対する．確かに実例を異類と考えれば非共通因にならないが，この箇

所の欠陥だけでウダヤナ説を全否定することはできない．マニカンタ・ミシュラの対案「誤った別の認識

手段を含めるため」には具体的な例が示されていない．NVTP 601.1ff，NR 245.10ff
236 『パリシュッディ』ではこれら 4 つの考証を全て遍充されることの不成立因に帰した上で，個別に説い

ていく．ただし帰謬論法には触れられていない．否定的考証によって誤謬が指摘されるもの，肯定的考証

に支えられないものは，遍充関係を把握していないものとして捉えられている．NVTP 600.15ff
237 『パリシシュタ』では表現に基づく欠陥がどのようにして誤った理由に含まれるか説かれていない．『パ

リシュッディ』においては「表現による欠陥」ではなく「誤った喩例（udAharaNAbhAsa）」として説明され，

遍充されることの不成立因という誤った理由，または無関係という敗北の場合になるとされている．

NVTP 601.5ff
238 『パリシュッディ』では別個に表現されるものとして述べられたものの中に収まらず，「そして」によ
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『パリシュッディ』ではこれらの欠陥のほかに，主題に基づく欠陥が追加される．これ

は主題所属性を満たさないものであるから不成立因に含まれるという239．先述のように，

『パリシュッディ』は誤った理由自体にも種類を加えており，『パリシシュタ』著述後，『パ

リシュッディ』までの間にウダヤナが深めた知見が表されている．

５－14．小結

ウダヤナは敗北の場合に共通する概念を提示していないが，それぞれの敗北の場合に「極

意（rahasya）」を述べ，またほとんどの敗北の場合を詳細に分類している．この背景には先

行する注釈者がダルマキールティに批判され，それにヴァーチャスパティミシュラが答え

たことがある．ニヤーヤ学派の敗北の場合に対するダルマキールティの批判点は主に，議

論との関連性の薄さと相互の重複であったが，特に前者について，ウダヤナが詳細な分類

を行い，議論に関係づけし直したことで，過去の遺物になりかけていた敗北の場合に再び

実用性を甦らせることに成功している．ただしダルマキールティは一度も名指しされてお

らず，ダルマキールティが提示した敗北の場合への批判もないため，仏教徒との議論はあ

くまでヴァーチャスパティミシュラを通した間接的なものとなっていると見られる．相互

の重複には一定の配慮を見せるものの，議論の実際の場面に即した具体的な提示を行い，

先行する注釈者の提示した例を詭弁以上に吟味し，再解釈や却下しているところも，ダル

マキールティによる批判が間接的であれ大きな影響を及ぼしていると考えられる．

                                                                                                                                                                  
ってまとめられることが説明されている．NVTP 601.12ff
239 NVTP 601.7f
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第６章 結論

本研究を通して，今から約1,000年前に記された『ニヤーヤ・パリシシュタ』には，イン

ドにおいて討論術の理論が紀元前から始まり，多くの論者の手を経て理論的に発展してき

た形跡を見て取ることができる．そして仏教哲学の発展によって認識論や論理学が盛んに

なった中世においても討論術が廃れず，ニヤーヤ学派にとっても仏教徒にとっても重大な

トピックであり続けたことが分かる．討論術の理論が発展する中で，ニヤーヤ学派の根

本聖典である『ニヤーヤ・スートラ』にも，内容の再検討が迫られることになった．聖

典の文言を変えずに，従来の注釈者の解釈の変更するという作業に，著者のウダヤナは

取り組んだ．

24種類の詭弁においては，全てに共通する原理として「自己撞着（svavyAghATa）」と

いう概念を新たに提示し，先行する注釈者の見解を再構成している．その一方で，『ニ

ヤーヤ・スートラ』では限定的なテーマでしか用いられていなかった詭弁を「代喩

（upalakSaNa）」という解釈手法を使って一般化し，ほかのトピックにも応用できるよう

にした．そのため詭弁同士の領域が重なる恐れが生じたが，『ニヤーヤ・スートラ』に

説かれる24種類の分類を堅持し，それぞれの差異を注意深く論じている．差異を論じる

中で，先行する注釈者の提示する例が相応しくない場合は修正を行った結果，雑多な論

法集から，網羅的で例外のないリストを作成することに成功している．

このような一般化によって，詭弁の論法は普遍的なものとなり，現代においても通用す

るものとなっている．揚げ足取りや，論証自体を破壊するような反論は，古代インドに限

らず現代でも見られるが，自己撞着を指摘することによりその反論を無効化したり，相手

の主張を抑え込んだりすることができる．一方，自分自身は詭弁ではない正しい反論を行

うことが求められるだろう．

22種類の敗北の場合においても，従来の注釈者の解釈を取捨選択して再構成しただけで

なく，学派間の溝を配慮したルールを作り，議論の格率まで踏み込み，硬直化した伝統説

はダルマキールティの批判をきっかけとしていくつか変更も加えた．詭弁とは異なり，敗

北の場合に共通する新しい概念を提示していないが，それぞれの敗北の場合に「極意

（rahasya）」を述べ，またほとんどの敗北の場合を詳細に分類している．この背景には先行

する注釈者へのダルマキールティの批判と，それに対するヴァーチャスパティ・ミシュラ

の回答があった．ニヤーヤ学派の敗北の場合に対するダルマキールティの批判点は主に，

議論との関連性の薄さと相互の重複であったが，特に前者について，ウダヤナが詳細な分

類を行い，議論に関係づけし直したことで，過去の遺物になりかけていた敗北の場合に再

び実用性を甦らせることに成功している．ただしダルマキールティは一度も名指しされて

おらず，ダルマキールティが提示した敗北の場合への批判もないため，仏教徒との議論は
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あくまでヴァーチャスパティ・ミシュラを通した間接的なものとなっている．相互の重複

には一定の配慮を見せるものの，議論の実際の場面に即した具体的な提示を行い，先行す

る注釈者の提示した例を詭弁以上に吟味し，再解釈や却下しているところも，ダルマキー

ルティによる批判が間接的であれ大きな影響を及ぼしている．

このような手続きによって議論のルールはニヤーヤ学派特有のものからより一般的なも

のとなった．「共通の協約をもつ単語のみで述べるべし」「期待の順番によって述べるべし」

「会衆が知りたいと欲求する限り話すべし」といった格率は，マジックワードで煙に巻い

たり，聞き手の興味を考えないで延々と話し続けたりしがちな現代の議論においても十分

通用する教訓となる．こうしてニヤーヤ学派は討論術を司る一派として，後代まで広い影

響力を築くことができたといえよう．

このように詭弁においても敗北の場合においても，ウダヤナの時代には過去のものとな

っていた『ニヤーヤ・スートラ』の内容を一般化し，どんなテーマの議論にも利用できる

仕組みを構築したのが『ニヤーヤ・パリシシュタ』の功績である．ウダヤナが『ニヤーヤ・

スートラ』全体を注釈した『ニヤーヤ・スートラ・タートパリヤ・パリシュッディ』と別

に，詭弁と敗北の場合を扱う第5課だけを取り上げて『ニヤーヤ・パリシシュタ』を著した

のも，『ニヤーヤ・スートラ』の内容からある程度自由な立場で，討論術を論じたかったか

らではないだろうか．「パリシシュタ（pariziSTa）」には「補遺，残り物」という意味がある

が，『プラボーダ・シッディ（目覚めの確立）』という別名があることからも，ニヤーヤ学

派の中心テーマから外れるという含みではなく，これによってニヤーヤ学派の体系が完全

なものとなるという意味合いだったのではないだろうか．そうであるならば，『ニヤーヤ・

スートラ』で詭弁と敗北の場合を扱う第5課が，そのほかの14カテゴリーを扱う第1課から

離れて成立したことと軌を一にする．

本研究は『ニヤーヤ・パリシシュタ』の読解を中心としているが，ディグナーガの詭弁

に関する理論が最新の研究で明らかになりつつある現在，ウダヤナに至るまでのニヤーヤ

学派と仏教徒との討論術の理論や議論のルールに関する思想史的な発展に新しい見地がも

たらされるかもしれない．この見地に加え，さらにジャイナ教への影響なども踏まえて再

び『ニヤーヤ・パリシシュタ』を読むとき，本研究では十分に明らかにできなかった相互

影響が発見できるかもしれない．
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補遺 1：『ニヤーヤ・パリシシュタ』の

校訂サンスクリットテキスト
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【3 つの写本と 3 つの版本】

筆者が利用できたのは 3 つの写本と 3 つの版本である．写本はこのほかアーメダバードに

あることが報告されているが、入手することができなかった．

1． A: Manuscript of the NyAyaparizista. The Asiatic Society, No.S.C.III A.15, Calcutta 1601（The 

Asiatic Society で直接入手）

2． O: Manuscript of the NyAyaparizista. The Oriental Research Institute & Manuscripts Library, 
University of Kerala, Trivandrum, No. 14980B（The Institute for South Asian, Tibetan and 

Buddhist Studies, University of Vienna より室屋安孝氏を通して入手）

3． M: Manuscript of the NyAyaparizista. Government Oriental MSS. Library R.No.3377, Madras 
1920-21（Government Oriental MSS. Library より加藤隆宏氏を通じて入手）

4． C: UdayanAcArya's NyAyaparizistam with VardhamAna UpAdhyAya's commentary PrakAza.
Critically edited by Narendra Chandra Vedantatirtha. Calcutta 1938 (Calcutta Sanskrit Series, 

22)

5． T: Udayana's NyAyapariziSTa with PancikA of Vamezvaradhvaja. Edited with introduction by 
S.N.Srirama Desikan. Tirupati 1976 (Kendriya Sanskrit Vidyapeetha Series No.25)

6． B: ZrIudayanagranthAvaliH (prathamo bhAgaH). Edited with introduction by KizoranAtha JhA. 
Mumbai 2008

異読箇所の共通点から見て写本 M は，マラヤラム文字で書かれた写本 O をデーヴァナー

ガリー文字に転写したものとみられ，版本 C は写本 A を，版本 T は写本 M をもとにしたこ

とが序文に記されているが1，編集の過程で変更されたか，印刷の過程で誤植があったかし

たことでそれぞれ若干の違いがある．

A-C を(1)，M-T を(2)として比較すると，以下のような特徴が見られる．

1．(1)では複合語であったものが，(2)では分解されている，またはその逆．

(1)で複合語，(2)で分解…90 箇所

                                                  
1 C 序文:Both the PriziSTa and the PrakAza have been edited and published for the first time from 
original manuscripts, Cat. No. III. A. 15 and Cat. No. III. A. 14, respectively, belonging to the Royal 
Asiatic Society of Bengal, Calcutta.
T 序文 p.23: evambhUtasya nyAyapariziSTasyaikA mAtrikA madrapurIyarAjakIyahastalikhitakozAgArAd 
labdhA| anyA ca kalkattAnagare aiSyATik sosAiTI pustakzAlAta AnItA| te ubhe api mAtRke samyak 
parizIlya tatra tatra labdhA aneke pAThabhedAH pradarzitAH| 
madrapurIyarAjakIyahastalikhitakozAgArasthamAtRkAsambandhI pAThaH (ma) iti saMketena tatra tatra 
sUcitaH adhastAt| (ka) iti saMketena aiSyATik sosAiTI (kalkattA) sthitamAtRkAsambandhipAThabhedo 
nirdiSTaH|
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(1)で非複合語，(2)で複合語…94 箇所

2．(1)にない語が，(2)で挿入されている、またはその逆．

(2)で挿入…338 箇所

(2)で削除…395 箇所

3．(1)では一般的に用いられない表現が，(2)では一般的な表現に言い換えられていること

が多い．全体に(1)の難解な部分が(2)で解消されているということができる．

しかしこのことは，(2)の方が理解しやすいことを必ずしも意味しない．筆写した人物の

理解が足りなかったためか，それとも誤植のためかは判然としないが，(2)はそのままでは

意味が取れない，または矛盾する箇所が散見される．(2)のこのような箇所を(1)で読むと理

解できる場合は，(1)で理解できない箇所を(2)で読むと理解できる場合よりもはるかに多い．

本論文が原則として(1)に基づくのはそのためである．

最新の版本 B は (1)と(2)の折衷となっており，先行する写本・版本にも言及されていな

いため，どれに基づいたのかは不明である．どの写本・版本にもない異読もあるが，本校

訂では採用していない．

【異読採用方針】

上記のような事情から，異読がある場合は原則として写本 A に従い，脱字とみなされる

場合に版本 C を用いた．さらに内容上で意味が通りづらいところに限って写本 M または版

本 T を採用する．また稀にいずれでも意味が通りづらい場合は，他の引用文献を参照しつ

つ折衷した異読を提案する．全ての異読は脚注に付した．

【引用した文献からの回収】

版本 C，T に収録されている 2 つの注釈 NyAyapariziSTaprakAza（Pra），NyAyapariziSTapaJcikA
（Pan）のプラティーカ，および NyAyaratna（NR），TArkikarakSA（TR），AnvIkSAnayatattvabodha
（AN）における引用または転載と見られるものを回収，収録した．「AcArya（師匠，

NyAyaparizista の作者ウダヤナのこと）」と名指しで引用している場合だけでなく，すでに自

説として取り込む形で引用している場合も，一文に比較的同じ言葉遣いが見られれば回収

している．

版本 T，写本 M 本との異読は省略・付加されている部分も全て掲載しているが，他の著

書からの引用・転載では異読のみを記し，省略・付加された部分や語順が変わっている部

分については T，M 本と一致する場合を除き掲載しない．

TArkikarakSA は NyAyaparizista の構成に従う部分を多くもっているが，言葉遣いや格に多

少の違いがあり，異読として回収できた部分は少ない．特に「AcArya」と名指しで引いてい

る場合に改変が甚だしい．一方 AnvIkSAnayatattvabodhaは NyAyaparizista からそのまま引用し

ている箇所が多いが，挿入句が多いために回収できた部分が少なかった．NyAyaratna が引用

する場合には必ず「AcArya」と言及している．
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図：写本・版本の系統と体裁
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ायपिरिश

(C.1)(O.1)(T.1)(B.1)*1 अथावसरतः कथकाशििलिवशेषलणम ् ।(C.3)तदेवाायाथ  ः। तणपररा-

सिडन ेन2 आिकसमूहतया अायभेदितौन थमपमसरः3। अत एव (T.3)छल पमबिहभा वः॥
―
1 O,M:(ीर ु ।) थम थमािकाथ  ः माणकरणं म ेयकरणं ायपूवा करणं ायायकरणं ायपकरणं
ायोराकरणिमित षट।् ितीयािकाथ  ः संशयािदिरित ितीयाािकेऽथ  ः संशयपरीाकरणं
माणसामालणपरीाकरणं परीाकरणं तसागतावयिवकरणमन ु मानकरणं
तपोातावत मानपरीाकरणम ुपमानपरीाकरणं शसामापरीाकरणं शिवशेषपरीाकरणिमित नव।
ितीयािकाथ त ुकरणं शािनकरणं शाथ करणिमित ीिण। तृतीयाािकेऽथ  इियितरेककरणं
शरीरितरेककरणं च  ु रैतकरणं मनोितरेककरणं
िनताकरणिमियभौितकपरीाकरणिमियनानापरीाकरणमथ परीाकरणिमित। ब ु िनकरणं तसेन
णभकरणं तदाग ु णकरणम ुापविन करणं शरीरग ु णितरेककरणं मनःपरीाकरणं
तसेनािनािदयकरणिमित स चत ु रथा ािकेऽथ  ः। वृिपरीाकरणं दोष ैरायकरणं
तोपादानकरणमीरोपादानकरणं कम  िनिमकरणं सव िनताकरणं सवा  िनताकरणं सवप ृथकरणं
सवा भावकरनं सं ैकाकरणं फलपरीाकरणं ःखपरीाकरणमपवग परीाकरणिमित चत ुद शः। ितीयािकाथ  ः
दोषिनिमकरणमवयिवकरणं िनरवयवकरणं बाकरणं तानिनवृिकरणंतानपरीाकरणपरीाकरणिमित षट।्
2 C:त- M,T,B:तणकरणपररा- 3 M:थम... O: थम...रः

(C.4)iत जाितिवशेषलणंथमािकाथ  ः।तिभागाथ सू―ंसाधािद1।

यिप ममोरं2 हेत ुतो नोृं तथािप त ेन समीकिरामीित योगः समः3 *4 (C.5)तादा त ्5

तदिभायपूव काेितआचाया  ः6। यच े – “समाथ  ः समीकरणाथ  ःयोगो ःii” इित। एत ेन7 ब ु िपूव को

जाितयोगो साापादानाय ेित8 सूिचतं भवित। *9 यिद यं जा ुरेणआकुलीकृतो10 िनष्ितभः ादसा

ूयात ,् तदा11 सम िनरन ुयोान ुयोगवत ्12 एतािप पय न ु योोप ेणंिनरन ुयोान ुयोगोवा ािदित समौ

ावः, अथा हमेवापकृःािमित ब ुा13 वृ े िरित।

भााकार ु योगगतं िवशेषहेभावं सां14 आह। यदवोचत―्“साधण वान ं अिविशमाणं15”

इित। यथा िह पं16 साध तथा मं17 अिप, यथेदंव ैधतथ ेदमिप, यथेदं18 तहचिरतं19 उपलं

तथ ेदमिप इाकारेण20 जाितवािदनः वानात ,् तेनवानपं सवजाितसाधारणंसूिचतम ् ।एत

त त वते *21।

अे त ु वृधम वचन22 उपचरि। जाितवादी िह समः साधारणो नोृो (C.6)अपकृ इथ  ः। स च
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साधा  ुरारैवोीयत23 इ ुरमेव (B.2)सममपकृिमथ  ः। iiiतापकृं उरं ेधा24 भवित

षणसमथ मिस,ं िसमिप *25 षणासमथ म ् ।थममिप कित,ं यत त्लमु ं ; ivअकितं त ु

केवलिनरन ुयोान ुयोगोवत,े (T.4)शेषं जाितिरन ेन सामालणं26 सूिचतं भवित27। vतथा च वाि कम-्

“जाितना म (O.2)ापनाहेतौ य ु ेयः ितष ेधासमथहेत ु ःvi” इित।

वयु ूमः, तत ्28 य,ं चतुथ ायमथ  ःयत ् viiजा ुरं परसाधनिमव ाानमिप ाोतीतः

परसाात स्मिम ुते।तथा च, ााघातकं29 नाम (C.7)सवसाधारणं30 मूलं31 अ सूिचतं

भवित। एत ुरसूे32 वते *33। *34 एतदेव त ु35 सवसाधारणं36 असाम, िविशासाम37 े

वामः।

तपािधिवशेषाः साधा दयः। एवं चाथ स ंािनिरेव अमीषां38 यिद39 अिप40 िवशेषलणं तथािप
(C.8)कारणािदितसानाय पृथक ् *41 लणारः। त े िह ितसं िहताः ितषणाय भवि42,

सरापिरूत43 जाितयोग े चोपयोे॥1॥
―
1 O,M,T:साधव ैधािद, B:साधव ैधषा पकष वया -
वय  िवकसााािसिताान ुिसंशयकरणाहेथा पिवशेषोपप ु पलन ुपलििनािनकाय समाः
॥5.1.1॥ 2 C,B:समोरं 3 O,M,B:om. 4 T:ात ,् O,M:समात ् 5 O,M,T:अथा त ्
6 C,O,M,T,B:आचाय ः 7 O,M,T:त ेन 8 O,B:साापादनाय े ित 9 M,T,B:एतं भवित 10 O,M,T,B:ाकुलीकृतो
11 O,M,T:om. 12 O,M,T:मम िनरन-ु 13 M,T:ब ु याः 14 O,M,T:om., B:-भावसां
15 M,T:आिविशमाणं 16 O,M,T, TR:ं 17 O,M,T,TR:अं, B:अपं 18 M,T:तथ ेदं
19 C,O,M,T,B:एतह- 20 O,M,T:अपीािदनाकारेण 21 O,M,T:इित 22 O: वचनं
23 O,M,T:-ारेण ैवोीयत 24 O,M,T,AN:िधा 25 O,M,T,B:वा 26 O,M,T:जाितसामा-
27 O,M,T:om. 28 O,M,T:एतत ् 29 O,M,T:साघतकं 30 O,M,T:सवजाितसाधारणं
31 O,M,T:मूलं ं 32 O,M,T:ित ु रसूं 33 O,M,T:इित 34 C,B:तत ्35 O,M,T,B:च
36 O,M,T:साधारणं 37 O,M,T,B:िवश ेषासाम 38 O,M,T:त ेषां 39 O,M,T:om.
40 O,M,T:om. 41 O,M,T:पृथक ् 42 O,M,T,B:भिवि 43 O,M,T:तर-
―
i AN 11.18:तिदह जाितिवशेषलणंथमािकाथ  ः ii NV 1004.1f iii AN 6.1ff:तथा पकृम ुरं िधा
षणसमथ मिस,ं िसमिप षणासमथ म ् ।आं कित,ं य ु छलं, अकितं त ु केवलिनरन ु योान ुयोगः।शेषं
जाितिरित iv TR 156.1f:अकित-  ु केवलिनरन ु योान ु योगोभिवित v TR 156.4f:तथा च
वाि कम―्जाितना म ापनाहेतौ य ुोयः ितष ेधासमथहेत ु िरित vi Cf. NV 2002.3 vii TR 157.1f:जा ु रं
परसाधनिमव ाानमिप ाोित। अतः परसाात स्मिम ु ते
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त1―

साधव ैधा ाम ु पसंहारेतम  िवपय योपप ेःसाधव ैध समौ॥5.1.2॥
अ2 सामालणगतं वानपदं3 अन ुवत नीयं, साधव ैधा ािमित चावत नीयं। “तत”् इित

सापरामष  ः4, “उपपेः” इित ताद षी। यथास ंं योगः5। ितष ेधभागसूचनाय (T.5)प ु ं िलिनदशः6।

ििवधं7 िह वान,ं परपितष ेधः पसाधन। सामालणेन ै व

सरकरणसमोावनवेदः8।
(C.9)ेकंिधा च9 एत े जाती ; सिषय,े असिषय,े असिके च।

ताोदाहरणं वाि के।

ितीयोदाहरणं त,ु िनः शः (T.6)शशूादाकाशविद ुपस ंहारे, न ै तदेवं, अि िह *10 अिनेनािप

साध मेय,ं ततः िकं नािनो11 घटवत ् ।न च ेदेवं, िनोऽिप न ात ्, अिवशेषात *्12। या, अि13

आकाशेन एव14 वैधमदािदबाकरणां, ततः15 िकं नािनो घटवत ् ।न च ेदेवं, िनोऽिप न ात ,्

अिवशेषात ्16।
(O.3)ततृीयोदाहरणं भाे। “उिमां17 अ18 ं19 नाथ 20” इित दशनाथ *21 वाित कताय म ्
(T.7)उप ेोा22 ताया चायः, “सरमु िदोषणे एव23 (C.10)जाितः” इित (B.3)अाथ 

िताकरणसमादौ24 यमेवुटीकरणात ् ।
(T.8)अयोजकिवपाियधम वदशन ं25 कारणमाायाः, अयोजकसपितरेिकधम वदशन ं26 च

ितीयाया इित िवभावियत ु ं27 भेदेनोपास इित28। अथा त ु29 iधमा रेण30 तम  िवपय योपपेः

वान ं31 ितधम समाइित एकैव32 ात ् ।

कथं प ु नः33 ितधम समकरणसमयोभदइित34?
iiइयं बाधदेशनाभासा35, “तम  िवपय योपपेः” इित वचनात ् ।सा सितपदेशनाभासा36, “ियािसेः” इित

वचनािदेके।एव म,े माणारबाधचोदनाभासो37 अेवंसृ हीतःािदित।
iii ुरसूपया लोचनया38 य इित ताय टीका। इह *39  ुरमे40 िवशेष ं दशयित41, त तु
(T.9)ितसाधन े42 बाधं आपादयित43।

िकम तम?् उरं, अनथािसेः44। (C.11)न िह सितपचोदनायां45 ितसाधनबाधक46 आपाते47,

सितपं चापमिप न *48 (T.10)दोषाय, असाधनात ्;  ुत ग ुणाय, सामाापादनवृात ्49। न च

समबलेन *50 बाधािभधाियनो ाघातम ु प ेिवशेषदशन ं51 ायः, तटापराधोप ेणायोगात ्52।

तम  िवपय योपपिियािसीत ु िवपय य ेणािपाात ु ंशेत े।
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माणारबाधचोदनाभासव53 माणारितरोधचोदनाभासो54 अिप साः, तथा च तदथ मिप सूं

अन ुसनीयं55 इित न कििशेषः। तथा56 िह57 ivिपािरतिसितमान ं58 (C.12)शम ुपल शुोऽयं

शािदतरशविदित य ु े59 जाितवााह, नायं तथा, पीत उपलेः। न च े िददं बाधकं,
(O.4)दन ुमानमिप न साधकं60, त61 माणेनािवशेषात ् *62, तथा ितरोध ेनािप वितत े।

यावदन ुमानाः, *63 ात प्ीत एव िकं64 *65 न ात ् ।अि च तत अ्66, तथा ितभासमानात ,्
(T.11)न चाि कििशेष इित। एवं शोपमानयोरिप म ् ।न चायं केवलिनरन ुयोान ुयोगः,

ादेराभासािदित वाम ् ।अनाभासऽेेवम ु े ात ्(T.12)अन ुमानवत ्vतथाे वाvi समोऽसहः67

*68। तािदयं सितपचोदनाभासा69, सा70 च71 बाधचोदनाभास े ित72 ितम ् ।
(B.4)अन ैकािकचोदनाभासवाित  कं73 तु साधनगतं समानधम ं धम मप े, न त ु ितसाधनमप े,

तिभचारान ुावनात ् ।अिनणा यकाथवाऽन ैकािकशः।

तदनयोः (T.13)ितसाधनारा74 हेत ु  ः, सितपं75 आरों। तािः फलं। कारणं76 उं77। यिद *78

मो हेत ुदा दीय ितरोधादसाधन,ं न चते ् अिवशेषात ्79 असाधकं80 इ ुभयथा षकम ् ।

मादितभायौ चावसरः (C.13)सव॥2॥
―
1 T includes this word into the sUtra. 2 O,M,T:त 3 O,M,T:वानं 4 C, O,M,T:-मशः
5 O,M,T:यथासंयोगः6 O,M,T:प ु ि- 7 O,M,T:िभागं 8 O,M,T:-ावना- 9 O,M,T:त ु
10 O,M,T:अ 11 O,M,T:नािनं 12 B:इित 13 M:अ O:अ 14 O,M,T:om.
15 O,M,T:तत ् 16 M,T:om., O:अिव_ 17 O,M,T:उिमा ेण 18 O,M,T:om. 19 T:om. M:ं
20 O,M,T:नाथ त 21 O,M,T:त ु 22 A:उप ेोाO,M,T:उप ेों 23 O,B:om.
24 O,M,T:-ासम-25 O,M,T:-सपा- 26 O,M,T:-िवप- 27 O,M,T:भावियत ु ं 28 O,M,T:om.
29 O,M,T,B:om. 30 O,M,T:ितधमा - 31 O,M,T:om. 32 O,M,T:उैव 33 O,M,T:om.
34 O,M,T:om. 35 O,M,T:-चोदना- 36 T,:सितपचोदना-, O,M:सितपचोदना-, B:सत्ितपदेशना-
37 M,T,B:-देशना- 38 O,M,T:-लोचनात ् 39 C,O,M,T,B:िह 40 O,M,T: ु रे 41 O,M,T:ोतयित
42 O,M,T:ितसाधन+ 43 O,M,T,B:-यतीित 44 O,M,T:अथािसेः 45 O:-पे चोदनाभासाया,ं M,T:-पचोदनाभासाया,ं 
B:- पदेशनाभासायां 46 O,M,T:ितसान- 47 O:आपते 48 O,M,T,B:त 49 T:-पादान-
50 B:एव 51 O,M,T,B:-दशन ं 52 O,M,T,B:उटा- 53 B:-देशना- 54 B:-देशना-
55 C,B:अन ुसानीयं, O,M,T:अन ुसेयं 56 C,O,M,T:यथा 57 O,M,T:om.
58 O,M,T,B:पीतािरत- 59 O,M,T,B:उे 60 O,M,T,B:साधनं 61 O,M,T,B,AN:om.
62 O,M,T,B:इित 63 O,M,T:तावत ् 64 O,M,T,B:om. 65 O,M,T,B:अयं कात ्
66 O,M,T,B:अिं 67 O,M,T,B:सहः 68 O,M,T,B:इित 69 O,M,T:सित-, B: -देशना-
70 O,M,T,B:om. 71 O,M,T,B:om. 72 B:-देशना- 73 T:-भासा वाित कं, B:-देशना-
74 O,M,T,B:-ारं 75 O,M,T:सित- 76 O,M,T,B:om. 77 O,M,T,B:om. 78 M,T,B:न
79 B:िवश ेषात ् 80 M,T,B:असाधन-
―
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i AN 14.31f:धमा रेणतमिवपय योप- पे वानं ितधम समाइित ii AN 15.6f:त ेयं बाधदेशनाभासा।
तम िवपय योपप ेिरित वचनात ् ।  हेतोिरयं साो धम िपय योपपादनािदथा त ् ।सा सितपदेशनाभासा,
ियािसेिरित वचनात ् iii AN 15.15: ु रसूपया लोचनयाव ैपरीिमाचाया ः
iv AN 16.9ff:नयनिपाआिरतिसितमानं शम ुपल शुोऽयं शात ् , इतरशविदित य ु ेः, न तथा तः,
पीत ैवोपलेः।न च ेदंबाधकमन ुमानमिपन साधकम ् ।माणेनािवशेषात ् ।तथा ितरोध ेनािपवितत े।यथा न ु मानाः,
तथा ात प्ीत एवायं िकं न ात ् v AN 16.28f:तथ ै व े ितसमोऽसहः (सहम [्साम?्])। तािदयं सितप
vi PA:अिप च

मूलु िचत,े ििवधं च1 तत ्2, साधारणं3 असाधारण। त थम,ं नानाकारो ाघातो वते।

ितीय,ं य ुाहीन,ं अयुाािधकं4, अिवषयवृिं च5। तानयोय ु ाहीनदशनाथसू―ं
(T.14)गोाोिसिवत त्िेः6॥5.1.3॥
गोिसिगवहारिसिः *7।

इहैवं  ुरमः―यिददं तव िनयमं8 अनप े9 वान ं तत ि्कं ािभाय ेणवा10 परािभाय ेणवा?

नाः, ाघातात ् ।तथा िह, न ेदंसाब ु िजनकं11 िनयमानप ेितधम ितहतािदितजाितयवााथ  ः।स

च जा ुरमिप ाोित12। तथा13 िह14, न ेदं िब ु िजनकं15, (O.5)िनयमानप ेितधम ितहतात ्

इित16। तथा च, ाघातकोपािधातया17 *18 जीिवतं एवा19 कुतः ाग ेव ापनाषकम ् ।न च ैवम ुभयं

*20 भवतु21 ं22, जात ेः23 अषकितौ हेतोिन दषात ् ।षणारे वा तदेव वाम ् *24।

उभयथापीदमदोषोावनम ् ।या, इदम ुरम―् यिद न ापनाषकिनयतं िकमन ेन? अथ िनयमं25

उपलोत,े iतिह िद िनयमो, वािच तिपय यइित वानसिवसंवादः26।

या, षणसमथऽयमथ  इित न चेानािस, तदथ वायोगो ाहतः, ानपूव कातत्। न च सामान ं

िलमरेण, त (C.14)ितधम माितहतमसाधकमेवेित जानन ् कथं *27 आियेथाः। तथाे

तादिप िलं कथं तथा28 षय े िदिताघातपररा29।

न अिप30 परािभाय ेण।परैवमनुपगमािदितसूाथ  ः॥3॥
―
1 O,M,T,B:िह 2 T:om. 3 T:ताधारणं 4 B:य ुाा- 5 O,M,T,B:चे ित
6 O,M,T,B,AN:तििः 7 O,M,T,B:इथ  ः 8 O,M,T,B:िनयम+ 9 O,M,T:अनप े+
10 O:om. 11 B:ासा- 12 O,M:ा... 13 O,M,T,B:om. 14 O,M,T,B:om.
15 M,T,B:यं ब ु ि-, O: यब ु ि- 16 O,M,T,B:om. 17 O,M,T,B:ाघातोपािध-
18 O,M,T,B:अ 19 O,M,T:एव 20 O,M,T,B:अिप 21 O,M,T,B:अि
22 O: अ…, M,T,B:अ,ं 23 O:…त ेर ्, M:... 24 O:इित 25 M:िनयतं 26 O,M,T,B,AN:-मनसयोिव -
27 O,M,T:इव 28 O,M,T:तत ् 29 O,M,T:ाहितपरम-् 30 O,M,T:च
―
i AN 17.29f:तदा िद िनयमो, वािच तिपय यइित वानसयोिव संवादः
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(C.15)साायोध म  िवकाभयसााोषा पकष (B.5)वया वय िवकसा-
समाः॥5.1.4॥
“वया वय सा” इित भावधानो िनदशः। समाािनिमिवशेषात ्1 पलणािन। (T.15)“उभयसाात”्

इित षं2। “साायोध म  िवकात ्” इित अितसिनवारणाथ जनकधम दशन ेनोिसंभवापनाथ3

च। न िह य ुाभासमितसाय ैवमेवोषा  िदनावात ुमहित, सवण सवषा  िदसात ्4। कः प ु नरयं

धम  िवकः? वै िच,ं अथाभावः, सदसिमित यावत ् ।

तोष समे तावाे (C.16)साे च ाापकयोरतरेण धमा र योगिवयोगौ। *5 उभयािप

िवयोग े6 योग े7 चोषा भावात ् ।iअिनं घटािद पािदमदौं वा8 ,ं शोऽिप तथा ादिवशेषात ् ।तथा च

िववितिवपरीतसाधनािो (O.6)हेत ु िरित।

तत ्9 अाः10 साधिम  िण11 िवय ु धम12 ाधिम  िण िससाधियिषतधम योगोपलो13

िभचारान ु पलो वा तिदानोपान ुपलमां वा कारणं हेत ु  ः। िवमारोम ् ।तािः फलं।

िवशेषिवरोधदेशनाभासा14 चेयं।ििवधा च, सदसिषयात ्15।

अयमेव जनको16 धमऽपकषऽिप केवलं ापकािभमान ेन एकधम  िनवृा साे (T.16)िससाधियिषतहेोः17

अतरापकष  ः*18।

दार्ािके ानुपगमेन(C.17)ाे तदपकष ासविकात ्19।

धमा रापकष *20 कृताषणे21 अथा रमतान ुयोरतरेण ैविनहात ् ।जात े िनरन ुयोान ुयोगभेदतया22

ततो िभात ् ।

िससाधियिषतापकष23 तु ापकान ु पलिलणान ुमानारबाधचोदना24 ात ् ।हेपकष च25

अिसिचोदनाभासा26। कथं प ु नयमानएव27 हेतोरपकष  ः, ापकान ु पलिदाा न ु मान ेनदशन

ाारोपणात ् ।अत एवेरान ुमानऽेिप िवशेषिवरोधचोदनायांशराचाय भृतयःसव एव शरीया ापिं28

उष समं29 वण यि30 ; तावृ ेकतृ ावृिं31 अपकष सम*ं32।

तात ्वानकारमादशनाथ33 भावाि कयोः34 उदाहरणे। िमथो िवरोधािहारात ्(C.18)च।
(T.17)अत एव टीकाकार तूीभूव। काय समाया ु गा35 िदागोदाहरणं36

उषा पकष योरभा वयिमं एव37 अथ यित , हेपकष त ुटः।

तदा ापकािभमतान ु पलिः38 ारम ् ।ो हेत ु रेव। (B.6)साापकष बाधः *39 सितपं40 वा

हेपकष *41 अिसमारोम ् ।आरोदेशनाभासा42 चेयंइित।

ापनीयो वय  ः सा इित यावत ् । पोपसंहाय हेत ुमया43 (O.7)िस ा
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ाानप ेपमािववितपवेत ुमया44 अिसिः45 धम  िवकः46। ताय ेन वान ं

वय समः।

अिसाथ ं47, संशयसमानिवषय,ं वृसाापनशिक,ं ािाहकमाणिवरहः, पिवशेषः48

चेितहेतोः पमािवविता49 (C.19)धमा ः50। न ेत े*51 अितसंसृाा52 एवाप े िताः53।

तत ्54 इयं55 एवं वत त े। सािसौपियकसमिवशेषणवेत ुमया *56 ाः ात ् ।न था।

अिसाथ ादय हेतोः सािसौपियकाः। तिद पवत ् अिसाथ हेान *्57 अयं तिह सावया58

ापनीयः ात ् ।न िह सािवकलो ाो नाम, अथ न तथा, तथािप पिववितहेत ुपवया59

ापनीयः, न िह साधनिवकलो ाः ािदित। एवमािप पचतुयबेों।
(T.18)अा पिववितो हेत ु िवशेषोारं, ाो60 ः61 ; तारा हेत ुवा सािवकलसाधनिवकले वा

िवासाधारणे वारोे। तािफ लम ् ।तोदनाभासा च ेय ंइित।
iiइयं एव िवपय य ेण रीितरवर्यसम। तथा िह पधम तौपियकपवेत ुमया62 िस अिप63 प

ािववितपवेत ुमयाअिसिः64 धम  िवकः।तादवय ेन वानमवय समः।

िसाथ मसिधिवषय,ं अवृसाापनशिं65, सासाधनमाणारवा पिवशेषेित।एत े

िह हेत ुधमा ाे िवविताः, न त ु पे।

तिददं ारं, ो हेत ु ः, आयािसिपािसिाािसयारोाः, तािः66 फलं67, तदाभासा68

चेयिमित।

एव वत त―ेयिद ावत ् िसाथ  ः69 (O.8)पो न तिह ापनीयः, तािप70 िसाथ ात ् ।(C.20)तथा

चापधम हेत ु ः। अथ न तथा, तथािप न ापनीयः, ताशहेत ुमया71 अनन ुस ं िहतात ्72, तथा च

पािसो हेत ु िरािद।

िवकसमायां73 तु हेतोः धमा रं ित वा, धमा र साधम ित वा, धमा रैवधमा रं ित वा

िभचारो धम  िवकः।

स च ाधम (B.7)भेदेन74 वा यथा भाे ग ुलघ ुं, सााधम भ ेद ेन75 वा यथा वाित  के

िवभागजािवभागजं76, सामाधम भ ेद ेन77 वा यथा (T.19)वानसपीकरणे मूता मूत ं78 इित।

अनय ैव िदशा धमा र साधम ित िभचारो ः। iiiयथा79 *80 अिनः शः कृतकािद ु े

मेये समानऽेिप, यथा िकििमाकाशािदकं81 िकिदिनं घटािद82 तथा कृतके समानऽेिप,

िकिदिनं भिवित घटािद, िकििं शािद।

एवं च83 धमा र84 धमा रं ित िभचारो वाः। तथा अैव85 योग े े (C.21)समान े *86 यथा
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िकिं त ेजः, िकंिचदन ुं जलािद, तथा काय े समानऽेिप िकििं भिवित शािद, िकिदिनं

घटािद87।

तत ्88 ivअ89 साायोः90 इित *91 ेकसम ु दायोपलकतया योजनीयं92। तात ्

सािभचारवापन ं िवकसमः। तिददं ारं, vो93 हेत ु ः94, अन ैकािकं आरो,ं तदाभासा

च ेयिमित।

सासमायाूभयसां ारम ् ।िकं प ु नते। पहेत ुााः िह95 माणारिसा अन ुमानां

नािसाः। न च96 तत एव िसाः। िससाधियिषतः97 तु98 *99 (T.20)पऽेिसः100, तत एव स ेतीित तिददं

िसं101 अिसं102 उभयं तं103 धम  िवकः104, तमुय े चकारः, त िससाधियिषतवत ्105

िसान ुम ेयसंा,ं तादन ुमानयोगसन ं(O.9)सासमः।

कथमेतत ्? िल तितपिजनकमेव िह तान ुम ेयं त ाे सायोजकाुपगमात ्

साधनधम 106 (C.22)धिम  िलयो ुलैिकितपभा वा ुपगमात ् ।तथा  ेवं य ुत―ेउभयधम वया

िह107 िसो108 ाः ात ्, न च ुतोप109 माणारं साधकं िलायोजकसात ् ।न

िह ताधनादत अ्110 योजकं नाम तात त्ियऽेेतदेवयों तत ्111 च112 याव य ुते

तावत ्सािवकलो ाः। एवं *113 नािसौ िलधिम णावन ुमानां, न च तिये माणारं भवित

िल तायोजकसात ् ।तथा च त साऽेयोजकापेः तदेकितपिकात ्114 त, न िह

िलधिम णौ115 अपो116 साितपिः। (T.21)(T.22)तात त्िये117 अिप एतत ्118 एव यों।

तथा च तयोगात ् पूव धिम णो119 अिसेः120 आयािसिः; ाािसेः121 ाािसिः122।

िलािसेः पािसििरेवं िकारेयम ् ।
(B.8)तदा उभयसां ारम ् । हेत ुाौ ौ, सािवकलािसी123 आरो,े तदाभासा124

चेयिमित॥4॥
―
1 O,M,T:-ािनििव- 2 O,M,T,B:षः 3 T:-धमदश नोि-, O:-धमदशनोि-
4 O,M,T:-कष - 5 O,M,T:त 6 O,M,T:योग े 7 O,M,T:िवयोग े
8 O,M,T:च9 O,M,T:तदा 10 O,M,T:om. 11 O,M,T:साधम+ 12 T:om. 13 C,B:िसषाध-
14 O,M,T:-रोधचोदना- 15 O,M,T,B:सिषयासिषय- 16 O,M,T:जनक+ 17 C,B:िसषाध-
18 O,M,T:अपकष समः 19 B:-िात ् 20 O,M,T:च 21 O,M,T:कृा षणात ्
22 O,M,T:िनरन ु योान ुयोगभे ेदपतया 23 C,B:िसषाध- 24 T:-रबोध-, B:-देशना 25 O,M,T:वा
26 C,B:अिसिदेशनाभासा, O,M,T:िसिचोदना 27 O,M,T:om. 28 O,M,T:शरीराा- 29 T:अपकष (उष )सम,ं 
B:-समां 30 O,M,T:om. 31 O,M,T:-ापिं 32 O,M,T:वण यि 33 O,M,T,B:-ानमा-
34 O,M,T:भावाित क+ 35 M,T:गोािदना 36 M,T:गोदाहरणं 37 O,M,T:om.
38 O,M,T:ापकान ु पलि+, B:अापक- 39 O,M,T:वा 40 O,M,T:सित- 41 O,M,T,B:त ु
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42 O,M,T:-चोदनाभासा 43 O,M,T:-हाय पवेत ु- 44 O,M,T:-नप े ित- 45 O,M,T:िसिधम  िवकः
46 O,T:om. 47 O,M,T:अिसाथ ात ् 48 M,T:पिवशेषतः 49 M,T:-िववितो
50 O,M,T:धमः 51 O,M,T:अिप 52 O,M,T:संसृाा,े B:संसृा े 53 O,M,T:िवविताः
54 O,M,T:त ेयं 55 O,T:om. 56 O,M,T:िह 57 O,M,T:ाः 58 O,M,T,B:साधम-
59 O,M,T:-वितपवेत ुमया 60 O,M,T,B:ो 61 O,M,T,B:ाः 62 O,M,T:-धमौप-
63 O,M,T:om. 64 O,M,T:अिसि+ 65 B:-शिकं 66 O,M,T:om. 67 O,M,T:om.
68 O,M,T:-भासचोदना 69 O,M,T:-थ हेान ् 70 O,M,T,B:त 71 T:ताख ेत-ु, O,M:ताध ेत-ु
72 C,B:अनन ु संगृहीतात ,् T:अन ुपसंहतात ,् O,M:अन ुपसंतात ् 73 O,M:िवक...धमा र
74 O,M,T:ाभेद ेन 75 O,M,T,B:-ाभेद ेन 76 T:-जािवभागजक,ं O,M:-जािवभागजं
77 O,M,T,B:सामाभ ेद ेन 78 O,M,T:-ामूत म ् 79 O,M,T:तथा 80 O,M,T:िह
81 O,M,T:आकाशािद 82 O,M,T:-दीित 83 O,M,T:om. 84 T:om. 85 O,M,T:त ैव
86 O,M,T:अिप 87 O,M,T:-दीित 88 O,M,T:om. 89 O,M,T,AN:त 90 O,M,T:सम ुदाययोः
91 O,M,T:पदं 92 O,M,T:यों 93 O,M,T,B,AN:हेत ु ः 94 O,M,T,B,AN:ः
95 O,M,T,AN:om. 96 O,M,T,AN:अिप 97 C,B,AN:िसषाध- 98 O,M,T:च 99 O,M,T:धमः
100 T:िसः 101 O,M,T:िस+ 102 O,M,T:अिसं 103 O,M,T:om. 104 O,M,T:तम-
105 C,B:िसषा- 106 O,M,T:साधन 107 O,M,T,B:िसो 108 O,M,T,B:िह 109 T:-ाद,
O,M:-ादद 110 O,M,T:अ 111 O,M,T:ततो 112 O,M,T:om. 113 O,M,T:च
114 O,M,T:-पिसाधकात ् 115 M,T:िलिधिम नौ 116 C:अथो 117 T:िसय े118 O,M,T:िलं
119 B:धिम णोः 120 O,M,T,B:अिसेः 121 O,M,T:om. 122 O,M,T:om. 123 M,T:-ात ि्सी
124 M,T:तदाभासात ्
―
i AN 19.26f:अिनं घटािद पािदमदौं िमित, शोऽिप एवं ादिवशेषात ्
ii AN 23.1ff:मेव िवपय य ेण रीितरवय सम। तथा िह गमकतौपियकपवेत ुमया िसािप प
ाौपियकपवािविशहेत ु मेनािसिध म  िवकः iii AN 24.5f:यथा―शोऽिनः कृतकािद ु ेयथा म ेये
समान े ऽिप, िकिन ि्नमिन िकित ,् तथा कृतके समान े ऽिपिकिदिनं िकिन ि्नं शादीित
iv AN 24.18f:त साायोिरित सूं  ेकसम ुदायोपलणतयायोजनीयम ् v AN 24.22f:हेत ु  ः।
अन ैकािकमारों।तदाभासा च ेयम ् ।सासमायां त ु पिलाा माणारिसान ुमानां, नािसाः। नािप तत एव िसाः।
िसषाधियिषत ुप ेऽिसः, तत एव िसतीित

आसां मूलिचासू―ं

िकिाधापसंहारिसेवधा दितष ेधः॥5.1.5॥
अैवं  ुरमः―भवेदेवं यिद वयमिनसहचिरतं कृतकं1 घटे ं शे

धिम  य ुपलभमानाािनमुपस ंहरामः, न ेव,ं िकु त ेन ां तिदित। एवं यिद पािदमेन तां

भवते ् , कः ततो2 (C.23)अोष3 न ेते ् , न ेव,ं तिददम ु ं िकिाधा ियतािदथ  ः।उपसंहारः4

साधम ।वैधा  िशेषमाादिनयताितष ेधः िवपरीतिसिप इथ  ः।
iतवायं अुपगमोन ममे ित चते ,् एवं5 तिह *6 साधकम ुष माािदितजाितवााथ  ः (O.10)ात ् ।तथा
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च पूव वत्ोिाघातो वाः।

एवं अपकष समे7ऽिप व ैधा तअ्िनयामकधम ावृ ेः8 न ितष ेधः, साहेोरपकष प इित सूावयवाथ  ः।

एवमनुपगमते ु स एव ाघातः।

एवं वय समऽेिप9। िकिाधा त ्सासामािनयमौपियकात ् सपगतया10 हेत ुा11 पगताया12

हेत ुेः13 उपसंहारिसेवधा दिसाथ ादेः14 अितष ेधः। न िह *15 ाौपियकं तत ्16, िकं17 तु

पधम ौपियकं, ाौपियकं18 च सपे *19 िववितं न त ु अत ् ।

एवमनुपगमते ु स एव अावृो20 ाघातः। यथोवय  षणवााथ ा ेः21 इित22।

एवं *23 िवपय य ेणावय समे24 अिप *25 हेत ुेागतया हेत ुा िकिाधा त ्

ासामावलणात ्26 उपसंहारिसेः व ैधा त ्27 िसाथ ादेरितष ेधः। न िह सपे28 तिं29

(T.23)इित पऽेिप *30। तथा सित पाघातात ्31।

ाहतां तिदित च ेत *्32। एवमुपगमेषणैवाघातात ् ।एवंभूत ेनावय ेन तािप ा े िरािद।
iiतदनयोरिवषयवृिं मूलम ् ।अिसाथ ादीनां िलधमा णां प ैकिवषयाणां सपे33 नयनात ्34

िसाथ ादीनासप ैकिनयतानांपे35 नयनात ्36 इित।

एवं िवकसमऽेिप िकिाधा त ् केनिचत ् ाात ्37 िल तिेः पोपसंहारिसेः व ैधा त ्

अथा रेणााात ्38 अितष ेधः39। न  ेकेन ां सव40 इुपगमः41। नाेकिभचारे
(B.9)सविभचार42 इित िनयमः। तथाे वा ोिाघात इित एवमािद43।
(C.24)अािवषयवृिं *44 मूलम ् ।िभचारात ् असाधकं45 इ ु िचतं, िकु त ैव, न त ु

अिभचारात ्46 अेित।
(O.11)सासमे त ु माणारिसेन ाेन माणारिस प माणारिसात ्

िकिाधा ाात स्ाधमपसंहारिसेवधा तत्िािसादितष ेधः। न िह पसपिलानां47 तत

एव िलात ि्सिरन ुमानांचकेतरेतरायसात ्48।

न च एवमिित वाम ् ।ोिाघातात ् ।ानात ् ।अे वा दोषानवकाशात ् ।षणारक

ाघातः पूव वत ,् तािप एवंभूतसाााेः49।
(T.24)तिददं अय ुाािधं50 पसपहेतूनां िसानामन ुमानाम ु िचतमेवतििसं51 युिमित।

नन ु52 एवं सित िलमयोजकं53 ात ्साात एव िसेिर ुम ् ।न वै54 तत ्55 िसिजनकमेवा

योजकम ् ।िकु िनपािधः56 सः। अथा िह योजकाघात57 एव ािदित। तिददम ु ं

िकिाधा त ्योजकात ्58 ाािदथ  ः॥5॥
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―
1 O,M,T:काय ं 2 O,M,T:om. 3 O,M,T:तोत-् 4 O,M,T:-हारिसिः 5 M,T:न ेदं 6 O,B:न ेदं
7 O,T:अपकष, M:अपकष 8 O,M,T:अिनयतधम- 9 O,M,T:अपीित 10 O,M,T:-गताया
11 O,M,T:-ेः 12 O,M,T:-गतया 13 O,M,T:-ा 14 C,B:अिसादेः 15 O,M,T:तत ्
16 O,M,T:om. 17 O,M,T,B:अिप 18 O,M,T:-ौपियकं 19 O,M,T,B:अिप 20 C:अावृौ,
O,M,T:om. 21 O,M,T:षणवाे ा े ः 22 O,M,T:इािद 23 O,M,T:एव
24 M,T:िवपयणा- 25 O,M,T:पगताया 26 O,M,T:ासामालणात ् 27 O,M,T:त-ै
28 O,M,T:तपे 29 O,M,T:िलािलं 30 O,M,T:तथा 31 O,M,T:सप- 32 O,M,T:न
33 O,M,T,AN:सप+ 34 O,M,T:अनयनात ् 35 O,M,T,AN:प+ 36 O,M,T:अनयनात ्
37 O,M,T,B,AN:ाात ् 38 O,M,T:तमा रेणा- 39 O,M,T:अदोषः
40 O,M,T,AN:सवां41 O,M,T:उपगमः 42 O,M,T:सव िभचरित 43 O,M,T:आिद
44 O,M,T,AN:एव 45 O,M,T:असाधकं 46 O,M,T,AN:अ िभचारात ् 47 O,M,T:-हेतूनां
48 O,M,T:-िदसात ् 49 O,M,T:-ताा ेः 50 O,M,T:-िधकं 51 O,M,T:तिािसं 52 O,C,M,T,B:न त ु
53 O,M,T:योजकं 54 O,M,T:च 55 O,M,T:एतत ् 56 O,M,T:िनपािधसा+
57 T:योजकं ाघात 58 O,M,T:योजक+
―
i AN 25.32:तवायं अ ुपगमोन मम े ितचते ,् एवं तिह ii AN 26.8ff:तदनयोरिवषयवृिं बीज,ं अिसाथ ादीनां
िलाानां प ैकिनयतानां सपनयनात ् , िसाथ ादीना सप ैकिनयतानां पनयनात ् ।एवं िवकसमेऽिप िकिाधात ्
केनिचाात ् िलोपसंहारिसेः, पे सािसेः व ैधा दथा रेणााादितष ेधः। न  े केन ां
सवािमुपगम ेनाेकिभचािरसविभचारीित िनयमः। तथाे चोपो ाघातः। अािवषयवृिमेवमूलम ् ।
िभचारादसाधकिम ु िचतं, िक ु त ैव, न  िभचारादे ित। सासमे त ु माणारिस माणारिसात ्
िकिाधात स्ााापसंहारिसेः व ैधा तत् ु िलािसादेन ितष ेध उप इथ ः। न िह पादीनां तत एव िलात ्
िसिरन ु मानां

वया वय सासमानां समाधानारमाह―

सााितदेशा ाोपप ेः॥5.1.6॥
अैवम ुान ंिकं ादाा िकभावम ुभयोरुप ेोभयसाािदित(C.25)(T.25)वानमथा वा?

अथाे धम  िवकोनाि कुतो जात ेानम ्?

अुपगमेितिदयमानधमा धारो ाः, iिसेन चाितदेशो भवित नािसेन े ित1 ायात ्सिताघातः।

यिद *2 तमा  ितदेशःकथं त सां तत ्4 चेतक्थं त ेनाितदेशः?

तात ् *3 सााितदेशा ुपगमााोपपिरुपगमो4 यतः ततो न ितष ेधोपपिः। या,

ाोपपेः िसेः सााितदेशो यतात ्ितष ेधान ु पपििरित॥6॥
―
1 O,M,T,TR:अिसे ित 2 M,T,B: O,िह
3 O,M,T:न 3 M:सााितदेशात ् 4 O:सााितदेशासााितदेशा-
―
i TR 171.8:िसेन चाितदेशोभवित अिसे ितायात ्
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ा सामा वा हेतोः ाािविशात ्1 अाासाधकात ्2 च
ाािसमौ3॥5.1.7॥
साधकिमित िवकशेषः, जा ुानकथनाय4 िवकोपमः। (B.10)iसां काय ां च। ािः

ासिः, (O.12)सा च संयोगसमवायिवशेषणािवषयान ेककारषे ु (T.26)एकतमा। अिवशेषः

िस,ं त काय  िवषय े(C.26)सं ािवषय े ातं।

तिदयमेवं वत त―ेिलतानयोः5 िह काय अन ु िमितान ं, अा6 च7 काय करणे8 करण9 अितसात ्10

ाकरणं11 व,ं स ाते नासत ् , सतोः12 च13 अिवशेष े14 िकं क15 कारणं काय वेित

िनलमन ुमानम ् ।

एवमाापनऽेितसात ् ाापन ं वं िलव ान ं16 अिप ापकं, न च17 िलिना18 त19

संयोगािदलणा ािरि, ततो िवषियमवे वं। तथा च िलपरामष 20 एव िलिनः ुरणे

ातािवशेषात ि्कं क ापकं21 ां22 वेित23 िनलमन ुमानम ् ।
iiएत े24 एव िवपय य ेणाािसमे।तथा िह ाािवशेषात ्25 अकरणे अापन े वा iiiअा26 कारणं ापन ं27 च

व,ं ताय ुमितसात ् , तं “न ाiv बिःv दहितvi” इित करणे। “न िह अाvii दीपः28

काशयितviii” इित ापन े29।

अे त ु िवशेषािितेप ेण ैवेमां30 आः।

एवं िह वत त―ेixसाधनिवशेषः सािवशेष ेण31 ाो32 न वा? न च ेत न् तं गमय ेदितसात ् ।ाेन ्

नाातथा *33 गमियत ुमहित अितसात ् *34। ततो िलिवशेषवत ् (T.27)सािवशेषोऽिप ाग ेव

अवगः35। तिात ्ा ेः36, तथा चान ुमानअंनथ किमितािसमा।

ितीया त―ुकरणािद37 िह कम ासं सत ् सासाधनसमथ, िलपरामष  ः38 च करण,ं न चा

सिवशेष ेण39 ासिरि, ततो न साधनिमित।

िकम त?ं सवम “्इयं40 एव” इित िनयमन ुपपः, अवारवचनभिभेदानां अनात ् ।लणं41 तु

ााविवशेष ेण42 ितेपः43 अाावितसेन े ित।

तद ािसमाया44 ारमाौ असाधनपिरशेषः45। हेत ुयोगो (O.13)ः साधनायाितपात ेनासाधनं46

आरो,ं तोिचतकाललणसहकािरिवरहात ्47 िवशेषणािसंतेशनाभासा48 (C.27)चेयंइित49।

अािसमायाः50 तु ारं ााविवशेषः51। पिरशेषो वाकारकं वा हेत ु  ः।ािलणिवशेषणािसिरारोा,

तेशनाभासा52 चेयंइित॥7॥
―
1 M,T:ािविशात ् 2 T:अासाधकात ,् O,M:अाासाधकात ्3 T:ाािसमौ 4 O,M,T:-कथनाथ
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5 O,M,T,B:िलानयोः 6 O,M,T:अाकरण े 7 O,M,T:om. 8 O,M,T:om.
9 O,M,T:om. 10 M,T:om. 11 M,T:om. 12 C,B:om. 13 B:om.
14 C,M,T,B:िवश ेष े 15 O,M,T:om. 16 O,M,T:तानं 17 O,M,T:om. 18 O,M,T:त
19 O,M,T:िलिना 20 O,M,T:-मश 21 O,M,T:ां 22 O,M,T:ापकं 23 O,M,T:इित
24 O,M,T:एतत ् 25 M:ाािवशेषात ् 26 O,M,T:अा+ 27 O,M,T:ानं
28 O,M,T,B(, NBh, TR):दीपः 29O,M,T:काशन े 30 O,M,T,B:िवश ेषािित ेप ेण ैवं
31 T:-िवश ेषणाो 32 T:om. 33 O,M,T,B:तं 34 O,M,T:एव 35 O,M,T:ातः
36 O,M,T:ता े ः 37 O,M,T:कारणािद 38 M,T:-मशः 39 M,T,C:-शेषणा+
40 O,M,T:अिनयतं 41 O,M,T:तणन ् 42 T,B:अिवशेषणित ेपः 43 T,B:om.44 M,T,B:-समायां
45 O,M,T:असाधनपिर- 46 O,M,T:-ितपातम ुख े नासाम 47 O,M,T:-सहकािरिवशेषात ् 48 O,M,T:तोदनाभासा
49 O,M,T:om. 50 O,M,T:अासमायान ् 51 O:-िवश ेष- 52 O,M,T:तोदनाभासा
―
i TR 172.3:सां काय ां च ii AN 28.20:एत े एव िवपय य ेणाािसम े iii TR 173.5:अा कारणं ापन
व,ं त य ुमितसात ् ।न िह दामाो दहनो दहित। कायमा दीपः काशयतीित iv NV:अाो
v NV:अिःvi cf. NV 2016.11 vii NBh:अाो viii cf. NBh 2016.5 ix TR 175.1f:साधनिवशेषः
सािवशेष ेणाो न वा, न च ेतन् तं गमय ेदितसात ् ।ाते ्

(T.28)मूलिचासूं1―
(B.11)घटािदिनिदशनातप्ीडन े चािभचारादितष ेधः॥5.1.8॥
इहैवं  ुरमः―कृितपे िकं भवान क्ारणानां2 अोेनािमिभ ै ित, फलेन वा?

थमे सेनािवशेषो ग ुण एव। मृा ैद डािदिभघ टािदिनिदशनात ् , सा े ; तथािप िमथःाानां

पाभ ेदः ात ् गासागरवत ्3 इित चते ् , न, iिमथःारैसीण प ैरेव

दडािदिभघ टािदिनिदशनात ् ।

न ितीयोऽनुपगमात ् ।न िह फलेन4 साधनानां5 ाि ं6 तं *7 अुपगामः। कुत इित चते ् ,

अा ै रेव साधन ैघ टािदिनिदशनात ् ।अितसभया8 मम तावदेवं अुपगम9 इित चते ् , न,

घटािदिनिदशनात ् ।iiअत आिदपदसृ हीत दुपगत10 अारैवे साधनिैन िदशनात ्

इथ  ः।

न चाितसः, कारणशेिन यतात ् , कालदेशयोरिप समवधानिनयतात ्11। कुत एतत?्

घटािदिनिदशनादेवेित।
iiiतिददमय ुाािधकं। फला ेःअय ुाया12 एव साधनाेन ीकारात ् ।

िपे त ु िल दिम णास ंयोगािदः, साधमण सवपसंहारवाभा वािरि ायत े च।
(C.28)िवशेषतो ा ेरानिमित चते ,् िकमतः न न ु िमतौिवशेषयोा िानम ु पय ुते।कुत इित चते ,् िलेन
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*13 घटािदिनिदशनात ् ।आिदपदसृ हीत ेनासाधकान ुमान ेनिवशेषासाधकिसेय ैवा ुपगमात ्14

(O.14)च। अन ुानवंा15 उर16।

तिददमिवषयवृिं ािान ं17 िह18 अमेव, न त ु िवशेषिवषयम ् । अय ुाािधकं वा

िवशेषािानानािदित।

तथािप िलान न साधमण ािरीित चते ,् िकं िवषियलणा नाि, आहोिदािप। न थमः।

ितपन ुबाभावे19 अिप ापारान ु बसात ् ।स एव कथिमित चते ्, तािवषयात ्20। अत एव न

ितीयः एवभंतूायाः ा ेःसािदित। एवं अनुपगमे21 (T.29)वा22 अन ु ानम ुर।
ivतिददं *23 अयुाािधक,ं िलान साधम  िवषयलणाानीकारात ्24। अिवषयवृिं वा,

िलान ं मेव, न त ु साधम  िवषयतय ेित25।

एत ेनाािसमा *26 िनरैव। अिप च *27 सवथ ैवअाासाधकं28 (B.12)साादा *29 वा? थमे

िससाधन,ं ितीयन ुपपःपीडन े30 च31 अिभचारात ् ।अिभचारात ्32 पीडन े33 मेतत स्ाादाािप

साधनं34 इित।

सोऽयं य ुाागः, अयितरेकवाः पररा ेः35 *36 अवधीरणािदित॥8॥
―
1 O,M,T:मूलिववेकाथसूं 2 O,M,T:कारकाणां 3 O,M,T:सागरगािदवत ् 4 O,M,T:फले
5 O,M,T:ताधनानां 6 O,M,T:ािः 7 O,M,T:इित 8 O,M,T:-सभयान ् 9 O,M,T:अनुपगम
10 O,M,T,AN:-द ुपगम 11 C,B:समाधान- 12 O,M,T:अय ुााया 13 O,M,T:कारकान ेन
14 O,M,T:-नुपगमात ्15 C,B:च 16 O,M:उराः 17 T:-ान 18 T:om. 19 O,M,T:िमन ुबा-
20 O,M,T:-िवषयिनयमात ् 21 O,M,T:अुपगम े 22 O,M,T:त ु 23 O,M,T:अिप
24 O,M,T:-लणानीकारात ् 25 O,M,T,B,AN:सािवषयतय ेित 26 O,M,T,B,AN:अिप 27 O,M,T:िकं
28 O,M,T:अाऽेासाधकं 29 O,M,T:अिप 30 O,M,T:om. 31 O,M,T:om.
32 O,M,T,B:om. 33 B:om. 34 M,T:साधनं 35 O,M,T:परराा े ः 36 O,M,T:एव
―
i AN 29.15f:िमथः ाावसीण प ै रेवदडािदिभघ टािदिनिदशनात ् ii AN 29.20ff:अत
आिदपदसृ हीतदुपगमाािरेवसाधनिैन िदशनात ् iii AN 29.21f:तिददमय ुािधकं। फला े ः
अय ुायाअेनउपगमात ् iv AN 30.6ff:तिददमय ुाािधकं। िलान साात ्
साधमिवषयाोपगमात ् ।अिवषयवृिं वा। िलानममेव, न त ु साात ्साधमिवषयतय े ित।एत ेनाािसमा अिप
अिना।

ा कारणानपदेशात ् वाना िताेन
सितासमौ॥5.1.9॥
(C.29)अनवाभाससः ससमः, अनवा च1 ौ च कृतौ च। तथा च ापदं वितं



162

उपलयित। iतत ्अयमथ  ः2―कृितोः वित3 कारणं वापकं, तानपदेशात ्वान ं

ससमः।

त iiौ माणऽेिप िकं4 माणिमित वा, ाऽेिप को ा इित वा वत त े।

िकं प ु नरेतानबीजं5? अिनितािनायकारोपः6। (T.30)ितं च ैतत ्माणपरीायां सूकारािदिभः।

िल िवशेषणारवत ्ातमिप (O.13)िवशेषण,ं तथा च तदिप ेय ं तदेवेिभमानो वा। ततः7 पूव 

पािसिः, उर िवशेषणािसिरारोा।

*8 iiiकृतौ त ु9 कारणािप कारणारं10 वं11।

न िह तत स्व थ ैविन,ं काय ािपसदातनसात ्12।
(C.30)नााकिकं, हेत ुततोःअिप13 सदातनसात ्14।
(T.31)नािप ादवे िं15, वृििनरोधात ,् काय ािपत एवोिसा।

नासत एव कारण,ं ागिप कायिसात ् ।एवं कारणकारणऽेिप िचनीयं16 *17।

िवपरीतसिका च तृतीया ससमे ितकेिचत ् ।

तत ्18 यथा भूतले घटो नाीित। (T.32)न अां19 ितिषत इित घटािस इेवमािद20।

तदिश,ं सूैवभंावियत ु ं21 अशात ् ।

ािसमायामभ वा।
ivां िह22 ििवधं िवध ेय ं23 ितष ें च। ापकमिप करणािदतमत ्24, ततः ितष ेधापकं करणं25

अिधकरणं वा न ितष ेमा26, त ाििनवृिलणात ् ।
vततः ा वम ् ।तदिप नाि अिवशेषात ् ।को िवशेषः? सिमित।

एतदिप असादाियकं, भाकारािदिभरन ु दातािदित च ेत ,्

न ; वाि ककृत ैव  ुरसूे27 दिशतात ् ।यदाह―“तत ्28 इदम ुरं ा *29 अा वेित। अािप30

(T.33)ितष ेंा वाा वा31 समानो दोषvi” इित।

तात ्(B.13)दि्विवध ैवससमा।

सा32 चापाततोऽनवालणितकूलतक देशनाभासा33। हेत ुपय िचायां *34 पे *35

अिसिवशेषणिवशेोभयेन36, हेतौ पािसेन, ाे सासाधनोभयिवकलािसायेन37

(C.31)तेशनाभासा38 *39, एवं ितरेकेऽूहनीयम ् ।िकं प ु नरेतानबीजम ् ।कारणाप ेाम ुख ेनासारोपः।

वाना िताेनितासमः।

तीप ं अवानात ् (O.16)ितपावानािदित योापारं अिभ े। (T.34)योजकापारिचन े40 तु41
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िताेन केवलेन ितपावानात इ्ित42। ापनाहेतोः ितष ेधः ितासम इित, एवं पु पपिः।

योजको िह िताः, योो िह जाितवादी, त ापारः ितष ेधः43। चः44 थ लणभेदंसूचयित।

इय बाधितष ेधाां45 िधा46। केवलिताबलेन47 वृ ेः*48 ितधम करणसमाां49 िभते।
viiिकं प ु नानबीजम? न िह य ुाभासमनभा  ितामाेण50 ितरोधबाधौ51 अिभधात ुमहित

अितसात ् ।

सं52, एवं िह मते जाितवादी―येनधमण यथां ा तेन53 तथाम ुपस ंहत ु 54 उिचतं दाा िक।

तथा, यथा देवदो दीघ थायदोऽपीित55, न त ु यथा च ैःकाणः (C.32)तथा म ैःख इित। तदन ेनािप

वािदना यथाऽिनो घटथा शोऽपीित उपसंहाय56, न त ु यथा घटोऽिनथा चायं57 शः58 कृतक59

इित। न न ेन साधन ं धानीकृ ा यथाम ुपदिशतं ताेत ुवादो60 अधानमनमेवाितदेश

इिभमानो बीजमेित।
viiiएव61 वत त―ेयिद घटाबलेन62 *63 अिनः शः, अथ64 आकाशाबलेन िन एव िकं न

ात ,् न चाि कििशेषः। य ेनघट एव ाो नाकाशं65 इित ितरोधपे।

बाधपे त ु घटाेन66 नािनः श इित67। आकाशाबलेन िनैविसेिरित।

तद हेतोरधानेनानािभमानो ारं, ो ाः, बाधितरोधौ आरोौ68, तेशनाभासा69

चेयिमित॥9॥
―
1 O,M,T:om. 2 O,M,T:सूाथ  ः 3 O,M,T,AN:वित 4 T,AN:om.
5 O,M,T:उान े बीजम ्6 O,M,T,B:-ाारोपः 7 O,M,T:त 8 O,M,T:त 9 O,M,T:च
10 O,M,T,AN:कारणं 11 O,M,T,AN:वां 12 O,M,T:सनातन- 13 O,M,T:om. 14 O,M,T:अिवतथा-
15 O,M,T:ािन(+) 16 O,M,T:िविचनीयं 17 O:इित 18 O,M,T,B:om. 19 O,M,T,B:अाः
20 O,M,T:एवमाकारेित 21 M,T:भिवत ु ं 22 O,M,T:अिप 23 O,M,T:om. 24 M,T:अतमं
25 M,T:कारणं 26 O,M,T:ां 27 O,M,T: ु रे 28 O,M,T,AN:यत ् 29 O,M,T,AN:वा,

NV:अथ कारणापवादारेण साधयते ् 30 NV:तािप 31 O,M,T,B, NV, AN:वे ित 32 M,T:स
33 O,M,T:-चोदनाभासा 34 O,M,T:त ु 35 O,M,T:षणं 36 O,M,T:िस-
37 O,M,T:-ािसायेन 38 O,M,T:तोदनाभासा 39 O,M,T:चेयिमित 40 O,M,T:-िचन ेन 41 M,T:om.
42 O,M,T:om. 43 O,T lack this sentence(from योजको to ितष ेधः). 44 C:वस+् 45 O,M,T:-ितरोधाां
46 O,M,T:ेधा 47 O,M,T:-बल+ 48 O,M,T:च 49 O,M,T:ितधम सम-50 O,M,T:ामा ेण
51 O: बाधितरोधौ, M,T:ितरोधौ 52 O,M,T:उते 53 O,M,T:त ेन ै व 54 O,M,T:अुपसंहत ु 
55 O,M,T:अिप 56 O,M,T:उपसंहत ं 57 O,M,T:अयं 58 M,T,B:कृतकः 59 M,T,B:श
60 C:-वाद े 61 M,T:चा 62 O,M,T:ा- 63 O,M,T,B:अिप 64 O,M,T:ह
65 O,M,T,B:नाकाश 66 O,M,T,AN:-ाबलेन 67 O,M,T,AN:om. 68 M,T:आरौौ
69 O,M,T,G:तोदनाभासा
―



164

i AN 30.23f:तदयमथ  ः―कृितो वित कारणं ापकं तानपदेशादिनदशात्वानं ससमः
ii TR 176.5:ौ त ु माण ेऽिप िकं माण,ं ा ेऽिपको ा इित, AN 31.11f:ौ त ु िकं माण ेऽिप, ा ेऽिपको ा
इित एवं वत त े।िकं प ु नरेतानबीजंiii AN 31.21:कृतौ त ु कारणािप कारणं वां। न िह तत ्सवथ ै विनं आकिकं वा,
अादेववा काय सदातनाप ेः iv AN 32.1:ां ििवधं िवध ेयंिनष े v AN 32.2:ततः ा व,ं तदिप
नाि, अिवशेषात ् ।को िवशेषसम ् ।न च भाकारािदवदन ु दातानन्ायं ािसमा। ाि ु रसूवेाि ककृता दिश तात ् ।
यदाह―यिददम ु रंा वाा वेािपितष ें, ााा वेितसमानो दोष इित vi NV 2018.8f
vii AN 32.27f:िकं प ु नानबीजम, न िह य ुाभासमितबाय, ितामा ेणबाधितरोधबाधाविभधात ुमहितएवं मते
जाितवादी viii AN 33.11f:एव वत त―ेयिद घटाबलेनािनः शो, अथ आकाशाबलेन िन  िकं न ािदित
ितरोधप े। बाधप े त ु घटाबलेन नािनः श, आकाशाबलेन िनैव िसेिरित। त
हेतोरधानेनानतािभमानोारं। ो ाः, न हेत ु ः।तानािभमानात ् ।बाधितरोधावारोौ। तदाभासा च ेयम ्

(T.35)ससमदोषचचा सू―ं

दीपोपादानसिनवृिवत ्1 तििनवृिः2॥5.1.10॥
इहैवं  ुरमः―ातैव ापकिमित िकिमदं य ु ििसं (B.14)लोकिसं वा। नाः, य ुैव

िभचारात ् ।न *3 ितीयः, दीप उपादीयमान े साभावात ् ।(O.17)भावे वा यदशन ंलोके न ात ् ।*4

मा भूिदित च ेत *्5, जात ेरन ुानंाघातात ् ।

िल िह6 ातं तावदवयं  ेय,ं िवशेषणािदित चते ् , न, सािवपय यस ंसग वेदकानां7 एव8

िवशेषणानां9 ानिनयमाुपगमात ् , न त ु सहकािरमाोपय ुानां10 अिप। एवमुपगमे11 अिप12

षणान ु ानमेवाघातात ् ।
(C.33)तात ्13 लोके14 यथा15 घटािदितपथ दीपोपादान ं16 न तिायकपररां सयित तथा

हेत ुाोपादानमपीित17।

तिददमय ुाािधक,ं ातिनयम ापकान18 एवाेन ीकारात ् । अिवषयवृिं वा,

िलसहकािरमाेिप िला ात वत नािदित।

कृतौ त ु िकं पराप ेा19 (T.36)एव दोषः अप ेायामिसिवा ।

न थमः, तथाभूत ेनािपदीप ेन लोकवहार *20 तथािवचारेण21 परीकवहार िसेः। अन ु ानवंा

जात ेः22।

ितीय े त ु िकमिसाप ेायामिसिः, िसाप ेायामिप वा? थमे िससाधन,ं ितीय े *23 सूम ुरम।्

तथानुपगमे24 वा25 तािसेा घातः।

तिददमिवषयवृिम ् ।अनवा *26 षणं भवेव, न त ु िसिवषय े ित27॥10॥
―
1 G:-िविनव-ृ 2 O,M,T:तिवृिः 3 G:अिप 4 O,M,T:तन ् 5 O,M,T:न 6 O,M,T,G:om.
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7 O,M,T:-छेदकारणानां 8 O,M,T:om. 9 O,M,T:om. 10 O,M,T,G:-मातयोप-, B:कािरतामाोप-
11 O,M,T,B,G:एवमन-ु 12 O,M,T,G:त ु 13 O,M,T:यथा 14 G:यथा लोके
15 O,M,T,B,G:om. 16 O,M,T:om. 17 T:इित 18 G:ापनान- 19 M,T:पराप े
20 O,M,T:िसेः 21 O,M,T:तथाातथािवचारेण, G:तथािचारेण 22 O,M,T:उर, G:om.
23 O,M,T,G:त ु 24 O,M,T:तथा-ु 25 O,M,T:om. 26 O,M,T,G:िह 27 B:िसििव-

अथ ितासम―े

िताहेत ुे1 च2 नाहेत ु ः3 ाः॥5.1.11॥
(C.34)iइहैवं  ुरमः―िकं िता अिधकबलतां4 अिभम5 *6 ा बाधो देयत े7 अथा

वा?

नाः। साधनय ुसाधम वामवधीय वािदितवािदिववितधम वामाेणायोिव शेषाभावात ् ।

न ितीयः, को िह त ुबलयोबा बाधको8 वा? तथाीकारे वा9 ाेन ै विताबाधोऽुपगः

ािदित ाघातः।

तिददं साधारणं10 एव11 ं12 अिभध ेय,ं सू (T.37)ताय च13 iiय ुाहीनं बाधं िधकबल

युाअनप ेणात ्14 (O.18)इित।

ितरोध े त ु िवशेषहे ितरोधदहे वा?

नाः। ा हीनहे तैववाात ,् िता हीनहे ितरोधाशात ् ।

ितीयु नावे ा हेत ुना पिरगृहीतात ् ।िता तीनात ् ।तदयमथ  ः―(B.15)िता

एव हेतु िताहेत ु ः15। नािधकः16 ततो हेत ु रीित यावत ् ।त तथाे ाोऽिप यिधकहेत ुशूः

ात ,् *17 ितरोधो भवते ,् न हेत ु रिवमानहेत ुाइित।

हेत ुमालणोिवशेषो नां अितदेशे18 *19 दिशत इित चते ्, तिह रासभो यथा न षणं तथा िताोऽपीित

सौ20 ोिाघातः।
iiiतिददं य ुाहीन,ं हेतोय ु ा21 एवानप ेणात ् । अगृमाणिवशेषं22 वा ितरोधां

तानप ेणािदित॥11॥
―
1 T:-ेन 2 O,M,T:om. 3 T:अहेत ु ः 4 O,M,T:-ं 5 O,M,T:मा, G:-म
6 O,M,T,G,AN:त ेन 7 O,M,T,G:चोत े 8 O,M,T:बाो बाधको 9 O,M,T:om. 10 O,M:साधारणं
11 O,M,T:om. 12 O,M:om. 13 O,M,T,B:त ु 14 O,M,T:अनवेणात ् 15 O,M,T:om.
16 T:बािधकः 17 M,T:तथा, O:तदा 18 O,M,T:om. 19 O,M,T:इित 20 O,M,T:सा, 
B:सो 21 O,M,T,B:य ु 22 O,M,T:अगृमाणमिवशेषणं
―
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i AN 34.11f:इहैवं  ु रमः।िताािधकरणं अिभम तेनाबाधो द ेयत ेआपते न वा ii TR
179.8:य ुाहीनः। बाधं िधकबलाेनाीकारात ् , AN 34.15f:य ुाहीनं। बाधं िधकबल
य ुाानप ेणात ् ।ितरोध े त ु िवश ेषहेितरोधदहे वा iii AN 34.22ff:तिददं य ुाहीनम
हेतोय ु ेवाानप ेणात ् ।अिवमानिवशेषवा ितरोधाानप ेणािदित

ाग ु ेःकारणाभावादन ु तोपिसमः॥5.1.12॥
iय किचत ्साधना उेः ाक ्1 कारण2 हेतोरभावात ्वान ं (C.35)अन ु िसमः*3। iiएवं

*4 धिम  िलसाातानानामन ुिःाते।

तां उदाहरणं भाादौ, आयभागािसिः5 पय विसततत ्6।

ितीयं त ु7―ग ु िव दं पतनवािद ुे पतनोेः ागवा8 भागािसो हेत ु ः (T.38)तदािप ग ु9

िववितेन तदवािप पऽेभा वािदित।

तृतीयं गविददं पािथ वािद ु ेथमे णे ग10 अापक11 अन ुेः12 अिसो हेत ु ः, िसौ वा

बािधतिवषयः ािदित।

चतुथमाा ग ुणवाटवत ्13 इ ु ेथमणे14 अन ु ग ुणावो15 घटः16 स17 एव िनग ु णः, तथा च

ाे18 भागािसो19 हेत ु िरित।

पम―ंiiiं वाय ु ः शवािद ुेऽातािप वायों िववित,ं न च तायं हेत ुपलवृिः
(O.19)इातभागािसो हेत ु िरित।एवं सव म ेतागािसिप य विसतं20 इित21।
ivअन ु िधम क22 कथमिन,ं िनःपतन कथं ग ु, अगवत ्23 च कथं पािथ वं24, िनग ु ण कथं ,ं

अन ु पलहेत ु कंच कथं साधम विदित िवरोधपय विसते ित।

तेशनाभासा29 चेयिमितयो यदथ उपादीयत े तान ुतासाम ारम ् ।अ ो हेत ु िरित॥12॥
―
1 T:कारण 2 T:om. 3 O,M,T:इथ  ः 4 O,M,T:िह 5 O,M,T:-िसि+
6 O,M,T:तिन ् 7 O,M,T:om. 8 C:-ानो, O,M,T:-ानात ् 9 O,M,T:ग ु वतत्
10 O,M,T:om. 11 O,M,T:ा- 12 C:-पिः 13 T:धरािदवत ,् M:घटािदवत ् 14 O,M,T,B:थमे ण े
15 O,M,T:अन ुावो 16 O,M,T:घट 17 O,M,T:om. 18 T,B:ाभागािसो 19 T,B:om.
20 O,B:िसिपय - 21 O,M,T,B:om. 22 M,T:om. 23 O,M,T,TR:अपािथ वं24 O,M,T,TR:गवत ्
25 O,M,T:तोदना-
―
i AN 35.1f:य किचत स्ाधना उ ेःाक ् कारण हेतोः अभावात ्वानमन ुिसमः
ii AN 35.4:एवं धिम  िलसाातानानासं ाते iii TR 181.3f:ं वाय ु ः शवािद ु ेऽातािप
वायों िववित,ं न च तायं हेत ु ःिस इातभागािसहेत ु िरित iv TR 181.5f:अकाय  कथमिन,ं िनःपतन कथं
ग ु , अपािथ वंच कथं गवत ,् िनग ु  णकथं ,ं अन ुपलिहेत ुककथं साधमविदितिवरोधपय विसत े ित
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(C.36)दोषिचासू―ं

तथाभावा कारणोपप ेन कारणितष ेधः॥5.1.13॥
इहैवं  ुरमः―न तावदन ुोऽन ुिसमा न समयतया पो1 अाकमिभमतो य ेन देयावकाशः2

ात ् , यो िह यदा3 यमेव *4 नाि (B.16)क तदातनेनायतािमते ् , तत ्5 कुत
(T.39)आयािसिः?

तथािप6 शमापीकरणे7 कथं तशाक8 पवेदः? तत ्9 िकं10 तथा11 अिप श एवासौ? न तिह

नाि तथा च उेःािगित ाघातः।

*12 अश13 एव तिह तथावः ािदित चते ् , न ै तदेवं, ाघातादेव तभाव14 कालारऽेिप

ाभाववत ्15 (C.37)ेतरतादाान ु पपेः*16। तात ्समयभािवना प ेण कालारभािवन ं17 ाभावं18

उपलयतीित भावः।

तथा च ेदानीमन ुोघटः, शो वा, स एव नो19 वा20 नाि वेित21 कोऽथ  ः? त अभावो22 अीित,
(T.40)स प ुनरपदेय एव, न च23 अपदेयािधकरणतया24 सासाधनभावः शित ुमिप श25

इाां26 िवरः27। तिददं उम ुतथाभावािदित।

तिददमिवषयवृि,ं अिसं *28 षणं वंु29 उिचतमेव, न त ु त30 अपो31 िवषयः। न चान ुःप
(T.41)इित।
iहेतौ त ु यदा तदो पतनादेथाभावात इ्ित32 हेत ुभावात ्िसािात ्33 इित यावत ् ।कारणोेः34

िलोपपेः35 न कारणितष ेधः36 (O.20)प इित शेषः।

एतं भवित37, य िलैकदा वत मान ैकािलकेन साेन ितबिसिः तैकदा

िसैवोपस ंहारात ् तथाभूतसासाधकोपपौ38 नान ुििवनाशदशायामिसिः ितमावहित।

तदातनतयाऽन ु पस ंहारऽेिप तदातनाथ  िसेः, यो िह एकदा *39 पतनवान ्स सवदा *40 ग ुिरित िह ािः,

अाौ वा न तदातनतया पोऽपीित िकमिसिः41 किरित।

तिददं य ुाहीनंािकारमप ेअिसे षणात ् ।अ च तदनप ेवृ ेः42 इित।

एत ेन सााािरके ााते। यथायोगं43 *44 सूयोजना। साे45 य ुाहीनं

ापकपानप ेणात ्46। ाऽेिप47 ापानप ेणात ्48।

तान े त ु उ49 उान ातेितयावत ् ।तथाभावात प्भावात ,् हेत ुभावात ,् ाभावािदित।
(T.42)एतं भवित50―ििवधा51 न ुमानवृिः52, सावनातो िनया, त *53 यथा वृि तथा

ानिवषयैव उपासात ्54 (C.38)तिपरीत55 अपािदभावे56 अिप न कृतहािनः, उपासान ु प57
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िनदषात ् ।

तिददमिवषयवृि,ं अान ं *58 पादेदष एव, न त ु59 अन ु प पािदभावो न चापादेरान ं दोषः,

अथा सवाघातादन ुानमूहनीयिमित॥13॥
―
1 O,M,T:पे 2 O,M,T:चोा- 3 O,M,T:om. 4 O,M,T:यदा 5 O,M,T:om.
6 O,M,T:अथ 7 O,M,T,B:-मा पी- 8 O,M,T:-दशाप 9 PA:न 10 PR:कथं 11 T:तत ्  ,
O,M:तदा 12 O,M,T:अथ 13 O,M,T:श 14 O,M,T:अतत-् 15 O,M,T:भाव+
16 O,M,T:इित 17 O,M,T:-भािवना 18 O,M,T:भावं 19 T:om. 20 T:om. 21 O,M,T:इित
22 O,M,T:भावो 23 O,M,T,B:चािप 24 O,M,T,B:अपदेयािध- 25 O,M,T:शत
26 O,M,T:आिदिवरः 27 T:om. 28 O,M,T:िह 29 O,M,T:om. 30 M,T:ताः 31 O: अपे
M,T:पे 32 O,M,T,AN:om. 33 O,M,T:-ापकात ् 34 O,M,T:कारणोपप ेः, B:कारणो ेः
35 O,M,T:िलोपप ेः 36 C:कारणाित-, O,M,T:कारणेनित- 37 O,M,T:om.
38 O,M,T:-भूत सासाधकोपप ेः 39 O,M,T,B:अिप 40 O,M,T:एव 41 O,M,T:िकंिसिः
42 O,M,T:तमनप ेवृ ेः 43 O,M,T:-योगः 44 O,M,T:त ु 45 C,B:साो
46 C,B:ापकपा- 47 O,M,T:त ु 48 O,M,T:ापा-49 C,B:om. 50 O,M,T:om.
51 O,M,T:िधा 52 O,M,T:अन ुमानवृिः53 B:य 54 T:उपसंहारात ,् M:उपसंहा...त ,् O: उपस.ं..सात ्
55 T:-िवपिरत 56 O,M,T:अपादभाव े 57 O,M,T:-प+ 58 O,M,T:िह 59 O,M,T:च
―
i AN 37.9f:हेतौ च यदा तदो पतनादेथाभावाेत ु भावातक्ारणो ेःन कारण ितष ेधःप इित शेषः

(B.17)सामाायोरैियके समान े *1 िनािनसाधा त ्
स ंशयसमः॥5.1.14॥
समान इमुदाहरणाथ। शेषोपलणाथ  ः2। त ेन सपासपोापकधमा त ्3 इित सूिवपिरणामः। 4एवं

िवषयतोऽन ुमानारऽेिप कारणतोऽन ेकधमा द ेरिप स ंशयसमािः। तदयमथ  ः―िनण यकारणोपेप े सित

संशयकारणेनवान ं5 *6 संशयसमः।

एव वत त―ेiयथा िनण यकारणमीित िनण यः (O.21)ात ्, तथा स ंशयकारणं (C.39)अीित संशय ेन*7

(T.43)भिवतं। अथा कारणसावऽेिप स ंशयविण योऽिप न ात ् , अिवशेषात ् ।अि च संशयकारणं

समानान ेकिवितपीनां8 अतमत ् , न च वामुभयमिप9 अु10, एक *11

एकििणयािनण यपिवोभयसंसगण12 भेदसात *्13।

तद संशयकारणमेवारं, हेत ु  ः, काया प ेयासितपमारो,ं तदाभासा च ेय ंइित14। ााप ेयाच15

िवशेषणािसिः आरोा, तदाभासा च ेय ंइित16। संशयहेत ु िवरहसेित िनणा यकं17 इिभमानात *्18॥14॥
―
1 O,M,T:अिप 2 O,M,T:-थ, B:पलणमथ  ः 3 O,M,T:-पावापक- 4 O, M lack from here
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to 5. 5 O: च ान,ं M lacks to here. 6 O,M:च 7 O,M,T,B,AN:अिप 8 O,M,T:समानधमा न ेकधम  िव-
9 M:अ.ु..10 M:om. 11 O,M,T,B:एतत ् 12 O,M,T:-िवधमस-ं 13 O,M,T,B:इित 14 O,M:om.
15 O:om. 16 O,M,T:om. 17 O,M,T:िनणा यकं 18 O:इित
―
i AN 38.14f:यथा िनण यकारणमीितिनण यःात ,् तथा संशयहेत ु रीितत ेनािपभिवतम ्

मूलचचा सू―ं

साधा त ् स ंशये न संशयो व ैधा भयथा वा संशयऽेसंशयसो
िनानुपगमासामााितष ेधः॥5.1.15॥
साध1 संशायको धम  ः व ैध2 िनणा यको3 धम 4 इित5 िनणा यकाभावे *6 संशयहेत ु ः।स ंशयं करोित यिद त ु

तावऽेिप कुया त ् , असंशयः ात ् । अु7 एवमेवेत आह―िनेित। िनं8

संशयकारणानिभगमात च् सामा।

मया तावत ् एवमेवा ुपगत इित चते ् , *9 अतः काय कारणभावे10 अिप ीकारात ्11 िनण य12,

अीकारे वा जात ेरन ुानंाघातािदथ  ः।
iतिददं य ुाहीनम ् ।िवशेषादशन संशयकारण यु एवानप ेणात ् ।अय ुाािधकं वा,

साधा  िदिवरहाय ुैविनण याेनीकारात ्, (C.40)ता काया प ेयासितपं स ंशयकारण

ात ्13, नािप ााप ेयािवशेषणािसिः। साधा भावहेत ु िवशेषणानुपगमात ्14।
(T.44)(B.18)नन ु स ंशयसमा िभचारदेशनाभास े ित15 केिचत ् । तत ् कथ,ं मादात ् । न िह पतो

िभचारदेशन ेय ं16 नािप िवकसमावदिभचारसारेण, (O.22)नािप िनण यहेत ु रेव स ंशयं करोिित

ाय ेन17 फलत इित॥15॥
―
1 O:साध- 2 O:व ैध - 3 O,M,T:िनणा यकं 4 O,M,T:om. 5 O,M,T:om.
6 O,M,T:िह 7 O,M,T,B:अि 8 O,M,T:िन- 9 O,M,T,B:न 10 O,M,T:-कारणाभाव े
11 O,M,T:िनण यीकारात ् 12 O,M,T:om. 13 O,M,T,B:अनात ्14 O,M,T:-िवश ेषणान-ु
15 O,M,T:-चोदनाभास े ित 16 O,M,T:-चोदन ेयं 17 A:ाय ेण
―
i AN 39.16ff:तद  य ुाहीनम ् । िवशेषादशन संशया य ुानप ेणात ् ।अय ुाािधं वा,
साधा िदिवरहाय ु ैविनण याेनीकारात ्
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उभयसाधा त्ियािसेः करणसमः॥5.1.16॥
साधा  िद ितपसाधकोपलणमथ  ः, िया ियमाणोऽथ  ः, त िसिेन यात ् त ेन iापनाहेतौ

य ु े1 अुपगततदनिधकबलेन2 माणारेण हेतोः बाधािभधान ं करणसम इित सूाथ  ः।

उदाहरण―ंअिनः शः काय ािद ुे3, न ै ततए्व,ं िन एव यतः िसः4 ावणात ्5। न च े िददं बाधकं

काय मिपन साधकं माणािवशेषात ्6 इित।
(T.45)एवं ािदिभः7 अिप बाधो यथा ैवन8 एवं9 िभानबािधतात ्10, न च े िददंबाधकं तदिप11 न तत ्12

साधकं *13 अिवशेषात इ्ित14।

तद ितमाणं ारं, हेत ु  ः, बािधतमारो,ं तदाभासा च ेयिमित।शेषमशेषसंाधसमावत ् ॥16॥
―
1 A:य ु ै 2 O,M,T:-गतानिधक- 3 O:काय ःािद- 4 O,M,T:िसिः 5 O,M,T:अावण-
6 O,M,T:माणेना- 7 O,M,T:-षाद ेः 8 O,M,T:om. 9 O,M,T:om. 10 A:-बािधात ्
11 B:om. 12 O,M,T:om. 13 O,M,T:माणेन 14 O,M,T:इािद
―
i NR 210.9f:ापनाहेतौ य ुोऽनिधकबलेन

मूलु िचत―े

ितपात ्करणिसेः ितष ेधान ु पपिःितपोपप ेः॥5.1.17॥
ितपापनात ्1 पनानिधकबलादिप करणिसेः हेतोः सािसिारा ापनाितष ेधान ु पपिः

ितपोपपेः। उराप ेया ापन ै व ितपः तानिधकबलेन2 (C.41)ितात ्3 अिप अप े ितिसििरित

दुपगमबशेन ै वोपपेः4। अनुपगमवेा5 न बाधिसिः।

सोऽयं साधारणो6 ाघातः। iअसाधारणं त ु7 य ुाहीनं8 बाधं िधकबल यु एवानप ेणात ्

*9॥17॥
―
1 O,B:-साधनात ् 2 O,M,T:-बल+ 3 O,M,T:ितसाधनिवात ् 4 O,M,T:तद ुपगमबलेन ै वो-, 
B:-वशेन-ै 5 O,M,T:om. 6 O,M,T:om. 7 O,M,T:om. 8 M,T:अय ु- 9

O,M,T,B:इित
―
i AN 40.27f:असाधारणं च य ुाहीनबंाधं िधकरण य ुाावधारणात ्



171

(T.46) ैकाािसेहतोरहेत ु समः॥5.1.18॥
कृितिसाधारणी इयं जाितः। पूव पात स्ह वेित िवकोपमः। त सहभावऽेिवशेषादहेत ु ः1। पूवा परभावे

*2 तु3 एकतरसनुपपेः(B.19)सासाधनोपिहतपात स्ाधनसायोः4।

कः प ु नराःाािसमाां (O.23)भेदः? सासाधनभावितष ेध5 (C.42)उभयािप त ुािदितच ेत ्?
iत पतः सिकषा सिकष  िचा, इह त ु कारणतः6।
iiते अथ ािरके, (T.47)इयं *7 शािरका।
iiiते िह8 िवकोपमे9, इयं ििवकोपमा।

त सहकािरशिा, इह *10 पशिः।

त े िवशेषणािसिदेशनाभास े11, इयं ितकूलतक देशनाभासा12 इित। पूव भावे िह तदसाधनसः, पाावे

िह13 तदसासः। सहभावे सासाधनभावाभावस14 इित15 ितकूलतकमाोिपय वसानात ् ।

इतरेतरायसे16 च ताया त ् ।

तद ितकूलतकावन ं17 ारं, हेत ुहेत ुमावो18 ः, तक ितघातः च19 आरोः, तदाभासा

च ेयिमित॥18॥
―
1 O,M,T:अहेत ुम ् 2 O,M,T:अिप 3 O,M,T:च4 O,M,T:सासाधनयोः 5 O,M,T:-ित ेप
6 O,M,T,NR:कालतः 7 O,M,T,AN:त ु 8 O,M,T,NR:om. 9 O,M,T,B(,PA,NR):ििवको- 10 O,M,T:त ु
11 O,M,T:-चोदनाभास े 12 O,M,T:-तका भासा 13 O,M,T,B:om. 14 O,M,T:-साधनाभाव- 15 O,M:...
16 O,M,T:-य- 17 O,M,T:-तक 18 O,M,T:हेत ुफलभावो 19 O,M,T:om.
―
i NR 211.5:तयोः पतः सिकष  िचाइह कालतः, त े अथ ािरकेइयं शािरका, त े ििवकोपम,े इयं ििवकोपमा
ii AN 42.4:त े अथ ािरकेइय ुशािरका iii AN 42.11:तत ि्ह िवकोपम,े इयं ििवकोपमा

(T.48)दोषमूलु िचत―े

न हेत ु तः1 सािससे् ैकाािसिः॥5.1.19॥
(C.43)ैकाािसा िकल जाितवादी हेत ुफलभावं2 इह आिपित3, न च *4 ैकाािसिय थायथिंकालय ुा5

हेत ुतःसािसिदशनात ् ।अत एव भािकतया िनमू लाका इथ  ः।
iतिददं *6 य ुाहीनंिपे7 तक वृिं8 ित9 अभूताया ा ेरनप ेणात ् ।

कृितपे त ु  ैकाािसिः, हेत ुतःपूव कालय ुात ्10 सा उरकालय ुिसेः।

असित साे क तत स्ाधनिमित चते ,् साैव।

असतः कथम ुपािधिमितचते ,् वहारं ित ब ु ििसात ् ।
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ापारं ित त ु11 उपधानान ु पयोगःभावशेः त एव (T.49)िनयतात ् ।

िभकालयोः कथं स इित चते ् , स एव12 अ13 एवं भावात ् ।पौवा पय  िनयमो िह

काय कारणभावः।

तिददमनािधक,ं न िह िभकालिनयमे समानकालता य ुा िवािदित। या पूव वदहीनम ् ।

स सहभावेन ािसेः। (O.24)अिवषयवृिं वा, सहभावेन सो ात एव, िकिवो न

त ु14 िवोऽिप ाििवषय इित॥19॥
―
1 M,T:हेत ु ः2 O,M,T:-फलाभावं 3 O,M,T,B:ितिपित 4 O,M,T,B:इह 5 O,M,T(,PR,PA);-य ुात ्
6 O,M,T:िपे 7 O,M,T,AN:om. 8 O,M,T,AN:-वृि+
9 O,M,T,AN:om. 10 O,M,T:-कालिसात ् 11 O,M,T:om. 12 O,M,T:अिप 13 O,M,T:om.
14 O,M,T:om.
―
i AN 42.24f:तद य ुाहीनंतकवृ ा ेरनप ेणात ् ।कृितप े त ु  ैकाािसिः, हेत ुतःपूव कालय ुात ्  सा
काय उरकालय ुिसेः

(C.44)ितष ेधान ु पप ेितष ेाितष ेधः1॥5.1.20॥
ोिापनात स्ाधारणो ाघात इथ  ः॥20॥
―
1 O,M,T:ितष ेा-

(B.20)अथा पितःितपिसेः1 अथा पिसमः॥5.1.21॥
(T.50)उ िवपरीताेपशिरथा पिः, ततदाभासात ्ितपिसे वानादथा पिसमइथ  ः।

स च बकारः।
iतथा िह―शोऽिन2 इ ु ेअथा दापतेन3 अोऽिन4 इित। िवशेषिवध ेःशेषिनष ेधिवषयात ् ।iiतथा

च5 सािवकलो ा इित िवरोधः।

अिनसाधा दिनइु ेऽथा दापते6 िनसाधा  िइित ितरोधः7।
iiiअन ुमानादिनइु ेऽथा दापंाि इित बाधः।

सामावतो8 *9 अदािदबाकरणाात ्10 *11 इ ु ेऽथा दापं12 तदभावात ्अिन13 इित। न च14

सवः15 शोऽदािद इिसिः16।
ivअिवे हेताव ु े कृतकमिनसाधकं न वा? न च े िददमिप कथं साधकमिवशेषात ् ।साधके17 चेत ्18



173

उत,े अथा दापतनेात स्ाधकं *19 (C.45)सवदोषोपस ंहारः।एवमन ैकािकमिसिमािद।
vतदान ुाेपोारं, हेत ु  ः, अिसातमत ्20 आरो,ं तदाभासा च ेयिमित॥21॥
―
1 O,M,T:ितपऽेिसेः 2 M,T:िन 3 O,M,T:om. 4 M:िन 5 T:om. 6 O,M,T:आपं
7 O,M,T,B:िवरोधः 8 O,M,T,TR:सामावे 9 O,M,T,TR:सित 10 O,M,T:-करणात ्
11 O,M,T,TR:अिन 12 O,M,T,TR:आपते 13 O,M,T,TR:िन 14 O,M,T,B:िह
15 O,M,T:सव+ 16 O,M,T:अंशािसिः 17 B:साधकः 18 O,M,T:त ु 19 O,M,T,TR:इित
20 O,M,T,B:अिसाद-
―
i AN 44.1f:तथा िह―शोऽिन इ ु ेअथा दापत ेनाोऽिन ii AN 44.2:तथा च सािवकलो ा इित
िवम ् iii TR 188.3f:अन ुमानादिन इ ु ेऽथा दापं ाि इित बाधः। सामावे सित
अदािदबा े ियाादिनइ ु ेऽथा दापततेदभावाि इित iv TR 188.5f:अि ् एव हेताव ु े
कृतकमिनसाधनं न वे ित िवकल्। न च े िददमिप न ादिवशेषात ् ।साधक ेतेऽथा दापतनेात ्साधकिमित, AN
44.11ff:अि ्एव हेताव ु े कृतकमिनसाधकं न वा। न च े िददमिप कथं साधकमिवशेषात ् ।साधक ेदथा दापतनेात ्
साधकं सवदोषोपसंहारः v AN 44.17f:तदान ुा ेपोारं। हेत ु  ः, िसाारों। तदाभासा च ेयम ्

(T.51)मूलं िचते -

अन ुाथा प ेःपहान ेपपिरन ुादन ै कािकााथा प े ः॥5.1.22॥
इहैवं  ुरमः―उोपपादकमन ुमथा दापतअेन ुमावंा?

आे य ुाहीनं कृतोान ु ेनाापनात ्1। अापक च2 अन ुपपादकात ् ।

तिददम ुमन ैकािकािदित।

ितीय े *3 ोिापनााघातः। तिददम ु ं अन ुान ुमाअथा प ेः4 (O.25)पहान े ः पहान े ः5

उपपिः कुतोऽन ुात्षणोपािधसमााािदथ  ः।
iवादजयो वािदसाधनवत ् ितसाधन ं अपीयमथा पिरिभसंवत इित न ैकावितेयं। तथा च

ाेयात ्6 अषणाुपगमेन7 ाघातः। (T.52)अाेयेवा साधन8 यमेवानुपगमात ्

वादजकथााघातः9। तिददम ुमन ैकािकािदित॥22॥
―
1 T:ापनात ् 2 O,T:om. 3 O,T:त ु 4 O,M,T:अथा दाप ेः 5 O,M,T:-
6 O,M,T:-े 7 O,M,T:षणा- 8 O,M,T:साधन 9 O,M,T:-कथा ुपगमा-
―
i AN 45.1f:वादजयो वािदसाधनिमव ितवािदसाधनमपीयमथा पिरिभसंवतइित न ैकािकवितेयम ्
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(B.21)एकधमपप ेरिवशेषसेवा  िवशेषसाावोपप ेरिवशेषसमः॥5.1.23॥
(C.46)एकधमपपेः अिवशेष1 इित जाितवािदनोऽन ुशयोाटन ं जा ुानमदशनाय2 वानाकारं3

आह―“सवा िवशेषसात ्” इित।
iतत ि्कं साधनधमपपेरेव, न ेाह।“सावोपपेः” इित। तथा चोष समातोभ ेदः।

धमा रोपलणं4 च ैतत ् ।मेयािदनािप सवात ्5। अिवशेषसमा च ेय ंजाितः। उष समादीनाम ेकं

िकिाधा िदित (T.53)वाि कदशनात ्6 च।

सवशेनच7 प ु नःअ8 उपपादकधमा ाः9 सम ुदायोिववितः।

अिवशेषकेमेकधम वं10 एकाकारधम वं11 वेित।

त ेनायमथ  ः―य किंित स्म ु दाय ेसा ेकतमं12 साधनात ्अं13 धम म ु पलतलेन त समुदाय

धमतःपतो वा एकाकारमापादयित *14 साऽिवशेषसमा इित।
iiएवं *15 वत त―ेयिद कृतकलणैकधमपपेघ टशयोःअिनलणो16 अिवशेषः ात ् , अथ17

सावलणैकधमपपेलैो एव18 अिवशेषः िक ात *्19।

िकातः? iiiतादाेन अिवशेष े20 पािवभागः।

तातीयेनािवशेषजेाितसरसः21, अवारजाितिवलोपो22 (C.47)वा।

ताशाकारेन23 (O.26)अिवशेष ेग ुणकमा दीनां24 अिनधम स ंसग  ः25 (T.54)ािदित।
ivलणैकधमपपेः नवानां अिवशेषः ियावं िकं न ात ्, ऐियकलणैकधमपपेवा 

घटशयोः26 एव मूत मिवशेषःिकं न ात घ्टजातीयं27 वा28 घटतादां विेत।

न च ेय ंसाधसमा, ितधमण वानात ्29। नािप िवकसमा। िवकेन अन ुमात ्30, अन ु पस ंहारा।

नाुष समा, धमा रोपपावान े िवशेषिवरोधान ुावनािदित।

तदाः31 किचम  कित ्32 िवशेष ं ित असाधकदशन ं33 जनकं, हेत ु  ः, असाधकं आरो,ं

तदाभासा च ेयिमित।
(T.55)अे त ु इदं सूमथा ाचते। तथा िह एकधमपपेः साधनधम  योजकादिवशेष े

साधम वालणे पायोः सवा िवशेषः34 सवकारेणािवशेषः35 सेत सावोपपेः इित36,
(B.22)सािहसावोपपे िरित।
vस37 च सवकारािवशेषः38 ििवधः, ितो जािततः साधम तइित39।

यथा घटादौ कृतक,ं तटपािदसवा कारसहचिरतं40 उपलं इहािनं गमयटपतामिप

गमय ेदिवशेषात ् ।न च ेत *्41 अिनतामिप न गमये िदित।
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एवं घटािदसहचिरतं (C.48)उपलं घटसामां42 अिप गमयेदिवशेषात ् ।

एवं महानस―ेधूमदिसहचिरत उपलः पवत े विं गमयंं अिप43 गमयेत ्44, न च ेदेवंन गमय ेत ए्व45

इित।

तदिश,ं उष समाभा वात ्46।

पाभेदितौ47 उष वृिः, इह त ु न तथ े ित चते ्, न, जाितसाधा  िवशेष े48 अिप धिम भ ेदितेः49

अिवरोधात ्50।

िवशेषापादान े51 (O.27)भेदाभावाषा भावइित चते ,् न, viअतादाे सित तादाैवोष णीयात ,्

अरजते रजतारोपवत ् ।

किह साायोध म  िवकः? तदतूपत ैवेित।

न च ैवंपूवदाहरणसहः, न चायं52 ायसंदायः, तात य्थाासं53 एवा ु कृतमन ुास ेन54 इित55॥23॥
―
1 O,M,T:अिवशेषसम 2 O,M,T:-मोपदशनाय3 O,M,T:-ानकारं 4 O,M,T:-रमाोप-
5 O,M,T:वानस- 6 O,M,T:वाित केदश नात ् 7 O,M,T:om. 8 T:om.
9 O,M,T:अिवशेषापादकधमा - 10 O,M:-धमं 11 O,M:-धमं 12 O,M,T:सातमं
13 O,M,T:अत ् 14 O,M,T:या 15 O,M,T,AN:च 16 O,M,T,B:अिनलणो
17 O,M,T:कथं 18 O,M:om. 19 O,M,T:इित 20 O,M,T,B:अिवशेष+
21 A:जाितशर-, O,M,T,AN:-सरः 22 O,M,T:-जाितलोपो 23 O,M,T:-कारधम ेन
24 O,M,T:ग ु णकमणाम ् 25 O,M,T:अिनताधम - 26 O,M,T,AN:शघटयोः
27 O,M,T,AN:घटजातीयं 28 O,M,T,AN:om. 29 O,M,T:अित- 30 O,M,T:अन ुपमात ् 31 M,T:अ
32 B:िकित ्33 O,M,T:साधनदशन,ं B:असाधकदशन ं 34 O,M,T:om. 35 O,M,T:सवा कारेणा-
36 O,M,T,B:om. 37 O:om. 38 T:सवा कारिवशेषः, O,M:सवा कारा िवश ेषः 39 O,M,T,AN:om.
40 O,M,T:ततघटपतािद-, B:ततघटपतव्ािद- 41 O,M,T:एवं 42 O,M,T,B:घटािदसामां
43 T:om., O,M:एव 44 T:अवगमय ेत ् 45 O,M,T:om. 46 O,M,T:उषा - 47 O:-िता
48 O,M,T:जाितसाधमतोऽिवशेष े 49 O,M,T:धमभ ेदि ु र+ 50 O,M,T:िवरोधात ् 51 M,T:िवशेषा-, 
O:-पादन े 52 O,M,T:च ैवं 53 O,M,T:-ायं 54 O,M,T:अन ुाय ेन 55 O,M,T:om.
―
i AN 45.13:तत ि्कं साधनधमपप ेरेव, न ेाह।“सावोपप ेः” ii AN 46.6ff:एव वत त―ेयिद
कृतकलण ैकधमपप ेश योरिनलणोऽिवशेषः, साेकधमपपेलैो एवािवशेषः
iii AN 46.9:तादाेनािवशेषपेािवभागः। तातीयेनािवशेषजेाितसरसरः
iv AN 46.14ff:लण ैकधमपप ेः नवानां अिवशेषः ियावं ात ् ।ऐियकलण ैकधमपप ेवा  शघटयोरेव
मूत मिवशेषःात घ्टजातीयं तटतादां एवे ित v AN 46.24f:न च सवकारािवश ेषििवधः, ितः, जािततः,
सादमत। यथा घटादौ कृतकं तटपािदसवा कारसहचिरतम ुपलं, घटािदसामामिप गमय ेत ्; अिवशेषात ् ।एवं
महानस े ऽिप धूमः तदिसहचिरत उपलः सवतोऽन ु गमय ेयंामवगमय ेत ् , न च ेद ेवं, न गमय ेद ेव े ित। म ैव,ं
उष समाभा वािदे। पाभेदितौ उष वृिः, अ त ु न तथ े ित च े, जाितसाधमा  िवश ेषोपादान ेऽिप
धिम  िवश ेषितेरिवरोधात ् vi AN 46.30:अतादाे सित तादाैवोष णीयात ,् अरजते रजततादाारोपवत ्
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(T.56)दोषमूलान ुसानसूं1―

िचत त्मा न ु पप ेः2 िचोपप ेःितष ेधाभावः॥5.1.24॥
“िचत”् सादौ सित त3 ापकतया यो धम  “अन ु पपेः”, ”िचत”् काय ादौ सित त

ापकतया यो धमऽिनािदः4 त “उपपेः5 ितष ेधाभावः6”।
(C.49)एवं चाथ तः पिरव  योजनािप “िचत”् अिवशेषमाे यथोे “तमा न ु पपेः7” ातया

सादेरन ु पपेः, “िच” अिनादौ काय ादेथा“उपपेःितष ेधाभावः8”।
iतिददं य ुाहीनं*9, ितबं10 य ु ंअं11 अनप ेकृतजाितवृ ेः12।

एवं िह  ुरमः―िकमयं सावः काय ासाधके ााधके *13 काय ं वा14 *15

समानधम ािदितहेत ुपिरगृहीतो16 वाऽिवशेष े17 तं18 साधन ं वा सो19 वेित।

न थमः, केवला20 असाधकात ,् अवानात ्21 च।

न ितीयत एव, ाघाता।

न तृतीयचत ुथ, (T.57)ितबािसेः, तिहत साधकाुपगमेोिाघाता।

पमु यिद सात ्22 अिविशं23 ािदित वा, यिद काय ादिवशेषःात स्ात अ्िप24 ािदित वा?

न थमः, ाौ सां िससाधनात ्25। (B.23)बाध ेन िवपय यापय  वसाना।
(O.28)अा ेरेव न (T.58)ितीयः26। न िह कृतकािनपािवशेषसाधकं27 सािवशेषसाधकेन28

*29 ािमित।

एत ेन ेरान ुमानपेश ुेनशशादीनां िवषािणािवशेषस इािद ाातं30॥24॥
―
1 O,M,T,B:मूला- 2 O,M,T:धमा -, AN:तधमा - 3 M,T:om. 4 O,M,T,B:-ािदकः 5 T:तयोप-
6 O,M lack from here (M:” ु िटतोभागः”). 7 O,M lack to here. 8 O,M,T:ितष ेधः 9 O,M,T:उं
10 O,M,T,AN:ितबं 11 O,M,T:om. 12 B:कृित-13 O,M,T:वा 14 O,M,T:om.
15 O,M,T:उभय 16 O: हेत ु ःपिर- 17 M,T:िवश ेष े 18 O,M,T:त+ 19 O,M,T:न
20 O,M,T,B:केवलं ामा 21 A:अानात ् 22 A:सािद+ 23 A:िविशं 24 M,T:इित
25 O,M,T:-साधनात ् 26 M,T:ितीयं 27 O,M,T:कृतकािनपा- 28 M:-े 29 M:न
30 O,M,T:ाातं
―
i AN 47.13f:तिददं य ुाहीनम ् ।ितबं य ुममनप ेकृतजाितवृ ेः
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(C.50)उभयकारणोपप ेपपिसमः॥5.1.25॥
वािदना माणऽेिभिहत े1 ितवादी यदा पऽेिप2 माणम ु पपादयिततदोपपिसम इित।

अथा भयकारणोपपिना  साात ्ितपं साधयित, िकु ितपकारणं3 उपपादयित साधयतीित याविदित

करणसमािदतो भ ेदः।

तथा च वाित कम―्“iिनािनकारणं च ैकउपपत4 इ ुपपिसमाथ  ः।िनािनपाां वानात ्

करणसम इित भेद” इित।

टीकाेवमेव, यदाह5―“पिसा6” इित करणसमे “साधन ेन ै व7” इित उपपिसमे (T.59)पूव  िसात ्

साधनात ्पिसेितताय म ् ।उर त ु साधन ेन*8 साधनिसेित।

िकिमाहार इित चते ,् अथासवात ्9। न िह ितसाधन ेनबाधितरोधाां कारारमि।

बाध एवैक ितसाधन ेन10 (C.51)अ ितपिसा11 इित चते ्, न, िवपरीतसाधन ं बाधनिमित पया यात ् ।

ितपिसे सााराभावात ् ।
iiतत ्12 इयं13 एवं वत त―े(O.29)iiiअिनः शः काय ािद ु ेयिनपे माणं काय मीिनः,

नन ु िनपऽेिप िकित ्14 माणं15 भिवित, मात ् , वत ्16; मयोरतरात ् ,

कृतसेहिवषयात ,् िवितपििवषयात ,् मु ििवषयािदेवमािदबृहितमतान ु िशमदिपहेत ुजातं

ितसेयम ् ।तथा च  बाधः ितरोधो वा *17 सः18।

तदाः सामातः माणसावना ारं, हेत ु  ः, बाधितरोधावारोौ, तदाभासा च ेय ंइित॥25॥
―
1 O,M,T:विण त े 2 O,M,T:om. 3 O,M,T:ितप े कारणं4 A:उपत 5 M,T:om. O: यदा
6 O,M,T:-िसेः(NVTT 1136.17) 7 M,T:पसाधन े न ै व(NVTT 1136.18) 8 O,M,T:एव
9 M,T:अथाथा स- 10 O,M,T:ितसान ेन 11 O,M,T:-िसेः 12 C:तदीयं 13 C:om.
14 O,M,T:माणं 15 O,M,T:िकित ् 16 O,M,T:om. 17 O,T:इित 18 O,M,T:om.
―
i NV 1136.11f:िनकारणािनकारणं च ैकउपपत इ ु पपिसमः।िनािनपाां वानात ्करणसम इित भ ेद
ii AN 49.11ff:यिदयम ेवं वत त―ेशोऽिनः काय ािद ु ेयिनपे माणमीिनः, नन ु िनपेऽिप िकित ्
माणं भिवित, मात ्, वत ् ; मयोरतरात ्, कृतसंशयिवषयात ्, िवितपििवषयात ्, इािद
बृहितमतान ु िशमदिप हेत ुजातं ितसेयम ् ।तथा च प बाधः ितरोधो वा। तदाः सामातः माणसाधनारं।
बाधितरोधावारोौ तदाभासा च ेयं iii TR 191.2ff:अिनः शः काय ािद ु ेयिने माणं काय मीिनः,
तिह िनपेऽिप िकित ् माणं भिवित। वािदितवािदनोरतरोात ् मयोरतरात ् कृतसेहिवषयात ्
िवितपििवषयाा वत ्
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(T.60)दोषिचासू―ं

उपपिकारणान ुानादितष ेधः॥5.1.26॥
(B.24)वािदसाोपपिकारणान ुानत ् अयं1 अितष ेधो िवरोधात ् ।न न ुानितष ेधौ2 एक3 सवत

इथ  ः।सोऽयं ाघातः, अनन ु ान े4 वा ीयमिप नान ुजानीयादिवशेषात ् ।

ाितिकं5 तु य ुाहीन,ं अनिधकबलाबाधकात ् ।

अ6 अिधकबलाुपगमे7 (T.61)वा ापनाहेतोः दोषारवचन ं अन ु पजीवकात ्8।

ितरोधु न हीनािधकाां9 किचत ,् न च तुंवावं10 िमथोिवयोः।

ततो11 िवशेषिजासायां ितपोपपे िव शेषतः ितपेः ापनाहेतोरेव िवशेषो िजाः, (C.52)न

चााारवैकिमित।त ेन ै विवकलेन12 (T.62)भिवत,ं उपपादय13 वा *14 वैकं15।

ादेतत―्उपािधरेवा किदयो16 भवेत ् ।ताविृ ाावृिलणे मे माणं ािदित

उपािधपं िवशेषमा च ितरोधदेशना17 अुपपेत े ितचते ् , न ; उपािसौ तावृ ेरिसेः

मादीनामिप तथ ैवोपााािसेनाघाता।

उपािधसेहोऽिित चते ,् न; (T.63)सिधािसेन िस ितरोधान ु पपेः।

उपािधसेह एव षणम,ु(O.30)*18 तारेण ितरोधसेहो वेित चते ् , न; एवं iतिह न ेदं साधन ं

सव थान ु पलमानोपािधशाात ्19 ितपशाात ् *20 इित वा21 वााथ  ः22। तिददमन ुरं

ाितेपकात ्23।

अथ ैवं ात―्न ेदं साधनमिसािकात ् । अिसािकेदं सिधोपािधात ्24। (T.64)एवं िह

ाितेपो25 *26 िनवत त े।िवपे बाधकेन27 िवशेषात ् ।iiतथा िह28 अिसािक *29 साधने30 सव

सवाेतइित31 सिधोपािधकािप ाििसो32 िवरोधः। उपािधिवरहिनयो िह ाििसिरिनय

सेह इित। न कृत े33 अिप34 तकसहायीकारे *35 िवपबाधक36 िवमानात ् । तथा च

य ुाहीनम ् ।शां ित बाधकाभाव *37 य ुैवअ38 अनप ेणात ् ।
(C.53)बाधकेऽिप शेित चते ् , न39 प ु नरिप ाितेपो40 वा रः स41 इित। तिददम ु ं

“उपपिकारणान ुानादितष ेध” इित॥26॥
―
1 O,M,T:om. 2 T:-ष ेधात ् 3 O,M,T:एक 4 O,M,T,PA:अन ुान े 5 O,M,T,B:-मूलं
6 O,M,T: 7 O,M,T:-बला-ु 8 T:उपजीवक- 9 O,M,T,B:हीनािधकाां 10 T:om.
11 O,M,T:सतो 12 O,M,T:िवकेन 13 O,M,T:उपपां 14 O,M,T:एव 15 O,M,T:कैवं
16 O,M,T:मृयो 17 O,M,T:-चोदना 18 A:तारा 19 M,T:-शायात ,् O:-शाितात ्
20 O,M,T,B:वा 21 O,M,AN:om. 22 O,M,T:जाितवाा- 23 O,M,T,B(,PR,AN):ाथ ित-
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24 O,M,T,B:-ओपािधकात ् 25 O,M,T:ाथ ित- 26 B:अिप 27 C,T,B:बाधके न 28 O,M,T:om.
29 O,M,T:अिप 30 O,M,T:साधके 31 O,M,T:om. 32 O,M,T,B:-िसौ 33 O,M,T:om.
34 O,M,T:om. 35 O,M,T:अिप 36 O,M,T:िवप े बाधक 37 O,M,T:हेतोः
38 O,M,T:om. 39 O,M,T:om. 40 O,M,T:ाथ ित- 41 O,M,T:om.
―
i AN 50.23f:तिह न ेदंसाधनं सवथान ु पलमानोपािधशाातइ्ित वााथ  ः।तिददमन ु रंाथ ित ेपकात ्
ii AN 50.26f:तथा िह―अिसािक गमके सव सवात ि्सेत ्

िनिदकारणाभावऽे ु पलापलिसमः॥5.1.27॥
(T.65)(B.25)iवािदना िनिद िम ापारवतो *1 अभावऽेिप साोपलात ्2

वानम ु पलिसमइित सूाथ  ः3। तदेतत ्वानपं4 उम ् ।

बीजन ्ावधारणिवकः, स च अयं5 अथ लः, एवकाराथ अन ु प6 *7 अथन वानायोगात ् ।

अत एव  ुरसूभेां “न त ु िनयम उतii” इित। वाित कमिप “न *8 कारणारं ितिषतiii” इित9।

एतत स्व अिभसाय10 टीकाकारो (C.54)अिप एवं11 आह―“एव नायोगवेदेनiv” इािद।

तिदयं पधा―vसााभावऽेिप धु  पलत इित बाधः, viसाधनाभावऽेिप *12 उपलत इित अिसिः13,

उभयाभावऽेिप14 धु पलत इुभयं, साधनाभावऽेिप साधम  उपलत इािः, साधमा भावऽेिप
(O.31)साधनधम  उपलत इितािः *15।

त थमा16 एवं वत त―ेviiपवतो *17 अिमान ्इ ु े िकं पव त एवािमान ्उत पवतोऽिमान ्एव इित।

नाः, महानसादीनां *18 अिमोपलेः19। न ितीयः, अिं िवना कदािचपलेिरित।

ितीया20 तु viiiधूमवािद ु े धूमो धिम णा िकमयोगवेदेन सत,े िकमतु अयोगवेदेन21

इित। न थमः, पवतवेृादीनां22 अुपलात ् ।ितीयोऽिप न, धूम23 अिप त कदािचपलेःइित24।
(T.66)तृतीया त ु उसमाहारेण ा।

चतुथ प ु नः पव तोऽिमान ् धूमवािद ु े, ixिकमावधाय त े ; िकं पव त एव *25 अिमान ् एव, या

धूमवादेव इित। न थमः, महानसादीनामिप तथाभावोपलात ् ।न ितीयः, वृादीनामिप त *26

उपलात ्27। न तृतीयः, त आलोकादिप तपलेःइित28।

एवमेव समािकेऽिप29 ापारं (C.55)उपादाय30। यथा उिमापरामशऽिप यभेदभ े िदादेरिप

अिनोपलिेरित।
xपमी त ु अियसवे31 स ू षणं32 एवेित जाितसामालणविेित33 नाितसः। केवलितरेिकिण

त ु34 ितालणे35 िदागचोवत ्  अाितािसेन36 ा।
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तदावधारणिवकान ु पपिा रं, हेत ु  ः, बाधोऽिसिभयं अािताी37 चेित38 यथायोगमारोािण,

तदाभासा च ेयिमित॥27॥
―
1 O,M,T,TR:अिप 2 O,M,T,TR:साोप- 3 O,M,T:अथः 4 O,M,T:वान पं
5 O,M,T:om. 6 O,M,T,A,C:अन ु  7 O,M,T:अथा 8 O,M,T:त,ु NV:सााराणा,ं
9 O,M,T:om. 10 O,M,T:ितसाय 11 O,M,T:om. 12 O,M,T,B(,TR,AN):धिम 
13 O,M,T:िसिः 14 O,M,T:वा 15 O,M,T,AN:इित 16 O,M:थम 17 O,M,T,AN:अयं
18 O,T,B(,TR,AN):अिप 19 O,M,T:-ोपप ेः 20 O,M lack from here. 21 A:-वेन
22 C,M,T:वृषा- 23 PA,AN:िनधू  म 24 O,M lack to here. 25 O,M,T,B,AN:अथ 26 T,B:एव
27 O,M,T,AN:उपलेः 28 O:om. 29 O,M,T:om. 30 T:उपदाय 31 C,B:अय-
32 O,M,T,B:सषणं 33 B:जाितसमा- 34 T:om. 35 T:स ु ित- 36 T:आिताित-, O,M:अिताित-
37 O:अािरितािः 38 O,M,T:च
―
i TR 193.7:वािदना िनिद िम ापारवतोऽभावेऽिपसाोपलात ्वानम ् ii Cf.NBh 1139.3f:न
काय कारणिनयमः iii NV 1138.6f iv NVTT 1138.15f v TR 192.6f:सााभाव ेऽिपध ु पलतइित बाधः,
AN 52.14ff:सााभाव ेऽिप ध ु पलतइित बाधः। साधनाभाव ेऽिप ध ु पलत इित अिसिः। उभयाभाव ेऽिप ध ु पलत
इ ु भयं।साधनाभाव ेऽिपसाधम उपलत इािः। साधमा भाव ेऽिपसाधनधम उपलत इिताििरित। त थमे एवं
वत त―ेपवतोऽयमिमान इ् ु ेिकं पवत एवािमान ्, उत पवतोऽिमानए्व? नाः, महानसादीनामिप विमोपलेः।नाः,
अिं िवनाोपलेः। ितीया त ु धूमवािद ु ेधूमोऽिप धिम णािकमयोगवेदेनसत,े उतायोगवेदेन।नाः,
पवत े वृादीनाम ुपलेः।नाः, िनधू  मािपत कदािचपलेः। तृतीया, उसमाहारेण ा। चत ुथ त ु पव तोऽिमान ्
धूमवािद ु े, िकमावधाय त े।िकं पवत एव, अथािमान ्एव, या धूमवादेव? नाः, महानसादीनामिप तोपलात ् ।न
ितीयः, वृादीनामिप तोपलेः।न तृतीयः, कदािचत आ्लोकादिप तपलेः vi TR 192.9:साधनाभाव ेऽिप
ध ु पलतइित अिसिः vii TR 192.4ff:पवतोऽिमान इ् ु ेिकं पवत एवािः उत पवतोऽिमान ए्व े ित।न थमः,
महानसादीनामिमोपलात ् ।न ितीयः, अिं िवनािप कदािचत प्व तोपलेः viii TR 192.7f:धूमवािद ु ेधूमः
िकं धिम णायोगवेदेनसत,े उतायोगवेदेन।न थमः, पवत े वृाद ेर ु पलेः।न ितीयः, धूमाभाव ेऽिपकदािचत ्
पव तोपलेः ix TR 192.11f:िकमावधाय त े।िकं पवत एवािमान उ्तािमान ए्व पवतः। िकं धूमवादेवइित
x AN 52.32:पमी त ु अियसवे सरम ेव

(T.67)मूलिचासू―ं
(B.26)कारणारादिप तमपप ेरितष ेधः॥5.1.28॥
एकिवधारणिवकऽेिप1 न2 अनु पगमंदशयपुलणतया िवकारे (C.56)अनुपगममाह। त ेन

अन ुमानानानां3 अवधारणानां अनुपगमात ्4 इथ  ः।तिददमय ुाािधकम ् ।

मया तावदेवम ेवा ुपगतइित चते ्, न ; अुपगमिवषयाभावात ्5, ाघाता। अवधारणिवकान ु पपा6

ानोऽिप ा े िरित॥28॥
―
1 O,M,T:om. 2 O,M,T:om. 3 O,M,T:-मानाानां 4 O,M,T:अ-ु 5 T:-िवषयभावात ्
6 O,M,T:-प ेः
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तदन ु पलेरन ु पलात ्1 अभाविसौ तिपरीतोपप ेः2 अन ुपलिसमः॥5.1.29॥
अोपलणमथ  ः। iअन ु पलािह िवषयी धम  उपलत,े iiतेन3 उपलन ुपली(O.32)इािने ेषाेषौ

कृकृती शशी उन ु ी4 ववती *5 (T.68)इादयः6 सृ हीता भवि। यिप च7 *8

िवषियधमा णां (C.57)मे मूा िभिषापलिरेवोपलणं वुम ु िचता, तथाुपलिसमानां9 सरो10 मा

भूिदन ुपलिा।
iiiतेन यिषियधमेव भावभागमाकृोपलिसमलणं11 ाात,ं अभावभाग े12 चान ु पलिसमा

वािपता, ivतदिशमनादेिशकात ् , भाकारा ुदाहरणासहात ्13 च। न च14 तत ् सरमेव, *15

अयुाािधकात ् ।न चासविकं16, वेदवााथ चीनां17 तथा वान सुलभात ् ।न

चााभू तलंणासरात ्18 (T.69)इित।

ताावाभावाािमयमेव िम ुखी।उपलणाथा न ु गमाािमयं19 एव िनाी अन ु पलिसमािवषियधम समा

च े ित।

कथं प ु नपलणे सूकाराुपगम उेयः? अिनिसमादीनां20 अिप उदाहरणदशनात ् ।

तणाराणयनात ् । “िवितपौ च संितपेःv” “अवािन विताावायाvi”

इािदसूदशना।

*21 एतालेन ै व गताथ म ् ।तथा च “अदात ् अनात ्22 अनिदथाभावःvii”,

“(C.58)अिनयमे िनयमाािनयमviii” इित सूे वालतय ैव23 ाात (T.70)इित चते ् , नन ु24 एव,ं

िववितान ु पलिसमावालं एव, तुयोगेमािदितन जाितः ात ् ।
ixअथ (B.27)कितं षणं छलम ु ं, न चाान ु पलिपदाथ  ः कितः, अिप न ुपलिः

ान ु पलिन  वे ु प षणमतो न लं तणायोगात ् ।न च िवशेषलणात ् तथा *25

अिभधोपचारताय वृियाभावात*्26। तदेतत त् ुमािप।
(T.71)xकथं तिह (O.33)टीकाकारो *27 अािनयमयोः28 अनिनयमाां29 वान ं वालिमाह?

शारिनिमकनाारेणाथा रकनं30 आि। तथा िह कित ्31 िवषयं सिनमविधाप े

केिचिषियणः सिनो ावृाेित ता अिप तििमा32 (C.59)एवेित विते
(T.72)िवषयारसरावरिनिमतां33 किया वचन ं िवहि चेत *्34 छलमेव, यदा त ु न ै वंतदा

जाितिरित सेपः।

तदयं सूाथ  ः―यथान ु पलेिव षियणोधम  आपािदतात ्35 अन ु पलािषयत ुतयाषणमन ु पलिसमः,

तथाािप िवषियिण धम बोः36 *37।
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एव वत त―ेxiउपलं38 िलािद िसं39 इित। तदथ मयंयोगः। उपलिोपलिप ेणय वत त े40

तपलिमित *41 अिववादम ्42। तिदयं43 आिन44 अिप ताूेणवत तने वा? वत तचेते ,् इयमिप उपला

ात ् िवषयवत ् , तथा च नोपलिपलािषयवदेव। न े ित प,े ािन xiiपेणावृ ेः

नासाव ुपलििरितकथं तृ ेहािदपलःािदित थ  ःयासः45।

एवं अन ु पलावन ुपलिःािन पेण46 वत त ेन वा? वत त ेच े िषयवत ्47 अन ुपलाात ् ।तथा च

तदेव तदभावः ात ्*48, स चोपलिप49 इित िवपरीतापिः। न वेित पे *50, ािन पेणावृ ेन 

ादेवेितिवपरीतापिः *51। उभयथािप हेंशो52 अिसिः।

*53 ताूेण वृावन ुपलिना न ु पला, न वा नाि। (T.73)तृं54 िह55 िवषयो56 अिप नान ु पलः, न वा

न ािदित अन ैकािकोहेत ु ःइित।

एविमािनािदष ु57 अिप58 नामपिरवत न ेनयोगा59 ाः60। तिशेष े61 (O.34)खिप।
xiiiसिध े ायः वत त―ेसेहिवषय सिधः। अथ सेहः (C.60)ािन62 ताूेन63 वत त ेन वा?

थम,े सिधः सेहः कथमवेदं64 कुया त ्65, न े ित पे *66 सेहो न ादेव ािन

ताूेणावृ े िरितायिवषयाभावः। एवं मकामािदष ु67 अिप बों।

तत ् अ68 िवषयी69 धम ारं, योगो ः, ितकूलतकं आरो,ं xivअितपीडया70 (B.28)अिसिः

अन ै कािकवंा, तदाभासा71 चेयिमित॥29॥
―
1 O,M,T:-ल+ 2 M,T:-ओपलेः 3 O,M,T:त े त ु 4 O,M,T,TR:उपपन ुपपी
5 O,M,T,TR:भ ेदाभ ेदौ 6 O,M,T,TR:इ ेवमादयः 7 O,M,T:om. 8 O,M,T:अ
9 O,M,T:-समायाः 10 M,T.A,B,C:असरो 11 O,M,T:-समालणं 12 O,M,T:-भाग ेन
13 O,M,T:-कारा ुपगतोदा- 14 O,M,T:िह 15 O:अ… 16 O,M,T:-उिकं
17 O,M,T:िचतां 18 C:लणस-ं 19 A:इदं 20 O,M,T(,PA):अिन-21 O,M,T:तत ्
22 O,M,T,B:om. 23 O,M,T:-छलाथ तय ैव24 O,M,T:न त ु 25 O,M,T,B:िह 26 O,M,T,B:इित
27 O,T,B:अिप 28 T:अिनयमयोः 29 O,M,T:अ- 30 O,M,T:-थ कनां 31 A:िकित ्
32 O,T:-िनिमका 33 O,M,T:-िनिमकतां 34 O,M,T:तत ् 35 O,M,T,B:आपािदत+ 36 O,M,T:बों
37 O,M,T:इित 38 O,M,T:उपलि+ 39 O,M,T,TR:साां 40 O,M,T:वत त े 41 O,M,T:अिप
42 M,T:संवादन,ं O: संवादं 43 M,T:इदं 44 O,M,T:ािन 45 O,M,T,AN:योगः 46 O,M,T:ताूेण
47 T:िवषयतत+् 48 O,M,T:इित 49 M,T:-प 50 O,T,B:अिप 51 O,M,T:इित
52 O,M,T:हेंश+ 53 O,M,T:अथ 54 O,M,T:om. 55 O,M,T,AN:तिह 56 O,M,T:तिषयो
57 T:इािदष ु 58 O,M,T:om. 59 O,M,T:योगो 60 O,M,T:ः 61 O,M,T:-िवषय े
62 O,M,T:ताूेन 63 O,M,T:ािन 64 O,M,T,B,AN:अं विात ् 65 O,M,T,AN:om.
66 B:त ु 67 O,M,T:मािदष ु 68 O,M,T:अा 69 O,M,T:िवषिय+ 70 O,M,T,TR:अितपीडायां
71 O,M,T:एत-
―



183

i AN 53.29:अन ुपलािह िवषयी धम  उपलते ii TR 195.1:त े च उपलन ुपलीइािने ेषाेषौ कृकृती शशी
उपपन ुपपी ववती भ ेदाभ ेदौ  इ ेवमादयः, AN 54.1f:त ेन उपलन ुपली
इािनाेषाेषकृकृितशशु न ु िववादयःसृ े iii AN 55.3:एत ेन
यिषियधमेवभावभागमाकृोपलिसमलणं iv TR 195.8:तदिशमनादे िशकात ् v NS 2.1.3vi NS 2.1.4
vii NS 2.2.31 viii NS 2.2.55 ix AN 56.7:अथ कितं षण,ं ततो यिद वािदिववितमथ
ितरृािववितमारोऽषणं ात ् तदा छलम ् । अ न ु पलिः, ान ुपलिन  विेत िवक षणिमित।
वािदिववितमिप िवकान ु कृतं, अतो न लं तणायोगः। x AN 56.18f:कथं तिह
टीकाकारोऽािनयमयोरनिनयमाां वानं वालिमाह xi TR 195.9ff:उपलं िलं साािमित तदथऽयं
योगः xii AN 56.29ff:अन ुपलिप ेणावृ ेन साधूपलििरित कथं तृ ेहा ुपलं ािदित थ  ः योगः।
एवमन ु पलिः ािन ताूो वत त े न वा, वत त े च े िषयवदन ु पला ात ् ।तथा च तदेव तदभावः ात ् ।स
चोपलिपिवपरीतापिः। न े ितप े ािन प ेणावृ ेः, न ादेव ेतोिवपरीतापिः। उभयताे हेत ु ः, सोऽिसः। अथ वा
ताूेणािन वृावन ु पलिना न ु पला, न वा नाि, तत त्िह िवषयोऽिप नान ु पलोन वा न ािदन ैकािकोहेत ु ः
xiii TR 197.4f:सिध े ायः वत त,े AN 57.8:सिध े ायः वत त े। त सेह ािन वृौ सिधः सेहः
कथमं विात ् ।अवृौ सेहो न ादेव े ितायिवषयाभावः। एवं मम ेयावाम ् ।तदाः ािन तदतूपतापिः
मूलं, योगो ः, ितकूलतकमारो, अितपीडयािसन ैकािक, तदाभासा च ेयम ्xiv TR 198.1:अितपीडायामिसिः
अन ैकािकंवा

मूलं1 तु2―

अन ु पलाकादन ु पलेरहेत ु ः॥5.1.30॥
अािप उपलणे ताय म ् । “उपलाकापलेरहेत ु ः” इािदसूिवपिरणामेन सव *3

समाधानवृ ेःइित3।

अराथ ―ुअन ु पलिः ािन ताूेण वत त इित अा न ायमथ  ः िवषय े ित ; अिप त,ु

तदािकेित। तथा च असौ5 अन ुपलिः6 उपलव ािदित *7 अहेत ु ः।

उपलं *8 नाीवधाय त े तिष ेधकात ् माणादन ु पलेः उपलात ्9 ; न चासौ ानोऽिप10

ितष ेधकं11 माणं िनष ेधोवा न िह12 उपलाभावः13 ितयोिगन ं14 िवधे ितयोिगपो वा। तथाे वा

स एव न ात ् ।को िवदधित15 को वा तूपः ात ्इित16 अहेत ु ः17। तिददं य ुाहीनं िनष ेधकमाणं18

अनप ेिनष ेधसाधनात ् ।
iअयुाािधकंवा। अय ुैवािन19 िनष ेधकिनष ेधप20 वा ीकारात इ्ित।

अन ेकाो *21 (T.74)अन ुपलः सिप गतािदहेत ु ः।

अन ु पलाकादन ु पलेिव शेषणाररिहतािदितयावत ् । तिददं अिवषयवृिम ् । यत ्22 िह23

िनिव शेषणा िभचरेत ् िकमायातं (O.35)िविशायाः एकदेशग ुणदोषयोः सम ु दायािवषयात ् ।अथा

िवशेषणोपादानव ैया त ् ।
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योयान ु पलिभुावाभावयोरिप अभावं24 नाितवत तइित।

एवं (C.61)तिह िविशान ु पलिः अन ु पलेः25 अभावं उपलिं गमय ेत ् ।न च ेदेवं िववितमभावं न

गमय ेदिवशेषात ् । त गतािवतरेतरायदोषः अगतौ26 अन ु पलिरसमथित एतदिप अहेत ु ः।

अन ु पलाकात ्(T.75)अन ु पलेिन ष ेधकमाणाकात ् ।तथा च िवषय े27 समथ ऽेासाम न

ितमावहतीथ  ः।

अथोभयोरिप िवधायकमाणगोचरं िकं न ात?् अभावोेदसात ् ।iiअथ िवपय यः का भवित?

भाविवपय यसात ् ।तिददं अिवषयवृिमासामना शेः28 अात ् ।

भावे तूपलमानऽेभावान ु पलिःपृले ित29॥30॥
―
1 O,M,T:-मूलिचासूं2 O,M,T:om. 3 O,M,T:om. 4 A:सव 5 O,M,T:om.
6 M,T:सान ु प- 7 O,M,T:अयं 8 O,M,T:िह 9 A:उपलावात ,् O,M,T:अन ुपलाभावात ्
10 O,M,T:om. 11 O,M,T:िनष ेधकं 12 O,M,T:अिप 13 O,T:-भाव+ 14 T:पित-
15 O,T:िवदधीत 16 O,M,T:om. 17 O,M,T:om. 18 O,M,T:िनष ेधकं-
19 O,M,T,AN:ा+ 20 O,M,T:ािन- 21 O,M,T:हेत ु ः 22 B:यिद 23 O,M,T:इह
24 O,M,T:अभावान ् 25 O,M,T:उप- 26 B:om. 27 O,M,T:-िवषय+ 28 B:अशेः 29 C:पृ-
―
i AN 57.26f:अय ुाािधकं, अय ु ैवािनष ेधकीकारात ् ii AN 58.15:अथ िवपय यः का भवित,
भाविवपय यसात ्

(C.62)तथािप भावाभावयोिव  िधिनष ेधगोचरता1 कथमवधाय तइाह―
(B.29)ानिवकानां *2 भावाभावसंव ेदनात ्3 अाम ् ॥5.1.31॥
*4 iअि नाि उपले5 नोपल6 इित ानिवकाः, तेषां भावाभाविवषयसंवेदनादांमनसा न *7

उपपिसािमथ  ः।

यु ािन8 िनष ेधकंिनष ेधपं9 वा माणमुपगेददोष ेणं वा अासाम10 अासाम

वा, *11 त ोिापनात स्व ाघात इित।

एवम ु पलाविप उपलिः12 ािन ताूेण (T.76)वत त इा न ायमथ  ः िवषय े ित, िकु

तदािकेित। तथा च तदन ु पलेः स ै व न ात ् , तदभावाेािदरिप *13 तिषयः कथम ु पलः

ािदहेत ु ः। (O.36)उपलाकापलेः। न िह िवषयावृ ेः14 यं15 एव ावत त ेच ु रादेरिप

तथाभावसात ् ।

नािप पवेदनमाः िवषयवेदन ं अिप16 तु तेदनपत ैव। अथा सव िवीनां सव  िवषयसात ् ।
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तदिवौ तििशाथ वहारिवलोपस17 इित चते ्, इ एवायमथ  ः। एतावता िह तििश18 वहारकाले

तेदन ं िसित। न त ु त ेन ै वेित।स ेय ंजाितः अशंतः19 iiकीित मिपामोिहतवती। यदाह―“अोपल

नाथ िः20 िसित” इित॥31॥
―
1 O,M,T:-ष ेधयोयता 2 O,M,T,B,AN:च 3 AN:-वेदन+ 4 M,T:न 5 O,M,T:-लो, B:-लभे
6 O,M,T:अन ुपल, B: -लभे 7 O,M,T,AN:इदं 8 O,M,T:+ 9 O,M,T,B:पिन-
10 O,M,T:अा- 11 O,M,T:न 12 T:अन ुप- 13 O,M,T:कथं 14 O,M,T:िवषया-
15 O,M,T:िवषयं 16 O,M,T:िकं 17 O,M,T:-हारलोप- 18 B:तििश+ 19 C,B:अः
20 O,M,T,B:अथ िसिः
―
i AN 59.1ff:अि नास् ु पलभतनेोपलभत इादयो ानिवकाः, त ेषांअां भावाभावसंव ेदनातन् ेदम ुपपिसािमथ ः।
य ु ािनष ेधकं ािनष ेधपं वािवषयकं माणमुपगेददोष ेण ं ाासामन समथ वा त
ोिापनात स्व ाघात ii AN 59.20:कीित मिपामोिहतवती

(C.63)साधा  ु धमपप ेःसवा  िनसादिनसमः॥5.1.32॥
अाुपलणमथ  ः।साधवैधणािपवानसवात ्, तथा शािनवत ्पव तािमादाविप

साारे सावकाशात ् ।तथा िह―कृतोदाहरणे तावत ्1 iयिद (T.77)आकाशवैधा दिनःशः, ैलों

एव2 तैधा दिनभंवेत ् ।यिद महानससाधा त प्व तोऽिमान ्, ताधा त् ैलोंअिमवेत *्3।

एवंकाराणामानभा वात ् ।कृत ेन त ुयोगेमा। तािग ुपदशनमां4 एतत ् ।अत एवोपमे

साधा त “्तुधमपपेः” इाह। न त ु अिनोपपेः5 इित।

त ेनायं सूाथ  ः―अिनयोग े6 साधा त ् सवा  िनसवत ् धमा रात ्7 साधमपपिसेन

वानमिनसमः। अथ स ंात ु साधम समेित।

कथं (B.30)प ु निरयमिवशेषसमातो िभते। iiत iiiपादेः अिवशेषमाापादानात ्8, इह त ु िवप9

सपापादनात ्10 (O.37)िवशेषः, ivपिरकरु तदेव॥32॥
―
1 O,M,T:om. 2 O,M,T,TR:अिप 3 O,M,T,AN:इित 4 O,M,T:उपदशन- 5 O,M,T:अिनोप-
6 C, O,M,T,B:-योग+ 7 O,M,T:om. 8 O:पादनात ्9 M,T:प 10 A:-ापादानात ् ,
O,M,T:-साधनात ्
―
i TR 199.1:यिद आकाशव ैधा दिनःशः,  ैलोमिपतैधा दिनंभवेत ् ।यथा यिद महानससाधात अ्िमान प्व तः,
तिह ताधात् ैलोमिमवेतइ्ािद, AN 60.9f:यिद आकाशव ैधा दिनःशः,  ैलोंतिह ततोऽिनं ात ् ।एवं
यिद महानससाधात ि्गिरः अिमान ्, एवं ततो  ैलोमिमवेिदित ii AN 60.14f:त पादीनामिवशेषमाोपादानात ्,
इह त ु िवप सपापादन ेऽिप iii NR 217.4f:पादेः अिवशेषमाापादनंत, इह त ु िवप सपापादनं िवश ेषः
iv TR:199.5:पिरकर ु तदेव
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(C.64)िचासूं *1―

साधा दिसेःितष ेधािसिः2 ितष ेसाधा त ्3॥5.1.33॥
iइदं िववितासाधकं असाधकसाधा त ्4, अि च5 तद घटधम ं नाम े ित जाितवााथ  ः। अय

ाानमिप ाोित।
iiइदमिप वां िववितमथ न ितपादयित6, तदितपादकसाधा त ् ।अि च तद ितावयवयोिगं

ापनावाेन े िताघातः, तिददम ु ंितष ेेनसाधा  िदित।

अथवा, न ेदं िवविताथ साधकं समानधम ात ्सविदित जाितवााथ  ः। सोऽिप तथा समानधम ािदित

अात ्7 अिप8 न िववितिसिः, समानधम ात ्9 यथा ितष ेसाधा त ् ।ितष े तत ् साधे ित

कम धारयः।

या, न ेदंिवविताथ साधकंघटधम ातस्वत ्10 इित जाितवााथ  ः11। सोऽिप तथा िनयमानुपगमात ् ।

तथा िह iiiन ेदं ितष ेधसाधकमाकाशधम ात ्ापनावाविदित ाघातः। तात ् साधव ैधमां12

अािववितम ् ॥33॥
―
1 O,M,T:त ु2 O,M,T:ितषेा- 3 O,M,T:ितष ेा- 4 M,T:असाधात ् 5 O,M,T:om.
6 O,M,T,TR:-पादय ेत ् 7 O,M,T:om. 8 O,M,T:om. 9 O,T:om.
10 O,M,T,B:सधमवत ् 11 O,M,T:जा ु राथ  ः12 O,M,T:-व ैध पं, B:व ैध पमां
―
i TR 199.5f:इदं िवविताथ साधकंअसाधकसाधातअ्ि च तद घटधमं ii TR 199.8f:इदमिप वां
िववितमथ न ितपादयते ,् तदितपादकसाधात ् ।अि च तद ितावयवयोिगं ापनावाेन े िताघातः
iii TR 199.11:न ेदंितष ेधकमाकाशधमात्ापनावाविदित ाघातः

(C.65)अिप त ु िनयमः, तितपादनाथ माह―

ाे च1 सासाधनभावेन ात2 धम हेत ुात त् चोभयथा3 भावान ्
नािवशेषः॥5.1.34॥
िनगदाातं4 एतत ् ।

“धम ” इित “त चोभयथा5 भावात”् इित च6 वचनाणसूम ु पलणबंों7।

अन ेनिनयमपय ुाहीनंदिशतम ् ।अिवशेषसमावत च्8 *9 समाध ेपमइित॥34॥
―
1 O,M,T,TR:om. 2 M,T,TR:ितात 3 B:चोभयथा+ 4 O,M,T,B:-ाानं 5 B:चोभयथा+
6 O,M,T:om. 7 O,M,T:बों 8 M,T:om. 9 O,M,T:अािप समानः
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(T.78)िनमिनभावादिने िनोपपिेन समः॥5.1.35॥
अािप अिनशेन1 सव2 एव3 िवशेषणधमा  उपले। “िनमिनभावात”् इन ेन

तदतूपतािवकः। स च सावैाां (B.31)िपः। “िनोपपेः” (O.38)इन ेन

िववितान ु पपिमां4।

त ेनायमथ  ः―िववितधम 5 (C.66)तदतूपतािवकान ु पपा6 धिम णििशखडन ं7 िनसमा8।

इय9 संाधमा रेस ुखःखशवौणी।ग ुणयोगलणम ु म―् अथा 10 तूपरकधम समे ित11।
iतेन िनािन-िभािभ-काया काय -अिनाि-सास-सदसत-्िरािर-एकान ेक-अन ुवृानन ु वृ-

िवशेषणािवशेषण-साप ेानप े-माम-वाावा-परोापरो-वत मानावत मान-हेयाहेय-सिहतासिहत-

िवािव-ाताात-इािन-िाि-कृताकृत-शाश-उान ु -वतावत-इावार-

घटाघट-सिधासिधािदसव िवकोपमाः12 सृ हीताभवि।

तिदयमेवं वत त―ेअिनः श इित ितायां आह―अिनयोगादिनः *13 तदिनमिनं िनं

वा?

थमे तदभावात क्थमिनः?

ितीयऽेिप धम  सदातनािम णोऽिप तथाे कथमिनः? न िह धिम  िनरप े14 धम ावानसव15

इित16 भाादौ स ुमेतत ् ।

अिप च, iiअिनं यिद िन,ं कथमतदाकारम तदाकारतामापादय ेत ्17। अितसात ् ।न िह नीलं

नीलीप ुंिटके राकारतामापादयित।

नािनमेव *18 तदेतदाकारतां19 आपादयित। रजपाकुस ुमयोगात ्20 िटकािणमवासात ् ।

अितसात ्(T.79)च। तदाकारघटयोगात ्21 *22 पटािप घटाकारतापेः23।

अिप च, तदाकारमिप अिनमिनारयोगात ् *24 (C.67)भावतो25 वा। न थमोऽनवानात ् ।न

ितीयः, अतभावानां घटादीनां26 िनसात ् *27। त ेषामिप ताभाे ाघात (O.39)इित

सवथान सवित िताथ  ः।

एवं हेत ु ायोरन ेन ै वमेण धमा रऽेुानम यमूहनीयम ् ।iiiबौचावा कवेदािनां च28 अैव

िनभ  रः29।

स ेय ं सप ेण30, िवप ेण31 तु िने िभािभािदना32 अिने33 काय ाकाय ािदना34 घटादौ

िनािनािदन ेािद।

तथा िह―ivिनः श इित ितायां िनयोगािः। (T.80)तिं ततो िभमिभं वा? िभं चते ,् तदिप
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िभयोगािदनवा। अाधमऽेितसो वा, अिभे35 ेकशेषितौ आयािसिवा ,

कालायापदेशो वा, घटादेरतूपतायां36 असाधारयं वेित।
(B.32)vअिनः श इु ेअिनं काय मकायवा? काय ेन सहोिः धम धिम भावान ु पपेः37, अत एव

न पूविः। पाौ तदभावे िनः श इित38 ात ् ।तथा च न त अिनावकाशो39 िवरोधात ् ।

अकाय ते ु धिम णोऽकाय ,ं तथािप कुतः अिनं40 िवरोधािदािद।
viघट इ ु े घतयोगाटः, तत ् िकं41 िनमिनं वा, थमे घटािप िनसः तिम ात ्

िनपरममहिम ोमवत ्42। (C.68)अिने सामापाघातः।

काया काय  िवकान ु पपिेािदश ुतकवािदमतान ुसारतःितपम ् ।
viiतदा धम धिम भावोारं, स एव ः, ितकूलतकमारो,ं तदाभासा च ेय ंइित॥35॥
―
1 O,PA:िन- 2 O,M,T:सव+ 3 O,M,T:om. 4 O,M,T:िवविताथा - 5 O,M,T:िवश ेषण-
6 O,T:-पिका-, M:-पिवका- 7 O,M,T:-िविशखडनं8 O,M,T,B:-समः 9 PA:वा 10 T:अाथा 
11 M:-रकसमेित 12 O,T:-काय नामाितसा-, A:-अितानाित-, O,M,T:-वारपटापट-
सिधासिधािदधम  िवकोमः, B:-एकान ेकान ु वृानन ु वृ-/-िषाि- 13 O,M,T:त 14 T:धम-
15 O,M,T:-ानं सवित 16 O,M,T:om. 17 O,M,T:आपादयित, B:आपादयते 18 O,M,T:ते
19 O,M,T:तदाकारतां 20 O,M,T:-जपायोगात ् 21 O,M,T:-पटयोगात ् 22 O,M,T:अतदाकार+ 23 O,M,T:पटाकारोपपिः
24 O,M,T:वा 25 O,M,T:तो 26 O,M,T:पटा- 27 O,M,T:च 28 O,M,T:om.
29 O,M,T:िनर्ारः 30 C,B:प ेण, O,M,T:साेण 31 O,M,T:व ैेण 32 O,M,T:िभा-, PR:िभािभािदना
33 T:अिभे O,M lack from here. 34 T:काय ािदना 35 O,M lack to here. 36 O,M,T:-तया
37 T:धमा भावादन ु पपिः, O,M:धमा भावान ु पप ेः 38 O,M,T:om. 39 C:अिनता- 40 K,O,M,T,B:िनं
41 O,M,T:om. 42 O,M,T:िनपरममहधिम -
―
i TR 200.8f:तत िनािन-िभािभ-काया काय -आितानाित-सास-सदसत-्िरािर-
एकान ेक-अन ुवृानन ु वृ-िवश ेषणािवशेषण-साप ेानप े-माम-वाावा-परोापरो-वत मानावत मान-हेयाहेय-सिहतासिहत-
िवािव-ाताात-इािन-िाि-कृताकृत-शाश-उान ु -वतावत-घटाघट-सिधासिध-इापीतर
िवकोपमाः सृ हीताभवि ii AN 62.32f:अिनं यिद िन,ं कथमतदाकारमतमाकारतामासय ेत ्
iii AN 64.5:बौचावा कवेदािनाचंा ैविनभ रः। iv TR 202.1f:िनः श इित ितायां िनयोगान ि्नः। त धिम णो
िभमिभं वा, िभं चते ,् िभयोगात त्दिप िभारयोगािदनवापातः v TR 202.5:अिनः श इ ु े
अिनं काय मकायवा? vi TR 202.8f:घट इ ु ेघतयोगाटः तिं िनमिनं वा
vii AN 64.6f:तदा धमधिम भावोारं, स एव दोषः, ितकूलतकमारो,ं तदाभासा च ेयं

मूलिचासू―ं

ितष ेिेनमिनभावात अ्िने1ऽिनोपप ेःितष ेधाभावः॥5.1.36॥
iअिनतया “ितष े”े शे िनमिनभावािदयं हेत ुय  िदिसः2, *3 िताथ4 न िसित, िताथ  ेन ्
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न हेथ  ः, ाघातात ् ।“अिने5 अिनोपपेः6” यः7 *8 *9 ितष ेधः ताभाव इित योजन ेराथ  ः।

ताय  यथायथं ाघातमाोपलणे।

यत त् ु10 तदाकारमतदाकारं वा न11 *12 अ तदाकारतामापादय ेत अ्ितसात *्13। iiतदसत ,् धम  एव *14

धिम णदाकारता, (T.81)न त ु त ेनआपां15 (O.40)अथा रम ् ।

तत इ्दमय ुाािधकं16 तदाकारापादकं17 *18 अयुंअं19 अिधकृ चोवृ ेः।

कथम अ20 आकार इित चते ,् न ; आकारशेनानोऽनिभधानात ् ।

धम  ुिभ एव धिम णः। अथा िवरोधात ् ।कािनकेऽिप धम धिम भावतेथाभूतैवभ ेद प ु रारात ् ।न

िह सवथाभ ेदान ु ेखसे एव तििश इित वहारः।

तथाितसः कुतो न ात ् ।यथादशन ं भाव21 एव22 वानात ् ।अत एव अ23 समवेतो24

अ धम उपलािदः (C.69)भावादेव वितत े।
iiiतिददं य ुाहीनम ् ।नायमेतधमऽात अ्समवेतात ्25 वा26 इित ािसेः।
ivोिापना ाघातः। vइदमसाधकिमासाधकयोगादसाधकं तत ् िकं तदाकारमतदाकारं वा

िभमिभं वेािदिवकोपम वा रात ् ।

एवमात ्27 असमवेतािद च28 हेतौ (B.33)घटािदाे29 च ं30 तिददम ु ं

“िनमिनभावादिने िनोपपेः*31” इित।
viधम धिम भावानुपगमतेवािप *32 हेत ुसाौन33 ाताम ् ।तपपौ (T.82)वा न ितष ेध इथ  ः।तत ए्वं34

ुटो ाघातः।

ािभात ् त ु35 य ुाहीनमथ लम ् ।यथायथं च अ36 अुपगमो ः। यथोपलियोगात ्37

उपलवहारः38 तािप तथ े ित।उियोगात उ्ः39 तािप तथा। कृितयोगात क्ाय तािप तथ े ित।

तात त्का पकातमहािनरान ुसेय े ितसेपः॥36॥
―
1 O,M,T:अिने 2 O,M,T,TR:अिसः 3 O,M,T,TR:तदा 4 O: -ाद.े..था  T:-ादे M:-ाद.े..
5 O,M,T:तदिनो 6 O,M:िन- 7 O,M,T:om. 8 O,M,T:हेतोः 9 O,M,T:अयं
10 O,M,T:om. 11 O,M,T:om. 12 O,M,T:कथं 13 O,M,T:इित 14 O,M,T,TR,AN:िह
15 T:उां 16 O,M,T:अय ु ं 17 M,T,B:-कारतापादान,ं O: -कारतापादनं 18 O,M,T:अिधकं
19 O,M,T,B,AN:om. 20 T:अ+ 21 O,M,T:-भाव+ 22 O,M,T:om. 23 B:om. 24 B:असम-
25 O,M,T:अधमसम- 26 O,T,AN:om. 27 O,M,T:अ+ 28 O,M,T,AN:om. 29 O,M,T:घटपटािद-
30 T:ं 31 O,M,T:च 32 O,M,T,TR:न 33 O,M,T,TR:om. 34 O,M,T:अ
35 O,M,T:om.36 O,M,T:om. 37 O,M,T:तथो- 38 O,M,T:उपलि- 39 O,M,T:उिः
―
i TR 202.14:अिनतया ितष ेे शे िनमिनभावािदहेत ु रिसते ् , तदा, AN 64.10:अिनतया ितष ेे शे
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िनसवदाअिनभावात ् ii TR 203.2:त, धम एव िह धिम णसाकारः, न त ु त ेनापामथा रं, AN 64.21f:त, धम
एव िह धिम णदाकरता, न त ु तदापामथा रम ् ।तिददमय ुाािधतंदाकारतापादकमय ुमीकृआपादनात ् iii AN
64.19f:तिददं य ुाहीनम ् ।नायम ेतधम िनािदित ािसेः iv AN 64.23ff: ोिापना ाघातः।
इदमसाधकिमासाधकयोगादसाधकम ् ।तिं तदाकारमाकारं, िभमिभिमािदिवक वा रात ् ।एवमात ्
अनािदहेतौ घटािदा े ं v TR 203.6f:इदमसाधकिमासाधकयोगादसाधकं तिं तदाकारमाकारं वा
िभमिभं वा काय मकायव ेािदिवकवृ ेःवा रात ् vi TR 204.2f:धमधिम भावान ुपगम े तवािप न हेत ुसाे
ाताम ् ।तथा ुपगमवेा न ितष ेधइित

यकाया न ेकात ्1 काय समः॥5.1.37॥
यावौेन―

“iसाेन2 अन ु गमातक्ाय सामाेनािपसाधन े।

सिभेदाेदोिः3 दोषः काय समोमतः॥”

इित दिशतं4 तापकान ु पलिपय वसान ं5 अपकष समसृ हीतमेव।

तथा िह6―*7 (C.70)iiअिनः शः काय ाटविदित उे8 घटात ् काय ं मृडािदपूव  कं9

(O.41)शााािदसंयोगिवभागपूव  कं10 इित वदन ् ं11 iiiमृडािदापकावृ ेः12 *13

ाकाय ावृिः14 इित आह। तथा च15 अपकष 16 एव।

भेदोिमापय वसानेवय सम17 इित।

यत ् त ु18 ायभाादौ यानरीयकािद ु े िकिमह यानरं19 ज िववितं उपलो20 वेित

िवक थमऽेिसिर ्ितीयऽेन ैकािकिमित

ता ुरमेवन21 भवित। (T.83)अतरािसेरन ैकािकच ितष ेधसमथ ात ् ।अनाा ेः22 च।

अिसादिसिजा  ुरमिस असमथ ात ्23 इित चते ् , न ; एवंपासाम लादाविप

गतात ् ।आरोदोषािभधानााितिरित चते ् , न ; त लधमात ् ।न चारोप े24 अिप िवकतो

िवविताथ षणािदित।

तत ् कथमेतत ्? यथाकरं25 एव। तथा िह, ivय काय िवषयः। हेयोपादेयतया वहत  इित यावत ् ।

तान ेकंपारमािथ कापारमािथ कतंात ्वानिमित।
(C.71)(B.34)एव वत त―ेअिनः शः काय ािद ु ेभवेदेवंयिद शः काय  इित परमाथ तो िनीय ेत26,

तदेतत ्27 तु28 रल्भं माणाभावात ् ।यानरोपला िह तत ्29 साधनीयं सा चान ैकािकीित।

एविमयं सवािपका30 ात ,् अपकषा वय समाां31 च िभते।

न च ससमेयंअनवान ुापनात ् ।माणषणवापना32।

न च छलिमदं वािभायवण नऽेिप शाथ  िवकोपपेरभावात ् ।
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न च समथ  िमदंvयमुािपतहेतोदष ेणान ुािपतपरािभ ेत (T.84)षियत ुमशातइ्ित33।

एवमेव भाादेरिप ताय म ् ।उदाहरणान ु रोधात त् ु34 अराथ  ु35 तथा ाातः। अत एवाािभीतः36

टीकाकार आह―“उदाहरणपूव  कं*vi (C.72)ाच ेvii” इित। तथा37 िह “यानरमालाभः चviii” इािद

भां तावत ्स ुगमंयाप ेहेतोः यं उािपतान ैकािकमुपवय  “तिम”् इािदना मौल

हेतोः सिधािसवापनात ्38।

तत ्39 एव वाित ककारोऽाह―“िकित”् इािद40। वािदना िह काय ेन41 हेत ुना शािनं साधियत ु ं42

योगः कृतः, न त ु काय मेवसाधियत ु ं िकिपम ् ।तािसं काय ंममानो जाितवादी ताधनाय

यानरोपलिरेव हेत ु रन ेनव इित यम ु ेषयित । सोऽयं यम ु ेाारोपः।यत ्43

आह―“काय  ः शः यानरोपलेःix” इित हेत ुमन ैकािकं चोदयित44 इित45 मौले हेतौ

दोषमाह―“अथ” इित। *46 यानरं ज असािधतं47 एवेित शेषः। स ुगममत ् ।

अन ेनािभाय ेणमूलमूिलयोगसरमं48 िनवारयाह टीकाकारः “काय ादिनःशx” इित। एवमविते

योग े अिसं49 उा ताधनाय यं *50 उेितं हेत ु ं यानरीयकमाि यदाह जाितवादी

तशयित―“यानरीयकम”् इािद। तत ् िकमिसोावभाग51 एव जागित 52 न ेाह। तात ्

यानरोपल आेयः, काय िसयइित शेषः। त काय समंितष ेधमाहेित।स ुगममत ् ।

अनय ैव िदशा षणारोपसंहारेणापीयं वत त े। एवमेव पायोरिप ितसेया। xiतत ्

अयमथ  ः―पहेत ुाेष ु मे *53 किचदन ुमाना54 अिसम ुा ताधकतया िकित ्

यम ु ेत ू षणेनएव ताधकभावोपसंहारः55 काय समे ित।
(O.43)तद (C.73)वहत ैतमेवारं, वहत 56 पारमािथ कं,ं (B.35)मौलाािसिः57 आरोा,

तदाभासा च ेय ंइित॥37॥
―
1 M,T:काया - 2 O,M,T:साधन+ 3 O,M,TR:-ि+ 4 O,M,T:om. 5 A:-न ु पि-,
O,M,T:-पय विसतं 6 O,M,T:om. 7 O,M,T:अािप 8 O,M,T:अ 9 O,M:-पूव कं, T lacks
from “पूव ” 10 O,M:-पूव कं 11 T lacks to here. 12 M:-वृ े 13 O,M,T:तािप 14 O,M,T:काय -
15 O,M,T:om. 16 O,M,T:प 17 M,T:अवण- 18 O,T:त, M:तं 19 O,M,T:-नर+
20 O,M,T:उोपलो 21 O,M,T:om. 22 O:अथा े ः, PA:नाथ ा े ः 23 O,M,T,B:आसामात ्
24 O,T:आरोपो 25 M,T:-करं 26 O,M,T:िनीयत े 27 B:तदेव 28 O,M,T:om.
29 O,M,T:तथा 30 O,M,T:सवािपका 31 O,M,T:उषा - 32 B:-वाना 33 O,T:om.
34 O,M,T,B:om. 35 M,T:om. 36 PA:ािरिहत े 37 O,M,T:तर+्
38 O,M,T:सिधासिध- 39 O,M,T:एतत ् 40 O,M,T:-िदना 41 O,M,T:काय 
42 O,M,T:साधियन ् 43 O,M,T:तत ् 44 O,M,T:चोपपादयित, B:देशयित 45 M,T:om.
46 T,MA,C,B:अथ 47 O,M,T:-सािदतं 48 O,M,T:मूलमौलयोगसरभूिमं 49 M,T:िस-
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50 T:एव 51 O,M,T:-भावनं हान 52 O,T:जाितः 53 O,M,T,AN:य 54 O,M,T:-म, B:-
55 T:-भवोस-ं, O:-साधकाभावो 56 O,M,T,AN:-हत + 57 B:-िसिः
―
i PV 2.14, NVTT 1151.19f, NR 219.6f. TR 206.1f:साेनान ुगमातक्ाय सामा ेनािपसाधन े।सिभेदाेदोिदोषः
काय समोमतः॥, AN 65.19f:साेनानन ु गमातक्ाय सामा ेनािपसाधन े।सिभेदाेदोिःदोषः काय समोमतः॥
ii TR 206.3f:अिनः शः काय ाटविद ु ेघट काय मतम्ृडािदपूव कंश चात त्ाािदापारपूव किमित
iii NR 219.11f:मृडािदापकावृििरित जाितवााह। तदा चापकष सम iv TR 205.8f:य काय िवषयः हेयोपाद ेयतया
वहत  इित यावत ् ।तान ेकंपारमािथ कापारमािथ कम ् ।तात ्वानिमित, AN 66.27f:य काय कम  िवषयो
हेयोपाद ेयतयावहार इित यावत ् ।तान ेकंपारमािथ कापारमािथ कभेदात ् v AN 67.15f:यम ुािपत
हेतो षण ेनान ुािपतपरािभ े तउष ादे षियत ुमशात ् vi cf. NVTT:अाथ vii cf. NVTT 1150.21
viii cf. NBh 1151.1 ix cf. NV 1150.14f:-तरम ुपलेः x cf. NVTT 1150.21:काय ािनचे पररासीण
xi AN 67.18ff:तत ् अयं सूाथ  िनष  ः―पहेत ु ा ेष ुमे य किचदािसम ुा ताधकतया िकित ्
यम ु े त ू षण ेन ताधकोपसंहारः काय सम े ित। तद वहत ैतम ेव ारं, वहतपारमािथ कमेव ं।
मूलान ु मानाािसिःआरोा, तदाभासा च ेयं

(T.85)मूलदशनसू*ं1―

काया ेयाहेत ुअंन ु पलिकारणोपप ेः2॥5.1.38॥
यशेना ताय3 पारयण ताािदस ंयोगिवभागौ गृ ेत े। iकाया े4 *5 अिभिलणे6

याहेत ुम ् ।कुतः? अन ुपलिकारणोपपेथाात ् , न च शान ु पलिकारणं िकिपपात7

इथ  ः।

एत ेनकाय िसावनचिरताथ8 संयोगिवभागानरोपलेिरितहेत ु ंदशयताऽिसिः कठतः पिरता।

अषणाो िवषयो न भवित9 इित अिवषयवृि मूलमथ तो दिशतम ् ।तािपत *10

चानुपगमेनषणिताविप न वािदनो हािनः कािचिदित ितपादयतान ु ेषणािभधानमिवषय े वत त11 इित

सूिचतमतोऽिवषयवृिम ् ।
iiतात उ्े षणं वां तेतत्िषयमेव ात ,् अथा त ु ाघात इित सं ेपः।
(T.86)एवं तावत ् iiiपरेण जातौ य ुायां वािदना सरेण एवोारः12 कत ः। एवं िह वादे तिनण यः,

जिवतडयोः13 च जयपराजयवा ात ् ।अथा त ु14 षडम ैथ ुनवत ्15 न ैकमपीित॥38॥
―
1 O,M,T:त ु2 O,M,T:-कारणान ु पप ेः 3 O,M,T:-काय भूतौ 4 PA:काय े 5 O,M,T:त ु6 PA:अनिभ-
7 O,B:-पते 8 O,M,T,B:-ताथ + 9 O,M,T:संभवित 10 O,T,B:न11 O,T:वत त 12 T:उपाारः,
O,M:अपोारः 13 A:जा- 14 O,M,T:om. 15 M,T:षिड-
―
i AN 67.25f:काया ेअिभिलणे याहेत ुम ् ।कुतः? यान ु पलिकारणावरणादेपपित तथा यतः, न च
शान ु पलिकारणिंकिपलत ii AN 68.10f:तात ्उे षणं वां त ेत त्िषयम ेव ात ् , अथा
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तवािप ाघात इित iii AN 70.26ff:परेण जातौ य ुायावंािदना सरेण एवोारः कत ः

(C.74)तदशनाथकथाभासपां षीमाह―

ितष ेधऽेिप समानो दोषः॥5.1.39॥
तथा िह1, iउो हेत ु रिसः, तििहेतोः2 यानरोपलेरन ैकािकािदितयोऽयं दोषः, स ितष ेध े3

अिप ऽेिप समानुः। *4 तािप य कमिसं

तििहेतोदनरोपलेरन ैकािकािदितस ेयकंाय सम ैव5 जाितिरित भवित समानो दोषः।
iiअथवा, ितष ेध े6 अिप7 ितष ेधहेताविप अन ैकािकािदसमानो दोषः। शसाे8 (O.44)*9 वालं10

आह, अन ै कािकात ्11 यिद12 असाधकः ात ् ितष ेधोऽन ैकािको न ाथ साधय ेत ् ।न

यमेकातः13 ितष ेधाक14 *15 एव *16, साया अिनवा रणात ्17।
(T.87)(B.36)अथवा सामानो दोष इित दोषवमाेण। त ेनतवािप पः सदोषः18 ितष ेधहेत ु रिपवा सदोष

इ ुायं19 कित ्20 दोषमाहेित।

तत ्21 अ22 थमे23 प,े ितबिमाािभाय ेण24 वृिम तान ुा*25, दोषमन ु ृ26 इापादानात ्27।

ितीय े28 पे त,ु अन ैकािकदोषािभाय ेण29 वृििन रन ु योान ुयोगवालात ्30।

तृतीयपे31 तु32, साािभाय ेण वृिः, मतान ुा33 तु34 िरहारा35, दोषारािभधान ेन पूव दोष े36

िवरोधाभास अिप37 अन ु ेखात ् ॥39॥
―
1 O,M,T:अिप 2 O,M,T:-हेतौ 3 O,M,T,B:-पे 4 O,T:तथा िह 5 O,M,T:-समेव
6 O,M,T:om., B:ितष ेधो 7 O,M,T:om. 8 O,M,T:-सामाात ् 9 O,M,T:य ेनमेवन
10 O,M,T:-छलं 11 C,B:-ािद 12 C,B:om. 13 O,M,T:आः 14 O,M,T:-ष ेधात ्
15 O,M,T:एक 16 O,M,T:हेत ु ः 17 O,M,T:अिनधा रणात ्18 O,M:-उ+ 19 O,M,T:अयं
20 O,M,T:कित ् 21 O,M,T:om. 22 O,M,T:त 23 O,M,T:थम+ 24 O,M,T:ितवि-
25 O,M,T:च 26 O,M,T:अन ु ृात ् 27 C:-पादनात ् 28 B:ितीय+ 29 O,M,T:दोषा-
30 O,M,T:वालात ् 31 O,M,T:तृतीय ेप े 32 O,M,T:om. 33 O,M,T:मतान ुा+ 34 O,M,T:om.
35 O,M,T:दोषापिरहारात ्36 O,M,T:-दोष+ 37 O,M,T:om.
―
i AN 71.1f:वा ुो हेत ु रिसः, तििहेतोः यानरोपलेरन ैकािकािदितयोऽयं दोषः, स ितष ेध ेऽिपिनसाधके
े समान ु ः ii AN 71.8f:अथवा, ितष ेध ेऽिपितष ेधाविपअनकेािद समानोऽन ैकािकलणोदोषः
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(C.75)तत ि्कमेतांएव जातावेवं  ुराभासमः1, न े ुत;े िक―ु

सव ैवम ् ॥5.1.40॥
iतथा िह, अिनः शः काय ाद ै ियकात ्वा2 *3 इित सदसयोग े तदाकाशसाधा त ्अशवात ्4

िनः िकं न ािदित साधसमः।

अशवतआ्काशं िनपरममहत ्5 ं शेनािप। िनेनसा परममहता भिवतिमुष समः।
(T.88)नन―ुयथाकाशाेन6 *7 परममहं8 शोत,े तत ्पाेन तिहतमेव िकं न ािदित

ितासमः।

एवं तिह यथा9 िनःश10 उभयथा ं11 िकिदावणं पािद12 िकिावणं शािद तथा13 िकििं

भिवाकाशािद िकिदिनं शादीित िवकसमः।

नन ु तथािप काय म ै ियकवंा सां अा14 कथं साधय ेदितसात इ्ित15 ा व,ं तथा चािवशेषात ्

िकं क16 सां17 साधन ं18 वेित19 ािसम इित षाः।

एवं *20 अािप यं21 ऊहनीया22 इित सूाथ  ः।

यिप च ैतत ् सूं षीसूानरं23 उिचत,ं iiतथािप िपािदसूचनाथ24 (O.45)अर्ो25 एवों।

उभयास ुितपिफला26 िह षी, त फलं िचतु ःपपीष ु27 अिप समान ं *28।

तथािप िकं चत ुथा  िदपावकाशादान ेन29 तृतीय एवोभयोरस ुावधारणात ्30 इित च ेत ् ।

अ किदाह―(T.89)मृमाितमाात ्31 िनुरदयाा32 न ाक ्33 इेव (C.76)सा उभयोरस ुं

उावयीित अिनयमािदित। तदिशमससात ्iii।

कथं तिह, अवसराप ेय े ित ूमः। तथा34 िह, सैावत ्पय न ु योोप ेणमेवम ुत उा,ं अु

नारीयकतया। ivत साधनोपमायां35 कथायां थमितीययोरसािवतमवे, तृतीय े त ु सािवतमिप

िनय ु ैः36 उा,ं िनयोगकालाितपात े37 िनय ु ैः38 एवेित िनयमः।

य े39 च40 िनयोारः41 ितवािदवान ु िवध ेयाः4”। त ितवािदिनयोगं43 अपेमाणात ुथपमन ुमे ;

तििप यत ् िकन44 वािदिन ितवािदिन45 पय न ु योोप ेणमापिततिमितवािदिनयोगमप ेमाणाः पमं

पमन ुमे।वािदिप लपन ु िवध ेयावसरं46 उभयोः ं47 अपेमाणाःषमिप पं समीे।

इेवं vसमयाितमे सैरिनय ु ैः48 अिप वािदनौ49 िनवाय 50 कुकथां आवेदनीयं।अथा त ेषां अिप51

अवसरा52 पय न ु यो53 उप ेण54 *55 असात ्56। एतरकालं िह57 सादो58 *59

नोपय ुते, ाोावनावसरदोषोप ेण60 असमाध ेयात ् ।

कुतः प ु नःसानां ाप ेा61 इित चते ्, कथायादकतृ कतया त ेषाम ुािववितात ् ।सा च  ेन वा
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(O.46)उभयोरितभया62 वा कथाभासबेन वा63 इित। त ितवािद े िपी। वािद े चत ु ःपी।

उभयोरितभायां64 अन ु िवध ेय े(T.90)पपी। कथाभासबे65 षी।
(C.77)वादे त ु तृतीयपदे परेण िनरन ुयोान ुयोगोावनचंत ुथ*66 *67 दोषोावन ं तब ुभ ुुात ्68 पमऽेिप

तथा ष69 च70 अितभातीथ71 अवकाशः।

यदा त ु नानयोः पररं72 असरोावन ं73, नािप दोषं यं उा74 सरोपादान ं75, नाितभा, तदा

सावसरः।

यिद त ु76 चतुथा दौसरं77 ात त्दा78 वादे पिरहाणे79 न80 कथाvi वत तएव।

अ *81 हेरहािनसासवत ्82 उरारवृिेन ह एव। तान ुावन े विवजयमां83,

एक84 अितशयेनापकृात ् ।तदप ेयाच85 ितीयोृािदित सेपः॥40॥
―
1 O:-मा 2 O,M,T,AN:om. 3 O,M,T:घटवत ् 4 O,M:अशात ् 5 O,M,T:परम-
6 O,M,T:-ा े 7 O,T:ं 8 O,M,T:परमं महं 9 C,B:तथा 10 O,M,T:िनश 11 O,M,T,AN:om.
12 O,M,T:घटपािद 13 O,M,T:om. 14 O,M,T,B:ा 15 M,T:om. 16 T:त
17 O,M,T,B:साधनं 18 O,M,T,B,AN:सां 19 C:चे ित 20 O,M,T:एव 21 O,M,T:om.
22 O,M,T:ऊहनीयं 23 O,M,T:सूाणामनरं 24 T:-नाथ  25 O,M,T:अथ 26 A:उभयस ु ा-
O,M,T:स ु ास ु फला 27 O,M,T:-पिष ु 28 O,T:एव 29 C:-काशदान ेन, O,M,T:-पोादन े
30 O,M,T:अा- 31 O,M,T:-माित- 32 O: िनुरािनुरदय- 33 O,M,T:ताक ् 34 O,M,T,B:यथा
35 O,M,T:असा- 36 O,M,T:पय न ु य ु ैः 37 M,T:अिन-, O: अन-ु 38 O,M,T:अनन ु य ु ैः 39 O,M,T:यो
40 O,M,T:om. 41 O,M,T:अन ुयोारः 42 O,M,T,B:वािदितवा- 43 O,M,T:-वान ुयोगं
44 O,M,T:िकित ् 45 O,M,T,AN:om. 46 M:-िवध ेयः- 47 O,M,T,AN:पं
48 O,M,T:अनन ु य ु ैः 49 O,M,T:वािदितवािदनौ 50 O:िनवा 51 O,M,T,TR:om. 52 T,B:अवसरं ा
53 O,M,T(,TR,AN):-यो+ 54 B:उप ेायां 55 O,M,T:उप ेया 56 M,T:अस ु -, O: अस ु -
57 O,M,T,AN:om. 58 O,M,T:सपादो 59 O,M,T,AN:अिप 60 O,M,T:-वसरे दोषो- 61 O,T:िनयमाप े,
M:िनयमाप ेा 62 M,T:-भाया 63 T:इव 64 O,M,T:बे 65 B:भाया+ 66 O,M,T,B,AN:यं
67 O,M,T,B:अिप 68 O,M,T:-ब ु भ ु ितात ् 69 O,M,T:ष े  70 O,M,T,AN:om.
71 O,M,T:ितभािनवृथ 72 C:परर+ 73 M,T,A,C,AN:स- 74 O,M,T:उावनं
75 O,M,T:नोरो- 76 O,M,T:om. 77 T:त- 78 T:om. 79 O,M,T:-पिरहारेण 80 O,M,T,AN:om.
81 O,M,T:त ु 82 O,M,T:हेरािदस-, B:त ु 83 O,M:-िवजय... 84 O,M,T:थम
85 O,M,T:om.
―
i AN 71.21f:तथा िह, शोऽिनः काय ाद ै ियकाटािदितउे  सदसयोग े तदाकाशसाधादाकाशवत ि्नः
िकं न ािदित साधसमः।अशवत आ्काशं िनं परममहं अतः शेनािप। िन ेनसता परममहता भािम ु ष समः।
नन―ुयथाकाशा ेन परममहं शोत,े तथा पा ेन तिहतमेव िकं न ािदित ितासमः। एवं तिह यथा
िनःश उभयथा िकिदावणं पािद िकिावणं शािद तथा िकििं भिवित गगनािद िकिदिनं शादीित
िवकसमः। नन ु तथािप काय म ै ियकसंामा न साधय ेदितसािदित ा व,ं तथा चािवशेषात ि्कं क साधकं
सां व े ितािसम इित षाः यं ऊहनीया इित सूाथ  ः। ii AN 72.4:तथािप िपािदसूचनाथ मर् एवों
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iii PR:अस- iv TR 212.11f:त ताधनोपमायां कथायां थमितीययोरसािवतं एव। तृतीय े वािदनः
सािवतमिप, AN 73.14ff:त साधनोपमायां कथायां थमितीयपयोरसािवतम ेव।तृतीयकायां सािवतमिप िनय ु ैः
स ैाम ् ।िनयोगकालाितपात े िनय ु ैरेव े ितिनयमय े च िनयोारः ितवािदवान ु िवध ेयाःत ितवािदिनयोगमप ेमाणाः
सात ुथ पमन ुमे। तदभावे ताथािभधान े पय न ु योोप ेणमापिततिमित वािदिनयोगमप ेमाणाः पम,ं
ताथािभधाियनः पय ु न ु योोप ेणापितत ेऽन ु िवध े यावसरम ुभयोःपमप ेमाणाःषमिप, तदभावे त ु कालाितमे
स ैरिनय ु ैरिप वचनिवषयकिषतवण ैः कथाभासम ुावनीयम ् । अथा त ेषामवसरापय न ु योोप ेणान ुावन े
मूख ोपप ेः। एतरं साद ेऽिप नोपय ु ते।ाोावनावसरदोषोप ेणासमाध ेयात ् ।कुतः सानां ाप े ेित चते ् ,
कथायादकतृ कतयात ेषाम ुािववितात ् ।सा च  ेन, उभयोरितभया वा, कथाभासबेनवा। त ितवािद े े च
िपी, वािदे च चत ु ःपी, अथ िवध ेयेे च पपी, कथाभासबे च षी, वाद े त ु तृतीयकायां वािदना
िनरन ु योान ु योगोावनं, चत ुथ कायां ितवािदना यमेव दोषोावन,ं तब ु भ ु  ुात ् ।पमकायामिप तथा, ष
ितभातीथ मवकाशः। यदा त ु नानयोः पररमसरोावन,ं नािप दोष,ं यम ुा सरोपादान,ं नाितभा, तदा
सानामवसरः। यदा त ु चत ुथ कादावसरं v TR 213.1ff:समयाितमे प ु नरनन ुय ुाविप वािदनौ िनवाय 
कुकथामावेदयि।अथा अवसरापय न ु योोप ेणान ुावन ेत ेषामसात ् vi AN:वादः

चतुथपमाह―

ितष ेधिवितष ेधेितष ेधदोषवोषः॥5.1.41॥
ितष ेधिवितष ेधः ुरं तृतीयः प इित1 अथ  ः2। अािप3 तुो4 *5 दोषः तातीयोi वा तामको वा

दोषपतय ैवत ुइित वा पूव व ेय ं॥41॥
―
1 O,M,T:om. 2 O,M,T:om. 3 O,M,T:तािप 4 O,M,T:om. 5 M,T:ितष ेधदोषवत ्
―
i PR:तातीययोः

(C.78)षीव ै िचितपादनाथ1 छलजाती िवहाय2 िनहानोावन े3 पमं पमाह―
(B.38)ितष ेधं सदोषमुप े ितष ेधिवितष ेध े4 समानदोषसो
मतान ुा॥5.1.42॥
ितीयः पः ितष ेधः।त दोषं5 ममन ु ृितष ेधिवितष ेधमेे6 तृतीय े7 पे8 समान ं9 दोषं सयतो

भवतो मतान ुािनहानमापिततिमित पमः पः॥42॥
―
1 O,M,T,B:-दशनाथ 2 O,M,T:िवधाय 3 O,M,T,B:-भावन े न 4 O,M,T:-ष ेधित- 5 O,M,T,B:दोषः
6 O,M,T:-उेन 7 O,M,T:om. 8 O,M,T:om. 9 O,M,T:समान+
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स ेयमंतान ुातवािप मं1 दोषमन ु ृतृतीयपे2 समान ं3 दोषं सयतो भूत े ित4 षं पं ितवााह―

पलणाप ेोपप ु पसंहारे हेत ु िनदशे परपदोषा ुपगमामानो
दोषः॥5.1.43॥
(T.91)वािदनः पः (O.47)ापना, तणो ितीयः पो जा ुरं, तीकृ5 *6 वृ ेः। ताप ेा

उप ेा, अन ुार इित यावत ् ।iततः परपऽेिप उपपु पसंहारःपरापािदतदोषोपस ंहारः पितष ेधऽेिप समानो7

दोष8 इित। इिमित हेत ु िनदश तिपुपुपसंहारहेत ु िनदशे9 *10 तव11 अिप समानो मतान ुादोष12

इथ  ः13॥43॥

इित ीमदयनाचाय  कृतौ14 बोधिसिनाि ायपिरिश े पम अाय15 थमं16 आिकम ् ।
―
1 O,M,T:-उ+ 2 O:तृतीय ेप े 3 O,M,T:समान+ 4 O,M,T:भवतीित 5 O,M:-ली-
6 O,M,T:त 7 C:समानदोष 8 C:om. 9 O,M,T:-हारे हेत-ु 10 O,M,T:च प ु नः 11 O,T:om.
12 T:-दोष 13 T:om., O,B:इित 14 O,M,T:-उदयनकृतौ 15 M,T:om. 16 M,T:थम+
―
i TR 212.3f:ततः तितष ेध े ऽिपउपप ु पसंहारेितष ेध ेऽिपसमानो दोष इित

(C.79)(T.93)(B.39) *i अथ िनहानिवशेषलणमािकाथ ः। तिभागाथ सूम―्िताहािनिरािद

िनहानानीम ् ।
iiकथायामखिडताहारेण *1 पर2 अहारकडनिमह पराजयो िनहः।

स एते ियेवंनामकेष ु एव3 ितित4 इित (C.80)वााथ  ः। हेत ुहा ुदारहरणिवरोधादीनां5

एेवाभा वादवसरासरेणसावकाशा। तथा च वामः।

एकयोजनानाममीषां िशिहततया वहारोपयोिगाितिकवैधसूचनाथ6 (T.94)असमासः। काय

पररिनरप ेकथनाथ ।त ितलणं वते।

चः7 थ ः8। iiiतेन एत ेषां एव कथाबाानां9 कथायां10 अपारोादािदवशापानां11 झिटित संवरणेन

ितरोिहतावसराणां12 प ु रःूित कानिधकृतोािवतानां13 च वेदः। तथािवधानां

ताािलकातानिलऽेिप ितयोिगप ेया अस ुिलायोगात ्14। ति िनहान पं15

अथाितसािदित॥1॥
―
1 M,T:परेण 2 O,M,T:अपर 3 O,M,T:om. 4 O,M,T:अवितत
5 O,M,T:-उदाहरणहािनिवरोधा- 6 O,M,T:-संसूचना- 7 C,B:वस+्8 C: -थः 9 M:तथा-
10 O,M,T,AN:अबाानां 11 O,M,T,B,AN:-दािददशा- 12 O,M,T:-िहतापसरणा+
13 O,M,T:प ु रूित कानिधकृतोोिधतानां 14 O,M,T:स ु ास ु ंिलात ् 15 O,M,T:पं
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―
i B:िताहािनः ितारम ्ितािवरोधः ितासासो हेरमथा रंिनरथ कम अ्िवाताथ मपाथ कमाकालंूनमिधकं
प ु नमनन ु भाषणमानमितभा िव ेपो मतान ुा पय न ु योोप ेणं िनरन ु योान ु योगोऽपिसाो हेाभसा
िनहानािन॥5.2.1॥ ii TR 215.6f:कथायामखिडताहारेण पराहारकडनिमह पराजयो िनहः
iii AN 77.28ff:त ेन यम ुपास े कथाबाानां अबाानां अपारोादािददशापानां झिटित संवरण ेन
ितरोिहतावसराणामनिधकृतोािवतानां च वेदः। तथािवधानां ताािलकातानिलेऽिपितयोयप ेया

िताधमा न ुा1 ाे िताहािनः॥5.2.2॥
एतत च्2 यथाभां वाित कानिभमतंगौणसात म् ुासहा।
(C.81)यथावाित  कं3 च4 अापकं, पहेत ुाषणहान े ः5 असहात ् ।न च सा न िनहानमिवशेषात ् ।
(O.48)तत ्कथमेतत ्? उत―ेउपलकलणपदाानपरं6 भा,ं उपलकलपदाानपरं7 (T.95)च

वाित  कं, म ुाथ ारं8 अपहायोपलकायोगात ्9।

िकं प ु नर*10 उपलत?े ितापदेन11 िनवा िनदशः। िववादे िह iयत य्था िनिदयत े तत त्था12 िनवा त,े

तेनयो यथा साािदना िनिद तथा िनवा  हंअपयतः13 तिरागः िताहािनिरित सूाथ  ः।
(C.82)iiएव लपदिनैवलणिसौ ितीयकारसूचनाथ लणारः, यिद मेतन म्ा भतू *्14 इित वा

कठतः अथािित वा, अथ तो*15 ऽाः वत नात ् ।

ताि किदशा16 ाः पः, स च यथोिनदशम ु पलयित। भािदशा17 तु ाशः18

उसितपिं19 (T.96)उपलयित, तिपरीतोपगमः20 िताहािनिरित सव समसम ् ।

त साधम हािनवा ित  के।

साधनधम हािनअुिनः शः मेयािद ु ेऽन ैकाेन21 च िषतऽे ु तिह कृतकािदित यथा।
iiiपहािन―ुअिने वानस े22 काय ािद ुे भागािसा च ु े अु तिह वाग ेव तात ्23

अिनेितयथा।

एतािो िवशेषणारािप24 ाः।

तथा―कुन ै याियकेन ivिववादाािसतं ब ु िमतृ  पूव किमितपित े25 ब ु िमत *्26 इित िवशेषणासाम27 च

विण त ेतिह कतृ  प ूव  कंइित28 एवािित सािवशेषणहािनः।
vयकाय ातइ् ु े*29 काय ािदिित साधनिवशेषणहािनः30।
viिववादाािसतं िािद कतृ  प ूव किमित ितात े31 *32 शराचाय शा33 च34 िषत े *35 िववादाािसतं

इित36 एवािित पिवशेषणहािनः इित37।
viiाहािन―ु(O.49)अिनः शः गुणात ्ण ुकवत ्38 इ ु े साधनिवकलतया च39  ु े40
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मा भूत *्41 णु कं42 उदाहरणं (C.83)घटपं भिवित, न चोदाहरणमादरणीयिमित ायािदित यथा, यथा वा

बौ ितरेकोदाहरणबलेन णभसाधनऽेवृरेामािणकेन च िषतऽे ु तिह घट एवायेनइित।

ागतेन साधम हािनभुाे43।
(B.41)साधनधम हािन ु पूव वण ुक उदात े (T.97)तथा44 एव *45 साधनिवकलतया च46 िषतऽे ु तिह

काय हेाधारतय ेदएंव उदाहरणिमित यथा।

अािप िवशेषणहािनः47 ऊहनीया। viiiतथा―यत ् कृतकं48 तदिनं ं49 यथा घटिमु े

पदानथ े चोदात े50 अु तिह घट इेवेित ािवशेषणहािनः। एवं अा51 कारणसामी

अिप52 अपदानथ े53।
ixयत ् काय तु िमतृ  पूव  कंयथा घट इ ुदात े पूव व िषत े तिह कतृ  प ूव  कं54 इित55 एवािित

सािवशेषणहािनः।

एवं पूव वतस्ाधनिवशषेणहािनः56 ाे।
xषणहािनु िनरन ुयोान ुयोगोावनानरंषणारपिरहेण ा। तत ्57 यथा यिद नायं58 अिसिः59

अु60 तिह बािधत इािद।

एतासा हानीनां सव  (T.98)सांवहािरकात ्61 नोेः62 असवः63। शाुान ै वमिभदधतीितचते ,् न, 

शाे64 अेवंपवहारदशनात ् । ादोषपिरहारौपियका। िनःसीमा65 च ितभाय ेण

िकंकत तामोहमिहमे ितपूव  िनहवृौ*66 अनवसरात ्67 अवृौ ागायोगात ्68 न ेदं69 िनहानिमित

चते ् , न, xiाग ेन ै व पूव  पिरहारात ् ।न िह  ऽे कािचत ् ितरितसात ् ।ततः70

पूव  िनहवापनाय71 ाग एवोाः।

तथा िह72,(O.50)तदथ73 (C.84)एवाोपयोग इित चते ,् न ; यमशिसूचकात ्(T.99)संासवत ्74।

तथािप िवरोध एवााभा वः75 पिरहागयोरेकासवािदित चते ् , न, ागं76 अन ुा िवरोध

वापियत ुमशेनजघािदित।

स ेय ं हािनः सदसिषया  ुरािदपाितनी77 तरकोाा78 तोप े िता िनहहेत ु ः

आपदोषपिरिजहीषा हेत ुका79।
xiiसानौ80 पय न ु योोप ेणसहचािरणी। (T.100)उािवता81 च82 अविवजयं83 आवहतीित

अवयम ुाा।
xiiiवादे त ु सािवताुप ेणीया, तावन तानानात ्; सिषया त ु84 उाा85 एव तावन

तदात ् ।
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xivउं िनवा हय ेत ्86 इित रहम इित॥2॥
―
1 O,M,T:-धमा न ुा 2 O,M,T,B:om. 3 T:-वाि के, O,M:-वाि केन 4 T:न, O,M:om.
5 O,M,T:-षणािदहान े ः 6 O,M,T:उपलणलणपद- 7 O,M,T:उपललपद- 8 PA:-ारकं
9 O,M,T:-लणायोगात ्10 O,M,T:एव 11 O,M,T:-पदे 12 O,M,T:यथा 13 O,M,T,B:पयतः
14 O:एव 15 M,T:वा 16 O,M,T:वाित ककृि- 17 O,M,T:भाकृि- 18 O,M,T:ा
19 O,M,T:उे सम-् 20 PA:तिपरीतोऽवगम 21 O,M,T:अन ैकािकेन 22 B:-मनसी
23 O,M,T:अात ् 24 O,M,T:-ारेणािप 25 O,M,T:पीकृत े 26 O,M,T:इदं 27 O,M,T:िवश ेषण े
साम 28 O,M,T:om. 29 O,M,T:तथ ै व ु े 30 C and B omit this sentense. 31 O,M,T:कृत े
32 O,M,T:ब ु िमिदितात े 33 O,M,T:-िदशा 34 O,M,T,AN:om. 35 O,M,T:तिह
36 O,M,T,AN:om. 37 O,M,T,B:om. 38 O,M,T:णुकपवत ्39 O,T,AN:om. 40 O,M,T:िषत े
41 O,M,T:तिह 42 O,M,T,B:णुकपं 43 O,M:भाेन 44 O,M,T:तत ् 45 O,M:च
46 O,M,T,B:om. 47 A:िवश ेषणा- 48 T:कतृ  कं 49 O,M,T,B,AN:om. 50 O,M,T:चोािवत े
51 O,M,T:अा+ 52 O,M,T:om. 53 O,M,T:अिपदा-, PA:-पादा- 54 T:पूव कं 55 O,M,T,AN:om.
56 C:-हािन+ 57 O,M,T,AN:om. 58 O,T:नाम 59 O,M,T:िसाः 60 O,M,T:त ु
61 C:संवहािरकात ,् O,M,T:संवहािरात ् 62 O,M,T:नोेन 63 O,M,T:सवः 64 O,M,T:शाषे ु
65 T:िनीा, O,M:िनःसीा 66 O,M,T:च 67 O,M,T:नावसर- 68 O,M,T:-योगाद ेः
69 O,M,T:om. 70 M,T:अतः 71 O,M,T:पूव पिरह- 72 O,M,T,AN:अिप 73 O,M,T:तदथ 
74 T: सतागवत ,् O,M:सतागवत ् 75 M:एवााा- 76 PA:तागं 77 O,M,T:-उरान ु पादीित
78 M,T:-को- 79 O,M,T:-िजहीष याहेत ु ः 80 O,M,T:असा- 81 O,M,T:उािवतिवषयं
82 O,M,T:om. 83 O,M,T:om., B:-िवषयं 84 M,T,AN:च, O:om. 85 O,M,T:सािव
86 O,M,T,TR:िनव हेत ्
―
i AN 78.31:यत य्था िनिदयत ेतत त्था िनवा हियत ुम ु िचत ii AN 78.1f:एव लपदिन ैव लणिसौ शेषं
ितीयकारसूचनाथ यथा ; यिद म ेताभूद ेवंइित कनोऽथािित, अन ुभव iii AN 81.1f:पहािनय था वानस े
अिन े काय ािद ु ेभागािसा च  ु ेअ ु वाग ेवािन े ित iv AN 81.15ff:सािवशेषणहािनय था, िािद
ब ु िमतृ प ूव किम ु ेब ु िमिदितिवशेषणासामनय ु ेअ ु तिह कतृ प ूव किम ेव े ितv AN 81.17f:यकाय ात ्
इ ु ेऽकुाय ािद ेव े ित vi AN 81.14f:पिवशेषणहािनय था, िववादाािसतं िािद कतृ जिमित िताय,
अतरव ैकेनषण ेऽिुववादाािसतम ेव े ित vii AN 81.10ff:ाहािनय था, अिनः शः ग ु णाण ुकविद ु े
ा साधनव ैकेन ु े, मा भूण ुकम ुदाहरणं, पं त ु ािदित। यथा वा ितरेकोदाहरणबलेन णभसाधन े प ु विद ु े
िषत े च, अामािणकतयाऽ ुघट एवाय ेना इित viii AN 81.31f:यथा यत ्कृतकं तदिन,ं यथा घट,ं इ ु े
पदाथा नथ ोावतुिह घट इ ेव े ित ix TR 217.18f:यत क्ाय त ु िमतृ प ूव  कंयथा घट इ ु दातपे ूव वत ्, AN
82.5f:यत क्ाय त ु िमतृ प ूव  कं, यथा घटः, इ ु ेपूव विषत े तिह कतृ  प ूव कम ेवािित x AN:82.9f:षणहािन ु
िनरन ु योान ु योगोावनानरंषणारपिरहे ा। यथा यिद नायमिसोऽ ुतिह बािधत इािद
xi AN 82.15f:ाग ेन ै व:ाग ेन ै वपूव  िनहपिरहारात ् ।न िह  ेऽ कािचत ्ितः। ततः पूव  िनहापनायाग
एवोाः। तथािप तदथ म ेवाोपयोगइित च े, यमशिसूचकात ् xii AN 82.24:सानौ पय न ु योोप ेणसहचािरणीित
xiii AN 82.25f:वाद े सािनः सािवता ु प ेणीया।तावन तानानात ् ।सिषया च साऽवयोाा, तावन
तदात ् ।उं िनवा हय े िदितरहम xiv TR 219.3:उ िनवहेिदितरहम ्
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िताताथ ितष ेधधेम  िवकात ्1 तदथ  िनदशःितारम ् ॥5.2.3॥
(C.85)iिताताथ िषत े तितिचकीष यािवशेषणारेप ेणप ु नचन ं(B.42)ितारिमित सूाथ  ः।

तथा िह, “धम  िवकात ्” इित िवशेषणे2 हेत ुमाह, तथा च तथािनदश3 दिशता ोप े *4 पमी।

धम  िवकंिेथ  ः।

तथािप िताथ5 अिप त िनिदयत इित कुतो लत इत आह―“तदथ ” इित। तैव6 अथ  िनदश

इित वा, तदथ सािसथ िनदश इित वा, उभयथािप न कििशेषः।

“तदथ  िनदश7” इित त ु वदता भाकृता दोषपिरिजहीषा  मूलिमित दिशतम ्8। न िह तामरेण ो िषत े9

िवशेषणंे ु ं10 अहितसात ् ।

कथम?्―iiिना वणा ः ावणाविद ुे िनिभः अन ेका11 इित च ु ेसनय एव12 वणा 

िना इित पिवशेषणिवधौ अन ैकापिरहारात ्13।
iiiशो िनः काय ािद ु े *14 भाग े िससाधनिमित च ु े (O.51)वणा कः शो िन इित

पिवशेषणािधकोौ िससाधनतापिरहारात ्15।
ivअिमिददं स ु रिभमिलनधूमवािद ु ेऽसमथ  िवशेषणतया च (C.86) ु े सािकृरामत ्16 *17 इित

साारािधकोौ18 िवशेषणासामपिरहारात ् ।
vिववादाािसतं ब ु िमूव किम ु े िससातया च19  ुाभास े20 उपादानािभापूव  कं21 इित

सािवशेषणािधकोौ22 िससाधनतापिरहारात ्23।
viतदतेत ् पतिशेषणसातिशेषणेप ेण24 चतु िव ध ं (T.101)*25 षणारपिरहाराथ मिप वत त े

अवारभेदाानम ् ।

इदु िचते26―अिनः श ऐियकािद ु ेसामाेन िभचारा  ु ेसामाम ै ियकंसवगतं

शिनोऽसवगत इित साारेपः27 िकमथ  ः? न न ेनान ैकािकमापािदतमपाते, न;

असवगतंसा28 हेत ु ं29 िविश30 तत प्िरहिरामीित मनोरथ ेनवृ ुपपेः।

तिह तिये हेत ुमिप कित ्31 ूयात ् सभाोभ ेण ितादवचन े वा ून ं ािदित चते ् , न ;

पूवपा हेादेिव मानेनूनतानवकाशात ्32।

तथा अिप33, पूव  एव िनहोऽन ु वत त े, अपिरतात ्34। न च िनगृहीतो िनहमहितसािदित चते ्, न ;
viiअन ुावन े िकमयं *35 पिरतो36 अन ेन37 *38 इित मा अितभया39 तू (C.87)आ,े िकं वा

पूव षणानानात ्40 िकम विमित मेित पिरषेहािनवृौ41

उृान ु ृवान ु पपिसािदित।
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तथािप पूव  कं42 एव षणम ुावय े िदितचते ्, न ; (T.102)एवं िह ितवदेत ्(B.43)यत ्43 पूव ितायाम ै ियकं

अन ै कािकमेव (O.52)इित। या, एकिमिप िताथ तदन ैकािकमेव इित। या न44 अन ेन

साारोपेप ेणतत प्िरतिमित। सवथाअथ तःकठतो वा न ितारमन ुाातु ं45 शुयात ् ।

न च ेदमथा रंाोपयोगात *्46।
viiiअथ हेरं कुतः पृथगात ि्यते हेत ुहािनवत ि्ह47 तत ्अिप48 उपलेत। अथा उदाहरणारमिप

लणीयं ात ् ।तत ् ixयथा―अिनः शः सामािवशेषवतो49 अदािदबाकरणात ्50 यत ्

अदािदबाकरणां51 तदिनं ं52 यथा घट इ ु े योजकांशूनतया53 च ु े

सामािवशेषवे54 सतीदम ुतइित। एवं तथा चायमदािदबाकरण55 इ ुपनयेूनतया  ु े

तथ ैव िवशेषणोपादान े उपनयारम ् ।एवमेव बहलित ैकदेशोपसंहारे56 तथ ैव  ु े प ु नः समोौ57

िनगमनारं58 इित।

स,ं xसासाधकभागभेदिववया त ु *59 भेदोपासः60, वायोगोभयशरीरात ् ।त ितारं
xiयोारं िनगमनारिमित ितारपः। हेरं योजकारं उपनयारं षणारं61 इित

हेरप62 इित।

एतािप पिरकरश ु िःिताहािनवत ्(C.88)ा इित63।

इदु िचनीय,ं xiiकथं एतत ्िताहािनतो *64 िभत,े यावता अािप िविशोपादानात ्65 अिविशहािनः66

एव? न, पापिरागात ् । xiiiपापादीयमानिवशेषणाभाव च67 ागन ुपादानात ्68। न च

पिवशेषणाभावाां69 अो अिविशो70 नाम य ागाािनः ात ् ।
xivअ71 कारे72 न73 िवशेषय ेिदितरहं॥3॥
―
1 O,M,T:-िवकः 2 O,M,T,B:िवश ेष े 3 A:ता-, O,M,T:तदथ ता- 4 O,M:वा 5 O,M,T,B:िताताथ
6 O,M,T:तेव 7 C,O,M,T,B:तदथ िनदश 8 B:दशतम ्9 O,M,T:अिषत े 10 M,T:ित े ु ं
11 O,M,T,B:अन ैकािक 12 O,M,T,TR:om. 13 O,M,T,B:अन ैकािकपिर- 14 O,M,T:िनिभः
15 O,M,T,B:िससातापिर- 16 T,B:सािकृागमत ,् O,M:-गदामत ,् PR,AN:सािकृाग ु मत ्
17 O,M,T:इदं 18 O,M,T:सािवशेषणारा- 19 O,M,T,TR:om. 20 O,M,T,PR: ु े
21 O,M,T:-िभ- 22 O,T,B:सािवशेषण ेना- 23 O,M,T:िससाता- 24 M,T:-ित ेप ेण
25 O,M,T:एवं 26 O,M,T:वय त े 27 O,M,T:-ित ेपः 28 O,M,T:साते 29 O,M,T:नाहेत ु ं
30 O,M,T:िवश े 31 O,M,T,B:िकित ् 32 C,B:ूना- 33 M,T,PA,A,C,B,PR:िह
34 O,M,T:अपिरगत- 35 O,M,T,B:अन ेन 36 M,T,A,C,AN:पिरतं 37 O,M,T,B:अथ 38 M,T,B:न
39 O,M,T:ित- 40 O,M,T:-षणावनात ,्B: -षणानावनात ् 41 O,M,T:-न ु वृ ेः
42 O,M,T,B:पूव 43 O,M,T,B,AN:तथािप 44 C,AN:om. 45 O,M,T,AN:ात ु ं
46 O,M,T,B:इित 47 O,M,T:om. 48 O,M,T:om. 49 M,T:सामावत+्, O: सामावतो
50 O,M,T:-बा े ियाात ् 51 T:-बा े िया े, O,M:अािदबा े ियां52 O,M,T,B,AN:om.
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53 O,M,T:-शूतया 54 O,M,T:सामावे 55 O,M,T:-करणा 56 O,M,T,B:बलबाकरणित-ै
57 O,M,T:-तोा 58 T,B:िनगमनानरं 59 O,M,T:हेतोः 60 O,M,T:अभेदो- 61 O,M,T:om.
62 B:हे- 63 O,M,T:om. 64 O,M,T:न 65 O,M,T:-ओपादाना+ 66 O,M,T:िविश
हािनः 67 O,M,T,B,AN:om. 68 O,M,T:अन ुादनात ्69 O,M,T:-िवश ेषणाां70 T:अिवशेषो
71 O,M,T:त 72 C,B:कारेण, O,M,T:कारेण 73 C,B,AN:om.
―
i AN 82.30:िताताथ िषत े तितिचकीष  यािवश ेषणारेप ेणप ु नव चनंितारम ्ii TR 221.6f:िना वणा ः
ावणाविद ु े िनिभरन ैकािकेन िषत े  सनय वणा  िना इित, AN 83.22f:वणा ः िनाः
ावणाविद ु ेिनिभरन ेकाइित  ु ेसनय एव वणा  िना इित iii TR 221.8f:अिनः शः
काय ािद ु ेिनभाग े िससाोावन े वणा कः शो इित, AN 83.30f:शो अिनः काय ािद ु ेिनिवभाग े
िससाधनिमित  ु ेवणा कःशोऽिन इित िससाधनपिरहारात ् iv AN 84.3f:अिमत ् इदं
स ु रिभमिलनधूमवािद ु े,  ु ेचासिवशेषणतयासािकृाग ु मिदितसाारािधोौ थ  िवश ेषणतापिरहारात ्
v TR 221.10f:िववादाािसतं ब ु िमूव किम ु ेिससातािभधान ेउपादानािदगोचरब ु िमूव किमितसािवशेषणेपः
vi TR 221.6:त पतिशेषणसातिशेषणेप ेणचत ु िव धं, AN 83.21:तदेततप्तिशेषणसातिशेषणोिभ ेदात ु िव धम ्
vii AN 84.30ff:तूीावे िकमयं षणं पिरतमन े नेिभसायाितभया तूीमाे । िकं वा पूव षणानानात ि्कम
वािमित मािित पिरषत ् ।सेहािनवृाव ु ृान ु ृवान ािदित। तथािप पूवमन ैकािकमेवोावय े िदितच े, एवं िह
ितवदेत ् तथािप पूवितायाम ै ियकमन ेकामेव।  या एति ् अिप िताताथ तदन ैकािकमेव। या एत ेन
साारवचन ेन त पिरतिमित। थम ेऽथ तोऽपरयोःकठतः सवथा न ितारमन ुा ात ु ं शुयात ् ।न च ेदमथा रं,
ाोपयोगोात ्viii AN 85.5:अथ हेरं कुतः पृथगात ि्यत ेix AN 85.8ff:तथा शोऽिनो जाितमे
सदािदबा े ियात ् ।यददािदबा े ियंतदिन,ं यथा घट इ ु ेयोजकभागशूतया च  ु ेजाितमे
सतीदम ु ते।एवं तथा चायं “अदािदबा े िय” इ ु पनय ेूनतया िषत े तथ ै व िवशेषणोपादान उपनयारम ् ।एवम ेव
बहन ्ित ैकदेशोपसंहारतेथ ै व ु ेप ु नःसमोौ िनगमनारिमित x NR 225.11:सासाधनभ ेदिववयात ु भ ेद
xi AN 85.21ff:योारं िनगमनारिमित ितारपः। हेरं उदाहरणयोजकारं, उपनयारं षणारिमित
हेरपः xii AN 85.24f:कथिमदं िताहािनतो िभत े।अािप िविशाथा दानादिविशहािनरेव
xiiiAN 85.30f:पापादीयमानिवशेषणाभावागन ु पादानात ् xiv TR 222.6f:अ कारे न िवशेषणीयिमित
रह,ं AN 85.31:अ कारे िवश ेषणीयिमितरहं

िताहेोिव रोधःितािवरोधः॥5.2.4॥
(T.103)अ “िताहेोः” इित वागतितयोिगयोपलणपरं (O.53)िवरोध *1 उभयिनात ्
(C.89)लगतितापदमुमापरं2।

एकपदोीत न तदंशिवरोधसूचन ेनावयवारोपलणमं वारयित3। त ेन ैकिन ् वाे

तदंशयोरवारवायोः पदयोवा  िमथो ाघात उः4 िवरोध इित सूाथ  ः।

एकवृकवािवषया अपिसासरः5।
iिवपरीताुपदशनयासाभावात ् न िचत ्6 िवहेाभाससरः। यिप च िवरोधऽेवयं

हेाभासान ु वेशः, तथािप त जघतीितात ्7 तम ु प े (C.90)िवरोध एवोाः, साायकेन8

उप ेानहात ्9।
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iiस च बकारः10 ितापदयोः िताहेोः ितोदाहरणयोः। iiiितोपनययोम ः11,

हेत ु िवरोधािवरोधाां12 अनवकाशात ् । ivितािनगमनयोः (T.104)हेत ुपदयोहत ुायोहतूपनययोः

ापदयोः ितातकयोः एवं षणवाऽेिप स एव पः।

*13 साधिम  िनष ेधात ्14 वा15, यथा नास्ाेित। vधम  िनष ेधाा, यथेरो न कता  इित। धिम  िवध ेवा , यथा

अतीतमीित। viधम  िवध ेवा , यथा16 परमाणवः सावयवा इित। पतो वा17 यथा हेत ुापारात ्ागिप सत ्

काय काय ािदित।िवशेषणारा वा, यथा मऽेसाय मायोरसािदित।

एवंिवधाना परमतितष ेधािभायरवलेपात ्18 वा ााभासलाभतरलतया वा19 मादाा सभाोभाा

उिसवः। सोऽयं थमकािदपाती20 उरकोाो21 वादऽेिप। अथा तितपिाघातात ् ।शेष ं

पूव वत ् ।
viiिमथो ाहतं न वदेिदित रहं॥4॥
―
1 O,M,T:च2 O,M,T:-माोपलणपरं 3 O,M,T:िनवारयित 4 O,M,T:उ+ 5 M,T:अिसा-,
O: अिप िसा- 6 O,M,T:om. 7 O,M,T:-तीतात ् 8 O,M,T:सेकेन 9 O,M,T:अप ेा-
10 C:-कार+ 11 O,M,T:िमथो 12 O,M,T,B:हेत ु िवरोधाां 13 O,M,T:िचत ् 14 O,M,T:सवधिम -
15 O,T:om. 16 O,T:om. 17 O,M,T:om. 18 T:-ायाद्ःखलोपात ,् O,M:ायारवलेपात ्
19 O,M,T:om. 20 O,M,T:-कान ु पाती 21 O,M,T:-को-
―
i NR 226.14:िवपरीता ु पदशनइंह त ु न तथा ii AN 87.13f:स चायमन ेकिवधः ितापदयोः िताहेोः
ितोदाहरणयोः। ितोपनययोना  ि iii TR 223.9:ितोपनययो ु  , हेत ु िवरोधािवरोधाामनवकाशः
iv AN 87.18f:ितािनगमनयोहत ु पदयोहत ु ायोापदयोःितातकयोः। एवं षणवाेऽिपस एष पः
v AN 87.21f:धमिनष ेधाा, यथ ेरोन कता ।धिम  िवरोध ै वा , यथा अतीतमि vi AN 87.24f:धमिवध ेवा  यथा
परमाणवः सावयवा इित। पतो वा यथा काय हेत ुापारादिप ाक ् सत ् काय ािदित। िवशेषणारा यथा मेऽसत ्
काय मायोरसात ् ।एवंिवधाना सभाोभात ्, परावलेपाा सवः। यं थमकािदपाती तरकोाो वाद ेऽथा
तितपिाघातात ् ।िमथो ाहतं न वदे िदितरहं vii TR 224.7:िमथो ाहतं न वदे िदिततं

पितष ेधेिताताथा पनयनंितासासः॥5.2.5॥
अािप ितापदम ुमाोपलणपरं, (O.54)तथा पशोऽिप। अपनयनमपलापः। त ेनोापलाप1

उसंासइथ  ः।न च ो ऽकात ्2 एवों अपलपित3 इत (C.91)उं पितष ेध े4 *5 परेण कृत े

सित। त ेन*6 तिरहाराथ  िमितताय *7।

उषणे8 िह9 अूित दशायां10 किं जेत ् एव11, कििशेषयते ् , *12 किदपलप े िदित िधा

वानसवः। ेनवत ्13 सोऽिप िह ाग ेन14 वा िनवृिं15 इेत ,् ीयतया वा16 ीयतामेण17

वा िवशेषय ेदपलपते ए्व18 वेित नालौिककोऽयं कारः।
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न चाितसः iअपविनवा हणे19 षणपिरहारात ्20 कपोलवािदािदना21 तदिसेः22 चोरवदेव।

न च पूव  िनहेण ैव गत े िकमन ेन े ित (T.105)वा,ं तापवेनापाात ् । iiतापवं अन ुा

वापियत ुमशात ् ।न च ैवंतादम ेवा, यमेवापकृसूचकािदित।

सोऽयं चत ु ःकारः23―क एवमाहेित वा परपोऽयं मयो (C.92)इित वा, ो24 एव *25 येदम ुिमितवा,

परोमेवमया26 इदं27 उं28 इित वा।

वादासवी29 चाय,ं तब ुभ ुुतयािलतसू हनाभावात ् ।

अब ु िपूव  कं30 अ31 अपीेके। शेष ं32 हािनवत ् । (B.45)iiiअन ुवादोलं33 षणोपाढं नापलप े िदित

रहम ् ॥5॥
―
1 O,M,T,B:om. 2 A:अकत ् 3 A:अपलयित 4 O,M,T:-ष ेध 5 O,M,T:इित पितष ेध े
6 O,M,T:च 7 O,M,T:इित 8 O,M,T:उैषण ेः 9 O,M,T:om. 10 O,M,T:ूित दशां
11 O,M,T:om. 12 O,M,T,B:एवं 13 C,B:त ेनवत+् 14 O,M,T:ं ाग ेन 15 A:िनवृ िं
16 O,M,T:om. 17 O,M,T:मेण 18 O,M,T:om. 19 O,M,T,B,AN:-वाहेण
20 M,T,A,C,AN:-हारवत ् 21 O,M,T:कपालोोिदना 22 O,M,T:तदिप िसे 23 O,M,T:चतु-
24 O,M,T:ों 25 O,M,T:स 26 O,M,T:या 27 O,M,T:om. 28 O,M,T:अनूिदतं
29 O,T:इित वा नासवी, M:नासवी 30 O,M,T,B:-पूव कः 31 O,M,T,B:त 32 B:शेषमशेषं
33 O,M,T:-जव्ल+
―
i AN 88.21f:अपविनवा हेणषणपिरहारवत क्पोलवािदािदना तदसवात ् ii AN 88.15f:तापवं अन ुा
वापियत ु मशात ् ।न च ै वंतादम ेवा।तोऽशिसूचकात इ्ित iii AN 88.29f:अन ुवादा ेणं
षणोपढं नापलप े िदितरहम ्

अिवशेषोे हेतौ ितिषे िवशेषिमतो हेरम ् ॥5.2.6॥
अ हेत ुपदेनवागतसाधकभागं1 उपलयित। इया *2 वचन ं3 तेन थममिविशं साधनभागमिभधाय

प ु निव शेषणवचन ं4 हेरिमथ  ः।

न च 5 एतदकात स्वित6 इतों ितिष इित। त ेनितष ेधोिधीष या7 इित ताय म ् ।
iतिददं हेत ु िवशेषणादाहरणयोजकांशिवशेषणात ्8 उपनयिवशेषणा ू षणिवशेषणात च्9 इित (O.55)चतु िव ध ं।

त थमं यथाभा―ंतरयं ितारे10 उदातम ् ।
iiचतुथ त ु *11 iiiहेतौ य ु े12 असाधकोऽयं सपे सादिने मेयविदित  ु े13 जा ुरेण14।

जा ुरतया च पिरत े िवपगते सित सपे सािदित (C.93)यथा, एवं िवपावृािदित उे15

सपावृे16 सतीित यथा, एवं सिधािद ु े अिसतया च िषत े ाेन े ित यथा। (T.106)एवं
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िभानबािधतािद ु े, नप ुनजा तकेशािदना17 च ु े अिवसंवािदिभये ित यथ ेािद

सवषणेष ु18 यमूहनीयं।

एत ापनागतं षणगतं वा परोदोषतीकारे हेरमेव।

अतीकारे त ु19 यिप यथामं हेाभासिनरन ुयोान ुयोगौ सावकाशौ, तथािप हेरमेव वा,ं

िवशेषणािभधान ेन*20 अिविशासाम21 िसीकारात ् ।तरयोः22 तु23 साात ्24 यथा अिनः

शः *25 बाकरणाािद ु े योिगैः परमाण ु िभरन ेकाेन च

ु ेऽदादीितमापदिवशेषणोौ26 अैवदोषाभासदशनात ् ।

िवशेषिमतु पय न ु योोप ेणसहवृिकं27 इदं हािनवत ् ितारवत ् । तदेव च

पिरकरश ु िरेित॥6॥
―
1 O,M,T:वाे साधनभागं 2 O,M,T:च3 O,M,T,B:तचनं 4 O,M,T:िवश ेष ेणत- 5 T:
6 O,M,T:भवित 7 O,M,T:-धोिहीष  या 8 O,M,T:-योजकावरिव- 9 O,M,T:वा
10 C,B:िता े 11 O,M,T:य ु े 12 O,M,T:om. 13 O,M,T,TR:उे 14 O,M,T,TR:om.
15 O,M,T:उा 16 A:सपपा- 17 C,B:-केशाना 18 O,M,T,B:सव षण ेष ु19 O,M,T,B:अिप
20 O,T:अिप21 O,M,T:िविशमसाम+ 22 O,M,T,B:उरयोः 23 O,M,T:om. 24 O,M,T:ता-
25 O,M,T:सामावे सित 26 O,M,T:अदादीित हेत ु िवश ेषणा ुौ 27 O,M,T:-सहकृतं
―
i AN 89.13f:तत इ्दं चत ु िव धहंेत ु िवश ेषणादाहरणयोजकभागिवशेषणात ्  उपनयिवशेषणा ू षणिवशेषणा
ii AN 89.21ff:चत ुथयथा हेतौ य ु ेऽसाधकोऽयं सप े सादिने म ेयविदित  ु ेाघातकेन जा ु रतयाच
पिरत े िवपगते सतीित िवशेषणात ् ।साधारणान ैकािकता एवं िवपावृािद ु ेतथ ै व  ु े सपावृे सतीित
िवशेषणात ए्वं सिधािद ु ेिसतया च  ु ेाेन े ितिवशेषणात ् ।सिधािसे एवं िभानबािधतािद ु े,
नप ु नजा तकेशािदनाच  ु े अिवसंवादीित िवशेषणााध इाूम ् ।एत ापनागतं िवश े िषतं वा परोदोषतीकारे
हेरमेविनहानम ्iii TR 226.10f:हेतौ य ु े साधकोऽयं न भवित सपे सादिन े म ेयविद ु े।जा ु रेन
िषत े िवपवृिेसित प े सािदित, एवं िवपावृावविद ु ेसपावृेसतीित

(T.107)कृतादथा दितसाथ मथा रम ् ॥5.2.7॥
अथा रिमितलिनदशः। iअिदाहारात ्iiपु पपिः, अथा (C.94)तृतीया ात ् ।

लपदावृ ेवा ोपो1 वा कृतं अथ2 (B.46)अनप े3 इथ  ः।

अितसो4 अितपस5 इित6 अथ  ः7। त ेनाितसं8 अनन ुपसं9 वचनिमित अपदाथ  ः10।

एतं भवित11―कृतं साधन ं षणं12 च13 उप14 तदनिभधान ं15 अथा रं*16।
iiiत मतपरमतोभयान ुभयभेदेन17 चतु िव ध ं18।

तत ्ivयथा―अिनः श ऐियकात ्(O.56)काय ात ्वा19 ग ुण स आकाश, तदेव च20 उपािधवशात ्
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ों21 तेन22 चायं गृत े समवायािदािद।

तथ ैवोपपरमते23 च ं शः संयोगाोऽिभिधमा  चायिमािद।

तथ ैवोपान ुमानगं24 अ25 अिनम ् ।अन ुमान माण,ं ततु िव ध ं षिधं वा, िकित ्सामाेण

गमयित, िकिातं (C.95)सिदािद।

तथ ैवोप26 हेत ु रयं, हेत ुिहनोत ेः *27 इािद।

झिटित असमसब ुासमाधान ं अितसधान28 ितरोिधया अ29 उिसवः30।

नन ु पूण31 कृत े32 वाऽेथा रमिभदधतोून ं33 एवोाेत।

पूणऽ े *34 िकिमथा रमवतारय ेत ् ।

ऽेिप दोषम ु प ेनाथा रोावनोपयोगः। न चाथा रािभधानऽेिप ितारवत ्पूव दोषःपिरतो भवेत ्

य ेनोपादीय ेत।(T.108)एवमेवािभधान ेचाितसात ्35 इित।

न ितरोिधायाः36 स ुलभातअ् े37 अिप ब ुेःकदािचत स्वात ् ।

ून अिप38 अ39 वा दोष तिदित उपरतवचन े40 दावसरे चोाात ् ।अथा41 तु42

अितसात ् ।

एत च43 उमानाात त्तः44 तेदऽेेतदेवोाम ् ।अत एव *45 ूना ुप ेायां46 अुप ेणं47

न48 िनहः। अवसरे िह तत त्था ात ,् अनवसरोावनवत ्49 इित।
vकृतोपय ुमेववािमित रहम ् ॥7॥
―
1 O,M,T:-लोप े 2 O,M,T:om. 3 O,M,T:अप े 4 O,M,T,B:ितसो 5 O,M,T:अन ुपसः
6 O,M,T:om. 7 O,M,T:om. 8 O,M,T:-सो, B:-सं 9 C,B:-स,ं O,M,T:-सः
10 O,M,T:अथः 11 O,M,T:om. 12 O,M,T:षणाशया 13 O,M,T:om. 14 O,M,T:अप
15 O:अतदािभ-, M,T:तदािभ-, B:तदानिभ- 16 O,M,T:इित 17 O,M,T:परमतमतोभ-
18 O,M,T:-िवधः 19 O,M,T,TR:om. 20 O,M,T,B,TR,AN:om. 21 O,M,T:छो+
22 O,M,T:ेन 23 O,M lack from here. 24 T,B:-ग 25 T,B:om.26 O,M lack to here.
27 O,M,T,B,TR,AN:धातोः 28 O,M,T:ितसान29 M,T:om. 30 M,T:ोिसव,ं 
O,B:उिसवं 31 O,M,T:अपिरपूण 32 O,M,T:कृत+ 33 O,M,T:ूनं 34 O,M,T:अिप
35 O,M,T:-सः 36 O,M,T:े ितरोिधया 37 O,M,T:अे 38 O,M,T:om.
39 O,M,T:वा 40 O,M,T,B:-वचिस 41 O,M,T:अथाे 42 O,M,T:च 43 T,B:om.
44 O,M,T,B:om. 45 O,M,T:न 46 O,M,T:ूनाप ेायां 47 T:उप ेण48 O,M,T:om.
49 O,M,T:अवसरोावनावत ,् B:अवसरोावनवत ्
―
i AN 91.1:अिदाहारात प् ु पप ेः ii TR 228.1f:प ु पपिः, अथा तृतीया ात ्iii TR 228.3ff:त
परोभयान ु भयमतभ ेद ेनचत ु िव धम ् ।मतेन तावदिनः श ऐियकात ्ग ु णस आकाश च। तपिहतं ों त ेन चायं
गृत े समवायात ् ।स च िनः स इािद। परमत े त ु तथ ै वोप च ं शः संयोग े नगृत े ताािदापारािभं
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चेािद।उभयमतेनत ु तथ ै वोपहेत ु रयहंेत ुिहनोत ेधा तोः iv AN 92.7ff:यथा शोऽिनः काय ाद ै ियकाेित।
सदसयोग,े ग ु णशः, स चाकाश तद ैवोपािधवशाो,ं त ेन चायगृत े।समवायािदािद यथा तथ ै वोपशो ,ं
संयोगाोऽिन ेािद। यथा तथ ै वोपान ुमानगं अािनम ् ।अन ुमान माणं। तत ु िव ध,ं षिध, िकित ्
सामा ेणगमयित, िकि ातं सिदािद यथा, तथ ै वोपहेत ु रयं।हेत ु िहनोत ेधा तोःv TR 229.2f:कृतोपय ुम ेवूयािदित
रहम ्

(C.96)वणमिनदशविरथ कम ् ॥5.2.8॥
*1 वितना2 अवाचकयोगम ु पिमनोित।iतेनावाचकयोगोिनरथ किमथ  ः।

त चतुधा योगसवः।

मादात ,् यथा िलवचनवन  िवभिवणिवपया सः3।

वाचकािभमानात ,् यथा कृिताातिवपया सः4।

अासात ,् यथा स ंृतम ु पापंशवचनम ् ।

िवकितशेषोेः5 वा6, यथाथ परशपरताकारुदसन ेन7 पपरतायां वाां च ैतत ्8 इितवत ्9।

कुतः प ु नरेतिहान ं iiएवमथ तीत ेः10? शयोग च11 तावााथ ात ्12 इित चते ् , (B.47)न ;

मीमांसकािदकं ित वाचकापंशिवभाग िसात ् ।
iiiयायमिसेनािप (O.57)समानसमय ैरेवपद ैव मथाकथावािनेादाघातात ् ।

के समानसमयाः शा इित हं परब ुेः (C.97)अािदित चते ् , न ; ाग ेव

तपायाकरणािदवहारा ुपगमात ्13।
(T.109)न च ैवूतानािंवपया सानांपिरषितवािदसमानता14 अि15, अथ यमुिणभायां मिणब ु िाय ेन

भविप न त ेषांसाथ कमवापयतीितय ुमिनहानम ् ।

अथा त ु16 असामस ंवरणाथ17 दािणा देशभाषया वितमान िकं वं18 पाैः19

इानमेवोरवािदनःसवेित।गतं कथासन ेन।
ivतात स्मानसमय ैरेवपद ैव िमितरहम ् ॥8॥

―
1 O,M,T:वण मविदित 2 O,M,T:अन ेन 3 C:-वचनिवभििव-, O,M,T,B:िलिवभिवण िवपया सः
4 O,M,T:-िधतसमासाात- 5 O,M,T,B:-िवश ेषो- 6 O,M,T,B:om.
7 C,B:-शे पर-, O,M,T,B:- ु दास ेन 8 O,M,T:om. 9 O,M,T:इित 10 O,M,T:-तीतौ
11 O,M,T,AN:om. 12 O,M,T:-माात ् 13 O,M,T:-करणव- 14 O,M,T:-समानसमयता
15 O,M,T:om. 16 C,B:om. 17 C:अथसाम-, B:अथ असाम- 18 O,M,T:कतं
19 O,M,T:om.

―
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i AN 98.12:त ेनावाचकयोगोिनरथ किमितसूाथ  ः ii AN 99.22f:एवमथ तीत ेः? शयोग तावााथ ात ,्
अथ मीमांसकािदकं ित वाचकापंशिवभागः िस एव iii TR 231.1:यायमिसािप समानसमय ैरेवपद ैव म ्
iv TR 231.5:अ च समानसमय ैरेवपदै वहरेिदित उपदेशः, AN 99.28:तात स्ाधारण ैरेवपद ैवा िमितरहम ्

पिरषितवािदां िरिभिहतमिवातं अिवाताथ म ् ॥5.2.9॥
iिरिभिहतमिप वािदना पिरषितवािदामिवातमथ वयाअिवाताथ1 इथ  ः।

वाचकयोगािरथ कात*्2 भेदः।अनयािनयेनअपाथ कात ्3।

पराानिनहापादानामोहात ्4 सभाोभााोिसवः।

त ििवधं ीयीयतमााढं5। यथा पादशायतनचतुराय सं6 इािद (C.98)बौाना,ं

कपालप ु रोडाशािदमीमांसकानािमािद।

गिमतयोगं7 अनप े ितिढकं8। iiयथा कयपतनयाधृितहेत ु ः9 अयं िनयनतनययानसमाननामध ेयवात ्10

तेत ुमािसनीवतइ्ािद।

पदिववेकोपायसमासकरणापायापािदतसेहं11 यथा  ेतोधावतीित।

अ थमम ुभयान ुमा िचपादीय ेतािप वािदनोः पररमतािभानशौडीया त ्12, अथा सोऽथ  ः13

साधारणवचसा14 एव15 ितपाः। iiiतरं त ु यमनादेय ं16 एव17।

पिरषितवािदनोः जानेािप18 वािदवाानवबोधोपपेः19 न ेदं िनहानिमित (T.110)चेत ्20, न ; यथो

बोधान ु पायात ् ।

लोकढं21 अगिमतयोगं22 (O.58)करणाापं िवशदं23 अुतोिरतं24 िह पदजातं अथ तीत ेरं, एतिपरीतं

अन ु पायं25 उपाददानो वादी िना एव। अथा वैजाात ्26 ितवािप गिमतयोगािदिभः जन ्अिप27 न

िनगृ ेत28, तथा च कथा29 न30 आभासा31 (B.48)न32 अिप अनाभासा33 इित ात ् ।

तिह, िकं िरिभधानिवलेन34 उमां एव यत ्35 न36 ब ुं तत ्37 तथोातािमित चते ् , न ;

अनवधानमिसिवपरीतबोधशाुदासाथ38 पिरषदावयं तदप ेणात ् । पिरषदनवबोध एव39

अावतारात ् ।अथा, अितसात ् ।

ितवािदनोऽनवबोधिवभावनय ैव िनवृ ेः, (C.99)तथािप ििरित िनयमः कुत इित चते ् , ततः परमितपेः40

अनहेत ुकात ् ।ivन िह ब ुभ ुया प ु नरिभधापयित पिरषदनविहता41 चेित सवित। न अिप42

ेययोयानां43 ािकानां सवषां एव44 िः45 भरािभिहतमसााियकं *46 अ उिकुसृ े ः47। न

च ब ुे48 अिप बोधं49 नाीकुया त इ्ित50 पिरषिद51 *52 सवित, वीतरागात ् ।अात ्53 ििरित िनयम
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एविेत।

िनढैः54 एव पद ैव िमितरहम ् ॥9॥
―
1 C:अिवातम ् 2 O,T:अ 3 T,B:अपाथ कात ् 4 O,M,C,B:-पादन- 5 O,T,B:ीयत-
6 O,M,T:-सा 7 O,M,T:लोकगिमनं 8 O,M,T:अप ेिढकं 9 T:-यािधपितः केत ु ः, O,M:-यािधपितकेत ु ः
10 O,M,T:-नयनतनय ेनसमान-, B: -नयनतनयनाम समाननामध ेयवान ् 11 O,M,T:पदिववेकोपायाभावापािदत-, 
B:पदिववेको- 12 C:-शौहीया त ,् O,M:-मतान ुानशौडीया त ् 13 O,M,T:अथ+ 14 O:साधारणपद ै ः,
M,T:असाधारणपद ै ः 15 T:एवं 16 O,M,T,TR:अन ुपाद ेयं17 A:इव 18 O,M,T:जा+
19 O,M,T:िववािदवाादवबोधो- 20 O,M,T:केिचत ् 21 O,M:-ढ+ 22 O,M:गिमत-
23 O,M,T,B:िवश ुं 24 C,B:अुतोािरत,ं O:अरोािरत,ं M,T:अरोिरतं 25 O,M,T:om.
26 O,M,T,B:व ैया त ् 27 T,B:om.28 O,M,T:िविनगृत े 29 O,M,T:कथा+ 30 O,M,T:om.
31 O,M,T:आभासानां 32 O,M,T:om. 33 O,M,T:अनाभासता 34 O,M,T:-िवलन ेन 35 O,M,T:अन+्
36 O,M,T:अव+ 37 O,M,T:om. 38 O:अनधानमिसि-, M,T,B:-िसि- 39 O,M,T:च
40 O:परं ितप ेः, M,T,B:ितप ेः 41 O:पिरषदवगता, M,T:अनवगता 42 O,M,T:om. 43 O,M,T:अवेय-
44 M:एवं 45 O,M,T:ि+ 46 O,T,B:चे ित 47 O,M,T:उि े ः 48 O,M,T,B:अवब ु े
49 O,M,T:बौान ् 50 O,M,T,B,AN:om. 51 O,M,T,B:पिरषत ् 52 O,M,T,B,AN:इित 53 O,B:तात ्
54 O,M,T:ढैः
―
i TR 231.11f:वािदना िरिभिहतमिप पिरषितवािदामथ वयािवातमिवाताथ इथ  ः, AN 100.4:वािदना िरिभिहतमिप
पिरषितवािदामथ वेनािवातवंचनमिवाताथ ii AN 101.8ff:कयपतनयाधृितहेत ु रयं,
िनयनतनययानसमाननामध ेयवान ्तेत ुमात ् , िविसनीविदािद। तृतीयं यथा  ेतो धावतीित, त थमम ुभयान ुमा
िचपादीय ेतािपवािदनोः पररमतािभानशौटीया त ् ।अथा त ु सोऽथ  ःसाधारणवचस ैवितपाः। तर ुयमनाद ेयम ेव।
पिरषितवािदनोः जानेािप वााथा नवबोधोपप ेः न ेदं िनहानिमित च े, यथो बोधान ु पायात ् ।लोकिसं
ितपादनयोय,ं करणााप,ं िवषमुतोिरतं िह पदमथ तीत ेरम ् ।एतिपरीतमन ु पाद ेयं, उपाददानो िना एव। अथा
ाशििनगूहनाथ ितवािप तथा ज िनगृ ेत े ितकथान ु परमः ात ् ।तथािप, कृतं िरिभधानिवनाेन थमोमेव, य ब ु ं
त iii TR 232.5:उर ुयं सवथान ु पाद ेयमवे iv AN 101.25f:न िह ब ु भ ु यापिरषदिभधापयित अनविहता च े ित
सवित। न च ेययोयानांसवषां िभ रेणािभिहतमायकम ् ।अ कुसृ े ः।न चावरोध े िवरोधं नाीकुया त प्िरषिदित
सवित। वीतरागािदित ििरित िनयम एव

पौवा पया योगात ्1 अितसाथ2 अपाथ  कं3॥5.2.10॥
iपौवा पय िवशेषणिवशेभावः, त तेन वा4 अयोगो5 िनराका,ं तादितसाथ6 अनिताथ मपाथ  कं

पदजातं वाजातं वेथा त ्7।

एत सािभध ेयात ि्नरथ कासरः।अनिततया च अयवतो8 अथा राेदः।

त ििवधं।

म ुं(C.100)यथा―भाोदातं।

वधानानयम ् ।यथा iiगित पयसा ेनभ ुानगरं च ैइित।
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िवकशेषानयं9 *10 पदाथा  ु पगमे11 अिप सािवतसमायकारखडनात ् तदनुपगमेन12

म ् ।िवकाःपितारा ुपगमे13 तु14 यथोखडनमेविनहः।

असमथ  िवशेषणानयचंत ुथअपाथ  कं15 (O.59)अीित केिचत ् ।

तदिशं असादाियकादितसा। हेाभासाभू त ं16 (T.111)िह तिदित वाित  कं17।

न च ततो18 अयितपिः19 एव न ात ् ।भूता त ु *20 असामन बाते। तथा अिप21 चापाथ के

िवरोधहेाभासादीनां अिप22 अैवाभा वःात ् ।ताैवायानवगितदेवापाथ  कं, न त ु य23 असौ24

*25 बाेत26 *27 अपीित।

एत ेनिधकरणानयमिप अपाथ किमितिनरम ् ।

उिसवः *28 त29 कारय (C.101)पराानापादनामोहात ्30 वा, ितवाापादनाा मादात ्31 वा32।
iiiम ु तु कथ?ं न िह योयः33 ः34 परितपादनापृतो35 अनितं36 म ुतो *37 जतीित

सवित38 इित39। न40 अकुशल41 वावेन अयेन42 तरिलत (B.49)यथोेः43 उपपेः। यथा

महाजनपिरगृहीता वेदाः नावा चीनप ु षणीताः, ivअनािद संसारः, अकतृ  कं44 च िािद45 जगैिच न

िनहत ुकिमानितंसूायं46 इित।

अनितं न ूयािदित रहम ् ॥10॥
―
1 T:-पय योगात ् 2 O,M,T,TR:अितबाथ 3 T:अपाथ ं 4 O,M,T:वाद+
5 O,M,T:योगो 6 O,M,T:अितसा- 7 O,M,T:अथः 8 O,T:अयतो
9 O,M,T:िवश ेषा- 10 O,M,T,B:यथा 11 PA:-गमय े 12 O:तद ुप- 13 O,M,T:-गमेन, 
B:-पाित- 14 O,M,T:om. 15 O,M,T:om. 16 O,M,T:-गतं 17 O,M,T:वाित कात ्
18 O,M,T:ततो 19 O,M,T:-तीितः 20 O,M,T:असौ 21 O,M,T:om. 22 M,T:om.
23 B: 24 T:om. 25 O,M,T:एव 26 O,M,T:बात,े PA:साेन 27 M,T:तत ्28 M,PA:त ु29 M:अ,
PA:अथ- 30 M,T,B:-पादान- 31 O,M,T:om. 32 O,M,T:om. 33 M,T:योययो+
34 O,M,T: ं 35 O,M,T:-पादनाय वृो 36 O,M,T:om. 37 O,T:अनितं
38 O,M,T,AN:om. 39 M,T,AN:om. 40 B:नन ु 41 O,M,T:त ु छल 42 O,M,T:अनयेन 43 M,T:तथो-
44 O,M,T:-कः 45 O,M,T:किवािदः 46 O,M,T:सूितायं
―
i TR 234.3f:पौवा पय िवश ेषणिवशेभावः, तायोगो न ै राका,ं तादनिताथ मपाथ  कं ii AN 102.12f:गित
पयसा ेनभ ुानरकं च ैइित iii AN 102.18ff:म ु त ु कथ?ं न िह योयः ः परितपादनवृोऽनितं म ुतो
जित, नाकुशल वावेनाय ेत विलत यथोिसवात ् ।यथा महाजनपिरगृहीता व ेदानावा चीनप ु षणीताः।अनािद
संसारः। सकतृ किािद जगैिच,ं न िनहत ुकिमािद iv TR 235.5f:अनािद संसारः अकतृ क िािद जगैिच
न िनहत ुकिमित

(T.112)अवयविवपया सवचनमाकालम ्1॥5.2.11॥
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िनगदाातं2 एतत ् ।अवयवश समकथाभागसहाथ  ः3।
iतेन4 चतु िव धमेतत ् ।पादपादांशावयवतदंशिवपया सभ ेदात ्5। *6

वािदना िह योगो अिभध ेयः7। तदनरं सेपतो िवरतो वा हेाभासोारः (T.113)*8 काय  ः9, ितवािदनािप

जे वािदय ु ंहेत ुम ु पालपे10 साधन ं वं11। अथ हेाभासा उरणीया इित मः। iiत *12 यिद

थमत एव हेाभासां उरित (C.102)पात *्13 हेत ु ंय ु ेतदा पादांशिवपया सः14।

ितवादी वा *15 थमतः *16 पे साधनमिभध,े पात *्17 परोे हेतौ दोष,ं तदा पादिवपया सः18।

अवयविवपया सुिसः।

तदंशिवपया सो19 (O.60)यथा सकतृ  कंिववादाािसतिमित।

एत सभाोभात उ्िसवः। अथ ायनेमो न िववितः, ितमेणाथ तीत े िरितअिभमानाा।

नन ु य ु एवायमिभमान इित चते ,् न ; अयुे20 साधन े21 दोषचया या22 िनरायात ् ।उपिते े23 *24

सपसाधन25 अुतात ् ।तात ्पादतदंशानां26 मो िववित एव। अवयवतदंशानां27 च चिच त एव

थमऽेाय े।एव ितमेणाथ तीितः28 कृासिदवािदवत ्29 *30 ेित।
iiiआकाामेण31 ूयािदित रहम ् ॥11॥
―
1 M,T:ा-2 O,M,T,B:-ाानं 3 O,M,T:-सहे 4 O,M,T:om. 5 O,M,T:वादवादाावयवतदिव-, 
B:-तद- 6 O,M,T:वािदितवािदिनयमलणेनारेनपिवधिमदम ् 7 O,M,T:िवध ेयः 8 O,M,T:च
9 O,M,T:कतः 10 C,B:प+ 11 O,M,T:अिभध ेयं 12 O,M,T:वादी 13 O,M,T:च
14 O,M,T:वादािव- 15 O,M,T:यिद 16 O,M,T:एव 17 O,M,T,B:च 18 O,M,T:वादािव-
19 O,M,T:तदिव- 20 O:अय ु े 21 O,M,T,B:हेतौ 22 O,M,T:-चचा या 23 O,M,T:+
24 O,M,T,B:हेतौ 25 O,M,T,B:प- 26 O,M,T:तदानां 27 O,M,T:-दानां 28 O,M,T:तीित+
29 O,M,T:कतृ तासतइ्वािदवत ,् C,B:कृतृरासत इ्वािदवत ् 30 O,M,T:अ 31 M,T:-िदम ेण
―
i AN 103.14ff:तिददं चत ु िव धम ् ।पादपादांशावयवतदंशिवपया सभ ेदात ् ii AN 103.21ff:त यिद वादी थमत एव
हेाभासां उरित पात ्हेत ु ं य ु ेतथा पादांशिवपय यः।ितवादी वा थमं पे साधनं य ु े, पात ्परोे हेतोः षण,ं तदा
पादिवपय यः।अवयविवपया सुिसः एव। तदा स िवपय योयथा सकतृ  कं िववादाािसतिमित iii TR
238.4f:आकाामेणूयािदित

हीनमतमेनावयवेनूनम ् ॥5.2.12॥
नसं1 एतत ् ।वादारिवलोपसात ्2। iतथा िह iiयिद (C.103)*3 वयवं योगं कुया त ,् ून ेनिनगृ ेत;

अिनहे4 वा वादी5 पय न ु योोप ेणं6 आसादय ेत ्7। पावयवे िधकेन8 िनगृ ेत।तथाीकारे वापिसाेन।
iiiततो वयवे य ु े िनयमेन ून े चोािवत े अवयवाराणां9 अनता बौेन वा। न ै याियकेनािपअता
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तेषां  ुादनीय े ित सवथा10 कथािना11 (B.50)ात ् । न च ैवमेवािित12 वा,ं

िनहानारुादनवैयसात ् ।ivिताानिवचारोऽिप न ात ् । योगािनण य े

योुमशात इ्ित13।

इदम *14 तम―्vिसािनणतयोगावयवपिरागाप ेया15 ूनावतारः।

नेवमपिसाोऽ,ु िकमन ेन *16? न *17, न िह18 िसािवपरीताचरणं19 (T.114)अपिसाः, िकं

त ु20 अुपगमः21, अथा सव िनहानानामपिसासात ् ।न च ूनकरणे22 अन ेन*23 ून

अगमकं24 अीकृतं25, यतोऽपिसाः ात ् ।
viनन ु तथा26 नाुप ै ितकरोित च े ित ाहत,ं ततो यिद नाम27 शो28 नाुपगमः (C.104)तथािप आिभाियकः
(O.61)ात ् *29। न, उपापिरपूण वाािप मे सभाोभ ेण ितावयवारावचनोपपेः।
viiवचनिलाः च30 *31 अिभाया इित viiiूनािभधान ेन ै व तथाुपगमाु ेयेन ततो

जघतीितकात ्32 इित।

या, यथावु यथािसां वा विमित ाियमादावतारः। न च ैवं सित योगशरीरचचा से33

वादारसािदोषः34। अतरािसोावन े35 िसिुादनवत ्36 *37 कृत ेनसािदित।

पिरपूण वदेिदित रहम ् ॥12॥
―
1 O,M,T:-बं 2 O,M,T:-रलोप- 3 O,M,T,B,TR:सौगतो 4 M,T:अन ुहे 5 O,T:om.
6 O,M,T:ितवािदपय न ु यों 7 O,M,T,AN:उप े ेत 8 M,T:असाधनावचन ेन9 M,T,B:अवयवानां
10 O,M,T:om. 11 O,M,T:कथा िनिता 12 O:च ैवमीित 13 O,M,T:om. 14 O,M,T:िसं
15 O,M,T:-पिरमाणाप ेया 16 O,M,T:ून े नात ् 17 O,M,T:एवं 18 O,M,T:च
19 O,M,T:िसा- 20 O,M,T:तिह 21 O,M,T:उपगमः 22 C:-करणो, O,M,T,B:ूनकरण े
23 O,M,T: एव गमकं 24 O,M,T:om. 25 O,M,T:ीकृतं 26 M,T:om. 27 O,M,T:om.
28 O,M:शाो 29 M,T,B:इित 30 O,M,T,TR:िह 31 O,M,T,TR:वुः 32 O,M,T:-ितपिक-
33 O,M,T:-शरीरवा- 34 O,M,T:अवारावतारस- 35 O,M,T:-ोपादन े 36 B:िस- 37 O,M,T,B:अािप
―
i AN 107.27f:तथा िह सौगतो यिद वयवं योगं कुया त ,् ून े निनगृ ेत; अिनहे वा तदिधकावयवािदनः पय न ु योम ुप े ेत ii

TR 239.1f:यिद सौगतो वयवं य ु ेतदा, ून े निनगृ ेत iii AN 108.2f:तथा च वयवे य ु े िनयम ेन ून े
चोािवत ेऽवयवाराणामनताबौ ैव ा।न ैयाियकैरिपअता त ेषां ु ादनीय े ित
iv AN 108.13f:िताानिवचारोऽेवंन ात ् v TR 239.4:िसािनणतयोगावयवपिरमाणाप ेया
ूनावतारः, AN 108.23:िसाे िनणतयोगावयवपिरमाणाप ेयाूनावतारात ्vi AN 108.28:नन ु तथा ना ुप ै ित
करोित च े ित ाहतं शो अुपगमाभाव ेऽिपअिभधाय कः ािदित चते ् , उपापिरपूण वाािप मे सभाोभािदना
ितावयवारावचनोपप ेः vii TR 239.8f:वचनिला िह वुरिभाया इित ूनवचन ै व त
गमकािभायोयन े ऽिप त जघेना ैव िनहहेत ु म ् ।अथ वा यथाव ु यथािसां वहत िमित िनयमात ् प ूव
ूनावतारः viii AN 108.31f:वचनािभधान े न ै वतथा ुपगमो ेयतयाततो जघतीितकात ्
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हेतूदाहरणािधकं1 अिधकम ् ॥5.2.13॥
iअितम ुपय ुमप ुनं कृतकत मिभधीयमान ं अिधकिमह ाम ् । तदिधकं (C.105)िनहान ं

वहत िमथ  ः।त ेनापाथा  िदवेदः2, iiअिधकान ु वादषणािधकयोः3 च सहः।

हेतूदाहरणहणं त ु अवयवारािधकाभावितपादनाथ4, iiiन िह ितािनगमनािधकं सवित।

समानाथ े5 पौनािपय यऽेिनः शः िािदकं सकतृ  कंइितवत ्6 अपाथ कात ्7। धके ivअिनः

शो ग ुण इितवत ्8 अथा रात ्9। सािवशेषणान ेके10 वणा को11 वाचकशो12 िवनाशी13 अिनः

इितवदथ पौनािदित।

एवं िनगमनऽेिप।
vउपनयािधकु हेिधका (B.51)िविशते।

हेतूदाहरणयो ुन ै वमसरः14। अिमिददं धूमवादालोकवाेित िह15 न प ुनंधूमालोकयोिभ ात ्

अा े। नापाथ कम ् ।िताथनाितात ् । नाथा रं, उभयोरिप कृतेन16 अिवशेषात ् केवलं

कृतकत मविशते।

एवं यथा17 आपाकः18 यथा महानसं19 इापीित।

तदेतदिधकं शेन िवशेषतः आिदशेन सामात इित ििवधं अन ुसेयं।

न ै तिहानमितपििवितपोः (O.62)असूचकािदेके। तदसत ् , पिरषितवािदिजासां अन ु20

कथावृ ेः, अथा अथा रािदकमिप िनहान ं न ात ्*21। ेया22 तािप ुतात ् ।ततां

कथाभूतामब ुा(T.115)अनतया23 वा ब ुावृ ेरितपििवितपीकथं न ः।

यदा त ु पिरषदः साधनारोदाहरणारयोरिप िजासा ात ,् तदा का वातित च ेत ् ।

यावूित  व,ं न त ु सामिनयमाुपगमेन24 *25 असव ेनताशात ् ।

आािसकेन यावास्ं वा26 वं तदवचन े27 ूनावतारः28।

अगाधेन29 याविरषिास ं वा वम ् ।बवासरजे30 िह सा यमेव िनवित31। अिनवृौ *32

स ैवपिरपिनी, न च ैततस्वतीित।

दोषािभधान े त ु सामिनयमाुपगमोऽिप (C.107)शः, तेषांपिरिमतात ् ।
viुटो ढः33 चायमथ भविित ामोहादोिसवः।

नन ु कथं अयं34 ामोह इित चते ,् न35 ; ुटढे36 िह37 िनयो वा ात ्, िनःशेषिनयो वा, अास ेन38

संाराितशयो39 वा।
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न थमः, थमेन ै विसात ् ।

न ितीयः, त40 अन ुमानसहेणाशात ् ।

न तृतीयः, त िशान ुकनीयिवषयात ्41। पिरषितवािदनो तिपरीतात ् ।

तथािप माणमेव तत ्, न42 निधगताथ गेवतत ्43 न ैयाियकानािमितचते ्, सम ्; अनप े ितं*44 बोधयन ्

प ु षो45 िनगृत ेअथा रवत ्46 इ ुम ् ।

तथािप आौिढापनम फलमीित चते ,् न ; त िजािसतिवषयैव ाघाहेत ुात ्47। अथा त ु48

अितसात इ्ित॥13॥
―
1 O,M,T:-हरणात ् 2 O,B:-पाथ कािद- 3 O,M,T:अन ुवाद- 4 O: -वारािधका-, T:-वाराािधका-
5 O,M,T,B:-ेन 6 O,M,T:इित 7 O,M,T:पदपदाथ कात ,् B:अपदाथ कात ् 8 O,M,T,AN:इित
9 O,M,T:पदा था रात ् 10 O,M,T:सा- 11 O,M,T:-नो 12 O,M,T,B,AN:वाचकः शो
13 O,M,T,AN:om. 14 O,M,T:अि सरः 15 O,M,T,AN:om. 16 O,M,T,B:कृतोपयोिगेन
17 O,M,T:अये 18 O,M,T:िनपातो 19 O,M,T:महानस 20 O,M,T:अिन 21 O,T,B:इित
22 PR:यमेव 23 O,M,T:-तां 24 O,M,T:सामिनयमान ुपगम े 25T:नािप, O,M:अिप
26 O,M,T,B:om. 27 O,M,T:-वचन ेन 28 O,M,T:ूनताव- 29 T:-ित ेन, O,M:अगा...ित ेन
30 O,M,T:-सरं जे 31 O,M,T:िनव ित 32 O,M,T:त ु 33 O,M,T:अुटः 34 O,M,T:om.
35 O,M,T:उते 36 O,M,T:ुटं ढं 37 O,M,T:om. 38 O,M,T:अासाितशय ेन
39 O:संारावापंशो ,M,T:संारापंशो 40 O,M,T:om. 41 O,M,T,AN:-कािवषय- 42 B:तन
43 O,M,T:माणं 44 O,M,T,B:त ु 45 B:प ु ष े 46 O,M,T,B:अवार- 47 T:ाघहेत-ु
48 O,M,T:om.
―
i TR 240.7:अितम ुपय ुमप ु नंकृतकाय करमिभधीयमानंअिधकम ् ii AN 109.14:अिधकान ु वादषणािधकयोरिपसहः
iii TR 240.10:न िह ितािनगमयोरिधकं सवित iv AN 110.1:शोऽिनः ग ु ण इितवदाथा रात ् ।
सािवशेषणान ेकवेणा को वाचकः शोऽिनः इ त ु पौनात ् ।वणा कैवश वाचकात ् ।एवं िनगमन े ऽिप
उपनयािधक हेिधकेन ै वसृ हीतम ् ।हेतूदाहरणयो ु न ै वमसरः। तथा िह, अिमिददं धूमवादालोका े ित।न प ु नं
धूमालोकयोिभ ाथ ात ् ।अा े नापाथ  कं, िताथनायात ् । नाथा रं, उभयोरिप कृतेनािवशेषात ् । केवलं
कृतकत मविशते।एवम ुदाहरण ेऽपाथ कवन ्महानसविदापीित। तिददं ेधाथ शेनिवशेषतः। आिदशेन सामातः।
न ेदं िनहानं िवितपितपसूचकािदित च ेन न्, पिरषितवािदिजासामन ुसृकथावृ ेः।तयो ैक ैवहेताव ु दाहरणचे
िजासोदयात ् ।अथा अथा राद ेरताप ेः।ेया तािप कृतात ् ।यदा त ु साधनारे तयोिज ासातदा यावूित 
व,ं न त ु सामने। असव ेन ताशात ् आािसकेन यावां वा, अिभौढेन याविासं वा, दोषािभधान े त ु
सामिनयमा ुपगमोऽिपशः। त ेषांपिरिमतात ् v TR 240.11f:उपनयािदक ुहेिधका िविशते
viAN 110.19f:ुटो ढायमथ भविित ामोहादोिसवः
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अन ेन ै वाय ेनिसितपेरथ (O.63)योजन ं िवना प ु नःितपादनायवचन ं प ु नंनाम िनहान ं *1

तदवारभेदेनपयन स्ूयित―
(B.52)शाथ योःप ु नव चनपं ु नमान ु वादात ् ॥5.2.14॥
यिप “प ु नव चन ंप ु नमान ु वादात ्” इन ेन ै वलणेन सवसहः, “शाथ योः” इन ेन ै वपः2,

तथाुप ुनव चननं3 च4 अथा पम ु ं5 तािभधानाभावािदित शां िनरािचकीष ु  राह―
(C.108)अथा दापशेन प ु नरिभधानं6॥5.2.15॥
प ु निमित वत त े। iन  प ुनःश उेरावृिमाह, िकु ितपेः। त ेन ितप उा7

प ु नःितपादनिमथ  ः।

त ितपं तत एव शात त्या यात ्8 *9 तदाेपाेित।

तथा च iiअथा प10 प ु नरथा त ्(T.116)आपं न दोषाय। अिवनाभाव प ुषानधीनात ् ।शार

ािभध ेयपरेनोिरतात ्11 इित।

उदाहरणं च12 अिनो13 अिन14 इित15 अिनो िवनाशीित। वाऽेेवमेव।
(C.109)iiiअथा दाप े त ु16 पूव पदािोिः17 यथा अिनोेन पवतो य ुः *18 इयमेव

िवपय य ेणोरपदािोिः।

वाे अिप19 िवाििनष ेधोिः ivयथा―बिहरि देवदः इ ुा ग ेहे नाीित vजीवन ्20 ग ेहे21

नाीित22 उा23 बिहः24 अीित25 िनष ेधाििवु ििरािद॥14,15॥
―
1 O,M,T:इित 2 O,M,T,B:पनं 3 O,M,T:om. 4 O,M,T:om. 5 O: अथा दाप-
6 O,M,T:प ु नवचनं, B:प ु नवचनम प् ु नम ् 7 O,M,T:आानं 8 O,M,T:पया यात ् 9 O,M,T,B:वा
10 O,M,T,TR:अथा दाप 11 T:-ािरत- 12 O,M,T:त ु 13 M,T,B,PR,A,C:िनो
14 O,M,T,B:िन 15 O,M,T:om. 16 O,M,T,AN:om. 17 O,M,AN:पूव वदाि- 18 O,M,T:इित
19 O,M,T:om. 20 O,M,T,AN:om. 21 O,M,T,AN:om. 22 O,M,T,AN:om. 23 O,M,T:om.
24 O,M,T:om. 25 M,T:om.
―
i AN 111.23f:ना प ु नःशउेरावृिमाह, िक ुितप ेः।तथा च ितप उा प ु नःितपादनम ्
ii TR:242.7f:अथा दापप ु नरथा पिन दोषाय iii AN 112.18f:अथा दाप ेप ूव वदािोिः, यथा अिनोेनपवतोऽ ुः।
इयम ेविवपया स े नोरपदाशिः।वाेऽिपिवाििनष ेधोयथा बिहरि तेऽइ ु ाग ेहेनाीित उा बिहरीित
iv NR 236.3ff:यथा―बिहरि देवदःइ ु ेगृहे नाीित जीवन ग्ृहे नाी ु ेबिहरीित v TR:242:11:जीवन ्
द ेवदोगृहे नाीित उा बिहः अीित
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िवात पिरषदा िरिभिहत अिप1 अ ुारणमनन ुभाषणम ् ॥5.2.16॥
पिरषदेित िवान े कता  रं2 िनिदशता ितवािदान ं अिववितिमित दिशतम ् । तदुपगममां3 तु

िववितमनुपगमऽेानावतारात ् ।
iिरिभिहत अिप5 इित (C.110)उारणयोयतामादशनपरंवािदन े ितशेषः। तदिनदशः त ु6 म कदािचत ्

पिरषदानू दीयत इित सूचनाथ म ् ।
iiतदयमथ  ः―वािदनो पिरषदावब ु7 प ु नवा  िदनापिरषदा वानू दािप (O.64)योयेनानवबोधं8

अनािवीवता9 कथां10 अिविता *11 अुारणं12 अनन ुभाषणइंित।

नञ्यं13 सपयु  दासवृिः14, तथा च *15 iiiतत ् इािदसवनाा16 अन ुवादेन वा एकदेशान ु वादेन17 वा

िवपरीतान ु वादेन18 (C.111)वा केवलषणोा19 वा20 ेन21 वेित पधा िवभाते।
ivन  ेवं22 अान ं23 अितभा24 वा िनेत ु ंशते। (B.53)ानसाधनािप25 ुररािप वा कुठेन26

ोभ ेन27 वानन ु वादोपपेः। अनन ुभाषण च28 योयान ु पलैव िनयात ् । ततो

िनितािनितयोिन ितमेवोाम ् ।अिनितिनहोावनऽेितसात ् ।

कथमेतिहानिमितचते ,् न29 ;

अिकिचन े षणायोपादानााितपेः30।

केवलषणवचन े31 च िनरायषणं32 िकं षियित33 इसाधनोपादानािितपेः। असाधकं34

अन ै कािकािदित35 िह तत ् ।

अयथान ुभाषण*े36 िधकरणं37 षणिमेतदिप (T.117)तथ ैव38।

ैकदेशान ु वादेऽिप ताग ेव। न  ेकदेशषणेसम ु दायो िषतः ात ् ।तथा39 च ै ियकान ैकािकेन

षणे ग ुणेसित ऐियकािदेतदिपेत।

सवनामान ु वादऽेिप अनन ु वादा िवशेषः *40। कृत भूयने सिधात ् इित41। न च योयतया

िनयमः42 ेन सव ैवतथाभावात ् ।नािप षणपपया लोचनया।अिसािदना पहेत ुाानामिप

ात ् ।न च य यत ्सं तदेव तवां43, (C.112)असभाषणािप *44 सवात ्45। न िह

त ेन46 समेव*47 विमित िनयमोऽि इित48॥16॥
―
1 O,M,T,B:om. 2 M:कतिर 3 C:-पगमां 4 O,T,TR:om. 5 T:-देश 6 T:om.
7 O,M,T:-षदाब ु  8 O,M,T,B:योय - 9 O,M,T:अनािववूष ता, B:अनािवुवता 10 T:कथं
11 O,M,T,B:न 12 O,M,T,B:- 13 O,M,T,B:नन ु यं 14 O,M,T,B:पय ु दासवृिः
15 O,M,T:यत ् 16 O,M,T:-नामा+, B:इािदना सवनाा 17 O,M,T: ैक- 18 O,M,T:अयथान-ु
19 O,M,T,B:केवलं षणो- 20 O,M,T:om. 21 O,M,T:न ेन 22 O,M,T:एव
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23 O,M,T:ानं 24 O,M,T:ितभा 25 O,M,T:ानािप 26 O,M,T:कणेन 27 O,M,T,B:सभाोभ ेन
28 O,M,T,B:om. 29 O,M,T,B:om. 30 B:षणायोपादान- 31 O,M,T:केवलं षण े 32 O,M,T:िनरायं षणं
33 M,T:षयित 34 O,M,T,B:असाधनं 35 O:अनकेा- 36 M,T:अिप 37 M,T,B:अिधकरणं
38 O: तथ ै वं39 O,M,T:तथाे 40 O,M,T:इित 41 O,M,T:om. 42 O,M,T,B:िनयतो
43 O,M,T:शवां 44 O,M,T:तथा 45 M,T:सावात ् 46 O,M,T:om. 47 O,M,T:एत ेन
48 O,M,T:om.
―
i TR 243.6ff:िम इ्ित उारणयोयतामादशनपरंन ूनािधकसावेदपरम ु ंवािदन े ितश ेषः।तदन ु पादानतं ु म
कदािचत प्िरषदानू दीयत इित सूचनाथ म ् ii TR 244.2ff:त ेनायमथ  ः―वािदनो ािकैः िवाताथ  प ु नवा  िदना
पिरषदा वानू द उारणयोयाानमनािवीवताकथामिविता यद ु ारणतंदनन ुभाषण,ं
AN 113.9f:तदयमथ  ः―वािदनो पिरषदावब ु  प ु नवा  िदना पिरषदा वानूिदत योयेनानवबोधमनािवीवता
कथामिविता अ ु ारणमनन ु भाषणं iii AN 114.4f:तिदािदसवनाान ु वाद ेन वा, एकदेशान ु वाद ेन वा,
िवपरीतान ु वाद ेनवा, केवलषणोा वा, ेनवा iv AN 114.11ff:न ानमितभा वा िन ेत ु ं शते। ातसाधन
ुररािप वा कुठाेन ोभ ेन वानन ु वादोपप ेः। अनन ु भाषण च योयतान ु पलैव िनयात ् । ततो
िनितािनितयोिन  ितोाात ् ।अिनितिनहोावन ेऽितसात ्

अिवाताानम ् ॥5.2.17॥
(O.65)पिरषिानवािदिरिभधानान ुकष णाथ कारः।त ेन वािदनों पिरषदा *i ब ुं प ु नवा  िदनापिरषदा वानू

दमिप ितवादी न चते ज्ानीयात ्1 तदाऽान ं त िनहानम ् ।

एत न ब ुते मया2 िकं अन ेनोिमिभधाय ितासोिरते। 3एवं *4 अनन ुभाषणाद भेदः, अनवबोधं

अनािवीवतो5 न ुवादावसरः6, अवसरे िह7 ियांशो8 *9 दोषाय। iiअथा अन ुमानदशायां10 *11

अनन ुभाषणोावनसात ् ।तात अ्बोधं12 िवभा13 ितासोः14 नानन ुभाषणावसरः15।

अत एव, नाितभे ितअानमेवाविशते।

अिवातं16 येनताानिमित सूाथ  ः17॥17॥
―
1 O,M,T,B:च 2 O,M,T:िवजानीयात ् 3 O:ननया 4 O,M,T:िह 5 O,M,T:अनािवूवतौ, 
B:अनािवषकु्व तो 6 O,M,T:अनन ुवादा- 7 O,M,T,B:च 8 O,M,T:ियाभावो 9 O,M,T:न
10 O,M,T:उमान- 11 O,M,T:अिप 12 O,M,T:अनवबोधं 13 O,M,T:िवनािप 14 O,M,T:अिततो
15 O,M,T:नान ु भाषणा- 16 C,PR:अिवानं 17 O,M,T:सूसः
―
i AN 114.27f:अत एवानन ु भाषणाेदः, अनवबोधमनािवीवतोन ु वादावसरः
ii AN 114.28f:अथानूमानदशायामनन ुभाषणोावनसात ् ।तादबोधं िवभा ितत े नानन ु भाषणावसरः



219

(C.113)उराितपिरितभा॥5.2.18॥
अन ुवादानरंएव1 एतावनावसरः। अथाितसात ् ।तदा िह2 (B.54)नाानम ुांसिधात ् ।यं

अनािवारा।

नानन ुभाषणं3, त तियय ैवापाात ् ।

न िवेपः, कथािवेदाजान ु ेः4।
iनाथा रं, सान ु सेरभावात ् ।

नापाथ  कं, अन ुमेण5 अनयाहणात ्6 इित।

एतां *7 वेलायां iiअविहतायां *8 पिरषिद वािदिन च ोत ुम ेकतानेितवादी य ुरंअददानः9 ोकं *10 पठेत ्

केशािदकं वा समारचय ेत ्11 आकाशं12 वा13 सूचय ेत ्14 (T.118)राजवाा वावतारय ेत ्*15, या ता कुया त ्

सव थाऽितभया िनाः16।

अ अिहदंशापारभूतावेशोादािदः17।

साधन े18 चेयं*19 असीणा , अ पय न ु योोप ेणसहचािरणी*20 अन ुािवता21 अिप22 चेयं िनहाय।

यथायथं ितेदािदना23 अिप24 (C.114)स ुितात ् ।कथािवराम ेण ितरोधानासवा। अतो न एतां

अरैः अन ुािवतायामिप(O.66)पय न ु योोप ेणमीाचाय देशीयाः॥18॥
―
1 O,M,T:om. 2 O,M,T:अिप 3 O,M,T:-भाषणावसरः 4 O,M,T,B:कथािव ेपा-
5 O,M,T:अयमेण 6 C:अयाहणात ,् T,B:अयहणात ् 7 O,T,B:च 8 O,M,T,AN:च
9 O,M,T,AN:अनाददानः 10 O,M,T,B:वा 11 O,M,T:िवरचय ेत ् 12 O,M,T:om.
13 O,M,T:om. 14 O,M,T:om. 15 O,M,T:आकाशं वा सूचय ेत ् 16 O,M,T:िनगृः 17 T:िह दंशा-
18 O,M:-साधना 19 O,M,T:एव 20 O,M,T:िः 21 O,M,T:उािवता 22 O,M,T,B:om.
23 M:...ेदािदना 24 O,M,T:om.
―
i AN 115.16f:नाथा रं, सान ु सेरभावात ् ii AN 115.18f:अविहताया पिरषिद वािदिन च ोत ुम ेकभान े ितवादी
उरमनाददानः

काय ासातक्थािवेदो िवेपः॥5.2.19॥
सूय ितानरं वृायां1 कथायाम2 iमया न व,ं इदं म े करणीयमि ः परो वा विदामीित

ाजोरं िवेपः।

ना वािदवचन ं3 नावध,े न वा4 अितभायां ाजोरमीित भेदोपासः5, लोकिसेः6 अन ु रोधातइ्ित7।

ाावसर िह 8 वृथाच ेािभःअशिः9 उीयत े *10, ाजोरेण वेित लोकिसोऽयमथ  ः।
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अ च iiताूलभणोिरणावोाराावयकमन ुधमा 11 न ाजताम ु पयाि। सवािणसाधारणतया12

सािवततया13 अपकषा सूचकात ,् कथािवेदाहेत ुा।

कथारादार समािपय ं14 अावसरः। अवयोाैतत ् । अथाीकारसावितसेन

अपय वसानात ्15 इित॥19॥
―
1 O:कथाया,ं M,T:om. 2 O:वृायाम 3 O,M,T,B:वादी वचनं 4 O,M,T:च 5 O,M,T:भ ेदोपादान,ं 
B:भ ेदनेोपासः 6 O,T,B:लोके - 7 O,M,T,B:om. 8 O,M,T:ाथ  9 O,M,T,B:om.
10 O,M,T,B:शिः 11 O,M,T:-िगरणतूावापोारा- 12 O,M,T,AN:-ेन 13 T:-भािवतया
14 O,M,T,B:पिरसमाि- 15 O,M,T:कथापय -
―
i AN 116.14f:मया न व,ं इदं म े करणीयमि ः परो वा विदािम
ii AN 116.16ff:तानूभणोिरणावोाराावयकमन ुधमा  न ाजताम ुपयाि। सवािणसाधारणेन
सािवततयापकषा सूचकात ,् कथािवेदाहेत ुा ेिपलौिककम ् ।कथोपमादार तमािपय मावसरः

(C.115)पदोषा ुपगमातप्रपे1 दोषसो मतान ुा॥5.2.20॥
अ पः िसाः2, दोषः ितकूलमा,ं अुपगमोऽन ुारः। त ेन िसाे3 परों ितकूलमन ु ृ

परिसाे ितकूलब ुेसोमतान ु ेित सूाथ  ः।त ेनसाधनषणयोः4 मतान ुासहः।

कुतः (B.55)प ु निरयनं जाित?

िवशेषलणायोग ेन चत ु िवशामनभा वात ् ।ितष ेधासमथ समातया5 (C.116)सामालणयोग े6 अिप

पिवंशितता7 असात ् ।

कथायोग े8 अिप उावनानहात ् ।असामावन ेनिह जाितम ुाते9, त कृत े घ टम ् ।

यदा10 ख प ुषात ्11 चेदहं चौरः12 तत एव भवान ् अपी ु े ितवीित iचौरे13

प ुषमन ैकािकमयोजकंवा14, कथमेतादहं (O.67)चौरः15 ािमित तदा16 (T.119)ोमन ेन िषतं

ात ् ।

ततः पतो17 जािते18 अिप  ुरजा ुावन ं19 न सवतीित जाितं सदसमेव,
iiमतान ुोावनते ु न कित द्ोष इित तदवकाशः।

एवं िह ितूयात ्काममहमिप चौरः20 iiiिकमेतावता ivन  ेकिमनमिसात ्21 दधिम दते

ताहे वा पूव दधं िनवत तइित22।

न च सोऽयम ् ।सनीयािनात ्23 िसेः24।
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अत एव न25 ाघातदेशना26 इय,ं आनः प ुषेअिप27 अचौरं28 अुपगपर *29 आपादयतो िह

सा30 ािदित।

उषा  िनािवशेषसमा31 अेवंपिरहरतः को दोषः? तथा च तासामिप मतान ुायांअन ु वेश32 इित च ेत ् ।

न ; सनीय33 अुपगमेनिह34 मतान ुोावन ं इत,े अथािनसेन ै वोरिनवा हेतावक35

िनरसात ्36। (C.117)अिनसो िह षणमेवितकूलदेशनात ्37 ाघातात ्38 वेित।

न च अ39 आपािदता ुपगमःशः।
vन िह काय ात ्40 िािदकं सकतृ  कं शरीरपूव  कं अिप41 अिित उे42 कामं अिप43

अिुरम ु िचतमपिसासात ् ।

तथा घटसाधा त य्िद अिनः शः, सात त्ाधा त् ैलोमेवािनमिविशं44 वा ु *45।

नवानां *46 ात ्47 अिवशेषोऽिादौ काममिुरिमम ् ।इे वापिसाः ात ् ।

तादसमथ ािवशेष े48 अिप य मतान ुोावनसानुपगमः49, तदुपगमऽेपिसाो वा *50 त

जाितं एव51 उा,ं य च52 जाितोावन ं आान ं53 अिप54 ाोित55 सिताुपगमो अिप56

िनदष मतान ु ेित।

तथा च साध ुसाध ु िनवा साधन े57 *58 षणे59 वा य ु े यदिनमेण60 इसन ं61 (O.68)सा मतान ु ेित

स ं ेपः।

त साधन े तावत ् उते62―शोऽिनः काय ाद ै ियकात *्63 घटविदित सदसयोग े यिद ूयात ्

तदेव तिह मूतऽिप *64 ािदित वा65 घटसाधा त ् सात ्  ैलोमेवािनमिित वा (B.56)तदा

जाितरेवोाा मतान ुायाःसािवारेण66 एव ितरोभावात ् ।

यदा67 (T.120)अैियकािद वितत े तिह तत एव सामामिनं ािदित ; तदा सरं68 एव।

कथम *69 अिनतया त70 सेन71 साधन ितकूलतक ितहतात ् ।इे *72 अपिसाात ्73।

तदिवनाभूततया ीकृत74 अिप75 ऐियक तेनिवना *76 ीकारे ाघाता े ित।

यिद77 प ु नःघटो78 अिप तिह तत एवािनोऽिित ूयात त्दा *79 मतान ुोाासित एव80 इात ् ।

जा ुावन च81 अशात ् । साध ुसामा भावात ्82। असाध ुसामा  िवरणेन83 ो
(C.118)अिप षणसात ्84 इित85। एवं षणऽेूहनीयम ् ।

अिनेन िनितमेवपर सये िदितरहम ् ॥20॥
―
1 O,T(,M):-प+ 2 O,M,T,B:-े 3 O,M,T:-+ 4 O,M,T:षणसाधनयोः 5 T:ितष ेधअसम+
6 T:-णायोग े7 O,M,T:-तमाया 8 O,M,T:कथं - 9 O,M,T:-भा ेत 10 O,M,T:यथा
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11 O,M,T:अप ु ष- 12 O,M,T:चोरः 13 O,M,T,NR:चोरे 14 PR:च 15 O,M,T,NR:चोरः 16 T:तथा
17 O,M,T:-प ेण 18 M,T:जा ु रे 19 T,B: ु रजेा ु ावन, O,M: ु रजेा-ु 20 M,T:चोरः
21 M,T:मस- 22 O,M,T,B,AN:om. 23 C,O,M,T,B:-+ 24 C,O,M,T,B:अिसेः 25 O,M,T,B:om.
26 O,M,T:-चोदना 27 O,M,T:अ 28 O,M,T:चोरं 29 O,M,T:तत ् 30 O,M,T:om.
31 T:उष  िवश ेषःिनसमास,ु O,M:उषा  िवश ेषःिनसमास ु 32 O,M,T:वेश 33 O,M,T:सनीय+
34 O,M,T:om. 35 T:-भावक 36 O,M,T:िनर् असात ् 37 O,M,T:-कूलतकात ्
38 O,M,T:ाघातचोदनात ् 39 O,M,T:त 40 O,M,T,B:घटकाय - 41 O,M,T,B:om.
42 O,M,T:उेः 43 O,M,T,B,AN:om. 44 C:अविशं 45 O,M,T,AN:इित 46 O,M,T,B:ानां
47 O,M,T:+ 48 O,M,T:असमथरािवशेष े 49 O,M,T:-भावन े सितान-ु 50 O,M,T:ात ्
51 O,M,T:om. 52 O,M,T,B:om. 53 O,M,T:ाानं 54 O,M,T:एव 55 O,M,T:ाोित
56 O,M,T:om. 57 O,M,T,B:षण े 58 O,M,T,B:वा 59 O,M,T,B:साधन े 60 O,M,T,B:-मेण
61 O,M,T:इापादान ं 62 O,M,T:िविवते 63 O,M,T:वा 64 O,M,T,B:च 65 O,T,B:om.
66 M,T:-िवूरण ेन 67 O,M,T:यथा 68 M:अस-69 O,M,T:अथ 70 O,M,T:om.
71 O,M,T,B:सेन 72 O,M,T,B:वा 73 O,M,T,B:-ात ् 74 C:अी- 75 O,M,T:om.
76 O,M,T,B:अिप 77 O,M,T,B:यदा 78 O,M,T,B:सतो 79 O,M,T:त ु 80 O,M,T:om.
81 O,M,T:om. 82 T:असामऽभावात ,् O,M:असाम भावात ् 83 O,M,T:-करण े 84 O,M,T:भूषणसः
85 O,M,T:om.
―
i NR 240.5f:चौरे प ु षमन ैकािकमयोजकंवा, कथमेतादहं चोरः ािमित तदा (T.119)ोमन ेनिषतं ात ् ।ततः
पतो जािततोऽिप  ु रजेा ु रंन सवतीित जाितं सदसमेव ii AN 118.27:मतान ुोावन े त ु न
कित द्ोष इित तदवकाशः iii AN 118.28f:िकम ेतावता, न  ेकिमनमिसाधिम दते। तदा े वा
पूव  दधं िनवत त े। न ितीयः, सनीयािनेनािसेः। अत एव न ितीयः, आनः प ु षे चौरमुपग
परापादयतो िह सा ात ् iv TR 249.2f:न  ेकिमनमिसंदधिम दते v AN 119.7ff:न िह
काय ात ि्ािद सकतृ  कं यिद, तदा शरीरकतृ कमु, इ ु ेकाममि ु रम ु िचतम ् ।यथा घटसाधािनः शः,
ताधात ्... या  ैलोमेवािविशमिनवं ु इ तिचतम ् ।अपिसाााप ेः।

िनहाना1 अिनहः पय न ु योोप ेणम ् ॥5.2.21॥
िवजातीयाािवदिमते2। न  ुप ेणाुप ेणंिनहाय, अनवासात ्3, योजनाभावा।
iअन ेकसिपात े च ैकतमोावन े *4 अान ुावन ं न तिहाय, तावत ैव कृतिसेः। तावन े5

अिधकसा, असमोावनितान े6 (C.119)तु *7 तथा ात ए्व8।

प ु रःूित कानिधकृतोािवत9 अिप10 अहणं11 न िनहाय। तेरफलेनान ु ेिचताात ् ।

ितियास ंवृत12 अेव,ं यथा नाहम वंु समथ  ः ितयाय13 अकम िण14 अकठात ्15 इ ुा16

(O.69)एव तथाारात *्17 उत इित िवेपो18 ावत त े19।

तादवयोा िनहानावसरऽेहणं पय न ु योोप ेणिमितसूाथ  ः, ापय न ु योशयोः20

अहदथ ात ्21।
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सोाैतत ् ।

अितभायाः22 कुत इदं पृथगन ु िशत?े असाधनिवषयात ्23 इित चते ् , िकमन ेन िवशेषणेन?

अनिधकयोजनकात ्24।

न, िताहािनितासासादौ25 तप े सरेणािप वानऽेावकाशात ् । अितभाया

अभावात ्26।
iiनन ु सरं वदन ्27 ौढतया  ुिलतं28 य ुप े ितवान ् िकं एतावत ैव िनहमहित? अहेव,

ितासासादीनामवयोाात ् ।अथा पूवपां ं जन ् िवशेषयन ् (B.57)अपु वानो य ुप ेेत

कथमिप कथातानिवेदो29 न ािदित॥21॥
―
1 O,M,T:िनहा- 2 O,M,T:उते 3 O,M,T:अनवानात ् 4 O,M,T:यत ् 5 O,M,T:उावन े
6 O,M,T:समो- 7 O,M,T:तत ् 8 O,M,T:om. 9 A:-तोिव-, O,M,T:-कृता नोभा-
10 O,M,T.A,C,B,AN:om. 11 M,T.A,C,B:आहणं 12 O,M,T:-संत 13 O,M,T:िताय
14 O,M,T:om. 15 O,M,T:कावकभृात ् 16 C,B:उा 17 O: इित 18 O,M,T,AN:िव ेप+
19 O,M,T:ावत न ेन 20 T:-योाशयोः 21 O,M,T:अहथ - 22 C,B:-भायां
23 O,M:-साधनािवषयसात ् 24 O,M,T,B:-योजनात ् 25 O,M,T:-हािनसासादौ
26 O,M,T:असवात ् 27 O,M,T,B:वा 28 O,M,T: ु ंिलतं 29 M,T:कथािवतानेदो, B:कथातानेदो
―
i AN 120.17ff:अन ेकिनहानसिपात े च ैकतमोावनं न िनहाय, तावत ैव कृतिसेः। अथाऽिधकसात ् ,
समतावनितान े त ु तथा ादेव, अथा ूनाप ेः। प ु नःूित का न िवकृतोािवतान ुावनमिप िनहाय।
तेरफलेनान ु ेिचताात ् ।ितियासंवृतािनह,ं यथा नाहम वंु समथ  ःितयायाकम यकािद ु ाएव
तथााव...ात इित िवपो ऽिप ावत त े ii NR 241.6ff:नन ु सरं वदन ् ौढतया  ुिलतािन य ुप े ितवान ्िकं
एतावत ैव िनहमहित? अह ेव, कथायां ितासासादीनामवयोाात ् ।अथा पूवपां ं जन अ्पु वानो य ुप े ितः
कथमिप कथातानिवेदो न ािदित

(C.120)(T.121)अिनहान े िनहानािभयोगो िनरन ु योान ु योगः॥5.2.22॥
iस चतु िव धः, छलं जाितराभासो1 अनवसरहणं2 चिेत।

*3 iiछलम ु ंजाित।

आभासो iiiयथा, अन ेककुरणे4 िवकतो5 अिनकाग ेन िताहािनः,

करणाापिवशेषािवरणेन ितारम ् । नञ्योगायोगमाेण6 िवरोधः। आरोिपतानुपगमेन7

सासः। यमगृहीत िवशेषण प ुनीत न ेन हेरम ् । वुतः ुतान ुग ुण े8 अिप9

आपाततथानवसाय ेनाथा रं। आनो वैयाकरणेन10 वाचकयोग े *11 अवाचकािभयोगो12

िनरथ कम ् । आनः पिरषदेकदेश वा13 अनवबोध ेनािवाताथ म ् । पौवा पय योग े14 अिप15
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यमितसान ेनापाथ कम ् ।अनवबोधात ्16 िवपय य ेणााकालम ् । अ ासादुत ेन ून,ं

पार्ा ु ेन हेािदनािधकम ् । ु ितसामामाेण प ु नम ् । तदिसपदैः
(O.70)अन ुवादेनानन ुभाषणम ् ।अनवबोिधतायामिप पिरषिद ावमाेणाान ं17, उरं वदतोऽिप ेदािदना

ितभायः। आवयकािणधमण िवेपः। िससाधन ेन18 मतान ुा। अदोषोावन ेन19 पय न ु योोप ेणम ् ।

अलजाोछलजा ुावन ेन िनरन ुयोान ुयोगः। अशााितमेण अिप20 अपिसाः21।

उिमाेण हेाभासा इित िनहानाभासाः।

तथान ुयोे *22 िताहाादौ ितारािद। छलेऽिप जाितः, वालादाविप छलेनोपचारलािद।

साधसमादाविपजाितेनकरणसमािद23।

अतिहानापो24 िह िनरन ुयोो(C.121)अ िववितः। त अिनयोग े25 अिप तिहानोावन ं26 एवं

सव सहः27, तथा चातिहान े तिहानािभयोगो िनरन ुयोान ुयोगइित सूाथ  ः। एतदेव महतः

सू योजन,ं अथा िनािनह इित णयेत ्28।
ivअनवसरहणु यथोावसरमा *29 अित वा हणम ् ।यथा िस च ेत ् िताहािनः,

िवशेषियिस च ेत ह्ेरं30 इित। अयं तावदन ेन दोष ेण हेत ुे  एव31 (B.58)अो32 वा *33 तथािप

पूव ावत ्या34  इित हािनः। िविशावदयमः पूव  ः35 तु36 अिविश37 एव योपा इित

हेरिम ुाम ् ।

तथा *38 उमानामपशािद उिपिरसमाौ *39।
(C.122)vअन ुामानानन ुभाषणावसरसेव कािरतं40 इित॥22॥
―
1 O,M,T,B:आभासा 2 O,M,T:-सरे हणं 3 O,T,B:त 4 (M,)T,B:-िवक- 5 M,T,TR:िवकयतो, 
O:िवकयते 6 T,TR,AN:नञ्योगमा ेण 7 O,M,T,TR:ारोिपता- 8 O,M,T,B,TR:-ग ु ण
9 O,M,T,B:om. 10 C,B:अवैया- 11 O,M,T,TR,AN:अिप 12 O,M,T,TR:om. 13 O:om.
14 C:पौवा पय - 15 O,M,T:om. 16 O,M,T,AN:अनवधानात ् 17 C:-ानां 18 O:अिस-
19 O,M,T,TR,AN:दोषो- 20 O,M,T,B,TR,AN:om. 21 A:अिसाः 22 O,M,T,B,TR:अिप
23 O:-समािदा… 24 O:तिह- 25 M,T:अिनयोगो, O:अनयुोगो 26 O,T:-भावन
27 O,M,T:सहः 28 O,M,T:णीय ेत 29 O,M,T:वा 30 O,M,T:ितारं 31 O,M,T:om.
32 O,M,T:om. 33 O,M,T,B:अु 34 O,M,T:तथा 35 C:पूव +, O,M,T,AN:पूव, B:om.36 C:+, 
B:om. 37 C,B:िविश 38 O,M,T:च 39 O,M,T,B:वा 40 O,M,T:का-
―
i AN 122.22:स च चत ु िव धः, छलं जाितराभासो अनवसरहण ii AN 122.23:छलम ु ंजाित iii TR

253.1ff:यथा, अन ेककुरण ेन िवकयतोऽिनकाग ेन िताहािनः, करणाापिवशेषािवरण ेन ितारम ् ।
नयोगमा ेण िवरोधः। ारोिपतान ुपगम ेन सासः। यमगृहीत िवशेषण प ु नीत न े नहेरम ् ।व ु तः
 ु तान ुग ु णािप आपाततथानवसाय ेनाथा रं। आनो व ैयाकरणेन वाचकयोग ेऽिप िनरथ कम ् । आनः
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पिरषदेकदेश वानवबोध ेनािवाताथ म ् ।पौवा पया योग ेऽिप यमितसान ेनापाथ कम ् ।अनवबोधात ् िवपय य ेणााकालम ् ।
अ ासाद ुत ेन ून,ं पार्ा ु ेन हेािदनािधकम ् ।  ु ितसामामा ेण प ु नम ् ।
तदिसपद ैरेवान ु वाद ेनानन ु भाषणम ् ।अनवबोिधतायामिप पिरषिद ावमा ेणाानं, उरं वदतोऽिप ेदािदना ितभायः।
आवयकािणधमण िव ेपः। िससाधन े न मतान ुा। दोषोावन ेन। हेाभासा इित िनहानाभासाः। तथान ु योेऽिप
िताहाादौ ितारािद। लेऽिप जाितः, वालादाविप छलेनोपचारलािद। साधसमादौ जाितेन
करणसमादीनी। iv AN:123.9ff:अनवसरहण ु यथोावसरं ााित वा हणम ् । यथा लिस चेत ्
िताहािनः। िवशेषियिस च ेत ह्ेरं। अयं तावदन ेन दोष ेण  एव हेत ु रो वा, तथािप पूव ापनात ्या  इित
हेत ु हािनः। िविशावदयमः, पूव िविश एव योपा इित हेरिम ु ा े प ु नरवसरः।
तथोमानामपशिवरोधााकालादाव ुमानाउेिपिरसमाौ हणम ्

v AN 123.18f:अन ुामानानन ु भाषणावसरे

(T.122)िसामुप े1 अिनयमात ्2 कथासोऽपिसाः॥5.2.23॥
अुपगतिसााितमेण3 साधनषणयोरिभधान ं अपिसा इथ  ः।

प ु षारवाेन4 कथकवााघातपात ्5 अ वााघातपािरोधाेदः।
(O.71)नािप ेन ै व पूवा  ु पगमेन6 ाघातः? यिद7 िह ायदशनमुपग तत ् पिरहरते ् ,

तदाऽयमपिसां8 आसादय ेत ् ।तथा *9 ीकारपिरहारावेका *10 िवािवित।

न, प ुषारवचनमन ु पनीयिवरोध साादतीत ेः। iन िह “न ैयाियकोऽहम”् इिभधाय “अभौितकािन11

इियािण” इित वचन ं12 “iiइियािण भूत े” इित गौतमवचन ं अनवताय 13 ाहतं वंु14 शं15 इित।

एवं तिह16 आगमिवरोधो17 अैवाभ वेिदितच ेत ् ।

न ; उभयवािदिसमाणभावेन *18 स ात ् ।अयं त ु ाुपगममािवषय ेण19 इित िवशेषात ् ।(C.123)iiiअत

एव, बौेन सह कथायां मीमांसक वेदिवरोधोऽपिसा एव, तीिथ  केन20 सह कथायां *21 सौगत

ागमिवरोधवत ् ।

अथ उभयोः *22 अीकृतकनादापादामाययोः23 तताितमे कथ?ं

न कथित ्24। अिवितपौ25 कथाया एवावृ ेः, िवितपौ26 *27 उभयामाया ुपगमागात ्iv।

तिदशनारं28 आिैविह29 तदा30 वादवृिन  *31 अथेित।
vअूित दशायामतानिभोऽयिमित वावानात ्32 अथा ााामीित सौटीया त ्33 एकदेशमतं

तिदित व ैयाातस्ाात न्ों34 इित35 *36 ामोहा37 उिसवः।

न िह शास्ाया वादा भवीित न अपिसाो38 िनहािधकरणं39 इेके।

त। viशामनाि तदन ुग ुणकथारान ु पपेः40। यदा41 िह बौः णभसाधन े य ु ेऽूित मता

न ै याियकेनिससाधनम ुािनगृत े42 तदा िकं कुया त ्?
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थमिवितपििवरोधम ुावय े िदित चते ् , एवं तिह (B.59)िवितपन ुग ुणमेयारितममिप
(O.72)उावय ेदेव अिवशेषात ्43। अथा िवितपिितममुप े ेत। न ख44

तदन ुग ुणमाणारितमयोः45 िवरोधोपपिं46 ित कििशेषः।
viiन च ैकप ुषाथा न ु ग ुणाािभाववितपदाथ जातुादनात ्47 (T.123)अास्ं नाम, तात ्

िणकीकारे तदन ुग ुणापोहािदसमीकारः, (C.124)तदेकपिरहारे वा समतदन ुग ुणपिरहार इित

परमेरोऽिप नाथाकरणमः।

न च समतदन ुग ुणपदाथ जातकंथारे *48 शेनािभधात ुम ु िचतंतद ैव शाणयनसात ् *49,

पिरषदनप े िता।

न च त50 अितमोावनाय51 समतदन ुग ुणोहः52 पररशामनाि शः। न च

तदन ुग ुणितमे53 तप ेणे वा तितपिजयािवकामेनािप तदिधकारवृं54

शामेवायणीयिमित॥23॥
―
1 O,M,T:अुप े 2 T:िनयमात ्3 PR:अुप े त- 4 O,M,T,B:वा+ 5 O,M,T,B:ाघात-
6 O,M,T:-गमवाेन, B:-पगमे 7 O,M,T:यदा 8 O,M,T,B:-तां 9 O,M,T,B:च
10 O,M,T:एव 11 A:अभौितकीिन, T:भौितकािन 12 O:वचन े 13 T,B:अवताय  14 O,M,T,B:अिभधात ु ं
15 O,M,T,AN:शत 16 O,M,T:त 17 O,M,T:-बाधो 18 O,M,T:िह 19 O,M,T:-िवपयण
20 O,M,T:तीथ  केन 21 O,M,T,B:वृायां 22 O,M,T,B:अिप 23 M:अी- 24 O,M,T:िकित ्
25 O,M,T:िव- 26 O,M,T:ित- 27 O,M,T:च 28 O,M,T:-ादशनमां 29 C:िहत-
30 O,M,T,C,B:om. 31 O,M,T:अतो 32 O,M,T,TR:ितवा- 33 O,M,T,TR:शौिडया त ् , 
B:शौटीया त ्34 O,M,T:om. 35 O,M,T:om. 36 O,M,T:अानात ् 37 M,T:वा 38 O,M,T:-+
39 O,M,T:ह- 40 O,M,T,AN:कथारा- 41 O,M,T:यथा 42 O,M,T:िनगृ े त
43 O,M,T:om. 44 M O,T:िह 45 O,M,T:-ग ु णयो ित-, B:-ग ु णमयेार- 46 O,M,T:-रोधापिं
47 O,M,T:-ग ु णानामा- 48 O,M,T:अ 49 O,M,T,B:इित 50 O,M,T:om. 51 O,M,T:ित-
52 O,M,T:-ग ु णापोहः 53 PR:तितमे 54 O,M,T:तदिवकार-
―
i AN 124.10ff:न िह “न ैयाियकोऽहम ्” इिभधाय “अभौितकानीियािण” इित वचनं “इियािण भूत े” इित
परामशवचनमनवधाय  ाहतशत ii NS 1.1.12 iii AN 124.16f:अत एव, सौगत ेन सह कथायां मीमांसक
वेदिवरोधोऽपिसाएव, तीिथ  केनसह कथायां सौगत ागमिवरोधात ् iv AN:-गमपिरागः
v TR 256.6f:अूित समय े िाानिभोऽयिमित ितवाानादथा ााामीित शौिडया द ेकदे िशमतंतिदित
व ैयाात ,् AN 124.19ff: अूित दशायामतान ु िभोऽयिमितवावानादथा ााामीित सौटीया द ेकदे िशमततंिदित
व ैजाातााोिमित ामोहात ् ।सौगता ुन शााया वादा भवीपिसाो न िनहानिमित
vi AN 124.27f:शामनाि कथारान ु पपिः vii AN 125.5:न च ैकप ु षाथ
ग ु णाािभाववितपदाथ साथ  ु ादनादास्ं। न च समतदन ु ग ु णपदाथ जातं ेन प ेणािभात ुशं,ं तेतोिव  िश
तूप ेण ान ैवाशात ् ।तदेव शाणयनसात ् ।पिरषदनप े िता। न च तितमोावनाय समतदन ुग ु णोहः
पररशामनाि शः। न च तदन ुग ु णितमे तदप ेण े वा। तिवििवजयािवकाम ेनािप तदिधकारवृं
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शामेवायणीयिमित

(C.125)हेाभासा यथोाः॥5.2.24॥
तथ ैविनहानिमित शेषः। शेष ंभाादौ।
iअन ुसम ुयाथ कारः1। िवरोधािदिनहानोीण िह2 साधनयोग चतुधा 3 ं सवित4।

हेत ुतो यथा अन ै कािकं5 इािद6। ातो7 यथा साधनिवकलं8 इािद9। तकतो यथा

आायेतरेतरायािद10। उितो11 यथा अन ु पदिशतायिवपय योपदिशतायािद12।

त शेन थमिवधायाम ु पाायाअंन ुयं13 अिप िनहानेन वहत ं14 इित15 चकाराथ  ः16।

अथ17 पृथग ेव कात ्18 एतत ् सूकृता न उते19, तथा सित *20 गौरवमापेत िकं21 नाम22 िशा

स ुतरामन ु कूिलताभवेय ु ः?

स,ं हेाभासानाम ेव ैषिवचारतः23 प इित ितपादनाथ  ु पृथगन ु पादानम ् ।

कथ?ं iiसाधनिवकले िह24 ाे *25 असाधारणो हेत ु ः ात ् , सािवकले च िवः, उभयिवकले

ाािसः26,(O.72)तथायािसऽेिप सााावृ ेः27 असाधारयं साधनाावृ ेः28 िवरोधः,

उभयाावृ े29 ितरेका ेःअिसिः, आयािसे (C.126)ऽिप30।

तथााये31 परराय े चकवृौ32 च अिसिः33, अनवायामिसिः, (B.60)अन ैकािकं वा34

कालयापदेशोवा, अिनसे ािसिः, तथान ु कूलतका भावऽेिप।

ौ त ु व ुतोऽथ  हेतोः शोभनेन35 *36 उन ुसारेण मेव। अन ु पदिशत37 सतो38 *39

हेत ुपागमकात ् ।यथावचन त प40 अतीत े िरित।

तिह चकारेणािप सम ुयऽेाथ  (T.124)41 उपयोगः, िसात?् न ; न िह42 अमीषां43

हेत ु षणपय वसाियेन44 सम ुयः, िकु पृथग ुाेन िवशदितपिकात ्45 ितािवरोधवत ् ।

तादमीषां हेाभासपात प्ृथगन ु पादान ं46। पृथग ुााचकारेण सम ु ितं47।

तिह ितािवरोधादयोऽिप पृथगन ु पादेयाः48 हेाभासपात ्49 च50 चकारेण51 सम ु ेयाः52 च

पृथग ुाािदु, न, तेषांषणऽेिप सवेन53 असीणदाहरणसवात ् ।

अ54 अिप तिह षणे55 अिप56 ितकूलतका ः सवि इित57 पृथग ेववाः? सम,ं उा एव त े58 ये59

त सिवनः60 सू ैरेवजा ुरपनात ्61 इित॥24॥
―
1 NR:अन ुसम ुयाथ  ः2 O,M,T,B:om. 3 M,T:चत ुवा र+ 4 O,M,T,B,NR:भवित 5 O,M,T,NR:-कािद
6 O,M,T,NR,AN:om.7 M,T,NR:-ो 8 O,M,T,NR:-कलािद 9 O,M,T,NR,AN:om.
10 O,M,T:आायािद 11 O,M,T:उतो 12 O,M,T:-दिश तावयविव- 13 O,M,T:अन ु ंयं
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14 O,M:-त... 15 O,M:... 16 O,M:चक... 17 T:om., O,M:... 18 T,B:अकात ्
19 O,M,T:उं 20 O,M,T:अयं नाम + 21 O,M,T:om. 22 O,M,T:om.
23 O,M,T:िवचार+ 24 O,M,T,NR:अिप 25 O,M,T:त ु 26 B:ापया- 27 O,M,T:साा-
28 T,B:साधनावृ ेः 29 T:उभया-, O,M,NR:उभयाावृ ेः 30 O,M,T:च 31 C:-य+
32 T,B:चवृौ 33 O:िसिः 34 O,M,T,NR:om. 35 O,M,T,NR:-े 36 O,M,T,NR:अिप
37 O,M,T:-दिश त+ 38 O,M,T:अय 39 O,M,T:अिप 40 O,M,T:प+ 41 O,M,T,B:क
42 T:om. 43 T:om. 44 T,B:-षणापय व- 45 O,M,T:िवषम- 46 O,M,T:पृथगनिभधानं 47 O,M,T:सम ुयः
48 O,M,T: पृथगपुाद ेयाः 49 O,M,T:-भासाः पितात ् 50 M,T,B:om. 51 O,M,T:चकार+
52 O,M,T:सम ुयः 53 O,M,T:-भवेत 54 O,M,T,B:om. 55 M,T:िषण,े O:षण े 56 B:om.
57 O,M,T,B:om. 58 O,M,T:om. 59 M,T:ाय,े O: नयै े 60 O,M,T:सािवताः 61 O,M,T:जाित ु रे
-
―
i NR 244.15f:चकारो अन ुसम ुयाथ  ः।िवरोधािदिनहानोीण  िह  साधनयोग चत ुधा  ं भवित। हेत ुतो यथा

अन ैकािकािद। ाो यथा साधनिवकलािद। तकतो यथा आायािद। उितो यथा
अन ु पदिश तायिवपय योपदिश ताियिंवपरीतोपदिश ताियं वा। त शेन थमदशायां उपाायमन ुयं अिप
िनहानेनवहत िमितचकाराथ  ः। AN 126.19ff:अन ुसम ुयाथ कारः। िवरोधािदिनहानोीण  िह
योग चत ुधा  म ् । हेत ुतो न ैकािकािदना। ातो सािवकलािदना। तकतो आायािदना। उितो
अथ पदाितायिवपय योपदिश तायािदना।त थमायां शेन उपाायमन ु ं िवधायं िनहानेन वहत िमित
चकाराथ  ः ii NR 245.3ff:साधनिवकलेऽिप ा ेऽसाधारणो हेत ु ः, सािवकले िवः, उभयिवकले ाािसः,
तथायािसोऽिप सााावृ ेरसाधारयं साधनाावृ े िव रोधः, उभयाावृ ेरेका े रिसिः, आयािसेऽिप। तथााय े
परराय े चकवृौ िसिः, अनवायामिसिः, अन ैकािकं कालयापदेशो वा, अिनसे ािसिः,
तथान ु कूलतका भाव ेऽिप। ौ त ु व ु तोऽथ  हेतोः शोभनेऽ ुान ुसारेण मेव। अन ु पदिश त सतः
हेत ुपागमकात ् ।यथावचन त पातीत े िरित

iलं लणम ु िितः1 िितपदं2 मूलं फलं शातन ं3

जातीनां सिवशेषमेतदिखलंमु ंरहः।

तत ्4 िनहसंहत ेः5 अिप गितिव मावेिदता6

यिं7 िवरभीिभग ु तरैः8 आलं9 अािसतं10॥1॥

गीरऽेिन न्यजलिनधौ सि रािन भूयो

य ेषाम ेषाकितपयपदा11 लेशालीः12।

धीीहीन े13 जगित बलं14 ाहको नाि याः

ताः कं15  न ु पिरणतो यः परीां िवदात ् ॥2॥

इित ीायाचाय ीमदयनकृतौ16 बोिसिनाि ायपिरिश े पमााय17 ितीयमािकम ् ॥

समा अयं18 अायः॥
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―
1 T:उित+, O,M,TR:उिित+ 2 TR:िित पदं 3 O,M,T,TR:पातनं 4 O,M,T:तं
5 PR:-सतेः, O lacks from here. 6 M,T:-वे िदतौ 7 M,T:अिन ् 8 M,T:-तम ै ः
9 M,T:आलं 10 M,T:अािसतं 11 M,T:कितपयवता, O lacks to here. 12 O,M,T:लेखा न
लीः 13 O,M,T:िनी- 14 O,M,T:िवप ु लं 15 M,T:कष ,O:कषं 16 O,M,T:ीम-, 
B:ायाचाय ीम-17 T:om., O,M:पमाा- 18 O,M,T,B:om.
―
i TR 208.7f:लं लणम ु िितिितपदं मूलं फलं पातनं जातीनां सिवशेषम ेतदिखलंम ु ंरहः
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補遺２：『ニヤーヤ・パリシシュタ』の

日本語翻訳と訳注
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【シノプシス】

刊本の段落に関わらず，内容的に区切りが付けられるものに沿ってシノプシスを作成した．

シノプシスの番号のうち最初の 3 つは第 1 章の場合【章（Ahnika）―論題―スートラ】，第 2

章の場合【章（Ahnika）―スートラ―テーマ】としている．

・ 第 1 番目の数（章）は第 1 章・誤った反論の個別定義と，第 2 章・敗北の場合の個別定

義からなる．

・ 第 2 番目の数（論題）は第 1 章で反論と再反論のスートラを 1 組として 17，第 2 章でそ

れぞれの敗北の場合で 22 を数える．

・ 第 3 番目の数（スートラ）は第 1 章で多くの場合，1 つの論題に反論と再反論という 2

つのスートラがある．第 2 章はこのような対応関係はなく個々のスートラが独立してい

るのでテーマで区切る．

・ 第 4 番目の数以降は NP の内容上の区分である．

1．誤った反論

1-0．序

  1-0-1．NS 第五課の総括（課を別立てする正当性）

  1-0-2．jAti の分類（正しくないものを扱う必要性）

  1-0-3．sama の語義説明（誤った反論の一般定義）

   1-0-3-1．対等にすること―ウディヨータカラ

   1-0-3-2．論式に違いがないこと―ヴァーツヤーヤナ

   1-0-3-3．論者の劣等―anye（ウディヨータカラ）

   1-0-3-4．自己撞着を導くもの―ウダヤナ

  1-0-4．個々のスートラの意義

1-1．(1)類似性・(2)非類似性による対等

  1-1-1．反論

   1-1-1-1．スートラ解釈

   1-1-1-2．3 種類の対等

    1-1-1-2-1．正しいものを対象とするもの

    1-1-1-2-2．正しくないものを対象とするもの

    1-1-1-2-3．表現が正しくないもの

   1-1-1-3．類似・非類似の区別は原因による

   1-1-1-4．論題の対等との区別

    1-1-1-4-1．排撃の誤った指摘―eke
    1-1-1-4-2．再反論による区別―ヴァーチャスパティミ

シュラ

    1-1-1-4-3．反主張をもつものの誤った指摘―ウダヤナ

    1-1-1-4-4．スートラは逆に解釈できる

    1-1-1-4-5．他の認識手段（知覚）による均衡

    1-1-1-4-6．不確定の誤った指摘―VArtika
   1-1-1-5．類似性・非類似性による対等を起こす各要素

  1-1-2．再反論

   1-1-2-1．欠陥の分類

   1-1-2-2．再反論のスートラ

   1-1-2-3．必然関係による否定

    1-1-2-3-1．必然関係がないことを知りつつ反論する場合

    1-1-2-3-2．必然関係がないことを知らずに反論する場合

    1-1-2-3-3．他者が必然関係のないことを知っている場合

1-2．(3)付加～(8)証明による対等

  1-2-1．反論

   1-2-1-1．スートラ解釈

   1-2-1-2．付加による対等

    1-2-1-2-1．付加と分離

    1-2-1-2-2．付加による対等を起こす各要素

   1-2-1-3．除去による対等

    1-2-1-3-1．排除と除去

    1-2-1-3-2．実例における除去（ウディヨータカラ）

    1-2-1-3-3．別の属性の除去（ヴァーツヤーヤナ）

    1-2-1-3-4．証因・所証の除去

    1-2-1-3-5．ヴァーツヤーヤナ，ウディヨータカラ説の

否定

    1-2-1-3-6．除去による対等を起こす各要素

   1-2-1-4．言述による対等

    1-2-1-4-1．言述＝未成立

    1-2-1-4-2．主題の理由に特有な 5 つの属性

    1-2-1-4-3．実例の不成立

    1-2-1-4-4．言述による対等を起こす各要素

   1-2-1-5．非言述による対等

    1-2-1-5-1．非言述＝成立

    1-2-1-5-2．実例の理由に特有な 5 つの属性

    1-2-1-5-3．非言述による対等を起こす各要素

    1-2-1-5-4．主題の不成立
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   1-2-1-6．選択による対等

    1-2-1-6-1．3 種の選択

    1-2-1-6-2．理由の，別の属性に対する逸脱

    1-2-1-6-3．別の属性の，所証の属性に対する逸脱

    1-2-1-6-4．別の属性の，さらに別の属性に対する逸脱

    1-2-1-6-5．選択による対等をを起こす各要素

   1-2-1-7．証明による対等

    1-2-1-7-1．両者の不成立と属性の選択

    1-2-1-7-2．未成立の所証が論証に用いられる

    1-2-1-7-3．実例・基体・証因の不成立

    1-2-1-7-4．証明による対等をを起こす各要素

  1-2-2．6 つの誤った反論への再反論

   1-2-2-1．付加による対等の否定

    1-2-2-1-1．単なる共存ではなく遍充関係をもつ

   1-2-2-1-2．自己撞着

   1-2-2-2．除去による対等の否定

   1-2-2-3．言述による対等の否定

    1-2-2-3-1．実例は必然関係に資するのみ

    1-2-2-3-2．自己撞着

   1-2-2-4．非言述による対等の否定

    1-2-2-4-1．主題と実例の証因は同じものではない

    1-2-2-4-2．自己撞着

    1-2-2-4-3．言述・非言述による対等の欠陥

   1-2-2-5．選択による対等の否定

    1-2-2-5-1．遍充関係は一部にのみある

    1-2-2-5-2．選択による対等の欠陥

   1-2-2-6．証明による対等の否定

    1-2-2-6-1．推理の要件は他の根拠をもつ

    1-2-2-6-2．自己撞着

    1-2-2-6-3．証明による対等の欠陥

    1-2-2-6-4．証因は必然関係も導く

  1-2-3．後三者の誤った反論への再反論

   1-2-3-1．所証の準用を認めない場合

   1-2-3-2．所証の準用を認める場合

   1-2-3-3．言述・非言述・証明による対等の否定

1-3．(9)到達・(10)非到達による対等

  1-3-1．反論

   1-3-1-1．作る説と知らせる説

   1-3-1-2．到達による対等

    1-3-1-2-1．作る説での到達による対等

    1-3-1-2-2．知らせる説での到達による対等

   1-3-1-3．非到達による対等

   1-3-1-4．個々の遍充関係による批判―anye
    1-3-1-4-1．到達による対等

    1-3-1-4-2．非到達による対等

    1-3-1-4-3．下位分類の規定はない―ウダヤナ

   1-3-1-5．到達による対等を起こす各要素

   1-3-1-6．非到達による対等を起こす各要素

  1-3-2．再反論

   1-3-2-1．作る説での到達による対等の否定

    1-3-2-1-1．原因同士の到達は過失ではない

    1-3-2-1-2．原因は結果に到達しない

    1-3-2-1-3．特定の原因だけが結果を生む

   1-3-2-2．作る説での到達による対等の欠陥

   1-3-2-3．知らせる説での到達による対等の否定

   1-3-2-4．遍充関係は個々の間にない

   1-3-2-5．知らせる説での到達による対等の欠陥(1)
   1-3-2-6．証因の知は所証に作用して到達する

   1-3-2-7．知らせる説での到達による対等の欠陥(2)
   1-3-2-8．非到達による対等の否定

   1-3-2-9．非到達による対等の欠陥

1-4．(11)遡及・(12)反例による対等

  1-4-1．反論

   1-4-1-1．遡及による対等

    1-4-1-1-1．知らせる説における遡及による対等

    1-4-1-1-2．知らせる説における遡及による対等を起こす各要素

    1-4-1-1-3．作る説における遡及による対等

     1-4-1-1-3-1．原因は常住ではない

     1-4-1-1-3-2．原因は偶発的なものではない

     1-4-1-1-3-3．原因は自ら結果となることはない

     1-4-1-1-3-4．存在しないものが原因であることはない

    1-4-1-1-4．反対を付随させるもの―kecit
     1-4-1-1-4-1．到達して否定される矛盾

     1-4-1-1-4-2．スートラ解釈の不可能

     1-4-1-1-4-3．到達による対等への包含

     1-4-1-1-4-4．到達しなければ否定できない

     1-4-1-1-4-5．到達すれば否定にならない

     1-4-1-1-4-6．到達による対等に含まない―BhASya
     1-4-1-1-4-7．到達による対等に含む―VArttika
     1-4-1-1-4-8．遡及による対等は原因と理由の 2 種

    1-4-1-1-5．知らせる説における遡及による対等を起こす各要素

   1-4-1-2．反例による対等

    1-4-1-2-1．スートラ「反証に基づいて」の 2 解釈

    1-4-1-2-2．排撃と均衡

     1-4-1-2-2-1．反論：実例だけでは排撃と均衡を示せない

     1-4-1-2-2-2．例示において理由は不要であると誤認する

     1-4-1-2-2-3．均衡による反論の方法

     1-4-1-2-2-4．排撃よる反論の方法

    1-4-1-2-3．反例による対等を起こす各要素

  1-4-2．遡及による対等への再反論
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   1-4-2-1．知らせる説での遡及による対等の否定

    1-4-2-1-1．既知のものだけが知らせるものとなる根拠はない

    1-4-2-1-2．所証を確定させる限定要素だけ知られていればよい

    1-4-2-1-3．理由と実例はそれだけで確定的である

    1-4-2-1-4．知らせる説での遡及による対等の欠陥

   1-4-2-2．作る説での遡及による対等の否定

    1-4-2-2-1．他の原因に依拠することは過失ではない

    1-4-2-2-2．原因の遡及はある時点で止む

    1-4-2-2-3．作る説での遡及による対等の欠陥

  1-4-3．反例による対等への再反論

   1-4-3-1．排撃による反論の否定

    1-4-3-1-1．反例＞実例ではない

    1-4-3-1-2．反例＝実例で排撃はない

    1-4-3-1-3．排撃による反論の欠陥

   1-4-3-2．均衡による反論の否定

    1-4-3-2-1．違いを把握している場合に均衡はない

    1-4-3-2-2．違いを把握していない場合はない

    1-4-3-2-3．理由をもたない実例はない

    1-4-3-2-4．均衡の反論による対等の欠陥

1-5．(13)不生起による対等

  1-5-1．反論

   1-5-1-1．一部不成立因

    1-5-1-1-1．基体の不生起「音声」

    1-5-1-1-2．証因の不生起「落下」

    1-5-1-1-3．所証の不生起「香りをもつこと」

    1-5-1-1-4．実例の不生起「壺」

    1-5-1-1-5．知の不生起「風の未知」

   1-5-1-2．矛盾因

   1-5-1-3．不生起による対等を起こす各要素

  1-5-2．再反論

   1-5-2-1．基体の不生起による対等の否定

    1-5-2-1-1．基体は生起する前に存在していない

    1-5-2-1-2．未生起の状態では基体ではない

    1-5-2-1-3．未生起の状態では基体でないものではない

    1-5-2-1-4．未生起の状態では言表されない

    1-5-2-1-5．基体の不生起による対等の欠陥

   1-5-2-2．証因の不生起の否定

    1-5-2-2-1．生起したものだけが証因となる

    1-5-2-2-2．証因が一時的なものとして遍充関係をもつ

    1-5-2-2-3．証因の不生起による対等の欠陥

   1-5-2-3．所証・実例の不生起の否定

   1-5-2-4．知の不生起の否定

    1-5-2-4-1．既知のものだけが主題・理由・実例となる

    1-5-2-4-2．2 種の推理による知のあり方

    1-5-2-4-3．知の不生起による対等の欠陥

1-6．(14)疑惑による対等

  1-6-1．反論

   1-6-1-1．疑惑の原因による反証

   1-6-1-2．疑惑の原因と結論の原因の相似

   1-6-1-3．疑惑による対等を起こす各要素

  1-6-2．再反論

   1-6-2-1．結論付ける属性があれば疑惑はなくなる

   1-6-2-2．疑惑が常にあるならば反論は起こらない

   1-6-2-3．疑惑による対等の欠陥

   1-6-2-4．逸脱の誤った指摘―kecit の否定

1-7．(15)論題による対等

  1-7-1．反論

   1-7-1-1．力が強くない理由によって排撃を説く

   1-7-1-2．推理による排撃の指摘

   1-7-1-3．直接知覚による排撃の指摘

   1-7-1-4．論題による対等を起こす各要素

  1-7-2．再反論

   1-7-2-1．論題が成り立てば主張は通る

   1-7-2-2．論題による対等の欠陥

1-8．(16)無根拠による対等

  1-8-1．反論

   1-8-1-1．前後・同時の選択による理由の不成立

   1-8-1-2．到達・非到達による対等との違い

    1-8-1-2-1．着眼点の違い

    1-8-1-2-2．手段の違い

    1-8-1-2-3．選択肢の数の違い

    1-8-1-2-4．批判される能力の違い

    1-8-1-2-5．指摘の内容の違い

   1-8-1-3．無根拠による対等を起こす各要素

  1-8-2．再反論

   1-8-2-1．知らせる説

    1-8-2-1-1．理由は三時にわたって成立する

    1-8-2-1-2．知らせる説での欠陥

   1-8-2-2．作る説

    1-8-2-2-1．原因は結果に先行する

    1-8-2-2-2．原因の先取り

    1-8-2-2-3．認識上で原因化される

    1-8-2-2-4．原因は結果から独立している

    1-8-2-2-5．因果関係は前後関係である

    1-8-2-2-6．作る説での欠陥

  1-8-3．自己撞着

1-9．(17)意味上の帰結による対等

  1-9-1．反論

   1-9-1-1．スートラ解釈

   1-9-1-2．想定される過失

    1-9-1-2-1．同類例の矛盾
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    1-9-1-2-2．均衡

    1-9-1-2-3．排撃

    1-9-1-2-4．不成立

    1-9-1-2-5．選択による全ての過失

   1-9-1-3．意味上の帰結による対等を起こす各要素

  1-9-2．再反論

   1-9-2-1．述べられたことを支持する内容を帰結することはない

   1-9-2-2．単に述べられていないことを帰結するならば自説放棄

   1-9-2-3．反論証の不確定

1-10．(18)無区別による対等

  1-10-1．反論

   1-10-1-1．スートラ解釈

    1-10-1-1-1．前半部は定義ではない

    1-10-1-1-2．証因以外の属性が手段である

    1-10-1-1-3．「存在性」は代喩である

    1-10-1-1-4．「全て」はその属性をもつもの全てを表す

    1-10-1-1-5．「無区別」は 3 種類を表す

    1-10-1-1-6．まとめ

   1-10-1-2．喩例

    1-10-1-2-1．スートラに基づく喩例

    1-10-1-2-2．無区別＝同じ個物になる場合の過失

    1-10-1-2-3．無区別＝同じ類をもつ場合の過失

    1-10-1-2-4．無区別＝同じ形相をもつ場合の過失

    1-10-1-2-5．代喩された喩例での過失

   1-10-1-3．類似性・選択・付加による対等との違い

   1-10-1-4．無区別による対等を起こす各要素

   1-10-1-5．主題と実例の無区別―anye
    1-10-1-5-1．スートラ解釈

    1-10-1-5-2．3 種類の無区別

     1-10-1-5-2-1．個物が無区別の場合

     1-10-1-5-2-2．類が無区別の場合

     1-10-1-5-2-3．形相が無区別の場合

    1-10-1-5-3．付加による対等に包含される

     1-10-1-5-3-1．主題と実例は基体として異なる

     1-10-1-5-3-2．個物としての無区別はない

     1-10-1-5-3-3．付加による対等における属性の選択

     1-10-1-5-3-4．スートラ解釈との齟齬

  1-10-2．再反論

   1-10-2-1．スートラ解釈(1)
   1-10-2-2．スートラ解釈(2)
   1-10-2-3．無区別による対等の欠陥

   1-10-2-4．存在性によって反証することはできない

    1-10-2-4-1．実例として結果性が論証しないことを反証できない

    1-10-2-4-2．実例として結果性が論証することを反証できない

    1-10-2-4-3．理由として無区別を証明しない

    1-10-2-4-4．存在性から過失は付随しない

     1-10-2-4-4-1．存在性と無区別の遍充関係はない

     1-10-2-4-4-2．両者の無区別に遍充関係はない

   1-10-2-5．主宰神論証批判における無区別

1-11．(19)成立による対等

  1-11-1．反論

   1-11-1-1．理由のみが成り立つ

    1-11-1-1-1．2 つの理由が成り立つこと―ウディヨータ

カラ

    1-11-1-1-2．証因によって証因が成り立つ―ヴァーチ

ャスパティミシュラ

    1-11-1-1-3．排撃でも均衡でもない

    1-11-1-1-4．反論証による排撃ではない

   1-11-1-2．実例

   1-11-1-3．論題による対等を起こす各要素

  1-11-2．再反論

   1-11-2-1．スートラ解釈

   1-11-2-2．排撃の不可能

    1-11-2-2-1．優勢でないものは排撃できない

    1-11-2-2-2．優勢であるには別の過失の指摘が必要

   1-11-2-3．均衡の不可能

    1-11-2-3-1．優勢・劣勢・同等の否定

    1-11-2-3-2．立論の理由が優勢である

    1-11-2-3-3．見えない条件から均衡はない

    1-11-2-3-4．条件の疑いから均衡はない

    1-11-2-3-5．均衡の疑いはない

    1-11-2-3-6．条件の疑いから遍充関係が不成立になることはない

    1-11-2-3-7．証因であるための排撃に疑いはない

1-12．(20)知覚による対等

  1-12-1．反論

   1-12-1-1．スートラ解釈

   1-12-1-2．限定の選択

   1-12-1-3．先師による正当化

   1-12-1-4．5 つの知覚

    1-12-1-4-1．所証がなくても基体が知覚される例―排撃

    1-12-1-4-2．証因がなくても基体が知覚される例―不成立因

    1-12-1-4-3．証因と所証がなくても基体が知覚される例

    1-12-1-4-4．証因がなくても所証が知覚される例―不遍充

    1-12-1-4-5．同延の遍充関係における不遍充

    1-12-1-4-6．所証がなくても証因が知覚される例―過遍充

   1-12-1-5．知覚による対等を起こす各要素

  1-12-2．再反論

   1-12-2-1．限定は承認されない

   1-12-2-2．限定の選択は不可能である
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1-13．(21)非知覚による対等

  1-13-1．反論

   1-13-1-1．非知覚は相対的属性を代喩する

    1-13-1-1-1．相対的属性の列挙

    1-13-1-1-2．相対的属性から知覚・非知覚による対等の別はない

    1-13-1-1-3．2 つの顔と 2 つの名前をもつが同一である

    1-13-1-1-4．相対的属性でほかの誤った反論を包含する

     1-13-1-1-4-1．スートラ作者による根拠付け

     1-13-1-1-4-2．言葉の詭弁ではない

     1-13-1-1-4-3．詭弁の定義が適合しない

     1-13-1-1-4-4．詭弁であるとするティーカー説の解釈

    1-13-1-1-5．全ての相対的属性が含まれる

   1-13-1-2．知覚を用いた反論

   1-13-1-3．非知覚を用いた反論

    1-13-1-3-1．不成立因

    1-13-1-3-2．不確定因

   1-13-1-4．他の相対的属性を用いた反論

   1-13-1-5．疑惑を用いた反論

   1-13-1-6．非知覚による対等を起こす要素

  1-13-2．非知覚の本質による再反論

   1-13-2-1．「非知覚」は代喩である

   1-13-2-2．非知覚は自身を対象としない

    1-13-2-2-1．スートラ解釈

    1-13-2-2-2．妥当な要件の欠如―根拠のない否定

    1-13-2-2-3．妥当でない要件の付加―自身の否定

    1-13-2-2-4．対象でないものへの適用―無限定による逸脱

   1-13-2-3．可能な非知覚は非存在のみを知らせる

    1-13-2-3-1．非知覚の非知覚が知覚であるならば相互依存になる

    1-13-2-3-2．知覚は存在のみ，非知覚は非存在のみを対象とする

   1-13-2-4．知覚があれば非知覚は不要である

  1-13-3．認識の認識による再反論

   1-13-3-1．スートラ解釈

   1-13-3-2．自己撞着

   1-13-3-3．知覚は自身を対象としない

   1-13-3-4．有形相論による自己対象の否定

1-14．(22)無常による対等

  1-14-1．反論

   1-14-1-1．「類似性」「無常」は代喩である

    1-14-1-1-1．非類似性や火をもつことなどでも成り立つ

    1-14-1-1-2．スートラでも「等しい属性」と述べている

    1-14-1-1-3．所証の属性による対等

   1-14-1-2．無区別による対等との違い

  1-14-2．自己撞着による再反論

   1-14-2-1．否定されるものとの類似

    1-14-2-1-1．論証しないものとの類似

    1-14-2-1-2．理解させないものとの類似

   1-14-2-2．否定される類似性

    1-14-2-2-1．同じ属性をもつこと

    1-14-2-2-2．遍充関係のない属性をもつこと

    1-14-2-2-3．虚空の属性であること

  1-14-3．遍充関係による再反論

   1-14-3-1．定義スートラが代喩であることの根拠付け

   1-14-3-2．無常による対等の欠陥と再反論の次第

1-15．(23)常住による対等

  1-15-1．反論

   1-15-1-1．スートラは代喩である

    1-15-1-1-1．各語が代喩するもの

    1-15-1-1-2．正確な定義

    1-15-1-1-3．二義的な名称と正確な名称

    1-15-1-1-4．代喩される限定要素の列挙

   1-15-1-2．音声が無常であることへの反論（同じ性質による反論）

    1-15-1-2-1．無常性が無常ならば音声は無常でない

    1-15-1-2-2．無常性が常住ならば音声も常住である

    1-15-1-2-3．常住なものは無常性を論証しない

    1-15-1-2-4．無常なものは無常性を論証しない

    1-15-1-2-5．無常性は無常になりえない

   1-15-1-3．理由と実例への反論

   1-15-1-4．異なった性質による反論

    1-15-1-4-1．常住性の別異・非別異

    1-15-1-4-2．無常性の結果・非結果

    1-15-1-4-3．壺性の常住・無常

   1-15-1-5．常住による対等を起こす各要素

  1-15-2．再反論

   1-15-2-1．スートラは代喩である

   1-15-2-2．属性と形相

    1-15-2-2-1．無常性こそが無常の形相である

    1-15-2-2-2．常住による対等の欠陥(1)
    1-15-2-2-3．形相は独立したものではない

   1-15-2-3．属性と基体

    1-15-2-3-1．属性と基体の区別が言語表現を支える

    1-15-2-3-2．導くものと導かれるものは事物に即する

    1-15-2-3-3．常住による対等の欠陥(2)
   1-15-2-4．自己撞着

    1-15-2-4-1．主張の自己撞着

    1-15-2-4-2．理由と実例の自己撞着

    1-15-2-4-3．属性と基体の非承認による自己撞着

    1-15-2-4-4．常住による対等の欠陥(3)
   1-15-2-5．考証の五要件の欠如
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1-16．(24)結果による対等

  1-16-1．反論

   1-16-1-1．仏教説

    1-16-1-1-1．結果性の区別

    1-16-1-1-2．除去による対等に含まれる

    1-16-1-1-3．音声の結果性は土塊と棒によるものではない

    1-16-1-1-4．非言述による対等に含まれる

   1-16-1-2．NBh 説

    1-16-1-2-1．努力の直後にあることの真意を問う

    1-16-1-2-2．誤った反論ではない

    1-16-1-2-3．詭弁になってしまう

   1-16-1-3．定説

    1-16-1-3-1．努力の結果という言語表現を問う

    1-16-1-3-2．知覚されることは不確定因である

   1-16-1-3-3．結果による対等の独立性

     1-16-1-3-3-1．除去・非言述による対等との別

     1-16-1-3-3-2．遡及による対等との別

     1-16-1-3-3-3．詭弁との別

     1-16-1-3-3-4．正しい反論ではない

    1-16-1-3-4．注釈者たちとの整合性

     1-16-1-3-4-1．NBh 作者

     1-16-1-3-4-2．NV 作者

     1-16-1-3-4-3．NVTT 作者

    1-16-1-3-5．包括的定義

   1-16-1-4．結果による対等を成立させる要素

  1-16-2．再反論

   1-16-2-1．スートラ解説

   1-16-2-2．努力の直後には生起だけがある

   1-16-2-3．結果による対等の欠陥

   1-16-2-4．自己撞着

1-17．六主張論議

  1-17-1．第三主張―誤った再反論

   1-17-1-1．同じ過失の意味

    1-17-1-1-1．不確定因

    1-17-1-1-2．否定の不確定

    1-17-1-1-3．何らかの過失

   1-17-1-2．敗北の場合

    1-17-1-2-1．不確定因

    1-17-1-2-2．否定の不確定

    1-17-1-2-3．何らかの過失

  1-17-2．全ての誤った反論への適用

   1-17-2-1．各例

    1-17-2-1-1．類似性による対等

    1-17-2-1-2．付加による対等

    1-17-2-1-3．反例による対等

    1-17-2-1-4．選択による対等

    1-17-2-1-5．到達による対等

    1-17-2-1-6．その他の誤った反論

   1-17-2-2．主張の数について

    1-17-2-2-1．三主張論議で目的は達成される

    1-17-2-2-2．第四主張以降の意義

     1-17-2-2-2-1．知性のない者にもわからせるため―kazcit
     1-17-2-2-2-2．会衆の出番に基づく

     1-17-2-2-2-3．3 人の当事者

     1-17-2-2-2-4．会衆による最終判断

     1-17-2-2-2-5．会衆が主張の数を決める

    1-17-2-2-3．議論の場合

     1-17-2-2-3-1．自己批判

     1-17-2-2-3-2．会衆の役割

     1-17-2-2-3-3．議論の終了

    1-17-2-2-4．論諍等における別の返答

  1-17-3．第四主張

  1-17-4．第五主張

  1-17-5．第六主張

2．敗北の場合

2-0．分類スートラ

  2-0-1．敗北の定義

  2-0-2．これ以外の敗北はない

  2-0-3．複合語にしない理由

  2-0-4．敗北にならない場合

2-1．(1)主張の破棄

  2-1-1．代喩によるスートラ解釈

   2-1-1-1．NBh 説は二義的

   2-1-1-2．NV 説は適用不十分

   2-1-1-3．代喩による両注釈の解決

   2-1-1-4．広義の主張が代喩される

   2-1-1-5．定義項による第二の定義

   2-1-1-6．NBh，NV による定義項の再解釈

  2-1-2．各要素の破棄

   2-1-2-1．主題における破棄

    2-1-2-1-1．所証の破棄

    2-1-2-1-2．証因の破棄

    2-1-2-1-3．基体の破棄

    2-1-2-1-4．限定要素の破棄

     2-1-2-1-4-1．所証の限定要素の破棄

     2-1-2-1-4-2．証因の限定要素の破棄

     2-1-2-1-4-3．基体の限定要素の破棄

   2-1-2-2．実例における破棄

    2-1-2-2-1．基体の破棄
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    2-1-2-2-2．所証の破棄

    2-1-2-2-3．証因の破棄

    2-1-2-2-4．限定要素の破棄

     2-1-2-2-4-1．基体の限定要素の破棄

     2-1-2-2-4-2．所証の限定要素の破棄

     2-1-2-2-4-3．証因の限定要素の破棄

   2-1-2-3．反論の破棄

  2-1-3．敗北の場合としての意義

   2-1-3-1．破棄は論書にも見られる

   2-1-3-2．破棄前の欠陥を決定付ける

   2-1-3-3．破棄は論者の無能の証拠

   2-1-3-4．主張の矛盾ではない

  2-1-4．主張の破棄を起こす各要素

   2-1-4-1．正しいものを破棄する場合

   2-1-4-2．議論の場合

  2-1-5．極意

2-2．(2)別の主張

  2-2-1．スートラ解釈

   2-2-1-1．「属性の選択」

   2-2-1-2．「内容の提示」

   2-2-1-3．過失を除去するため―NBh
  2-2-2．各例

   2-2-2-1．主題に限定要素を設定

   2-2-2-2．主題に限定要素を付加

   2-2-2-3．別の所証を付加

   2-2-2-4．所証に限定要素を付加

   2-2-2-5．4 種類の別の主張

  2-2-3．敗北の場合としての独立

   2-2-3-1．間接的に過失を取り払う

   2-2-3-2．理由の不足はない

   2-2-3-3．前の過失を確定する

   2-2-3-4．言い逃れを防ぐ

  2-2-4．他の敗北の場合との境界

   2-2-4-1．別の内容

   2-2-4-2．別の理由

    2-2-4-2-1．別の理由・別の喩例・別の適用・別の結論

    2-2-4-2-2．証因と所証で区別

   2-2-4-3．各要素は主張の破棄に同じ

   2-2-4-4．主張の破棄

  2-2-5．極意

2-3．(3)主張の矛盾

  2-3-1．スートラ解釈

   2-3-1-1．代喩

   2-3-1-2．支分内の矛盾を含む

  2-3-2．他の敗北の場合との区別

   2-3-2-1．定説逸脱

   2-3-2-2．見せかけの理由

  2-3-3．矛盾の分類

   2-3-3-1．対立項による分類

   2-3-3-2．原因による分類

  2-3-5．言明の可能性

  2-3-6．極意

2-4．(4)主張の放棄

  2-4-1．スートラ解釈

  2-4-2．言明の可能性

  2-4-3．独立した敗北の場合である

   2-4-3-1．反論を払いのける場合のみ

   2-4-3-2．隠蔽が不可欠

  2-4-4．4 つの言い方

  2-4-5．議論では起こらない

  2-4-6．各要素

2-5．(5)別の理由

  2-5-1．スートラ解釈

  2-5-2．言明の可能性

  2-5-3．4 種類の限定付け

   2-5-3-1．理由・喩例・適用の限定要素に基づくもの

   2-5-3-2．反論の限定要素に基づくもの

  2-5-4．他の敗北

   2-5-4-1．反対して起こる場合

   2-5-4-2．反対せず起こる場合

   2-5-4-3．差異を望む場合

2-6．(6)別の内容

  2-6-1．スートラ解釈

   2-6-1-1．別異を表す第五格

   2-6-1-2．LyaP 代替の第五格

   2-6-1-3．対立関係がないこと

   2-6-1-4．前に述べたことを述べないこと

  2-6-2．4 種の別の内容

   2-6-2-1．自身の見解によるもの

   2-6-2-2．他者の見解によるもの

   2-6-2-3．両者の見解によるもの

   2-6-2-4．両者以外の見解によるもの

  2-6-3．言明の可能性

   2-6-3-1．即座に思いつかないこと

   2-6-3-2．不十分の場合は不足

  2-6-3-3．十分で欠陥がない場合は不可

   2-6-3-4．欠陥がある場合はその欠陥
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   2-6-3-5．欠陥を取り除くことまたは欠陥のある考えが過失

   2-6-3-6．不足や欠陥は後で指摘される

   2-6-3-7．別の内容は途中で指摘される

   2-2-1-4．極意

2-7．(7)無意味

  2-7-1．スートラ解釈

  2-7-2．4 種類の原因

   2-7-2-1．不注意

   2-7-2-2．意味があるという誤解

   2-7-2-3．繰り返し

   2-7-2-4．選択した残り

  2-7-3．敗北の場合になる理由

   2-7-3-1．アパブランシャなどは意味をもたない―MImAMsA

   2-7-3-2．共通の協約をもつ語だけを用いよ

   2-7-3-3．文法学などによって共通の協約はある

   2-7-3-4．対象が理解されても有意なものではない

   2-7-3-5．共通の協約に則らない場合

  2-7-4．極意

2-8．(8)意味が理解されないもの

  2-8-1．スートラ解釈

  2-8-2．他の敗北の場合との区別

  2-8-3．言明の可能性

  2-8-4．3 つの分類

   2-8-4-1．学派固有の慣用

   2-8-4-2．原義も慣用もないもの

   2-8-4-3．無限定の多義語

   2-8-4-4．敗北にならない特殊な場合

  2-8-5．敗北の原因

   2-8-5-1．理解をもたらさない

   2-8-5-2．意味理解の条件

   2-8-5-3．会衆の理解のための 3 回

   2-8-5-4．3 回の理由

  2-8-6．極意

2-9．(9)無関係

  2-9-1．スートラ解釈

  2-9-2．他の敗北の場合との区別

  2-9-3．3 種類の分類

   2-9-3-1．NBh の例

   2-9-3-2．隔たり

   2-9-3-3．選択の残り

   2-9-3-4．その他の無関係はない

    2-9-3-4-1．無効な限定要素

    2-9-3-4-2．見せかけの理由に含まれる

    2-9-3-4-3．連関はある

    2-9-3-4-4．異なる基体による非連関

   2-9-4．言明の可能性

    2-9-4-1．隔たりと選択の残り

    2-9-4-2．バーシャの例

   2-9-5．極意

2-10．(10)時宜を得ないもの

  2-10-1．スートラ解釈

  2-10-2．4 種類の分類

   2-10-2-1．段階のの部分の逆転

   2-10-2-2．段階の逆転

   2-10-2-3．支分の逆転

   2-10-2-4．支分の部分の逆転

  2-10-3．言明の可能性

  2-10-4．順序の意義

  2-10-5．極意

2-11．(11)不足

  2-11-1．支分の数について

   2-11-1-1．支分の数の制限による議論の壊滅

   2-11-1-2．支分数は定説に基づく

  2-11-2．定説逸脱ではない

   2-11-2-1．不足は承認内容ではない

   2-11-2-2．言明の可能性

   2-11-2-3．制限前の齟齬

  2-11-3．極意

2-12．(12)余分

  2-12-1．他の敗北の場合との区別

   2-12-1-1．スートラへの補い

   2-12-1-2．主張と結論の余分はない

    2-12-1-2-1．主張の余分は他の敗北の場合になる

    2-12-1-2-2．結論の余分はない

   2-12-1-3．適用の余分は理由の余分に同じ

  2-12-1-4．理由の余分

   2-12-1-5．喩例の余分

  2-12-2．2 種類の余分

  2-12-3．知りたい欲求に反すること

   2-12-3-1．無理解と誤解

   2-12-3-2．余分が許される場合

    2-12-3-2-1．思いつく限り

    2-12-3-2-2．教義書にある限り

    2-12-3-2-3．知りたいと思う限り

    2-12-3-2-4．反論の余分

  2-12-4．言明の可能性
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   2-12-4-1．余分によって確固になることはない

    2-12-4-1-1．決定は済んでいる

    2-12-4-1-2．完璧な決定はない

    2-12-4-1-3．論者への温情はない

   2-12-4-2．正しい根拠でも余分である

   2-12-4-3．賞賛されない

2-13．(13)繰り返し

  2-13-1．下位区分のスートラ

  2-13-2．意味上の繰り返しのスートラ

   2-13-2-1．理解が繰り返される

   2-13-2-2．3 種類の繰り返し

    2-13-2-2-1．意味上の帰結を意味上帰結する場合は除く

   2-13-2-2-2．同じ言葉，同義語に基づく例

    2-13-2-2-3．意味上帰結されたものの繰り返し

     2-13-2-2-3-1．語

     2-13-2-2-3-2．文

2-14．(14)無言

  2-14-1．スートラ解釈

   2-14-1-1．理解しているのは会衆だけでよい

   2-14-1-2．3 回言うのは論者または会衆

   2-14-1-3．定義

  2-14-2．5 種類の分類

  2-14-3．無知・思いつかずではない

  2-14-4．敗北になる理由

   2-14-4-1．完全な無言

   2-14-4-2．反論だけの言明

   2-14-4-3．誤った再言及

   2-14-4-4．一部の再言及

   2-14-4-5．代名詞による再言及

2-15．(15)無知

  2-15-1．スートラ解釈

  2-15-2．他の敗北の場合との区別

   2-15-2-1．無言

   2-15-2-2．思いつかず

  2-15-3．無知の主体

2-16．(16)思いつかず

  2-16-1．他の敗北の場合との区別

   2-16-1-1．無知

   2-16-1-2．無言

   2-16-1-3．逃避

   2-16-1-4．別の内容

   2-16-1-5．無関係

  2-16-2．思いつかずによる行動

  2-16-3．例外

  2-16-4．反論すべきものの看過との共起

2-17．(17)逃避

  2-17-1．口実

  2-17-2．無知・思いつかずとの区別

  2-17-3．例外

  2-17-4．機会

2-18．(18)他説追認

  2-18-1．スートラ解釈

  2-18-2．誤った反論ではない

   2-18-2-1．24 種類のいずれにも含まれない

   2-18-2-2．反論できない

    2-18-2-2-1．能力がないことは指摘されない

    2-18-2-2-2．反論は相手の利になる

    2-18-2-2-3．他説追認を指摘すればよい

    2-18-2-2-4．そのまま受け入れる

   2-18-2-3．誤った帰結ではない

    2-18-2-3-1．撞着の指摘はない

    2-18-2-3-2．付加・無常・無区別による対等

     2-18-2-3-2-1．反論：他説追認である

     2-18-2-3-2-2．他説追認は帰結を承認する

     2-18-2-3-2-3．誤った反論は帰結を承認しない

      2-18-2-3-2-3-1．付加による対等

      2-18-2-3-2-3-2．無常による対等

      2-18-2-3-2-3-3．無区別による対等

   2-18-2-4．帰結を承認するか否かで区別される

  2-18-3．要約

   2-18-3-1．誤った反論が指摘される場合

   2-18-3-2．正しい反論の場合

   2-18-3-3．他説追認の場合

  2-18-4．極意

2-19．(19)反論すべきものの看過

  2-19-1．例外

   2-19-1-1．看過を看過する場合

   2-19-1-2．複数の敗北のうち 1 つを指摘する場合

   2-19-1-3．資格のない者が指摘した敗北を看過する場合

   2-19-1-4．口実があって看過する場合

  2-19-2．スートラ解釈

  2-19-3．会衆が指摘する

  2-19-4．思いつかずではない

   2-19-4-1．反論：正しくない論証に対することは共通である

   2-19-4-2．主張の破棄や放棄などにおいて起こる
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   2-19-4-3．意図的な省略も看過してはいけない

2-20．(20)反論できないものへの反論

  2-20-1．4 種類の分類

   2-20-1-1．詭弁と誤った反論

   2-20-1-2．見せかけのもの

    2-20-1-2-1．見せかけの敗北の場合

    2-20-1-2-2．別のものの指摘

    2-20-1-2-3．別のものの指摘を許すスートラ解釈

   2-20-1-3．機会でないときの把握

    2-20-1-3-1．発言後に把握されるもの

    2-20-1-3-2．発言中に把握されるもの

    2-20-1-3-3．発言のないときに把握されるもの

2-21．(21)定説逸脱

  2-21-1．スートラ解釈

  2-21-2．矛盾ではない

   2-21-2-1．反論：自身の承認との矛盾がある

   2-21-2-2．直接矛盾する表現はない

   2-21-2-3．反論：聖伝との矛盾も含まれる

   2-21-2-4．自身の学説のみとの矛盾である

   2-21-2-5．反論：両者が同じ学説の場合

   2-21-2-6．議論は矛盾を前提とする

  2-21-3．言明の可能性

  2-21-4．敗北の場合である

   2-21-4-1．反論：論書に依拠した議論はない

   2-21-4-2．論議は論書に依拠する

   2-21-4-3．定説への全般的な矛盾

   2-21-4-4．一部の肯定・否定は全部の肯定・否定

   2-21-4-5．定説を全て開陳することはない

   2-21-4-6．論書に拠らなければならない

2-22．(22)見せかけの理由

  2-22-1．スートラ解釈

  2-22-2．「そして」の意味

   2-22-2-1．4 種類の欠陥

   2-22-2-2．理由・実例・考証・表現での欠陥

   2-22-2-3．述べられていない後三者を取り上げる

  2-22-3．別立てしない理由

   2-22-3-1．反論：煩瑣な想定である

   2-22-3-2．見せかけの理由の一部である

   2-22-3-3．各例

    2-22-3-3-1．実例に基づく欠陥

    2-22-2-3-2．考証に基づく欠陥

    2-22-3-3-3．表現に基づく欠陥

  2-22-4．まとめられる理由

   2-22-4-1．別個に指摘される

   2-22-4-2．主張の矛盾などを除く

   2-22-4-3．反論の否定的考証は誤った反論で述べられた

2-23．巻末言

  2-23-1．6 つの要素

  2-23-2．理解者がいない悲しみ
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ニヤーヤ・パリシシュタ（プラボーダ・シッディ）訳注

【1．詭弁1】

【1-0．序】

【1-0-1．ニヤーヤスートラ第五課の総括（課を別立てする正当性）】

さて時機が来たので論者に能力がない証拠を個別に定義2する．それ［＝個別定義］こそが

［第五］課の目的である．その定義の連続をまとめることによって，章の集合として課の

区別が定まるので，第一課と第五課が混同することはない．まさにこれゆえ曲解は第五課

外になる．

【1-0-2．詭弁の分類（正しくないものを扱う必要性）】

その［第 5 課の］うち詭弁を個別に定義するのが第一章の目的である3．それを分類するた

めのスートラが「類似性」云々（スートラ 5.1.1）というものである．

【1-0-3．sama の語義説明（詭弁の一般定義）】

【1-0-3-1．対等にすること4―ウディヨータカラ】

「『たとえ私の反論が理由として優れたものではないとしても，私はそれ［＝論式］を使っ

て対等にしよう』という論式が「対等」である．それ［＝対等にすること］を意味して，

あるいはそれの意図［＝対等にすること］に基づいて［「対等」という語を用いる］」と師

                                                  
1 NP では，全ての詭弁を列挙する第一スートラ（5.1.1）を掲載していない．第二章の敗北の場合でも同じ．

NS 5.1.1:詭弁とは（1）類似性による，（2）非類似性による，（3）付加による，（4）除去による，（5）言述

による，（6）非言述による，（7）選択による，（8）証明による，（9）到達による，（10）非到達による，（11）
遡及による，（12）反例による，（13）不生起による，（14）疑惑による，（15）論題による，（16）非理由に

よる，（17）意味上の帰結による，（18）無区別による，（19）成立するものによる，（20）知覚による，（21）
非知覚による，（22）無常による，（23）常住による，（24）結果による対等である．

（sAdharmyavaidharmyotkarSApakarSavarNyAvarNyavikalpasAdhyaprAptyaprAptiprasaGgapratidRSTAntAnutpattisaMzaya

prakaraNAhetvarthApattyavizeSopapattyupalabdhyanupalabdhyanityanityakAryasamAH||）
2 Pan は“vizeSa”を“liGga”にかけて「個別の証拠（liGgavizeSa）」と区切るが，Pra は“lakSaNa”にかけて「個別

の定義（vizeSalakSaNa）」と解する．ここでの定義は第一課の「一般定義（sAmAnyalakSaNa）」と対比される

ものなので Pra の解釈を採用する．

Pra 1.12f:論議の原因の正しい認識がないことが「能力がない」ことである．その「証拠」＝詭弁と敗北の

場合の，「個別の定義」である．（kathAkAraNasamyagjJAnAbhAvo azaktiH, tallinGgAni jAtinigrahasthAnAni, teSAM 

vizeSalakSaNam|）

Pan 2.8-10:2 人の「論者」＝立論者と対論者に「能力がない」こと＝正しい理解がないことの，「個別の証

拠」＝非共通の属性という意味．（kathakayorvAdiprativAdinorazaktiH samyagbodhavirahaH, tasya liGgavizeSo 

yenAzaktiravasIyate, tasya lakSaNamasAdhAraNo dharma ityarthaH|）
3 Pra は詭弁と敗北の場合のうち，詭弁のほうが欠陥の度合いが明らかなので先に扱うと解説している．

一方 Pan は原文を失っており，全体を見渡すことができないが，スートラの他の注釈との類推から，「なぜ

正しくない反論である詭弁を定義しなければならないのか」という疑問への答えとして解釈されたと考え

られる．この議論はウディヨータカラに始まり，第 4 課の論詰でスートラ 4.2.50 が説く「真実の決定を守

るため（tattvAdhyavasAyasaMrakSaNArthaM）」ということが根拠となっている．
4 samIkaraNa-making it equal to the answer, equalizing to the （effect of the） opponent, answering to equalize, 
bringing his answer to the level of the prativAdi's answer．畑を耕して「ならす」というような場合に一般に用い

られる．
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匠［＝ウディヨータカラ］は言う．以下のように述べられている．「対等の目的をもつとは，

対等にするという目的をもつ表現であると知るべきである5」と．このことによって意図を

前提とする詭弁の使用は，対等の状態を引き起こすためであると示されたことになる．す

なわち，「もし彼［＝立論者］が詭弁による返答によって困惑し，言うことを失ったり，正

しくないことを言ったりしたら，反論の中に『反論できないものへの反論』があるように，

彼［＝立論者］にも『反論すべきことの看過』や『反論できないものへの反論』があるだ

ろう．よって両者［＝両対論者］は対等になる．一方そうしないと私だけが劣った者とな

るだろう．」このような考えから［詭弁の使用が］起こるからであるという．

【1-0-3-2．論式に違いがないこと―ヴァーツヤーヤナ】

一方バーシャ作者は論式の中に優れた理由がないことが対等な状態であると言う6．彼は

「［詭弁とは］類似性による，優れていない反論である」と述べた．すなわち，「類似性が

あなたによって提示されたが，私が述べた類似性も同様である．［あなたが述べた］この非

類似性は，［私が述べた］これと同様である［＝共存することが見られる］．A は B と共存

することが見られる［とあなたは述べた］が，［私が述べた］これも同様である」というよ

うにして，詭弁の論者が反論するから，それ［＝バーシャの見解］によって全ての詭弁に

共通な反論の本質が明言されている．そしてこのことがそれぞれ［の詭弁］においてこれ

から説明されるだろう．

                                                  
5 =NV 1004.1
ヴァーチャスパティミシュラは「相手が勝つよりも疑惑に終わった方がましだ」ということが認識手段に

基づかない反論を述べる原因であるという．「疑惑」がここでいう「対等」に対応するものと考えられる．

NVTT 339.18f:一方論諍と論詰は認識手段を根拠としない．「一方の勝利よりも疑惑の方がましだ」と望む

勝利をする者は智者であっても対論者は曲解などによって反証するべきだから．（jalpavitaNDayos tv

apramANamUlatvaM viduSA 'pi prativAdinA chalAdibhiH pratyavastheyam ekAntaparAjayAd varaM saMzayo 'stv

itIcchatA jigISuNA|）
6 詭弁のそれぞれに付されている「対等（sama）」の意味について各注釈者の説を挙げている．ウディヨー

タカラ説は論者の水準という視点から，ヴァーツヤーヤナ説は論式の内容という視点から考えており，見

解が異なるというよりもむしろ，異なった視点で解釈をしていると言えよう．

ウディヨータカラ説では，反論者の意図において論者の水準を対等にしようとすることである．すなわち

詭弁自体は過失があるけれども，これを受けた対論者が混乱して間違えば，両者に過失が生じて引き分け

に持ち込めるだろうという反論者の意図があることをいう．一方ヴァーツヤーヤナ説では，論式の形式や

根拠が対等であると解する．すなわち立論者が根拠にした類似性・非類似性・遍充関係を，対論者が新し

い視点がないまま鏡に映すようにそのまま用いるという．そしてこのような性質を詭弁の本質に位置づけ

ている．

ウディヨータカラ自身は，「あるいは（vA）」としてヴァーツヤーヤナの見解も認めている．ヴァーツヤー

ヤナ説を認めつつ彼の見解を別に述べたのは，NVTT によれば「対等」とは実際に（vAstava）対等なので

はないことを示すためとされる．確かにヴァーツヤーヤナのように「異ならない」と述べるだけでは実際

に対等であるかのように解することができ，不十分である．不正論者である詭弁の論者の出現だけで，論

者も必ず対等＝不正論者になってしまうということはない．そこで「対等」というのは実際に同じなので

はなく，「概念的に同じ（AbhimAnikasAmya）」であると考え，反論者の意図の中での出来事に限定している．

この見解はジャヤンタ・バッタやバーサルヴァジュニャにも継承されており，主流的な解釈であったこと

をうかがわせる．

NV 1004.1ff，1003.26ff，NM 2.650.18ff，NBhUS 342.4f
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【1-0-3-3．論者の劣等―anye（ウディヨータカラ）】

一方他の者たち7は，話者の性質を［その話者の］発言に重ねる．すなわち，詭弁の論者が

対等，すなわち共通・優れていない・劣っているという意味である．そしてそれ［＝論者

の対等］は類似性などによる反論を通してのみ推察されるので，反論こそが同じである，

つまり劣っているという意味である．

そしてその劣った反論は二種類である8．反論できるのに不成立であるものと，成立してい

るのに反論できないものとである．前者のうち批判点が捏造されているものは，曲解9であ

ると言われる．

一方批判点が捏造されていない［けれどもここでは的外れである］ものは純粋な「反論で

きないものへの反論」であると［第二章で］述べられるだろう．後者［＝成立しているの

に反論できないもの］が詭弁である．このことによって一般定義は明言されたことになる．

同様のことがヴァールッティカにある．「詭弁とは，論証のための理由が提示されたとき，

反論する能力がない理由である」と．

【1-0-3-4．自己撞着を導くもの―ウダヤナ】

一方我々は，その 3 つ［＝対等にすること，違いがないこと，反論できないこと］に加え

て，第 4 として以下のような意味があると述べる．すなわち詭弁による返答が，他者の論

証と同様に自分自身にも影響を及ぼす［＝否定する］ので，これゆえ自他共に対等である

から「対等」と述べられる．そしてこのように，自己撞着10は全て［の詭弁］に共通な欠陥

                                                  
7 ウダヤナが第 3 の見解として挙げる「他の者たち」の説は，ウディヨータカラ説を発展させたものであ

ると考えられる．ウディヨータカラは「議論（vAda）」の定義で，反論（upAlambha）が何を対象とするか

という問題を考察しているが，その中で反論の対象は立論それ自体ではなく話者であり，その話者の属性

である言葉に反論するというかたちで比喩的に言い表されていると考える．ここではさらに見解を発展さ

せて，反論者の言葉が対等＝劣っているということは，比喩的に反論者自体が劣っていることを表すと解

する．

NV 338.6ff:問い．それならばこれは何への反論なのか．

答え．敗北する者である．

問い．何が敗北するのか．

答え．人間である．無理解と誤解は人間にあり，［論証の］対象や手段にあるのではない．したがってこの

話す者は，論証能力のない対象と手段を取り上げるから敗北する．聞く者も述べられた通りのカテゴリー

の無理解によって［敗北する］．したがってこの人間の性質が言葉を通して指摘されるので，言葉に喩えて

人間の性質である言葉が反論されるという．（kasya tarhy ayam upAlambhaH? yo nigRhyate| kaz ca nigRhyate? 

puruSaH| apratipattivipratipattI puruSasya, na karmaNo na karaNasya| so 'yam pratipAdayitA 'samarthayoH 

karmakaraNayor upAdAnAn nigRhyate, pratipattApi yathAbhihitapadArthApratipattyA| so 'yam puruSadharmo 

vacanadvAreNodbhAvyata iti vacanam upacarya puruSadharmavacanam upAlabhyata iti|）
8 ここでこのような分類が提出されたのは，詭弁が「反論する能力がないもの」であることを示すために

ほかならない．ウダヤナは NVTP においてウディヨータカラの「能力がない」が自説「自己撞着」につな

がることを説明している．
9 曲解には意図的に意味を捻じ曲げているのか，単なる誤解なのかという問題がある．ニヤーヤ学派では，

曲解・詭弁は意図的な場合に限り，意図的でなければ「無知」という敗北の場合になる．ただし文学的な

比喩（upamA，upacAra. ex.chandra eva mukham）は意図的であっても曲解ではない．詩論のテキストではこ

のような意図の問題が扱われている．
10 詭弁に「自己撞着（svavyAghAtaka）」という定義を与えたのはウダヤナ独自の見解によるものであると考

えられる．NVTP ではウディヨータカラの「反論する能力がない」という文言もこれを意図したものであ
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の根拠であると，これ［＝詭弁］について明言されたことになる．そしてこのことはそれ

ぞれのスートラで説明されるだろう．さてこれ［＝自己撞着］こそが全て［の詭弁］に共

通な［反論の］無能力だが，個別の［反論の］無能力性を我々は後に述べるだろう．

【1-0-4．個々のスートラの意義】

その個々の条件が類似性など［24 種類］である．そしてこのように字義通りの名称を挙げ

るだけでそれら［＝詭弁］の個別定義となるが，そうであっても原因などを明確にするた

めに別々に定義が始められる．なぜなら，それらを集めれば［立論者の］再反論に役立つ

だろうし，正しい答えが思い浮かばなければ，詭弁を用いるのに役立つだろうからである11．

【1-1．（1）類似性・（2）非類似性による対等】

【1-1-1．反論】

そのうち，

類似性と非類似性によって，［類似性と非類似性による］結論に対して，それの属性と反対

のものを導くために，［それぞれ］（1）類似性による対等と（2）非類似性による対等があ

る（スートラ 5.1.2）．

【1-1-1-1．スートラ解釈】

ここ［＝スートラ］に，一般定義12にある「反証（pratyavasthAna）」という語が補完される．

「類似性と非類似性によって」は［「結論」と「反対のものを導くために」の両方にかけて］

繰り返される13．「それ」といって所証が指示され，「導くために（upapatteH）」というのは

「それを目的とする」という意味の第六格である14．語順通りに［＝類似性によるものが類

似性による対等，非類似性によるものが非類似性による対等というように］対応する．［jAti

（女性語）でも pratyavasthAna（中性語）でもなく］「否定（pratiSedha，男性語）」の一部で

あることを明示するために［sama という語は］男性形で提示される．というのも，反証は

二種類あり，他者の主張の否定と，［その上での］自分の主張の証明があるからである［＝

否定は反証に含まれる］．すでに一般定義［＝1.2.18］によって正しい反論や［見せかけの

理由で扱われる］論題類似因であることの指摘は排除されている．

                                                                                                                                                    
るとされる．
11 T.は「正しい（sat）」が「その（tat）」になっているというだけの違いだが，「詭弁が［対論者によって］

用いられるとき，その［反論者の］答えを思い付かなくさせるのに役立つだろうからである」と解釈する

ことも不可能ではない．すなわち，立論者側に立つニヤーヤ学派が詭弁を使うのか，それとも相手が使う

のを封じるだけなのかという違いがある．
12 NS 1.2.18:詭弁とは，類似性と非類似性による反証である．（sAdharmyavaidharmAbhyAm pratyavasthAnaM 

jAtiH||）
13 類似性と非類似性による「結論に対して」，類似性と非類似性による「それの属性と反対のものを導くた

めに」と解する．
14 「ために」は通常第 4 格で表示される．伝統的には第 5 格「～に基づいて」と解する．
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【1-1-1-2．3 種類の対等】

一方この 2 つの詭弁は，それぞれ三種類ずつある．正しいものを対象とするもの，正しく

ないものを対象とするもの，表現が正しくないものである15．

【1-1-1-2-1．正しいものを対象とするもの】

そのうち 1 番目はヴァールッティカに例がある16．

【1-1-1-2-2．正しくないものを対象とするもの】

2 番目の例は「音声は常住である．感触がないから，虚空のように」という結論に対して，

「そのようなことはない．なぜなら無常なもの［＝例えば壺］とでも認識対象性という類

似性があるので，それゆえ［音声が］どうして壺のように無常でないのか．そうではない

［＝認識対象ではない］というならば，常住でもないことになってしまう．［類似性がある

という点で］違いがないからである．」あるいは「［音声には］必ず［常住である］虚空と

の，『我々などの外的器官によって把握されること』という非類似性もある．それゆえどう

して［同じく虚空と非類似性をもつ］壺のように無常でないのか．そうでないというなら

ば，常住でもないことになってしまう．［非類似性があるという点で］違いがないからであ

る．」

【1-1-1-2-3．表現が正しくないもの】

３番目の例はバーシャにある17．［しかし］表現だけにおいて欠陥があり，内容には［欠陥

                                                  
15 立論と反論が正しい＝遍充関係によるものか否かで分類する．反論の方は詭弁である以上，誤ったもの

のみが想定されている．しかし第 3 の例では，内容的には誤っていないものを，表現上の誤りとして分類

している．
16 ウディヨータカラは次に挙げるヴァーツヤーヤナの例を取り上げず，全く別の音声の例にしている．

NV 2006.11-15:例えば「音声は無常である．生起する属性をもつから．生起する属性をもつ水がめなどは無

常であることが見られる．「もし無常な壺との類似性から無常ならば，常住な虚空との類似性である非有質

性があるので，常住になる」という．同じ理由に対して「虚空との非類似性から」と言うとき「もし常住

な虚空との非類似性から無常ならば，虚空による，常住なものとの類似性である非有質性があるから，常

住になるという．もしあなたがこの類似性では常住でないと考えるならば、無常な壺との類似性と常住な

虚空との非類似性から無常であるということはできない．」（yathA – anityaH zabdaH utpattidharmakatvAt| 

utpattidharmakaM kumbhAdy anityaM dRSTaM| yady anityaghaTasAdharmyAd anityaH, nityenApy AkAzena sAdharmyam 

amUrtatvam astIti nityaH prAptaH iti| etasminn eva hetAv AkAzavaidharmyAd ity ukte yadi nityAkAzavaidharmyAd 

anityaH, nityasAdharmyam apy AkAzenAmUrtatvam asty ato nityaH prAptaH| atha manyase saty asmin sAdharmye 

na nityaH? na tarhi vaktavyam anityaghaTasAdharmyAn nityAkAzavaidharmyAc cAnitya iti|）
17 ヴァーツヤーヤナは，以下の例を挙げる．

NBh 2005.5ff:アートマンは運動をもつ．実体が運動の原因と結びつくから．実体である土くれは運動の原

因である属性と結びついて運動をもつ．アートマンも同様である．それゆえ運動をもつ．（kriyAvAn AtmA, 

dravyasya kriyAhetuguNayogAt | dravyaM loSTaH kriyAhetuguNayuktaH kriyAvAn, tathA cAtmA, tasmAt kriyAvAn iti|）

これに対して反論者が次のように反論する．

NBh 2005.7ff:アートマンは運動をもたない．遍在する実態は運動をもたないから．遍在する虚空は運動を

もたない．アートマンも同様である．それゆえ運動をもたない（niSkriya AtmA vibhuno dravyasya niSkriyatvAd, 

vibhu cAkAzaM niSkriyaM ca, tathA cAtmA, tasmAn niSkriya iti |）

あるいは，以下のようにも反論される．
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が］ないということを示すため，［バーシャの例を取り上げない］ヴァールッティカの意図

は［否定ではなく単なる］無視である18とタートパリヤ師［＝ヴァーチャスパティ］は述べ

た．［内容的に］正しい反論であっても表現上の過失によってのみ詭弁となるというこの意

味は反例による対等や論題による対等などにおいてまさに［ヴァーチャスパティ］自ら明

白にするからである19．

                                                                                                                                                    
NBh 2006.3f:運動の原因である属性と結びついた土くれは限られたものであることが見られる．しかしアー

トマンはそうではない．それゆえ土くれのように運動をもつものではない（kriyAhetuguNayukto loSTaH 

paricchinno dRSTo na ca tathA''tmA, tasmAn na loSTavat kriyAvAn iti |）

ヴァーツヤーヤナはこの反論に優れた理由（vizeSahetu）がないという理由で類似性・非類似性による反論

とする．
18 以下の 3 通りの読みがあり，上記のような事情と Pra，Pan の注釈を鑑みて（2）に従った．NBh の例を

無視しているのはウディヨータカラであってヴァーチャスパティミシュラではないことから（1）（3）の「意

図を無視して」は除外される．

（1） KM:vArtikatAtparyam upekSyoktA

（2） K,PA,PR:vArtikatAtparyam upekSoktA

（3） T,M:vArtikatAtparyam upekSyoktaM

Pra:問い．もしこのバーシャ作者の例が当該の詭弁にほかならないならば，どうしてティーカー作者はヴァ

ールティカ作者について［のみ］解説したのか．

答え．これゆえ「表現だけにおいて」という．「無視」というヴァールティカ作者の意図がそうであると述

べられたという意味．意図とは企図のこと．また同様にバーシャ作者の例について，ヴァールティカ作者

にどのような意図があるのか，捨てる，拾う，無視するのいずれかであろうと知りたいときに，ティーカ

ー作者は「無視」と述べた．

Pan:またその限りヴァールティカの例の目的を述べ，バーシャの例を無視することであるとタートパリヤ

作者であるバーチャスパティミシュラが述べている．これは例にならないという意味．
19 ヴァーチャスパティミシュラはこの NBh の例を「詭弁ではない」とし，それゆえウディヨータカラは無

視したのであると解説する（NVTT 2005.16:atra ca sAdhanam AbhAsam uttaraM ca na jAtiH | vibhutvasyAkriyatvena 

svabhAvataH pratibandhAt | tenaitad upekSya vArtikakAra udAharaNAntaram Aha -）．

ウダヤナはヴァーチャスパティミシュラ説を修正，「表現が正しくないもの」という分類によって NBh の

例を再び詭弁に組み込んでいる．そしてその修正案を正当化するため，ヴァーチャスパティミシュラが「そ

れ［NBh の例］を無視してヴァールティカ作者が述べる」と述べたことを引き合いに出し，NBh の例はウ

ディヨータカラによってあくまで無視されただけで，否定されている訳ではないとしている．

ヴァーチャスパティミシュラはこのような 3 分類を行っていないばかりか，「表現が正しくないもの」も

言及していない．したがってこの 3 分類は彼の注釈を巧みに解釈したウダヤナの創作であると考えられる．

「表現が正しくないもの」は後代にも引き継がれ，遍充関係によって軍配が上がりそうなものを詭弁にと

どめておくのに用いられる．詭弁の位置づけを探る上で興味深い．

AN では，詭弁をまず正しいものを対象とするもの・正しくないものを対象とするものの 2 種類に分けた上

で，後者をさらに表現が正しくないものとそれ以外に下位分類している．表現が正しくないものは内容自

体正しいため，正しいものを対象とするものではありえないためである（AN 14.17ff）．Pra はこの状況を牛

と斑牛の論理で別立てしていると説明している（Pra 9.14ff）
このように，NV は NBh の例を無視して別の例を出し，NVTT はこれを NBh の例は詭弁ではないから，

それを無視して別の例を出したと解説している．しかしウダヤナはこれを曲げて，NBh の例も詭弁である

ことを正当化しようとするため，「無視」という言葉に着目する．NV は NBh の例を無視するだけで否定は

していない．NVTT は「反例による対等」の項で NBh が挙げた例について，不確定因の指摘の様式をとれ

ば正しい反論になるが，そうしていないことによって詭弁であると判定し，また「論題による対等」の項

で挙げる例が「同じである」と述べることで論題による対等となるとしており，表現によって詭弁になる

ことを示唆している．

NVTT 2019.14ff:バーシャ「反例が取り上げられる」について．運動の原因である属性と結合した虚空は運

動をもたないことが知られる．それゆえこの反例によってどうして運動の原因である属性との結合が運動

をもたないことだけをアートマンについて証明しないのかと補う．またもしこれが不確定因の指摘「運動

の原因である属性と結合していても運動をもたないことが見られる．虚空のように」ならば，それは正し

い反論だろう．しかしこれはそうではないので詭弁である．（bhASyaM - pratidRSTAnta udAhriyate | 
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【1-1-1-3．類似・非類似の区別は原因による】

本質的でない，異類に随伴する属性をもつことを見ることが前者［＝類似性による対等］

の原因であり，本質的でない，異類に随伴しない属性をもつことを見ることが後者［＝非

類似性による対等］の原因であるということを明らかにするために，［類似性による対等と

非類似性による対等を］別々に取り上げている20．一方，さもなければ別の属性によってそ

の属性と反対のものを導くために反証するのは「反対属性による対等」というひとつだけ

になってしまう．

【1-1-1-4．論題の対等との区別】

問い．それではどのようにして反対属性による対等［＝類似性・非類似性による対等］と，

論題による対等が区別されるのか21．

【1-1-1-4-1．排撃の誤った指摘―eke】

ある者たちは，前者［＝反対属性による対等］は「その属性と反対のものを導くことに基

づいて」という［スートラ 5.1.2 の］文言から排撃の誤った指摘であり，後者［＝論題によ

る対等］は「論題の成立に基づいて」という［スートラ 5.1.16 の］文言から反主張をもつ

ものの誤った指摘であるという．そして彼らは以下のように考える．すなわち，別の認識

手段による排撃の誤った指摘も同様に［反対属性による対等に］包含されているはずであ

ると22．

                                                                                                                                                    
kriyAhetugunayuktam AkAzam akriyaM dRSTaM tasmAd anena pratidRSTAntena kasmAt kriyAhetuguNayogo niSkriyatvam 

eva na sAdhayaty Atmana iti zeSaH | yadi punar iyam anaikAntikadezanA syAt - kriyAhetuguNayuktasyApy akriyatvaM 

dRSTaM yathA ''kAzasyeti, tad etat saduttaraM syAt | na tv evam etad iti jAtiH |）

NVTT 2027.19ff:このように無常論者に対して反論を示してから常住論者に対して述べる．「そしてこれは同

じである．常住なものとの類似性によって［理由が］述べられるとき」と．したがってこのように類似性

によって 2 つの論題による対等が述べられた．同様に非類似性によって 2 つの論題による対等を，常住と

無常のまさに両論者に対して述べる．「そしてこれは同じである」と．両方との非類似性に基づくという．

常住なものである虚空との非類似性から所作性のゆえに，無常な壺との非類似性から非可触性のゆえにと．

したがってこのように 4 つの論題による対等がある．（evam anityasAdhanavAdinaM praty uttaraM darzayitvA 

nityasAdhanavAdinaM praty Aha - samAnaM caitan nityasAdharmyeNocyamAna iti | tad evaM sAdharmyeNa 

prakaraNasamadvayam uktaM tathA vaidharmyeNa prakaraNasamadvayaM nityAnityasAdhanavAdinAv eva praty Aha 

- samAnaM caitad iti | ubhayavaidharmyAd iti | nityAkAzavaidharmyAt kRtakatvAd anityaghaTavaidharmyAc 

cAsparzavattvAd iti tadevaM prakaraNasamacatuSTayaM |）
20 類似性による対等は，詭弁の論者が「本質的でない，異類に随伴する属性」を取り上げることが原因で

ある．例えば「中身がないこと（amUrtatva）」は，常住という点で音声の異類（対論者にとっては同類）と

なる虚空に随伴し，主題である音声に随伴することから音声が常住であることを導く．

同様に非類似性による対等は，詭弁の論者が「本質的でない同類に随伴しない（同類から排除される）

属性」を取り上げることが原因である．例えば「中身がないこと」は，無常という点で音声の同類（対論

者にとっては異類）である壺に随伴せず，主題である音声に随伴することから，音声が常住であることを

導く．PA ではこれを非共通となる証因を挙げることと解釈する．

いずれも「中身がないこと」は常住性と遍充関係をもたず，本質的でない．
21 定義項「所証の属性と反対の属性によって」という語をめぐる議論が続く．類似性・非類似性による対

等が無区別になってしまうという恐れを排除した後で，この 2 つが論題による対等と無区別になってしま

う恐れを排除する説明が模索される．論題による対等への過大適用の排除ということもできる．
22 一部の者たちは以下を根拠に反対属性による対等を排撃の誤った指摘に，論題による対等を反主張をも
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【1-1-1-4-2．再反論による区別―ヴァーチャスパティミシュラ】

［排撃か反対主張かは］「再反論のスートラを示すことにより逆になる」とタートパリヤテ

ィーカーにある23．前者［＝反対主張による対等］では再反論の手続きで［反論との］差異

を明らかにするが，後者［＝論題による対等］では反論証に対して排撃を提示する．

【1-1-1-4-3．反主張をもつものの誤った指摘】

問い．ここで正しいのはどちらか．

答え．後者である．それ以外に成立することはないから．

なぜなら反主張をもつものの誤った指摘においては，［再反論の中で］反論証の排撃は取り

上げられないからである．また，たとえ反主張をもつことが取り上げられても，［反論の］

過失に資することはない．［再反論を］成立させないから．それどころか美点に資する．同

じであることだけを取り上げて［反論が］起こっているから．

また同じ力［の反論］によって排撃を述べる者に対し，［反論が自己］否定［になること］

を無視して［反論との］差異を示すことが優れているということはない．その顕著な過失

を無視することはできないからである24．

【1-1-1-4-4．スートラは逆に解釈できる】

一方［ある者たちの説の根拠となる］「その属性と反対のものを導くこと」と「論題が成立

                                                                                                                                                    
つものの誤った指摘に分類する．

1．スートラの文言「その属性と反対のものを導くこと」は排撃の誤った指摘を表し，「論題の成立」は反

主張を持つものの誤った指摘を表す．

2．排撃は他の認識手段の間でも起こるが，均衡は推理同士でしか起こらない．このことはスートラの文言

と合致する．「その属性と反対のものを導く」ならば認識手段は推理に限らないが，「論題の成立」は推理

にしか適用できない．
23 類似性・非類似性による対等では，反論の力が劣っているのに同じ力をもつと誤認され，反主張をもつ

ものを指摘しようとする．一方，論題による対等では同じ力を持っているのにより強いと誤認され，排撃

を指摘しようとする．このように実際の力関係と反論者の誤認内容にずれがあるために，排撃と均衡の解

釈にずれが生まれたと考えられる．

NVTT にはウダヤナが引用するような一節は見出されない．論題による対等の解説に見出される以下の一

節が元になったものと考えられる．ここでは声無常論証に対して声常住論証が提示され，結論が出ない状

態になったときに，前主張者が反論を反転させた同じ再反論を行って返している．ただしこの一節だけで

ウダヤナが解釈するような説に行き着くとは言いがたい．

NVTT 2027.19:同様に無常の証明を行う論者に再反論を示して，常住の証明を行う論者に対抗する．「また

同じことが無常なものとの類似性が述べられている［理由において該当する］（NBh）」と．（evam 

anityasAdhanavAdinaM pratyuttaraM darzayitvA nityasAdhanavAdinaM praty Aha - samAnaM 

caitannityasAdharmyeNnocyamAna iti |）
24 まずウダヤナは TIkAkAra 説を踏まえ，反対属性による対等では差異を述べることで，また論題による対

等では排撃を述べることで解決するという再反論のスートラを根拠に，反対属性による対等は反主張をも

つものの誤った指摘，論題による対等は排撃の誤った指摘であると述べる．

これを反対にしてしまうと，再反論が有効にならない．反対属性による対等で排撃を述べても，相手は同

じ論法で反論してきているのだから効き目がないどころか，相手の論法を認めたことになってしまう．ま

た，論題による対等で差異を述べても，反論の中の排撃が自己矛盾をもたらすことを指摘しなければ，過

失の見逃しになってしまう．
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すること」は，［前者が反主張をもつものの誤った指摘，後者が排撃の誤った指摘というよ

うに］逆にしても説明することができるだろう25．

【1-1-1-4-5．他の認識手段（知覚）による均衡】

また［ある者たちの説の根拠となる］別の認識手段による排撃の誤った指摘があるのと同

様に，別の認識手段による均衡の誤った指摘も［これらの詭弁に］含まれる．そしてまた

それ［＝他の認識手段による均衡］のためであっても［「その属性と反対のものを導くこと」

という］スートラが解釈できるので，いかなる違いもない．すなわちピッタ病に冒されな

がら白い貝殻を見て，「これは白い［はずだ］．なぜなら貝だから．他の貝と同じように」

と主張したとき，詭弁の論者が述べる．「これはそうではない［＝白くない］．黄色が知覚

されているのだから．もしこれ［＝知覚］が排撃とならないとすれば，［貝は白いはずだと

いう］あなたの推理も正しくない．［どちらも］認識手段という点で違いがないからである」

と．同様に均衡によっても反論する［ことができる］．「推理に基づいて白いならば，直接

知覚に基づいてこれがまさに黄色であるとどうしてならないのか．そしてそれ［＝黄色］

はそこ［＝貝殻］にある．そのように顕現しているから．また［黄色の知覚と白色の推理

に］いかなる違いもない」と．同様に音声と類推についても［排撃と均衡の両方が］知ら

れるべきである．

また，「これ［＝黄色の知覚による詭弁］は［詭弁ではなく］純粋な反論できないものへの

反論である．直接知覚などが誤っている［＝想定された欠陥ではない］から」と述べるべ

きではない．［誤っている場合はもちろんのこと，］誤っていないとしても，このような表

現が欠陥だから．推理［の場合］と同じである．あるいはそうである［＝誤った認識手段

による反論が，純粋な反論できないものへの反論である］ならば［排撃の誤った指摘も］

同じく［詭弁に］包含されない［ことになってしまうだろう］26．それゆえ前者が反主張を

持つものの誤った指摘であり，後者が排撃の誤った指摘であることが確定した．

                                                  
25 続いて 1 を逆に読み替えても解釈可能とする．「その属性と反対のものを導く」は反主張によって均衡を

意図し，「論題の成立」は同じ力なのにより力が強いと誤認して排撃を意図すると解する．このような解釈

をするものはウダヤナ以前におらず，彼の創出であると考えられる．
26 ウダヤナの解釈によって問題となるのは根拠の 2，推理にしか適用できないはずの均衡を「その属性と

反対のものを導く」という広い定義に割り当て，他の認識手段でも適用できる排撃を「論題の成立のため

に」という狭い定義に割り当てることになるのではないかという懸念である．これに対してウダヤナは均

衡が他の認識手段からでも起こり，対抗する認識手段の種類は排撃も均衡も変わらないことを述べる．そ

の例として，黄色い貝殻の知覚と白い貝殻の推理を対立させ，排撃と均衡が共に可能となることを示して

いる．

もし黄色い貝殻の知覚は，明らかに誤ったものであるからそれによって排撃や均衡は指摘できない，純粋

な反論できないものへの反論という敗北の場合に含むべきであるというならば，同様に推理も，詭弁では

明らかに誤ったものなのに排撃や均衡を指摘しているので，誤っていることによって排撃や均衡が指摘で

きないというのは誤りであるとされる．

結局，誤っていなくとも表現上の過失によって詭弁になるのだから，排撃や均衡をもたらす認識手段の正

誤はこの際問題となっていない．見かけ上の排撃や均衡こそが，排撃の誤った指摘，均衡の誤った指摘と

して詭弁で取り扱われるのである．



250

【1-1-1-4-6．不確定の誤った指摘―VArtika】

一方，「不確定の誤った指摘である」というヴァールッティカ27は，証因［自体の］中にあ

る［正しい理由と］同じ性質をもつことという属性に関して［反論するのが類似性・非類

似性による対等と言われるの］であり，反証因に関してではない．それ［＝反証因］によ

る［論証の］逸脱は指摘されていないから．あるいは「不確定」という言葉は、［逸脱を意

味するのではなく］決定的でないという意味である28．

【1-1-1-5．類似性・非類似性による対等を起こす各要素】

したがって両者［＝類似性・非類似性による対等］は反論証を手段とし，［立論者の］理由

が［詭弁の］批判点であり，反主張をもつことが想定されている．それの錯誤が結果であ

る．原因はすでに述べられた29．「もし私が述べた理由［が正しくない］ならば，あなたの

                                                  
27 NV 1006.16:したがってこの詭弁は優れた理由の非存在を示す．また優れた理由がないから不確定の誤っ

た指摘である．（seyam jAtir vizeSahetvabhAvam darzayati | vizeSahetvabhAvAc cAnaikAntikadezanAbhAsA iti|）
28 Gokhale［1992］によれば，ウディヨータカラの時代には「反主張をもつもの（satpratipakSa）」という用

語がまだなく，似たものとして「矛盾非逸脱（viruddhAvyabhicAri）」があったが，ディグナーガがこれを不

確定因に分類していたことを指摘する．ウディヨータカラもこれが矛盾非逸脱というかたちで不確定に含

まれることを言っていたのではないかと考えられる．しかしウダヤナの時代にはこのような分類はすでに

認められなくなっていた．ウダヤナは類似性・非類似性による対等を「反主張をもつことの誤った指摘」

であると結論付けた後，これを「不確定の誤った指摘」であるとしたウディヨータカラ説に 2 つの解釈を

試みる．

1 つは不確定をこじつける解釈．「音声は無常である．作られたものであるから．壺のように」という主張

が述べられた場合，作られたものであるのに常住という本当の意味での不確定の指摘（＝反証）はできな

い．そこで対論者は，「作られたものであること」のもつ主題所属性や同類に存することといった属性を取

り上げ，これらを有する別の理由「認識対象であること」によって反論する．「音声は常住である．認識対

象であるから．虚空のように．もし認識対象が常住でないというならば，作られたものも無常ではない．

主題所属性や同類に存することでこの 2 つの証因は共通するから．」

確かに「認識対象であること」は，証因「作られたものであること」と同じ性質「主題所属性」「同類に存

すること」（「異類から排除されること」は非共通），つまり類似性をもっている．しかし類似性をもちなが

らも反証は不確定因という誤った理由が帰結する．そこでこれを指摘するならば類似性をもつ証因も不確

定因となり，引き分け＝反主張をもつ状態が生まれる．

確かに反証因は不確定因なのでウディヨータカラの説明は可能となるが，ここで主要なのは同じ性質＝類

似性を取り上げることなので類似性による対等の中で扱われることになる．実際のところ，対論者が意図

するのは主張に不確定因があると示すことではなく，不確定因を使って類似性を示すことである．

このようにウダヤナはウディヨータカラの言葉遣いを生かしつつ，類似性による対等であることを説明し

ている．

もう 1 つの解釈では，不確定は誤った理由のことではなく，単に「決定的ではない」という意味にとるも

ので，これはウダヤナの結論「反主張を持つことの誤った指摘」に刷り合わせたものとなっている．

いずれの場合もウダヤナはウディヨータカラ説を否定せず，矛盾のないように，あるいは自説に引き寄せ

て説明しているのは，先師への尊敬を示すものと言えるだろう．インド哲学の一般的態度「sthitasya gatiH
cintanIyA（予め定まったものの捉え方を考えるのみ）」を，スートラ作者だけではなく注釈者の説明も予め

定まったものとして捉える態度が見て取れる．それは盲目的に受け入れることではなく，理性的に受け入

れる作業である．
29 詭弁を説明するためにウダヤナは被定義項，定義項，起こり，成立所，根拠，結果，除去という 7 つの

要素を後に提示している．ここではそのうち被定義項，定義項，除去を除いた 4 つに加え，原因（kAraNa），
想定されているもの（Aropya）が挙げられている．内容的に原因は根拠に，想定されているものは結果に関

連している．

NP 134.8f:lakSyaM lakSaNam utthitiH sthitipadaM mUlaM phalaM zAtanaM jAtInAM savizeSam etad akhilaM 

pravyaktam uktaM rahaH |
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もの［＝理由］は均衡に基づいて正しくない．」というのと，「そうでない［＝私の述べた

理由が正しくない］というならば違いがないから正しくない」という両方で反論となる．

不注意［＝誤っていることを知らないで反論する場合］と考えを見失うこと［＝知ってい

て反論する場合］は全ての場合にきっかけとなる30．

【1-1-2．再反論】

【1-1-2-1．欠陥の分類】

さて，欠陥の根源が考えられる．そしてそれ［＝欠陥の根源］は共通なもの，非共通なも

のという 2 種類ある．そのうち前者はさまざまなあり方の［自己］撞着であると後に説か

れるだろう．後者は（1）妥当な要素の欠如，（2）妥当でない要素の付加，（3）対象でない

ものへの適用である．そのうち両者［＝類似性・非類似性による対等］が，妥当な部分を

欠くことを示すために［次の］スートラがある．

【1-1-2-2．再反論のスートラ】

牛性に基づいて牛が成り立つようにそれは成り立つ（スートラ 5.1.3）．

牛の成立とは，「牛」という表現の成立［という意味］である31．

【1-1-2-3．必然関係による否定】

これ［＝類似性・非類似性による反論］に対して以下のように再反論の次第がある．あな

たのこの反論は必然関係に依拠していないが，それは自身の意図によるものか，それとも

誰か他の人の意図によるものか？

【1-1-2-3-1．必然関係がないことを知りつつ反論する場合】

前者ではない．［自己］撞着になるから．すなわちこれ［＝反論］は自身の所証の認識を生

むものではない．必然関係に依拠しない反対属性と均衡するからということが 2 つの詭弁

［＝類似性・非類似性による対等］の文意である．そしてそれ［＝文意］は詭弁による返

答［自体］にも影響を及ぼす．すなわち「これ［＝反論］は批判されるもの［＝立論］の

欠陥の認識を生むものではない．必然関係に依拠しない反対属性と均衡するから」という

ように．また同様にこれ［＝詭弁］は自己撞着という条件に遍充されているので，どうし

て［自己撞着の］まさに以前に，立論を反論することが存在しようか．

そしてこのようにして，両者［＝立論と反論］共に欠陥であることはない．詭弁が反論で

きないと定まれば，［立論の］理由は過失がないからである．

あるいは別の反論によって反論される［と対論者がいう］ならば，それ［＝別の反論］こ

                                                  
30 「不注意」は誤っていることを知らないで反論する場合，「考えを見失うこと」はそれを知っていて反論

する場合．
31 牛性は単一・恒常・不変・個物に随伴するという点で遍充関係に喩えられる．スートラ解釈は NVTP に

詳しく，NP ではほとんど行われていない．



252

そ述べられるべきである［が，実際には述べられていない］．いずれにしても［＝反論でき

ない場合でも，別の反論を要請する場合でも］これ［＝詭弁］は［立論の］過失を指摘す

るものではない．

あるいは，以下のような［再］反論がある．「もし必ず立論を反論できるものでなければ，

これ［＝反論］が何になろうか．またもし必然関係を知っていながら［この詭弁を］述べ

るならば，心に必然関係があるのに，言葉にその反対があるので言葉と心がかみ合ってい

ない．

【1-1-2-3-2．必然関係がないことを知らずに反論する場合】

あるいは，「この内容ならば反論できる」とあなたが知らなければ，そのため［＝反論のた

め］の文章の提示は破綻している．それ［＝文章の提示］は［内容の］知を前提としてい

るから．また［反論が］可能であるという知はその証拠なしになく，そしてそれ［＝証拠］

は反対属性だけで反対されているものが決して証因ではないと知っている者たちに，どう

して受け入れられようか？ そうであってもそれ［＝反論］が欠陥がないことの証拠に対

して他にも証拠があるならば，どうしてそのように反論できようか．このように破綻の連

続［＝無限遡及］になってしまう．

【1-1-2-3-3．他者が必然関係のないことを知っている場合】

また他者の意図によるものではない．他の人はこのように承認しないから32．

以上がスートラの意味である．

【1-2．（3）付加～（8）証明による対等】

【1-2-1．反論】

所証と実例について属性の別な選択肢を出すことに基づいて，また両者が未論証であるこ

とに基づいて，（3）付加，（4）除去，（5）言述，（6）非言述，（7）選言，（8）証明による

対等がある（スートラ 5.1.4）．

【1-2-1-1．スートラ解釈】

「言述」，「非言述」，「証明」というのは［対象ではなく］行為を第一とする説示33である．

名称［そのまま］としての各［適用］根拠によって［前］五者の定義となる．「両者が未論

                                                  
32 反論が遍充関係に依拠していないことを前提として，対論者にその意図があるか否かという選択を迫る．

誤っていると思うならば最初から破綻しており，正しいと思っているならば反論に正しさが反映されてい

なければならない．誤っているとも正しいとも思っていなければ無意味なことを言っていることになる．

ウダヤナは 2 つの選択肢から，このいくつかの場合の何れにおいても反論が成り立たないことを示してい

る．
33 varNya=varN+Nyat, avarNya=naJ+varN+Nyat, sAdhya=sidh+Nic+yat

tayor（=bhAvakarmayor） eva kRtyaktakhalarthAH P.3.4.70
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証であることに基づいて」というのは 6 番目［＝証明による対等の定義］である34．「所証

と実例について属性の別な選択肢を出すことに基づいて」というのは過大適用を避けるた

めであり，また原因の属性を示すことによって述べたもの［＝付加～選言による対等］が

［言明］可能なことを説明するためである．というのも，［反論者が］見せかけの論理を考

えずに，まさにこのような［＝スートラで定義されるような］付加などによって反論する

ことはできないからである．［考えずに反論するならば］一切［の反論］に一切の付加など

が付随してしまうから．

それではこの「属性の選択」とは何か．別様であること，それ以外であること，あるかな

いかという意味である．

【1-2-1-2．付加による対等】

【1-2-1-2-1．付加と分離】

そのうちまず，付加による対等では，実例と所証［＝主題］において遍充するものと遍充

されるもののいずれかと，別の属性を［実例で］結びつけ［主題で］切り離す35．［遍充す

るものと遍充されるものの］両方ともに，結びつけたり切り離したりすれば，付加がない

からである．「［実例である］無常な壺などは，色などを持っており，また聞かれないもの

であることが知られている．［主題である］音声も同様になってしまう．違いがないから．

［しかし実際はそうではないので，無常ではない．］」そのように［立論者が］意図したも

の［＝無常性］と反対のことを論証するから，［立論者の］理由は矛盾因になる．

【1-2-1-2-2．付加による対等を起こす各要素】

（1）したがってこれの原因は，所証の基体から切り離された属性の，実例の基体において

                                                  
34 ヴァーチャスパティミシュラは「所証と実例について属性の別な選択肢を出すならば」を前五者の定義，

「また両者が未論証であるならば」を 6 番目の定義とし，さらに「所証と実例について属性の別な選択肢

を出すならば」を他の詭弁と区別するためであるとする．ウダヤナはこの説に従いつつ，これらを詭弁の

原因とも捉えている．ヴァルダマーナは新派（navyAH）の説としてこの区別を否定し，いずれも 6 つ全て

の定義に該当すると述べている．

ANTB 18.16f:「未論証であるならば」というのは 6 番目であると旧派は述べ，両方とも全てに当てはまる

と新派は述べる．（tatsAdhyatvAd iti SaSTham iti prAJcaH| ubhayam api sarvatreti navyAH|）
35 色などをもつもの，聞かれないものであること＝遍充するもの（無常性）または遍充されるもの（所作

性）と，実例（壺）において結びつけられ，所証（音声）において切り離される属性．

Cf.NVTT 2010.16:したがって所証と実例の属性を選択すること＝多様性に基づいて不可を帰結する場合が

付加による対等である．（so'yaM sAdhyadRSTAntayor dharmavikalpAd vaicitryAd yatrotkarSaM prasaJjayati sa 

utkarSasamaH|）

前主張の見解 音声 壺

証因「作為」 ○ ○

所証「無常」 ○ ○

反論者の見解 音声 壺

証因「作為」 × ○

所証「無常」 × ○

別の属性「色」 × ○

別の属性「非聴聞」× ○
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論証したい属性と結びつきの知覚，あるいは逸脱の非知覚，それ［＝逸脱］の原因となる

条件の単なる非知覚が原因であり，（2）理由が反論されるべきものである．（3）矛盾因で

あることが想定されている．（4）それの錯誤が結果である．そしてこれは一部に矛盾を誤

って指摘することである．そして正しいもの・正しくないものを対象とすることによって 2

種類ある．

【1-2-1-3．除去による対等】

【1-2-1-3-1．排除と除去】

同じ原因の属性［＝結びつけ切り離される属性］は，除去においても同様である．［すなわ

ち］単に遍充するものであると誤認することによって，一つの属性を排除することで，所

証［＝主題］において，論証したいもの［＝所証］または理由のいずれかを除去すること

が，除去［による対等］である．

【1-2-1-3-2．実例における除去－ウディヨータカラ】

例示されるもの［＝主題］において遍充関係を認めずに，実例においてそれ［＝遍充関係］

を除去することはありえない言明だから．

【1-2-1-3-3．別の属性の除去－ヴァーツヤーヤナ】

［主題において所証・証因とは］別の属性を除去するとき，前主張に対して反論とならず，

「別の内容」または「他説追認」のいずれかによってこそ，敗北の場合になるからである．

そして［一般に］詭弁は，反論できないものへの反論の一部としてそれら［＝別の内容と

他説追認］から区別されているからである．

【1-2-1-3-4．証因・所証の除去】

一方，論証したいこと［＝所証］を除去する場合，遍充するものの非知覚という特質をも

つ別の推理による排撃の指摘となるだろう．また理由を除去する場合は不成立因の誤った

指摘である．

［問い］それではどうして現に見られているものにほかならない理由を除去できるのか．

［答え］遍充するものの非知覚を堅固にする推理によって，知覚が錯誤であると想定され

るからである．まさにこれゆえ［ニヤーヤ学派の］主宰神の推理に対して一部からの矛盾

の指摘をするときに，シャンカラ師をはじめとする全員が，身体をもつなどを付随すると

いう「付加による対等」を述べたという36．そしてそれ［＝身体などの獲得］をなくすこと

                                                  
36 シャンカラをはじめとする反論者は「身体の獲得」という別の属性を壺などの実例に付加，主題から排

除することで「創造主であること」を除去する．ウダヤナの分類では論証したい属性の除去，すなわち排

撃または対立主張をもつことの誤った指摘となる．証因「結果」は現に見られているのに否定されたこと

になる．

「身体の獲得」は主宰神論証への典型的な反論である．これに対してニヤーヤ学派は，世界を作ることが
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に基づいて，創造者の否定という「除去による対等」を述べている．

【1-2-1-3-5．ヴァーツヤーヤナ，ウディヨータカラ説の否定】

それゆえバーシャ・ヴァールッティカの例示は，［「除去による対等」の例ではなく］反論

の方法を示すためだけのものである37．［除去による対等の例ならばバーシャとヴァールテ

ィカは］相互に矛盾するから，また［バーシャの例は］別の敗北の場合になるからである．

まさにこれゆえティーカー作者は，それらについて沈黙したのである．しかし「結果によ

る対等（スートラ 5.1.37）」の箇所についてディグナーガの例を付加・除去による対等に含

めつつ，まさにこの内容を示唆したという38．また理由の除去はそこ［＝結果による対等の

                                                                                                                                                    
できるほどの主宰神は，自分の身体も容易に作ることができると答える．

前主張の見解 主宰神 壺作り

証因「結果」 ○ ○

所証「作者」 ○ ○

反論者の見解 主宰神 壺作り

証因「結果」 × ○

所証「作者」 × ○

別の属性「身体」 × ○…vyApakaだと誤認している
37 ヴァーツヤーヤナもウディヨータカラも，前主張を直接的に否定していない．ヴァーツヤーヤナは所証

でない属性を除去することで間接的に所証全体の不成立を狙うが，それだけでは所証を認めたことになり

かねない．ウディヨータカラは喩例から属性を除去することで，喩例が成り立たないことから論証全体の

不備を狙うが，そのためには主題の遍充関係を前提としなくてはならず，これを認めなければ主題と全く

関係のないものを除去していることになってしまう．そこでウダヤナは除去される所証か証因は必ず前主

張のものであること，除去は主題において起こるべきことを明記している．そしてその前段階に，遍充す

るものであると見誤った別の属性をなくすこと（ないものをないと指摘すること）を挙げる．

しかしこのように先行する注釈者の見解を修正した結果，付加・除去による対等は，説明における重点だ

けの違いで手続きは同じになっていることが看取される．反論の過程で別の属性が主題にないことを指摘

するところを，付加による対等では分離（viyoga）と呼び，除去による対等では放棄（nivRtti）と呼んでい

るが，内容に違いはない．指摘される誤った理由は異なるが，付加されたものに重点が置かれれば「一部

からの矛盾因」となり，その結果除去されたものに重点が置かれれば排撃・対立主張を持つもの・不成立

因のいずれかになるという，重点の違いに基づくと考えられる．

付加による対等…実例に別の属性を付加→別の属性を主題から分離（→所証や証因を否定）

除去による対等…（実例に見られる別の属性を取り上げ）→別の属性を主題から排除→所証や証因を除去
38 ウダヤナが指摘するとおり，ヴァーチャスパティミシュラは定義を述べるだけで NBh・NV の例示を検

討していない．

一方「結果による対等」では，仏教徒の提示した例「壺が土塊などの結果であることと，音声が意図・努

力・呼気・摩擦の結果であることは別である．したがって音声の所作性は壺などの所作性と異なるので，

所作性は無常性の証因とならない」「人間・山・海などが結果であることと，寺院の美しい扉などが結果で

あることとは別である．（したがって結果性は創造主をもつことの証因とならない）」を，付加・除去によ

る対等と異ならないと指摘している．異ならない理由はスートラの文言「所証と実例に属性の選択をする」

を引くのみでウダヤナが述べたような何を付加し除去するかまでは述べていない（「結果による対等」参照）．

そこでウダヤナは NVTP 580.16f で，ヴァーチャスパティミシュラの説明を解釈している．そこでは「棒や

ろくろなどの作用を前提とすること」が音声に，寺院などのように「身体の作用を前提とすること」が世

界に付随されているので「付加による対等」，それらがないからといって結果であることを否定するならば

「除去による対等」，主題と実例は別であるというだけならば言述・非言述による対等になると述べる．

この例は実例において付加された別の属性が主題にないからという理由で，所証を否定するという形式で

あり，ウダヤナが述べる「論証したい属性の除去」となっている．ヴァーチャスパティミシュラはここで

もヴァーツヤーヤナやウディヨータカラ説に一切触れていないが，自ら扱った例を分析すれば，ヴァーツ

ヤーヤナやウディヨータカラの述べたような形式とは異なり，ウダヤナが提示した形式が得られる．両者

の説が正しくないことをヴァーチャスパティミシュラが「示唆した（vyaJjayati sma）」とウダヤナが述べた
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説明］で明らかである．

【1-2-1-3-6．除去による対等を起こす各要素】

それゆえこれは遍充するもの［＝別の属性］の非知覚が手段である．批判点は理由にほか

ならない．所証の除去ならば排撃または対立する主張をもつこと，理由の除去ならば不成

立であることが想定されている．そしてこれは［それぞれ］想定されているものの誤った

指摘である．

【1-2-1-4．言述による対等】

【1-2-1-4-1．言述＝未成立】

「言述」とは説明，証明ということ．主題を結論付ける理由をもつものとして成立してい

る実例について，つまり実例に関係なく，主題だけで意図されたあり方の理由をもつもの

として未成立［＝言述］という属性の選択をする．それ［＝属性の選択］に基づいて言述

されるべきことによる反論が「言述による対等」である39．

【1-2-1-4-2．主題の理由に特有な 5 つの属性】

［言述されるべきこととは］（1）自らの対象［＝所証］が不成立であること，（2）疑いと

同じ対象をもつこと，（3）所証を知らせる能力がはたらいていること，（4）遍充関係を把

握する認識手段を欠くこと，そして（5）それ自体の特殊性というのが，理由の，主題のみ

において意図された属性である．しかしこれらは実例と常に結びついたものとしてこそ，

意図されているのではない．

【1-2-1-4-3．実例の不成立】

したがってこれ［＝言述による対等］は以下のように起こる．すなわち「所証の成立に資

する全ての限定要素を備えた理由をもつものとして，実例があるべきである．しかしそれ

以外にはない．そして対象が未成立であることなどが，理由にとって所証の成立に資する

もの［＝限定要素］である．だからもし，主題［においてそうであるの］と同様に，［実例

が］対象［＝所証］が未成立であるところの理由をもつならば，これ［＝実例］は［未成

立の］所証をもつものとして説明［＝言述］されなければならない．というのも，およそ

所証をもたないものは実例ではないからである．あるいはそうでない［＝実例において所

証が成立していない］としても，［実例は］主題で意図されたあり方を備えた理由をもつも

のとして説明されるべきである．なぜなら証因をもたないものは実例でなくなってしまう

                                                                                                                                                    
のはこのような状況を表している．
39 NV 2010.12f: 壺が無常であるのは言述の必要がないことだが，音声もそうである［言述の必要がない］」

または「音声［が無常であるのは］言述しなければいけないことだが，壺もそうである［言述しなければ

いけない］というのが言述・非言述による対等である（ghaTo 'nitya ity avarNyaH zabdo 'py evaM, zabdo vA 

varNya iti ghaTo 'py evam iti varNyAvarNyasamau|）



257

からである．」同様に他の 4 つのあり方［＝言述されるべきことの（2）～（5）］でも知ら

れるべきである．

【1-2-1-4-4．言述による対等を起こす各要素】

そしてこれにとって主張で意図された特殊な理由が手段であり，批判点は実例であるか，

あるいはそれを通した理由である．所証を欠くことまたは証因を欠くこと，あるいは［実

例が所証を欠く場合は］矛盾因または［証因自体を欠く場合は］非共通因が想定されてい

る．それの錯誤が結果である．そしてこれは誤った指摘である．

【1-2-1-5．非言述による対等】

【1-2-1-5-1．非言述＝成立】

同じことが反対の方向に説明されると「非言述による対等」となる．すなわち，主題所属

性に資するあり方を備えた理由をもつものとして主題は成立しているのに，実例で意図さ

れたあり方を備えた理由をもつものとして未成立であるという属性を選択することである．

それ［＝属性の選択］に基づいて非言述であることによる反論が非言述による対等である．

【1-2-1-5-2．実例の理由に特有な 5 つの属性】

［言述する必要がないこととは］（1）対象がすでに成立していること，（2）対象が疑われ

ていないこと，（3）所証を知らせる能力がはたらいていないこと，（4）所証と証因に別の

認識手段があること，（5）それ自体の特殊性である．というのもこれら理由の属性は実例

で意図されているが，主題においては［意図されて］ないからである．

【1-2-1-5-3．非言述による対等を起こす各要素】

それゆえこれ［非言述を導くこと］が手段，批判点は［主題を通した］理由であり，基体

不成立・自体不成立・遍充されることの不成立が想定されており，それの錯誤が結果であ

る．これはそれの誤った指摘である．

【1-2-1-5-4．主題の不成立】

そして［非言述による対等は］以下のように起こる．もし実例と同様に，対象がすでに成

立したものとして主題があるならば，説明される必要がない．それ［＝主題］も対象がす

でに成立しているからである．またそうであれば［実例の］理由は主題の属性ではない．

もしそうでないとしても，説明される必要がない．そのような理由をもつものとして［主

題に］関連付けられていないから．またそうであれば自体不成立因になる云々と．

【1-2-1-6．選択による対等】

【1-2-1-6-1．3 種の選択】
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一方，選択による対等においては（1）理由の，別の属性に対する［逸脱］，あるいは（2）

別の属性の，所証の属性に対する［逸脱］，あるいは（3）同じ別の属性の，［さらに］別の

属性に対する逸脱が「属性の選択」となる．

【1-2-1-6-2．理由の，別の属性に対する逸脱】

そしてそれ［＝（1）の選択］は，実例の分割によってバーシャにあるような重さ・軽さや，

所証［＝主題］と実例の分割によってヴァールティカにあるような分離から生じる・分離

から生じないこと，あるいは所証［＝主題］だけの分割によって言葉と心を主題にしたと

きの有質性・無質性である40．

【1-2-1-6-3．別の属性の，所証の属性に対する逸脱】

まさにこの方向で別の属性の，所証の属性に対する逸脱が知られるべきである．例えば「音

声は無常である．所作性ゆえに」と述べられたとき，「認識対象性は同じでも，虚空など常

住なものもあるし，壺など無常なものもある．同様に所作性が同じでも，壺など無常なも

のもあるだろうし，音声など常住なものもある［だろう］」［と反論する］41．

                                                  
40 ここでは合計 9 種類の詭弁があることになる．1-1～2-1 は，所証と証因を媒介にした 2 つの逸脱が論理

的につながって間接的に逸脱が生じている一方，2-2～3-3 は所証と証因が関与せず，単なるアナロジーか

ら逸脱を示している．

1．理由の，別の属性に対する逸脱

…証因が逸脱する別の属性を選択し，その別の属性が所証を逸脱することから，証因も所証を逸脱すると

想定する（hetu⊃dharmAntara・dharmAntara⊃sAdhya→hetu⊃sAdhya）．

1-1．実例を分割する場合（NBh）
立論：自己は運動をもつ．運動の原因である属性と結合するから．土塊のように．

反論：運動の属性と結合していても土塊のように重いものもあれば風のように軽いものもある（別の属性

「重い・軽い」による実例の分割）．同様に運動の属性と結合していても運動をもつものもあればもたない

ものもあるだろう（不確定因の指摘）．運動の属性と結合することから，自己が運動をもつことは必ずしも

帰結しない．

※「アートマンは軽いから，風のように運動をもたない」という反論（矛盾因の指摘）ではない．理由「運

動の属性と結合すること」が「重い・軽い」という別の属性に対して逸脱するように，「重い・軽い」とい

う別の属性もまた，所証「運動をもたないこと」に対して逸脱するからである．「軽ければ必ず運動をもた

ない」という遍充関係はない．

1-2．所証と実例を分割する場合（NV）

立論：音声は無常である．生起する属性をもつから．壺のように．

反論：生起する属性をもっていても音声は分離によって生じ，壺は分離によって生じない（別の属性「分

離によって生じる・生じない」による所証と実例の分割）．同様に生起する属性をもっていても無常なもの

もあれば常住なものもあるだろう（不確定因の指摘）．生起する属性をもつことから，音声が無常であるこ

とは必ずしも帰結しない．

1-3．所証だけを分割する場合（NP）
立論：言葉と意器官は無常である．作られたものであるから．壺のように．

反論：作られたものであっても言葉は無質であり，意器官は有質である（別の属性「無質・有質」による

所証の分割）．同様に作られたものであっても無常なものもあれば常住なものもあるだろう（不確定因の指

摘）．作られたものであることから，音声と意器官の両方が無常であることは必ずしも帰結しない．
41 2．別の属性の，所証の属性に対する逸脱

…別の属性が所証を逸脱し，その別の属性が証因も逸脱することから，証因も所証を逸脱すると想定する

（dharmAntara⊃sAdhya，dharmAntara⊃hetu→*hetu⊃sAdhya）．あるいは別の属性が所証を逸脱することから，

類推によって証因も所証を逸脱すると想定する（dharmAntara⊃sAdhya∽hetu⊃sAdhya）．所証を逸脱する属
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【1-2-1-6-4．別の属性の，さらに別の属性に対する逸脱】

そして同様に別の属性の，［さらに］別の属性に対する逸脱が述べられる．すなわち，同じ

立論に対して「実体性が同じでも，火のように熱いものもあるし，水などのように熱くな

いものもある．同様に結果性が同じでも，音声など常住なものもあるだろうし，壺など無

常なものもあるだろう」というように42．

【1-2-1-6-5．選択による対等をを起こす各要素】

したがってここで［スートラの］「所証と実例について」とは［所証と実例の］それぞれと

                                                                                                                                                    
性によっては所証や実例を分割することができないため，事実上，実例を分割する場合しかありえない．

2-1．実例を分割する場合（NP）
立論：音声は無常である．作られたものであるから．壺のように．

反論：認識対象であっても虚空のように常住なものもあれば壺のように無常なものもある（別の属性「認

識対象であること」の下での実例の分割）．同様に作られたものであっても無常なものもあれば常住なもの

もあるだろう（不確定因の指摘）．作られたものであることから，音声が無常であることは必ずしも帰結し

ない．

2-2．所証と実例を分割する場合（Pra に基づく）

立論：音声は無常である．生起する属性をもつから．壺のように．

反論：認識対象であっても音声は分離によって生じ，壺は分離によって生じない（別の属性「認識対象で

あること」の下での所証と実例の分割）．同様に生起する属性をもっていても無常なものもあれば常住なも

のもあるだろう（不確定因の指摘）．生起する属性をもつことから，音声が無常であることは必ずしも帰結

しない．

※所証と実例を分割するためにさらに別の属性「分離によって生じる・生じない」が必要となる．よって

事実上 3-2 と同一になっている．

2-3．所証だけを分割する場合（Pra に基づく）

立論：言葉と意器官は無常である．作られたものであるから．壺のように．

反論：認識対象であっても言葉は無質であり，意器官は有質である（別の属性「認識対象であること」の

下での所証の分割）．同様に作られたものであっても無常なものもあれば常住なものもあるだろう（不確定

因の指摘）．作られたものであることから，音声と意器官の両方が無常であることは必ずしも帰結しない．

※所証を分割するためにさらに別の属性「無質・有質」が必要となる．よって事実上 3-3 と同一である．
42 3．別の属性の，さらに別の属性に対する逸脱

…何であれ別の要素が別の要素を逸脱することから，類推によって証因も所証を逸脱すると想定する

（dharmAntara（X）⊃dharmAntara（Y）∽hetu⊃sAdhya）．

3-1．実例を分割する場合（NP）
立論：音声は無常である．作られたものであるから．壺のように．

反論：実体であっても火元素のように熱いものもあれば水元素のように熱くないものもある（別の属性「実

体であること」の下での別の属性「熱い・熱くない」による実例の分割）．同様に作られたものであっても

無常なものもあれば常住なものもあるだろう（不確定因の指摘）．作られたものであることから，音声が無

常であることは必ずしも帰結しない．

3-2．所証と実例を分割する場合（Pra）
立論：音声は無常である．所作性のゆえに．分離のように．

反論：属性であっても，分離は原因の分割が先行し，音声は原因だけの分離が先行する（別の属性「属性

であること」の下での別の属性「原因の分離・原因だけの分離」による所証と実例の分割）．同様に作られ

たものであっても無常なものもあれば常住なものもあるだろう（不確定因の指摘）．作られたものであるこ

とから，音声が無常であることは必ずしも帰結しない．

3-3．所証のみを分割する場合

立論：音声は無常である．所作性のゆえに．壺のように．

反論：音声であってもカ音もあればア音もある（別の属性「音声であること」の下での別の属性「カ音・

ア音」による所証の分割）．同様に作られたものであっても無常なものもあれば常住なものもあるだろう（不

確定因の指摘）．作られたものであることから，音声が無常であることは必ずしも帰結しない．
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その両方を代喩するものとして適用されるべきである．それ［＝選択］に基づいて所証の

逸脱を決めることが選択による対等である．それゆえこれ［＝逸脱を決めること］が手段

であり，理由が批判点で，不確定因であることが想定されており，これはそれの誤りであ

る．

【1-2-1-7．証明による対等】

【1-2-1-7-1．両者の未成立と属性の選択】

一方，「証明による対等」においては両方［＝主題と実例］が証明されるべきことが原因で

ある．

［問い］それではそれ［＝証明されるべきこと］とは何か．

答える．主題と理由と実例は別の認識手段によって成立したものが推理の要件となるので

あり，未成立のもの［は推理の要件］でない．また［主題と理由と実例が］それ［＝理由］

自体から成立しているということもない．一方，論証したい属性［＝所証］は主題におい

て未成立であり，それ［＝理由］自体によって成立するだろう．このような［主題・理由・

実例の］成立と［所証の］未成立という両方の真実が属性の選択である．

［「証明による対等」の原因として］それ［＝属性の選択］を［「両方が証明されるべきこ

と」と］重ねる意味で「また」という．その場合論証したいもの［＝所証の属性］と同じ

く，すでに成立しているものも推理されるべき，証明されるべきであり，それ［＝属性の

選択による，両方が証明されるべきこと］に基づいて［別の］推理の適用を付随すること

が証明による対等である．

【1-2-1-7-2．証因が証明されるべきこと】

［問い］それはどのようにしてあるのか．

［答え］というのも，証因がそれ［＝所証（の総体）］の理解を生み出すことこそが，それ

［＝所証］が推理されるべきことだからである．そしてそのこと［＝所証が推理されるべ

きこと］は，実例において証因の属性が所証を導くと認められていることに基づき，また

その一方で基体［＝主題］と証因が推理知に含まれると認められていることに基づく43．

すなわち，以下のように［証因が推理されるべきことが］導かれる．「実に，両方［＝所証

と理由］の属性をもつものとして既に成立しているものが実例であろう．そして立論で述

べられたもの［＝所証］を［証因とは］別の認識手段が証明することはない．［証明するな

                                                  
43 推理知は証因だけに基づく．また，推理知は所証だけの知ではなくて「実例で確定された遍充関係をも

つ証因に基づく所証に限定された主題の知」という複合形をとる．このことから，推理知を構成する証因

が，同じ証因によって導かれなければならないという奇妙な事態が結論される．そのため証因は推理以前

には成立していなかったことになり，不成立ということになってしまう．

ここでは，未成立であるという属性を証因に選択するだけであり，未成立だからといって証因のさらなる

証因を問うているわけではない．証因の証因を問うならば「遡及による対等」になる．

推理知に証因を含む（liGgopadAnamat）か否か（liGgAnupadAnamat）は後の新ニヤーヤ学派でも見解の分か

れることになるが，ここでは証因を含む説を採用した上での反論となる．
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らば］証因が［所証を］導かないものとなってしまうから．というのも，それ［＝証因］

が導くことというものは，それ［＝所証］の証明以外にないからである．したがってそれ

［＝証因］の成立のためにも同じもの［＝証因］が用いられなければならない．しかもそ

れ［＝証因］が用いられない限り，［証因を欠いた］実例は所証を欠いたものとなってしま

う．同様に，未成立の証因と［未成立の］基体が推理の要件となることはない．

またそれ［＝証因］の成立のために［証因とは］別の認識手段が力をもつことはない．証

因がそれ［＝推理］において導かないことになってしまうから．そしてそうであるならば

それ［＝証因］がそれ［＝所証］も導かないことになってしまうから．それ［＝証因］は

それ［＝所証］だけの理解を成立させるものだから．なぜなら，証因と基体を除いては所

証の理解はないからである．それゆえそれ［＝証因］の成立のためにも同じ証因が用いら

れなければならない．」

【1-2-1-7-3．実例・基体・証因の不成立】

同様にそれ［＝推理］の使用の前に基体［＝主題］は不成立なので基体不成立となり，実

例が不成立なので遍充されることの不成立となる．証因が不成立なので自体不成立となる．

以上のようにこれ［＝証明による対等］は 3 種類ある．

【1-2-1-7-4．証明による対等をを起こす各要素】

そしてこれ［＝証明による対等］は両者が証明されるべきことが手段である．理由と実例

が批判点で，所証を欠くことと不成立が想定されており，これはそれの誤りである．

【1-2-2．6 つの詭弁への再反論】

これら［6 つの詭弁］について欠陥の根源を考察するスートラが以下である．

ある［一定の］類似性に基づいて結論が成立しているので，非類似性に基づいては否定に

ならない（スートラ 5.1.5）．

【1-2-2-1．付加による対等の否定】

【1-2-2-1-1．単なる共存ではなく遍充関係をもつ】

これ［＝付加による対等］については以下のような再反論となる．

「もし我々が無常性と共存して壺に見られた所作性を，音声という基体［＝主題］に見つ

つ，それ［＝音声］に無常性を結論するのであれば，そうなってしまう［＝付加による対

等の余地がある］だろう．しかしそうではなくて，それ［＝無常性］に遍充されたそれ［＝

所作性］を［音声に見つつ無常性を結論するの］である」と．

同じようにもし有色性などにそれ［＝所作性］が遍充されているとしたら，誰がそれ［＝

遍充関係］に基づいてそれ［＝有色性］の付加を望まないだろうか［否，誰でも反論を望

むだろう］．しかし［実際は］そうではない．そのことがこの「ある類似性に基づいて」と
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述べられている．「必然関係をもつものに基づいて」という意味．「結論」とは所証の属性

の［もの］．「非類似性に基づいては」すなわち特殊なことだけで必然関係のないものに基

づいては，「否定にならない」すなわち反対の論証というかたちのもの［にならない］とい

う意味．

【1-2-2-1-2．自己撞着】

「以上のことはあなたの了解であって私のものではない」というならば，「これ［＝立論］

は正しいもの［＝正しい否定］ではない．［必然関係の有無に関係なく］付加だけで欠陥と

なるから」というのが詭弁の文意となるだろう．またそうであるならば，前［＝類似性・

非類似性による対等］と同じく［あなたの反論は］自ら述べたことを否定するものと言わ

なければならない44．

【1-2-2-2．除去による対等の否定】

同様に除去による対等でも，「非類似性に基づいて」すなわち必然関係のない属性を除外す

ることに基づいては，「否定にならない」すなわち所証または理由の除去というかたちのも

の［にならない］というのがスートラの各語の意味．

このように承認しなければ，それ［＝反論］自体が［自らを］否定するものとなる45．

【1-2-2-3．言述による対等の否定】

【1-2-2-3-1．実例は必然関係に資するのみ】

言述による対等でも同様である．「ある類似性に基づいて」すなわち所証一般の必然関係に

資するもの［＝実例］に基づいて，同類例に存する個別の理由によって，主題に存する個

別の理由に「結論が成立しているので」，「非類似性に基づいて」すなわち対象が未成立で

あることなどに基づいては「否定にならない」．なぜなら，それ［＝主題に存する証因］は

遍充関係に資するものではなくて主題所属性に資するものである．一方，遍充関係に資す

るものが同類例で意図されているが，他のこと［＝自らの対象が未成立であることなど］

は［同類例で意図されていない］からである．

【1-2-2-3-2．自己撞着】

しかしこのように承認しなければ［自己］否定こそが排除されない46．すでに述べた言述性

                                                  
44 相手が付加するものについて必然関係の有無を問わないならば，再反論は「付加による反論は全て詭弁

である」とするほかない．そして反論者自身の主張にも付加が行われることになって，自己撞着となる．
45 付加による対等と同様に，必然関係を問わず除去が成立するならば，反論者自身の主張も除去されてし

まい，自己撞着となる．
46 実例における個別の理由は，普遍としての遍充関係の成立のみを意図して使われており，主題で意図さ

れているような主題所属性の成立には関わらない．同様に，主題でのみ意図されている「自らの対象が未

成立であること」「疑いと同じ対象をもつこと」「所証を知らせる能力がはたらいていること」「遍充関係を

把握する認識手段を欠くこと」「それ自体の特殊性」という 5 つにも関わらない．これを承認せずに実例に



263

が反論の文意に適用されるからと云々．

【1-2-2-4．非言述による対等の否定】

【1-2-2-4-1．主題と実例の証因は同じものではない】

逆にすれば非言述による対等でも同様である．［主題に存する］特殊な理由に基づいて，実

例に存する特殊の理由によって，「ある類似性に基づいて」すなわち遍充されるもの一般を

特質とするものに基づいて「結論が成立しているので」，「非類似性に基づいて」すなわち

対象が成立していることなどに基づいては否定にならない．なぜなら同類例でその証因が

あるからといって主題にも［全く同じ証因が］あるわけではないからである．もし［同類

例と全く同じ証因が主題に］あるならば主題であることを否定するから．

【1-2-2-4-2．自己撞着】

「それ［＝主題であること］を否定してもよい」というならば［そうではない］．そのよう

に承認するならば，反論自体を否定するから47．以上のような非言述性が，それ［＝反論］

にも適用されるからなどという．

【1-2-2-4-3．言述・非言述による対等の欠陥】

この両者［＝言述・非言述による対等］は対象でないものへの適用が欠陥の根源である．「対

象が未成立であること」などといった証因の属性は主題のみに関与するのに，同類例で取

り上げられるから．また「対象がすでに成立していること」などは同類例のみに関与する

のに，主題で取り上げられるからという．

【1-2-2-5．選択による対等の否定】

【1-2-2-5-1．遍充関係は一部にのみある】

選択による対等でも同様である．「ある類似性に基づいて」すなわち証因があるもの［だけ］

に遍充されていることに基づいて，それ［＝遍充されていること］の成立に基づいて，主

題の「結論が成立しているから」，「非類似性に基づいて」すなわち［証因が］別の属性に

                                                                                                                                                    
おける理由が主題の属性にも関わるというならば，対論者が挙げた反証の理由も同じように言述されるべ

きもの，つまり証明が必要なものとなり，自己撞着になる．

例の中で対論者は再反論を展開していないが，反論を展開した場合に提示されるははずの主題・理由・実

例について同じことが該当するという意味であると考えられる．自己撞着（svavyAghAta）はここまで詭弁

の論者の提示する反論に対して，詭弁がそのまま該当するという意味合いで用いられている．反論は，否

定だけでなく反論も含むか，少なくとも含意するからである．
47 主題における個別の理由は，一般的に所証に遍充されるものであることを示すためだけに使われており，

実例で意図されているような遍充関係の成立には関わらない．同様に，実例で意図されている「対象がす

でに成立していること」「対象が［もはや］疑われていないこと」「所証を知らせる能力がはたらいていな

いこと」「所証と証因に別の認識手段があること」「それ自体の特殊性」という 5 つにも関わらない．これ

を承認しなければ対論者の主題も実例と同じものになり，言述の必要のないもの，すでに成立しているも

のの論証になってしまう．すなわち自己撞着である．
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遍充されていないこと［など］に基づいては否定にならない48．なぜなら，あるものに遍充

されているからといって全てがそうである［＝遍充されている］という了解はないからで

ある．また，あるものから逸脱するからといって全てから逸脱するという法則もない．

あるいは，そうであるならば［＝ある遍充や逸脱から全ての遍充や逸脱が成り立つならば］

自ら述べたことを否定するものとなる云々．

【1-2-2-5-2．選択による対等の欠陥】

これ［＝選択による対等］についても，対象でないものへの適用が欠陥の根源である．「逸

脱があるから論証しない」というのは正しいが，その場合に限って［正しいの］であり，

あるものに逸脱があるからといってそれと別なものに［逸脱がある］ということはない．

【1-2-2-6．証明による対等の否定】

【1-2-2-6-1．推理の要件は他の根拠をもつ】

一方，証明による対等においては，［その推理と］別の根拠によって成立している実例によ

って，別の根拠によって成立している主題について，別の根拠によって成立している「あ

る類似性に基づいて」すなわち遍充されたもの［＝証因］に基づいて，所証の属性の「結

論が成立しているので」，「非類似性に基づいて」すなわちその証因が未成立であることに

基づいては，「否定にならない」．なぜなら主題と同類と理由が，まさにその証因に基づい

て成立し，推理の要件となることはないからである．［そうであるならば］循環論法や相互

依存［の過失］が付随するから49．

                                                  
48 1-2-1-6 の分類にしたがって整理する．

1-1．「運動の属性に結合していること」という証因は「重い」または「軽い」という別の属性を逸脱する

が，だからといって「運動をもつ」という所証を逸脱することはない．

1-2．「生起する属性をもつこと」という証因は「分離によって生じている」または「生じていない」とい

う別の属性を逸脱するが，だからといって「無常性」という所証を逸脱することはない．

1-3．「作られたものであること」という証因は「無質」または「有質」という別の属性を逸脱するが，だ

からといって「無常性」という所証を逸脱することとはない．

2-1．「認識対象性」という別の属性は「無常性」という所証を逸脱するが，だからといって「作られたも

のであること」という証因が所証を逸脱することはない．

2-2．「認識対象性」という別の属性は「無常性」という所証を逸脱するが，だからといって「生起する属

性をもつこと」という証因が所証を逸脱することはない．

2-3．「認識対象性」という別の属性は「無常性」という所証を逸脱するが，だからといって「作られたも

のであること」という証因が所証を逸脱することはない．（＝2.1）
3-1．「実体性」という別の属性は「熱い」または「熱くない」という別の属性を逸脱するが，だからとい

って「作られたものである」という証因が「無常性」という所証を逸脱することはない．

3-2．「属性性」という別の属性は「原因の分離が先行する」または「原因だけの分離が先行する」という

別の属性を逸脱するが，だからといって「作られたものである」という証因が「無常性」という所証を逸

脱することはない．

3-3．「音声性」という別の属性は「カ音性」または「ア音性」という別の属性を逸脱するが，だからとい

って「作られたものである」という証因が「無常性」という所証を逸脱することはない．

このような遍充関係の有無に基づく逸脱の違いを認めず，ある逸脱から証因や所証の逸脱を導こうとする

ならば，反論者の論証にも逸脱があることになってしまい，反論できない．
49 証因は別の認識手段によって確定されており，不成立ということはない．反論者が言うように証因はそ
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【1-2-2-6-2．自己撞着】

また「そうであってもよい［＝過失があってもよい］」と言うべきではない．自ら述べたこ

とを否定するものとなるから．欠陥のあるものは［推理の］要件とならないから．あるい

は［欠陥があっても］要件となるならばもう［我々の推理に］過失の余地がないから．ま

た，反論を通した［自らの］否定は前［＝類似性・非類似性による対等］と同じである．

それ［＝対論者の実例］にも以上のような証明されるべきことが及ぶから．

【1-2-2-6-3．証明による対等の欠陥】

それゆえこれは妥当でない要素の付加である．主題・同類・理由はすでに成立しているも

のが推理の要件となることが必ず相応しく，一方でその証因によって成立することは妥当

ではないという．

【1-2-2-6-4．証因は必然関係も導く】

反論．このようであるならば［＝推理の要件が別の根拠から成り立つならば］証因が導か

ないものとなってしまう．所証が［当該の推理］以外からこそ成立するからと述べた50．

答え．実に，それ［＝証因］が導くというそのことは，証明を生み出すことだけではない．

それだけでなく条件のない［必然］関係［も，証因が導くもの］である51．なぜなら，さも

なければ［＝条件のない関係も導かなければ］導くことを否定するだけになってしまうか

                                                                                                                                                    
の推理自体で確定されなければならないとすれば，循環論法や相互依存の過失が生じる．

反論者が証因の不成立を主張するために，それに付随する循環論法や相互依存の過失を認めるならば，反

論者の論証に使われる証因も不成立または循環論法や相互依存となり，反論にならない．これで反論して

も立論の過失を指摘できないからである．

これに対して，反論者は別の反論を用意するというならば，それを述べなければならないがここでは述べ

られていない．

注釈者たちが示す循環論法と相互依存の内容にはいくらかの違いがあるが，3 項目以上を必要とする循環

論法では主題所属性などを別立てし，2 項目の相互依存ではこれらを省略しており，内容的に大きく変わ

るものではない．ただし PA が示した循環論法（3）は主題と実例を分けてその間に因果関係を提示する点

で特異である．

循環論法

（1）遍充関係と主題所属性の成立→証因の成立→主題と実例の成立→遍充関係と主題所属性の成立（Pra）
（2）主題の成立→主題所属性の成立→証因の成立（Pan）
（3）証因の成立→主題の成立→実例の成立→証因の成立（Pan）
相互依存

（1）主題と実例の成立⇔理由の成立（Pra，Pan）
（2）証因の成立⇔主題の成立（Pan）
（3）証因の成立⇔実例の成立（Pan）
50 同じ表現ではないが，1-2-1-7-2 で「そして立論で述べられたものを別の認識手段が証明することはない．

証因が導かないものとなってしまうから．というのも，それ［＝証因］が導くことというものは，それ［＝

所証］の証明以外にないからである」と述べた箇所を指すと考えられる．
51 証因の役割を所証の証明に限定してしまえば，推理の要件が別の根拠から成り立つとした場合，証因が

所証に含まれる説では証因の役割はなくなってしまう．しかし証因の役割は所証の証明だけではなくて，

遍充関係を所証に導くことである．この役割があることによって，証因は他の根拠から成り立ちながらも，

導くという性質を失わない．
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らという．それゆえ「ある類似性に基づいて」と述べられたのは，［所証に］遍充された導

くもの［＝証因］に基づいてという意味である．

【1-2-3．後三者の詭弁への再反論】

言述・非言述・証明による対等について別の再反論を述べる．

また所証の準用52に基づいて実例が成り立つから（スートラ 5.1.6）．

これ［＝詭弁］が以上のように起こるのは，両者［＝主題と実例］に例示するもの・例示

されるものという関係を認めた上で「両者が未論証であることに基づいて」と反証するの

か，あるいはそうでない［＝認めないで反論する］のか？

【1-2-3-1．所証の準用を認めない場合】

そうでないならば，［成立か未成立かという］属性の選択はなく，どうして詭弁が起こりえ

ようか？53

【1-2-3-2．所証の準用を認める場合】

一方［例示関係を］認めるならば，［主題で］準用されている［所証の］属性の基体が実例

となり，そして「準用はすでに成立しているもの［＝実例］によって起こるのであり，未

成立のものによっては起こらない」という理屈から，付随したもの［＝未成立または成立］

が否定される54．もしそれ［＝成立しているもの］の属性の準用があるならば，どうしてそ

れ［＝実例］が未論証だろうか？［否，すでに成立している．］そうであるならば［＝未論

証ならば］，どうしてそれ［＝実例］によって準用できようか．［否，できない．］

【1-2-3-3．言述・非言述・証明による対等の否定】

それゆえ，「所証の準用」を承認することに基づいて「実例」が「成り立つ」という承認が

あることから，否定は成立しない．あるいは，「実例」が「成り立つこと」すなわち成立す

ることに基づいて「所証の準用」があるから，否定は成立しない．

                                                  
52 準用（atideza）はミーマーンサーの用語で，基本祭式で確立している要素を，部分的に未知の応用祭式

に持ち込むことをいう．転じて実例で確立している要素すなわち所証を，部分的に未知の主題に持ち込む

という意味で用いられている．立論者の実例が主題と例示関係にあることを認めるならば，必然的にそれ

を結ぶ所証が既知から未知へと準用されている仕組を認めなければならない．
53 所証は実例においてすでに成立したものから，主題において未成立のものに準用される．これが「例示

するもの・例示されるもの関係」である．

この関係を認めなければ，主題と実例は全く別のものとして扱うことになり，主題の属性を実例にもちこ

んだり（言述による対等），反対に実例の属性を主題に持ち込んだり（非言述による対等），主題の属性を

証因に持ち込んだり（証明による対等）することはできない．
54 一方この関係を認めても，実例において成立，主題において未成立という違いがあることを認めたこと

になり，一方の属性を一方に仮託するというかたちの 3 つの詭弁は否定される．
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【1-3．（9）到達・（10）非到達による対等】

【1-3-1．反論】

所証に到達して，または到達しないで［理由が論証するかというと］，理由が到達するなら

ば違いがないことに基づいて，また到達しないでは論証できないことに基づいて，到達・

非到達による対等になる（スートラ 5.1.7）．

【1-3-1-1．作る説と知らせる説】

「論証する」と［所証に到達して，または到達しないでという］選択肢［の後］に補う55．

詭弁の起こりを説明するため選択肢に言及する．「所証」とは作られるものであり，また知

らされるものである56．「到達」とは近接であり，そしてそれ［＝近接］は結合・内属・限

定要素性・被遍充性・対象性などいくつかの種類のうち，いずれか一つである．「違いがな

いこと」とは既に成立していることであり，そしてそれ［＝既に成立していること］は作

られるものを対象とするならば存在することであり，知らされるものを対象とするならば

既に知られていることである．

【1-3-1-2．到達による対等】

【1-3-1-2-1．作る説での到達による対等】

それゆえこれ［＝到達による対等］は以下のように起こる．すなわち，証因とその［＝証

因の］知の結果［＝作られるもの］が推理知である．そして到達しないで結果を作るなら

ば手段の過大適用になるから，到達して作ると言わなければならない．そして存在するも

のが到達されるのであって，存在しないもの［が到達されるの］ではない．また 2 つの存

在するに違いがないならば，どちらが原因や結果であるのか？ よって推理が実のないも

のとなる57．

                                                  
55 スートラの前半部「所証に到達して，または到達しないで（prApya sAdhyam aprApya vA）」は主語が「理

由が」となり，「到達・非到達による対等」が主語となる後半と結びつかない．ウダヤナは「論証する

（sAdhakatvam）」と補うが，それでも問題は解決されておらず，ヴァルダマーナは「論証するとき（sAdhakatve）」
「論証するならば，そのとき（sAdhakatvam yadi tadA）」「論証すると選択して（sAdhakatvam vikalpya）」とい

う別の補い方を紹介している．

さらにこの前半部分はスートラの主眼である原因が後半に述べられているため，定義としても必要でない．

これについて，ウダヤナは「詭弁の起こりを説明するため」として正当化する．
56 「所証」を作られるもの，知らされるものの両方とし，作る説（kRtipakSa）と知らせる説（jJaptipakSa）

を明確に分類するのはウダヤナを嚆矢とする．ヴァーチャスパティミシュラまでは知らせる説を採りなが

らも「違いがないこと」を存在することをみなしていた．ウダヤナは因果関係を別立てするとともに，知

らせる説での「違いがないこと」を既に知られていることと捉えて，存在することを区別している．ただ

しこの区分の基本的な考え方は仏教の「生因」と「了因」に由来するものと考えられる．

「到達」はここでは広い意味で関係一般と捉えられている．「近接」は同一基体関係（sAmAnAdhikaraNya）

ということができ，同じ基体に属するもの同士は同じ属性をもつというのが基本的な考え方となる．
57 1．関係の必要性

手段は結果と何らかの関係を持たずには結果を作ることができない．何の関係もなしに結果を作るならば，

特定の手段だけでなく何でも結果を作ることになってしまうからである．したがって証因と証因知は推理

知に到達して推理知を作る．

2．関係項の成立（存在性）
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【1-3-1-2-2．知らせる説での到達による対等】

同様に到達しないで知らせるならば過大適用があるから，到達して知らせると言わなけれ

ばならない．また証因と同様，［証因の］知も知らせるものであるが，所証とそれ［＝証因

の知］は，結合などというかたちで到達することはない．それゆえ［証因の知にとって到

達とは所証を］対象とすることにほかならないと言わなければならない．そしてそうであ

るならば，証因の反省のときにはすでに所証が明らかになっているので，既に知られてい

る点で違いがないから，何が何について知られるもので知らせるものなのか．よって推理

が実のないものとなる58．

【1-3-1-3．非到達による対等】

全く同じものが逆にすれば非到達による対等になる．すなわち，到達するならば違いがな

いから，作らない，あるいは知らせないことになるので，到達せずに原因となり，また知

らせるものとなると言わなければならないが，それは妥当ではない．過大適用になってし

まうから59．以下のように述べられている．「というのも，到達せずに火は燃やさないから

である」というのは作る場合である．「というのも，到達せずに灯火は照らさないからであ

る」といのは知らせる場合である60．

                                                                                                                                                    
関係をもつためには両関係項が存在していることが必要である．因果関係を結ぶためには原因も結果も存

在していなければならない．したがって推理知は予め存在していることになる．

3．推理の不可能

そして結果が存在しているとするならば，それを成り立たせるはずの手段は不要となる．手段なしで結果

が存在してしまっているからである．そこには原因と呼ばれるものも，結果と呼ばれるものもない．よっ

て推理なしに推理知が成り立っていることになり，推理は無用となる．

このような 3 つの段階から相手の推理が否定されるが，すでに「証因と証因知は推理知に到達して推理知

を作る」という言明自体，矛盾を孕んでいることに注意したい．到達するときに存在しているならば，も

はや改めて作る必要はない．すなわち，この問題は到達するか否かという選択肢を持ち込むことによって

起こっているのである．

Cf.NS 2.1.8ff（直接知覚の三時不成立），5.1.18（三時不成立の無根拠による対等）
58 基本構造は作る説と同じである．前者では証因と証因知が到達するもの，推理知が到達されるものだっ

たのに対し，こちらでは証因知が到達するもの，所証が到達されるものとなり，「証因と証因知が推理知を

作る」から「証因の反省が所証を知らせる」に替わる．

1．関係の必要性

証因知は所証に到達して＝ある関係をもって所証を知らせる．関係をもたずに知らせるならば，特定の証

因知だけでなく何でも所証を知らせることになってしまうからである．

2．関係項の成立（既知性）

証因知（証因の反省）と所証の関係は，対象とするもの・されるもの関係（viSayaviSayibhAva）である．そ

の関係を結ぶため所証は対象として，予め知られていなければならない．

3．推理の不可能

証因知があるときにすでに所証が知られているならば，証因知が所証を知らせるということはできなくな

る．よって推理なしに所証が成り立っていることになり，推理は無用となる．
59 到達・非到達という選択肢はいずれの場合にも不都合を引き起こす．到達・非到達による対等の違いは

どちらから説いていくかという違いだけである．非到達では問題（過大適用）があるから到達しなければ

いけないことになるが，それでも問題（既に成立していること）があると説けば到達による対等，到達で

は問題があるから非到達でなければならないが，それでも問題があると説けば非到達による対等となる．
60 NBh，NV からの引用．同じ引用は NVTP でも引用元を明記して行われている．

NV 2016.11:na hy agnir aprApto dahati|
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【1-3-1-4．個々の遍充関係による批判―anye】

一方他の者たちは，個別の遍充関係を批判することによってこれ［＝到達による対等］を

述べている61．

【1-3-1-4-1．到達による対等】

すなわち，［到達による対等は］以下のように起こる．「特定の証因は，特定の所証によっ

て遍充されているのか否か？ もし［遍充されて］いないならばそれ［特定の所証］を知

らせないことになってしまう．［遍充されていないのに知らせるならば］過大適用になって

しまうから．遍充されているならば，［遍充されていることが］未知のもの［＝証因］がそ

のように［所証を］知らせることはできない．［未知でも知らせるならば］同じく過大適用

になってしまうから．それゆえ特定の証因のように特定の所証も必ず前もって了解されな

ければならない．遍充関係はそれ［＝特定の所証］によって形成されるから．そしてそう

であれば推理は意味のないものとなる62．」以上が到達による対等である．

【1-3-1-4-2．非到達による対等】

一方，二番目［＝非到達による対等］は［以下のように起こる］．「実に，手段などは対象

に近接して［はじめて］所証の論証が可能となる．そして［推理の場合］証因の反省が手

段であるが，それ［＝証因の反省］が特定の所証と近接することはない．それゆえ論証に

ならない63．」

                                                                                                                                                    
NBh 2016.5:nAprAptaH pradIpaH prakAzayatIti|
NVTP 571.15f:yad uktam, na hy aprAptaH pradIpaH prakAzayatIti bhASyam, vArtikaJ ca - na hy agnir aprApto dahatIti|
61 ヴァルダマーナは「他の者たち」が知らせる説だけに限定していると解する．Shukla 先生によると「述

べる（AhuH）」で紹介する見解は採用しないことを意味するという．事実ウダヤナはこの見解を「定義はそ

こまで限定していない」として採用しない．なお，採用する場合は「prAhuH」になるという．
62 上記の知らせる説で到達とは証因の知と所証との，対象とするもの・されるもの関係であったが，ここ

では特定の証因と特定の所証との遍充関係が到達の内容となる．基本構造は上記のものに同じ．

1．関係の必要性

特定の証因は特定の所証に到達して＝遍充関係をもって所証を知らせる．遍充関係をもたずに知らせるな

らば，特定の証因だけでなく何でも特定の所証を知らせることになってしまうからである．

2．関係項の成立（既知性）

遍充関係をもつにはどちらも予め知られていなければならない．未知の証因が遍充関係をもつならば，何

であっても特定の所証を知らせることになってしまうからである．同じく未知の所証が遍充関係をもつな

らば，特定の証因からどんな所証でも知らされてしまうからである．

3．推理の不可能

特定の所証が予め知られているならば，特定の証因が特定の所証を知らせるということはできなくなる．

よって推理なしに所証が成り立っていることになり，推理は無用となる．
63 関係項は 1-3-1-3 と同じく「証因の反省」と「特定の所証」である．そしてこの 2 つの関係も前節と同じ

く対象とするもの・されるもの関係であり，遍充関係ではない．

ウダヤナは到達を 5 つに分けているが，直接言及されるのは 2 つだけである．これに基づいて到達・非到

達による対等を分類すれば以下のようになる．

1．作る説＝因果関係

2．知らせる説
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【1-3-1-4-3．下位分類の規定はない―ウダヤナ】

［問い］この場合真実は何か？

［答え］しかし「全てはこれだけである」という決まりは成立していない64．下位分類の言

明を分けて区別すれば，無限だから．一方，定義は「到達すれば，違いがないことによっ

て反論し，到達しなければ過大適用によって［反論する］」という．

【1-3-1-5．到達による対等を起こす各要素】

そしてこの場合，到達による対等について，手段は「到達しないならば論証しない」から

の残余法である．理由の使用が批判点であり，論証の手続きを逸脱するので論証しないこ

とが想定されているが，それは［論証に］相応しい［所証が未成立の］時間というあり方

の特定の補助因を欠くことによる限定要素［＝到達］の不成立65であり，そしてこれはその

誤った指摘である．

【1-3-1-6．非到達による対等を起こす各要素】

一方，非到達による対等において，到達するならば違いがないことが手段である．あるい

は残余法や［理由が］はたらきを持たないこと［が手段］である．批判点は理由である．

到達というあり方の限定要素の不成立66が想定され，そしてこれはその誤った指摘である．

【1-3-2．再反論】

欠陥の根源を考察するスートラである．

壺などの完成が見られるから，また苦しめるときに呪術があるから，否定とならない（ス

ートラ 5.1.8）．

                                                                                                                                                    
2-1．対象とするもの・されるもの関係

2-2．遍充関係

（2-3．そのほか）

「他の者たち」の見解はウダヤナの分類外ではない．2-1 と 2-2 を認めていることから，2 に含まれる．す

なわち，「他の者たち」は「到達」を遍充関係に限定したのではなく，「所証」を知らせる説で説く．
64 「他の者たち」の見解は，そのように限定する決まりがないことによって否定される．無限にある下位

分類の中で，これだけが到達・非到達による対等であると示すことはできない．そこで定義が数ある下位

分類を支持するものとなるが，定義には「知らせる説だけが到達・非到達による対等である」と説く文言

がないため，作る説も含まれることになる．
65 論証が起こる前には，所証と証因は無関係であってもならないし，すでに関係が確立していてもいけな

い．所証と証因の関係が疑わしい状態，換言すれば所証の未生無がある状態から論証は始まる．ところが

すでに到達があるとすれば所証と証因の関係は確立しており，所証はすでに生じている．そこで所証と証

因という関係はもはやなくなるか，あるいは「すでに成立しているものの論証（siddhasAdhana）」になって

しまう．
66 到達による対等も，非到達による対等も，想定されているものは所証と証因との到達（＝関係構築）の

不成立である．
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【1-3-2-1．作る説での到達による対等の否定】

ここで以下のような再反論がある．作る説であなたは諸々の原因が［結果が生じる前に］

相互に到達することを意図するのか，それとも結果に［直接到達することを意図するの］

か？67

【1-3-2-1-1．原因同士の到達は過失ではない】

前者で，［諸々の要因に］存在するものとして違いがないのは［我々の推理にとって］長所

にほかならない．土くれに到達した棒などによって「壺などの完成が見られるから」，そし

て［土くれと棒が相互に到達することは］存在するもの［同士］の到達だから．

［反論］そうであっても相互に到達しあったら固有の相が無区別になってしまう．海とガ

ンジス川のように．

［答え］そうではない．相互に到達しあったものでも，固有の相が混ざり合っていないも

のにほかならない棒などによって，「壺などの完成が見られるから」．

【1-3-2-1-2．原因は結果に到達しない】

後者ではない．［原因が結果に到達することは］承認されないから．すなわち，結果とそれ

を成立させる諸々の原因の到達が，それ［＝結果］の生起の要件であるということを我々

は承認しない．

［反論］どうしてか．

［答え］［結果に］未到達のものにほかならない諸々の原因によって「壺などの完成が見ら

れるから」．

［反論］過大適用の恐れから，私は今そのように［＝到達が生起の要件であることを］承

認するのである．

［答え］そうではない．「壺などの完成が見られるから」．少なくとも「など」に含まれる

あなたが承認するもの［＝例えば世界］には，未到達のものにほかならない原因［＝例え

ば神］によって完成が見られるからという意味である．

【1-3-2-1-3．特定の原因だけが結果を生む】

そして過大適用はない．原因の能力は定まっているから．［結果が生起する］時間と場所も

共起に従って定まっているから．

［問い］それはどうしてか．

［答え］「壺などの完成が見られるから」にほかならない68．

                                                  
67 証因と証因知が推理知を作るというかたちの到達は後者を指すだろう．したがって焦点は後者となる．
68 壺の完成という喩例はいくつかの意味で用いられている．まず作る説では

1．原因は全て予め存在していなければならないこと

2．原因同士が到達（結合）しても無区別にならないこと

3．原因は結果に到達せずに結果を生み出すこと
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【1-3-2-2．作る説での到達による対等の欠陥】

それゆえこれは妥当でない要素の付加である．結果への到達は妥当でないものにほかなら

ないのに，論証の要件として取り上げているから．

【1-3-2-3．知らせる説での到達による対等の否定】

一方，知らせる説において証因は［所証の］基体と結合関係などをもち，所証の属性によ

って一切への敷衍があるようにして，遍充関係に含まれる到達は存在し，また知られる69．

【1-3-2-4．遍充関係は個々の間にない】

［反論］個々の遍充関係は知られない．

［答え］だから何なのか［＝知られなくともよい］．なぜなら推理知において 2 つの個物に

遍充関係の知が役立つことはないからである70．

［反論］どうしてか．

［答え］証因によって「壺などの完成が見られる［＝推理される］から」．「など」に含ま

れる［立論が］論証しないことを導く推理によって，個々には論証しないことの成立を，

あなたこそが承認しているから．あるいは反論は起こりえない71．

【1-3-2-5．知らせる説での到達による対等の欠陥（1）】

それゆえこれは対象でないものへの適用である．遍充関係の知は確かに要件ではあるが，

個々［の遍充関係］を対象とするものではない．あるいは妥当でない要素の付加である．

                                                                                                                                                    
4．原因は能力・場所・時間という特定の条件下で結果を生み出すこと

3 の「結果」には主張も含まれ，対論者の挙げた反論の理由が主張に到達していないのに，主張が成り立

っていることを指摘するというメタレベルの再反論になっている．そしてこれは，詭弁全般に共通する「自

己撞着」の指摘にほかならない．
69 作る説において原因と結果には到達はないとされたが，知らせる説において原因＝証因と結果＝所証に

は遍充関係というかたちでの到達がある．ここでは遍充関係があることを理由に到達を結論している．こ

の一文は到達を導くメタ推理になっている．整理すれば以下のような論式が得られる．

主張：知らせる説では証因は所証に到達する．

理由：証因は所証と遍充関係をもつから．

喩例：およそあるものと遍充関係をもつものはそれに到達する．喩例において所証と結合関係をもつ（＝

所証に到達している）証因は一切への敷衍によって主題の所証と遍充関係をもつように．

適用：証因は遍充関係をもつ．

結論：証因は到達する．
70 知らせる説では証因「原因は壺を作る」という知によって壺の完成が推理されるが，証因と所証の関係

は一般のレベルでの遍充関係「およそ壺を作る原因があれば壺が完成する」であり，個々のレベルでの遍

充関係「これらの原因があるのでこの壺が完成する」ではない．一般のレベルの遍充関係と，証因の主題

所属性さえあれば推理知が導かれるからである．
71 ここでも作る説と同様に自己撞着が指摘されている．すなわち，立論に論証能力がないことを導く相手

の推理が，個々の遍充関係「この理由が論証しないこの推理は誤っている」に立脚せず，一般のレベルで

の遍充関係「およそ理由が論証しない推理は誤っている」に基づいていることから，到達から不都合を導

きながらも，自分自身が到達に立脚していることを指摘するのである．
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個々の遍充関係の知は要素ではないから．

【1-3-2-6．証因の知は所証に作用して到達する】

［反論］そうであっても証因の知は所証の属性に到達することはない．

［答え］［証因の知が所証を］対象とすることというあり方［の到達］がないのか，それと

もそれ以外［の到達］でもないのか．前者ではない．認識上の関係がなくとも，作用上の

関係はあるから．

［問い］それ［＝作用］自体，どのようにしてあるのか．

［答え］［証因の知は］それ［＝所証の属性］に遍充されたもの［＝証因］を対象とするか

ら．まさにこれゆえ後者［＝対象性以外の到達］ではない．このようなあり方［＝遍充関

係］の到達は存在するから．

あるいは，このように承認しなければ反論は起こりえない72．

【1-3-2-7．知らせる説での到達による対等の欠陥（2）】

それゆえこれは妥当でない要素の付加である．証因の知が［直接的に］所証の属性を対象

とするというかたちの要件は認められないから．あるいは対象でないものへの適用である．

なぜなら証因の知は確かに要件ではあるが，［直接的に］所証の属性を対象とするものとし

てではないからである73．

【1-3-2-8．非到達による対等の否定】

このことによって非到達による対等はすでに否定された．さらに，どんなあり方でも未到

達のもの［＝原因・証因］が論証しないのか，あるいは直接的に未到達のもの［が論証し

ないの］か．前者ではすでに成立しているものの論証となり，後者は不成立である．「苦し

めるときに呪術があるから」．呪術があるから，苦しめるときに以下のことが知られる．す

なわち「直接的に未到達であっても成立手段となることが知られている」と74．

                                                  
72 証因の知は，証因のみを対象とする（pratipattyanubandha）のではなくて，推理の中では作用＝証因の反

省（liGgaparAmarza）を通して所証をも対象とする（vyApArAnubandha）．すなわち証因の知の対象は「単なる

証因」ではなく，「所証に遍充された証因」であることで所証も範囲に収めている．

この関係を認めなければ，反論の理由も所証に到達しないことになり，自己撞着となる．
73 知らせる説で壺の完成という喩例が用いられている意味は，証因の知によって所証の知が成立するとい

うだけである．ただし「到達」は遍充関係に置き換えられ，証因の知が直接所証に到達するのではなく，

普遍レベルの遍充関係を通して間接的に所証に到達することが述べられている．
74 ここでもメタレベルで自己撞着を導いていると考えられる．すなわち「到達せずには論証しない」とい

う反論が何にも到達しないで成り立つならば，それは一般に認められていることだからわざわざ論証する

必要がない（すでに成立しているものの論証）．そして，物理的に直接到達していなくても，呪術のように

効果を与えることがあるので，非到達だからといって論証できないということにはならないと結論付けら

れる．

呪術は一種の祭式であり，敵がこれ以上殺戮を繰り広げないようにするための手段として善とされている．

注目すべきことに，ヴァルダマーナは Pra においても AN においても，壺の完成で全てを説明しようとし，

呪術の例に全く言及していない．この時代を境に，そうした効果が迷信だと考えられるようになったため

であろうか．
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【1-3-2-9．非到達による対等の欠陥】

それゆえこれは妥当な要素の放棄［＝欠如］である．肯定的・否定的随伴をもつ相互の到

達が確定されるから75．

【1-4．（11）遡及・（12）反例による対等】

【1-4-1．反論】

実例の原因が言及されていないことに基づいて，また反例によって反証することに基づい

て，それぞれ遡及・反例による対等となる（スートラ 5.1.9）．

【1-4-1-1．遡及による対等】

見せかけの無限遡及を付随することが遡及による対等である．無限遡及は知らせる場合と

作る場合にある．また同様に「実例」という語は確定されていることを代喩する．それゆ

え以下がスートラの意味になる．作る場合と知らせる場合に，確定されたことの「原因」，

すなわち確定させるものが「言及されていないことに基づいて」反論することが遡及によ

る対等である．

【1-4-1-1-1．知らせる説における遡及による対等】

そのうち知らせる場合，根拠に対しても［それを証明する］根拠は何か，あるいは実例に

対しても［それを証明する］実例は何かと［反論が］起きる．

【1-4-1-1-2．知らせる説における遡及による対等を起こす各要素】

［問い］またそれではこれ［＝反論］の起こる原因は何か？

［答え］［正誤］未決定76のもの［＝実例など］に［結論の正誤を］決定させないことを想

                                                  
75苦しめることと呪術の間には直接的な到達はないが，肯定的・否定的随伴によって間接的な到達が確定さ

れる．同様に原因と結果／証因と所証には直接的な到達はないが，肯定的・否定的随伴によって間接的な

到達があると確定される．

ここでは間接的な到達とは接触がないけれども効果を及ぼすことを言うが，これまでのウダヤナの説明と

併せれば原因と結果の間の間接的な到達は「原因の能力」，証因と所証の間の間接的な到達は「遍充関係」

と考えることができる．
76正誤の未決定（anizcita）が二重の意味で用いられている．

ひとつは，実例などそれ自体の未決定．一般に実例は世間一般に確定されている（vyavasthita）が，詭弁の

論者はその根拠がない限り，これを認めない．ここに無限遡及が起こることになる．

もうひとつは，実例などがもたらす結論の未決定．未決定であやふやな実例は，結論を決定付けるもの

（nizcAyaka）とはならない．

この 2 つの未決定から，実例が実例として機能していない事態（自体不成立）を適用し，さらに否定的随

伴（他の実例がなければ実例にならない）を用いて実例の実例，認識手段の認識手段が必要であると指摘

することで無限遡及を導く．

もう一方の方法は，証因などは既知でなければ機能しないこと（jJAtaM sat karoti．ajJAtaM sat karoti との

対概念）から，証因の限定要素である既知性もまた既知でなければならない（限定要素不成立）として，

無限遡及を導く．
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定することである．またこのことは認識手段の探求においてスートラ作者たちによって明

らかにされている77．

あるいは「証因について，別の限定要素のように既知性も限定要素である．同様に，それ

［＝既知性］も知られるべきだ，まったくそれ［＝別の限定要素］と同じように」と誤認

する．それゆえ前者では自体不成立因が，後者では限定要素不成立因が想定されている．

【1-4-1-1-3．作る説における遡及による対等】

一方作る場合，原因にも更なる原因が述べられるべきである．

【1-4-1-1-3-1．原因は常住ではない】

なぜならそれ［＝原因］はいかにしても常住ではないからである．［さもなければ］結果も

常住であることになってしまうから．

【1-4-1-1-3-2．原因は偶発的なものではない】

また［原因は更なる原因のない］偶発的なものでもない．原因とそれを有するもの［＝結

果］が常住であることになってしまうから．

【1-4-1-1-3-3．原因は自ら結果となることはない】

また自らだけで［結果を生じる］ということはない．［結果が生じたとき原因］自ら存在が

滅してしまうから．また結果も自らだけで［原因なしに］生じることになってしまうから．

【1-4-1-1-3-4．存在しないものが原因であることはない】

また［結果以前に］存在しないものこそが原因であることもない．［原因の］前にも結果が

生じることになってしまうから．同様に原因の原因についても［そのまた原因が］考察さ

れなければならない78．

【1-4-1-1-4．反対を帰結させるもの―kecit】

また反対を帰結させるものが遡及による対等の三番目であるとある者たちが言う．

                                                                                                                                                    
前者は実例を機能面から，後者は内容面から分析していったものということができよう．
77 NS 2.1.17:認識手段が認識手段から成立するから，別の認識手段の成立が帰結する．（pramANataH siddheH 

pramANAnAM pramANAntarasiddhiprasaGgaH||）

NS 2.1.18:あるいはそれがなくなるから，認識手段の成立のように認識対象の成立が［ない］．（tadvinivRtter 

vA pramANasiddhivat prameyasiddhiH||）

NS 2.1.19:そうではない．灯火による照明の成立のようにそれは成立するから．（na, pradIpaprakAzasiddhivat 

tatsiddheH||）
78 後に回答（1-5-5-1）で説かれるように，この場合の原因とは「真実の考察（tathAtvavicAra）」，結果は「哲

学者の言語表現（parIkSakavyavahAra）」である．前者は考察を構成する証因や実例，後者は考察の結論であ

る推理知と考えられる．
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【1-4-1-1-4-1．到達して否定される矛盾】

すなわち「地面において壺がない」というとき，未到達のものは否定されないので，壺の

到達があることになってしまうなどというようなものである．

【1-4-1-1-4-2．スートラ解釈の不可能】

それはよろしくない．スートラをこのように解釈することは不可能だからである．

【1-4-1-1-4-3．到達による対等への包含】

また到達による対等に含まれるからである．

【1-4-1-1-4-4．到達しなければ否定できない】

なぜなら知られるものは 2 種類あり，肯定されるものと否定されるものである．知らせる

ものも手段などの［行為要素の］うちいずれか一つである．それゆえ否定を知らせるもの

は手段［＝感覚器官など］や基体［＝地面など］であり，否定されるものに到達せずに［知

らせるものとなること］はない．それ［＝否定］は到達のなくなることを特質とするから．

【1-4-1-1-4-5．到達すれば否定にならない】

それゆえ到達して［否定されるものが］述べられるべきである．［しかし］それ［＝到達し

て否定すること］もない．［到達があるならば肯定と否定に］違いがなくなってしまうから．

［肯定と否定の］違いは何か？ 存在性である．以上［反対を帰結させるものは到達によ

る対等である］．

【1-4-1-1-4-6．到達による対等に含まない―BhASya】

反論．これも適当ではない．バーシャ作者などによって例示されていないから．

【1-4-1-1-4-7．到達による対等に含む―VArttika】

答え．そうではない．ヴァールッティカ作者によって再反論において示されているから79．

                                                  
79 ウディヨータカラは「反対を帰結するもの」という用語を使っていないが，到達・非到達による対等の

再反論スートラ（5.1.8）で，「到達するのかしないのか」という反論が，否定される立論に到達するのかし

ないのかと切り返すことによって自己矛盾を指摘している．

NV 2018.6ff on 5.1.8: そしてこの詭弁は，全ての理由を否定することに基づく．「もし知らせるものである

理由が示されていても」「もし行為要素があっても」というように．そしてこれは因果関係を否定すること

によって起こり，否定されるものとなる．何が否定されるのか？ 反論が起こらないことである．どのよ

うにか？ この反論は対象に到達して原因であることの否定を通して論証するのか，あるいは到達しない

で［論証するのか］ということになろうが，それ［＝反論］についても，否定されるものに到達してか，

あるいは到達しないでかということになるので，同じ過失である．（iyaM ca jAtiH sarvahetvapavAdadvArikA, 

yadi jJApako hetur apadizyate tathApi, yadi kArakas tathApIti| sA ceyaM kAryakAraNatvApavAdadvAreNa pravartamAnA 

vyAhatA bhavati| ko vyAghAtaH ? uttarasyAnutthAnam| katham iti ? yad idam uttaraM prApyArthaM 

kAraNatvApavAdadvAreNa sAdhayed aprApya veti, tasyApi pratiSedhyaM prApya vA 'prApya veti samo doSaH|）
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すなわち，「これは『到達してか，到達しないでか』という反論である．それ［＝反論］も

否定されるもの［＝立論］に到達しても，あるいは到達しなくても同じ過失がある．

【1-4-1-1-4-8．遡及による対等は原因と理由の 2 種】

それゆえ遡及による対等は［3 種類ではなく］必ず 2 種類ある．

【1-4-1-1-5．知らせる説における遡及による対等を起こす各要素】

そしてそれはさしあたり無限遡及を特質とする否定的な考証80の誤った指摘である．［無限

遡及に基づいて］理由まで考察した場合，主題については限定要素と被限定要素の両方が

周知でないものとして，理由について自体不成立因として，実例については所証と証因の

両方を欠くもの，または基体が周知でないものとして，その誤った指摘がある．同様に否

定的実例についても［過失が］考えられる．

［問い］またこれ［＝遡及による対等］が起こる原因は何か？

［答え］［さらなる］原因への期待を第一として［その原因の］非存在を想定することであ

る．

【1-4-1-2．反例による対等】

「また反例によって反証することに基づいて」反例による対等になる．

【1-4-1-2-1．スートラ「反証に基づいて」の 2 解釈】

［「反証することに基づいて」とは］反対に提起して，反主張を提起してというのが，効果

を与えられるものの行為［＝否定］を意図して［解釈する場合］である．一方、効果を与

えるものの作用を考えた場合，反例だけによって反主張が提示されることに基づいてと［解

釈し，続きを補って］立論の理由を否定することが反例による対等であるというように第

五格が説明される81．効果を与えるものとは反例であり，効果を与えられるものとは詭弁の

                                                  
80 考証（tarka）には肯定的なもの（anukUla）と否定的なもの（pratikUla）がある．自己矛盾，相互矛盾，

循環論法，無限遡及は後者に属する．
81 「反証（pratyavasthAna）」という語は全てのスートラに適用されるため，スートラを字義通りに解釈すれ

ば「反例によって反証することに基づいて反証することが反例による対等である」というように無駄な繰

り返しとなる．そこで「反証に基づいて（pratyavathAnAt）」を別様に解釈することになった．なおヴァーチ

ャスパティミシュラまではこのような問題は取り上げられていない．ウダヤナはこの解釈から排撃と均衡

の 2 つを導き出している。

1．「反証に基づいて」＝「［詭弁の論者が］反主張を取り上げて（pratipakSam Alambhya）」

・反例による効果の対象＝詭弁の論者に焦点を当てた場合の解釈

・LyaP（絶対詞語尾）が第五格の意味

・理由を否定せず反主張を提示しているので排撃の誤った指摘であると考えられる．

2．「反証に基づいて」＝「［反例が］反主張を提示することに基づいて［立論の理由を否定すること］

（pratipakSAvasthAnAt）」

・効果の主体＝反例に焦点を当てた場合の解釈

（Pra は詭弁の論者に焦点を当てた場合と解するが，NP と整合性がない）

・第五格はそのままにし，「否定」を補う．
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論者である．その作用とは否定である．一方「また」の意味は［2 つの解釈による］定義の

区別を明らかにする．

【1-4-1-2-2．排撃と均衡】

そしてこれは排撃と均衡によって 2 種類である．［反例による対等は］単なる反例によって

起こるので，［理由によって起こる］反対属性による対等［＝類似性・非類似性による対等］

や論題による対等から区別される．

【1-4-1-2-2-1．反論：実例だけでは排撃と均衡を示せない】

反論．またそれでは［反例による反論が］起こる原因はこの場合何か？ というのも，誤

った論理を含むことなく，実例だけによって均衡と排撃を表示することはできないからで

ある．［誤った論理なしに可能ならば］過大適用になってしまうから．

【1-4-1-2-2-2．例示において理由は不要であると誤認する】

［答え］その通りである．［しかし実例だけで反論できるのは］なぜなら詭弁の論者は以下

のように考えるからである．［すなわち］ある属性によって実例が「～のように」とされる

とき，同じ属性によって例示されるもの［＝主題］が「そのように」と結論付けられるこ

とが相応しい．すなわち「デーヴァダッタが背が高いように，ヤジュニャダッタもそうで

ある［＝背が高い］」というが，「チャイトラが片目であるように，マイトラも片足である」

ということはない．それと同じくこの立論者によっても，「壺が無常なように音声もそうで

ある［無常である］」と結論付けられるべきであるが，「壺が無常であるようにこの音声も

作られたものである」ということはない．」

というのも，彼［＝立論者］は証因［＝作られたものであること］を主要なものとして実

例に「～のように」ということを例示しておらず，それゆえ理由の言明は第一義的なもの

でなく，決して要件でないもの［＝所証］が提示されているという誤認がこの場合の原因

だからである82．

【1-4-1-2-2-3．均衡による反論の方法】

そして以下のように［均衡による反論が］起こる．

「もし壺という実例によって音声が無常であるならば，それならば虚空という実例によっ

て常住にほかならないとどうしてならないのか．また『壺だけが実例であって，虚空はそ

                                                                                                                                                    
・理由を否定しているので反主張をもつものの誤った指摘であると考えられる．

この 2 つの解釈によって，ウダヤナはスートラを「詭弁の論者が反例によって反主張を提示して排撃する

場合と，反例だけが反主張を提示して理由を否定し均衡にする場合とが反例による対等である」と解釈し

ていることになる．
82 実例は第一に、所証をもつものとして提出されるにほかならない．壺は，音声が無常であることを示す

ために無常なものの実例として提出されている．ここから，壺は作られたものの実例ではなく，理由ぬき

に実例との類推から結論を導いていると誤認し，同じ理屈からこれが反例だけで反論を起こす原因となる．
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うではない』という違いは何もない．以上が均衡説で［の反論で］ある．

【1-4-1-2-2-4．排撃よる反論の方法】

一方排撃説においては壺という実例によっては音声は無常ではない．虚空という実例によ

って常住だけが成立するから83．

【1-4-1-2-3．反例による対等を起こす各要素】

それゆえこれ［＝反例による対等］は，（1）理由が［例示にとって］第一義でないので要

件でないと誤認することが手段であり，（2）実例が批判点であり，（3）排撃と均衡84が想定

されており，これはそれの誤った指摘である．

【1-4-2．遡及による対等への再反論】

【1-4-2-1．知らせる説での遡及による対等の否定】

遡及による対等の過失を批判するスートラである．

灯火を取り上げれば遡及が止むように85，それは止む（スートラ 5.1.10）．

これ［＝遡及による対等］に対して以下のように再反論の次第がある．

【1-4-2-1-1．既知のものだけが知らせるものとなる根拠はない】

以下のような再反論の次第がある．「既知のもののみが知らせるものであるというこのこと

は，論理で成立しているものか，世間で成立しているものか？ 前者ではない．まさに論

                                                  
83 均衡も排撃でも，実例の所証の部分だけが取り上げられ，理由は排除されている．これは前述の通り，

実例に焦点を当てた結果である．
84 NR は反例だけで優勢であることはないとし，この詭弁が排撃の誤った指摘であることに異を唱える．

NR 209.5f:一方『パリシシュタ』でこれが排撃の誤った指摘であると言われる．そうではない．理屈があり

えないから．というのも，反例だけで優勢であることはないからである．（pariziSTe tu bAdhadezanAbhAsA ceyam 

ity uktam| tan na, yukter asaMbhavAt| na hi pratidRSTAntamAtreNAdhikabalatvam|）
85 以下，スートラにある灯火の喩えは以下の意味で用いられている．

1．世間においてそれ以上の根拠を問われない根拠の例（知らせる説）

暗所では灯火によって壺などが見えるが，「何によって灯火が見えるのか？」という問いは世間では起こら

ない．したがって無限遡及は起こらない．証因と実例も正しいものである限り，それ以上の根拠は不要で

ある．ウダヤナはこの例を既知でなくとも知らせるものとなることを例示するために挙げているが，灯火

自体が既知であるか否かを不問にしている．既知であるならば再び「何によって知られるのか」という問

いが起こるし，既知でないとすれば証因や実例も既知でなくともよいことになってしまう．

すなわち，世間は灯火が既知か否かを問わずに根本的な根拠として認めるように，証因や実例も既知＝そ

れ以上の根拠があるか否かを問わないとして，世間的な常識を盾にそれ以上の追及をかわしていると見ら

れる．

2．世間において他の原因に依拠していても別の原因となりうる例（作る説）

灯火には薪などの原因があるが，結果である世間の言語表現を生み出すことができる．同様に証因や実例

もそれぞれの原因があるが，結果である所証を生み出すことができる．

3．結果の不成立を解消する確定した原因の例（作る説）

灯火はそれ自体で確定したものとして不成立でない認識を生み出す．同様に証因や実例もそれ自体確定し

たものとして不成立でない所証を生み出す．2 では何らかの原因をもつ結果として例示されていたのに対

し，3 は結果をもつ原因として例示されている点で異なる．
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理によって逸脱するからである86．後者でもない．灯火が取り上げられれば遡及がないから

である．あるいは［遡及が］あるならば可見のものを見ることは世間になくなってしまう．

［反論］そうであってもよい．

［答え］［それならば自己］否定があるから詭弁は起こらない87．

【1-4-2-1-2．所証を確定させる限定要素だけ知られていればよい】

［反論］実に，証因の既知性はまず必ず知られなければならない．［証因の］限定要素［の

ひとつ］であるから．

［答え］そうではない．所証の反対の付随を排除するだけの限定要素が必ず知られなけれ

ばならないと承認されるから．しかし単なる補助因として貢献しているものも［必ず知ら

れれなければならないということ］ではない88．一方このように承認したとしても，［自己］

撞着があるから反論は決して起こらない．

【1-4-2-1-3．理由と実例はそれだけで確定的である】

それゆえ世間において壺などを知るために灯火を取り上げるが，それを確定させるものの

連続を［灯火に］付随させることがないように，理由と実例を取り上げることも同様であ

る89．

【1-4-2-1-4．知らせる説での遡及による対等の欠陥】

それゆえこれは妥当でない要件の付加である．必ず知られていなければならないという，

知らせるものの要件では全くないものを要件として取り上げるから．あるいは対象でない

ものへの適用である．証因の補助因に過ぎないものにも証因の要件である既知性を起こす

から．

                                                  
86 既知のものだけが知らせるものとなることが論理で成立しているとすれば，無限遡及を避けるために論

理は根拠なしに成立していることになり，根拠なしには根拠とならないという結論に抵触する．
87 無限遡及を認めながら遡及による対等を起こすならば，その反論自体が無限遡及を起こす．また遡及を

認めずに遡及による反論を起こすのは自己矛盾である．
88 直接知覚の場合は既知でない視覚器官が対象を知らせてもよいが，推理の場合は証因が既知でない限り

対象を知らせることができない．ここから証因が既知であるということは証因の限定要素が全て既知であ

るとして詭弁が提起されていた．

これに対する回答では，証因が既知であることは必要でも証因の限定要素が全て既知である必要はないと

されている．既知でなければならない限定要素は遍充関係の確定に必要なものだけであって，既知性など

の補助因と呼ばれる限定要素は遍充関係の確定に関係がないため，既知か否かを問われない．同様に，既

知でなければならない限定要素の既知性についても，既知か否かを問われないので無限遡及は起こらない．

これを認めた上で無限遡及による対等を起こすのは自己矛盾である．
89 理由と実例に更なる根拠がいらないのは，理由がすでに五相を備えることで誤っていないからにほかな

らない．すなわちすでに同類や異類，他の認識手段や対立主張によって検証が済んでいるために正しいと

言われるのであって，換言すれば「根拠があるから，それ以外の根拠はいらない」ということになる．
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【1-4-2-2．作る説での遡及による対等の否定】

一方作る説では他に依拠すること自体が過失なのか，依拠した上で未成立ということ［が

過失］なのか？

【1-4-2-2-1．他の原因に依拠することは過失ではない】

前者ではない．そのような［＝他の原因に依拠した］灯火によっても世間の言語表現が［成

立し］，［他の原因に依拠した］真実の考察によっても哲学者の言語表現が成立するから．

あるいは［これを認めないならば］詭弁は起こらない90．

【1-4-2-2-2．原因の遡及はある時点で止む】

一方後者ならば未成立のものに依拠して未成立なのか，成立しているものに依拠してでも

［未成立で］あるのか？ 前者ならばすでに成立しているものの論証となり，一方後者な

らばスートラが答えとなる．そのように承認しなければそれ［＝反論］も不成立だから［自

己］撞着となる91．

【1-4-2-2-3．作る説での遡及による対等の欠陥】

それゆえこれは対象でないものへの適用である．無限遡及が反論でないことはないが，対

象が成立しているもの［への無限遡及］はそうではないからである．

【1-4-3．反例による対等への再反論】

さて反例による対等について．

そして反例が理由であるとき，実例は無根拠ではない（スートラ 5.1.11）．

【1-4-3-1．排撃による反論の否定】

これについては以下のように再反論の次第がある．反例が［立論者の実例よりも］より強

い力をもつと考えて，実例の排撃が指摘されるのか，それともそれ以外［＝同じ力がある

と考えて］か？

【1-4-3-1-1．反例＞実例ではない】

前者ではない．証因から導かれる所証の属性をもつことを確定している以上，立論者と対

論者が意図した属性［＝所証または所証の反対］をもつことのみでは 2 つの実例［＝実例

と反例］に違いがないからである92．

                                                  
90 反論者の取り上げる理由にも原因は必ずある．原因をもつものは論証できないとするならば，反論者も

反論できないため自己撞着となる．
91 反論者の取り上げる理由には確定した原因が必ずある．確定した原因をもつのに不成立だというならば，

反論者も反論できないため自己撞着となる．
92 立論者は実例について証因から導いて所証をもつことを確定している．一方反論者は反例について反証
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【1-4-3-1-2．反例＝実例で排撃はない】

後者でもない．というのも同じ力があるもののうちどちらが排撃されるものであったり，

排撃するものであったりするのか？ あるいはそのように［同じ力をもつもの同士に排撃

関係があると］認めれば，実例によってこそ，反例の排撃が承認されなければならなくな

ってしまうから，［自己］撞着になる93．

【1-4-3-1-3．排撃による反論の欠陥】

それゆえこれの［全ての詭弁に］共通なもの［＝自己撞着］こそが欠陥であると言われる．

そしてスートラの意図は妥当な要件の欠如である．排撃についてより強い力をもつことと

いう妥当な要素が考慮されていないから．

【1-4-3-2．均衡による反論の否定】

一方均衡の場合，［実例と反例の］違いを把握しているときに均衡があるのか，あるいはそ

れを把握していないときに［均衡が］あるのか？

【1-4-3-2-1．違いを把握している場合に均衡はない】

前者ではない．実例が［反例よりも］劣っていることを把握しているならば，それ［＝劣

っていること］だけが述べられるべきだ［が実際には述べられていない］から．［一方］反

例が劣っていることを把握しているならば均衡は不可能だからである．

【1-4-3-2-2．違いを把握していない場合はない】

一方後者は決してない．実例は理由に支持されているから．反例はそれ［＝理由］を欠く

から．したがって［スートラは］以下のような意味である．反例だけが理由であることが

「反例が理由である」ということ，すなわちそれ［＝反例］以外の理由はないということ

である．それ［＝反例］がそのようである［＝ほかに理由をもたない］とき，もし実例も

それ以外の理由がないならば，均衡があるだろう．しかし実例は「無根拠」すなわち理由

が存在しないものではないと94．

                                                                                                                                                    
から導いて所証をもたないことを確定している．この点だけでは，反例が実例よりも優れているというこ

とができない．
93 反例が実例を排撃するとき，両者が同じ力をもつと認めるならば，逆に実例が反例を排撃することも可

能となる．したがってこの詭弁によって，反論自体が否定されることになる．

同じ力をもつもの推理同士に排撃関係はありえないという指摘は，ウダヤナに先行する多くの学者によっ

て議論されている．

ウディヨータカラは推理による排撃を想定しておらず，曖昧な記述に終始していた．ヴァーチャスパティ

ミシュラはこれを補って推理による排撃はあるという見解を打ち出すが，ジャヤンタ・バッタは推理によ

る排撃はない述べ，さらにバーサルヴァジュニャは再び反対して推理が排撃されることはあるとする．こ

れは推理同士の強弱関係に対する認識の違いに基づくものであるが，いずれの学者も力が同じ場合には論

題類似因（prakaraNasama）となり，排撃関係がないという点で一致している．Cf. 小野［2002b］
94 均衡すなわち論題類似因が起こるのは，対立しあう 2 つの理由に強弱関係を把握できない場合

（vizeSAgraha）である．違いを把握できれば，実際には結論は 1 つであるわけだから，強弱関係は明らかに
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【1-4-3-2-3．理由をもたない実例はない】

［反論］理由をもつ［か否か］というかたちの違いは［論証の］要件ではないと論式［＝

前主張］の中で示した．

［答え］そうであるならば［理由をもたない］ロバが反論とならないのと同様に，［理由を

もたない］反例もそうである［＝反論とならない］ことになってしまうので，自らの言明

を否定する95．

【1-4-3-2-4．均衡の反論による対等の欠陥】

それゆえこれは妥当な要素の欠如である．理由という妥当なものこそが考慮されていない

から．あるいは違いを把握していないことという均衡の要件があるが，それが考慮されて

いないから．

【1-5．（13）不生起による対等】

【1-5-1．反論】

生起する前には原因がないことに基づいて，不生起による対等がある（スートラ 5.1.12）．

何であれ論証の要件が「生起する前には」，「原因」＝理由「がないことに基づいて」反論

することが不生起による対等である．このように［論証の要件として］基体・証因・所証・

実例・その知の不生起が含まれる．

【1-5-1-1．一部不成立因】

【1-5-1-1-1．基体の不生起「音声」】

そのうち最初の喩例［＝基体の不生起］はバーシャにあり，それは基体の一部不成立因で

あると結論されている96．

【1-5-1-1-2．証因の不生起「落下」】

一方第 2［の喩例＝証因の不生起］は「これは重い．落下するから」と述べられたとき，「落

下が生起する前の状態は，理由が一部不成立となる．そのときにも重さが意図されている

                                                                                                                                                    
なる．

ここでは強弱関係はすでに明らかである点から，違いを把握していないということはなく，均衡は起こら

ないことを説いている．
95 理由がなくても反例だけで反論できるというならば，ロバによって反論するように反論でないもので反

論していることになってしまうので，自己撞着となる．
96 NBh は喩例を示すだけで「一部不成立因」などの評価を行っていない．

NBh 2022.2ff:「音声は無常である．努力の直後にあるものだから．壺のように」と言ったとき他の者が言

う．「生起の前には音声は未生起だったので，努力の直後にあることという無常性の原因はない．それがな

いから常住であることになる．そして常住なものの生起はない．不生起による反証が不生起による対等で

ある．」（anityaH zabdaH prayatnAnantarIyakatvAd ghaTavad ity ukte apara Aha - prAg utpatter anutpanne zabde 

prayatnAnantarIyakatvam anityatvakAraNaM nAsti, tadabhAvAt nityatvaM prAptaM, nityasya cotpattir nAsti| anutpattyA 

pratyavasthAnam utpattisamaH||）
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ので，その［落下する前の］状態であっても主題に含まれるから」という．

【1-5-1-1-3．所証の不生起「香りをもつこと」】

第 3［の喩例＝所証の不生起］は「これは香りを持つ．地元素からなるものだから」と述べ

られたとき，「第一刹那に遍充されるものである香りは生起しないから，理由は不成立であ

る．あるいは［地元素からなることが香りが生起する前に］成立しているならば，［直接知

覚によって］対象が排撃されたものとなるだろう」という97．

【1-5-1-1-4．実例の不生起「壺」】

第 4［の喩例＝実例の不生起］は「自己は実体である．属性をもつから．壺のように」と述

べられたとき，「第一刹那に壺は属性が生起していない状態であり，まさにそれは属性をも

たない．そしてそのようにして実例において理由が一部不成立になる」という98．

【1-5-1-1-5．知の不生起「未知の風」】

第 5［の喩例＝その知の不生起］は「風は実体である．可触性をもつから」と述べられたと

き，「未知であっても風は実体であることが意図されている．しかしその場合この理由［＝

可触性をもつこと］は認識されたもの［＝風］に存しないので，理由は［基体の］未知の

部分について不成立である」という99．このようにこの全てが一部不成立として結論される

という．

                                                  
97 ヴァイシェーシカ学説ではカテゴリー間の因果関係に基づく要請から，地元素からなるもの―例えば壺

―が生起した第一刹那は無属性状態であり，第２刹那になってはじめて色や香りなどの属性が生起すると

いう定説がある．ミクロな視点で見ていくと，第１刹那には地元素からなるものであるのに香りがないと

いう状態があることになる．これは以下のような推理がもとになっている．「生起したばかりの実体は無属

性である．属性の内属因（samavAyikAraNa）がないから．」

一方「地元素からなるものは必ず香りを属性としてもつ」というのも定説である（NS 3.1.62）．ここから「香

りがないものは地元素からなるものではない」という対偶（遍充するものがなければ遍充されるものもな

い）によって，第一刹那も地元素からなるものでないことになってしまう．この結論を，「所証（香りをも

つこと）が生起する前には，理由（地元素からなること）がないから」というようにスートラからパラフ

レーズしている．

一方，地元素からなることは実際第一刹那にあるというならば，香りがないのに地元素からなるものを認

めていることになり，「地元素は（必ず）香りをもつ」という知覚（あるいは定説）に抵触することになる．
98 第一刹那に属性がない点は上記の通り．スートラをそのまま適用すれば「壺が生起する以前には属性が

ない」となるが，ここでは「壺が生起した直後（第一刹那）には属性がない」ということが述べられてお

り，解説に齟齬が見られる．
99 存在論から反論を行っていた第 4 までの喩例と異なり，この喩例は認識論からの反論である．スートラ

は「基体の知が生起する前には，理由が存在しない（＝知られない）」とパラフレーズされる．風元素は可

触性のみを属性としているため（NS 3.1.63），風元素を知る手がかりは可触性のみであり，風元素が知られ

る前にその可触性が知られているということはない（存在はしているはずだが）．ここから風元素を未知の

状態と既知の状態に分け，未知の（＝知が生起していない）状態では理由もまた知られていないことによ

って反論する．
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【1-5-1-2．矛盾因】

また「生起する属性をもたないものがどうして無常なのか」，「落下のないものがどうして

重いのか」，「香りをもたないものがどうして地元素からなるものなのか100」，「属性をもた

ないものがどうして実体なのか」，「理由が認識されていないものがどうして所証の属性を

もつのか」というように，矛盾因としても結論されるという．

【1-5-1-3．不生起による対等を起こす各要素】

そしてこれはその［一部不成立因と矛盾因の］誤った指摘であるという．何かの［論証の］

ために取り上げられるものが不生起であるので，それに対して論証能力がないことが手段

である．この場合批判点は理由である101．

【1-5-2．再反論】

過失を考察するスートラである．

すでに生起したものについてそのようであるから，原因が成り立つので，原因の否定には

ならない（スートラ 5.1.13）．

【1-5-2-1．基体の不生起による対等の否定】

【1-5-2-1-1．生起する前の基体を認めない】

これについて以下のように再反論の次第がある．まず生起していないもの［＝主題］は不

生起による対等にならない．時間的なものとしての主題を我々は認めていない．もしそう

であるならば批判の余地があるだろうが．というのもある時点でそれ自体存在しないもの

を，誰がその時点にあるものとして基体であると認めようか．それゆえどうして基体不成

立になるのか？

【1-5-2-1-2．未生起の状態では基体ではない】

［反論］そうであっても，［無限定の］音声のみを主題とするとき，どうやってその［未生

起］状態のものについて主題であることを排除するのか？［排除できない．］

［答え］それならば，そうであっても［＝未生起であっても］これは音声にほかならない

のか．そうであるならば［＝未生起の音声があるというならば］，存在しないことがなくな

ってしまい，また同じく「生起する前には［存在しない］」ということと矛盾する102．

                                                  
100 T 本では「地元素からならないものがどうして香りをもつのか」と読む．他の論式を「〈証因〉をもた

ないものがどうして〈所証〉をもつのか」とすれば T 本の読みは，香りが地元素固有の属性であるため「香

りをもつこと」と「地元素からなること」が等値とみなされ，逆もまた真となったのではないかと考えら

れる．等値であるならば，一方が成り立つのに一方が成り立たないことは矛盾となる．
101 反論者は基体・証因・所証・実例・その知といった論証の要件を取り上げるが，批判されるのはそれら

の要件が生起する以前にはないとみなされる理由である．
102 Cf.NVTP 573.4f．否定の対立項は存在するかという問題に触れるが，ここでは直接答えずに存在すると

みなす場合の過失を指摘するに留まる．反論は生起する前には基体が存在しないことを前提としているの

に，生起する前にも基体が存在するとするならば生起したものがさらに生起することになってしまい，矛

盾する．
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【1-5-2-1-3．未生起の状態は代喩で表現される】

［反論］それならば［＝生起する前の音声を否定するならば］音声でないものこそが，そ

の状態［＝未生起の状態］になってしまう．

［答え］そのようなことはない．同じく［自己］矛盾になるから．それ［＝音声でないも

の］を本体とするものは，別の時点［＝生起した後］であっても，［音声］自らの非存在と

同様，自らと異なるもの［＝音声］と同一であることはないから．

それゆえ，自らの時間にある［音声性などの］あり方によって，別の時点［＝生起する前］

での自らの非存在を代喩するという意味である103．

【1-5-2-1-4．非存在は代喩で表現される】

［問い］また同様に，「壺は今まだ生起していない」，「音声は［今まだ生起していない］」，

「それ［壺や音声］は消滅した」，「［壺や音声は］存在しない」というのはどういう意味か？

［答え］それ［＝代喩された基体］の非存在があるということなので，［代喩なしに］それ

［＝非存在］はまた言表されないものになってしまう．そして言表されないものを基体と

して，所証と証因の関係を疑うことすらできない104．これ以上の詳論はやめよう．したが

ってこのことを「すでに生起したものについてそのようである」と述べたのである．

【1-5-2-1-5．基体の不生起による対等の欠陥】

それゆえこれは対象でないものへの適用である．不成立因であることを反論に述べること

が相応しいのは確かだが，主題でないものがそれ［＝不成立因］の対象であることはない．

そして生起していないものは主張ではない．以上［が基体についての再反論］．

【1-5-2-2．証因の不生起の否定】

【1-5-2-2-1．生起したものだけが証因となる】

一方，理由の場合，いつであれ「すでに生起したもの」である落下などについて「そのよ

うであるから」すなわち理由になるから，成立した遍充関係をもつからということ．原因

が生起するので，すなわち証因が成り立つので，主題において「原因の否定にはならない」

と補う．

                                                  
103 生起の前に基体はないという見解に対して，反論者が不都合を示そうとするが，ここで「代喩」を根拠

に，時間に制限されない基体のあり方が説明される．

音声の無が音声になることはないのと同様，音声でなかったものが後から音声になることはない．したが

って生起する前，消滅した後の音声の非存在は，ある時点で存在している音声がもっている音声性などに

よって代喩される．存在していない音声に音声性はないが，間接的に音声性が非存在と同一基体関係をも

つ．すなわち「まだ音声は存在していない」「もう音声は存在していない」の 2 つは「ある時に音声が存在

している」ということから暗示されるということになる．
104 さらに代喩がなければ否定の言語表現が成り立たないことを示し，未生起の基体という言語表現が可能

でありつつも，実際には未生起の基体はないことを正当化している．
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【1-5-2-2-2．証因が一時的なものとして遍充関係をもつ】

以下のように言われていることになる．ある時点で存在している証因［＝落下］が，三時

にわたる所証［＝重さ］と本質的な関係が成立しているとき，その証因がある時点で成立

しているものとしてのみ［論証で］引かれることに基づいて，そのような［＝成立した遍

充関係をもつ］所証と証因の関係が成り立つので，未生起と消滅の状態における［証因の］

不成立が破綻をもたらすことはない．その時点［＝証因が生起している状態］のものとし

て引かれなくとも，その時点の対象として成立する［＝含意される］から．なぜなら「あ

る時点で落下をもつものは，いかなる時でも重い」という遍充関係があるからである．あ

るいは遍充関係がないならば，その時点にあるものとして主題でもないので，何の不成立

を指摘するのか105．

【1-5-2-2-3．証因の不生起による対等の欠陥】

それゆえこれは妥当な要件の欠如である．遍充関係のあり方に依拠した上で不成立が反論

になるから．そしてこれ［＝詭弁］はそれ［＝遍充関係］に依拠せずに起こるから．以上

［が証因についての再反論］．

【1-5-2-3．所証・実例の不生起の否定】

このことによって所証・実例を通したもの［＝不生起による対等］が説明されたことにな

る106．それぞれ相応しくスートラを適用する．所証［の不生起による対等］の場合，妥当

な要素の欠如がある．［所証＝地元素からなることが］遍充するものであることというあり

方に依拠しないからである．一方実例の場合も，［証因＝属性をもつことが］遍充されると

いうあり方に依拠しないからである．

【1-5-2-4．知の不生起の否定】

【1-5-2-4-1．既知のものだけが主題・理由・実例となる】

                                                  
105 スートラからは「生起したものだけが証因である」ということしか言えないが，ここではさらに証因「落

下」が生起する前にも所証をもつ主題「重さをもつこれ」がある（証因が常に主題に存在していない）と

いう，この論式に特有な状況で不成立因の疑いを晴らす説明が行われる．

一時的にしか存在しない証因「落下」が，継続的なものである所証「重さ」を証明できるかこの問題に対

し，「落下するものは重い」という関係を，「ある時点で落下をもつものは，いかなる時でも重い」という

ように厳密な表現で修正することで解決している．

このような遍充関係がない場合，落下をもつ時点で重くないことになり，主題「これ」は所証を欠くこと

によって主題ではなくなる．主題でないものに証因の不成立を指摘しても，反論したことにはならない．
106 証因の場合と同様，所証が証因を一時的なもの（ある時点で成り立つもの）として遍充すると修正され

た場合，所証があるのに証因がないという状態（実体が生起した第一刹那の無属性状態）は問題でなくな

る．「ある時点で香りをもつものは，いかなる時でも地元素からなる」「ある時点で属性をもつものは，い

かなる時でも実体である」という遍充関係は，地元素からなるのに香りをもたない状態，実体なのに属性

がない状態によって損なわれない．この遍充関係に対して向けられたものではない不成立因の指摘は，反

論の要件にならない．
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一方その知の場合，「すでに生起した」ものとは知が生起したもの，既知のものについてと

いうこと．「そのようであるから」＝主題であるから，理由であるから，実例であるからと

いう意味．

【1-5-2-4-2．2 種の推理による知のあり方】

以下のように述べられたことになる．実に推理の起こり方は可能性としてあるものと決定

によるものとの 2 種類である107．そのうちそれぞれの起こり方に従って，その知の対象［＝

主題・理由・実例］だけが提出されるから，それ以外のもの［＝未知のもの］が主題など

でなくとも，立論を捨てたことにはならない．提出に従うものは過失がないから．

【1-5-2-4-3．知の不生起による対等の欠陥】

それゆえこれは対象でないものへの適用である．主題などの無知は過失にほかならないが，

提出されていないものが主題などになることはなく，また主題でないものなどの無知は過

失ではない．さもなければあらゆる場合に否定になるから108．［反論は］起こらないと考え

なければならない．以上［が知についての再反論］．

【1-6．（14）疑惑による対等】

【1-6-1．反論】

【1-6-1-1．疑惑の原因による反証】

普遍と実例について，感覚器官で捉えられる点で同じなので，常住なものと無常なものと

の類似性があることに基づいて，疑惑による対等がある（スートラ 5.1.14）．

「同じなので」までは喩例を目的とする．残りには代喩の意味がある．それゆえ同類例と

同類例でないもの［＝異類例］を設定する属性に基づいてとスートラを展開する．同様に，

対象が［常住／無常と］別の推理においても，原因がいくつかの［＝2 つ以上の］属性など

からでも疑惑による対等に含まれる．それは以下のような意味である．結論の原因109を批

                                                  
107 推理には疑惑がなければならない要件＝所証と，確定的でなければならない要件＝証因がある．所証に

疑惑がなければ推理が不要となってしまうし，証因が確定的でなければ所証を導くことができないからで

ある．ここでは推理には可能性としてある部分と決定による部分の両方があることが述べられている．な

お可能性としてあるということは疑惑の一種だが，一方の結論がより強い（utkaTakotika）状態である．

いずれの要件も確定的なものとして，あるいは蓋然性をもつものとして知られており未知であるというこ

とはない．「風は実体である．可触性をもつから」という推理において，主題「実体としての風」は，証因

「可触性」を認識する以前にも可能性として知られていたということができる．しかしそのことは風が知

られていなかったということを意味しない．
108 主題でないものの無知が過失であるというならば，反論についても反論の主題以外の無知があるから自

己撞着となる．
109 結論の原因とは，反論が否定されることによって過失がないことが証明された論証である．スートラで

は「結論とは，省察ののち主張（＝論証）と反主張（＝批判）による対象を確定することである（NS 2.1.41:
vimRzya pakSapratipakSAbhyAm arthAvadhAraNam||）」とあり，注釈で論証が直接的な原因，批判が間接的な原

因とされる．

NV 333.12:理由は何か？ 第一の主張の論証に過失がないからである．そして第一の主張の論証に過失がな

ければ第二の余地はないので，第二の主張はなくなるという状態において決定がある．（kiM kAraNam ? 
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判するとき，疑惑の原因によって反証することが疑惑による対等である．

【1-6-1-2．疑惑の原因と結論の原因の相似】

［疑惑による対等は］以下のように起こる．結論の原因があるので結論があるべきである

のと同様に，疑惑の原因があるので疑惑がなければならない．さもなければ原因があって

も疑惑と同様に結論もなくなってしまう．違いはないから．そして疑惑の原因は同じ・複

数・異論のうちのいずれかである110．しかし両方［＝結論と疑惑］ともあってよいと言っ

てはならない．［結論か疑惑の］いずれか一方に，同じもの［＝主題］において結論と結論

でないもの［＝疑惑］という対立する両者が結びつけば，別物になってしまうから．

【1-6-1-3．疑惑による対等を起こす各要素】

それゆえこれについて疑惑の原因こそが手段であり，理由が批判点である．［理由＝結論の

原因によって］作られるもの［＝推理知］に関しては対立主張をもつことが想定され，こ

れはその誤ったものであるという．また［理由によって］知らされるもの［＝所証］に関

しては限定要素の不成立が想定され111，これはその誤ったものであるという．［主題に］疑

惑の原因がないときに結論づけることができるという誤認に基づく．

                                                                                                                                                    
prathamapakSasAdhanasya nirdoSatvAt, nirdoSe ca prathamapakSasAdhane na dvitIyasyAvakAza iti nivartate dvitIyaH 

pakSaH iti, yatrAvatiSTate tasminn nirNayaH|）

NVTT 331.13:反論．「主張」という語で定義された論証が決定に対する理由であってもよい．しかし「反主

張」で定義されたその反論は直接論証するものではない．これゆえ「また主張に基づいて」という．理由

になるのは間接的にという意味．「主張と反主張によって」というのは論証と反論によってという意味であ

る ．（ nanu bhavatu pakSazabdalakSitasya sAdhanasya nirNayaM prati kAraNatvaM, pratipakSalakSitasya tu 

taddUSaNasya na sAkSAtsAdhakatvam ity ata Aha - pakSAc ceti, hetutvaM pAramparyeNetyarthaH| 

pakSapratipakSAbhyAm iti, sAdhanadUSaNAbhyAm ityarthaH|
110 スートラ 1.1.23（NS 1.1.23:samAnAnekadharmopapatter vipratipatter upalabdhyanupalabdhyavasthAtaz ca 

vizeSApekSo vimarza saMzayaH||）より，疑惑の原因は 5 つ挙げられ，1 と 2 は対象にある疑惑，4 と 5 は認識

者にある疑惑とされる．疑惑による対等ではそのうち 1～3 が反論者によって提出される．Cf. NBh 
234.3-255.2
1.同じ属性があること（samAnadharmopapatti）
2 つのものに同じ属性を見て，いずれかの違いを見ない．「棒と人に同じ属性である高さと幅を見る」

2.複数の［ものと異なる］属性があること（anekadharmopapatti）
他のものに非共通な属性を見る．「音声には分離によって生じることという他との違いがあり，実体か属性

か運動か定まらない」

3.異論（vipratipatti）
同一の対象を見ることが破綻している．ある者が「アートマンはある」と言い，別の者が「アートマンは

ない」と言って，どちらも論証していない．

4.知覚している状態（upalabdhyavasthA）

見えていてもそれが実際に存在しているか否かの決め手がない．「水槽の水はあり，蜃気楼の水はないが，

あの水は本当に存在しているのか」

5.知覚していない状態（anupalabdhyavasthA）

見えていなくてもそれが実際に存在しているか否か決め手がない．「杭の根本の水は見えないがあるかもし

れない．でもまだ湧いていないか，もう枯れているかもしれない．」
111 NVTP では作られるものに関して「妨げるもの」が想定されているとする．

NVTP 574.1f:作る説では妨げるものの誤った指摘である．知らせる説では限定要素の不成立の誤った指摘で

ある．（kAryApekSayA pratibandhakacodanAbhAsaH, jJApyApekSayA vizeSaNAsiddhicodanAbhAsaH||）



290

【1-6-2．再反論】

欠陥の根源を批判するスートラである．

類似性に基づいて疑惑があるとき，非類似性に基づけば疑惑はない．あるいはどちらでも

疑惑があるならば，無限の疑惑が付随する．しかし類似性が常に［疑惑の原因で］あるこ

とは承認されないから，否定にならない（スートラ 5.1.15）．

【1-6-2-1．結論付ける属性があれば疑惑はなくなる】

「類似性」とは疑惑を起こす属性であり，「非類似性」とは結論付ける属性であるので，結

論付けるものがないときに疑惑の原因があって疑惑を起こすが，もしそれ［＝結論付ける

もの］があるのに［疑惑を］起こすならば，無限の疑惑があることになってしまう．「まさ

にそのようなことは，あってもよい」ということを述べる．「［類似性が］常にあること」

と．「類似性が常に」疑いの原因で「あることは承認されないから［否定にならない］」．

【1-6-2-2．疑惑が常にあるならば反論は起こらない】

「私に関する限りまさにこのように［疑惑が常にあることを］承認する」というならば，

少なくとも［反論と結論との］因果関係においても［反論の］結論を認めることから，あ

るいは［結論を］認めなくても，［どちらの場合でも］詭弁［＝疑惑による対等］は起こら

ない．［自己］撞着になるから112．

【1-6-2-3．疑惑による対等の欠陥】

したがってこれは妥当な要素の欠如である．違いの見られないことが疑惑の原因として妥

当なのに，それに依拠しないからである．あるいは妥当でない要素の付加である．類似性

など［＝疑惑の原因113］の欠如は決して妥当ではないのに，結論の要件として認めるから．

それゆえ作られるものに関して反主張をもつことはない．疑惑の原因が要素を欠くから．

また知らされるものに関して限定要素が不成立であることもない．類似性など［疑惑の原

因の］の非存在が理由の限定要素であることは承認されないから．

【1-6-2-4．逸脱の誤った指摘―kecit の否定】

疑惑による対等は，逸脱因の誤った指摘であるとある者たち114は言う．それはどうしてか

というと，不注意によるものである．なぜならこれはそれ自体，逸脱因の指摘え３はなく，

また「想定による対等」のように他の逸脱を導くことによってあるのでもなく，［疑惑によ

                                                  
112 「結論付ける原因があっても疑惑が常にある」という一方で，反論が有効ならば「反論という原因があ

れば［反主張の］結論という結果がある」＝「結論付ける原因があれば疑惑はなくなる」ということにな

ってしまい，矛盾が起こる．この矛盾を回避するため反論が有効でないというならば，詭弁の余地はない．
113 「類似性など」という表現から分かるように，ウダヤナは類似性を疑惑の原因のひとつ，すなわち「同

じ属性（samAnadharma）」と捉えている．疑惑の原因としてウダヤナはほかにも「複数（に非共通）の属性」

「異論」を挙げており，スートラの「類似性」はその 3 つを代喩するものと捉えられる．
114 ヴァーツヤーヤナ説．名指ししていないのは否定するにあたって敬意を表するためであろう．
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る対等では］結論の原因自体が疑惑を起こすのでもないという理屈によって，結果的にそ

うなる［＝疑惑がある］からである．

【1-7．（15）論題による対等】

【1-7-1．反論】

両説［それぞれ］の類似性から論題が成立することに基づいて，論題による対等がある．（ス

ートラ 5.1.16）

【1-7-1-1．力が強くない理由によって排撃を説く】

「類似性から」というこれは，反主張を証明するもの［＝認識手段］を代喩するためであ

る．「論題」とは議論されるものという意味である．それが「成立することに基づいて」す

なわち決定されることに基づいて．それゆえ，主張の理由が提示されたときに，それ［＝

主張の理由］より力が優れていない［＝同じ力をもつ］と認められた他の認識手段によっ

て，理由の排撃115を説くことが論題による対等であるというのがスートラの意味である．

【1-7-1-2．推理による排撃の指摘】

喩例［は以下の通り］．「音声は無常である．結果であるから」と述べられたとき，「そうで

はなくて常住にほかならない116．なぜなら聴かれるものであることから［常住であると］

成立しているから．もしこれが排撃とならないならば，結果であることも［無常性を］証

                                                  
115 1-2 で議論したとおり，反対属性による対等＝類似性・非類似性による対等は「対立主張をもつことの

誤った指摘」，論題による対等は「排撃の誤った指摘」である．この根拠として「成立することに基づいて」

という語句が挙げられる．すなわち，論題による対等では反証が決定してしまっており，それに基づいて

排撃が指摘されることになる．一方，反対属性による対等ではスートラを「それの属性と反対のものを導

くために」と読み，反証が決定していない状態＝対立主張をもつ状態を想定している．

対立主張をもつことと排撃の違いが明確でなかったウディヨータカラまでは，同じ用語を用いる論題類似

因に倣い，論題による対等を両者がそれぞれの主張を証明していて決定的でない状態，すなわち対立主張

をもつ状態と捉えている．反証が決定した状態で反論するという排撃の考え方は，ヴァーチャスパティミ

シュラに至って初めて明確にされた．

ここでウダヤナはヴァーチャスパティミシュラ説に従って，2 つの主張の均衡を表す語であった「論題」

を「議論されるもの」すなわち所証と解釈し直している．スートラは「両説」という語を無視して「（自説

の）類似性・非類似性に基づいて反主張を決定してから反証すること」というようにパラフレーズされる．

類似性・非類似性による対等とは対立主張をもつものか排撃かの違いしかない．このことは「その他は類

似性による対等と同じ」と述べられていることからも理解される．

NBh 2027.5f:論題を踏み越えない．論題を踏み越えないから，決定に至らない．（na prakaraNam ativartate, 

prakaraNAnativRtter nirNayAnativartanam|）

NV 2027.11:両者，立論者と対論者が主張と反主張を取って常住性と無常性を論証し，（ ubhayatra 

vAdiprativAdinau pakSaparigraheNa nityAnityatve sAdhayataH,）
NVTT 2027.24ff:なぜなら論題による対等では自説の決定によって私は立論者の主張の論証を反論しようと

いう意図によって起こるからである．一方，類似性・疑惑による対等では，立論者の論証と同じというだ

けを取り上げてそれを反論するのであって，反主張を決定することによってではないという違いがある．

（prakaraNasame hi svapakSanizcayena mayA vAdipakSasAdhanaM dUSaNIyam iti buddhyA pravartate| 

sAdharmyasamasaMzayasamayos tu vAdisAdhanena sAmyamAtrApAdanena taddUSaNaM, na tu pratipakSanizcayeneti 

vizeSaH|）
116 「常住にほかならない」と限定詞 eva を用いることで排撃の条件である「決定」を表している．
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明するものとならない．認識手段であることに違いがないから」という．

【1-7-1-3．直接知覚による排撃の指摘】

同様に直接知覚などによっても排撃がある．例えば同じもの［＝無常の論証］に対して，「そ

うではない．再認識によって排撃されるから117．もしこれが排撃とならないならば，それ

［＝結果であること］も証明するものとならない．［認識手段であることに］違いはないか

ら」という．

【1-7-1-4．論題による対等を起こす各要素】

それゆえここでは対立する認識手段が手段であり，理由が批判点であり，排撃されること

が想定され，これはその誤ったものである．その他の述べられたこと，述べられていない

ことは類似性による対等と同じである．

【1-7-2．再反論】

さて欠陥の根源が考察される．

相手［＝立論者］の主張に基づいて論題が成立するから，相手［＝立論者］の主張が成り

立つことに基づいて否定は成り立たない（スートラ 5.1.17）．

【1-7-2-1．論題が成り立てば主張は通る】

「相手の主張」の論証は，立論より力が優れていないものであっても，それに基づいて「論

題が成立するから」，理由が自らの所証を成立させるために，立論の「否定」は「成り立た

ない」．「相手の主張」が成り立つこと「に基づいて」とは，反論から見て，立論こそが「相

手の主張」であり，それの力が優れていない［とみなされる］ことによって均衡されるも

の［＝立論の理由］からでも期待通り［無常性が］成立する．このことはあなたの承認に

よってこそ118「成り立つことに基づいて」という．あるいは承認しなければ排撃は成立し

ない．

                                                  
117 ミーマーンサー学派では音声を意味を運ぶものと考え，発声の後に音声が聞こえなくなった後も意味が

残るという再認識によって，聞こえなくても音声は存在する＝常住であると主張する．音声が無常ならば，

音声が聞こえなくなった後に意味が残ることがなくなってしまうからである．
118 論題による対等が成り立つならば，反論が立論と同じ力でも排撃できるのと同様，立論も反論と同じ力

でも成立することになり，否定が成功しない．これが論題による対等のもつ自己撞着である．

類似性・非類似性による対等では相手が同じ力であると想定したのに対して，再反論で立論は遍充関係に

支えられているが反論はそうではないとして，同じ力ではないことを説いていた．論題による対等でも相

手は同じ力であると想定しているが，再反論ではそれを認めた上で，排撃が成り立たないことを指摘して

いる．

両論が同じ力であると想定されたとき，対論者が対立主張をもつことを指摘してくれば立論の力が優れて

いることを示し，排撃を指摘してくれば同じ力であることを認めるというのは，いささか狡猾ではないだ

ろうか．相手が排撃を指摘してきたときでも，立論の力が優れていることを示せば反論は回避できるはず

である（もっとも，そのような再反論は，スートラから抽出できない）．
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【1-7-2-2．論題による対等の欠陥】

したがってこれは［全ての詭弁について］共通な［自己］撞着である．一方共通でないも

のとして妥当な要素の欠如がある．排撃に対して力が優れていることが妥当な要素にほか

ならないが，それに依拠しないから．

【1-8．（16）非理由による対等】

【1-8-1．反論】

理由が三時にわたって成立しないとするならば，非理由による対等になる（スートラ

5.1.18）．

【1-8-1-1．前後・同時の選択による理由の不成立】

これは作る説・知らせる説に共通する詭弁である．前か後か共存かという選択により始ま

る．そのうち共存するならば異ならないから理由でない119．一方前後にあるならばどちら

か一方の関係項が成り立たないから［理由でない］．手段と目的は［それぞれ］手段と目的

によって付加的性質を与えられるから．

【1-8-1-2．到達・非到達による対等との違い】

［反論］さてこれ［＝非理由による対等］は到達・非到達による対等と何が違うか．目的

と手段の関係の否定はどちらでも同じだから．

【1-8-1-2-1．着眼点の違い】

［答え］前者［＝到達・非到達による対等］では［目的が手段に］接触するか接触しない

かということ自体の考察があるが，後者［＝非理由による対等］では理由から120［起こる

の］である．

【1-8-1-2-2．手段の違い】

前者は［目的と手段という］対象を通してであるが，後者は［「目的」「手段」という］言

葉を通してである．

                                                  
119 共存する場合はどちらも存在している点で違いがないから，一方が理由（原因・証因）で，一方が結果

（結果・所証）であるということができない．Pra と Pan はこの状態を「牛の右と左の角のように

（savyetaraviSANavat）」と喩えている．
120 T,M,NR は「時間から（kAlataH）」と読み，NR は時間の接触もあると反対している．また以下に述べる

区分にも異を唱える．

NR 211.7f:その場合［＝到達・非到達による対等］でも時間の接触の考察がありえるから．この場合［＝非

理由による対等］でも対象を通したり，2 つの選択肢に基づいたりすることがあるからなどと考えられる．

（tatrApi kAlasannikarSacintAsambhavAt| atrApy arthadvArakatvadvivikalpopakramatvasambhavAc cetyAdy Uhyam|）
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【1-8-1-2-3．選択肢の数の違い】

前者は 2 つの選択肢に基づくが，後者は 3 つの選択肢に基づく．

【1-8-1-2-4．批判される能力の違い】

前者では［理由における到達・非到達の］協同能力が批判されるが，後者では［理由］そ

れ自体の能力が批判される．

【1-8-1-2-5．指摘の内容の違い】

前者は限定要素不成立因の誤った指摘だが，後者は否定的な考証の誤った指摘である．な

ぜなら［手段が］前にあるならばそれ［＝目的］の手段でないことになり．［手段が］後に

あるならばそれ［＝手段］の目的でないことになり，共存するならば目的と手段の関係が

ないことになってしまうからである．以上のように否定的な考証だけの表現が結論される

から．そして相互依存の誤謬にその意図があるから．

【1-8-1-3．非理由による対等を起こす各要素】

したがってここでは否定的な考証が手段であり，理由と理由をもつものの関係が批判点で

あり，考証との矛盾が想定され，これはその誤ったものである．

【1-8-2．再反論】

一方，過失の根源が考察される．

理由に基づいて所証が成立するので，三時にわたって不成立ということはない（スートラ

5.1.19）．

【1-8-2-1．知らせる説】

【1-8-2-1-1．理由は三時にわたって成立する】

三時にわたって不成立であることによって，詭弁の論者は理由と結果の関係をここで批判

したという．しかし三時にわたって不成立ということはない．［所証の成立は］それぞれの

あり方で三時にわたって妥当しており121，理由に基づいて所証の成立が見られるから．ま

さにこれゆえ［理由と所証の不成立という］遍充関係が破綻しているので考証は根拠がな

いという意味．

                                                  
121 NS 1.1.5 では推理が 3 つに分類される．分類の基準には諸説あるが，ここでは過去から現在＝原因から

結果，未来から現在＝結果から原因，現在から現在＝因果関係にないものの推理が「三時にわたって妥当

する理由」の根拠となっていると考えられる．

反論者の考証（相互依存の過失）の原理となる遍充関係は「三時にわたる理由は所証の不成立によって遍

充される（どんな理由からも所証が成立しない）」というものだが，三時のいずれの理由からでも所証が成

立しているので，この遍充関係は成り立たない．
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【1-8-2-1-2．知らせる説での欠陥】

したがってこれは妥当な要素の欠如である．知らせる説では考証が起こるために必要な遍

充関係に依拠しないから．

【1-8-2-2．作る説】

【1-8-2-2-1．原因は結果に先行する】

一方，作る説では三時の不成立はある．前の時間に結びついた原因から，後の時間に結び

ついた結果が成立するから．

【1-8-2-2-2．原因の先取り】

［反論］結果がないとき，それは何の原因なのか．

［答え］結果［の原因］にほかならない．

【1-8-2-2-3．認識上で原因化される】

［反論］存在していないものがどうして条件となるのか．

［答え］言語表現については認識上で成立しているから．

【1-8-2-2-4．原因は結果から独立している】

一方，作用については条件付けは無用である．それ自体の能力はそれ自体でのみ決められ

ているから122．

【1-8-2-2-5．因果関係は前後関係である】

［反論］時間が異なるもの同士にどうして関係があるのか．

［答え］この関係に限って，このような自体の性質があるから．というのも，前後関係の

制約をもつものが因果関係だからである．

【1-8-2-2-6．作る説での欠陥】

したがってこれは妥当でない要素の付加である．というのも，時間が異なるという決まり

に対して，時間が同じことは妥当ではない．矛盾するから．あるいは前と同様に［妥当な］

要素の欠如である．関係［一般］が共存によって遍充されることは成り立たないから．あ

るいは対象でないものへの適用である．共存によって関係が遍充されることはあるが，し

かしそれは対立しないもの［＝関係］［が共存と遍充関係をもつの］であって，対立するも

                                                  
122 原因それ自体の能力＝特定の結果との前後関係．因果関係とは前後関係である．また後代の説では分解

できない条件（akhaNDopAdhi）とするものもあった．
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のも［共存による］遍充関係の対象となることはない123．

【1-8-3．自己撞着】

そして否定が成り立たないから，否定されるものは否定されない（スートラ 5.1.20）．

［非理由による対等は］自らの言明に該当するから，［全ての詭弁に］共通する［自己］撞

着があるという意味124．

【1-9．（17）意味上の帰結による対等】

【1-9-1．反論】

【1-9-1-1．スートラ解釈】

意味上の帰結から反主張が成立することによって，意味上の帰結による対等がある（スー

トラ 5.1.21）．

述べられたものの反対を引き出す能力が「意味上の帰結」である．それ［＝意味上の帰結］

「から」＝それの誤ったものから「反主張が成立することによって」＝反証することによ

って「意味上の帰結による対等がある」という意味．

【1-9-1-2．想定される過失】

そしてそれはたくさんの種類がある．

【1-9-1-2-1．同類例の矛盾】

すなわち，「音声は無常である」と言われたとき，意味上「［音声の］他は無常でない」と

いうことが帰結する．一部の肯定は残り［全て］の否定を対象とするから．そしてそうす

ると実例は所証［＝無常性］を欠くものとなるので，［実例における所証との］矛盾125とな

る．

【1-9-1-2-2．均衡】

「無常なものとの類似性から無常である」と言われたとき，意味上「常住なものとの類似

性からは常住である」ということが帰結するので，均衡となる．

                                                  
123 対立しない関係とは，結合関係・内属関係・類似関係のように一方の関係がもう一方にもある関係．本

が机と結合しているということは，机が本と結合しているということでもある．この関係では関係項が常

に共存していなければならない．これに対して対立する関係とは，一方の関係がもう一方にない関係で因

果関係がこれにあたる．煙が火の結果だからといって，火が煙の結果であるということにはならない．こ

のような関係は火と煙のように前後関係にあるものもあれば，カパーラの結合と壺のように共存関係にあ

るものもあり，常に共存しなければならないとは限らない．
124 非理由による対等は，そのまま否定にも当てはまり，否定が三時にわたって成立しないことによって立

論は否定されない．
125 所証が同類例にないのと同様，異類例にもないわけなので，誤った理由としては非共通因を提示すべき

であり，この場合の「矛盾」は矛盾因を指さない．所証があるはずの同類例に所証がない事態を「矛盾」

と表している．
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【1-9-1-2-3．排撃】

「推理に基づいて無常である」と言われたとき，意味上「直接知覚に基づいては常住であ

る」ということが帰結するので，排撃となる．

【1-9-1-2-4．不成立】

「［音声は］普遍をもち，かつ我々などの外的感官によって把捉されるから［無常である］」

と言われたとき，意味上「それがなければ常住である」ということが帰結する．つまり全

ての音声が我々などに知覚されるわけではない126ので，［部分］不成立となる．

【1-9-1-2-5．選択による全ての過失】

同じ理由が述べられたとき，「所作性は無常性を論証するのか否か？ しないならばこれ

［＝普遍をもち，かつ我々などの外的感官によって把捉されること］もどうして論証する

ことができるのか．違いがないから．論証するならば意味上『他のものは論証しない』と

いうことが帰結し，全ての過失が付随する．同様に不確定因・不成立因になる127」などと

いう．

【1-9-1-3．意味上の帰結による対等を起こす各要素】

したがってこれは述べられていないことを引き出すことが手段で，理由が批判点であり，

不成立因などのいずれかが想定されており，これはその誤ったものである．

【1-9-2．再反論】

欠陥の根源が考察される．

述べられていないものが意味上帰結するならば，［反論者の］主張の放棄が成り立つ．［主

張の放棄は］述べられていないから．また，意味上の帰結は不確定だから（スートラ 5.1.22）．

ここで以下のような再反論の次第がある．述べられていないが，述べられたことを支持す

るものが意味上帰結するのか，それとも単に述べられていないこと［が意味上帰結するの］

                                                  
126 ニヤーヤ学派で音声は属性であり運動をもたないという定理から，発生から到達まで音声の小単位がリ

レーを行うと考えられていた．最初の音声が第一刹那に生起し，第二刹那に存続して，第三刹那に消滅す

る．そして最初の音声が原因となって次の音声が生起する．最初の音声は次の音声を起こすという機能し

か持っておらず，知覚されない．また最後の音声は存続せずに消滅するので，これもまた知覚されない．

この 2 つが知覚されないので，音声の一部に証因が不成立となり，部分不成立因になる．

Pra はこの喩例を逸脱（不確定）因とする．証因がなければ常住であるということが意味上帰結しており，

これを用いれば音声は一部が常住，残りが無常ということになって一方に確定しない．ただし同一の証因

が常住と無常を導いているわけではないので，厳密には不確定因ではない．
127 所作性という別の証因に誤った理由か否かの選択肢を作り，どちらでも意味上の帰結を用いて過失が起

こることを示す．

所作性が不成立ならば，違いがないから立論の理由も不成立となり，成立するならば意味上の帰結から立

論の理由は不成立となる．（不成立因）

所作性が誤った理由ならば，意味上の帰結から明らかに誤った理由が誤った理由ではなくなり，誤った理

由でないならば意味上の帰結から立論の理由は誤った理由となる．（不確定因・矛盾因・論題類似因・被排

撃因）Cf.Pra 45.16ff, Pan 50.23ff
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か．

【1-9-2-1．述べられたことを支持する内容を帰結することはない】

前者ならば妥当な要素の欠如がある．立論で述べられたことは述べられていないことによ

って遍充されないから．そして遍充しないものは支持するものとならないから．したがっ

てこのことが「不確定だから」と言われる128．

【1-9-2-2．単に述べられていないことを帰結するならば自説放棄】

後者ならば自らの言明を遍充するから［自己］撞着となる．したがってこのことが「述べ

られていないものが」＝単に述べられていないものが「意味上帰結するならば，主張の放

棄」＝自説の放棄が「成り立つ」．なぜか？ 「述べられていないから」＝反論の条件が同

じく当てはまるからという意味．

【1-9-2-3．反論証の不確定】

そして議論と論詰では，立論者の証明と同じく，反論証にもこの意味上の帰結が分散する

ので，これは確定的であると定まることがない．また同様に［この詭弁が］批判されるべ

きものであるので反論でないことを認めれば矛盾がある．あるいは批判されるべきもので

なければ［反論者］自らの論証をそれ自体だけで承認しないから，議論と論詰という論議

を否定する．したがってこれが「不確定だから」と述べられている129．

【1-10．（18）無区別による対等】

【1-10-1．反論】

ある属性の成立に基づいて無区別なので，存在性が成立するから全て無区別になってしま

うというならば， 無区別による対等である（スートラ 5.1.23）．

【1-10-1-1．スートラ解釈】

【1-10-1-1-1．前半部は定義ではない】

「ある属性の成立に基づいて無区別なので」とは，詭弁の論者の企図を明らかにして，詭

弁が起こる順序で示すためである．反証［自体］の方法を述べる．「全て無区別になってし

まう」と．

                                                  
128 意味上の帰結で結論された「述べられていないこと」は，述べられたことを支持する場合もあれば支持

しない場合もある．「音声は無常である」という言葉で述べられていないことは，「他は無常ではない」か

もしれないし，「他も無常である」かもしれない．したがって意味上の帰結は不確定である．
129 反主張をもたない反論だけの反論（vitaNDA）を除いて，反論者も反論証，すなわち自分の主張を提出し

なければならない．意味上の帰結による対等を認めるならば，その反論証にも当てはまり，反論の効果を

失う．一方この対等を認めないならば，立論者の主張が通ってしまい，反論の出る幕がない．

このように「不確定だから」という理由は，立論からの意味上の帰結と，反論からの意味上の帰結がどち

らでも自身の論証と意図しなかったその反対を帰結する，すなわち不確定になることを表している．
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【1-10-1-1-2．証因以外の属性が手段である】

問い．それは証因の属性［＝所作性など］の成立に基づいてこそあるのか．

答え．そうではないので述べる．「存在性が成立するから」と．またそうであるとき「付加

による対等」との違いがある130．

【1-10-1-1-3．「存在性」は代喩である】

そしてこれ［＝存在性］は別の属性の代喩である．認識対象性・実体性などによっても反

証が可能だから．「そして無区別による対等はこの詭弁［＝付加による対等］となり，付加

による対等などが同一になってしまう．［いずれも実例と所証の］ある類似性に基づく［反

証だ］から．」とヴァールティカで知られるから131．

【1-10-1-1-4．「全て」はその属性をもつもの全てを表す】

そして「全て」という語によって，ここで［無区別を］引き起こす属性［＝存在性・認識

対象性・実体性など］に覆われた集合が意図されている．

【1-10-1-1-5．「無区別」は 3 種類を表す】

一方，「無区別」とは［それ自体が］同一であること，同一の属性をもつこと，あるいは同

一形相の属性をもつことである132．

                                                  
130 付加による対等との違いが何に由来するかは注釈も含めて明言されていない．付加による対等では実例

と主題の類似性から，実例にあって主題にない属性を取り上げて矛盾を指摘した．一方ここでははじめに

実例と主題の類似性を挙げるところまでは同じでありながら，その後にさらに実例と主題に共通する属性

を取り上げ，矛盾は指摘しない．取り上げる別の属性のあり方が異なっている．
131 無区別による対等の原因となる存在性は無区別を引き起こす属性の代喩である．その根拠として，ウデ

ィヨータカラが「無区別による対等が，主題と実例に別の属性を選択する点で付加による対等と同じにな

る」と述べたことを引用する．すなわち，無区別による対等が存在性だけから起こるならば「主題と実例

に別の属性を選択する」ということができず，付加による対等とは元より異なるものとなる．同じである

ためには，「存在性」という語を「主題と実例に別の属性を選択する」ものの代喩として解釈しなければな

らない．したがってウディヨータカラ説に従えば，「存在性」は証因以外の属性一般を表す代喩である．

なお，ウディヨータカラは本当に無区別による対等と付加による対等が同じであると述べているのではな

い．詭弁が 14 分類であると主張し，いくつかの詭弁は無駄な繰り返しであるという反論に対して，ウディ

ヨータカラは詭弁の 24 分類が限定（avadhAraNa）ではなく，定義を伴う被定義項（個々の名称）と反論の

仕方による区別の一例（udAharaNa）であるとし，何らかの区別で 14 分類が成り立つならば，何らかの区別

で 24 分類も成り立つとする．こうした区別を否定するならば，無区別による対等が付加による対等などと

同一になってしまうという 14 分類説が意図しなかったことを付随させるのが引用された箇所である．

NV 2015.7:一方この詭弁は無区別による対等である．付加による対等などはある類似性に基づいて同一にな

ってしまう．（avizeSasamA tv ayaM jAtiH utkarSasamAdInAm ekatvaM kiJcitsAdharmyAd iti|）
132 3 種類の無区別はニヤーヤ学派の語意論（NS 2.2.66-69）に由来し，以下で例示されるように，同一であ

ることが個物（vyakti）としての無区別，同一の属性をもつことが類（jAti）としての無区別，同一形相の

属性をもつことが所証の属性（形相 AkRti）としての無区別に対応する．

Pan 53.12f: 同一であることとは同一の個物であること，同一の属性をもつこととは個物が違っても同じ類

をもつこと，同一形相の属性をもつこととは，同じ類の属性をもつことであるという無区別である．

（ekatvaM ekavyaktitvaM ekadharmatvaM vyaktibhede 'py ekajAtimattvam, ekAkAradharmakatvem 

ekajAtIyadharmakatvam avizeSaH|）



300

【1-10-1-1-6．まとめ】

したがって以下のような意味になる．ある集合において，存在性などのうちいずれかの，

証因と異なる属性を認めた上で，その力によってその集合が，［存在性などの］属性の点か

ら，あるいはそれ自体の点から同一相であることを帰結するのが無区別による対等である．

【1-10-1-2．喩例】

【1-10-1-2-1．スートラに基づく喩例】

そして以下のように起こる．「もし所作性というある属性の成立に基づいて壺と音声に無常

性という無区別があるならば，存在性というある属性の成立に基づいて三界にあるもの全

てが無区別にならないのか」と．

【1-10-1-2-2．無区別＝同じ個物になる場合の過失】

［問い］それならばどうなのか．

［答え］同一性によって無区別ならば，主題などの区別がなくなってしまう．

【1-10-1-2-3．無区別＝同じ類をもつ場合の過失】

その類のものとして無区別ならば，類の混同や下位の類の消滅がある．

【1-10-1-2-4．無区別＝同じ形相をもつ場合の過失】

同じような形相をもつものとして無区別ならば，属性・運動など133も無常な属性と結合す

ることになってしまうという．

【1-10-1-2-5．代喩された喩例での過失】

実体性というある属性の成立に基づいて，9 つ［の実体］が無区別になり，どうして［全て

の実体が］運動をもたないのか，あるいは感覚器官で捉えられることというある属性の成

立に基づいて，壺と音声の両方共に有質であるという無区別にどうしてならないのか．［音

声が］壺と同種，あるいは壺と同一になってしまうという134．

【1-10-1-3．類似性・選択・付加による対等との違い】

そしてこれは類似性による対等ではない．［類似性による対等は］反対属性によって反証さ

れるから135．また選択による対等でもない．［選択による対等は］選択によって起こるから，

                                                  
133 Pan はこれを所有複合語「属性・運動などをもつもの」と解し，普遍・特殊・内属を含む．これらは定

説上常住であり，無常な属性をもつことはない．
134 この例では運動をもつ・有質であるという実例にあって主題にない属性を取り上げているため，形式と

しては無区別による対等だが内容は付加による対等になっている．
135 ウディヨータカラは類似性による対等との違いを論じて，類似性による対等は「あるものとの類似性に

基づくもの」，無区別による対等は「全体との類似性に基づくもの」としており，ここから「存在性」が「全

体との類似性」として無区別による対等の手段となり，一方有質性など付加による対等の手段となるもの
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［無区別による対等では逸脱が］結論されないから．また付加による対等でもない．［無区

別による対等は136］別の属性が成立することによって反証するとき，一部の矛盾は指摘さ

れないから137．

【1-10-1-4．無区別による対等を起こす各要素】

したがってこれはある属性のある区別に対して，論証しないことを示すのが手段であり，

理由が批判点であり，論証しないことが想定されており，これはその誤りである．

【1-10-1-5．共存の存在性―anye】

【1-10-1-5-1．スートラ解釈】

一方，他の者たちはこのスートラを別様に解説する．すなわち「一つの属性の成立に基づ

いて」＝証因の属性が導くものであることに基づいて，「無区別なので」＝所証の属性をも

つという点で［無区別なので］，主題と実例は「全て無区別」＝全ての面で無区別「になっ

てしまう．」「存在性が成立するから」＝共存の存在性が成立するからと．

【1-10-1-5-2．3 種類の無区別】

そしてその全ての面で無区別は 3 種類ある．個物として，類として，所証の属性［＝形相］

としてである．

【1-10-1-5-2-1．個物が無区別の場合】

例えば「壺などにおいて所作性は，その壺の色性などの全ての面で共存したものとして見

られているが，これ［＝音声］において無常性を証明しつつ，その壺の色性なども証明し

てしまう．無区別だから．もしそうでないならば無常性も証明しないだろう」という．

                                                                                                                                                    
は「あるもの（実例）との類似性」であるという違いが意図されていると考えられる．

NV 2233.12ff:反論．無区別による対等は類似性による対等と異ならない．なぜか？ 類似性だけで起こる

のが異ならないから．そうではない．1 つか全体かの区別から違いがある．1 つの類似性からは類似性によ

る対等があり，全体の類似性からは無区別による対等がある．（sAdharmyasamAtaH na bhidyate avizeSasamaH| 

kasmAt ? - sAdharmyamAtrAt pravRtteH avizeSAt iti cet ?  na, ekasamastabhedAt bhedaH - ekasAdharmyAt 

sAdharmyasamA, samastasAdharmyAt vizeSasameti||）
136 それぞれ異なる理由として挙げられているものが，どちらを指すのか一定していない．T 本では否定辞

を付加することでいずれも無区別による対等についてあてはまるものに統一している．
137 Pan は付加による対等との違いを 2 つに分けており，それに従えば以下のように読まれる．「［付加によ

る対等は］別の属性が成立することによって反証する場合であり，［無区別による対等では］一部の矛盾は

指摘されないから．」しかしすでに説明されているように，「別の属性が成立する」という点では両者に違

いがなく，違いは一部の矛盾（無区別の誤った帰結）を指摘するか否かにあると考えられる．また，「別の

属性が成立することによって反証する（dharmAntaropapattyA pratyavasthAne）」という語句が第七格で終わっ

ているおり，第五格でないことからも，これを独立してひとつの理由とすることは不可能であろう．Pan 
54.22f:「別の属性が成り立つことに基づいて」と述べるとき，付加による対等からの区別が示されており，

それが付加による対等の論者が述べた理由によって起こる．しかしこれは全くそうではないと．そして付

加による対等では一部の矛盾は指摘されるが，ここではそうではない．このことを述べる．「一部の矛盾は」

と．（dharmAntaropapattyeti bruvatotkarSasamAto bhedito darzitaH utkarSasame vAdyuktahetuvalena pravartatA| iyaM 

tv anyathaiveti| utkarSasamAyAM ca vizeSavirodhaz codyate| atra ca na tathety Aha - vizeSeti|）
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【1-10-1-5-2-2．類が無区別の場合】

同様に「壺性などと共存したものとして見られたもの［＝所作性］は，壺性という類も証

明してしまう．無区別だから」．

【1-10-1-5-2-3．形相が無区別の場合】

同様に「かまどにおいて煙はその火と共存したものとして見られているが，山において火

を証明しつつ，それ［＝かまど］も証明してしまう．もしそうでないならば［火も］決し

て証明しないだろう」という．

【1-10-1-5-3．付加による対等に包含される】

それはよろしくない．付加による対等に含まれるから138．

【1-10-1-5-3-1．主題と実例は基体として異なる】

［反論］主題と実例の区別が定まっているとき付加が起こるが，ここではそうではない．

［答え］そうではない．類や類似性に違いがなくとも，［無区別による対等では］基体の違

いが定まっているので［付加による対等と］対立しないから．

【1-10-1-5-3-2．個物としての無区別はない】

［反論］個物として無区別を引き出せば，［主題と実例に］区別はないから付加はない．

［答え］そうではない．同一でないときに同一性こそが付加されるから139．銀でないもの

に銀と想定するように．

【1-10-1-5-3-3．付加による対等における属性の選択】

問い．それならば［＝別個のものならば］［付加による対等では］所証と実例にいかなる属

性の選択があるのか．

答え．［所証と実例の］一方にあり一方にないあり方にほかならない．

【1-10-1-5-3-4．スートラ解釈との齟齬】

またそうであれば前の例［＝三界の無区別など］は含まれないことになってしまうが，し

                                                  
138 AN では主題と実例の無区別を説く者を「ある者たち（kecit）」，これを否定するウダヤナの説を「他の

者たち（anye）」とした上で，付加による対等のように個別の矛盾を取り上げる意図はないとして否定して

いる．

AN 46.27f:「そうではない．付加による対等に含まれるから」と他の者たちは言う．（中略）そうではない．

個別の矛盾を取り上げる意図がないから．（maivam, utkarSasamAntarbhAvAd ity anye| ...| tan na| 

vizeSavirodhApAdanAbhiprAyavaidhuryAt|）
139 個物としての無区別を指摘するときにも付加による対等になるのは実際にある別の属性＝（実例との）

同一性を選択するからであるが，無区別による対等においてこの同一性は虚妄である．
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かしこれはニヤーヤの伝統ではない．それゆえスートラ通りの解釈140でよい．付加的な解

釈は無用である．

【1-10-2．再反論】

過失の根源を考察するスートラである．

ある場合にはその属性は成り立たず，ある場合には成り立つから，否定にならない（スー

トラ 5.1.24）．

【1-10-2-1．スートラ解釈（1）】

「ある場合」すなわち存在性などがあるとき，それを遍充するものとするような「属性［＝

一般的な無区別］は成り立たず」，「ある場合」すなわち結果性などがあるとき，それを遍

充するものとするような無常性などの属性は「成り立つから，否定にならない．」

【1-10-2-2．スートラ解釈（2）】

また同様に，対象を逆にして適用することもできる．

「ある場合」すなわち無区別だけが以上のように述べられたときには「その属性は成り立

たず」＝遍充されるものとして存在性などが成り立たず，「ある場合」すなわち無常性など

においては結果性などがそのように「成り立つから，否定にならない141．」

【1-10-2-3．無区別による対等の欠陥】

したがってこれは妥当な要素の欠如である．本質的関係という妥当な要素に依拠せず，当

                                                  
140 スートラどおりの解釈（nyAsa）とは語を補わず逐語的に解釈したもの，付加的な解釈（anunyAsa）とは

これにいくつか語を補って解釈したもの．「他の者たち」の説においてはスートラの一句「存在性が成立す

るから」を主題と実例だけに適用するために「共存の存在性が成立するから」と解釈しなければならず，

「共存（sAhitya）」という語が補足されるのは付加的な解釈である．これはスートラ注釈史の伝統を逸脱す

るからだけでなく，想定は簡潔な方がよい（kalpanAlAghava）という法則からも採用されない．
141 2 つの解釈は同じことを述べているが，スートラの語に対応するものを変えている．

1.存在性から一般的な無区別は成り立たないが，所作性から無常性という無区別は成り立つ．

2.一般的な無区別に対して存在性は成り立たないが，無常性に対して所作性という無区別は成り立つ．

NBh は 2，NV と NVTT は 1 で解釈する．なおスートラは「ある場合にはその属性は成り立ち，ある場合

には成り立たないから」という順番を逆にした読みもある．

NBh 1134.5ff:例えば所証と実例においてある属性である努力の直後にあることが成り立つから無常性とい

う別の属性が無区別である．このように全ての存在に存在性が成り立つことに基づく別の属性はない．そ

う で あ る な ら ば 無 区 別 に な る だ ろ う け れ ど も ．（ yathA sAdhyadRSTAntayor ekadharmasya 

prayatnAnantarIyakatvasyopapatter anityatvaM dharmAntaram avizeSaH, naivaM sarvabhAvAnAM 

sadbhAvopapattinimittaM dharmAntaram asti, yena avizeSaH syAt|）

NV 1134.13:ある場合には類似性が認識され，ある場合にはないというのがスートラの意味．（kvacit 

sAdharmyam upalabhyate kvacin nety sUtrArthaH|）

NVTT 1134.18ff:ある類似性，努力の直後にあることなどがあるときには，音声は壺などとその属性である

壺の属性の無常性が成り立つから．ある類似性，音声に存在一般と共に存在性があるときには，存在一般

の属性が成り立たないから否定はないということ．（kvacit sAdhArmye prayatnAnantarIyakatvAdau sati zabdAder 

ghaTAdinA saha taddharmasya ghaTadharmasyAnityatvasyopapatteH, kvacit sAdharmye zabdasya bhAvamAtreNa saha 

sattvAdau bhAvamAtradharmasyAnupapatteH pratiSedhAbhAva iti yojanA|）
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該の詭弁が起こっているから．

【1-10-2-4．存在性によって反証することはできない】

すなわち，以下のような再反論の次第がある．

（1）この存在性は結果性が［無区別を］証明しないことの実例なのか，それとも（2）結

果性がそれ［＝無区別］を証明すること［の実例］なのか．（3）「［全ては］共通な属性を

もつから」という［無区別の］理由に含まれるものなのか．（4）無区別を独自に証明する

ものなのか，あるいは（5）付随する過失なのかという142．

【1-10-2-4-1．実例として結果性が論証しないことを反証できない】

1 番目ではない．単なる実例だけでは証明するものとならないから．また［無区別であると

いう］決定がないから143．

【1-10-2-4-2．実例として結果性が論証することを反証できない】

2 番目ではない．まさに同じ理由から．また［自己］撞着になるから144．

【1-10-2-4-3．理由として無区別を証明しない】

3 番目と 4 番目ではない．本質的な関係が成立しないから．それを欠くものに証明すること

を認めるならば自らの言明と撞着するから145．

【1-10-2-4-4．存在性から過失は付随しない】

一方 5 番目は，もし存在性に基づくならば無区別になってしまうというのか，それとも結

果性に基づいて無区別ならば存在性に基づいても同じく［無区別に］なってしまうという

のか．

                                                  
142 Pra，Pan，AN 47.15ff にしたがって以下のような論式であると考えられる．

（1）「所作性は無常性としての無区別を証明しない．存在性が一般的な無区別を証明しないように．」

（2）「所作性は無常性としての無区別を証明する存在性が一般的な無区別を証明するように．」

（3）「所作性は無常性としての無区別を証明しない．全ては存在性という同じ属性をもつから．」

（4）「全ては無区別である．存在性という同じ属性をもつから．したがって全ては常住である．」

（5）「全ては無区別になってしまう．存在性という同じ属性をもつから．したがって全ては無常になって

しまう．しかし実際は無区別ではないので，無常でもない．」
143 理由を伴わない実例は反証にならない．実例だけではそうであるかもしれないし，そうでないかもしれ

ないという未決定状態を打開できない．
144 1 番目と同じく，実例だけでは証明できないという問題があるが，その上仮に証明できたとしても，実

例において立論者の主張を認めてしまうことになるので，自分の立場と矛盾する．
145 存在性は無常性または常住性に対して逸脱するため，遍充関係はない．存在性があるからといって無常

ではないとか，常住であるとかいうことはできない．

これを無視して存在性を反証に用いるならば，所聞性も常住性としての無区別を証明せず，（5）より全て

は無常であるという主張も成り立ちうるので，自らの立場である常住性も否定されることになる．

Cf. NBh 1135.1f:存在するものが常住か無常なのだから，無常性は成り立たない（sataz ca nityAnityabhAvAt 

anityatvAnupapattiH|）
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【1-10-2-4-4-1．存在性と無区別の遍充関係はない】

前者ではない．遍充関係があるならばすでに成立しているものの論証になるから．また排

撃によって［遍充関係の考証に必要な］対偶が決定されないから146．

【1-10-2-4-4-2．両者の無区別に遍充関係はない】

遍充関係がないからこそ，後者ではない．というのも所作性が無常性という無区別を証明

することは，存在性が無区別を証明することによって遍充されないからである147．以上［再

反論の次第］．

【1-10-2-5．主宰神論証批判における無区別】

これによって主宰神の推理に対して動物だからといってウサギなどが角をもつという無区

別の過失148が付随するなどということも説明される．

【1-11．（19）成立による対等】

【1-11-1．反論】

両方の理由が成り立つことに基づいて，成立による対等になる（スートラ 5.1.25）．

立論者によって根拠［＝理由］が述べられたときに，対論者が自説にも根拠を成立させる

                                                  
146 仮に存在性と無常性の遍充関係があるとして，存在性の点から無区別を主張するだけならば，立論者に

とって何の不都合もない．さらにここから全てが無常であることが帰結しても，立論者の主張は否定され

たことにならない．

遍充関係を正当化するための考証は，否定的遍充の形で行われる．しかし，存在性をもたないものがない

以上，「無区別でないならば存在しない」ということができない．このことは，無制限の全称命題「およそ

全てのものは」による論証が認められていないことを示唆している．

Cf.NBh 1134.8ff:実際，このように考えれば「全ての存在は無常である．存在性が成り立つから」という主

張になる．その場合，主張の内容とは別に他の喩例はない．そして喩例がない理由はないという．また主

張の一部が喩例であることは成り立たない．なぜなら所証は喩例ではないからである．（evaM khalu vai 

kalpyamAne anityAH sarve bhAvAH sadbhAvopapatter iti pakSaH prApnoti| tatra pratijJArthavyatiriktam anyad 

udAharaNaM nAsti, anudAharaNaz ca hetur nAstIti| pratijJaiekadezasya codAharaNatvam anupapannam, na hi sAdhyam 

udAharaNaM bhavati|）
147 前者では存在性と無区別の遍充関係「存在性があれば，必ず無区別となる」が否定されたのに対し，後

者では無常性による無区別と存在性による無区別の遍充関係「無常性の点で無区別ならば，必ず存在性の

点でも無区別である」が否定される．いずれも存在性から無区別を論証することはできず，仮にしたとし

ても，立論の反証にはならないことが述べられている．
148 ミーマーンサー学派が主宰神批判で用いる帰謬論法．結果性による無区別から動物性による無区別を導

くが，そのような遍充関係はない．

Pra:「もし所証と共存するだけで結果性だけから見えない作者が成立するならば，同じように動物性からも

ウサギに角が成立してしまう」というこの場合，結果性が作者を証明することは，動物性が角を証明する

ことによって遍充されない．もしそうならば過失があるだろうがという意味．

Pan:ミーマーンサー学派の者たちが以下のように述べている．「もし結果だからといって作者をもつことが

証明されるならば，動物だからといってウサギなどが角をもつことも証明される」という．（略）ここでも

「結果性が作者をもつこと証明することは，動物性が角をもつことを証明することによって遍充されない

と知るべきである．動物性は対象が排撃されているので，角を持つことを証明しないが，結果性は対象が

排撃されないので，作者をもつことを証明する」と悪意のない人たちは考えるので，逸脱があるから遍充

されるものと遍充するものの関係は成り立たないから，否定も同じだからという要髄．
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とき，成立による対等になるという．

【1-11-1-1．理由のみが成り立つ】

意味上「両方の理由が成り立つこと」とは，この場合直接に反主張を成立させるのではな

くて，反主張の理由を成立させる，証明するという意味であるので，論題による対等など

とは異なる．

【1-11-1-1-1．2 つの理由が成り立つこと―ウディヨータカラ】

そしてそのようにヴァールティカは述べる．「常住と無常の理由が同じものについて成り立

つというのが成立による対等の意味である．常住と無常の両説によって反証するならば論

題による対等になるという違いがある」と149．

【1-11-1-1-2．証因によって証因が成り立つ―ヴァーチャスパティミシュラ】

ティーカーも全く同じである．すなわち「自説が成り立つことによって」というのが論題

による対等の場合であり，「自らの証因だけによって」というのが成立による対等の場合で

ある150．前者では「成立している自らの証因に基づいて自説が成り立つことによって［反

証する］」という意図がある．一方，後者では「自らの証因［のみ］に基づいて自らの証因

が成り立つことによって［反証する］」という［意図がある］．

【1-11-1-1-3．排撃でも均衡でもない】

問い．どうして［「自らの証因が成り立つことによって」と］補足するのか．

答え．それ以外では［＝補足なしでは］［定義が］成り立たないからである．というのも，

反論証によれば排撃と均衡以外の方法がないからである151．

                                                  
149 2 つの詭弁が自説を立てるか否かで分けられることはこの文だけから直接理解されず，次のヴァーチャ

スパティミシュラによる解釈が必要となる．NV 1136.11ff.
150 NBh，NV ではそのまま引用されているが，NVTT からは抜粋した上で，ウダヤナ自身が解説を加えて

いる．

NVTT 1136.16ff:論題による対等の詭弁では主張と反主張の論証が同等であっても，対論者が自分の論証か

ら自分の主張が成立することによって立論者の論証を反論するときに起こる．一方成立による対等では自

分の論証によってのみ起こるという違いがある．（prakaraNasamAyAM jAtau pakSapratipakSasAdhanayoH 

samAnabalatve 'pi prativAdI svasAdhanAt svapakSasiddhyA vAdisAdhanadUSaNe pravartate upapattisamAyAM tu 

svasAdhanenaiveti vizeSaH|）
151 成立による対等は，自らの主張を含意はするが述べないという点でのみ，論題による対等・反対属性に

よる対等と異なる．そのため「証因のみに基づいて」とは自説を証明することなしにという意味になる．

このことを論題による対等と対照するために，「証因のみに基づいて」の後に「証因が成り立つことによっ

て」と補う．

論題による対等：証因→自説（所証）の成立→排撃の指摘

成立による対等：証因→証因の成立→排撃の指摘

しかし，NVTP からは「証因→証因の成立→」というプロセスは見られず，「証因＝証因の成立→」となっ

ている．

NVTP 576.12:成立による対等においては自分の論証によってのみ，自分の論証の成立によってのみという

意味（upapattisamAyAM svasAdhanenaiva svasAdhanasiddhyaivety arthaH|）



307

【1-11-1-1-4．反論証による排撃ではない】

反論．［成立による対等は］排撃にほかならない．ある場合［＝成立による対等］では反論

証によって［排撃が］あり，別の場合［＝論題による対等］には反主張が成立することに

基づいて［排撃が］あるから．

答え．そうではない．反対の論証と排撃とは同義語だから．そして反主張の成立に基づい

て他の所証［＝立論］は無になるから［排撃となってしまう］．

【1-11-1-2．実例】

したがってこれは以下のように起こる．

「音声は無常である．結果であるから」と述べられたときに，「もし無常説に対する根拠で

ある結果性があるので無常であるならば，常住説でも何らかの根拠があるだろう．私が述

べたものだから．あなたの説のように．」［同様に］「私の主張とあなたの主張のいずれかで

あるから．」「最初の疑いの対象であるから．」「異論の対象だから．」「私の認識の対象だか

ら152」などというようにブリハスパティの見解に従って他にもいろいろな理由が提起され

る．そしてそうであるとき，あなたの主張に排撃か均衡が［間接的に］付随する．

【1-11-1-3．成立による対等を起こす各要素】

そしてこれは一般的な根拠の可能性153が手段であり，理由が批判点であり，排撃と均衡が

想定されており，これはそれの誤りである．

【1-11-2．再反論】

過失を考察するスートラである．

［立論が］成り立つ理由を追認するから，否定にはならない（スートラ 5.1.26）．

【1-11-2-1．スートラ解釈】

立論者の所証が「成り立つ理由を追認するから」，これは「否定にならない」．［追認と否定

は］矛盾するから．すなわち，追認と否定が同じもの［＝理由］について起こっているか

らという意味．したがってこれは［自己］撞着である．あるいは追認しないならば，自ら

のもの［＝理由］も追認しないことになってしまう．［対論者によれば 2 つの理由は］違い

がないから．

                                                  
152 NVTP 576.8ffでは成立による対等が，証因を成立させるものと反論を成立させるものの 2つに分類され，

それぞれ以下のような例が挙げられている．構造は同じであるが，明確に 2 種類に分けるのは NVTP の新

機軸であろう．「私の説にも何らかの理由があるだろう．存在などがあるから．あなたの説のように．」「あ

なたの説にも何か反論があるだろう．存在などがあるから．私の説のように．」
153 Pra は可能性を決定（100％確実）と解し，Pan は蓋然性（そうである確率が高い）と解する．上記の例

では「常住説にも何らかの根拠があるだろう」という表現があるので，ウダヤナは蓋然性を意図してこの

言葉を使っていると見られるが，Pra では結論に蓋然性があっても理由は確実なものでなければならないと

いう立場を取っている．



308

【1-11-2-2．排撃の不可能】

【1-11-2-2-1．優勢でないものは排撃できない】

一方，［成立による対等における］個別の欠陥は妥当な要素の欠如である．優勢でないもの

は排撃するものとならないから．

【1-11-2-2-2．優勢であるには別の過失の指摘が必要】

あるいは［反論証が］優勢であると認めるならば，立論の理由に他の過失を述べなければ

ならない．［立論の理由は反論の理由に］依存しないから154．

【1-11-2-3．均衡の不可能】

【1-11-2-3-1．優勢・劣勢・同等の否定】

一方，均衡は，優勢なものや劣勢なものから起こることは決してない．また［力が］等し

いことは，相互に矛盾するもの同士にとって実際のものではない．

【1-11-2-3-2．差異だけが問題となる】

それゆえ［2 つの推理に未知の］差異を知りたいときに反主張が成り立ち，差異による理解

に基づいて，立論の理由［＝所作性］だけに差異［＝優越性］が求められる．そしてこれ

［＝所作性］にそれ以外［＝対立主張をもたないこと以外］の要件を欠くことが求められ

ることはない．したがってまさにそれ［＝差異］の不足だけがあるべきであり，あるいは

論証した後でこれ［＝差異］の不足がある155．

【1-11-2-3-3．見えない条件から均衡はない】

［反論］そうであれば条件自体がこの場合，何らかの見えないものであろう．そしてそれ

［＝見えない条件］の排除が，あなたの所証を排除するという私の主張における根拠とな

るだろう．したがってまた，条件というあり方の差異を見ることなく，均衡の指摘をする

                                                  
154 排撃関係は，優勢＝依存されるものと，劣勢＝依存するものの間にある．すなわち劣勢なものは優勢な

ものに依存することで排撃されることになる．ところが，ここで所作性という理由はすでに成立したもの

であり，所聞性などの理由に依存しない，すなわちそれらの理由よりも劣勢ではない．したがって他の過

失を述べることで，立論が劣勢であることを示さない限り，排撃は不可能である．

依存されるものと依存するものはそれぞれ直接または間接の原因と結果というように説明される．原因が

なければ結果がないという理屈がここでも該当する．直接的なものは例えば推理と証因の知覚で，推理（結

果）は直接的に証因の知覚（原因）に依存している．また間接的なものは例えば類推と言葉の認識で，類

推（結果）は間接的に言葉の認識（原因）に依存している．排撃関係というかたちの依存関係は，直接的

なものだと考えられる．

T 本では「依存するから」と読むがその場合は，優勢または排撃という結果が他の過失を述べることに依

存するという意味になるだろう．
155 反主張と同等になることによる論題類似因は実際に同等なのではなく，差異を把握しないこと

（viZeSAgraha）によって，お互いに決め手を欠いている状態を指す．

その上で均衡を示すには，証因の五条件のうち差異の不足によって対立主張をもたないことだけを示さな

ければならないのであって，排撃のように別の過失を示すことによってではない．

以降，差異の不足とは何かが論じられる．
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ことも成り立つことになるだろう．

［答え］そうではない．条件が成立しなければその排除も成立しないから．また「私が述

べたこと」なども全く同様に条件が適用されることになってしまうのでまた［自己］撞着

があるから156．

【1-11-2-3-4．条件の疑いから均衡はない】

［反論］条件の疑いはあるだろう．

［答え］そうではない．不成立が疑われたもの［＝条件］によっては，成立したもの［＝

所作性］に均衡は成り立たないから157．

【1-11-2-3-5．均衡の疑いはない】

［反論］条件の疑いがあればこそ反論があろう．あるいはそれを通して均衡の疑いがあろ

う．

［答え］そうではない．そうであるならば「これは証因ではない．いかにしても知覚され

ていない条件の疑いによってもたらされるから．あるいは反対主張の疑いによってもたら

されるから」というのが［詭弁の］文意となる．したがってこれは反論とならない．自分

自身を否認するから158．

【1-11-2-3-6．条件の疑いから遍充関係が不成立になることはない】

［反論］以下のようになるだろう．「これは証因ではない．遍充関係が不成立だから．そし

てこれは遍充関係が不成立である．条件が疑われるから．というのもこのようにして自分

自身の否認がなくなるからである．異類例を排撃するものによって差異があるから．すな

わち，遍充関係が不成立のものが証因であるならば，一切が一切から理解されることにな

                                                  
156 均衡をもたらす差異の不足として考えられるのが，見えない条件（adRzyopAdhi）である．推理に条件が

あれば不成立因となる．2 つの推理は共に目に見える条件がないが，立論には見えない条件があり，反論

においてはそれがない．たとえ本当に立論に条件があって反論に条件がないとしても，見えないものの有

無を論じているので排撃するということはできない．したがって反論は見えない条件を指摘するものとし

て均衡するという．

これに対して，条件が見えない以上あるともないとも言えないので，見えない条件だけでは反論が均衡に

値するとは言えないとされる．一方，仮に見えない条件によって反論することが可能であるとするならば，

反論の理由「私が述べたことだから」「私の主張とあなたの主張のいずれかであるから」「最初の疑いの対

象であるから」「異論の対象だから」「私の認識の対象だから」などにも見えない条件があることになって

しまい，自滅することになる．これを自己撞着と言っている．
157 「反論は立論に見えない条件をもたらす」ということが否定されて，次に「反論は立論に条件があるか

もしれないことをもたらす」ということが提起される．しかし疑わしいというだけでは，すでに確立した

証因を崩すことはできないので，均衡はない．
158 前節では立論を疑いによって崩すことはできないとされたが，疑い自体は否定されていない．そこで反

論は立論に条件があるかもしれないと指摘することによって，均衡があるかもしれないと指摘するもので

あるとされる．しかしこれは，反論自体にも疑いを投げかけることになり，自己撞着となる．結局，見え

ないものや疑わしいものといった不確かなもので反論している以上，均衡をもたらすことはできないので

ある．
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ってしまうので，条件が疑われたものも遍充関係によって成立する矛盾がある．なぜなら

条件のない決定が遍充関係の成立であり，決定のないものが疑いだからである」と．

［答え］そうではない．立論にも考証の助けを認めるとき，異類例を排撃するものは存在

するから159．そしてそうであれば妥当な要素の欠如である．疑いに対して排撃するものが

ないことという要件は妥当なものにほかならないが，それに依拠していないから．

【1-11-2-3-7．証因であるための排撃に疑いはない】

［反論］排撃するものにも疑いがある．

［答え］そうではない．再びそれは自分自身を否認することが避けられない160．以上のこ

とを「成り立つ理由を追認するから，否定にはならない」という．

【1-12．（20）知覚による対等】

【1-12-1．反論】

【1-12-1-1．スートラ解釈】

                                                  
159 条件の疑いによって反論する論式「これは証因ではない．いかにしても知覚されていない条件の疑いに

よってもたらされるから．あるいは反対主張の疑いによってもたらされるから」では条件の疑いが反論自

体にも及んで自己撞着となる．そこで，条件の疑いから，異類例に対する排撃，すなわち対偶の考証を用

いて遍充関係の不成立を導き，これによって反論を行う．このとき，遍充関係をもつ反論には批判が及ば

ないとされる．

ここで用いられる対偶の考証は以下の通り．

「証因であるもの（異類例）の遍充関係が不成立ならば，一切から一切が推理されることになってしまう．

しかし実際はそうではない（排撃）．よって遍充関係が不成立のものは証因ではない．」したがって条件が

疑われる立論は，遍充関係が不成立であり，証因でないことが証明される．

これに対して，立論にも同じく対偶の考証を用いて証因であることを証明する．その対偶の考証は以下の

通り（Pan）．
「証因でないもの（異類例）の遍充関係が確立しているならば，何でも何からも理解されることになって

しまう．しかし実際はそうではない（排撃）．よって遍充関係が確立しているものは証因である．」したが

って遍充関係が成立している立論は，証因であることが証明される．

結局のところ，立論に遍充関係があることは固持されており，これを条件の疑いによって否定することは

できないということの繰り返しである．

一方，条件の疑いでは「これは証因でないかもしれない」とまでしか言うことができない．疑っている時

点では，異類例「証因であるもの」に対して遍充関係の不成立を排撃していないからである．しかし反論

者は排撃を述べることで「これは証因でない」と確定させてしまっている．そこでは疑いの要件である排

撃するものの非存在が欠けていることになる．
160 前節では立論が遍充関係をもつことによって正しい証因であることを証明するために，証因でないもの

から遍充関係が排撃されることが述べられた．これに対して，証因でないものでも遍充関係があるかもし

れないという異類例における排撃への疑いを提起する．

ここから遍充関係をもつからといって正しい証因であるとは限らないということが論理的に帰結するが，

反論者がそれを主張したいがために疑いを提出したかは分からない．これまで反論者が提起した疑いは全

て立論にまつわるものであったことから，ここでも立論が正しい証因であると確定する根拠に疑いをかけ

ることによって，立論の証因の正しさを疑おうとしていると考えられる．

これに対して同じ疑いが，反論の根拠となる異類例での排撃にもかかり，自己撞着になることが述べられ

ている．

ここまでの自己撞着を，ウダヤナはスートラ「成り立つ理由を追認するから」に読み込む．その解釈は明

らかにされていないが，「成り立つ理由」には条件の疑い，均衡の疑い，排撃の疑いなど反論の理由が含ま

れ，それを「追認するから」とは自らの反論にも適用されるからという意味で取ったものと考えられる．
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提出された理由がなくても，知覚に基づいて，知覚による対等がある（スートラ 5.1.27）．

立論者によって「提出された」認識結果の要件［＝理由，主題，実例］で，はたらき［＝

省察］をもつもの161が「なくても」，所証の「知覚に基づいて」反証することが知覚による

対等であるというのがスートラの意味である．これにてこの反証の特徴は述べられたこと

になる．

【1-12-1-2．限定の選択】

これの原因は限定の選択であり，また以下のことが意味上得られる．［立論の理由を］「だ

け」であるとする意味を用いずには，「も」の意味で反証することはできないから162．

【1-12-1-3．先師による正当化】

まさにこれゆえ再反論のスートラに対してバーシャが「制限［＝限定］は述べられていな

い」という．ヴァールティカも「別の理由が否定されるのではない」という．この全てを

通観して，ティーカー作者も以下のように述べる．「また同様に非結合の排除によって［音

声が無常であること］はない」云々と163．

【1-12-1-4．5 つの知覚】

そしてこれは 5 種類ある．（1）所証がなくても基体が知覚されるので排撃になる．（2）証

因がなくても［基体が］知覚されるので不成立因になる．（3）［所証と証因の］両方がなく

ても基体が知覚されるので［排撃と不成立の］両方になる．（4）証因がなくても所証の属

性が知覚されるので適用不十分になる．（5）所証の属性がなくても証因の属性が知覚され

るので過大適用になる164．

                                                  
161 ウダヤナはスートラの「理由（kAraNa）」という語を理由だけでなく主題や実例という推理知の要件に拡

張する．はたらきをもつものとは，省察を起こすものを指す．
162 立論者の主張は「提出された理由があるとき所証がある」という非限定的なものであって，これだけな

らば「提出された理由がなくても所証がある」という反証は主張と対立しない．対立が生まれるのは，「提

出された理由があるときだけ所証がある」と立論に限定「だけ（eva）」を選択することによってである．

このように相手の主張を「その理由があるときだけ成り立つ」と取ることによって初めて，「その理由がな

くても成り立つ」ということが反証となる．
163 NBh 1139.3f:努力の直後にあるからと述べる者は原因から生起すると述べているのであって，結果に原

因の制限があるというのではない．（prayatnAnantarIyakatvAd iti bruvatA kAraNata utpattir abhidhIyate, na 

kAryasya kAraNaniyamaH|）

NV 1139.6f:音声は無常であると述べる者は別の所証が原因であることを否定するのではないし，所証に別

の原因があることを否定するのでもない．（anityaH zabdaH iti bruvatA na sAdhyAntarANAm kAraNAntaram 

pratiSidhyate na sAdhyasya kAraNAntaram iti|）

NVTT 1138.15f:また同様に，非結合の排除によって音声が無常であることが理由ではない．遍充しないから．

また非結合の排除によって別の理由があるからというのが詭弁の論者の否定となるという．（evaJ ca 

nAyogavyavacchedena zabdAnityatvaM hetur avyApakatvAt, nApy anyayogavyavacchedena, hetvantarasya 

vidyamAnatvAd iti jAtivAdino 'bhisandhir iti|）

NVTP 577.4ff でもこれらの説が再掲されている．
164 Pan は（4）の過失を部分不成立因，（5）の過失を矛盾因とする．

（4）はスートラから直接導かれる例であることから，従来の注釈で取り上げられてきた．
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【1-12-1-4-1．所証がなくても基体が知覚される例―排撃】

そのうち 1 番目は以下のように起こる．「山には火がある」と言われたとき，「山にだけ火

があるのか，それとも［山に］火だけがあるのか」という．「前者ではない．かまどなどに

火があることが知覚されるから．後者ではない．火がなくてもこれ［＝山］は知覚される

から」と165．

【1-12-1-4-2．証因がなくても基体が知覚される例―不成立因】

一方，2 番目は「煙があるから」と言われたとき，「煙は基体［＝山］と他の結合を排除し

て関係するのか，それとも非結合を排除して［関係するの］か」という．「前者ではない．

山には［煙以外の］木なども知覚されるから．後者でもない．その煙も［常にではなく］

ある時点で知覚されるから」と166．

【1-12-1-4-3．証因と所証がなくても基体が知覚される例】

一方，3 番目は上記をまとめることで知られる167．

【1-12-1-4-4．証因がなくても所証が知覚される例―適用不十分】

また 4 番目は「山には火がある．煙があるから」と言われたとき，「ここで何が限定される

のか．山にだけなのか，火だけがなのか，それとも煙だけがあるからなのか」という．1 番

目ではない，かまどなどもそうである［＝火がある］ことが知覚されるから．2 番目ではな

い，木などもそこ［＝山］に知覚されるから．3 番目ではない．そこでは光からもそれ［＝

火］が知覚されるから」と168．

                                                                                                                                                    
ヴァーツヤーヤナが挙げた例は以下の通り．「音声は無常である．努力の直後にあるものだから」に対して，

「努力の直後になくても風邪によって木の枝が折れることから生じる音声が無常であることが知覚される」

という．

これについてウディヨータカラは「全ての音声は無常である」「音声一般に無常である」というように全て

の所証あるいは所証一般を想定して証因が適用されないことを示すものであると説明する．証因「努力の

直後にあること」は言葉としての音声に関して該当するものであり，全ての音声に該当するものではない．

ヴァーチャスパティミシュラはこれを部分不成立因の想定であるとしている．ウダヤナも NVTP でこれに

従う．

NVTP 577.9f:前述の喩例に対し一部不成立因の誤った指摘である．それ以外は適宜パリシシュタで補うべし．

（prakRtodAharaNe bhAgAdisiddhadezanAbhAsaH| anyatra tu yathAsaMbhavaM pariziSTe Uhyam||）

このことは「音声は無常である」という主張が，少なくとも立論者の意図では全称命題「全ての音声は無

常である」ではなく，単称命題「ある音声は無常である（無常な音声が少なくとも 1 つはある）」であるこ

とを示唆する．理由は 1 つの主題にさえ該当すればよい．したがって遍充関係も 1 つの主題で成り立つこ

とになり，ベン図のような周延関係ではないことも示唆している．
165 所証の非存在が直接知覚で定められることによって排撃となるのは後者「山に火だけがあるのではない」

である．ここで「だけ」は非結合の排除「山に火だけがある」＝「山には常に火がある」として機能する．
166 証因の非存在によって不成立因となるのは後者「常に煙があるわけではない」である．
167 「山には火がある．煙があるから」と言われたとき，「常に火があるとは限らない」といえば排撃，「常

に煙があるとは限らない」といえば不成立因の指摘になる．
168 証因が全ての所証に存することがないことから適用不十分（部分不成立）となるのは，3 番目である．
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【1-12-1-4-5．同延の遍充関係における不遍充】

全く同様に同延の遍充関係においても，はたらき［＝省察］を取り上げて［起こるの］で

ある．例えば「生起することを省察しなくても，認識の違いで区別されることなどからも

無常性が知覚［＝推理］されるから」という169．

【1-12-1-4-6．所証がなくても証因が知覚される例―過大適用】

5 番目は，肯定的随伴をもつものが成り立つ場合は正しい反論ににほかならないが，それは

詭弁の一般定義によって排除されるから過大適用はない．一方，純粋否定論証の場合は，

主張の定義に対してディグナーガが批判した170ように，適用不十分や過大適用の過失によ

                                                                                                                                                    
Pan は「だけ」を非結合の排除「煙だけから火が知られる」＝「煙があれば必ず火がある」と解釈するが，

他の結合の排除「煙だけから火が知られる」＝「煙以外から火は知られない」の方が例「光からも火が知

覚される」に合致すると考えられる．
169 一般の遍充関係では証因＝遍充されるものがないところに所証＝遍充するものが見られる．これは証因

よりも所証の存在範囲が広い（例えば煙のないところにも火はある）から可能であるが，同延の遍充関係

においてはこれが成り立たない．

そこで「証因があるときだけ所証の属性がある」という限定の選択を，「証因が省察されるときだけ所証の

属性がある」というように存在上から認識上の問題に移すことで，たとえ同延の遍充関係であっても，証

因を無視して別の証因を取り上げ，所証を知覚する場合があるという反論ができることを示している．
170 主張の定義：主張とは所証の提示である（NS 1.1.33:sAdhyanirdezaH pratijJA||）．
これに対してディグナーガは「全ての文が限定を含意する」という立場から，この定義が「主張とは所証

の提示にほかならない」「主張だけが所証の提示である」のいずれかを意味するとし，いずれも定義として

成り立たないことを示す．Cf. NV 273.4ff.
1.主張とは所証の提示にほかならない

→主張以外にも所証の提示があることが含意されるので定義項の過大適用，あるいは所証の提示があるも

の全てを主張であるとすることができないため被定義項の適用不十分となる．

2.主張だけが所証の提示である

→主張の中に所証の提示がないものもあることが含意されるので定義項の適用不十分，あるいは所証の提

示がないほかのものも主張であることになるので被定義項の過大適用となる．

純粋否定論証の推理だけに適用される理由は，不確定因を指摘する正しい反論を排除するためである．例

えば「あの山に煙がある．火があるから」という立論に対して「煙がなくても火が知覚される」と指摘す

ることは正しい反論となる．

しかし否定的随伴のみをもつ立論においてこの反論は詭弁となるだろうか．例えば「生物はアートマンを

もつ．呼吸をもつから．呼吸をもたないものはアートマンをもたない．壺のように」という例において，

アートマンはなくても呼吸が知覚されるならば，異類例に存することによって不確定因になることは免れ

ない．

これゆえウダヤナはディグナーガの論法をここに持ち込む．「所証があるときだけ証因がある」という限定

詞 eva を加えた命題を，証因は限定されるが所証は限定されないとして「証因のないほかのものも所証で

あることになる」と帰結することで所証の過大適用を導く．すなわち「アートマンがあるときだけ呼吸が

ある」について，アートマンは限定されないことから，「呼吸がないものもアートマンに含まれる」として

アートマンの過大適用を導く．

しかしこの論法によって知覚による対等が成り立つならば，否定的随伴のみをもつ立論だけでなく，肯定

的随伴をもつ立論にも適用可能になる．先の例で「火があるときだけ煙がある」から「火をもたないもの

も煙をもつ」と帰結すれば同じだからである．ヴァルダマーナは Pra で肯定的随伴をもつものにも表現上

の過失でこの詭弁が可能である説を紹介し，さらに AN では 5 番目の例自体を否定している．

結局，いずれにせよディグナーガの論法は表現上の過失による詭弁である．そのためこれを正しい反論を

弁別するために否定的随伴のみをもつ立論に限定したことは，それほどの意味をもたなかったことになる．

なお 5 番目は過大適用の例となっているが，定義の文脈では過大適用と適用不十分の両方がありうる．過
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って知られるべきである．

【1-12-1-5．知覚による対等を起こす各要素】

したがってここでは限定の選択による不成立が手段であり，理由が批判されるものであり，

排撃，不成立，その両方，適用不十分と過大適用がそれぞれの場合に応じて想定され，こ

れはその誤ったものである．

【1-12-2．再反論】

欠陥の根源を考察するスートラである．

別の原因に基づいてもそれの属性が成り立つから，否定にならない（スートラ 5.1.28）．

【1-12-2-1．限定は承認されない】

ひとつの限定の選択においても承認しないことを示しつつ，代喩として別の選択も承認し

ないということはない．それゆえ推理の要件でない諸々の限定を承認しないからという意

味である．そしてこれは妥当でない要素の付加である．

【1-12-2-2．限定の選択は不可能である】

反論．私はまずこのようにだけ［限定を］認める．

答え．そうではない．［限定の根拠となる］承認の対象がないから，また［自己］撞着があ

るから．限定の選択が成り立たないことによって，自らも満たされるから171．

【1-13．（21）非知覚による対等】

【1-13-1．反論】

それ［＝覆いなど］の非知覚が知覚されないことに基づいて，非存在が成立し，それと反

対のものが成り立つとするならば，非知覚による対等になる（スートラ 5.1.29）．

【1-13-1-1．非知覚は相対的属性を代喩する】

【1-13-1-1-1．相対的属性の列挙】

これは代喩が目的である．というのも，「非知覚」によって相対的属性172が代喩され，それ

                                                                                                                                                    
大適用になるのは，所証に限定詞 eva がつく場合である．

AN 53.1f:そうではない．喩例が成り立たないから，5 番目によって本質は純粋否定論証にありえる．（na 

caivam, udAharaNAnupapatteH paJcamyA svabhAvaH kevalavyatirekiNi zakyate|）
171 反論にも限定の選択をすることになり，いずれにしても反論が成り立たなくなることから自己撞着とな

る．
172 相対的属性（viSayidharma）とはその認識が，対立するもう 1 つの認識に依存し，有無によって対にな

るような属性を指す． Pra は「相対的であること」を「他の知に依拠する認識であること

（itarajJAnAdhinavijJAnatva）」と言い換え，別個であること（pRthaktva）などの境界（avadhi）をもつ属性も

含まれるとする．

ここでの反論は，対となる 2 つの属性がそれぞれの境界の中に存在できるかという問いから起こり，その
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によって知覚と非知覚，欲求と無欲，嫌悪と無嫌悪，作為と不作為，能力と不能力，生起

と不生起，言語表現と非言語表現などが含まれることになるからである．また，たとえ相

対的属性の中で先頭に位置することから「知覚」こそが代喩であると言うのがふさわしく

とも，「知覚による対等」と［名称が］混同してはならないので，「非知覚」が述べられて

いる．

【1-13-1-1-2．相対的属性から知覚・非知覚による対等の別はない】

それゆえ，相対的な諸々の属性でこそ肯定的な部分を引き合いに出して「知覚による対等」

の定義が説明され，そして否定的な部分で「非知覚による対等」が定められるというのは，

正しくない．［先師の］教示がないから．またバーシャ作者の［知覚による対等の］例に含

まれないから173．しかし，それ［＝知覚による対等の例］は決して正しい反論ではない．

妥当でない要件を付加するから．そして表現が不可能なものではない．排除が文意である

と考えたい者たち［＝仏教徒］にそのような反証が起こりやすいから．それに，他のもの

［＝詭弁］に含まれることはない．定義は混同しないから．

【1-13-1-1-3．2 つの顔と 2 つの名前をもつが同一である】

それゆえ肯定的・否定的なものによって同じものが 2 つの面をもつ．そして代喩の意味と

総合によって同じものが「非知覚による対等」と「相対的属性による対等」という 2 つの

名前をもつ174．

【1-13-1-1-4．相対的属性でほかの詭弁を包含する】

【1-13-1-1-4-1．スートラ作者による根拠付け】

［問い］それではどうして代喩をスートラ作者が認めていると推察できるのか？

［答え］非欲求による対等などにも［非知覚による対等の］例示が見られるから．それ［＝

非知覚による対等］以外の定義は持ち込まれていないから．また，以下のようなスートラ

が見られるから175．

                                                                                                                                                    
属性の成立を否定する．知覚に対して知覚があるならばその知覚は対象であってもはや知覚ではない．知

覚がないならば知覚が機能していないことになるので知覚であることはできない．同じように非知覚に対

して非知覚があるならばその非知覚は対象であって最早知覚ではない．非知覚がないならば非知覚が機能

していないことになるので非知覚であることはできない．
173 NBh 作者の知覚による対等の例「音声は所作性なしにも無常であると決定される．風で木の枝が折れた

とき音声が作られるのを知覚するから」は，相対的属性のうち肯定的な部分を取り上げて反論するという

この説明に適合しない．
174 前で否定された見解とは異なり，肯定的な相対的属性も非知覚による対等に含まれる．またそうであれ

ば「非知覚」という語は相対的属性を代喩するものとなる．これが先師の見解を踏襲したウダヤナの結論

である．
175 スートラ作者は詭弁を 24 種類しか説かなかったこと，その一方で第 2課で別の詭弁を説いていること，

そしてそれらの詭弁は「非知覚による対等」と同じ論理であること（それ以外の詭弁の定義に該当しない

こと），この 3 点から「非知覚による対等」は非知覚だけによって起こるのではないことになる．そこでウ

ダヤナは「非知覚」が代喩であることを正当化する．
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「見解の相違があるときには［主張者と反対者それぞれに］確信があるから［疑惑は起こ

らない］176」「また非決定であることについては非決定ということ自体が決定しているから

［疑惑は起こらない］177」

【1-13-1-1-4-2．言葉の曲解ではない】

［反論］これは言葉の曲解にこそ含まれる．また同様に「あるものが異なるものであると

き，それはそれとは異なるものと異なる．しかし異なるものと異なるものは異ならないも

のである．こうして異なるということはない178」「制限がない点で制限があるので，制限が

ないことはない179」というスートラにおいて言葉の曲解としてのみ，説明される．

［答え］そうではない．非知覚による対等は言葉の曲解にほかならないと意図されていて

も，同じ説明が可能だからといって詭弁でないことになってしまう180．

【1-13-1-1-4-3．曲解の定義が適合しない】

［反論］批判点が想定された反論は曲解であると言われる181．しかしこの場合［＝非知覚

による対等］，「非知覚」という語意は想定されたものではなくて，「非知覚は自身にも非知

覚なのか，そうでないのか」と問うことから反論があるので，これゆえ曲解ではない．そ

れ［＝曲解］の定義が適合しないから．また［曲解の］個別定義からそうであることはな

い．直接表示・比喩・意図のあり方の歪曲がないから．

［答え］しかしこれは他の場合［＝他であることや制限による反論］も同じことである182．

                                                                                                                                                    
同じ論理とは，それが自身に適用されるか否かを選択していずれの場合にも成り立たないことを示すもの

で，以下のようになる．すなわち見解の相違（または非決定）が自身に対して起こるならば，それは見解

の相違（または非決定）の対象であって見解の相違（または非決定）自体ではない．起こらないならば見

解の相違（または非決定）自体がない．したがっていずれの場合にも疑惑の原因のひとつである見解の相

違（または非決定）が起こらないことになってしまい，疑惑が起こらない．

一方，バーサルヴァジュニャは第 2 課にある詭弁を「見解の相違による対等」など 24 種類以外の詭弁とし

て扱っている．ウダヤナはスートラ作者に敬意を払い，列挙されていない詭弁についても 24 種の詭弁か曲

解・敗北の場合に含まなければならないという立場である．Cf. NVTP 585.7ff
176 NS 2.1.3
177 NS 2.1.4
178 NS 2.2.31
179 NS 2.2.55
180 ここでさらに 2 つのスートラが挙げられる．これが曲解として説明されていること，そしてその論理が

前の 3 つのスートラと共通していることから，これら 5 つのスートラを全て曲解であるとする異論が提示

される．これが本当だとすれば非知覚による対等は非知覚のみを扱えばよいことになり，代喩の必要はな

くなる．

これに対してウダヤナは論理の共通性を持ちだし，もしその 5 つのスートラで曲解が扱われるならば，同

じく非知覚による対等も曲解になってしまうこと，しかし実際は非知覚による対等は詭弁なので，ほかの

5 つも詭弁として扱われることを主張する．

NV 625.9f:他がなければ他でないものはない．なぜならブラーミンがいなければ非ブラーミンは成り立たな

いからである．（anyAbhAve ananyan nAstIti| na hi brAhmaNAbhAve 'brAhmaNaH sidhyati|）
181 Cf. 1-0-3-3.（反論の分類）
182 反論者は 5 つのスートラと非知覚による対等の切り離しをはかる．すなわち，5 つのスートラで扱われ

ているのが曲解であることは前に主張した通りだが，非知覚による対等は曲解の定義が一般定義も個別定

義も当てはまらないことを説く．
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【1-13-1-1-4-4．曲解であるとするティーカー説の解釈】

［反論］それならばどうして，ティーカー作者が異なるものや制限のないものに［それぞ

れ］異ならないことや制限によって反証することは言葉の曲解であると言ったのか？

［答え］別の言葉［＝「異なること」や「制限」］に起因する想定を通して，別の対象［＝

異なることや制限］を想定することに依拠してである．すなわち，ある対象・関係項・境

界に依拠して，ある対象をもつもの・関係項・排除があるというその言葉もそれに起因す

るものにほかならないと定まっているとき，別の対象・別の関係項・別の境界に起因する

ことを想定して，言葉を曲げるならば曲解にほかならないが，そうでなければ詭弁である

というのが要約である183．

【1-13-1-1-5．全ての相対的属性が含まれる】

したがって以下がスートラの意味である184．「非知覚」すなわち相対的属性が「知覚されな

いことに基づいて」，対象が同じであることによる反論が非知覚による対等である．同様に

他の相対的属性についても知るべきである．

【1-13-1-2．知覚を用いた反論】

そして［非知覚による対等は］以下のように起こる．

                                                                                                                                                    
これに対してウダヤナは 5 つ（とりわけ伝統的に曲解と解釈されてきた 2 つ）のスートラで扱われている

ものにも曲解の定義が当てはまらないとし，これらが詭弁であるという立場を守る．

NS 1.2.10:vacanavighAto 'rthavikalpopapattyA chalam||

NS 1.2.11:tat trividhaM vAkchalaM sAmAnyacchalam upacAracchalam ceti||

NS 1.2.12:avizeSAbhihite 'rthe vaktur abhiprAyAd arthAntarakalpanA vAkchalam||

NS 1.2.13:sambhavato 'rthasyAtisAmAnyayogAd asambhUtArthakalpanA sAmAnyacchalam||

NS 1.2.14:dharmavikalpanirdeze 'rthasadbhAvapratiSedha upacAracchalam||
183 ウダヤナの見解は，「制限がないという制限がある」という反証に対して言葉による曲解だと断定した

ヴァーチャスパティミシュラ説と明らかに矛盾する．そこでウダヤナはこれらを曲解としても，詭弁とし

ても説明できるとすることにより矛盾を解消した．

曲解として説明する場合は以下の 3 通りで説明される．5 つのスートラと非知覚による対等はこれらのい

ずれかによって説明できる．

1.ある特定の対象に依拠して起こった対象をもつものの言葉を，別の対象に起因することを想定して捻じ

曲げる．壺を対象として起こった「壺の非知覚」という語を，非知覚それ自身という別の対象からも起因

すると想定して「それ自体の非知覚はない」を述べる．

2.ある特定の関係項に依拠して起こった関係項の言葉を，別の関係項に起因することを想定して捻じ曲げ

る．非制限を関係項（基体）として起こった「非制限の制限」という語を，非制限それ自身という別の関

係項（割り当てられるもの）からも起因すると想定して「それ自体の制限はない」を述べる．

3.ある特定の境界に依拠して起こった排除の言葉を，別の境界に起因することを想定して捻じ曲げる．布

を境界として起こった「布と異なるもの」という語を，異なるものそれ自身という別の境界からも起因す

ると想定して「それ自体と異なるものはない」を述べる．

一方，それ自身に対してそのあり方で起こるか否かという選択を行って不成立を説くならば詭弁になる．

曲解になるか詭弁になるかの差は小さいが，曲解は適用根拠をずらすこと，詭弁は自身に選択をすること

という，定義に基づく説明のしかたによってこの 2 つを分けている．

NVTT 652.15:そしてこれが表現上の曲解であることを説く．制限と無制限の矛盾からと．（tad etasya 

vAkchalatvam ApAdayati - niyamAniyamavirodhAd iti|）
184 以上の議論から，非知覚が代喩であることが確定したものとして，改めてスートラを展開している．
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証因などの論証の要件は知覚されているという．そのためにこの論式がある．また知覚が

知覚というあり方で起こる対象が知覚されたものであるということに異論はない．しかし

これ［＝知覚］は，自身にもそのあり方で起こるのか否か？ もし起こるならばこれも知

覚されたものであることになってしまう．対象のように．またそうであるならば知覚では

ない．知覚されたものだから．対象と全く同じように．起こらないとするならば，自身に

それ自体が起こらないから，これは知覚ではないので，どうしてそれが起こるからといっ

て理由などが知覚されたものとなるだろうか．以上のように［論証の］努力は無意味にな

る．

【1-13-1-3．非知覚を用いた反論】

【1-13-1-3-1．不成立因】

非知覚においても同様である．非知覚は自身にその自体で起こるのか否か？ もし起こる

ならば対象のように，知覚されていないものとなってしまう．またそうであるならばそれ

［＝対象］と全く同じように，それは存在しないことになってしまう．またそれは知覚さ

れているというあり方をもつので，反対が帰結してしまう．起こらないとするならば，自

身にそれ自体が起こらないから，［非知覚では］決してないことになり，反対が帰結してし

まう．いずれの場合も理由の部分が不成立である．

【1-13-1-3-2．不確定因】

そのあり方［＝非知覚］で起こるとしても，非知覚は知覚されていないものではないのか，

それともそうでないことはないのか．なぜならそれが起こるならば対象も知覚されていな

いものではないのか，それともそうでないことはないのかというので，理由が不確定因に

なる．

【1-13-1-4．他の相対的属性を用いた反論】

同様に欲求・無欲などについても名称を変更して適用することが知られるべきである．そ

れ［＝相対的属性］の特殊185についても全く同じ．

【1-13-1-5．疑惑を用いた反論】

疑われたものに［この］論理が起こり，そして疑われたものとは疑いの対象である．さて，

「疑いは自身にそのあり方によって起こるのか否か．前者ならば疑いが疑われたものにな

り，どうして他の排除をできようか．起こらないとするならば，疑いでは決してなくなっ

てしまう．自身にそのあり方によって起こらないから．」このように論理の対象でないもの

となる．同様に錯誤や愛欲など［相対的属性の特殊］についても知られるべきである．

                                                  
185 相対的属性の特殊とは，知覚や非知覚については疑惑や錯誤，欲求や無欲については欲望などの下位分

類を指す．次項参照．
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【1-13-1-6．非知覚による対等を起こす要素】

したがってこれは相対的属性が手段であり，論式［全体］が批判点であり，否定的な考証，

あるいは大きな困難を伴う不成立因や不確定因が想定され，これはその誤ったものである．

【1-13-2．非知覚の本質による再反論】

一方，欠陥の根源は以下の通り．

非知覚は知覚のないことにほかならないから，理由にならない（スートラ 5.1.30）．

【1-13-2-1．「非知覚」は代喩である】

これも代喩に意図がある．「知覚は知覚にほかならないから，理由にならない」などという

ようにスートラを展開して全ての［相対的属性の］場合に否定が起こるからという．

【1-13-2-2．非知覚は自身を対象としない】

【1-13-2-2-1．スートラ解釈】

一方，文字通りの意味は以下の通り．非知覚は自身にそのあり方によって起こるというこ

のあり方は，この意味が自身を対象とするということではなくて，それにほかならないと

いうことである．そしてそうであるならば，その非知覚は，知覚されているものの如くで

なくなってしまうので，「理由にならない186」．

【1-13-2-2-2．妥当な要素の欠如―根拠のない否定】

知覚されているものがないと確定されるのは，それを否定する認識手段，すなわち非知覚

が知覚されるからである．しかしそれ［＝非知覚］は自身に対しても否定する認識手段と

なったり，否定［自体］となったりすることはない．なぜなら，［単なる］知覚の非存在［＝

非知覚］が自らの対立項［＝非知覚］を規定したり，自らの対立項となったりすることは

ないからである．あるいはそうであるならば，それ［＝非知覚］自体がなくなってしまう187．

何が［非知覚を］規定するのか，あるいは何がそれ［＝非知覚］となるのか．したがって

「理由とならない」．したがってこれは妥当な要素の欠如である．否定する認識手段に依拠

せずに否定を論証するから．

                                                  
186 「非知覚が自身に対して非知覚である」ということは，非知覚が自身を対象とすることによって非知覚

の非知覚が知覚になると考える反論者の説に対して，非知覚は自身を対象とするのではなく，それにほか

ならないことによって非知覚の非知覚は非知覚にほかならないと説く．したがって無限定の非知覚が知覚

されているという状況はないので，これを反論の理由にすることはできない．
187 非知覚は通常，対象 X の非知覚，または対象 X を否定するものとして知覚される．しかしこれが自身

を対象とする場合，非知覚の非知覚，または非知覚を否定するものとして知覚されることはない．対象 X
とは異なり，知覚されていないものである非知覚を対立項としてもつことができないからである．

または知覚されてしまったら，非知覚の非知覚はもはや非知覚ではない．
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【1-13-2-2-3．妥当でない要素の付加―自身の否定】

あるいは妥当でない要素の付加である．妥当でないものにほかならない自身において否定

するものであること，または否定自体であることを認めるから．

【1-13-2-2-4．対象でないものへの適用―無限定による逸脱】

よって［存在か非存在かに対して］非知覚は不確定である．「［不可能な非知覚が］あると

しても，［可能な非知覚に］含まれるから」ということも「理由にならない．」「非知覚は知

覚のないことにほかならないから」すなわち別の限定要素を欠くからという意味．したが

ってこれは対象でないものへの適用である．なぜなら，限定要素がない非知覚は逸脱して

しまうからである．

［問い］それならばどうなるのか？

［答え］限定された非知覚［＝可能な非知覚］は一方の利点と欠点188の集合を対象としな

いから［対象でないものへの適用になる］．さもなければ限定要素を取り上げることが無意

味になってしまうから．

【1-13-2-3．可能な非知覚は非存在のみを知らせる】

一方，可能な非知覚は，存在でも非存在でもその非存在を踏み越えることはない［＝存在

を知らせることはない］．

【1-13-2-3-1．非知覚の非知覚が知覚であるならば相互依存になる】

［反論］そうであるならば限定された非知覚は非知覚の非存在，すなわち知覚を理解させ

るだろう．そうでないならば，このように意図されたとしても非存在を理解させないこと

になってしまう．違いがないから．

［答え］そのうち理解させるならば［知覚と非知覚の］相互依存189の過失があり，理解さ

せないならば非知覚が能力のないことになるので，これも理由ではない．「非知覚は知覚の

ないことにほかならないから」＝否定する認識手段にほかならないから．またそうである

ならば自らの対象に能力があるとき，他のものに能力がないことは過失をもたらさないと

いう意味．

【1-13-2-3-2．知覚は存在のみ，非知覚は非存在のみを対象とする】

［反論］［存在と非存在の］両方共に肯定的な認識手段の対象ではどうしてないのか．

［答え］非存在がなくなってしまうから．

［反論］［肯定と否定が］反対にどうしてならないのか．

                                                  
188 利点＝存在，欠点＝非存在．これゆえ逸脱となる．
189 相互依存とは，知覚を理解させる非知覚が，知覚に依拠している状態（Pra）．あるいは，否定する認識

手段である非知覚が，否定に依拠している状態（Pan）．
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［答え］存在自体も反対になってしまうから．それゆえこれは対象でないものへの適用で

ある．あるもの［＝存在］に能力がないことによっては，別のもの［＝非存在］への能力

は批判されないから．

【1-13-2-4．知覚があれば非知覚は不要である】

一方，存在が知覚されているとき，非存在の非知覚は後付けである190．

【1-13-3．認識の認識による再反論】

［問い］そうであっても存在と非存在が肯定と否定の対象となることはどうして確定され

るのか．

［答え］それゆえ答える．

またさまざまな知の選択について，存在と非存在は内部で認識されるから（スートラ

5.1.31）．

【1-13-3-1．スートラ解釈】

ある，ない，知覚にある，知覚にないというのが「さまざまな知の選択」である．それら

について，存在と非存在を対象とすることは内部で「内部で」＝マナスによって認識され

るから」［非知覚などが反論の］成立をもたらすことはないという意味．

【1-13-3-2．自己撞着】

一方，自身において否定するものや自身の否定である認識手段を承認したり，他の過失に

よって欠陥を承認したり，あるものに能力がないときそれ以外のものに能力がないことを

承認したりする者には，自ら述べたことが適用されるからいずれにしても［自己］撞着が

あるという．

【1-13-3-3．知覚は自身を対象としない】

同様に知覚の場合も同じである．知覚が自身にそのあり方によって起こるというようなこ

とは，これが以下の意味，すなわち自らを対象とするということではなくて，それ自体で

あるということである．そしてそうであればそれ［＝知覚］は知覚されないから，それ［＝

知覚］自体ではなくなってしまう．それ［＝知覚］がないから理由などもその対象として

どうして知覚されるだろうか．よって「理由ではない．」「非知覚は知覚のないことにほか

ならないから．」なぜなら，［知覚が］自らの対象であることを排除することによって，自

身も排除されることはないからである．［そうであるならば］視覚器官などもそのように［そ

れ自体排除されることに］なってしまうから．

                                                  
190「存在の知覚」と「非存在の非知覚」が同値であるのに前者が優先するのは，想定の簡素性（kalpanAlAghava）

の格率による．ただし PR には異論が見られる．
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【1-13-3-4．有形相論による自己対象の否定】

また，自身を認識することがそれ［＝知覚］が自らの対象を認識することなのではない．

そうではなくてそれ［＝自らの対象］の認識のあり方をもつことにほかならない．そうで

なければ全ての認識が全てを対象とすることになってしまうから．

［反論］それ［＝認識自身］を認識しなければ，それ［＝認識］に限定された対象の言語

表現が失われてしまう．

［答え］その意味は望ましいものにほかならない．なぜならその限りでそれ［＝認識］に

限定されたものが言語表現されるとき，それ［＝認識］の認識が成立するからである．し

かしそれ［＝認識］自体によってではない．そしてこの詭弁は部分的に［ダルマ］キール

ティをも混乱させている191．「直接知覚［＝自己認識］されない認識対象については，対象

を見ることは周知ではない」と．

【1-14．（22）無常による対等】

【1-14-1．反論】

類似性に基づいて等しい属性が成り立つから，一切が無常になってしまうとするならば無

常による対等になる（スートラ 5.1.32）．

【1-14-1-1．「類似性」「無常」は代喩である】

【1-14-1-1-1．非類似性や火をもつことなどでも成り立つ】

これも意味は代喩である．類似性と同様に非類似性によっても反証が可能だから．同じく

音声の無常性と同様に山が火をもつことなどの別の所証に対しても［詭弁の］余地がある

から．すなわちまず当該の喩例に対して「もし虚空との非類似性から音声が無常ならば，

三界にあるもの全てがそれ［＝虚空］との非類似性から無常になってしまう．」「もしかま

どとの類似性から山が火をもつならば，それ［＝かまど］との類似性から三界にあるもの

が火をもつことになってしまう．」［と反論する．］

【1-14-1-1-2．スートラでも「等しい属性」と述べている】

このような［代喩で示される種々の］方法はほか［の詭弁］には含まれないから［独立し

た詭弁である］．また［含まれるならば，他の詭弁にも］当該のもの［＝無常による対等］

と同じ理屈が当てはまることになってしまうから［独立した詭弁である］．それゆえこれは

方向を示したものに過ぎない．まさにこれゆえ［スートラの］言明では「類似性に基づい

て等しい属性が成り立つならば」と述べており，「無常なものが成り立つならば」とは述べ

                                                  
191 PV 2.4:また対象の形象の違いから認識の理解の違いがある．存在だけからこれが存在するのでそれ自体

は自ずから理解される．（viSayAkArabhedAc ca dhiyo adhigamabhedataH| bhAvAd eva asya tadbhAve svarUpasya 

svato gatiH||）

PV:4.275:さもなければ対象はないと非認識に基づいて理解される．その他によって認識がないので無限遡

及になる．（anyathA arthasya nAstitvaM gamyate anupalambhataH| upalambhasya nAstitvam anyena ity anavasthitiH||）
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ていない．

【1-14-1-1-3．所証の属性による対等】

したがって以下がスートラの意味である．無常性の論式において類似性に基づいて一切が

無常になってしまうように，他の属性から所証の属性が成立してしまうことによって反証

することが無常による対等である．一方，内容に従って名称をつけるならば「所証の属性

による対等」となる．

【1-14-1-2．無区別による対等との違い】

［問い］それではこれは無区別による対等とどのように異なるのか？

［答え］それ［＝無区別による対等］においては主題などを無区別のみにしてしまうこと

に基づくが，これ［＝無常による対等］においては異類例を同類例にしてしまうことに基

づくから違いがある．他の要素はそれ［＝無区別による対等］と全く同じである192．

【1-14-2．自己撞着による再反論】

欠陥であることを考察するスートラである．

類似性に基づいて［音声の無常性が］不成立になるなら，否定も不成立になる．［否定の中

に］否定される類似性があるから（スートラ 5.1.33）．

【1-14-2-1．否定されるものとの類似】

【1-14-2-1-1．論証しないものとの類似】

これ［＝詭弁による返答］は意図されたもの［＝否定］を論証しない．論証しないもの［＝

立論］と類似するから．そしてそれ［＝論証しないものとの類似性］とはこれ［＝論証し

                                                  
192 無区別による対等との違いは非常に些細なものである．ウディヨータカラは無区別による対等を「一切

が無区別になってしまう場合」，無常による対等を「一切が無常になってしまう場合」と説明したが（NV 
1144.6），ウダヤナが「無常」という語を所証の属性の代喩であるとし，一切が所証をもつことと解釈した

ことからこの区別は有効でないことになる．そこでウダヤナは一歩踏み込んで，一切が所証をもつという

ことは異類例が同類例になってしまうことであり，これが無区別による対等との違いになるとした．無区

別による対等では，一切が無区別になってしまうという誤謬が帰結されるまでであって，同類例になるか

異類例になるかということは問題にされていない．

しかし「無区別による対等」も，異類例と同類例の区別をなくすという点で「無常による対等」を包含す

る可能性は否定できない．マニカンタ・ミシュラはウダヤナの解釈では「無常による対等」が「無区別に

よる対等」に含まれることになってしまうとして反対し，「無区別による対等」を類似性から無区別を引き

出すもの，「無常による対等」を非類似性を引き出すものと考える（NR 217.6ff）．また Pra ではウダヤナ説

に従って両者の違いを説く「ある者たち」，絶対的な違いはないが別であることに過失はないという「他の

者たち」の説が紹介されている．AN 60.16ff ではウダヤナ説への反論に答えるかたちで，この両者の意見

を自説として述べられている．

Pra:一方無区別による対等はあり得る．［全ての］無区別が引き起こされ，そこでのみスートラの語から成

り立つとある者たちは言う．無区別は対立項を伴うから，所証をもつという同類例性はそうでないからそ

れと混同しない．そして対立項をもつ所証が異類に引き起こされるとき，混同があっても過失はないと他

の者たちは言う．
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ない属性］が壺の属性であることである．よって詭弁の文意となる．そしてこれ［＝過失］

は自らも満たす193．

【1-14-2-1-2．理解させないものとの類似】

この文［＝詭弁による返答］も意図された対象［＝否定］を理解させない．それを理解さ

せないものと類似するから．そしてそれ［＝理解させないものとの類似性］とはそこれ［＝

論証しない属性］が立論の文と共に主張などの要素と結びつくことである．よって［自己］

撞着となる．それゆえこのことが「否定されるものと類似性があるから」と［第三格によ

る複合語で］述べられている．

【1-14-2-2．否定される類似性】

【1-14-2-2-1．同じ属性をもつこと】

あるいは，これは意図された対象［＝否定］を論証しない．同じ属性があるから．存在性

のように．よって詭弁の文意となる．「それ［＝立論の理由］も等しく同じ属性をもつから」

というこのことからも意図されたものが成立することはない．同じ属性があるから．「否定

される類似性があるから」というように．それは否定されるものであり，かつ属性である

という同格複合語である．

【1-14-2-2-2．遍充関係のない属性をもつこと】

あるいは，これは意図された対象［＝否定］を論証しない．壺の属性があるから．存在性

のように．よって詭弁の文意となる．それ［＝立論の理由］も同じく必然関係が認められ

ないから［否定は成立しない］．

【1-14-2-2-3．虚空の属性であること】

すなわちこれは否定を論証しない．虚空の属性があるから．立論の文のように．よって［自

己］撞着となる．それゆえ単なる類似性・非類似性がここ［＝立論］で意図されているの

ではない．

【1-14-3．遍充関係による再反論】

そうではなくて［立論で意図されているのは］必然関係である．そのことを説明するため

に述べる．

そして実例において所証と証因の関係によって認められた属性が理由だから，またそれ［＝

属性］が［肯定的・否定的随伴の］両方になるから，無区別はない（スートラ 5.1.34）．

                                                  
193 立論の理由である壺の属性，すなわち所作性が無常性を論証しないと仮定すれば，反論にも存在性など

から壺との類似性があることによって，否定を論証することもできないことになる．以下 4 つの再反論が

行われるが，構造は同じで立論が論証しないならば，立論と類似する反論も論証しないという内容である．
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このことはすでに明らかに説明されている．

【1-14-3-1．定義スートラが代喩であることの根拠付け】

「属性が」と「それが両方になるから」という言明から定義のスートラ［＝5.1.32］が代喩

であると知るべきである．

【1-14-3-2．無常による対等の欠陥と再反論の次第】

これ［＝5.1.34］によって必然関係という妥当な要素の欠如が示された．そして無区別によ

る対等と同じく再反論の次第がある．以上［無常による対等］．

【1-15．（23）常住による対等】

【1-15-1．反論】

常に無常だったら無常なものに常住性が成り立つとするならば，常住による対等になる194

（スートラ 5.1.34）．

【1-15-1-1．スートラは代喩である】

【1-15-1-1-1．各語が代喩するもの】

ここでも「無常なもの」という語によって完全に全ての限定要素の属性が代喩される．「常

に無常だったら」というこれによって，それの性質をもつかそれの性質をもたないかの選

択が［代喩される］．そしてそれ［＝選択］は同じ性質・異なる性質によって 2 種類ある．

「常住性が成り立つとするならば」というこれによって意図されたもの［＝所証］の不成

立だけが［代喩される］．

【1-15-1-1-2．正確な定義】

したがって意味は次のようになる．意図された属性に，その性質をもつか否かの選択が［共

に］成り立たないので，基体に対して，それによって限定されることを批判するのが常住

による対等である195．

                                                  
194 「無常による対等」の次に「常住による対等」が来るという順番については，ヴァーチャスパティミシ

ュラ以来疑問があった．「言述・非言述による対等」と同様に，同じ語を用いる場合は肯定が先，否定が後

になるのが通常であるが，ここでは否定が先，肯定が後と順番が逆になっているからである．

NVTP 579.6ff では「ある者たち」がこの意図を，常住性が無常性を逆にしたものではないことを表すため

であると読んでいるが，ウダヤナはこれに反対して特に意図があるわけではないとする．Pan もこれにし

たがって「特別な動機はない」としている．
195 ウダヤナが代喩を広く適用したことにより，他の詭弁と混合する恐れが高まった．Pra は非知覚による

対等との区別について言及する．常住による対等は属性が矛盾によって成り立たないことに基づき，非知

覚による対等は属性が属性自身を対象として成り立たないことに基づくという．どちらも相対的な属性を

選択する点では共通するが，前者は矛盾，後者は自己言及が過失とみなされる点で異なる．
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【1-15-1-1-3．二義的な名称と正確な名称】

またこの名称［＝常住による対等］は［アートマンの属性とは］別の対象に対して楽や苦

という言葉があるように，二義的なものである．そして二義的なものと結びついた定義が

［スートラで］述べられているが，しかし内容に即したもの［＝名称］ならば付託する属

性による対等という196．

【1-15-1-1-4．代喩される限定要素の列挙】

それゆえ常住／無常，別異／非別異，結果／非結果，存在／非存在，真実／非真実，有／

無，永遠／一時的，単一／複数などが随伴する．何と，限定要素／不限定要素，依存／独

立，順々／混沌，言表可／言表不可，非現前／現前，現在／非現在，捨物／非捨物，随伴

／非随伴，矛盾／無矛盾，既知／未知，望物／非望物，嫌物／非嫌物，所作物／非所作物，

可能／不可能，生起物／不生起物，世間物／非世間物など，［上記の］下位分類である壺／

非壺，疑惑物／非疑惑物などの全ての選択の言明が含まれていることになる．

【1-15-1-2．音声が無常であることへの反論（同じ性質による反論）】

さてこれは以下のように起こる．「音声は無常である」という主張に対して述べる．無常性

と結びつくから無常なのであるが，その無常性は無常なのか常住なのか？197

【1-15-1-2-1．無常性が無常ならば音声は無常でない】

前者ならば［音声に］それ［＝無常性］がない［ときがある］から，どうして無常なのか？

【1-15-1-2-2．無常性が常住ならば音声も常住である】

後者でも属性［＝無常性］が常になるから，基体［＝音声］もそうである［＝常にある］

                                                  
196 ウダヤナは「常住による対等」が二義的な名称であるとした．喩例では無常性が無常か否かという選択

から反論を起こしているので確かに常住による反論ではない．しかし名称通り，常住か否かの選択から反

論を起こす場合もありえる．したがって Pra ではウダヤナが二義的としたものを「それ自身の意味を失わ

ない間接表示」と解釈している．

二義的なもの，すなわち間接表示にはそれ自身が含まれないものと含まれるものの二種類がある．通常の

間接表示は「ガンジス河に牛飼いの村がある（gaGgAyAM goSaH）」というとき，ガンジス河に牛飼いの村は

ない．しかし「傘もち（chatrin）」は確かに傘以外の王宮の用具も世話するが傘ももつ．含まれるものを「そ

れ自身の意味を失わない間接表示（ajahatsvArthalakSaNA）」という．

「付託する属性」とは，ある属性が基体にあるとしたとき，その属性の上にその属性があるかを問うこと

を表している．
197 無常性が無常でも常住でも，音声が無常であることを証明できない反証の 1 つ目．スートラと NBh に

従った方法である．

NBh 1147.2ff:「音声は無常である」と主張する．その無常性は音声に常にあるのか，常にないのか？ ま

ずもし常にあるならば，属性が常にあるのだから基体も常にあるので，音声は常住である．またもし常に

ないならば，無常性はないのだから音声は常住である．このように常にあることによって反証することが

常住による対等である．（anityaH zabda iti pratijJAyate| tad anityatvaM kiM zabde nityam athAnityam ? yadi tAvat 

sarvadA bhavati ? dharmasya sadA bhAvAd dharmiNo 'pi sadA bhAva iti nityaH zabda iti| atha na sarvadA bhavati ? 

anityatvasyAbhAvAn nityaH zabdaH| evaM nityatvena pratyavasthAnAn nityasamaH||）
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ので，どうして無常なのか？ なぜなら基体から独立した属性が存在することは不可能だ

ということはバーシャなどで明らかにされていることだからである．

【1-15-1-2-3．常住なものは無常性を論証しない】

さらに，無常性がもし常住ならば，どうしてそうでない形相をもつもの［＝常住な無常性］

が別のもの［＝音声など］において，それ［＝無常］の形相を導くだろうか．［もしそうで

あれば］過大適用になってしまうから．というのも，青いインディゴの花が水晶に赤い形

相を帯びさせることはないからである198．

【1-15-1-2-4．無常なものは無常性を論証しない】

また［無常性が］無常なものとしてこそ，その形相［＝音声の無常］を導くこともない．

赤いバラの花がそばに置かれたときの水晶の赤のように錯誤であることになってしまうか

ら．また過大適用があるから．それ［＝壺］の形相をもつ壺がそばに置かれたときの布も

壺の形相をもつことになってしまうから199．

【1-15-1-2-5．無常性は無常になりえない】

さらにその形相［＝無常の形相］をもつ無常性も，別の無常性との結合に基づくのか，あ

るいはそれ［＝無常性］自身で［無常に］なるのか．前者ではない．無限遡及になるから．

後者ではない．それ［＝無常なもの］を自身としない壺などが常住であることになってし

まうから．それら［＝壺など］もそれ［＝無常なもの］を自身とするならば，実体性と衝

突する200．以上のようにいかにしても主張の対象は成立しない．

【1-15-1-3．理由と実例への反論】

同様に理由と実例にも全く同じ次第で，別の属性にもこれが起こることが自ずから考えら

                                                  
198 無常性が常住でも無常でも，音声が無常であることを証明できない反証の 2 つ目．無常性が常住か無常

かということと，音声が常住か無常かということは本質的に別であるという立場に立っている．
199 無常性が無常である場合，音声が無常であることを証明できないとする．1 つ目の反証は音声に無常性

という属性がない場合があり，そのときは常住になってしまうというものだったが，ここでは音声と別物

である無常性が無常だからといって，それと結合した基体まで無常であると考えるのは錯誤であるとされ

る．
200 前節に引き続き，無常性が無常である場合，音声が無常であることを証明できない理由を挙げる．すな

わち，そもそも無常性が無常であるということが成り立たないというものである．

ここで無常性自体で無常になるすれば，無常なものは無常性だけとなって，壺など他のものが無常でない

ことになってしまうこと，壺などがそれ自体で無常だとすれば，実体ではなくなることが説かれている．

これは自己同一性による要請である．

無常性はさまざまな基体に内属する属性として捉えられ，それゆえさまざまな基体が無常であるというこ

とができる．しかし無常性という基体が無常なものと同一だとすれば，無常なものは無常性以外にないこ

とになる．そして壺は無常性と別物であるから，壺という基体は無常なものではない，つまり常住である

ことになってしまう．そこでさらに壺という基体も無常なものと同一だとすれば，壺の自己同一性である

壺性が失われる．さらに，本来は無常性に限定されているはずの実体性が，無常性が基体と同一であるこ

とによって対立関係になり，排除されてしまう．

そしていずれにしても無常性と無常なものを同一と考えることはできないことになる．
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れるべきである．そして仏教徒・チャールヴァーカ・ヴェーダーンタ学派201はまさにこれ

に賢しい．

【1-15-1-4．異なった性質による反論】

以上は同じ性質によるものだったが，一方異なる性質によるものは，常住性に対して別異

性と非別異性などによるもの，無常性に対して結果性と非結果性などによるもの，壺性な

どに対して常住性と無常性などによるものなどがある．

【1-15-1-4-1．常住性の別異・非別異】

すなわち「音声は常住である」という主張に対して［以下のように反論する］．「常住性と

結びつくから常住であるが，それ［＝常住性］はそれ［＝音声］と別異か別異でないか？

別異ならばそれ［＝別異な常住性］も別異性と結びつくことに基づくので無限遡及となる．

あるいはあるものがそれと異なるものの属性であるならば無限遡及となる．一方別異でな

いならば，1 つだけ残る202ので，基体不成立や過去提示［＝排撃］因や，壺など［音声以外

のもの］がそれ［＝常住なもの］でないことになるので非共通因となる203」と．

【1-15-1-4-2．無常性の結果・非結果】

「音声は無常である」と言われたとき［以下のように反論する］．「無常性は結果か結果で

ないか？ 結果ならば［音声と］同時に生起することはない．［同時に生起するならば］属

性と基体の関係が成り立たないから．まさにこれゆえ［無常性が音声の］前に生起するこ

とはない．後で生起するならば，それ［＝無常性］がないときに音声は常住であるという

ことになってしまう．またそうであるならばその時点で無常性の余地はない．［無常性の非

存在と］矛盾するから．一方結果でないならば基体も結果ではない．そうであってもどう

して無常なのか．［結果でないことと］矛盾するから」と．

【1-15-1-4-3．壺性の常住・無常】

「壺」と言われたとき［以下のように反論する］．「壺性と結びつくから壺であるが，それ

                                                  
201 いずれも基体と属性の関係を承認しない論客たちである．
202 「1 つだけ残る」というのは文法学で複数の同じものを表示するとき 1 つの単語だけを残すという操作

に由来するが，ここでは非別異性によって音声と常住性が同じであることになり，2 つを別に述べること

ができない状態を表す．
203 ウダヤナが挙げる 3 つの過失は以下のように解釈される．まず基体不成立は，音声という基体が消され

て常住性が残ることに基づく．排撃因は反対に，常住性という属性が消されて音声が残るため，属性が非

存在になることに基づく．Pan は「過去提示因」を排撃因にとらず，音声と常住性が別異であれば疑惑が

なく，そのときに提示されている理由が疑惑という段階を逸脱して提示されていることによると説明して

いる．

そして非共通因は自己同一性によって音声だけが常住になるために同類例がなくなることに基づく．ある

いは，Pra によれば常住性と同一になってしまった音声は理由などの適用を受け付けないことを「非共通」

と表す．
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［＝壺性］は常住か無常か？ 前者ならば壺も常住であることになってしまう．それの基

体だから．常住で極限大なものの基体である虚空のように．無常ならば普遍の性質である

ことと矛盾する．そして［壺性に］結果と非結果の選択が成り立たない」と．などという

ように不毛な考証の論者の見解に従って理解されるべきである．

【1-15-1-5．常住による対等を起こす各要素】

したがってこれは属性と基体の関係が手段であり，同じものが批判点で，否定的考証が想

定され，これはその誤ったものである．

【1-15-2．再反論】

欠陥の根源を考察するスートラである．

否定されるものにおいて常に無常であることより，無常なものにおいて無常性が成り立つ

から，否定にならない（スートラ 5.1.36）．

【1-15-2-1．スートラは代喩である】

無常なものとして「否定されるもの」＝音声において，「常に無常であることより」という

この理由がもし成立しているならば，［反論者の］主張の対象［＝常住性］は成立しない．

主張の対象［＝常住性］があれば理由の対象［＝無常性］はない．矛盾するから．「無常な

ものにおいて無常性が成り立つから」否定は存在しないと解釈するのが字義通りの意味で

ある．一方その意図は，これ［＝反論］がそれぞれのあり方で矛盾するというだけのこと

を代喩することにある．

【1-15-2-2．属性と形相】

【1-15-2-2-1．無常性こそが無常の形相である】

一方，「その形相をもつもの［＝無常な無常性］でもそうでない形相をもつもの［＝常住な

無常性］でも，別のもの［＝音声など］において，その形相［＝無常性］を導かないだろ

う．過大適用になるから」と述べられたが，それは正しくない．属性［＝無常性］こそが

基体にとってその形相［＝無常性］をもつことであって，それ［＝無常性］によって別の

もの［＝常住性］が導き出されることはない204．

【1-15-2-2-2．常住による対等の欠陥（1）】

したがってこれは妥当でない要素の付加である．［無常性が］その形相を導くものであるこ

とという妥当でない要素に依拠して批判が起こっているから205．

                                                  
204 無常性という属性とは基体に無常の形相があることと同じである以上，無常性が常住の形相を導かない．

無常性があるのに常住だということには決してならない．
205 無常性と無常の形相には導くもの・導かれるものという関係がないから，無常性が無常の形相を導くと

いうことも言えない．無常性がある時点で，無常の形相があるということと同値である．
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【1-15-2-2-3．形相は独立したものではない】

反論．どうしてあるもの［＝無常性］がそれと異なるもの［＝音声］において形相となる

のか？

答え．そうではない．「形相」という語によってそれ自体［＝基体］は表示されないから206．

【1-15-2-3．属性と基体】

【1-15-2-3-1．属性と基体の区別が言語表現を支える】

一方，属性は．基体と異なるものにほかならない．さもなければ矛盾するから．たとえ属

性と基体の関係が想像上のもとだとしても，そのような［＝想像上の］ものにほかならな

い区別が提示されるから．というのも，何があっても区別を明らかにしないでは「それだ

けがそれに限定されている」という言語表現はないからである．

【1-15-2-3-2．導くものと導かれるものは事物に即する】

反論．そうであっても過大適用はどうしてなくなるだろうか？

答え．見たままの通り，それ自身においてのみ確定するから．まさにこれゆえあるものに

内属していても，別のものの属性であるという知覚などが，まさにそれ自体から確定する207．

【1-15-2-3-3．常住による対等の欠陥（2）】

したがってこれは妥当な要素の欠如である．「これはそれの属性ではない．それと別のもの

だから，あるいは別のものに内属しているから」という遍充関係が成立しないから．

【1-15-2-4．自己撞着】

【1-15-2-4-1．主張の自己撞着】

また自らの言明にかかるから，［自己］撞着がある．「これは論証しない」というこの場合，

非論証性に結びつくから論証しないが，それ［＝非論証性］はそれ［＝非論証］の形相を

もつのかその形相をもたないのか，［否定と］別なのか別でないのかなどというように選択

が述べられることが避けられないから．

【1-15-2-4-2．理由と実例の自己撞着】

同様のことが「それと別のものだから，あるいは別のものに内属しているから」という理

由と，壺などの実例において知られるべきである．したがって以下のことが［反論自身に］

                                                  
206 形相はあくまでも属性であり，基体としての属性を指すことはない．音声とは別に，無常性の形相は何

かと問うことを禁じるものである．
207 反論者はあるものがそれと異なるものに形相を付与することはできないと主張していた．これに対する

回答は，付与できる場合もあれば，できない場合もあるということである．無常性は音声に無常の形相を

付与することができる．バラの花の赤は隣接した水晶に赤の形相を付与することができる．しかし壺は隣

接した布に壺の形相を付与することができない．付与できるかできないかを分けるものは，それぞれ自身

の本質である．
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述べられる．「常に無常であることにより，無常なものにおいて常住性が成り立つから」と．

【1-15-2-4-3．属性と基体の非承認による自己撞着】

属性と基体の関係を認めなければ，あなたにも理由と所証がないことになってしまう．あ

るいはそれが成り立つならば，否定はないという意味．したがって以上のように［自己］

撞着は明らかである．

【1-15-2-4-4．常住による対等の欠陥（3）】

一方［別物なら属性ではないという］遍充関係が壊れる以上，妥当でない要素の付加が意

味上得られる．そしてそれぞれのあり方でこれに対する承認が知られるべきである．知覚

と結びつくから「知覚された」という言語表現がそこでも同様にある．言表と結びつくか

ら述べられたということはそこでも同様にある．制作と結びつくから結果であるというこ

とはそこでも同様にある．

【1-15-2-5．考証の五要件の欠如】

それゆえ考証の五要件のいずれかが欠損することがここで考察されるべきである．以上が

要約．

【1-16．（24）結果による対等】

【1-16-1．反論】

努力の結果は 1 つではないからとするならば，結果による対等になる（スートラ 5.1.37）．

【1-16-1-1．仏教説】

【1-16-1-1-1．結果性の区別】

まず仏教徒によって以下のように言われている208．

所証と共にあることに基づいて，結果一般としての証因に対しても，関係項の区別から区

別が述べられる過失が結果による対等であると考えられる．

【1-16-1-1-2．除去による対等に含まれる】

                                                  
208 PV 2.14．この一節は NVTT でも引用される．ヴァーチャスパティミシュラはこの形式が主宰神批判に

用いられる詭弁であると説明し，結果性が異なることはないと反論した上で，付加・言及による対等と異

ならないことを述べる．ウダヤナは付加による対等であるとは述べていないが，概ねこの説に従っている

ことになる．

NVTT 21f:つまり彼によって主宰神論証の批判のために述べられたこと，つまり「身体・山・海などが結果

であることと，建物や門などが結果であることは別である」ということも詭弁に他ならないことが述べら

れたことになる．（中略）この詭弁は付加・除去による対等と異なることはない．所証と実例に属性を選択

して起こっているから．（tad anena yad IzvarasAdhananirAkaraNAyoktam - `tanugirisAgarAdInAm anayat kAryatvam, 

anyac ca prAsAdATTalagopurAdInAm' iti, tad api jAtyuttaram evety uktaM bhavati| ... na ceyaM jAtir 

utkarSApakarSasamAbhyAM bhidyate, sAdhyadRSTAntayor dharmavikalpena pravartamAnatvAt|）
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このように示されているが，これは遍充する［と誤認された］ものの非知覚による決定で

あり，必ず除去による対等に含まれる．

【1-16-1-1-3．音声の結果性は土塊と棒によるものではない】

すなわち，「音声は無常である．結果だから」と言われたとき，土塊と棒などに起因する壺

の結果性と，口蓋などの結合や分離に起因する音声のそれは異なると述べて，明らかに土

塊と棒などの遍充するものが排除されるから，［土塊と棒などに］遍充されるものである結

果性が排除されるという．そしてそうであれば除去［による対等］にほかならない209．

【1-16-1-1-4．非言述による対等に含まれる】

一方区別が述べられるだけで決定されるならば，非言述による対等である210．

【1-16-1-2．ヴァーツヤーヤナ説】

【1-16-1-2-1．努力の直後にあることの真意を問う】

一方，バーシャなどにおいて［以下のように述べられる］．「努力の直後にあるから［音声

は無常である］」と言われたとき，「この場合，努力の直後に生成が意図されるのか，それ

とも知覚が意図されるのか」と選択して，「前者ならば不成立因であり後者ならば不確定因

である」という211．

                                                  
209 マニカンタ・ミシュラは，論者の意図はそこにあるのではないとしてウダヤナ説に反対し，これを正し

い反論か「遡及による対等」であるとする．

NR 219.12ff:そうではない．関係項の違いから結果性が異なるとだけ詭弁の論者が考えているのであって，

遍充するものの排除によって遍充されるものが排除されないとは考えていないから，除去による対等では

ない．まさにこれゆえ非言述による対等でもない．（tan na| sambandhibhedAt kAryatvaM bhinnam ity eva 

jAtivAdino 'bhimatam| na tu vyApakavyAvRttyA vyApyAvRttir iti nApakarSasama iti| ata evAvarNyasamo 'pi na|）
210 実例と主題を区別し，実例にある属性が主題にないことを非難するために非言述による対等となる．
211 この記述は NBh の例を基礎にした NVTT の記述に依拠している．NVTT は NV も取り入れており，ウ

ダヤナが NBh「など」としたのはこの事情によるものだろう．後に述べられるように，「結果性」を飛び越

して努力の直後にあることから無常性を論証する場合，反論は正しいものになってしまう．

NBh では「音声は無常である．努力の直後にあるから」という立論に対して，努力の直後にあるのは生起

か顕現かを問い，いずれかへの不確定を指摘する．努力の直後の知覚は言及されていない．

NV ではさらに「音声は結果である．努力の直後に知覚されるから」という立論に対して，努力の直後には

結果もそうでないものもあるという不確定を指摘する．また「音声は結果である．努力の直後に生起する

から」という立論に対しても，不成立因を指摘している．ここで初めて努力の直後の知覚が登場するが，

選択肢の一つとしては挙げられていない．

NVTT では NV を織り交ぜつつ NBh を説明するかたちで「音声は無常である．努力の直後にあるから」と

いう立論に対して，まず努力の直後にあるのは生起か知覚かを問い，前者なら不成立，後者なら NBh を引

用して生起か顕現かを問う．この記述がウダヤナの記述と内容的に符合する．

NBh 1150.4:努力の直後にあるから音声は無常である．（prayatnAnantarIyakatvAd anityaH zabda iti|）

NVTT 1151.7:努力の直後に生起するか、努力の直後に知覚されるかである．まず前者ではない．不成立だ

から．それゆえ努力の直後に知覚されることが支持されるべきである．（prayatnAnantarotpAdo vA syAt, 

prayatnAnantaropalambho vA| na tAvat pUrvaH kalpo 'siddhatvAt| tasmAt prayatnAnantaropalambha AstheyaH|）
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【1-16-1-2-2．詭弁ではない】

これは詭弁による返答ですらない．［生起または知覚の］いずれかが不成立212であることと，

［知覚が］不確定因であることは否定の効力があるから．また自己にかからないから［＝

自己撞着しないから］．

【1-16-1-2-3．曲解になってしまう】

反論．［努力の直後の生起という］不成立は成立しないから，詭弁による返答である．成立

しない［反論］には効力がないから．

答え．そうではない．このような性質の無効性は曲解などにおいても存在するから［その

反論は曲解になってしまう］．

反論．想定される過失が述べられるから詭弁である．

答え．そうではない．それは曲解の性質だから．また想定があっても［詭弁では］ない．［詭

弁では想定した］選択として［反論が］意図されたとしてもその内容が反論されるから213．

【1-16-1-3．定説】

【1-16-1-3-1．努力の結果という言語表現を問う】

反論．それならばこれはどのようにして［詭弁なの］か．

答え．［スートラの］著作通りにほかならない．すなわち［努力の直後にあることではなく］

「努力の結果」が［否定の］対象である214．取捨されるべきこととして言語表現されると

いう意味．それが「1 つではない」ことは最高真実的なものか最高真実的なものでないかと

いうことであり，それに基づいて反証する．

                                                  
212 生起と知覚は択一的なものとして示されており，努力の直後に生起があるならば知覚ではなく，知覚が

あるならば生起ではない．その状態で生起だと言えば知覚だから生起はないと言われ，知覚だと言えば生

起だから知覚はないと言われてしまう．証因が一義的に定まらないことに起因する過失である．
213 反論者が想定した「努力の直後に生起すること」の不成立は，実は成立しているため不成立ではないと

いう指摘がなされる．この場合，生起は音の高低などによって論証されることになる．生起せずずっと存

在し続けているものならば，高低などの変化が不可能だからである．また努力の直後に生起することがあ

るならば，「努力の直後にあること」は一義的に定まり，努力の直後に知覚されることは除外されることに

なる．

詭弁では誤った理由が想定され，実際には誤った理由でないということが条件となって反論の効力が消え

る．ここでも不成立が想定され，実際には不成立でないことが条件となって反論の効力が消えるため，詭

弁と見なすことができるという見解である．

しかしウダヤナはこのような「想定した不成立が成立しないこと」を，詭弁ではなく曲解の条件であると

みなす．すなわち「努力の直後にあること」が「努力の直後に知覚されること」としては不確定だが「努

力の直後に生起すること」として不成立でないならば，反論者は「努力の直後にあること」の二義性によ

って不成立を指摘していることになり，表現上の想定に留まっているのは曲解である．詭弁は表現上の想

定ではなく，内容上の想定に踏み込むものでなくてはならない．
214 NBh 説の立論「音声は無常である．努力の直後にあるから」に対する反論は，上記のように正しい反論

とみなされる．正確には立論「音声は無常である．結果だから」に対する反論である．立論者は努力の直

後にあることに言及していないにも関わらず，反論者は「結果である」という言語表現が第一義的には不

成立であることを指摘し，それが成り立つために自ら予想した努力の直後にあることを提出する．努力の

直後にあることが反論者の捏造したものであるという点が強調点となる．
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【1-16-1-3-2．知覚されることは不確定因である】

そして以下のように起こる．「音声は無常である．結果性のゆえに」と言われたとき，「音

声が結果であると最高真実として決定されているとしたらそうであろう．しかしそのこと

こそが知りえない．認識手段がないから．というのも，努力の直後に知覚されることによ

ってそれ［＝結果性］は論証されるべきであるが，それ［＝知覚］は不確定である」と［反

論する］．

【1-16-1-3-3．結果による対等の独立性】

【1-16-1-3-3-1．除去・非言述による対等との別】

このようであるならばこれ［＝知覚］は全て［の事例］を満たすことができ，また除去や

非言述による対等から区別される．

【1-16-1-3-3-2．遡及による対等との別】

またこれは遡及による対等ではない．無限遡及は起こらないから．また根拠の批判が特定

されているから．

【1-16-1-3-3-3．曲解との別】

またこれは曲解ではない．［結果性に対する］論者の意図を代弁するときにも語の対象の選

択が成り立つことはないから215．

【1-16-1-3-3-4．正しい反論ではない】

またこれが効力をもつことはない．［反論者］自ら打ち立てた理由［＝努力の直後にあるこ

と］の過失によって，［立論者が］打ち立てていない，他者［＝反論者］が意図したものは

反論することができないから216．

【1-16-1-3-4．注釈者たちとの整合性】

【1-16-1-3-4-1．ヴァーツヤーヤナ】

バーシャなども意図はこれと同じである．しかし［スートラの］喩例に従うことで文字通

りの意味がそのように説明されている．まさにこれゆえ［定義の］適用不十分を恐れたテ

ィーカー作者が述べる．「［バーシャ作者は］喩例を前提にして説明する」と217．すなわち，

                                                  
215 曲解は，1 つの語に対して意図された意味に対して，語の対象をもう 1 つ選択し，異なる意味を想定す

ることから起こる．しかしここでは，論者が意図した意味と異なる意味を付与している訳ではない．その

根拠を問いつつ自ら予想した根拠を提出するのである．
216 「努力の直後にあること」が反論者の捏造であるという点がここで分かれ目となる．主張者が実際に提

出したものならば反論の余地はある．しかし主張者は全くこれに言及していない以上，捏造したものであ

るこれを反論したところで，立論は崩れない．
217 NBh の解説では，「努力の直後にあるから」という理由が立論者によって提出されたとも，反論者によ

って提出されたとも書いていない．これを反論者が捏造したことにすればウダヤナの説明と整合する．さ
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まず「また努力の直後に生起すること」などというバーシャは［定説通りに説明するのが］

容易である．努力に依拠することという理由を［反論者］自身が打ち立て，それが不確定

であると代弁して「それは［生起か顕現］か」などによって根本［＝立論］にある理由［＝

結果性］に不成立が疑わしいことを決定するから．

【1-16-1-3-4-2．ウディヨータカラ】

まさにこのことをヴァールティカ作者も述べる．「あるもの」云々と218．というのも，立論

者は結果性という理由によって音声の無常性を証明するために論式を行ったのであって，

結果性をこそ証明するために何かを提示しているのではないからである．それ［＝立論］

に対して，結果性が不成立であると考えている詭弁の論者が，それ［＝結果性］を証明す

るために，努力の直後の知覚こそが理由であり，その者［＝立論者］は述べなければなら

ないと自ら予想して反論するという．したがってこれ［＝ヴァールティカの説明］は［反

論者が］自ら予想する想定［による反論］である．すなわち「『音声は結果である．努力の

直後に知覚されるから』という理由に不確定であるを指摘する」という．根本にある理由

［＝結果性］に過失を述べる．「もし」と．努力の直後に生成は決して成立しないと補う．

残りは分かりやすい．

                                                                                                                                                    
らに NBh の例はあくまでスートラの喩例「結果性」を前提としていることを NVTT の引用によって正当化

している．

NBh 1150.4ff: 努力の直後にあるから音声は無常であると［反論者が自ら予想して］いう．努力の直後に生

起するものは，実際存在していなかった後に存在する．壺などのように．そして無常であるというのは存

在していた後に存在しなくなると知られる．このように定まっているとき，努力の直後にあるからという

否定が述べられる．努力の直後に生起が見られるのは壺などの場合，覆いを取り去ることから顕現するの

が隠されたものの場合．それは努力の直後に生起するのか，それとも顕現かという違いはない．結果とし

て違いがないことによって反証するのが結果による対等である．（prayatnAnantarIyakatvAd anityaH zabda iti| 

yasya prayatnAnantaram AtmalAbhaH tat khalv abhUtvA bhavati, yathA ghaTAdikAryam; anityam iti ca bhUtvA na 

bhavatIty etad vijJAyate| evam avasthite prayatnakAryAnekatvAd iti pratiSedha ucyate| prayatnAnantaram AtmalAbhaz 

ca dRSTo ghaTAdInAm, vyavadhAnApohAc cAbhivyaktir vyavahitAnAm| tat kiM prayatnAnantaram AtmalAbhaH 

zabdasyAho 'bhivyaktir iti vizeSo nAsti| kAryAvizeSeNa pratyavasthAnam kAryasamaH||）

NVTT 1150.21f: ［スートラの］喩例を前提にしてその意味を説明する．「努力の直後にあるから音声は無常

である」と．（udAharaNapUrvakam asyArthaM vyAcaSTe - prayatnAnantarIyakatvAd anityaH zabda iti|）
218 NV では努力の直後にあることが立論者が述べたものとして明記されている．ウダヤナはこの部分に触

れることなく，その後で説かれる「努力の直後の知覚が想定される」と言う部分に焦点を当て，定説と整

合させている．NV のもともとの意図は，「努力の直後にあること」という立論の理由を「努力の直後に知

覚されること」と想定して反論するということにあったと考えられるが，ウダヤナはそのうち自説に整合

する一部だけを取り上げている．

NV 1150.12ff:「音声は無常である．努力の直後にあるから」と言われたとき，結果による対等という詭弁

が用いられる．「努力の結果は 1 つならず見られる」と．あるものは努力の直後に顕現し，あるものは努力

の直後に生起する．努力の直後の知覚を理由として想定することによって不確定を指摘するのが結果によ

る対等である．「音声は結果である．努力の直後に知覚されるから」という理由に不確定を指摘する．努力

の直後に知覚されるものには結果とそうでないものが見られると．もし努力の直後の生成が理由の意味だ

としても，不成立因の指摘がある．（anityaH zabdaH prayatnAnantarIyakatvAd iti ukte jAtiH kAryasamA prayujyate  

- prayatnakAryam anekadhA dRSTam iti, kiJcit prayatnAnantaraM vyajyate, kiJcit prayatnAnantaram utpadyate, 

prayatnAnantaram upalabdher hetutvAdhyAropena anaikAntikadezanAt kAryasamaH| ̀ kAryaH zabdaH prayatnAnantaram 

upalabdheH' iti hetum anaikAntikam codayati| prayatnAnantaram upalabhyamAnam kAryam akAryam ca dRSTam iti| 

atha prayatnAnantaram janma hetvarthaH, tathA api asiddhadezaneti||）
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【1-16-1-3-4-3．ヴァーチャスパティミシュラ】

この意図によって根本［＝立論］と根本に対するもの［＝反論者の予想］の論式が混合す

る錯誤を避けつつ，ティーカー作者は述べる．「結果であるから音声は無常である」と219．

論式が「このように定まっているとき」，不成立性を指摘して，それを証明するために自ら

予想した理由である「努力の直後にあること」に依拠して詭弁の論者が述べることを示す．

「努力の直後にあることは［生起か知覚か］」云々と．

反論．それならば［努力の直後の生起について］不成立因の指摘の部分だけがはたらくの

か．

答え．そうではないので述べる．「それゆえ努力の直後の知覚が［選択肢として］残される」．

結果性を証明するためにと補う．「それに対して結果による対等の否定を述べる」という．

残りは分かりやすい．

【1-16-1-3-5．包括的定義】

まさにこの方向で別の反論を結論することによってもこれは起こる．全く同様に主題と実

例についても考えられるべきである．したがって意味は以下の通りである．「主題と理由と

実例の中で，何らかの推理の要件が不成立であることを指摘して，それ［＝要件］を証明

するものとして何かを自ら予想し，それの反論によってのみ，それ［＝要件］を証明しな

                                                  
219 ウダヤナが引用した「結果であるから音声は無常である」という句は NVTT に見出すことができない．

前後の記述から対応する箇所として「結果性と無常性が相互に混同しないことは第 1 課で示された」が想

定されるが，ここで言及されている結果性と無常性をウダヤナが論式に改変したのか，あるいはウダヤナ

が依拠した NVTT にそのような異読があるのか，そのどちらかであろう．

この後ウダヤナが「このように定まっているとき」という NVTT が引用する NBh の一説を再引用するが，

これも NVTT が「結果であるから音声は無常である」という論式が定まっている場合を指しているとは考

えにくい．NBh 説にそって「努力の直後にあるから音声は無常である」という論式が定まっている場合と

考えるのが妥当だろう．

しかしウダヤナはこの意図を別様に解釈して自説に整合させようとしているが，NVTT 作者が「努力の直

後にあること」を反論者の捏造だと述べておらず，主に NBh 説に従って注釈している以上，我田引水の感

は否めない．

NVTT 1150.22ff:結果性と無常性が相互に混同しないことは第 1 課で示された．例示してから詭弁を起こす．

「このように定まっているとき，努力の結果が 1 つでないからと否定が述べられる」と．努力の直後にあ

ることとは努力の直後の生起だろうか，努力の直後の知覚だろうか．まず前者の選択肢ではない．不成立

だから．それゆえ努力の直後の知覚が残される．それに対して結果による対等の否定を述べる．「努力の直

後に知覚されているものには努力の直後に生起が見られるのは壺などの場合，覆いを取り去ることから顕

現するのが隠されたものの場合」つまりムーラカ（蕪）やキーラカ（樹）などの場合．「それは努力の直後

に生起するのか，それとも顕現かという違いはない．」それゆえこのように「結果として違いがないことに

よって反証するのが結果による対等である．（kAryatvAnityatve ca parasparAsaMkIrNe prathama evAdhyAye 

darzite| udAhRtya jAtim avatArayati - evam avasthite prayatnakAryAnekatvAd iti pratiSedha ucyata iti| 

prayatnAnantarIyakatvaM - prayatnAnantarotpAdo vA syAt prayatnAnantaropalambho vA| na tAvat pUrvaH kalpo 

'siddhatvAt|

tasmAt prayatnAnantaropalambha AstheyaH tatra kAryasamaM pratiSedham Aha - prayatnAnantaram upalabhyamAnaM 

prayatnAnantaram AtmalAbhaz ca dRSTo yathA ghaTAdInAM vyavadhAnApohAccAbhivyaktir vyavahitAnAM 

mUlakakIlakAdInAM tat kiM prayatnAnantaram AtmalAbhaH zabdasyAhosvid abhivyaktir iti vizeSo nAsti|

tad evaM kAryAvizeSeNa pratyavasthAnaM kAryasamaH|）
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いことを結論するのが結果による対等である」と220．

【1-16-1-4．結果による対等を成立させる要素】

そしてこの場合，言語表現されるべきものが 2 つあること［＝生成と顕現］こそが手段で

あり，言語表現されるべきことが最高真実であることが批判点であり，根本にある要件の

不成立が想定されており，これはその誤ったものである．

【1-16-2．再反論】

欠陥の根拠を示すためのスートラである．

結果が別であることに対して，努力は理由にならない．非知覚の原因が成り立つから（ス

ートラ 5.1.38）．

【1-16-2-1．スートラ解説】

「努力」という語によってここでは間接的にそれ［＝努力］の結果である口蓋などとの結

合と分離が得られる．「結果が別であること」＝顕現という性質をもつことに対して「努力

は理由でない」．なぜか．「非知覚の原因が成り立つから」そうなる［＝顕現がある］べき

だから．そして音声について非知覚の原因［＝覆いなど］は何も成り立たないという意味221．

【1-16-2-2．努力の直後には生起だけがある】

このことによって結果性が成立するとき，［生起以外の］他の意味をもたない．結合と分離

の直後に知覚されるからという理由を示して，［努力の］不成立が首元から否定される．

【1-16-2-3．結果による対等の欠陥】

あるものへの反論が他のものを対象とすることはないので，対象でないものへの適用が欠

陥の根拠として意味上示されている．また，その者［＝反論者］によって提起されたもの

は承認されないから，反論が成立するとしても立論者の過失は何もない．このように説明

すれば述べられていないものに対して反論が述べられており，対象でないものに対して起

                                                  
220 Cf.NVTP 580.1f:実際のものか想定上のものかで表現されるものは一つではないことによって，論証の一

部に疑い，それを決定するために自ら予想した根拠の反論によって反証することが結果による対等である．

（vAstavAbhimAnikavyavahartavyAnekatvena sAdhanAMze saMzayya tannirNayAya svotprekSitapramANadUSaNena 

pratyavasthAnaM kAryasamaH|）
221 前のスートラでは「努力の直後にあること」という理由が反論者の捏造によるものであると説明された．

しかしそうだとすれば，この捏造された理由を再反論のスートラで取り上げる必要はないはずである．し

かし再反論のスートラでは，その理由だけを取り上げて顕現の可能性を排除し，努力の直後には生起のみ

があることを論証している．捏造であると解釈したウダヤナはこの点について何も述べていない．

実際には，結果性を理由として提出した立論者も，努力の直後にあることという換言に応じてその内容を

めぐる議論に参加したことが，この再反論のスートラから理解される．少なくともスートラでは，音声が

結果＝作られたものであることを説明するために，努力によって覆いが取り除かれて顕現するという事態

がないことを示す必要があったと考えられる．
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こっているということが明らかになるから，このことからも対象でないものへの適用であ

る．

【1-16-2-4．自己撞着】

それゆえ述べられたものに反論を述べるべきであり，そうであればそれを対象とするもの

にほかならないだろう．しかしさもなければ［自己］撞着がある．以上が要約である．

【1-16-2-5．詭弁まとめ】

このようにまず他者が詭弁を述べたとき，立論者は正しい返答によってこそ否定をしなけ

ればならない．なぜなら以上のように議論においては真実が決定され，論諍と反論だけの

反論においては勝敗が決定するべきだからである．しかしさもなければ［＝六主張論議に

陥れば］去勢者のカップルのように［真実の決定と勝敗の決定の］ひとつとしても［得ら

れ］ない222．

【1-17．六主張論議】

【1-17-1．第三主張―誤った再反論】

そのこと［＝正しい返答をしなければ何にもならないこと］を示すために見せかけの論議

というあり方の六主張論議を述べる．

否定にもまた同じ過失がある（スートラ 5.1.39）．

【1-17-1-1．同じ過失の意味】

【1-17-1-1-1．不確定因】

すなわち，「述べられた理由は不成立である．それ［＝結果性］の論証因である努力の直後

に知覚されることは不確定だから」というこの過失は，「否定にも」＝あなたの主張にも「同

じ」＝等しい．それ［＝否定］においても努力が［常住な音声を］顕現させることは不成

立である．それ［＝顕現］の論証因である努力の直後に知覚されることは不確定だから．

よってこれ［＝再反論］は結果による対等にほかならない詭弁であるから，同じ過失があ

る223．

                                                  
222 この記述が次章「六主張論議」への橋渡しとなる．すなわち，スートラ 5.1.38 のように再反論すれば「努

力の直後にあること」が顕現説に対しても不確定であるという反論は斥けられ，真実が決定されるが，5.1.39
のように再反論すれば真実が真実が決定しない．NVTT 1154.12ff に類似する記述があるが，ここでは議論

のみが取り上げられ，ウダヤナのように論諍と論詰は問題とされない．
223 スートラの「同じ（samAna）」を 3 種類に解釈する．第一は論理的に同じ過失（不確定因）によって再

反論する場合，第二は「不確定」という語の不確定性を指摘する曲解，第三は論理的に特定されない何ら

かの過失によって再反論する場合である．先行する 3 注釈による解説は第一と第二の説明に対応するもの

と考えられる．

第一の説明は NBh で言うところの「特定の理由の非存在」による不確定因に対応できる．すなわち，立論

者が努力の直後に知覚されることから生起を論証しようとしているとき，反論者が同じ理由から顕現も論
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【1-17-1-1-2．否定の不確定】

あるいは，「否定にも」＝否定の理由にも不確定だからという場合，「同じ過失がある．」言

葉が同じことに対して表現による曲解を述べる．「不確定因だからもし論証しないことにな

ってしまうならば，否定も不確定であり，自らの対象を証明しないことになってしまう．

というのも，これ［＝否定の理由］は確定的に否定をするものだけとなることはないから

である．自らの存在［＝主張］を排除しないから224．」

【1-17-1-1-3．何らかの過失】

あるいは，「同じ過失がある」というのは過失をもつこと一般によるものである．それゆえ

あなたの主張は過失をもつ，あるいはあなたが述べた否定の理由も過失をもつと述べて何

らかの過失を述べる225．

【1-17-1-2．敗北の場合】

【1-17-1-2-1．不確定因】

したがってこの場合，1 番目の説では反対だけを意図して起こっており，他説追認である．

［不確定因の］過失を取り払わずに［相手の］望むことを導くから226．

【1-17-1-2-2．否定の不確定】

一方 2 番目の説では不確定の過失を意図して起こっているが，しかし反論できないものへ

                                                                                                                                                    
証できるとして不確定因を指摘する．これに対して立論者が不確定因であることを否定せずに，反論者が

同じ理由から顕現を論証しようとするならばそれも不確定因であるというならば結論が出ない．

NBh 1154.5ff:あるいは音声が無常であるとする説に対し，努力の直後に生起があって顕現はないという特

殊な理由がなく，常住であるとする説にも努力の直後に顕現があって生起はないという特殊な理由がない．

だからこの特殊な理由がないことは両方の説に同じなので、両方とも不確定であるという．（athavA 

zabdasyAnityatvapakSe prayatnAnantaram utpAdo nAbhivyaktir iti vizeSahetvabhAvaH, nityatvapakSe 'pi 

prayatnAnantaram abhivyaktir notpAda iti vizeSahetvabhAvaH| so 'yam ubhayapakSasamo vizeSahetvabhAva ity 

ubhayam apy anaikAtikam iti||）
224 第二の説明は NBh で言うところの「否定の不確定」に対応できる．立論者の理由が不確定因だから論

証しないという否定は，努力の直後に生起することを完全に否定したことにならない．不確定だからとい

う理由で否定しても，一部を否定し一部を否定しないという不確定な事態がまた起こるからである．

NBh 1154.4:否定も不確定である．否定するものもあればしないものもあるので不確定だから正しくないと

いう．（pratiSedho 'py anaikAntikaH, kiJcit pratiSedhati kiJcin neti anaikAntikatvAd asAdhaka iti|）

しかしウダヤナはこれを「不確定」という語を曲解した表現による曲解であるとみなす．注意してみれば

反論者が否定したのは立論者の理由であって，所証そのものではない．「A だからといって B とはいえない」

と言っているだけであって，「A だけども B ではない」と言っているのではない．そこで「不確定」という

言葉を「不確定因」＝理由の不確定から「ひとつに定まらないこと」＝否定の不確定に読み替え，「この理

由は不確定因だから否定される」ということを，「この理由から否定はひとつに定まらない」と曲解するこ

とでこのような曲解が起こっている．

そしてこの読み替えを裏付けるものとして，「自らの存在を排除しない」ことを挙げる．すなわち否定され

たとしても「努力の直後にあること」は確固として存在し，存在する以上，音声が生起する可能性は必ず

残される．
225 この説明だけは先行する 3 注釈にない．
226 不確定因を取り払わなければ，努力の直後に知覚されることから顕現が論証されるという事態に異を唱

えていないことになり，他説追認となる．
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の反論である．表現による曲解だから．

【1-17-1-2-3．何らかの過失】

一方 3 番目の説では，対等であることを意図して起こっているが，他説追認が避けられな

い．別の過失を意図することによって，前の過失［＝立論者の過失］がもつ誤った矛盾も

言及［＝否定］しないから227．

【1-17-2．全ての詭弁への適用】

問い．それならばこの詭弁［＝結果による対等］だけに上記のような誤った再反論の次第

があるのか．

答え．そうではないと答える．そうではなくて，

全てにおいて同様である（スートラ 5.1.40）．

【1-17-2-1．各例】

【1-17-2-1-1．類似性による対等】

すなわち，「音声は無常である．結果だから／感覚器官で把握されるから」という［それぞ

れ］正しい／正しくない論式に対して，それと同じく「虚空との類似性から可触性がない

から，どうして常住でないのか」というのが類似性による対等である．

【1-17-2-1-2．付加による対等】

「可触性がない虚空は常住かつ極大であることが知られる．音声も常住で極大でなければ

ならない」というのが付加による対等である．

【1-17-2-1-3．反例による対等】

「虚空という実例によって極大性が音声について述べられるように，色という属性によっ

てどうして［音声に］それ［＝極大性］がないことがあろうか」というのが反例による対

等である．

【1-17-2-1-4．選択による対等】

「そうであるならば可触性には 2 種類が知られる．あるものは聞かれないもの，色などで

あり，あるものは聞かれるもの，音声などである．同様にあるものは常住なもの，虚空な

どであり，あるものは無常なもの，すなわち音声であろう」というのが選択による対等で

ある．

                                                  
227 詭弁の論者が指摘した立論の過失は，本当は過失ではない．それは立論者の認めたこと（類似性など）

から反論者の主張が成り立ってしまうというかたちの矛盾もどきである．しかしいくら本当の意味で過失

ではないとはいえ，これに対する対策を述べないままでは，他説追認になってしまう．
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【1-17-2-1-5．到達による対等】

「何とそうであっても，結果性や感覚器官で捉えられることは所証に到達せずにどうして

証明できようか．［できるならば］過大適用になるから．よって到達してと言わなければな

らない．しかしそうであるならば違いがないからどちらがどちらの所証で証因なのか」と

いうのが到達［と非到達］による対等である．以上 6 説［の詭弁］がある．

【1-17-2-1-6．その他の詭弁】

同様に他の場合［＝詭弁］についても自ら補完されるというのがスートラの意味である228．

【1-17-2-2．主張の数について】

【1-17-2-2-1．三主張論議で目的は達成される】

また，たとえこのスートラが六主張論議のスートラ群（5.1.39～43）の後にあるべきであっ

ても，三主張論議などを説明するために半分［＝3 つまで述べられたところ］でこそ説かれ

ている．というのも，結果として両者［＝立論者と反論者］がものを知らない者であると

理解するものが六主張論議であるが，しかしそれは三・四・五主張論議においても同じだ

からである229．

【1-17-2-2-2．第四主張以降の意義】

反論．そうであっても第四以降の主張の余地をとって何になるのか．第三［主張］だけで

両者がものを知らない者であることが確定されるから．

【1-17-2-2-2-1．知性のない者にもわからせるため―kazcit】

これについてある者は言う．知性の程度が弱い／中位の／強い者がいるから，性格が厳し

い／厳しくない者があるから，すぐに［理解するの］ではないということにほかならない．

会衆が両者［＝立論者と対論者］にものを知らない者であることを指摘するという決まり

はないから230．

                                                  
228 ここで挙げられた 6 つの反論は第二主張までしか挙げられておらず，六主張論議まで拡張されていない．

第三主張として「否定にもまた同じ過失がある（スートラ 5.1.39）」を補うべきであろう．
229 六主張論議を説明する途中で「全てにおいて同様である（スートラ 5.1.40）」という六主張以外のスー

トラを挿入している事態について，先行する 3 注釈は何も解説を与えていない．ウダヤナはこれに対して

三主張～五主張論議も可能であるという立場から説明を始める．
230 三主張論議で事足りるものを六主張論議まで延長する理由を探る．ある者たちの主張によれば，知性の

違いによって三主張で理解する者もいれば六主張になってやっと理解する者もいる．また性格の違いによ

って三主張で即座に指摘する者もいれば六主張まで待って指摘する者もいる．

Pra:強い知性がある者たちは第三段階でのみ両者がものを知らないことを理解する．しかし弱いの知性をも

つ者たちは第六主張において，一方最高でも最低でもなく目が開いた知性をもつ者たちは第五主張におい

て，目は開いているがほどほどに優れている者たちは第四主張においてというように両者がものを知らな

い者であることを知るのに同意と異論が述べられ，早い遅いが述べられる．

Pan:知性が優れた者たち，心が厳しい者たちはすぐに両者がものを知らない者であると決定してものを知

る者であることを指摘し論議を打ち切る．しかし知性が弱い・中位のものたちはすぐには両者がものを知

らない者であると理解しない．そして理解していない者たちに，どうしてそのように指摘して論議を打ち

切ることがあろうか．ものを知らない者であると理解していても，性格がおとなしければ，相手にそのよ
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それは賢明ではない．［会衆が］会衆でないことになってしまうから．

【1-17-2-2-2-2．会衆の出番に基づく】

問い．それならばどうして［第四主張以降があるの］か．

答え．機会に応じてであると我々は述べる．すなわち，まず会衆は「反論すべきものの看

過」だけを主として指摘するべきであり，一方その他［の敗北の場合］はそれに付随する

ものとして［指摘するべき］である231．そしてそれ［＝反論すべきものの看過］は正しい

論証の次第をもった論議では，第一と第二［主張］に決してありえない．一方第三［主張］

においては［反論すべきものの看過］があり得，発言者たちによって指摘されるべきであ

るけれども，発言の時間を逃したら発言者でない［会衆］たちによって［指摘されるのに］

ほかならないという制限がある．

【1-17-2-2-2-3．3 人の発言者】

そして発言者は 3 人いる．すなわち対論者と立論者と主審である．そのうち反論者の発言

［＝指摘］を期待している者たち［＝会衆］は第四の主張を認める．その論者，すなわち

反論者に対しても何らかの「反論すべきものの看過」が起こっているという立論者の発言

［＝指摘］を期待している者たちは第五の主張を認める．立論者が［指摘せずに］発言し

ているとき主審の質問の出番があり，両者［＝立論者と反論者］を棒立ちにしたいと期待

している者たちは第六の主張も是認する232．

                                                                                                                                                    
うにすぐに言うことはできないので，第四以降の主張の余地があるというのが極意である．

しかしそれでは審査のために集まった会衆が判断を下す機会が定まらないことになってしまう．そして会

衆は判断を下さなくてもよいならば，会衆が会衆の意味を成さなくなるという．

VizvanAtha は三主張で終わってもよいものを，六主張まで拡張する理由として「人には理解の程度に違いが

あるから」と述べて「ある者たち」と同じ立場を取る．

NSV 1155.22f:tarhi tripakSyAm eva madhyasthena paryanuyojyopekSaNasyodbhAvane kathAsamAptau kutaH 

SaTpakSIti cen na ; puMsAM sphuraNavaicitryeNa tatsambhavAt|
231 ここで会衆の主な役割は「反論すべきものの看過」の指摘であると規定される．「反論すべきものの看

過」を指摘するためには，まず先に提出した自分の主張が反論すべきだったこと＝過失があったことを認

めなければならないため，立論者と対論者がこれを指摘することはありえない．従って会衆にその指摘が

期待されることになる．

Pra:なぜなら自らの過ちを誰も説明しないという理屈によって，「反論すべきものの看過」の指摘について，

立論者と対論者の両者とも余地がないから，会衆こそが資格があるので，それだけを彼らは「指摘するべ

きであり，一方その他は」それの成立に役立てることで［指摘するべき］である．
232 「反論すべきものの看過」が起こるのは第二主張の詭弁を受けた第三主張以降である．ここで会衆はま

ず，立論者か対論者のいずれかが，自分の過失を認めることになってでも「反論すべきものの看過」を指

摘することを期待する．

第三主張が「否定にもまた同じ過失がある（スートラ 5.1.39）」と述べられ，「反論すべきものの看過」が

起こっている場合，反論者は第四主張においてこれを指摘しなければならない．ところが反論者はこれを

指摘せず，「否定を再否定するとき，否定の過失のような過失がある（スートラ 5.1.41）」と言って第二主

張を繰り返すのみである．ここで第四主張にも「反論すべきものの看過」が生じる．

となれば今度は立論者が第五主張においてこれを指摘しなければならない．しかしそれも「否定が過失を

もつことを承認して否定の再否定に同じ過ちを付随させるのは他説追認である（スートラ 5.1.42）」と言っ

て指摘されない．

このように立論者も反論者も期待に反して指摘しなかった場合，最終的に主審がこれを指摘することにな
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【1-17-2-2-2-4．会衆による最終判断】

以上のように［終了］請求の時宜を逃したとき，発言者でない会衆たちも，両論者を退け

て悪い論議であると述べるべきである．さもなければ彼ら［＝会衆］も［指摘の］機会を

得た反論を看過してものを知らない者になってしまうから．というのも，この後の時間に

正しい議論は用いられないからである．指摘の機会がやってきた過失を看過することは認

められないから．

【1-17-2-2-2-5．会衆が主張の数を決める】

問い．それならばどうして，会衆たちに［終了］請求の期待があるのか．

答え．論議は彼［＝主審］が主体ではないので，彼ら［＝会衆］を立ててから［進行が］

意図されているから．そしてそれ［＝論議］は請求や，両論者が思いつかないことや，見

せかけの論議だと結論することによって成る．そのうち［再反論の後に］反論者が［終了

を］請求すれば三主張論議となり，［第四主張の後に］立論者が［終了を］請求すれば四主

張論議，両者が思いつかないとき，［第五主張の後に］主審が［終了を］請求すれば五主張

論議，［主審が機会を逃して第六主張があったとき，会衆が］見せかけの論議であると結論

すれば六主張論議になる233．

                                                                                                                                                    
る．ところが，主審が指摘し損ねることによって第六主張が提出される．もはや第六主張の内容は問題に

ならず，会衆が指摘することで論議は打ち切られる．

他説追認と無用な繰り返しの敗北の場合はヴァーツャーヤナから指摘されていたことだったが，これに反

論すべきものの看過を加え，指摘するべき人の区別によって六主張を説明したのはウダヤナの功績である

と言えよう．

Cf. NBh 1159.12:そのうち第五，第六主張は内容が異ならないから繰り返しの過失が帰結する．第三，第四

は他説追認，第一，第二は特殊な理由がないというように六主張論議においては両者とも不成立である．

（ tatra paJcamaSaSThapakSayor arthAvizeSAt punaruktadoSaprasaGgaH, tRtIyacaturthayor matAnujJA, 

prathamadvitIyayor vizeSahetvabhAva iti SaTpakSyAm ubhayor asiddhiH|）

六主張論議において起こる敗北の場合

主張番号 敗北の場合 指摘すべき人 機会

第一主張（立論）誤った理由（場合により） 反論者 第二主張

第二主張（反論）詭弁＝反論できないものへの反論 立論者 第三主張

第三主張（再反論）他説追認＋反論すべきものの看過 反論者 第四主張

第四主張 他説追認＋反論すべきものの看過 立論者 第五主張

第五主張 無用な繰り返し＋反論すべきものの看過 主審 第六主張の前

第六主張 無用な繰り返し＋反論すべきものの看過 会衆 第六主張の後
233 議論参加者の発言順序を明らかにする．まず第一に，両論者が敗北の場合を指摘して論議の終了を請求

しなくてはならない．それができなければ主審が代わって行う．それも不可能だった場合は会衆に論議の

終了を請求する機会が回ってくる．

ウダヤナが「［会衆が］会衆でないことになってしまう」と述べたことから六主張で論議を打ち切る役割を

会衆に与え，この役割をなさなければ会衆ではないことになる．

しかし Pra ではさらに会衆が機会を逸してしまった場合は七主張論議以降も続くと述べている．あるいは

敗北の場合の指摘だけをして第三主張を述べない二主張論議も可能であるという．

Pra:もし第六主張において会衆も分からなかったり，あるいは文がやまなかったりして過失が指摘されなけ

れば，第七主張などがあっても矛盾はない．6 つの主張の後に［終了の］定義が会衆によって考えられる

べきである．よって時宜の拘束があるときだけ六主張論議であり，それ以外は七主張論議などがあると言

う．反論が詭弁であることを立論者が指摘するならば，二主張論議もありうると知るべきである．
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【1-17-2-2-3．議論の場合】

【1-17-2-2-3-1．自己批判】

一方，議論では第三主張で相手［＝立論者］によって反論できないものへの反論［＝詭弁］

が指摘され，［それができなければ］第四［主張］で［反論者が］自らの過失［＝詭弁］を

指摘する234．真実を知りたいから．第五［主張］でも同じ［＝自らの過失を指摘する］．そ

して第六［主張］は［両論者が］思い付かないことを理解するために余地がある．

【1-17-2-2-3-2．会衆の役割】

一方，両者が相互に正しくない返答を指摘せず，自分の過失を自ら指摘して正しい返答を

導くこともなく，思いつかないこともないとき，会衆に機会がある．

【1-17-2-2-3-3．議論の終了】

しかし第四［主張］以降で正しい返答があるならば，議論の場合欠陥を取り除かれるので，

［それ以上の］論議は決して起こらない．

【1-17-2-2-4．論諍等における別の返答】

それ以外［＝勝利を目的とする論議］では別の理由・［主張の］放棄・［主張の］破棄のよ

うに，別の返答が起こるから敗北の場合にほかならない．しかしそれも指摘されなければ，

ゆるぎない勝利だけがある235．一方［＝指摘しない者］が特に劣っており，それに比べて

もう一方［＝別の返答をした者］が優れているから．以上が要約である．

                                                  
234 議論＝無欲に真実を探究する論議においても起こりうる敗北の場合は同じであるが，第四主張以降は指

摘すべき人が相手ではなく本人に替わる．

六主張論議において起こる敗北の場合（議論の場合）

主張番号 敗北の場合 指摘すべき人 機会

第一主張（立論）誤った理由（場合により） 反論者 第二主張

第二主張（反論）詭弁＝反論できないものへの反論 立論者／★反論者 第三／★第四主張

第三主張（再反論）他説追認＋反論すべきものの看過 ★立論者 ★第五主張

第四主張 他説追認＋反論すべきものの看過 ★反論者 ★第六主張

第五主張 無用な繰り返し＋反論すべきものの看過 会衆 第六主張の前

第六主張 無用な繰り返し＋反論すべきものの看過 会衆 第六主張の後
235 議論の場合は第四主張以降で正しい返答に訂正しても問題とされず，その返答があった時点で論議は確

定，終了となる．ところが勝利を目的とする論議の場合は，正しい返答に訂正したことが，前の返答と異

なるという点で過失となる．

ただし，これが指摘されなければ，たとえ変更したという過失はあろうとも，正しい返答であることには

違いないので，勝利となる．したがって会衆が「別の返答」を敗北の場合として指摘することはないこと

になる．

ここでも両論者に指摘の機会が 1 回ずつ与えられており，六主張論議が正当化されている点が注目される．

六主張論議において起こる敗北の場合（正しい返答に訂正した場合）

主張番号 敗北の場合 指摘すべき人 機会

第四主張 ★別の返答 立論者 第五主張

第五主張 ★別の返答 反論者 第六主張

第六主張 なし（反論者の勝利） ― ―
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【1-17-3．第四主張】

第四の主張を述べる．

否定を再否定するとき，否定の過失のような過失がある（スートラ 5.1.41）．

「否定の再否定」とは再反論であり第三の主張という意味．ここでも等しい過失がある．［す

なわち］（1）同じ種類［＝結果による対等］のものとして，あるいは（2）その名前のもの

［＝不確定という言葉］として，あるいは（3）過失のあり方をもつものとしてのみ等しい

ことが前と同じように推察される．

【1-17-4．第五主張】

六主張論議が多様であることを説明するために曲解と詭弁を除き，敗北の場合の指摘にお

いて第五の主張を述べる．

否定が過失をもつことを承認して否定の再否定に同じ過ちを付随させるのは他説追認であ

る（スートラ 5.1.42）．

第二の主張が「否定」である．それの私が述べた「過失」を取り上げずに私が述べた「否

定の再否定」すなわち第三の主張に対して「同じ過ちを付随させる」あなたには他説追認

が帰結するというのが第五の主張である．

【1-17-5．第六主張】

しかし同じ他説追認が，あなた［＝立論者］にも私が述べた過失を取り上げずに第三主張

において同じ過失を付随させるものにあったという第六主張を対論者が述べる．

自らの主張を特質とするものを顧慮せず成り立つ結論に対して，理由を提示するならば，

反対論者の主張の過ちを承認しているから同じ過ちがある（スートラ 5.1.43）．

立論者の「自らの主張」とは立論，それを「特質とするもの」とは第二主張すなわち詭弁

による反論である．それを特質として起こるから．それを「顧慮せず」とは無視，取り上

げないでということ．それに基づいて相手の主張にも「成り立つ結論」すなわち他者が取

り上げた過失を結論する．「否定にも同じ過失がある」と．そして「このように」と「理由

を提示するならば」＝そのように成り立つことに対して理由を提示するならば，あなたに

も同じ他説追認があるという意味．

以上，聖ウダヤナ・アーチャーリヤ作，『プラボーダシッディ』という名のニヤーヤの補遺

第五課第一章終わり．
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【2．敗北の場合】

【2-0．分類スートラ】

さて敗北の場合の個別定義236が［第 2］章の目的である．それを分類するためのスートラが

「主張の破棄」から「敗北の場合である」まで237である．

【2-0-1．敗北の定義】

論議において238自信が壊されていない一方の人が，もう一方の人の自信を壊すことが，こ

こで他者の勝利，すなわち敗北となる．

【2-0-2．これ以外の敗北はない】

それ［＝敗北］がこれら，これだけの，このような名前をもつものに収まるというのが［ス

ートラ 5.2.1 の］文意である．理由の破棄や喩例の矛盾などはこれらの中に必ず含まれるか

ら239，また時機240が混同しないことで［22 種のいずれかに含まれる］余地があるから．そ

のようなことは後に述べよう．

【2-0-3．複合語にしない理由】

これらは動機［＝敗北］を一にするけれども，弟子に役立つように，言語表現に役立つそ

                                                  
236 第 1 章と同様，分類のスートラは本文に挙げられておらず，ウダヤナはすぐ解説に入る．

第 5 課の目的が「論者に能力がない証拠の個別定義」，第 1 章の目的が「詭弁の個別定義」であった．ここ

で第 2 章の目的「敗北の場合の個別定義」が提示されるが，このうち 20 番目「反論できないものへの反論」

に曲解と詭弁が含まれるため，過大適用になるのではないかという疑いがある．これに対して Pra は「敗

北の場合に直接包含される個別定義」と言い換えて，敗北の場合の下位分類のさらに下位分類である曲解

と詭弁が章の外にあることを正当化する．

ただしこれは定義の上での問題であり，解説において曲解と詭弁を再言及しても過大適用にはならないだ

ろう．
237 （1）主張の破棄・（2）別の主張・（3）主張の矛盾・（4）主張の放棄・（5）別の理由・（6）別の対象・（7）
無意味・（8）意味が理解されないもの・（9）無関係・（10）時の不適宜・（11）不足・（12）余分・（13）繰

り返し・（14）沈黙・（15）無知・（16）思い付かず・（17）逃避・（18）見解の承認・（19）反論すべきもの

の看過・（20）反論できないものへの反論・（21）定説逸脱・（22）誤った理由とが，敗北の場合である．（ス

ートラ 5.2.1）（pratijJAhAniH pratijJAntaraM pratijJAvirodhaH pratijJAsannyAso hetvantaram arthAntaraM nirarthakam 

avijJAtArtham apArthakam aprAptakAlaM nyUnam adhikaM punaruktam ananubhASaNam ajJAnam apratibhA vikSepo 

matAnujJA paryanuyojyopekSaNaM niranuyojyAnuyogo 'pasiddhAnto hetvAbhAsAz ca nigrahasthAnAni||）
238議論，論諍，反論だけの反論（vAda, jalpa, vitaNDA）の 3 つが含まれることになる．

nigraha には「抑圧」という意味があり，ここで parAjaya（「相手の勝利」）と換言することで敗北の意味を

明らかにしている．論議における敗北は物的なものでないと示している点は注目に値する．

Pra:「敗北（nigraha）」という語について王の法律で説かれる懲罰などを対象とすることを排除する．「敗北

（parAjaya）」と．実際のところ敗北とは，サイコロ博打などたくさんの対象を持つので，結果を通して明

らかにする．「自信を壊すこと」と．
239 Cf. 2-1-2-1-2, 2-3-1-2
240 スートラは敗北の場合が 22 種に必ず含まれるという．ここであるものが同時に複数の敗北の場合に含

まれ，相互に混同する可能性があるならば，22 種の分類は無意味になる．これに対してそれぞれの敗北の

場合には時機＝過失を指摘するタイミングが異なることで実際には混同しないと説明する．

Pra: 反論．これらの付加的性質はどこかに相互に混同されるから，どうしてこの分類があるのか．

答え．これゆえ答える．「また時機が混同しないことで」と．それゆえいずれかの時機には混同されないの

で，ある時機には混同があるとしても矛盾はない．
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れぞれの非類似性を示すために，複合語になっていない241．また自らの結果［＝敗北］に

ついて相互に独立していること［＝1 つでも敗北であること］を述べるためでもある．そし

てそれは定義ごとに述べられるだろう．

【2-0-4．敗北にならない場合】

一方「と」は「これだけ」の意味242．これによってまさにこれらの論議の外にあるもの，

論議内においても忘失や不注意などの状態になったもの，即座に撤回したために［指摘の］

時機を逃したもの，発言権のない人に指摘されたものが排除される．そのようなものは当

座には真実の知がない証拠だけれども，対立者［＝立論者または対論者］に関わらないた

め，ものを知らない者であることの証因に結びつかないから．というのもそれ［＝ものを

知らない者であることの証因］が敗北の場合それ自体であり，そうでなければ過大適用に

なってしまうから．

【2-1．（1）主張の破棄】

主張の破棄とは反例の属性を自分の実例において承認することである（スートラ 5.1.2）．

【2-1-1．代喩によるスートラ解釈】

【2-1-1-1．ヴァーツヤーヤナ説は二義的】

そしてこれ［＝定義］はバーシャの通りにヴァールティカは承認していない243．二義的で

                                                  
241同じく分類スートラである 5.1.1が複合語になっている事情についてNVTPではスートラを短縮するため

であると説明する．

NVTP 588.8ff:主張の破棄などが複合語でないのは，自らの動機において敗北の場合が相互に依存しないこ

とを示すためであるというならば，詭弁においてもこれは同じであるので，複合しないことになってしま

うとシュリーヴァッツァは述べる．これに対して答える．「対等」という語を繰り返すとスートラが煩瑣に

なるからである．しかし繰り返さなければ名称が成り立たないので複合語になる．（pratijJAhAnir ityAdy 

asamAsaH svaprayojane nigrahasthAnAnAM parasparApekSatvasUcanAyeti cet jAtiSv apy etat samAnam ity 

asamAsaprasaktir iti zrIvatsaH| tatrottaram| samazabdAbhyAvRttau sUtragauravAt| anAvRttau tu saMjJAnupapattez ca 

samAsasaH||）
242 スートラの最後に付される「と（ca）」には限定の意味がある．ここで述べられていない敗北の場合を

排除するための限定であるが，Pra は誤った直接知覚など，それ以外の敗北の場合の排除と解釈し，Pan は

以降で論じられるような論議以外での敗北の場合の排除と解釈する．

Pra:また述べられていない誤った直接知覚などを含めるために「と」があると言うべきではない．誤った実

例などを包含するために最後のスートラで「と」だけが示されているので，ここでもその意味を考えるこ

とはないから．

Pan:「これだけ」という語は特殊を表し，それゆえ論議においてのみ，これらが敗北の場合になるのであ

り，それ以外ではないという意味．
243 ヴァーツヤーヤナの説明はスートラに忠実で，所証と反対の属性（常住性）を実例（壺）に認めること

で主張の破棄になるという．実例は論証するもの（sAdhaka）であり，これに反対の属性を帰結することで

主張（pakSa）を破棄することになり，主張（第一支分）は主張を拠り所とするので，主張の破棄により主

張（第一支分）も破棄されることになると説く．以下のような例が示されている．

立論者「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．壺のように」

反論者「感覚器官で捉えられることは常住である普遍にも見られる．どうして音声もそうではないのか」

立論者「もし感覚器官で捉えられる普遍が常住ならば，壺も常住でよい」

この説に対しウディヨータカラは「しかし我々はこれを認めない」とし，ヴァーツヤーヤナが説くように
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あることになってしまうから，また第一義が理解されないから．

【2-1-1-2．ウディヨータカラ説は適用不十分】

ヴァールティカ通りのもの［＝定義］は適用不十分である244．主題・理由・実例・反論の

                                                                                                                                                    
実例での過失や証因での過失が「主張の破棄」と呼ばれることはないとする．実例を破棄しているのに主

張の破棄というのは比喩（＝二義的用法）であるが，第一義である主張そのものの放棄がない限り，比喩

も起こらない．

NBh 1163.3ff:所証の属性と反対の属性によって反証されたときに，反例の属性を自分の実例に承認する者

は主張を破棄しているので，主張の破棄となる．例「感覚器官で捉えられるから，音声は無常である．壺

のように」と言った時に他の人が述べる．「感覚器官で捉えられることは普遍，すなわち常住なものに見ら

れる．どうして音声もそうでないことがあろうか」と．反証されて以下のことを述べる．「もし感覚器官で

捉えられる普遍が常住ならば，壺も常住でよい」と．したがってこの者は実際，論証手段である実例が無

常であることを帰結して結論の最後にこそ自説を破棄する．自説を破棄するものは主張を破棄するといわ

れ る ． 自 説 は 主 張 を 拠 り 所 と す る か ら ．（ sAdhyadharmapratyanIkena dharmeNa pratyavasthite 

pratidRSTAntadharmaM svadRSTAnte 'bhyanujAnan pratijJAM jahAtIti pratjJAhAniH| nidarzanam - "aindriyakatvAd 

anityaH zabdo ghaTavad" ity kRte apara Aha - "dRSTam aindriyakatvaM sAmAnye nitye, kasmAn na tathA zabda" iti 

pratyavasthite idam Aha - "yady aindriyakaM sAmAnyaM nityaM kAmaM ghaTo nityo 'stv" iti| sa khalv ayaM 

sAdhakasya dRSTAntasya nityatvaM prasaJjayan nigamanAntam eva pakSaM jahAti, pakSaM jahat pratijJAM jahAtIty 

ucyate, pratijJAzrayatvAt pakSasyeti||）

NV 1164.5ff:しかし我々はこれを認めない．どうしてこの場合主張が損なわれるのかと．理由が不確定因で

あることは普遍と言う実例によって他者が指摘する．それに不確定因の過失の除去を述べないで自らの実

例に常住であることを説明し，常住性を説明するから不成立という実例の過失がある．したがってこれは

実例の過失や論証手段の過失によって敗北するのであり，主張の破棄ではない．実例を捨てる者は主張も

捨てるというのは比喩によって敗北の場合である．しかし第一義があり得ないとき比喩は得られないので，

主張の破棄が第一義の対象として述べられなければならない．（etad tu na buddhyAmahe katham atra pratijJA 

hIyata iti| hetor anaikAntikatvam sAmAnyadRSTAntena parena codyate, tasya anaikAntikadoSoddhAram anuktvA 

svadRSTAnte nityatAm pratipadyate, nityatApratipattez ca asiddhatA dRSTAntadoSo bhavati| so 'yam dRSTAntadoSena 

sAdhanadoSena vA nigraho na pratijJAhAniH| dRSTAntam ca jahat pratijJAm api jahAti iti upacArena nigrahasthAnam| 

na ca pradhAnAsambhave upacAro labhyata iti pratijJAhAner mukhyo viSayo vaktavyaH|）
244 VAtyAyana への批判からウディヨータカラは主張の直接の破棄が主張の破棄であるとし，これに沿って

スートラを読み替える．すなわち，実例（dRSTAnta）を「すでに見られたものであり，かつ最後に確定され

るもの（dRSTaz cAsAv ante vyavasthitaH）」と同格複合語で語義解釈し，ついで自らの実例（svadRSTAnta）を同

じように「自らのものであり，かつすでに知られた最後に確定されるもの」として，これが「主張（pakSa）」
のことであるとする．そして「反例（pratidRSTAnata）」も同じ操作で「反対主張（pratipakSa）」とする．これ

によって反対主張の属性を自分の主張において承認することが主張の破棄ということになる．例は以下の

ように変更される．

立論者「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．」

反論者（普遍を例として反証）

立論者「もし感覚器官で捉えられる普遍が常住であると見られるならば，音声も常住でよい」

NV 1165.11ff:それならばどうしてこのスートラは自らの実例において反例の属性を承認することが主張の

破棄であるというのか．「すでに見られたものであり，かつ最後に確定されるもの」が「ドリシュターンタ」

であり，それの自分のものが「スヴァ・ドリシュターンタ」であるから，「スヴァドリシュターンタ」とい

う語によって自分の主張こそが述べられている．また「プラティドリシュターンタ」という語によって相

手の主張が［述べられている．］「相手の主張であり，かつドリシュターンタであるもの」というように．

（katham tarhi idam sUtram pratidRSTAntadharmAbhyanujJA svadRSTAnte pratijJAhAniH iti| dRSTaH ca asau ante 

vyavasthitaH iti dRSTAntaH svaH ca asau dRSTAntaH ca iti svadRSTAntazabdena svapakSaH eva abhdhIyate| 

pratidRSTAntazabdena ca pratipakSaH pratipakSaH ca asau dRSTAntaH ca iti|）

ウディヨータカラがヴァーツヤーヤナ説を批判し自説を展開したことは VN 73.4ff でも触れられている．ダ

ルマキールティはこの定義に対して詳細な定義を求め，原因として理由の過失を指摘することと相手説の

論証を述べること，結果として自説の主張を破棄することと相手説を承認することが主張の破棄であると

説く．
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破棄が含まれないから．またそれ［＝主題・理由・実例・反論の破棄］が敗北の場合でな

いということはない．［敗北の場合という点で］違いがないから．

【2-1-1-3．代喩による両注釈の解決】

問い．それならばこれはどのようなものか．

答える．代喩するものを定義項の語［＝「反例」「自分の実例」］とする説明を意図したの

がバーシャであり，代喩するものを被定義項の語［＝「主張の破棄］とする説明を意図し

たのがヴァールティカである245．第一義という入口［＝主張］を捨てて［主張以外を］代

喩するものであることはありえないから．

【2-1-1-4．広義の主張が代喩される】

それではここで何が代喩されるのか．「主張」という語によって達成されるもの［全般］が

提示される．なぜなら異論があるとき，ある方法で提示されるものが，その方法で達成さ

れるからである246．それゆえ所証性などによってある方法で提示されたものが，その方法

で達成されることを知らない人にそれの破棄，すなわち主張の破棄があるというのがスー

トラの意味である．

                                                                                                                                                    
VN 74.6ff:ここで承認した主張を破棄することに基づいて主張の破棄があるとき，特殊な制限は何に基づく

のか．この方法で主張を破棄する者には主張の破棄があるというように．なぜなら他の方法でも理由の過

失を指摘することなどによって，また反対主張の論証を述べることによって，自説の破棄をすることと，

相手説を承認することがあり得るからである．（atra upagatapratijJAtyAgAt pratijJAhAnau vizeSapratiniyamaH  

kiMkRto anena prakAreNa pratijJAM tyajataH pratijJAhAnir iti| sambhavati hy anyena api prakAreNa 

hetudoSodbhAvanAdinA pratipakSasAdhanAbhidhAnena ca svapakSaparityAgaH parapakSopagamaz ca|）Cf. Much[1991] 
p.55
245 NBh の説明は「反例」「実例」を主張など実例以外の代喩と解することによって，NV の説明は「主張」

を主張以外の代喩と解することによって，それぞれ指摘されていた二義的であること，適用不十分である

ことという過失を免れる．
246 主張を「達成されるもの（nirvAhya）の提示」の代喩と取ることによって五支分の 1 つから五支分全体

に拡張する．NVTP ではこの「説明されるもの（vyutpAdya）の提示」の代喩ととる．したがって達成する

ための方法である論証の要件ひとつひとつについて，当初自ら承認し提示したものを破棄することが主張

の破棄とされる．

NVTP 588.14ff:一方実際はそれによっても説明されるものの提示こそが代喩される．そして説明されるもの

とは所証が所証としてそうであるように，証因も証因としてそうであり，反論も反論としてそうである．

（vastutas tu tenApi vyutpAdyanirdeza eva upalakSyate| vyutpAdyaM ca yathA sAdhyaM sAdhyatayA tathA sAdhanaM 

sAdhanatayA dUSaNaM dUSaNatayeti|）

修正された主張の定義は NVTP に見られ，注釈もこれを受け継いでいる．

NVTP 588.12:承認したことの破棄が主張の破棄である．（svIkRtoktaparityAgaH pratijJAhAniH|）

Pra:限定して述べた承認内容を破棄することが主張の破棄である．

Pan:自ら承認し述べたことの破棄が主張の破棄であるという定義が全てを含むものとして認められる．

ウダヤナによれば定義が成り立つこと，言明の可能性があること，敗北でない場合に過大適用されないこ

と，他の敗北の場合に包含されないことの 4 つが敗北の場合が独立する条件である．ここでは NBh と NV
の解釈が正当化されたことによって，定義が成り立つことが説明されたことになる．

NVTP 589.3f:4 種類の方法で敗北の場合が確定されるという．［すなわち］定義によって，言明が可能なこ

とによって，過大適用がないことによって，他の敗北の場合に包含されないことによってである．（caturbhiH 

prakAraiH kila nigrahasthAnaM vyavatiSThate| lakSaNenoktisambhavenAnatiprasaGgena nigrahastAnAntarAsaGkIrNatvena 

ceti|）
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【2-1-1-5．定義項による第二の定義】

またこのように［代喩による］被定義項の語の提示だけで定義が成立するとき，第二の方

法を示すために定義項が述べられる．［すなわち］「もしこれ［＝主張］が欠陥ならば，そ

うでなくともよい」あるいは「言葉の上ではそれ以外であってもよい」という［言明が主

張の破棄である］．［後者においても］意味上これ［＝主張の破棄］が起こるから247．

【2-1-1-6．NBh，NV による定義項の再解釈】

したがってヴァールティカの線では［スートラの定義項］「実例」は［自身の］主張であり，

そしてそれは［論者が］述べた提示を代喩する．一方バーシャの線では［スートラの］「実

例」という語は［論者が］述べた理解を代喩する248．それと反対［＝相手の提示／理解］

の承認が主張の破棄であるということで全てが正しい．

【2-1-2．各要素の破棄】

【2-1-2-1．主題における破棄】

【2-1-2-1-1．所証の破棄】

そのうち所証の属性の破棄はヴァールティカにある249．

【2-1-2-1-2．証因の破棄】

一方，証因の属性の破棄は「音声は無常である．認識対象だから」と述べたとき，不確定

因によって反論され，「それならば所作性のゆえにそうであろう」というような場合である

                                                  
247 被定義項「主張の破棄」から得られる第一の方法とは，当初自ら承認し提示した論証の要件を破棄する

ことであったが，ここで定義項「反例の属性を自分の実例において承認すること」から第二の方法を得る．

第一の方法が「もしこれ［＝主張］が欠陥ならば，そうでなくともよい」という言明に対応し，第二の方

法が「言葉の上ではそれ以外であってもよい」という言明に対応する．後者では論証の要件が明示的に破

棄されていないが，内容的には前に述べたことを破棄したことになるので主張の破棄とみなされる．
248 ウディヨータカラはスートラの定義項「実例」を自身の主張（pakSa），「反例」を反対主張（pratipakSa）
と読み替え，「反例の属性を自分の実例において承認すること」を「反対主張の属性を自分の主張において

承認すること」と解釈していたが，これにさらに代喩を読み込むと，「何であれ相手の提示にある属性を何

であれ自分の提示である各要素において承認すること」が定義項から得られる第二の定義となる．

VAtyAyana はスートラの定義項をそのまま「反例の属性を自分の実例において承認すること」と理解するが，

これが述べた理解一般を代喩すると解釈して，結局ウディヨータカラと同じ「何であれ相手の理解にある

属性を自分が述べた理解において承認すること」が得られる．

このように代喩の内容が異なるのは「主張の放棄」という被定義項をウディヨータカラが第一支分と解釈

し，ヴァーツヤーヤナは命題一般と解釈したことによるものと考えられる．

NVTP 588.12ff:またそうであれば定義を目的とした NBh の説明は反論されるが，代喩を目的としても［反

論されることは］ない．なぜなら彼によって述べた理解が代喩されるからである．NV の説明も被定義項の

語源だけに従う．（evaJ ca lakSaNaparatayA bhASyavyAkhyAnaM dUSitam, na tUpalakSaNaparatayApi, upalakSyate 

hy anenoktasaMpratipattiH| vArttikavyAkhyAnam api lakSyapadaniruktimAtrAnurodhena|）
249 先述のように NV では以下のような例が挙げられ，所証の属性「無常性」が破棄されている．

Cf.TR 217.4f:そのうち 1 番目は「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから」と述べたときに普遍は感

覚器官で捉えられるが常住であると知られるので不確定因によって反対されたとき，「それならば音声も常

住でよい」という．（tatrAdyo yathA - anityaH zabdaH aindriyakatvAd ity ukte sAmAnyam aindriyakaM nityaM dRSTam 

ity anaikAntikatvena pratyukte tarhi zabdo 'pi nityaH syAd iti|）
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250．

【2-1-2-1-3．基体の破棄】

一方，主題の破棄は「言葉とマナスは無常である．結果だから」と述べたとき，一部不成

立因によって反論され，「それならば言葉だけがそれゆえ無常である」というような場合で

ある251．

【2-1-2-1-4．限定要素の破棄】

これらの 3 つ［＝所証・証因・主題］は限定要素を通しても知られるべきである．

【2-1-2-1-4-1．所証の限定要素の破棄】

すなわち，粗悪なニヤーヤ学派の者たちによって「異論の元となるもの［＝世界］は知性

をもつ作者を前提とする」と主張されたとき，「知性をもつ」という限定要素は無意味であ

ると述べられて，「それならば作者を前提とするというだけでよい」というのが所証の限定

要素の破棄である252．

【2-1-2-1-4-2．証因の限定要素の破棄】

努力の結果だからと述べられたとき，全く同様に反対されて「結果だからというだけでよ

い」というのが証因の限定要素の破棄である253．

【2-1-2-1-4-3．基体の限定要素の破棄】

「異論の元となる大地などは作者を前提とする」と主張されたとき，シャンカラ・アーチ

ャーリヤの線で反論されて，「異論の元となるものはというだけでよい」というのが主題の

                                                  
250 Cf.TR 217.6f:一方 2 番目は同じ理由に同じように反対されて，「それならば所作性のゆえにそうであろう」

という．（dvitIyas tu - tasminn eva hetau tathaiva pratyukte tarhi kRtakatvAd astv iti|）
251 TR はマナスが無常であるとする．この例では主題の一部だけ破棄されているが，全部が破棄される可

能性も考えうる．

Cf.TR 217.7ff:一方 3 番目は，「言葉とマナスは無常である．有質性のゆえに」と述べたとき，一部不成立因

によって反論され，「それならばマナスだけがそうであろう」という．（tRtIyas tu - anitye vAGmanasI mUrtatvAd 

ity ukte bhAgAsiddhyA ca prayukte tarhi mana evAstv iti|）
252「知性をもつ」という限定要素が無意味なのは，単なる知性をもつだけでは作者たりえないからである．

Cf.TR 217.8ff:一方 4 番目は，「大地などは知性をもつ作者を前提とする」と述べたとき，質料因にわたる知

と行おうという努力をもつものだけが作者だから，「知性をもつ」という限定要素が無意味であると言われ

て，「それならば作者を前提とするだけでよい」という．（caturthas tu - kSityAdikaM buddhimatkartRpUrvakam 

ity ukte upAdAnAdigocarajJAnacikIrSAprayatnavata eva kartRtvAd buddhimad iti vizeSaNavaiyarthye 'bhihite tarhi 

sakartRkam evAstv iti|）
253 「音声は無常である」が主張．

Cf.TR 217.10f:一方 5 番目は，「音声は無常である．努力の結果だから」と述べたとき，限定要素が無意味で

あると言われてそれを破棄する．（paJcamas tu - anityaH zabdaH prayatnakAryatvAd ity ukte 
vizeSaNavaiyarthyoktau tatpaarityAgaH|）
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限定要素の破棄である254．

【2-1-2-2．実例における破棄】

【2-1-2-2-1．基体の破棄】

一方，実例の破棄は「音声は無常である．直接知覚される属性だから．二原子体の色のよ

うに」と述べられたとき，［実例が］証因を欠くことによって反対されて，「二原子体［の

色］が実例であってはならない．壺の色がそうであろう．そして『実例は特定のものでな

くてもよい』という決まりがあるから」というような場合である255．

あるいは仏教徒が否定的遍充の実例をもって刹那滅論証を起こしているとき，根拠がない

ことによって反論されて，「それならば壺こそが肯定的遍充によって［実例で］よい」とい

う256．

【2-1-2-2-2．所証の破棄】

一方，実例に存するものとしての所証の属性の破棄はバーシャにある257．

【2-1-2-2-3．証因の破棄】

そして［実例にある］証因の属性の破棄は前と同様，二原子体［の色］が喩例となってい

るとき，全く同じように証因を欠くと反論されて，「それならば［直接知覚される属性では

なく］結果性という理由の基体として同じもの［＝二原子体の色］が喩例でよい」という

                                                  
254 TR は音声の例にしている．

Cf.TR 217.11f:一方 6 番目は，「感覚器官で捉えられる音声は常住である．結果だから」と述べたとき，同じ

く反対されて「音声だけでよい」という．（SaSThas tu  - aindriyakaH zabdo nityaH kAryatvAd ity uktau tathaiva 

prayukte zabda evAstv iti|）
255 ヴァイシェーシカ学派のカテゴリー論では，二原子体は直接知覚されない．直接知覚されるのは三原子

体以降で，したがって二原子体の色は直接される属性の実例にはならない．TR では主題と同じく，所証・

証因・基体の順番で説明している．

Cf.TR 217.16ff:一方 3 番目は，同じ実例で同じように反対されて「それならば壺の色であろう」という．ま

た類似性による実例として反対されて「そうではない．非類似性による実例であろう」という．（tRtIyas tu 

tasminn eva dRSTAnte tathaiva prayukte ghaTarUpaM tarhi bhaviSyatIti| yathA ca sAdharmyadRSTAntatvena prayukte 

mA bhUd ayaM vaidharmyadRSTAnto 'stv iti|）

Pan:実例の破棄の別の喩例を述べる．「あるいは」と．「刹那滅でないものは存在するものでもない．空華

のように」と否定的遍充の実例が提示されたとき，空華は認識手段の範囲ではない．またそこに所証の非

存在と証因の非存在を証明する認識手段がないと反論されて述べる．「それならば壺こそが」と．
256 刹那滅論証は全ての存在が主題になっているため，同類例がない．そこで否定的遍充の実例が提示され

るべきだが，そこで空華などの存在しないものを挙げなければならない．これが異類例だという根拠がな

いために反論されると，実例を変更することになって前の実例の破棄が起こる．なお，変更された後の実

例も主題に含まれるため，実例ではない．

Pan:実例の破棄の別の喩例を述べる．「あるいは」と．「刹那滅でないものは存在するものでもない．空華

のように」と否定的遍充の実例が提示されたとき，空華は認識手段の範囲ではない．またそこに所証の非

存在と証因の非存在を証明する認識手段がないと反論されて述べる．「それならば壺こそが」と．
257 先述のように NBh では実例（壺）において所証の属性（無常性）を破棄する例が挙げられている．

Cf.TR 217.13f:1 番目は，「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．壺のように」と述べたとき，普

遍で不確定因であることを指摘されて「それならば壺も常住でよい」という．（Adyo yathA - anityaH zabdaH 

aindriyakatvAt ghaTavad ity ukte sAmAnyenAnaikAntikatvodbhAvane ghaTo 'pi tarhi nityo 'stv iti|）
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ような場合である258．

【2-1-2-2-4．限定要素の破棄】

【2-1-2-2-4-1．基体の限定要素の破棄】

この場合も限定要素の破棄が想定される．すなわち，「作られた物は無常であることが見ら

れる．壺という実体のように」と述べられたとき，「実体」という語は無意味であると反論

されて「それならば壺というだけでよい」というのが実例の限定要素の破棄である．［無常

性の論証において］「最後の原因総体［のように］」というこの場合も「最後の」という語

が無意味であると反論される場合も同様である259．

【2-1-2-2-4-2．所証の限定要素の破棄】

また「結果は知性をもった作者を前提とする．壺のように」と例示されたとき，前と同様

に反論されて，「それならば作者を前提とするというだけでよい」というのが所証の限定要

素の破棄である260．

【2-1-2-2-4-3．実例における証因の限定要素の破棄】

このように前と同様に証因の限定要素の破棄が実例にある261．

                                                  
258 TR は最初の喩例を「二原子体の色」とする．論式中においてはその方が正確だが，属性を欠くものは

基体としての二原子体なので言葉遣いが混同しているものと考えられる．

Cf.TR 217.15f:一方 2 番目は，同じ主張で「直接知覚される属性だから．二原子体の色のように」と述べた

とき，証因がないと指摘されて「結果性という理由の基体として同じものが喩例である」という．（dvitIyas 

tu tasyAm eva pratijJAyAM pratyakSaguNatvAt dvyaNukarUpavad ity ukte sAdhanavaikalyodbhAvane 

kAryatvahetvAdhAratayA sa eva dRSTAnta iti|）

Pan:「音声は無常である．直接知覚される属性だから．二原子体のように」と述べたとき，属性であるこ

とという証因は二原子体にないので，証因を欠くものとして反論され，「それならば結果性の基体として同

じもの＝二原子体が」と結果性の基体として述べるあなたは，直接知覚される属性と反対を認めるので主

張の破棄になる．
259 TR は「大きな」壺という無意味な基体の限定要素を想定している．

Cf.TR 217.20f:一方 6 番目は，「大きな」という語が無意味であると指摘されてそれを破棄する．（SaSThas tu 

yathA - sthUlapadAnarthakyodbhAvane tasya tyAgaH|）
260 Cf.TR 217.18f:一方 4 番目は，「結果は知性をもつ作者を前提とする．壺のように」と例示されたとき，

前と同様に限定要素が無意味であることが帰結して，それを破棄する．（caturthas tu yat kAryaM tad 

buddhimatkartRpUrvakaM yathA ghaTa ity udAhRte pUrvavad vizeSaNavaiyarthyApattau tatparityAgaH|）
261 Cf.TR 217.19f:一方 5 番目は，「努力の結果であるものは無常である．壺のように」と述べたとき，努力

という限定要素は無意味であると言われて破棄する．（paJcamas tu yat prayatnakAryaM tad anityaM, yathA 

ghaTa ity ukte prayatnavizeSaNasya vaiyarthyoktau tyAgaH|）

Pra:「努力の結果は無常である」というとき「努力」という語が無意味であると反証されて「それならば結

果というだけでよい」という意味．

Pan:「努力の結果は無常である．壺のように」と例示されたとき，結果性だけ単独で無常性と関係する．

これゆえ努力という限定要素が無意味であると反対されて「結果は」というだけでよいというのが証因の

限定要素の破棄である．
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【2-1-2-3．反論の破棄】

一方，反論の破棄は「反論できないものへの反論」を指摘された後に別の反論を取り上げ

ることによって見られるべきである．すなわち「もしこれが不成立因でないならば，被排

撃因でもよい」などという場合である262．

【2-1-3．敗北の場合としての意義】

【2-1-3-1．破棄は論書にも見られる】

そしてこれらの破棄はあらゆるところで普通に見られるものだから，［上記のような］言明

がありえないということはない．

反論．論書を学んだ者はそのようなことを言わない．

答え．そうではない．論書にもこのような表現が見られるから．また先行する過失を否定

するのに役に立つから［破棄の言明はありえる］．そして考えを見失うことによって，何を

するべきか分からないために［破棄は］際限がないものであるという263．

                                                  
262 別の反論を取り上げても，取り上げなくても敗北の場合となる．

Pan:その返答に土をかけるだけでは捨てることはできない．
263 この箇所は，直接的な引用はないもののこのような愚かな言明を犯すことはありえないというダルマキ

ールティの反論に答えたものと考えられる．ダルマキールティは普遍の常住性を認めたからといってどう

して壺の常住性を認めることになるのかと反論する．迂闊な者であってもそのような言明はないとも言う．

VN 74.12:以下のことはまた関係のないものにほかならない．［すなわち］「普遍は常住で感覚器官で捉えら

れる」と述べたとき，「音声もそうであろう」ということ．正気な者の誰が自ら「感覚器官で捉えられるか

ら音声は無常である．壺のように」と述べながら一例に過ぎない普遍によって音声は常住であると説明す

るだろうか．（idaM punar asambaddham eva sAmAnyaM nityam aindriyakam ity ukte zabdo apy evam astv iti. 

kaH svasthAtmA svayam aindriyakatvAd anityaH zabdo ghaTavad iti bruvan sAmAnyena upadarzanamAtreNa nityaM 

zabdaM pratipadyate|）

この反論はすでにヴァーチャスパティミシュラが，普遍の常住性を認めた時点で全てが常住であると誤っ

て考える者が迂闊にこのような過失を犯すと反論しており，ウダヤナも NVTP でこれが言明の可能性があ

る理由を説明したものであると説いている．

NVTT 1165.16ff:また以下のように言われる．まさに自ら壺は無常であり感覚器官で捉えられると例示して

おいて壺が感覚器官で捕らえられることを見ながらどうして正気な者が普遍が常住であるのに感覚器官で

捉えられることを見るだけで音声に常住性を承認するだろうかと．そうではなくてどちらも見られるから

疑惑になるはずであろう．そこで全ては常住であると数え上げた後に無口になっても時節の達成を見つつ，

不確定因を除去するために知性ある者でも［主張の破棄を］起こす可能性があるから．また完全に知性を

もつものであることはここで得られない．そのような者に敗北の基体となることは成り立たないから．そ

れゆえ愚鈍な者に対して考察はなく，同様に根拠を考慮する者に対しても敗北の機会はないので，中間の

人間が敗北する．（yad apy ucyate svayam eva ghaTam anityam aindriyakam udAhRtya ghaTasyaindriyakatvaM 

pazyan katham anunmattaH san sAmAnyasya nityasyaindriyakatvadarzanamAtrAc chabde nityatvam abhyupagacchet 

kiM tUbhayatra darzanAt saMzayitaH syAt| tatra sarvaM nityam iti sAMkhyIyarAdhAntAvaSTambhenApi 

svapakSanirvAhaM pazyato 'naikAntikatvoddhArAya prekSAvato 'pi pravRttisaMbhavAt| na cAtyantikaM prekSAvattvam 

iha grAhyaM| tAdRzasya nigrahAdhikaraNatvAnupapatteH| tasmAd yathA jaDaM prati vicAro nAsty evaM prAmANikam 

api prati nigrahAvatAro nAstIti madhyamo jano nigrAhyaH|）

NVTP 589.4f:相手の見解を否定することによって言明の可能性があることを述べる．「また以下のように言

わ れ る 」 と ． 過 大 適 用 が な い こ と を 述 べ る ．「 不 確 定 因 を 除 去 す る た め に 」 と ．

（paramatanirAkaraNenoktisambhavam Aha - yad apy ucyata ityAdi| anatiprasaGgam Aha - anaikAntikoddhArAyeti|）

さらにウダヤナの答えではこのような主張の破棄が論書において見られる以上，それを学んだ者も犯す可

能性はあるという．ここで敗北の場合が独立する 4 条件のうち，言明の可能性があることと敗北でない場

合に過大適用されないことが述べられたとされる．

Pra:教示する論書においてこのような混乱した言明が見られるとき，そこから学んだ者たちがそれに従うこ
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【2-1-3-2．破棄前の欠陥を決定付ける】

反論．［破棄する］前の敗北が起これば［主張の破棄の］機会はなく，起こらなければ破棄

ができないからこれは敗北の場合ではない．

答え．そうではない．破棄によってこそ前のもの［＝敗北の場合］が取り払われるから．

というのも，破棄されたものに欠陥があるならば，これ［＝破棄後の論証］に何も欠損は

ないからである．［あるならば］過大適用になってしまうから．それゆえ［破棄する］前の

敗北を決定付けるために破棄こそが指摘されるべきである264．

【2-1-3-3．破棄は論者の無能の証拠】

すなわち，それ［＝前の敗北の除去］のためにのみこれ［＝主張の破棄］の効用があるの

かというならば，そうではない．［破棄］それ自体も［論者の］無能を明らかにするからで

ある．［主張の］放棄のように265．

【2-1-3-4．主張の矛盾ではない】

反論．そうであっても［主張の］矛盾にこそこれは含まれる．［訂正説の］取り上げと［前

                                                                                                                                                    
とは必然にほかならない．

Pan:論書を繰り返し学ぶことを愛する者たちにこそ前の悪い理解の力で誤って述べたことを破棄すること

がありうるから．
264 ダルマキールティは主張の破棄は相手説の属性を認めるからではなく，不確定因という「正しくない論

証」を提出するからであると述べ，ヴァーチャスパティミシュラはウディヨータカラの「不確定因の過失

を取り払うことによって自らの所証と矛盾する理解になるから」を引用して主張の破棄が不確定因に基づ

いて敗北の場合になることを否定している．主張の破棄が不確定因に基づくのではなく，破棄そのものに

よって敗北の場合になることを述べるこの箇所は，先行する注釈者の説を換言したものと考えられる．

破棄した後に主張は正しくなるため，敗北がなくなってしまう．破棄を指摘することによって，過去の欠

陥を遡って敗北が確定することになる．ここでウダヤナが説く敗北の場合が独立する 4 条件のうち，他の

敗北の場合に包含されないことが達成されたことになる．

VN 75.7f:それゆえ感覚器官で捉えられることは常住なものにも無常なものにも存するから，逸脱因に基づ

いて論証の要素でないものを取り上げることに敗北があり得るのであって，反対主張の属性を承認するこ

とによってこのような方法で主張の破棄があるからではない．（tasmAd aindriyakatvasya nityAnityapakSavRtter 

vyabhicArAd asAdhanAGgasya upAdAnAn nigrahArhaH, na pratipakSadharmAnujJayA anena prakAreNa pratijJAhAneH|）

NVTT 1166.7ff:それゆえ感覚器官で捉えられることは常住なものにも無常なものにも存するから，逸脱因に

基づいて論証の要素でないものを取り上げることに敗北があるのであり，反対主張の属性を承認すること

に基づいてではないという．否定する．「そうではない．不確定因の過失を取り除くことによって，見解の

相違があり，それ［＝主張の破棄］が成り立つから」と．（tasmAd aindriyakatvasya nityAnityapakSavRtter 

vyabhicArAd asAdhanAGgasyopAdAnAn nigraho na pratipakSadharmasyAbhyanujJAnAd iti| nirAkaroti -

nAnaikAntikadoSaparihAreNa vipratipattes tadupapatteH|）

NVTP 589.6:別の敗北の場合に包含されないことを提示して否定する．「キールティが述べる」と．

（nigrahasthAnAnatarAsaGkaram upanyasya nirAkaroti - yad Aha kIrtir iti|）

Pan:もし論証が提示されたときに反論者によってその論証が反論されれば，まさにその反論によって反論

され［立］論者が敗北して論議がやむとき，主張の破棄の機会こそない．その流れに敗北の場合であるこ

とはない．もし反論されていなければ，同様に破棄はありえないことからも主張の破棄は敗北の場合では

ない．
265 破棄が前の敗北を明らかにするためだとしたら，破棄自体は敗北の場合ではないことになる．しかしこ

こで，破棄すること自体が論者の無能を明らかにするものとして敗北の場合になると説かれる．つまり論

者は，前の過失に加えて，破棄によるもう 1 つの過失を指摘されることになる．
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の説の］破棄は同じ場合に可能でないから．

答え．そうではない．破棄を指摘せずに矛盾を確定することはできないので，［破棄よりも］

劣るからである266．

【2-1-4．主張の破棄を起こす各要素】

そしてこの破棄は正しいものを対象とするものと正しくないものを対象とするものがあり，

再返答［＝第 3 主張］以降で起こり，その後の反論で指摘され，そこで無視されれば敗北

の場合［＝批判すべきものの看過］の原因となり，帰結した過失を取り払おうとする欲求

を原因とする267．

【2-1-4-1．正しいものを破棄する場合】

正しいものを破棄する場合，「反論すべきものの看過」が付随する．そして指摘されればゆ

るぎない勝利をもたらすので，必ず指摘されるべきである268．

【2-1-4-2．議論の場合】

しかし議論においては，たとえ起こったとしても無視されるべきである．それ［＝主張の

破棄］の指摘は真実の知の要件ではないから．しかし正しいものを対象とするものは必ず

指摘されなければならない．それ［＝正しい主張の破棄］を指摘することはそれ［＝真実

の知］の要件だから269．

                                                  
266 破棄を指摘すれば，矛盾は自動的に確定しておりさらに敗北の場合を指摘する必要はない．これゆえ一

度敗北した者がまた敗北する過失「一度死んだ者がまた死ぬこと（Pan）」ということはない．一方，破棄

しない段階で矛盾がある場合は主張の矛盾になる．
267 詭弁でも述べられている 6 つの要素（被定義項，定義項，原因，批判点，基礎，結果，除去）に従った

記述であると考えられる．

Pan:被定義項，定義項，原因を示してから，批判点，基礎，結果を示す．「帰結した」と．帰結した過失が

批判点である．批判のポイント，場所ということ．帰結した過失があるとき，主張を破棄するのであって

それ以外ではない．それを取り払いたいことによって，基礎と結果すなわちその錯誤があるという．

一般に主張の破棄は，前に正しくないことを述べていて，それが反論されたときに訂正するというかたち

をとるが，前に正しいことを述べていても，詭弁で誤解して，正しくないかたちに変更してしまうことも

ありうる．
268 論諍と論詰では，立論者が正しい論証を行っていたにもかかわらず，反論者の詭弁で主張を変更した場

合には主張の破棄と共に，反論者の詭弁を指摘しなかったことによる「反論すべきものの看過」という別

の敗北の場合が起こる．
269 以上より主張の破棄を無視すべきである場合は，議論であり，かつ正しくないものを破棄した場合だけ

である．論諍と論詰では変更それ自体が論者の無能の証拠となるから，正しいものが破棄されても，正し

くないものが破棄されても指摘すべきであり，議論において正しいものを破棄した場合は，真実の知にい

たる軌道修正をするために指摘しなければならない．

この見解は，議論においても曲解などが見られ，それが真実の知を阻害する限りでのみ指摘するべきであ

るという NVTT 説に基づいていると考えられる．

NVTT 341.15ff:またそうであれば議論において意図的に曲解などを使うとき，それを指摘することもありえ

る．そして指摘しなければ真実の理解が阻害される限りにおいてのみ指摘されるべきである．指摘しなく

とも真実の理解を阻害しない場合は，使用されたとしても指摘するべきではない．そしてこのことは第五

課でより詳しく教示されるだろう．（tathA ca vAde buddhipUrvam chalAdiprayoge tadudbhAvanam api sambhavati, 

tAvad eva codbhAvyaM yAvaty anudbhAvite tattvapratipattivyAghAtaH, yasmiMs tv anudbhAvite 'pi na tattvapratipatter 
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【2-1-5．極意】

「述べたことを貫徹すべし270」というのがこの場合の極意であるという．

【2-2．（2）別の主張】

別の主張とは主張した内容が否定されたときに属性を選択することによってその内容を提

示することである。（スートラ 5.2.3）

【2-2-1．スートラ解釈】

主張した内容が反論されたときに，それを修正しようとして別の限定要素を増やして再び

それを述べることが別の主張である271というのがスートラの意味．

【2-2-1-1．「属性の選択」】

すなわち「属性を選択することによって」とは限定要素に対する理由を述べる．またそう

であるならばそれ以前の提示を示す絶対詞接辞 LyaP の消去における第五格272である．「属

性の選択を増やして」という意味．

【2-2-1-2．「内容の提示」】

問い．そうであっても主張した内容もそこ［＝別の主張］で提示されるということはどう

して得られるのか．

答え．これゆえ述べる．「その内容を［提示すること］」と．全く同じ内容273を提示するこ

と，または「そのために＝所証を成立させるために提示すること」と［解釈されるが］ど

ちらでも何も違いはない274．

                                                                                                                                                    
vyAghAtaH, tatra prayuktam api nodbhAvanIyaM| etac ca paJcame 'dhyAye nipuNataram upapAdayiSyate|）
270 Pan:ものを知る者によって論議でその論証と反論が述べられるべきである．認識手段によって達成され

る限り，また世間で信じられているように［述べるべき］であって，それ以外ではないということを意図

して結論する．「述べたことを」と．正しく論証を，正しく反論を述べたときはそのように貫徹する．また

誤った論証と反論が述べられても貫徹することができるというのが極意であるという意味．
271 NVTP 591.13f:そして以下が定義の意味である．証明される部分が反論されたとき，その別な限定要素を

増やすことが別の主張であると．（tad ayaM lakSaNArthaH| sAdhanIyAMze dUSite tadvizeSaNAntaraprakSepaH 

pratijJAntaram|）
272 第五格は絶対詞接辞 LyaP で終わる動詞が非明示的に含意されている場合，行為対象または行為基体を

意味する．VArtika で説かれる文法規則である．

SK 663.3f:「LyaP の消去があるとき行為対象と行為基体を表す．」「建物から見る」「座席から見る」とは，

建物に登って見る，座席に座ってみるという意味．「義父によって恥ずかしがる」とは義父を見て恥ずかし

がるという意味（“lyablope karmaNy adhikaraNe ca” prasAdAt prekSate, AsanAt prekSate| prasAdam ArUhya, Asanam 

upavizya prekSata ity arthaH| zvazurAj jihveti| zvazuraM vIkSyety arthaH|）
273 「主張の破棄」とは異なり，修正前と修正後の主張に変更はない．

Pra:「そうであっても」とは，別の限定要素を増やした時点でも所証の部分の言明であるということはどう

して得られるのかという意味．
274 「その内容を提示すること（tadarthanirdeza）」という複合語をを分解して 2 つの解釈を得る．前者は第

六格（tasyaivArthasya nirdezaH），後者は第二格（tadarthaM nirdezaH）．
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【2-2-1-3．過失を除去するため―NBh】

しかし「そのために提示すること」と説明するバーシャ作者は過失を取り払おうとするこ

と275がそれ［＝別の主張］の根源であると示したことになる．なぜならそれ［＝過失を取

り払おうとすること］なしに正気な者が反論されて限定要素を増やすことはありえないか

らである．［もし欲求なしに増やすならば］過大適用になってしまうから．

【2-2-2．具体例】

【2-2-2-1．主題に限定要素を設定】

どのようなものか．「音素は常住である．聞かれるものだから．音声性のように」と述べた

とき，「物音によって不確定である」と反対されて，「物音を伴った音素276のみが常住であ

る」と主題の限定要素を設定するときは不確定因を取り払うことによる．

【2-2-2-2．主題に限定要素を付加】

「音声は常住である．結果だから」と述べたとき，「部分的に［物音において］すでに成立

しているものの論証である」と反対されて，「音素であるところの音声が常住である」と主

題の限定要素を加えて277述べるときはすでに成立しているものの論証を取り払うことによ

る．

【2-2-2-3．別の所証を付加】

「これは火をもつ．よい香りの灰色の煙をもつから」と述べたとき，無意味な限定要素を

もつと反対されて，「火がついたクシャラールの木をもつものは」と別の所証を加えて述べ

るときは限定要素の無意味を取り払うことによる．

【2-2-2-4．所証に限定要素を付加】

「異論の元となるものは知性をもつ者を前提とする」と述べ，すでに成立しているものの

論証であると誤りを反対されたとき，「質料因などの知悉を前提とする」と所証の限定要素

を加えて述べるときは，すでに成立しているものの論証を取り払うことによる278．

                                                  
275 ヴァーツヤーヤナは「過失を取り払おうとすることが原因である」とまでは述べておらず，ウダヤナに

よる解釈である．この解釈にはジャヤンタ・バッタに類似の言葉遣い「逸脱を取り払おうとして［別の主

張を述べる］」が見られる．

NBh 1167.5f:「そのための提示」とは所証を成立させるためである．（“tadarthanirdeza” iti sAdhyasiddhyartham|）

NM 2.685.10f:また主張だけで論証を望んでこのように述べるのではなく，逸脱因を取り除こうとしてであ

る．（na ca pratijJAmAtreNa siddhim icchann evaM bravIti api tu vyabhicAraM parijihIrSann iti||）
276 音素（varNa）はカ音，ガ音などの言葉の要素．物音（dhvani）は物理的な音響で太鼓などの非言語も含

まれる．
277 主題に限定要素を設定（vidhi）する場合と，付加（adhikokti）する場合に有意な違いを見出すことはで

きない．いずれも限定要素を付加することによって主題の範囲が狭まり，不確定因やすでに成立している

ものの論証が取り払われることになる．
278 「知性をもつ者を前提とする」とだけ述べた場合，我々などは知性をもち，善・非善の行いによって間

接的に世界を生み出しているということは知られているからすでに成立しているものの論証となる．そこ
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【2-2-2-5．4 種類の別の主張】

したがってこれ［＝別の主張］は主題・それの限定要素・所証・それの限定要素を加える

ことによって 4 種類279であり，別の反論を取り払うためにも起こる．また下位に区分すれ

ば無限にある．

【2-2-3．敗北の場合としての独立】

【2-2-3-1．間接的に過失を取り払う】

反論．しかし以下のことが考えられる．すなわち「音声は無常である．感覚器官で捉えら

れるから」と述べ，普遍による逸脱に基づいて反対されたとき，「普遍は感覚器官で捉えら

れるが全てに行き渡っている．しかし無常である音声は，全てに行き渡っていない」と別

の所証を付け加えるのは何のためか．なぜならこれ［＝別の所証］によって［前に］帰結

していた不確定因であることが消えることはないからである．

答え．そうではない．全てに行き渡っていないことを予め論証し，理由を限定して，それ

［＝不確定因であること］を取り払おうと望んで［上記のような別の主張が］起こること

が成り立つから280．

                                                                                                                                                    
で主宰神に限定するために新しい限定要素を加えるのである．
279 NVTP では 8 つを数える．追加された分は Pra に見られる．

NVTP 591.11ff:ここにおいて「主張された内容」とは主張の一部の内容も意図されている．それゆえ主題，

その限定要素，所証，その限定要素，喩例の一部，その限定要素，結論，その限定要素を増やすことによ

ってさまざまな区分が含まれるだろう．（ atra pratijJAtArthaH pratijJaikadezo 'rtho 'pi vivakSitaH| tena 

pakSatadvizeSaNasAdhyatadvizeSaNodAharaNaikadezatadvizeSaNanigamanatadvizeSaNaprakSepeNa bahudhA bhinnasya 

saMgrahaH syAt|）
280 ヴァーツヤーヤナの記述とダルマキールティの反論をもとにした考察である．ヴァーツヤーヤナの説明

では，後で提出された「全てに行き渡っていないこと」は実例「壺」と反例「普遍」を区別するものであ

り，前の主張の理由「感覚器官で捉えられること」を限定していない．主張は「音声は無常である」から

「音声は全てに行き渡っていない」に変更される．そのためこの修正によって不確定因の過失は取り除か

れていないことになる．

しかし明言がないだけで事実上「全てに行き渡っていないこと」は「感覚器官で捉えられること」を限定

している．「音声は無常である．全てに行き渡っておらず，かつ感覚器官で捉えられるから．壺のように」

という論式を想定することによって，少なくとも反例となる普遍への適用は回避される．ヴァーツヤーヤ

ナ説が批判されたのは，修正後の主張を「全てに行き渡っていない壺のように，音声も全てに行き渡って

おらず，壺と全く同様に無常である」とだけ述べて前に述べた「感覚器官で捉えられること」を省略して

しまったことにある．

ウディヨータカラはこの点について，主張は「音声は無常である」から「音声は全てに行き渡っておらず

無常である」に修正されるという．ヴァーチャスパティミシュラは「全てに行き渡っていないこと」が理

由を限定するとし，「感覚器官で捉えられるから」が「全てに行き渡っておらず，かつ感覚器官で捉えられ

るから」に修正されるという．

ウダヤナの回答はヴァーチャスパティミシュラ説に則ったものであると考えられる．「全てに行き渡ってい

ないこと」はミーマーンサー学派によって認められないため予め論証しておく必要がある．しかし最終的

には理由を限定するものとして用いられ，不確定因を除去する効果があるので無用ではない．

「全てに行き渡らないこと」は最終的に理由「感覚器官で捉えられること」を限定されるが，そのことは

別の主張が別の理由と混同することを意味しない．「全てに行き渡らないこと」はあくまで主張として提出

されており，理由の限定要素として述べているのではないからである．

NVTP 590.1f:また別の理由でもない．未限定の理由に別の反論があった後，再びそれに別の限定要素を増や

すことによって述べられていないから．（nApi hetvantaram| aviziSTasya hetor dUSaNAnantaraM punas tasyaiva 

vizeSaNAntaraprakSepeNAnabhidhAnAt|）
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【2-2-3-2．理由の不足はない】

反論．それならばそれ［＝全てに行き渡っていないこと］を証明するために理由も何か述

べるべきだろう．会衆が騒然として［発言が］妨げられてしまうからから．あるいは述べ

なければ不足になってしまう．

答え．そうではない．前に提示されている理由などは存在しているので，不足になる余地

はないから281．

                                                                                                                                                    
NBh 1167.2ff:主張した内容「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．壺のように」と述べたとき

その否定は反例による理由の逸脱である．「普遍は感覚器官で捉えられるが常住である」と．そしてその主

張した内容が否定されたとき，「属性を選択することによって」というのは実例と反例に類似性があったと

き属性を区別することから「普遍は感覚器官で捉えられるが全てに行き渡る．しかし感覚器官で捉えられ

る壺は全てに行き渡らない．このような属性を選択することによって「その内容を提示する」というのは

所証の成立のためである．どうしてか？ 壺が全てに行き渡らないように，音声も全てに行き渡らず，壺

だけと同じく無常であるという．その場合「音声は無常である」というのが前の主張で，「全てに行き渡ら

ない」というのが後の主張であるので別の主張となる．（pratijJAtArtho "'nityaH zabda aindriyakatvAd ghaTavad"

ity ukte yo 'sya pratiSedhaH pratidRSTAntena hetuvyabhicAraH - sAmAnyam aindriyakaM nityam iti, tasmiMz ca 

pratijJAtArthapratiSedhe, "dharmavikalpAd" iti dRSTAntapratidRSTAntayoH sAdharmyayoge dharmabhedAt sAmAnyam 

aindriyakaM sarvagatam aindriyakas tv asarvagato ghaTa iti dharmavikalpAt, ``tadarthanirdeza'' iti 

sAdhyasiddhyartham| katham? yathA ghaTo 'sarvagata evaM zabdo 'py asarvagato ghaTavad evAnitya iti| tatrAnityaH 

zabda iti pUrvA pratijJA, asarvagata iti dvitIyA pratijJA pratijJAntaram|）

NV 1168.4f:そのうち「音声は無常である」というのが前の主張であり，普遍という感覚器官で捉えられる

もので反対され，「全てに行き渡らない音声は無常である」というのが別の主張である．（tatrAnityaH zabdaH 
iti pUrvA pratijJA sAmAnyena aindriyakena pratihataH asarvagataH anityaH zabdaH iti pratijJAantaram|）

NVTT 1168.18:同じ理由を「全てに行き渡らず」と限定するためにミーマーンサー学派の者たちに音声が全

てに行き渡らないことを主張する．（tam eva hetum asarvagatatve satIti vizeSTuM ミーマーンサーkaM prati 

zabdasyAsarvagatatvaM pratijJAnIte,）
281 ヴァーチャスパティミシュラは反論者の妨げや会衆の凝視によって，証因を思いつかないときに別の主

張を行うという．これはダルマキールティの「主張を論証するために別の主張を述べることはない」「予め

主張内容を知っていながら，不足した主張を先に提出していることはない」という反論に答えたものであ

る．

ウダヤナはここでさらに補足して，理由は先に述べているので会衆が騒然としたり不測の敗北の場合が起

こったりすることはないとする．この理由は「音声は無常である」という主張に対して提出された理由「感

覚器官で捉えられること」であり，「全てに行き渡っていないこと」の理由ではない．この理由はどこでも

述べられていないことになっている．論理関係はないものの形式的には理由があって満たされているとい

うことであろう．

VN 76.11ff:「主張が主張を証明するためにあるというのは無関係である．なぜなら前に主張を述べてから，

理由や喩例などを述べると知っている者は，何らかの論証が何らかの次第を持つと必ず知っている．知っ

ていながらどうして完全な感覚器官をもっていて主張だけを主張を証明するためにに提出しようか．」

（asambaddhaM ca idaM pratijJAM pratijJAsAdhanAya Aha iti| yo hi prAk pratijJAm uktvA hetu-udAharaNa-AdikaM 

vaktuM jAnAti, sa kiMcid anukramaM sAdhanasya jAnAty eva hi, jAnan katham avikalaantaHkaraNaH pratijJAm eva 

pratijJAsAdhanAya upAdadIta|）

NVTT 1169.4ff:「それについて我々は答える．彼は主張によって主張を証明しようと考えて起こしているの

ではなく，音声が全てに行き渡っていないことをミーマーンサー学派に対して証明してからそれによって

感覚器官で捉えられることを限定し不確定因であることを取り除こうと望んで起こし，音声は全てに行き

渡っていないという主張をしたのであると．

これに反論者の妨げにあったり会衆が見ていたりして妨げられたとき，証因を思いつかず沈黙してしまっ

たら，たとえ知性ある者であっても別の主張を行う．」（tatra brUmaH nAyaM pratijJayA pratijJA sAdhanIyeti 

buddhyA pravRttaH kiM tv asarvagatatvaM zabdasya ミーマーンサーkaM prati sAdhayitvA tenaindriyakatvaM 

viziSyAnaikAntikatvam uddharaNIyam iti manorathena pravRttaH pratijJAM kRtavAn asarvagataH zabda iti|

athAsya prativAdyavaSTambhAt pariSaddarzanAd vA stambhitatve sAdhanApratibhayA tUSNIM bhavataH prekSAvato 'pi 

pratijJAntaraM bhavati nigrahasthAnaM|）
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【2-2-3-3．前の過失を確定する】

反論．そうであっても必ず前の敗北［＝見せかけの理由］が存続する．取り払われていな

いから．また一度敗北した者が［更に］敗北の場合になることはありえない．過大適用に

なるから．

答え．そうではない．［別の主張を］指摘しなければ［主張・反論・修正の次の第四段階に

おいて反論者が］「これ［＝不確定因の過失］はこの者［＝立論者］によって取り除かれた

のか」と考えて，思いつかないために沈黙していたり，前の反論で攻撃がなかったために

ここで何を述べるべきかと考えて会衆の疑いが晴れなかったりしたとき，優劣を決定する

ことができなくなってしまうから282．

【2-2-3-4．言い逃れを防ぐ】

反論．そうであっても，前にあった反論［＝不確定因］だけを指摘するべきである．

答え．そうではない．なぜなら以下のように言うだろうからである．すなわち「前の主張

において感覚器官で捉えられることは不確定因にほかならない」と．あるいは「ある主張

の内容においてもそれは不確定因にほかならない」と．あるいは「この別の所証を付加す

ることでそれ［＝不確定因］は取り払われていない」と．どのようにしても内容上にせよ

                                                                                                                                                    
NVTP 591.15ff:また主張だけを述べて沈黙する者には不足にほかならない敗北の場合があるべきであり，別

の主張に何の用があろうかと言うべきではない．述べられた理由などの関係によってこそ，それは否定さ

れるから．思いつかないことによって沈黙する者にはというのは代喩である．（na ca pratijJAmAtram 

abhidhAya tUSNIMbhavato nyUnam eva nigrahasthAnam astu kRtaM pratijJAntareNeti vAcyam| 

abhihitahetvAdisambandhenaiva tasyApAkaraNAt| apratibhayA tUSNIMbhavata ity upalakSaNam||）
282 「主張の破棄」と同様，修正する前の過失こそが敗北の原因であるという反論が挙げられる．これはダ

ルマキールティが提起したもので，ダルマキールティはこれらの敗北の場合が「正しくない論証の要素を

述べること（asAdhanAGgavacana）」に含まれることを主張している．

これに対してウダヤナの見解は，修正後は過失のないものになっているわけだから，そこに過去の過失を

指摘することはすでにできず，変更したという事実を敗北の場合として追及するべきであるというもので

ある．別の主張が敗北の場合として指摘できないと，第二主張で反論者が反論し，第三主張で立論者が修

正した場合，第四主張で反論者はそれ以上言うことができなくなってしまって沈黙したり，その沈黙を見

て会衆が勝敗を付けられなくなってしまうことになる．

VN 77.2ff:それゆえここでも関連性を失った論者に対し，もし相手が不確定因を指摘するならば，論証しな

い要素である不確定因を述べることに基づいて論者には敗北の場合がある．（ tasmAd iha api yadi 

nivRttAkAGkSe vAdini paro anaikAntikatAm udbhAvayet, asAdhanAGgasya anaikAntikasya abhidhAnAn nigrahasthAnaM

vAdinaH）

NVTT 1168.19ff:「音声は全てに行き渡るものではない」という主張に理由を述べていないので，そのとき

不確定因であることを取り除くために別の主張をするから，不確定因であることによって敗北するのでは

なくて，別の主張によってによってこそ［敗北するの］である．なぜなら主張は別の主張を論証すること

ができないからである．（asarvagataH zabda iti pratijJAya ca na hetuM bravIti tadAnaikAnatikatvoddhArAya 

pratijJAntarakaraNAn nAnaikAntikatvena parAjIyate api tu pratijJAntarAd eva na hi pratijJA pratijJAntaraM sAdhayitum 

arhatIti|）

“kim ayam parihRto anena”を Pra は「過失は立論者によって取り除かれたのかではない」と解釈するが，pari
√hR が一貫して過失に対して用いられているためここでは採用しない．

Pra:「彼」とは反論者．「この者」とは立論者．第一の反対言明においてという意味．

一度敗北した者が更に敗北することについて，Pan は「死者が再び死ぬことはない」と説明している．

Pan:敗北した者が再び敗北することはありえない．死者が死ぬことは世間でありえないからである．
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言葉上にせよ，別の主張を指摘せずに［敗北の場合を］宣言することはできないだろう283．

【2-2-4．他の敗北の場合との境界】

【2-2-4-1．別の内容】

そしてこれは別の内容ではない．前に主張されたものが用いられるから284．

【2-2-4-2．別の理由】

【2-2-4-2-1．別の理由・別の喩例・別の適用・別の結論】

反論．「別の理由」がどうしてこれと別にされるのか．なぜなら「理由の破棄」と同じくそ

れ［＝「別の理由」］も代喩されるはずだからである．さもなければ［＝代喩されなければ］

「別の喩例」も定義しなければならなくなってしまう．すなわち，「音声は無常である．下

位の普遍をもちかつ我々などの外的器官で直接知覚されるから．我々などの外的器官で直

接知覚されるものは無常であることが知られる．壺のように」と述べられたとき，導くも

のの一部が不足していることによって反対されて，「下位の普遍をもつとき，これが」と述

べられる．このように「そしてこれは同様に我々などの外的器官で直接知覚される」とい

う適用に対して不足であると反対されて同じように限定要素を取り上げれば別の適用とな

る．まったく同じくいくつかの主張のうち一部を結論するときに同じように反対されて，

また全てを述べるならば別の結論となる．

【2-2-4-2-2．証因と所証で区別】

答え．その通りである．しかし所証と証因という部分の区別を意図することによって，［別

の主張と別の理由の］区別がもたらされる285．［論証］文の提示は両方を身体とするから．

                                                  
283 修正したことを指摘すれば，自動的に修正前の過失は含まれるので，不確定因を指摘する必要がない．

Pan:この場合も「別の主張」を指摘せずに前の過失を指摘することは可能ではない．しかしそれを指摘す

れば，まさにその明らかにするものによって論者は敗北している．論議は終了している．どこに前の敗北

の場合を指摘する余地があろうか．

AN によれば「前の主張において感覚器官で捉えられることは不確定因にほかならない」ということが内容

上（arthataH）の別の主張，「ある主張の内容においてもそれは不確定因にほかならない」と「この別の所

証を付加することでそれ［＝不確定因］は取 り払われていない」ということが言葉上（kaNThataH）

だけの別の主張とされる（AN 85.1:prathame 'rthato 'parayoH kaNThataH）．
284 別の主張においては修正前の主張と本質的な変更はない．限定要素を加えるのみである．

NVTP 590.1:なぜならそれは別の内容ではないからである．前に述べたことと関連するから．（na hi tad 

arthAntaraM prakRtasambandhAt|）
285 主張の破棄は理由の破棄を含む一方，別の主張は別の理由を含まない．ウダヤナは別の主張と別の理由

が区別される基準を述べているが，なぜ主張の破棄にも同じ基準が適用されないのかを述べていない．マ

ニカンタ・ミシュラはこの点を批判している．

この事情について Pra や NR から，主張であれ理由であれ前のものを無にしてしまう点で破棄や放棄は一緒

である一方，修正して改めて同じ線で主張や理由が提出される点で別の主張と別の理由は別になると推察

される．DyutimAlikAは定義と喩例の違い，スートラ作者が別立てしたという事実に基づいて区別されると

説く．

NR 225.11ff:それは欠陥にほかならない．破棄なども同じようになってしまうから．前に述べた反論を承認

する者の中には前の主張を破棄するだけの者がおり，別の主張・別の理由・別の支分を述べないだろう．
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そのうち別の主張，別の導かれるもの，別の結論が「別の主張」の拡張である．別の理由，

別の導くもの，別の適用，別の反論が「別の理由」の拡張であるという．

【2-2-4-3．各要素は主張の破棄に同じ】

これ［＝「別の主張」］にも展開の整理が「主張の破棄」のように知られるべきであると286．

【2-2-4-4．主張の破棄】

［反論］以下のことを考えなければならない．どうしてこれは主張の破棄と異なるのか．

なぜならこの場合も限定されたものを持ち込んで未限定のものを破棄しているにほかなら

ないからである．

［答え］そうではない．それ自体は完全に破棄しないから．また後で取り上げられる限定

要素がないものは，［それ以外の限定要素が］前でも取り上げられないから．そしてそれ自

体，および限定要素がないこと以外に未限定のものというものはない．あるならばそれを

破棄することで破棄になるだろうけれども287．

【2-2-5．極意】

この場合「後の段階で限定するべからず」というのが極意である．

                                                                                                                                                    
しかし他方で前に述べたものを限定する者もいるだろう．その場合それぞれ破棄・別の主張・別の理由と

いう区別があるとある者はいう．（tat duSTam eva, hAnyAdInAm api tathAtvaprasaGgAt| pUrvoktaM dUSaNam 

aGgIkurvANaH kazcit tyajed eva pUrvapratijJAm, na tu pratijJAntaraM hetvantaram avayavAntaraM na vadet| aparastu 

pUrvoktaM vizeSayet| tatra yathAkramaM hAniH, pratijJAntaraM, hetvantaram iti bheda iti kazcit|）

Dyu 225.21f:一方，実際には別の主張と別の理由は，定義の違いから，喩例の違いから，またスートラ作者

が別に提示していることから区別されると我々は考える．（vastuvas tu - pratijJAntarahetvantarayor 

lakSaNabhedAd udAharaNabhedAt sUtrakAreNa pRthak nirdezAc ca bheda iti vayam AlocayAmaH|）

Pra:破棄においては所証と証因の部分の段階で前の文を別様の意味に意図するのではなくて，前の文を破棄

することだけがあるから．まさにこれゆえ放棄においても区別は意図されていないという意味．
286 Pra:「展開の整理」とは，正しいもの・正しくないものを対象とするものなどのあり方でという意味．

正しい論証を提示しておきながら，詭弁によって限定を加えるならば，「反論すべきものの看過」を伴った

「別の主張」という敗北の場合になる．議論においては，正しくないものを修正した場合は指摘する必要

がないが，正しいものを誤って修正してしまった場合には指摘されなければならない．

Cf. 2-1-1-4-1．正しいものを破棄する場合，2-1-1-4-2．議論の場合
287 ウダヤナは未限定のものを「それ自体（svarUpa）」と「後で取り上げられる限定要素がないもの」のい

ずれかであるとする．未限定のものを破棄しているのかと言えば，それ自体は変わっていないし，後で取

り上げられる限定要素がないものは，含みとしてはその限定要素を想定しており，それ以外の限定要素は

用いられていないから，どちらの解釈でも破棄にはならない．あるのは修正だけである．

Pra:その場合未限定とはそれ自体か，それが後で取り上げられている限定要素のないことに限定されている

ものか，その両方と異なるものか．

1 番目を否定する．「それ自体は」と．というのも，限定要素を取り上げるときそれ自体が破棄されるので

はなくて，まさにそれが限定されていると述べるという意味．もし限定されたものを取り上げるとき，単

に破棄だけがあるならば，単に後で取り上げられている限定要素がないことにほかならないので，第二の

選択が入ることにほかならないという意味．2 番目を否定する．「また後で」と．3 番目を否定する．「そし

てそれ自体」と．

このほかに NVTP では前後関係があることから「無意味」からの独立も説かれている．

NVTP 590.2f:無意味でもない．両方の属性に限定された 1 つのものについてのみ，基体において両方の文に

よって説明することによって前後関係があるから．（nApy apArthakam ubhayadharmaviziSTasyaikasyaiva 

dharmiNa ubhAbhyAM vAkhyAbhyAM pratipAdanena paurvAparyayogAt|）
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【2-3．（3）主張の矛盾】

主張の矛盾とは主張と理由での矛盾である（スートラ 5-2-4）．

【2-3-1．スートラ解釈】

【2-3-1-1．代喩】

ここで「主張と理由での」とは，［論証］文内で対になる 2 つの対立項を代喩する288のが目

的である．矛盾は両方に存するから．被定義項の中の「主張」という語も上記だけの［代

喩が］目的である．

【2-3-1-2．支分内の矛盾を含む】

また 1 つだけ［被定義項で「主張」という］語を表示するのは，その［主張内の 2 つの］

部分の矛盾を明らかにすることで別の支分［のみ］を代喩するという誤解を避ける289ため

である．それゆえ 1 つの［論証］文でその［支分の］2 つの部分や，内部にある 2 つの文や，

2 つの語が相互に撞着することが矛盾と言われるというのがスートラの意味である．

【2-3-2．他の敗北の場合との区別】

【2-3-2-1．定説逸脱】

単独の話者の文を対象とするから，定説逸脱との混合はない290．

                                                  
288 ヴァーツヤーヤナは主張と理由の矛盾しか例示していないが，ウディヨータカラがこれを拡張し，ヴァ

ーチャスパティミシュラが理論化している．

NVTT 1169.11f:ここで「主張と理由での」とは，2 つの対立項だけを代喩するのが目的である．それゆえ実

例などの対立項も推察されるべきである．（atra “pratijJAhetvor” iti pratiyogidvayamAtropalakSaNaparaM| tena 

dRSTAntAdayo 'pi pratiyogina unneyAH|）
289 「主張の破棄」「別の主張」では「主張」という語が別の支分を代喩すると説明されてきた．一方「主

張の矛盾」では，矛盾の性質上必ず 2 つの要素が要請される．そのときに「支分同士の矛盾」というよう

に別の支分だけを代喩するのではなくて，「支分内の矛盾」も代喩されなければならない．そこで「主張の

矛盾」とだけ述べて「主張と理由の矛盾」などとは述べていないのは，これらの矛盾を包括的に示すため

であると説明される．主張の矛盾は「主張と X の矛盾」であると同時に「主張における矛盾」である．

Pra:定義に存する 1 つの語「主張」は「それを表示するのは，その部分」＝主張の 2 つの部分，「尼僧の妊

婦」のような場合に「矛盾を明らかにすることで」定義に存する主張や理由という語が「別の支分を代喩

すること」によって 2 つの支分だけの矛盾が主張の矛盾であるという「誤解」を避けるためであるという

意味．

Pan:また主張の中の 2 つの単語の矛盾を承認しない人たちは，主張と理由の文の間の矛盾を説明する代喩

であるという説においても別の支分との矛盾を代喩することによってその部分の矛盾は理解させないから

とスートラ作者の意図を説いている．彼らに対して誤解を避ける．「また 1 つだけ語を」と．もし別の支分

の代喩だけであるとスートラ作者が考えているならば，主張と理由の矛盾を「主張と理由の矛盾」である

と述べていないことによって知らせるだろう．

1 つの支分内における矛盾はウディヨータカラが主張における自己矛盾を挙げている．

NV 1170.3f:まさにこれによって主張の矛盾も述べられた．主張が自らの言明と矛盾する場合．例えば「尼

僧の妊婦」．（etenaiva pratijJAvirodhaH api uktaH| yatra pratijJA svavacanena virudhyate yathA zramaNA garbhiNI|）

ダルマキールティは主張の矛盾について，それぞれの場合を詳細に取り上げつつ矛盾にならないことを説

明している．この反論はヴァーチャスパティミシュラに取り上げられ，そもそも矛盾とは何かという問題

は後代のヴァルダマーナまで引き継がれているが，ウダヤナはこのことにほとんど触れていない．
290 定説逸脱は，論者とその学派が依拠する論書の作者の 2 人の間で見解が矛盾すること．主張の矛盾は 1
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【2-3-2-2．見せかけの理由】

一般的に否定的遍充関係を示すことがないから，いかなる場合も見せかけの理由としての

矛盾因との混合はない．たとえ［主張の］矛盾に必ず見せかけの理由が入り込むとしても，

そうであってもそれ［＝矛盾因］は理解が劣っているから，それを無視して［主張の］矛

盾だけが指摘される．即座に理解があるならば無視できないから291．

【2-3-3．矛盾の分類】

【2-3-3-1．対立項による分類】

                                                                                                                                                    
人の発言の中で矛盾が起こる．

Pan:主張と理由が単独の話者によって述べられているとき，矛盾を示すことで単独の話者の文であること

が得られる．一方，定説逸脱は定説と反対の承認というあり方をもち，スートラ作者などのように立論者

と対論者の言葉を対象とするから単独の話者の文を対象とするものではない．これゆえ違いは大きいとい

う意図．
291 主張と理由が矛盾する場合，「主張の矛盾」であると共に，矛盾因が指摘され誤った理由によって敗北

となる可能性がある．しかし矛盾因の場合は「所証がないときに証因がない」という否定的遍充関係が満

たされていないことを示さなければならないのに対し，主張の矛盾はその必要がない．これが矛盾因との

違いであるという．

Pan:「一般的に」と．矛盾因という誤った理由は所証の否定的遍充関係を認識してから指摘される．［主張

の矛盾は］これと別であることはない．しかしこれはそのようではなくて，言葉を発生するだけで理解さ

れるという違いであるという意味．

またこのことから，主張の矛盾は即座に指摘できる点も矛盾因との違いになる．

Pan:矛盾が文中で最初に理解されるから，また否定的遍充関係は最初に理解されないから，一方後で理解

されればそれは矛盾の理解の後の時間に理解されているから，明らかにする者として［主張の］矛盾こそ

が反論であるという意味．

ダルマキールティは，不成立因や矛盾因といった誤った理由があるので主張の矛盾は不要であると反論す

る．ヴァーチャスパティミシュラはこれに反対して，ある主張に矛盾因があっても，遍充関係を想起する

ことなしに主張の矛盾が理解されると説く．また他の不確定因・不成立因・被排撃因があっても主張の矛

盾があればそれがまず先に理解され，そのために敗北すると説く．ウダヤナの見解はこれを概ね踏襲した

ものであると言える．

VN 86.6f:不成立因や矛盾因であるとき誤った理由を述べることだけで述べられるから別に主張の矛盾を述

べるべきではない．（asiddha viruddhe ca hetvAbhAsavacanAd eva ukta iti na pRthak pratijJAvirodho vaktavya iti|）

NVTT 1170.9f:したがってこれ［「実体は属性と異なる」「異なって把握されないから」］は主張と理由の語に

ついて，遍充関係の想起に依拠しないでこそ，相互に撞着するのは存在と非存在の語についてのみである．

（so 'yaM pratijJAhetupadayor vyAptismaraNAnapekSa eva parasparavyAghAto 'stinAstipadayor eva|）

NVTT 1170.12ff:たとえこの理由が不成立因でも，これに不成立や排撃となる別の認識手段を起こして理解

されるべきであるが，一方主張の矛盾は発言しただけですぐ，まず最初に理解される．（yady apy ayam 

asiddho 'pi hetus tathA 'py asyAsiddhir bAdhakaM pramANAntaram anusRtya pratipattavyA pratijJAvirodhas 

tUccaraNamAtrAd eva prathamata eva gamyata iti|）

NVTT 1171.10f:たとえここで実際の理由が不確定でも，実例の主張との矛盾によってこそ，敗北する．矛盾

は文中で最初に理解されるから．無常である壺などに推察されるべき不確定因であることの理解はそれよ

りも劣るから．（yady apy atra vastuno hetur anaikAntikas tathA 'pi dRSTAntasya pratijJAvirodhenaiva nigRhyate 

virodhasya vAkye prathamam avagateH| anityaM ghaTAdyunnIyAnaikAntikatvapratipattes tajjaghanyatvAd iti|）

マニカンタ・ミシュラは矛盾においても遍充関係が提示されないことがあるので，理由を対象とするか否

かで区別することを提唱している．

NR 227.1ff:そうではない．矛盾因も所証と同一基体でないことだけの提示にほかならない．非存在によっ

て遍充されることの提示でもない．無意味だから．あるいは提示においても［主張の］矛盾はその状態だ

から．それゆえ以下のことが述べられるべきである．理由でないものを対象とするものが［主張の］矛盾

である．（tan na| viruddho 'pi sAdhyAsAmAnAdhikaraNyamAtropadarzanam eva ; na tv abhAvavyApyatopadarzanam 

api, vyarthatvAt| upadarzane 'pi vA virodhasya tadavasthatvAt| tasmAd idam atra vAcyam - ahetuviSayatvAd virodhaH|）
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そしてそれはたくさんの種類がある．主張内の 2 つの語の，主張と理由の，主張と喩例の

［矛盾］がある．主張と適用で［矛盾は］免れる292．［両者には］理由と矛盾するか矛盾し

ないかということによって［矛盾の］余地がないから．主張と結論での，理由とその中の

語での，理由と実例での，理由と適用での，実例とその中の語での，主張と考察での［矛

盾］があり，同様に反論の文においても全く同じく展開される．

【2-3-3-2．原因による分類】

所証の基体を否定することに基づくもの，例えば「自己はない293」というもの．あるいは

                                                  
292 適用は証因の提示なので，主張と適用の矛盾が指摘される前に主張と理由の矛盾が起こっている．ヴァ

ルダマーナは理由と適用の矛盾も認めていないが，これもすでに主張と理由が矛盾しているときには矛盾

はないという見解だろう．

ANTB 87.14ff:最初にある理由とのみ，存在性の主張が矛盾するから，それを指摘することは劣っているか

ら．たとえ矛盾する文を示さずにこそ，主張と矛盾した適用の理由を行う場合に主張と適用の矛盾が必ず

あるとしても，その場合理由と適用が混同するからそれと混同しない主張と矛盾の矛盾は決してない．

（ hetunaiva prathamabhAvinA sattvapratijJAyA[H] virodhena tadudbhAnasya jaghanyatvAt| yady api yatra 

virodhavAkyAnupadarzitam eva pratijJAviruddham upanayahetuM kurute, tatra pratijJopanayavirodho 'sty eva ; 

tathApi tatra hetUpanayavirodhasAGkaryAt tadasaGkIrNapratijJopanayavirodho nAsty eva|）

理由と矛盾するか矛盾しないかを考察すると，矛盾因など誤った理由が指摘される可能性があるが，上記

の理由からその前に主張の矛盾が指摘される．

Pra:まさに理由によって最初に起こる主張が矛盾するとき，理由を指摘することは劣るからという意味．ま

たそうであれば矛盾するときにたとえ必ず不確定因などがあっても，その理解と指摘はこの理解による指

摘を依存するものとするから劣っているので，またこれは最初にあるから，まさにこれが最初に指摘され

るべきであるという意味．
293 「自己」はその語義解釈が「動くもの／呼吸するもの（at/an+manIN）＝遍く存在するもの」であると

される以上，「遍く存在するものがどこかに存在しない」という矛盾を犯していることになる．

この例は NV，VN に見られる．ウディヨータカラは言及する以上，その存在性を認めていなければならな

ず，否定とはそれ以外の場所や時間で存在していることを示すに過ぎないとする．そして自己は特定の場

所と時間に限定されたものではないから，「自己はない」といっても「それ以外の場所や時間にある」とい

うことにはならず，従って矛盾となる．ダルマキールティはこれに対し「自己はない」は言葉の対象（自

己）を否定するものではなくて，架空の言葉の対象に存在性を取り上げることを否定するものであると説

いてこれは矛盾ではないという．

NV 699.1ff:そのうち「自己はない」という 2 つの語は撞着する．「ない」という語と同一基体であるこの「自

己」という語は自己の非存在を理解させるものではない．その理由は何か．「自己」といって存在性が表示

され，「ない」といってそれが否定されるが，ある場合に否定されるものはそれ以外のところにあるという

ことである．例えば「ない」と同一基体関係にある「壺」という語は壺の非存在を理解させることはでき

ず，特定の場所か時間において否定するのである．「壺はない」と特定の場所での否定は例えば「蔵にない」

というもので，特定の時間での否定は「今ない，前にない，後にない」というものである．そしてこの否

定は全て壺の存在性を承認しないではできない．同様に「自己はない」というこれは，特定の場所で否定

されるのか，特定の時間でか．もしまず特定の場所での否定ならば，それは自己において妥当ではない．

自己は場所をもたないからである．（tatra nAstiAtmA iti pade tAvat vyAhanyete, nAstizabdasamAnAdhikaraNo 'yam 

Atmazabdo nAtmano 'sattvam pratipAdayati| kiM kAraNam ? Atmeti sattvam abhidhIyate, nAstIti tasya pratiSedhaH ; 

yac ca yatra pratiSidhyate tat tasmAd anyatrAsti, yathA nAstinA samAnAdhikaraNo ghaTazabdo na ghaTAbhAvam 

pratipAdayitum zaknoti, api tu dezakAlavizeSe pratiSedhati| nAsti ghaTa iti dezavizeSe vA pratiSedho gehe nAstIti, 

kAlavizeSe vA pratiSedha idAnIm nAstIti prAG nAsti Urdhvam nAstIti| sarvaz cAyam pratiSedho 

nAnabhyupagataghaTasattvasya yuktaH| tathA nAsti Atmeti kim ayam dezavizeSe pratiSidhyate atha kAlavizeSa iti| 

yadi tAvat dezavizeSe pratiSedhaH saH Atmani na yuktaH adezatvAd AtmanaH|）

VN 77.14ff:主張が発言によって矛盾する場合は，例えば「尼僧の妊婦」「自己はない」というものである．

（中略）しかし「自己はない」というこの場合，何も主張の矛盾はない．「自己はない」という言葉の対象

について存在を取り上げることを否定することに基づくから．言葉の対象を否定するならば矛盾があるだ
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属性を否定することに基づくもの，例えば「主宰神は作者ではない294」というもの．ある

いは基体を肯定することに基づくもの，例えば「過去は［現在］ある」というもの．ある

いは属性を肯定することに基づくもの，例えば「原子は部分をもつ」というもの．それ自

体に基づくもの，例えば「原因がはたらく前でも結果は存在する．結果だから」というも

の．限定要素を通したもの，例えば「中間にも結果は非存在である．［生起］前と［消滅］

後に存在しないから」というもの．

【2-3-4．言明の可能性】

そしてこのようなことは，他者の見解を否定する意図が捨てがたいことや，誤った実例を

ひっきりなしに出すことや，不注意や，会衆が騒然となることから述べる可能性がある．

したがってこれは第 1 段階［＝主張］以降で起こり，次の段階で指摘されるべきである．

議論でも同じ．さもなければ真実の理解が妨げられるから．残りは前と同じ．

【2-3-5．極意】

「相互に撞着することは述べるべからず」というのが極意である．

【2-4．（4）主張の放棄】

主張の放棄とは自説が否定されたときに主張した内容を捨て去ることである（スートラ

5.2.5）．

【2-4-1．スートラ解釈】

ここでも「主張」という語はすでに述べられただけの代喩を目的とし，「自説」という語も

同様である．捨て去ることとは隠蔽である．それゆえ述べたことの隠蔽が述べたことの放

棄であるという意味．また，正気な者が述べたことを全くの偶然に隠蔽することはないの

で，これゆえ述べる．「主張が否定されたときに」＝他の人によってなされたときにと．そ

れゆえそれ［＝否定］を払いのけるためであるという意図がある．

【2-4-2．言明の可能性】

なぜなら反論が述べられたとき，思いつかない状態では，述べたことを破棄するだけの者，

限定する者，隠蔽する者がおり，したがって 3 種類の反証が可能だからである．というの

                                                                                                                                                    
ろうが．しかし言葉の対象は個別相ではない．（yatra pratijJA vacanena virudhyate| yathA - zramaNA garbhiNI, 

nAsty Atmeti|... na ca na asty AtmA ity atra kazcit pratijJAvirodhaH nAsty AtmazabdArthasya bhAvaupAdAnatvaniSedhAt. 

zabdArthaniSedhe hi virodhaH syAt| na ca svalakSaNaM zabdArtha iti|）Cf.Much［1991］p.62 注 284
294 「主宰神」は「支配する者，力をもつ者（Iz+varaC P 3.2.175）＝作者」である．主宰神には本質的に作

者性という属性が備わっているので「作者は作者ではない」という言明は矛盾になる．

過去は「あった」ものであり，今「ある」ものではない．

「原因がはたらく前でも結果は存在する．結果だから」はサーンキヤの因中有果説ではない．サーンキヤ

学派でも原因の後に結果が生起するという点は守られているからである．
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も泥棒のように彼も物を破棄して逃げようとしたり，自分のものだとか，自分のものだと

誤ったと限定したり，あるいは単に隠蔽をしたりする295ので，この方法は非世間的なもの

ではないからである．

【2-4-3．独立した敗北の場合である】

【2-4-3-1．反論を払いのける場合のみ】

また［敗北の場合でないものへの］過大適用はない．隠蔽を実行することで反論を払いの

けるから．吹き出すことや肩をならすこと296によってそれ［＝主張の放棄］は成立しない

から．まさに泥棒の［そうしても隠蔽したことにならない］ように．

【2-4-3-2．隠蔽が不可欠】

そして前の敗北こそが起こっているときにこれ［＝主張の放棄］に何の用はあるのかと言

うべきではない．それの隠蔽によって敗北となるから．それの隠蔽を指摘せずに［敗北を］

決定することはできないから．またそうであるときこれ［＝主張の放棄］はそれ［＝前の

敗北］のためだけのものではない．自らこそ劣ることを明らかにするからと297．

                                                  
295 それぞれ「主張の破棄」「別の主張」「主張の放棄」に対応する．世間で一般的に見られることから類推

によって，いずれも言明が可能であることを示している．
296 吹き出すことは非言語的に無意味となるものをダルマキールティが言及したもので，NVTT，NM，NBhUS
に引用される．論議の間に吹き出しても，主張を放棄したことにはならない．反論を払いのけないからで

ある．泥棒も，隠蔽によって非難を遮断していなければ隠蔽したことにはならない．

VN 42.12:さらに「字音を羅列した提示が敗北の場合である」というこれは足りなさ過ぎる．吹き出すこと

や肩を鳴らすことなども［無意味なものとして］述べられるべきだから．（api cAtyalpam idam ucyate 

varNakramanirdezo nigrahasthAnam iti kapolavAditakakSaghaTTikam ity evamAdInAm api vAcyatvAt|）

NVTT 1177.20:ここで字音の羅列が示されているが，これもまた敗北の場合の例ではない．もしそうであれ

ば吹き出すことなどにも適用されてしまうだろう．（atra varNakramo darzito na punar etad udAharaNaM 

nigrahasthAnasya yena kapolavAditrAdAv api prasaGgaH|）

NM 2.693.15f:そしてこのように提示するとき吹き出すことや肩を鳴らすことなどが論書で示されていても

よい．（IdRzAM ca nirdeze kapolavAditrakakSyAbhitADanAdIny api kAmaM zAstre nirdizyantAm||）

NBhUS 365.4ff:反論．これは足りなさ過ぎると言われる．「吹き出すことや肩を鳴らすことなども述べなけれ

ばならなくなるから」．答え．そうではない．スートラは例示を意味するのであってそれらを否定するもの

ではない．（atyalpam idam ucyate - kapolavAditakakSapiTTanakAdInAm api vAcyatvaprasaGga iti cet, na ; 

udAharaNaparatvAt sUtrANAM na teSAM pratiSedha iti|）

佐々木［2014］p.337 では kapolavAditaを「頬を楽器にすること」，kakSapiTTanakaを「脇を鼓にすること」

と訳し，こういった些細なことも敗北の条件として述べなければならなくなるとまとめる．
297 ここでもダルマキールティの反論とヴァーチャスパティミシュラの返答がもとになっているものと見

られる．最初に誤った理由があるならばそれを指摘すれば事足りると一貫して主張しているダルマキール

ティに対し，ヴァーチャスパティミシュラは隠蔽した以上，誤った理由はないことになっているため，ま

ず隠蔽を指摘することによって，誤った理由であったことを遡って批判できるとする．この見解は，「主張

の破棄」など 5 つの敗北の場合を扱うこの章全体に共通する立場である．

VN 38.14ff:この場合［＝誤った理由が指摘される場合］，後で主張の放棄を期待して何の用があるのか．そ

の者にとってそれ［＝誤った理由であること］こそが最初の敗北の場合なので，他にやめさせることがで

きない，宦官のようにかしましい提示をして何の用があろうか．（kim idAnIm uttarapratijJAsAMnyAsApekSayA, 

tasya tad evAdyaM nigrahasthAnam iti kim anyair azakyaparicchedaiH klIbapralApaceSTitair upanyastair|）

NVTT 1173.15ff:それゆえキールティが述べた「この場合，後で主張の放棄を期待して何の用があるのか．

その対論者にとって，誤った理由こそが最初の敗北の場合である」と言ったことは否定された．主張の放

棄こそ最初に起こるものだから．（tasmAd yad uktaM kIrtinA kim idAnIM hetvAbhAsAd 
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【2-4-4．4 つの言い方】

そしてこれは 4 つの方法がある．「誰がそのようなことを言ったのか」，あるいは「私が述

べたこれは他の人の説だ」，あるいは自分が述べたのに「これは君が述べたことだ」，ある

いは「私が述べたこれは他の人が述べたこと［の再言及］にほかならない」というように298．

【2-4-5．議論では起こらない】

そしてこれは議論ではありえない．真実を知りたいので過誤を隠蔽することはないから．

【2-4-6．各要素】

［「異論の元になったものは知性を前提とする」という主張の後に］「知性を前提としない

もの」［と限定すること］がここ［＝主張の放棄］にもなると一部の者たちは言う．残りは

［主張の］破棄と同じ．

【2-4-7．極意】

再言及の明らかなもので反論に取り上げられたものは隠蔽すべからずというのが極意であ

る．

【2-5．（5）別の理由】

別の理由は限定のない理由が否定されたときに限定を望む者にある（スートラ 5.2.6）．

【2-5-1．スートラ解釈】

ここで「理由」という語によって［論証］文に存する論証の部分を代喩する．［限定を］望

んで「述べる」［と補う］．それゆえ最初に限定のない論証の部分を述べてから，また限定

をもつそれを言明することが別の理由であるという意味．

                                                                                                                                                    
uttarapratijJAsaMnyAsApekSayA tasya prativAdino hetvAbhAsa evAdyaM nigrahasthAnam iti tad apAstaM| 

pratijJAsaMnyAsasyaiva pUrvabhAvitvAt|）
298 1 番目は NBh，NV が挙げる例．Pra は 1 番目の変形として「これは私が述べたことでは決してない」と

いう例も挙げる．残りはウダヤナの創作であると考えられる．

NBh 1173.2:「また誰が音声は無常だと言ったのか」（kaH punar Aha anityaH zabda iti）
NV 1173.8:「また誰がこのように音声は無常だと言ったのか」（kaz caivam AhAnityaH zabda iti）

2 番目の例について Pra は以下のような例を挙げる．

Pra:「これは他の人の説だ」とは，例えば「音声は常住である．作られたものだから」と誤った論式を提示

した後に，矛盾であると相手によって指摘されて，「ここで私が述べた誤りは故意ではないから，反論でき

ないものへの反論である」というものである．

AN 88.23ff は 1 番目からそれぞれ，「説明の放棄（pratipAdanApalApa）に基づくもの」，「方法の放棄

（prakArApalApa）に基づくもの」，「自身の言明を他者の発言であるとすること（svavacane parakartRkatvasaJcAra）
に基づくもの」，「他者の発言を自身の発言であるとすること（paroktau svakartRkatvasaJcAra）に基づくもの」

とし，さらに 5 番目として「私が述べたことはまだ述べていないものにほかならない（anukta eva mayedam
uktam）という例を挙げている．
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【2-5-2．言明の可能性】

また正気な者にはこれが偶然起こることはありえないので，ここで「否定されたときに」

と述べる．それゆえ否定を取り除こうとしてという意図がある．

【2-5-3．4 種類の限定付け】

そしてこれは理由の限定要素に基づくもの，喩例中の導くものの部分の限定要素に基づく

もの，適用の限定要素に基づくもの，反論の限定要素に基づくものとで，4 種類ある．

【2-5-3-1．理由・喩例・適用の限定要素に基づくもの】

そのうち 1 番目はバーシャの通り．その次の 2 つは「別の主張」で例示されている299．

【2-5-3-2．反論の限定要素に基づくもの】

一方 4 番目は，理由が提示されたときに「これは証明するものではない．同類例に存する

から．無常性に対する認識対象性のように」と詭弁による返答で反対したときに起こる．

そして詭弁の返答として取り除けられたとき，「異類例に存しかつ，同類例に存するから」

というような場合である．同様に「異類例から排除されるから」と述べておいて［後から］

「同類例から排除されるとき」という場合である．同様に「疑わしいから」と言ったとき，

［疑惑が］成立しないと反論されて「遍充されるものとして［疑わしいから］」というよう

な場合である．同様に「再認識によって排撃されるから」と言ったとき，切って再び生え

てきた髪などによって反対されて「［事実と］齟齬をきたさない再認識によって排撃される

から300」というような場合である．以上などは全ての反論において自分で考えられる．

                                                  
299 「個物は単一の元素からなる．量があるから．皿のように」という理由は，複数の元素からなる布につ

いて不確定因となる．これを修正して，「単一の元素に内属し，かつ量があるから」と限定を加える例が

NBh に示されている．確かに限定を加えることによって不確定因は排除されているが，これは同義反復と

言うべきであろう．

NBh 1173.4ff:例「この個物は単一の元素からなる」という主張．どんな理由からか．「単一の元素からなる

ものの変容には量があるから．土塊を前段階とする皿などについて量が見られる」と．「元素の形態をもつ

限り変容がある．また再変容としての量も見られる．そしてこの量は再顕現したものである．ゆえに単一

の元素からなる変容には量があるから，この個物は単一の元素からなると我々は考える．」これが逸脱によ

って反証される．「多様な元素よりなるものと単一の元素よりなるものの変容について量が見られる．」こ

のように反証されたときにいう．「単一の元素との内属関係があり，かつ皿などの変容について量が見られ

るからである．というのも快・苦・迷妄が内属し顕現し，量られて把捉されるからである．その場合，別

の元素のあり方との内属関係はないので，単一の元素からなるものである．（nidarzanam - ekaprakRtIdaM 

vyaktam iti pratijJA| kasmAd dhetoH? ekaprakRtInAM vikArANAM parimANAt| mRtpUrvakANAM zarAvAdInAM dRSTaM 

parimANam, yAvAn prakRter vyUho bhavati tAvAn vikAra iti| dRSTaM ca prativikAraM parimANam| asti cedaM parimANam 

prativyaktaM tadekaprakRtInAM vikArANAM parimANAt pazyAmo vyaktam idam ekaprakRtIti| asya vyabhicAreNa 

pratyavasthAnaM - nAnAprakRtInAm ekaprakRtInAM ca vikArANAM dRSTaM parimANam iti| evaM pratyavasthite Aha 

- ekaprakRtisamanvaye sati zarAvAdivikArANAM parimANadarzanAt| sukhaduHkhamohasamanvitaM hIdaM vyaktaM 

parimitaM gRhyate, - tatra prakRtyantararUpasamanvayAbhAve saty ekaprakRtitvam iti|）
300 再認識によって前に見た髪と今見た髪を同定したものの，実はその髪が前に見た髪ではなく，切った後

に生えてきた新しい髪であることを知る．この場合，再認識による同定は無効となる．このように再認識

によって排撃される事柄があっても，その再認識は正しいことも誤っていることもあり，誤った再認識に

排撃されても排撃にならない．そこで正しい再認識に限定するために「齟齬をきたさない」という限定を
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【2-5-4．他の敗北】

【2-5-4-1．反対して起こる場合】

そしてこれは立論に存するものや反論に存するものが相手が述べた過失に対抗していると

きには，別の理由にほかならない301．

【2-5-4-2．反対せず起こる場合】

一方，対抗していなければ，それぞれ［立論ならば］見せかけの理由と［反論ならば］「反

論できないものへの反論」の余地があるが，そうであっても「別の理由」にほかならない

と言うべきである．限定要素を述べることによって［修正前のものに］未限定で［論証・

反論］能力のないことが成立していると承認するから．しかしその 2 つの返答［＝見せか

けの理由と反論できないものへの反論の指摘］は［両論者にとって］未証明だから．例え

ば「音声は無常である．外的器官で把握されるから」と言ったとき，ヨーガ行者に直接知

覚される原子などによって不確定因として反対されて「我々など」とだけ語の限定要素を

述べるときである302．欠陥のないものこそを誤った過失であると見ているから．

【2-5-4-3．差異を望む場合】

一方［詭弁に対し］限定を望む者には「反論すべきものの看過」が付随する．これは［主

                                                                                                                                                    
設ける．
301 主張の破棄，別の主張，主張の放棄と同じく，論者は前に指摘されていた誤った理由ではなく，別の理

由によって敗北する．

Cf.NV 1175.4:別の証因を取り上げるとき，前のものに能力がないことを語っているから敗北の場合である

という．（sAdhanAntaropAdAne pUrvasya asAmarthyakhyApanAt nigrahasthAnam iti）

NVTT 1175.10ff:機会を与えられているにほかならない立論者に対し，もし対論者が理由の内容に逸脱を述

べ，そして立論者が第三段階に入って理由を限定するとき，別の証因を取り上げることから敗北になるの

か，それとも不確定因を証明することからか．まず不確定因を証明することからこの者に敗北があるので

はない．理由の限定によって否定されているから．それゆえ別の理由を述べることによってこそ敗北する

のである．（dattottarAvasara eva vAdini yadi prativAdI hetvarthaM vyabhicArayati vAdI ca tRtIyapadake sthite hetuM 

vizeSayati tadA sAdhanAntaropAdAnAn nigRhyatAm utAnaikAntikasAdhanopAdAnAt? na tAvad anaikAntikasAdhanAd asya 

nigraho hetuvizeSaNena samAhitatvAd iti| tasmAd dhetvantaravacanAd eva nigRhyate pUrvasya vastuto 

'samarthasyAsAmarthyakhyApanAt|）
302 ダルマキールティはここでも，誤った理由だけが敗北の理由となり，それを指摘されなければたとえ別

の理由を述べても敗北にはならないとしている．

これに対してウダヤナの見解では，誤った理由や反論できないものへの反論がたとえあるとしても，それ

は後で理解されるものであり，しかも常に確定的であるという訳ではない．正しい論証をしているのに，

詭弁によって修正してしまうとき，実際のところ誤った理由はない（反論すべきものの看過になるだろう）．

それよりも一番に理解できるのは，論者が論証を修正したということであり，これによって敗北の場合を

指摘するのがよい．

ここで示された例では，ヨーガ行者は外的器官で把握するのではないから不確定因にはならず，詭弁であ

るが，その検証を行う前に「別の理由」によって敗北する．理由を修正せずに詭弁であることを指摘して

こそ，「反論できないものへの反論」が可能となる．

VN 40.4ff:ここでもまさに前の理由が不確定因であると述べることから敗北しているとき，別の理由の考察

は何の役に立とうか．もし前に論証した者が不確定因の理由を述べて反論の機会があったならば，それ［＝

不確定因］によってこそ敗北する．反論の機会がなかったならば，たとえ別の理由を述べても敗北にはな

りえない．［論証は］まだ終わっていないから．（atrApi pUrvasyaiva hetor anaikAntikasyAbhidhAnAn nigRhIte 

hetvantaracintA kvopayujyate| yadi prAk sAdhanavAdI hetum anaikAntikam uktvA dattottarAvasaraH, tenaiva nigRtyate| 

adattottarAvasaraH, hetvantarAbhidhAne 'pi na nigraham arhaty avirAmAt|）
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張の］破棄と同じ，「別の主張」と同じである．またこれの展開の整理もそれ［＝別の主張］

と全く同じである303．

【2-6．（6）別の内容】

別の内容とは，前に述べた内容と別の，内容が関係していないものである（スートラ 5.2.7）．

【2-6-1．スートラ解釈】

【2-6-1-1．別異を表す第五格】

「別の内容」というのが被定義項の提示である．「別であること」と補うことにより第五格

が成り立つ．さもなければ第三格になってしまう304．

【2-6-1-2．LyaP 代替の第五格】

あるいは被定義項を繰り返すか，［第五格に］絶対詞接辞 LyaP の省略があるとして，「前に

述べた内容に関連せずに」という意味である305．

【2-6-1-3．対立関係がないこと】

「関係しない」とは，対応する関係がないという意味である．それゆえ「関係しない」，随

順して関係しない言葉であるということが「別であること」という語の意味である．

【2-6-1-4．前に述べたことを述べないこと】

以下のように述べられていることになる．「前に述べたもの」すなわち論証と反論を始めて

おいて，それ［＝前に述べたこと］を述べないことが「別の内容」である．

                                                  
303 主張の破棄，別の主張で行われた議論がここにも適用される．（2-1-4-1 正しいものを破棄する場合，

2-1-4-2．議論の場合，2-2-4-3．各要素は主張の破棄に同じ）．
304 スートラの「前に述べた内容」が第五格で表されている点について，先行する注釈にはその理由が説明

されていなかった．ウダヤナが言うように，次の語句「内容が関係していないもの」に係るならば，第三

格，または第六格を取るのが自然である．また，「別の内容」に係るならば，被定義項がなくなってしまう．

これについてウダヤナは 3 つの解決法を試みる．1 つ目が「別であること」という語を補うことで，「前に

述べた内容と別であること」とつながるようになるというものである．

Pra:反論．「別の内容」というのがもし被定義項の代喩ならば，基点をもつものが提示されていないから第

五格が成り立たない．もし起点をもつものが述べられるならば，被定義項がない．「さもなければ」―「共

に」という意味を意図するならば［第 3 格で表示された］「前に述べたこと」と共に意味が関係していない

という連関が認められるから．単なる関係を意図するならば第六格になってしまうということも知るべき

である．
305 第五格の問題を解消する 2 つ目の方法は，「別の内容」を補うことである．スートラは「前に述べた内

容と別の内容で，意味が関係していないものが別の内容である」となる．

そして 3 つ目は第五格を消去された絶対詞語尾 LyaP の目的語（Cf.2-1-2-1-1）とみなすことで，スートラは

「前に述べた内容に関連せずに，意味が関係していないものが別の内容である」となる．

想定の簡潔性という観点では，スートラに全くない語を補う 1 つ目よりもスートラにある語を繰り返す 2
つ目がよく，さらに何も補わずに解釈によって解決する 3 つ目が一番優れていることになる．

Pra:補いに比べて繰り返しの方が簡潔だから補いに依拠しない「別の内容」があるというこのことによって

こそ，第五格で終わる語の連関を述べる．「あるいは被定義項」と．
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【2-6-2．4 種の別の内容】

そしてそれは自身の見解・他者の見解・両方の見解・両方以外の見解の区別によって 4 種

類である．

【2-6-2-1．自身の見解によるもの】

すなわち，「音声は無常である．感覚器官で捉えられるから．あるいは結果だから」［と始

めて］「そしてそれ［＝音声］は虚空の属性である．そしてまさにそれ［＝虚空］は条件の

力で聞かれるものである．またそれゆえこれ［＝音声］は把握される．内属するから」な

どというものである．

【2-6-2-2．他者の見解によるもの】

全く同様に始めて，「他者の見解では音声は実体である．結合関係によって把握されるもの

である．そしてこれ［＝音声］は顕現を属性とする」などというものである．

【2-6-2-3．両者の見解によるもの】

全く同様に始めて，「これ［＝音声］の無常性は推理で把握される．そして推理は正しい認

識手段である．それ［＝認識手段］は［自身の見解において］4 種類または［他者の見解に

おいて］6 種類である．存在性だけで理解させるものもあれば，知られてこそ存在するもの

もある」などというものである．

【2-6-2-4．両者以外の見解によるもの】

全く同様に始めて，「これは理由である．そして理由は『助ける（hinoti）』［という語根］に

基づく」などというものである306．

【2-6-3．言明の可能性】

【2-6-3-1．即座に思いつかないこと】

即座に適切な考えがないことによって，否定を対抗して述べていない者が，取り除けよう

としてこれを述べる可能性がある．

                                                  
306 NBh の例に依拠したものと考えられる．ここで提示された各語の定義については，NVTT と NVTP にお

いて詳細に論じられており，「別の内容」の一例に過ぎないことをまるで考慮していないように見える．

NBh 1176.3ff:「理由（hetu）」とは「助ける（hinoti）という語根に，tu という接辞を付した，クリト接辞で

終わる語である．また語は名詞か動詞か接辞か不変化辞である．名詞とは，表示対象について別の行為に

結びつくことによって限定されつつあるあり方をもつ言葉である。動詞とは行為要素の集合をもち，行為

要素の数によって限定された行為の時間に結びつくことによって表示させられるものであり，語根の意味

のみが時の表示によって限定される．不変化辞とは原形において意味上表示されつつあるものである．接

辞とは接しつつ行為を照らすものである．」云々と（hetur nAma hinoter dhAtos tuni pratyaye kRdantaM padam| 

padaM ca nAmAkhyAtopasarganipAtAH| abhidheyasya kriyAntarayogAd viziSyamANarUpaH zabdo "nAma"| 

kriyAkArakasamudAyaH kArakasaGkhyAviziSTakriyAkAlayogAbhidhAyAkhyAtam, dhAtvarthamAtraM ca 

kAlAbhidhAnaviziSTam| prayogeSv arthAd abhidhyamAnArUpA nipAtAH| upasRjyamAnAH kriyAvadyotakA upasargA ity 

evamAdi|）Cf.NVTT 1176.8ff，NVTP 591.7ff．
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【2-6-3-2．不十分の場合は不足】

反論．不十分に前に述べた［論証］文において，「別の内容」を述べている者には「不足」

こそが指摘されるはずである．

【2-6-3-3．十分で欠陥がない場合は不可】

十分であっても欠陥がないならばどうして「別の内容」をもたらすことができようか．

【2-6-3-4．欠陥がある場合はその欠陥】

欠陥があっても，過失を無視して「別の内容」を指摘することはできない．また「別の内

容」を述べていても別の主張のように前の過失は取り払われていないだろう．もしそうで

あるならば取り上げられるだろうけれども．［動機なしに］全く同じように述べているとき

に［別の内容以外にも］過大適用になるから．

【2-6-3-5．欠陥を取り除くことまたは欠陥のある考えが過失】

答え．そうではない．欠陥を取り除けたいことが容易に理解されるから．欠陥がなくとも

欠陥があると思うことによってある場合にはあり得るから．

【2-6-3-6．不足や欠陥は後で指摘される】

不足も，あるいは他の過失もそれと同じだから，言葉が止まったときと，機会が与えられ

たときに指摘されるべきだから．一方，さもなければ［＝それ以外のときに指摘するなら

ば］過大適用になってしまう．

【2-6-3-7．別の内容は途中で指摘される】

しかしこれ［＝別の内容］は述べられているときに把握されるから，それゆえそれと混合

していてもこれ［＝別の内容］こそが指摘されるべきである307．まさにこれゆえ不足など

を看過していても，看過は敗北とならない．なぜなら機会があるときにそれ［＝看過］が

そのように［＝敗北の場合で］あるべきだからである．機会がないときの指摘のように［こ

の場合の看過は敗北の場合ではない］．

【2-6-4．極意】

「前に述べたことに相応しいことだけを話すべきである」というのが極意である．

                                                  
307 「述べられているときに把握される」ものである別の内容は，「述べられた後に把握される」不足や誤

った理由よりも先に指摘される．こうした態度は NS の順序にパーニニ・スートラのような順序を読み込

む正当性を与えるものと考えられる．
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【2-7．（7）無意味】

無意味とは，字音を羅列した提示のようなものである（スートラ 5.2.8）．

【2-7-1．スートラ解釈】

「ようなもの」によって意味のないものの提示を類推する308．それゆえ意味のないものの

提示が無意味であるという意味．

【2-7-2．4 種類の原因】

それは 4 種類で提起が可能である．

【2-7-2-1．不注意】

不注意によるもの．例えば性・数の形や格の形を誤ったものである．

【2-7-2-2．意味があるという誤解】

意味があるという誤解によるもの．例えばクリト・タッディタ・動詞語尾を誤ったもので

ある．

【2-7-2-3．繰り返し】

繰り返しによるもの．例えばサンスクリット語で始めてアパブランシャ語を述べることで

ある．

【2-7-2-4．選択した残り】

選択した残りを述べることによるもの．例えば対象を意味する言葉に［他の］何かを意味

するというあり方を否定して，それ自体を意味するとき，またこれは［意味のない］言葉

                                                  
308 ヴァーツヤーヤナは「音声は無常である．カチャタタパはジャバガダダシャだから，ジャバニャガダダ

シャのように．」という文字の羅列（パーニニ文法学シヴァ・スートラの第 11，10，8，9 スートラ）を例

として挙げる．しかしヴァーチャスパティミシュラはこれは例ではないとし，スートラ中の接辞「vat」を

所有接辞 matUP ではなく類似の接辞 vatI で解釈している．

ダルマキールディはこの定義が論議の文脈外にあること，別の内容，両論者以外の人の発言，正しい配列

の文字などに過大適用となること，一方吹き出すことや肩を鳴らすことなどの非言語的に無意味なものに

対して過大適用されることを指摘している．ヴァーチャスパティミシュラが提案する vat を類似の接続辞と

取ることに対しても先取りして言及し，これが過大適用を引き起こすという（VN 41.8ff）．これらの反論に

対する回答は，ヴァーチャスパティミシュラにもウダヤナにも見られない．

NVTT 1177.19ff:まさにここで単なる例にすぎないので，類似の接辞 vatI によってここで「字音の羅列」が

示されているのであり，またこれが敗北の場合の例ではない．もしそうであれば吹き出すことなどにも適

用されてしまうだろう．（atraiva dRSTAntamAtratayA vatinA atra varNakramo darzito na punar etad udAharaNaM 

nigrahasthAnasya yena kapolavAditrAdAv api prasaGgaH|）

スートラ通りに字音を羅列した提示が全て無意味になるならば，一音だけの無意味なものに対して適用不

十分で，正しく羅列したものに対して過大適用となる．

Pra:「字音を羅列した提示＋vat」が所有接辞ならば，一文字の無意味なものに対して適用不十分であり，

壺などの語に対して過大適用である．
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だけであるというようなときである309．

【2-7-3．敗北の場合になる理由】

【2-7-3-1．アパブランシャなどは意味をもたない―MImAMsA】

反論．またどうしてこれが敗北の場合なのか．そうであっても対象は理解されるから．ま

た言葉の提示はその限りの意味をもつだから．

答え．そうではない．ミーマーンサー学派などに対しては有意なものとアパブランシャ語

の区別は成立しているから310．

【2-7-3-2．共通の協約をもつ語だけを用いよ】

またこれ［＝区別］が成立していない者によっても，共通の協約311をもつ単語だけで語る

べきである．さもなければ論議の文を完成することがそれを意味することと撞着するから．

【2-7-3-3．文法学などによって共通の協約はある】

反論．何が共通の協約をもつ言葉なのか考えることは難しい．相手の知は直接知覚されな

いから．

答え．そうではない．まさに前にその手段である文法学などの表現が承認されるから．

【2-7-3-4．対象が理解されても有意なものではない】

またこのような諸々の誤りは，会衆や対論者にとって共通なものではないが，しかし意味

の理解は，宝石の光線に対する宝石の認識の論理312で存在するとしても，それらが意味を

                                                  
309 論者の意図した意味通りに取らずに，言葉を対象をもたない無意味なものとして扱う．「音声は無常で

ある」→「オンセイハムジョウデアル」
310 ミーマーンサー学派では，ある対象とある語は本質的関係をもつとし，それ以外の語を正しくない語と

する．そしてどの語が本質的関係をもつかは，古くからの用例に基づくとする．世間がどのような用法を

用いるのであれ，探究家たちは正しい語で話すことが推奨される．Cf. NVTT 1182.11-23
311 言葉が本質的に意味を理解させることを認めないニヤーヤ学派においては，主宰神との協約をもつ言葉

が正しい言葉であると見なされる．ミーマーンサー学派と理由は異なるものの，サンスクリット語だけを

承認する点では同じである．

NVTT 1182.9ff:たとえ言葉が意味を理解させることが本質的でないとしても，最高神との協約を前提として

今日まで伝わっており，まさにこれゆえ最高神との協約をもつものがそれぞれの意味に対する正しいそれ

ぞれの言葉である．一方それと協約がなければ，対象に対して起こっていても正しくない言葉，アパブラ

ンシャである．（yady api zabdAnAm arthapratyAyanaM na svAbhAvikaM tathA 'pi paramezvarasaGketapUrvakam 

adya yAvad anuvartate 'ta eva sAdhavo 'rthabhede zabdabhedA yeSAM pArameSvarasaGketaH tadasaGketAt tu 

pravartamAnA apy arthe 'sAdhavaH zabdA apabhraMzA bhavanti|）
312 宝石の光線に対して，宝石だと認識することは如実な（yathArtha）認識ではない．しかしその認識によ

って人間は宝石にたどり着くことができるため，効果作用のある齟齬のない（avisaMvAdi）認識である．こ

の例は仏教徒とニヤーヤ学派が真実知とは何かを議論する際に多用される．

これと同様に，文法的に誤った表現やアパブランシャ語なども，有意なものではないが，意味を理解させ

ることはできると説明される．

NVTP 596.1ff:反論．これについても述べる．［原因であるアパブランシャ語が錯誤ならば］結果［アパブラ
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もつことを定めるものではない．よってこれが敗北の場合であるというのは正しい．

【2-7-3-5．共通の協約に則らない場合】

一方，さもなければ論証能力がないものを覆い隠すために，南方の者が自分の国の言語に

よって反証するのに，後から述べる者たちは何を述べることができようか．よって無知こ

そが全ての場合反論者に起こってしまう．論議の努力はなくなってしまう313．

【2-7-4．極意】

それゆえ共通の協約をもつ単語のみで語るべしというのが極意である．

【2-8．（8）意味が理解されないもの】

意味が理解されないものとは会衆と対論者に 3 回言っても理解されないことである（スー

トラ 5.2.9）

【2-8-1．スートラ解釈】

立論者によって「3 回言っても」，「会衆と対論者に」有意なものとして「理解されないこと」

が「意味が理解されないもの」という意味．

【2-8-2．他の敗北の場合との区別】

意味のあるものの提示だから「無意味」と異なる．連関しないことは決定していないから

「無関係」と［異なる］314．

                                                                                                                                                    
ンシャ語による認識］は錯誤であることになってしまう．

答え．間接的な関係の決まりにより必ず錯誤になることはないから．すなわち，煙と誤解した水蒸気には

実際火との関係はないので齟齬がある．しかしここでは最高真実的な協約の結果である言葉を想起し意図

し努力するなどの前提の制限によって，「ベコ」などの言葉にその協約を想定するとき，結果に逸脱はない．

宝石の光に対して宝石を想定することにより，それと共存する黄金などの知は齟齬がないように．（atrApy 

uktam, phalasya bhrAntatvaprasaGgAd iti cet pAramparyasambandhaniyamenAbhrAntatvaniyamAt| dhUmAbhimate hi 

vASpe vastuto 'gnisambandho nAstIti visaMvAdaH| iha tu 

pAramArthikasamayaphalazabdasmaraNavivakSAprayatnAdipUrvakatvaniyamena gAvIzabdasya tatsamayAdhyArope 

phalAvyabhicAraH| yathA maNiprabhAyAM maNyAropeNa tatsahacaritasuvarNAdijJAnAvisaMvAdaH|）
313 ここで事実上，サンスクリット語を使わない者はそれだけで敗北することが確定する．ヴァーチャスパ

ティミシュラはこのことを明言している．

NVTT 1177.15ff:ここでドラヴィダ人が自分の言語でその言語を知らないアーリア人に音声の常住性を説明

するとき，それは無意味という敗北の場合である．実際その者は，アーリア人の言語を知りながら能力が

ないことを覆い隠すために，あるいはその言語を知らないために自分の言語で論証を提示したのである．

（atra yadA drAviDaH svabhASayA tadbhASAnabhijJam AryaM prati zabdanityatvaM pratipAdayati tadA tannirarthakaM 

nigrahasthAnam| sa khalv AryabhASAM jAnann asAmarthyapracchAdanAya tadbhASAnabhijJatayA vA svabhASayA 

sAdhanaM prayuktavAn ;）
314 ダルマキールティの反論に答えている．「無意味」はそもそも意味のないものの提示であったのに対し，

「意味が理解されないもの」は意味があるにも関わらず，その提示方法がよくないことによって理解され

ないものである．次に述べられる「無関係」では単語間の連関に焦点が当てられる．

VN 43.9:関係のないことを述べるならば「無意味」にほかならないので，別に「意味が理解されないもの」

という名前の敗北の場合はない．（asambaddhAbhidhAne nirarthakam eveti na pRthag avijJAtArthaM nAma 
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【2-8-3．言明の可能性】

相手に無知という敗北を帰結させようと誤認して，あるいは会衆が騒然となることにより，

これ［＝意味が理解されないもの］の言明の可能性がある．

【2-8-4．3 つの分類】

【2-8-4-1．学派固有の慣用】

そしてそれは 3 種類である．［1 番目は］それぞれ自らの学派だけで慣用となっているもの．

例えば五蘊・十二処・四聖諦など仏教徒のもの，スフィヤ匙・カパーラ鉢・プローダーシ

ャ餅などミーマーンサー学派のものなど．

【2-8-4-2．原義も慣用もないもの】

原義を失っており慣用に依拠していないもの315．例えば「このカシャパの娘［＝プリティ

ヴィー］を保つ原因［＝山］は三つ目の者［＝シヴァ］の息子［＝カールティケーヤ］の

乗り物［＝孔雀］と同じ名前［＝「アグニ」］をもつもの［＝火］をもつ．その旗［＝煙］

をもつから．ラスィニー［＝かまど］のように」など．

【2-8-4-3．無限定の多義語】

単語を理解する手段となる複合語や文脈などがないことによって疑いが起こっているもの
316．例えば「白いもの［＝牛，馬…］が走っている317」というもの．

【2-8-4-4．敗北にならない特殊な場合】

このうち一番目は両者が承認していれば取り上げられることもあるだろう．両論者が相互

に承認するという英雄的行為に基づいて．だが，それ以外ではそれも意味は共通の言葉に

よってのみ説明しなければならない．後二者は決して受け入れられない．

                                                                                                                                                    
nigrahasthAnam iti|）
315 ヴァーツヤーヤナが 2 番目に例示した「原義が理解されないもの（atItaprayoga）」に対応する．ヴァー

チャスパティミシュラは「jarbharItur pharItu」という例を挙げる．

NVTT 1179.8:原義が理解されないものとは，「ジャルバリートリをパリーせよ」というようなものである．

（atItaprayogaM `jarbharItur pharItu' iti|）
316 ヴァーツヤーヤナが 1 番目に例示した「二重の意味の言葉（zliSTazabda）」に対応する．ヴァーチャスパ

ティミシュラはこれを文脈など確定するものがないものと解説し，「白いものが走っている」という同じ例

を挙げている．

NVTT 1178.18:二重の意味の言葉とは，文脈など確定するものがない場合である．例えば「白いものが走っ

ている」というように．（zliSTazabdam, asati prakaraNAdau niyAmake, yathA - zveto dhavatIti|）
317 「白いものが走っている（zveto dhAvati）」は「犬がこれより早く移動する（zvA ito dhAvati）」とも「白

い牛または馬が走る（zveto dhAvati）」とも取ることができる．何が走るのか，この文からだけでは特定で

きない．

Pra:文脈などがないとき，「白いものが走っている」と述べるのは犬がこれより早く移動するのか，それと

も牛が［早く移動するの］か，さまざまな表現があるので疑いがあるという意味．
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【2-8-5．敗北の原因】

【2-8-5-1．理解をもたらさない】

反論．会衆と対論者が愚鈍であることによっても，立論者の文が理解されないことが成り

立つから，これは敗北の場合ではない．

答え．そうではない．上記のこと［＝二重の意味など］は理解の手段ではないから318．

【2-8-5-2．意味理解の条件】

なぜなら世間で慣用されており，原義を失っておらず，文脈などをもっていて，明確に適

度な速度で発音された319単語の類が意味理解の条件となるのであって，それと反対の［理

解の］手段でないものを取り上げる論者は必ず敗北するべきである．さもなければ節度な

く対論者も原義を失ったものなどによって反論していても，敗北にならなくなってしまう．

またそうであるならばその論議は誤っているとも誤っていないとも言えなくなってしまう．

【2-8-5-3．会衆の理解のための 3 回】

反論．それならば，3 回述べて延期したところで何の用があろうか．述べたことだけが分か

らなければそれをそのように指摘するべきであろう．

                                                  
318 ダルマキールティが提起した反論に応じたものである．ダルマキールティは，意味を理解しないのは話

す者の過失ではなく聞く者の過失であるという．これに対してヴァーチャスパティミシュラは VAtyAyana
が挙げた「二重の意味をもつ」「原義が理解されない」「発音が早すぎる」などの場合，話す者の過失にな

ることを述べている．

VN 43.2ff:この者［＝立論者］がもし前の述べた内容に関連した説明こそするならば，この者に無能力はな

い．その場合愚鈍であることによって会衆などが理解していないのだから，知をもつ者に敗北はありえな

い．会衆の知を測りかねて述べる者には敗北がありえるというならば，論理を知る者が，愚鈍であること

によって述べたことを分からなければどうして対論者の敗北ではないのか．愚鈍であることによって会衆

などが説明を理解せず無能力であるならば，勝者も敗北もありえない．

（ sa yadi prakRtArthasambaddhaM gamakam eva kuryAt, nAsyAsAmarthyam, tatra jADyAt pariSadAdayo na 

pratipadyanta iti na vidvAn nigraham arhati| pariSatprajJAm aparikalpya vacanAn nigrahArha eveti cet, nyAyavAdino 

jADyAd uktam ajAnan kiM na prativAdI nigRhyate| jADyAt pariSadAder avijJAtapratipAdanAsAmarthya iti vijetA na syAn 

na nigrahArhaH|）

NVTT 1178.15ff:反論．共通の協約をもつ論者によって 3 回述べられて，意味が理解できないということは

ありえない．あるいはあり得るならば，会衆と対論者が愚鈍なのであって，愚鈍な者が理解しないからと

いって説明者に何の咎もない．なぜなら聴覚障害者が歌を聴かないからといって，歌い手には何の咎もな

いからである．

答え．これゆえ述べる．「二重の意味」と．（nanu samAnasaMketena vAdinA trirabhihitam avijJAtArthaM ceti na 

saMbhavati| saMbhave vA pariSatprativAdinau jaDau na ca jaDAnavabodhe pratipAdakasya kazcid aparAdhaH| na hi 

badhiro gItaM na zRNotIti gAyanasya kazcid aparAdha ityata Aha - zliSTazabdam, ...）
319 K 本は「明確にすばらしく発音された（viSadam adbhutoccArita）」と読むが，NBh，AN に「発音が早す

ぎるもの（atidrutoccarita, viSamadrutoccarita）」という表現があることと，``dru''と``dbhu''の文字が似ている

ことから「早すぎず発音されたもの（adrutoccArita）」と読む．ヴァーツヤーヤナは「意味が理解されないも

の」の原因として，「二重の意味の言葉，原義が理解されないもの，発音が早すぎるものなど」を挙げるが，

ウダヤナはこのうち前二者を採用し，さらに学派固有の慣用を加えて 3 種類を例示しており，「発音が早す

ぎるもの」は除かれている．これは文字で例示することが難しいためで，ここで改めて言及したものと考

えられる．
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答え．そうではない．不注意や鈍い把握や錯誤した理解の疑いを取り除くため320，会衆は

必ずそれ［＝3 回言うこと］に依拠するから．会衆が理解していないときのみ，それ［＝3

回言うこと］が起こるから．さもなければ過大適用321になってしまうから．

【2-8-5-4．3 回の理由】

反論．対論者は，理解していないことを明らかにすることによってのみ［論議から］退散

するから，そうであっても［＝会衆に不注意などがあっても］3 回という限定があるのはど

うしてか．

答え．その［3 回の］後での最終的な理解は，それ以上の［回数を要するための］別な理由

をもたないから．というのも，知りたいと思ってまた述べさせておきながら，会衆が不注

意であるということはありえないからである．またそこに審査員に相応しい質問者たち［＝

会衆］がまさに全員，3 回別の説明322を述べて判断しないこともない．［さもなければ］他

の場合に言明が悪く生じてしまうから．また理解していても理解を承認しないだろうとい

うことは会衆にはありえない．欲望はないから．それゆえ 3 回という限定323は必ずある．

                                                  
320 会衆に理解されるか否かの基準があるならば，基準を満たさないことによって敗北の場合となるが，そ

れは 1 回目ですでに明らかになることだから，3 回述べることは不要なのではないかという反論が提起さ

れている．

会衆が理解するまで 3 回を要するのは 3 つの理由による．1 つ目は不注意による聞き逃しの疑い，2 つ目は

鈍い把握による物分りの悪さの疑い，3 つ目は錯誤した理解による誤解の疑いである．事実これらは論者

の過失ではない．このような聞き手の過失を取り除くために，3 回を要するという．

NVTP でウダヤナは不注意を除く 2 つを挙げている．この記述から 1 回目は不注意の疑いを取り除き，2 回

目は鈍い把握の疑いを取り除き，3 回目は錯誤した理解の疑いを取り除くという順番ごとの対応はないだ

ろう．3 回のうちに，これら 3 つの疑いが解消されるべきであるというだけであると考えられる．

NVTP 593.5:まず 1 回目の言明は論理を得たものにほかならない．そして後の 2 回は不確定と鈍い把握を否

定 す る た め で あ る ． （ ekavArAbhidhAnaM tAvat nyAyaprAptam eva| vAradvayaM 

cAnavadhAraNamandaprasiddhinirAsArtham|）

ヴァーチャスパティミシュラは聞き手の過失を想定しておらず，全て発言者の責に負わせているが，この

ようなウダヤナの踏み込んだ解釈によってはじめて，3 回という発言回数が説明できる．しかし結果とし

て会衆の資質を疑うことにもなりかねない．
321 理解していてもしていなくても 3 回言わなければならないならば，全ての場合に 3 回言わなければなら

なくなる．1 回言ってまだ理解していない場合にのみ，2 回目，3 回目が必要となる．
322 「別の説明」…bhaGgyantara．「別の」という語を用いることによって，立論のほかに 3 回とも読むこと

ができるが，ウダヤナは言明を 3 回しか数えておらず，主張，1 回目の説明，2 回目の説明という構成にな

るものと考えられる．

Cf.NVTP 593.3:立論者によって 3 回，別の説明を述べても，会衆と反論者によって意味が理解されない文が

「意味の理解されないもの」である．（vAdinA trir bhaGgyantarAbhihitam api yat pariSatprativAdibhyAm 

avijJAtArthaM vAkyam avijJAtArtham|）
323 3 回という数自体に直接の根拠は与えられていないが，それだけの試行を重ねれば，立論者が言ってい

ることを判断できる回数と考えられる．

3 回ではなく無制限になる可能性としては，不注意であり続けることと，理解しているのに承認していな

いことが想定されるが，前者は「知りたいと思うこと」と「全員が確信しないことはないこと」，後者は「欲

望がないこと」によって否定される．欲望のない者が，知りたいと思って注意深く聞いており，かつそれ

が複数人いることによって，立論者の発言は 3 回で十分判断できるということになろう．

ヴァーチャスパティミシュラ，バーサルヴァジュニャは 3 回を限定と見なしていない．ヴァラダラージャ

はさらに，4 回も認めるトリローチャナを引用し，バーサルヴァジュニャとトリローチャナの意図は同じ

であるとする．
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【2-8-6．極意】

十分に慣用となった324語によってのみ語るべしというのが極意である．

【2-9．（9）無関係】

無関係とは前後関係が結びつかないことに基づいて意味の関係がないものである（スート

ラ 5.2.10）．

【2-9-1．スートラ解釈】

「前後関係」とは限定・被限定関係のこと．それの，またはそれによる「結びつかないこ

と」＝期待性がないこと．それに基づいて「意味の関係がないもの」＝意味が連関しない

ものが「無関係」である．語の類または文の類325が含意される．

【2-9-2．他の敗北の場合との区別】

これは表示対象をもつから，「無意味」と混同することはない326．また連関しないことから，

                                                                                                                                                    
NVTT 1178.14f:会衆と対論者が意味理解がある回数はだいたいのところ 3 回であるので，「3 回言っても」

という．（yAvadbhir vAraiH pariSatprativAdinor arthapratyayo bhavati sa ca prAyeNa tribhir iti trirabhihitam ity uktaM|）

NBhUS 371.17ff:そうではない．「3 回述べるという語は会衆の承認を代喩するためである．というのも質問

者たちがいずれかが無能力かを決定できない限り，話さなければならないからである．（na ; trir 

abhidhAnagrahaNasya pariSadanujJopalakSaNArthatvAt| yAvad dhi prAznikair anyatarasyAsAmarthyaM na nizcitaM, 

tAvad vaktavayam iti|）

TR 233.6f:4 回述べても何も過失はないと言うトリローチャナも意図は同じである．（caturabhidhAne 'pi 

kazcid doSa iti vadatas トリローチャナ syApi sa evAbhiprAyaH）

ヴァラダラージャは説明の表現が変わるという一説を挙げる．3 回とも同じ表現ではなく，同じ内容を別

の表現で説明するという．

TR 233.8f:一方他の者たちは同じ内容を異なる説明によってという．その意図でここで「別の説明」という．

（anye tu tasminn evArthe vacanabhaGgibhedeneti| tadabhiprAyeNAtroktaM tribhaGgyantaram iti|）

ヴァルダマーナは 3 回目までに至る状況をつぶさに説明する．2 回目は会衆が注意深く聞くため，3 回目は

内容自体に問題がないか確かめるためにある．

AN 101.19ff:そのうち最初の無理解は会衆の不注意にも基づくので，どうして他の過失によって両論者に敗

北があるだろうといって，2 回目が述べられる．注意深くなって聞いても，文にほかの周知でない単語が

あったり，適合性などが欠けていたりするならば，それゆえ文の理解はないので，それを確定するために

3 回目が述べられる．（tatra prathamAnavabodhasya pariSadanavadhAnAd apIti katham anyAparAdhena vAdinoH 

nigrahaH syAd iti dvitIyam abhidhAnam| avahitIbhUya zrutasyApi vAkyasya yadi anyaprasiddhAni padAni vA, yadi 

vA yogyatAdivaidhuryavanti bhavanti tadA na tato vAkyArthapratyaya iti tadavadhAraNAya tritIyam abhidhAnam|）
324 Pra:「十分に慣用となった」とは，協約が周知のという意味．

しかしこれでは「無意味」と同じ説明になってしまう．ウダヤナが説くように，「無意味」は文法的誤り・

外国語・表示の規則を剥奪したものという意味のないものの提示であり，「意味が理解されないもの」は学

派固有の術語・原義が理解されないもの・多義語という意味のあるものを提示しても特定の意味を理解さ

れないことであるという違いがある．
325 語同士の非連関と，文同士の非連関がある．

NVTP 593.7:非連関が決定された語の類や文の類が無関係である．（nizcitAnanvayaM padajAtaM vAkyajAtaM 

vApArthakam|）
326 ウディヨータカラは「無意味」と「無関係」の区別をスートラ通り，「字音だけ」と「諸々の単語が関

係していない」とする．ヴァーチャスパティミシュラは「字音だけ」を「表示対象を欠いたもの」，「諸々

の単語が関係していない」を「表示対象をもつものが関係していない」と説明する．ダルマキールティは，

字音が関係していない「無意味」が「無関係」から区別されるならば，「無関係」もさらに単語が関係して
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連関をもつ「別の内容」から区別される．

【2-9-3．3 種類の分類】

そしてそれは 3 種類である．

【2-9-3-1．NBh の例】

第一［の無関係］は，例えばバーシャが例示したようなもの327．

【2-9-3-2．隔たり】

隔たりによる非連関．例えば「行く，牛乳を，馬によって，飲んでから，街に，チャイト

ラは328」というようなもの．

                                                                                                                                                    
いないものと文が関係していないものに区別されないのかと反論し，「無意味」と「無区別」の区別に異を

唱えるが，ヴァーチャスパティミシュラおよびウダヤナによる表示対象をもつかもたないかという区別は，

ダルマキールティへの回答になっているといえよう．表示対象をもつ点で，単語の非連関と文の非連関は

共に「無関係」にまとめられる．

NV 1180.3ff:反論．「無意味」と「無関係」の区別はない．「無意味」から「無関係」は区別されない．前者

でも意味が理解されず，後者でも同じだから．答え．区別されると我々は言う．どうしてか．なぜなら，

前者では字音だけであり，後者では諸々の単語が関係していないのである．（nirarthakApArthakayor abedha iti 

cet ? atha manyase nirarthakAd apArthakaM na bhidyate, tatrApy artho na gamyata ihApIti ? bhidyata iti brUmaH| 

kathaM ? tatra hi varNamAtram iha tu padAny asambaddhAni|）

NVTT 1180.12f:前者すなわち「無意味」では「字音だけ」すなわち表示対象を欠いたものであるが，一方後

者すなわち「無関係」では諸々の単語＝それらによって表示対象が得られる，理解されるものという諸々

の単語，諸々の文は表示対象をもちながら，関係していないのである．（tatra anarthake varNamAtram 

abhidheyazUnyam, iha tu apArthake padAni padyate gamyate 'bhidheyam ebhir iti padAni vAkyAni cAbhidheyavanti 

asaMbaddhAni|）

VN 44.1ff:これ［＝無関係］は諸々の単語が関係しないことから，字音が関係していない「無意味」と別に

述べられたと言う．しかしそうであるならば，文が関係していないものも別に述べるべきであることにな

ってしまう．（idaM kila padAnAm asambandhAd asambaddhavarNAn nirarthakAt pRthag uktam| nanv evam 

asambaddhavAkyam api pRthag vAcyaM syAt|）
327 NBh:1179.5ff: 例えば「10 個のザクロが 6 つの菓子である」，「皿は羊の皮である」，「ゴマの塊」，「もし

それが鹿の一部ならば娘にそれを飲ませなければならない．彼女の父は年をとっていない．」（yathA -daza 

dADimAni, SaD apUpAH; kuNDam, ajAjinam, palalapiNDaH, atha raurukam etad, kumAryAH pAyyaM tasyAH pitA 'pratizIna 

iti）Cf. MBh ad.1.1.1，NBh 脚注

Pra はこのような言明は実際ありえないとして，後に述べられる例を読み込む．

Pra:「皿，羊の皮，ゴマの塊」という NBh の喩例は言明がありえないものであるので，「例えば」という語

は類似例を表す．それゆえ非連関が決定されたものとして類似例には，「大徳が承認していない」など後に

示されるであろう喩例が含まれる．
328 「チャイトラは牛乳を飲んでから馬によって街に行く」の語順が変わったもの．「飲む」「行く」という

動詞の行為要素が動詞から離れたところで述べられているのが連関しない原因である．「遠くにあっても関

連があれば連関する（yasya yenAbhisambandho dUrasthasyApi tasya sa）」という定理を用いれば連関は可能

であるが，Pra は常にその定理が成り立つわけではないとしている．

Pra:反論．この場合もまさにそのように会衆の理解がありうる．遠くにあっても関連があればそれは関係す

るという定理に基づいて．

答え．この場合，この定理の適用を欠いたものには連関の知は起こらないから，その意図によって喩例が

無関係であるという意味．
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【2-9-3-3．選択の残り】

選択の残りによる非連関は，語意を承認していても，ありえる限り全ての連関の方法を否

定することに基づいて，それ［＝連関］を承認しないことによって知るべきである．しか

し選択の中にある方法を承認するならば329上記のような否定こそが［主張の矛盾という］

敗北となる．

【2-9-3-4．その他の無関係はない】

【2-9-3-4-1．無効な限定要素】

無効な限定要素による非連関330が 4 番目の「無意味」であるとある者たちは言う．

【2-9-3-4-2．見せかけの理由に含まれる】

それは賢明ではない．伝統的ではないから．また過大適用があるから．というのも，それ

は見せかけの理由に含まれるとヴァールティカは言う331．

【2-9-3-4-3．連関はある】

また，それに基づいて連関の理解こそがなくなってしまうということはない．しかしそう

であるもの［＝遍充関係］は無効なものによって排撃される．そうであってもさらに「無

関係」であるならば，矛盾因などの見せかけの理由などもここ［＝無関係］に含まれてし

まうだろう332．それゆえ連関の理解がない場合にのみ，それだけが「無関係」であり，そ

れ［＝遍充関係］が排撃される場合にではない．

                                                  
329 言明に誤りを指摘された者が，指摘されたような連関を否定し，自分の言明には全く連関がないと主張

するならば無関係になる．一方，一部の連関を否定しておいて別の連関を認めるならば「主張の矛盾」が

起こる．

Pan:一方，方法を認めるならば否定と承認は矛盾するからこそ敗北の場合となり，無意味ではないので述

べる．「選択の中にある方法を」と．
330 無効な限定要素の例は「音声は無常である．認識対象でありかつ作られたものだから（zabdaH anityaH 

prameyatve sati kRtakatvAt）」というもの．所作性だけで論証ができるところに，限定要素として加えられる

認識対象性は論証に効果を及ぼさない．
331 ウディヨータカラは，同類例全てに存するもの・一部に存するもの・全く存しないもの・同類例自体が

ないものの 4 種類と，異類例全てに存するもの・一部に存するもの・全く存しないもの・同類例自体がな

いものの 4 種類を全て組み合わせて，十六句因の分類を行った．さらに，主題全てに存するもの・一部に

存するものの 2 種類，それぞれ限定要素が成り立たないもの（無効なもの・疑わしいもの）と被限定要素

が成り立たないもの（無効なもの・疑わしいもの）の 2 種類を分け，これによって合計 64 種類が得られる

（主題 2×同類例 4×異類例 4×限定関係 2＝64）．限定・非限定関係が破損していることによっていずれも

誤った理由である．

NV 638.16ff:同様に無効な限定要素と無効な被限定要素をもつものは 64 あると知るべきである．例えば「音

声は無常である．作られたものでありかつ認識対象だから」「認識対象でありかつ作られたものだから」

（evam asamarthavizeSaNAsamarthavizeSyAz catuHSaSTir eva draSTavyAH| yathA anityaH zabdaH kRtakatve sati 

prameyatvAt prameyatve sati kRtakatvAd iti|）
332 過大適用の説明．遍充関係が破綻しているものが「無関係」ならば，いくつかの誤った理由に過大適用

されることになってしまう．
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【2-9-3-4-4．異なる基体による非連関】

このこと［＝見せかけの理由に含まれること］によって，異なる基体による非連関333も無

関係であるということは否定された．

【2-9-4．言明の可能性】

【2-9-4-1．隔たりと選択の残り】

言明の可能性はその場合，後二者については，相手の無知を引き出そうという迷妄によっ

て，対論者に［排撃を］帰結されて，あるいは不注意によって起こる334．

【2-9-4-2．ヴァーツヤーヤナの例】

反論．一方，第一のものはどうして［言明の可能性が］あろうか．なぜなら，能力があっ

て正気な者が相手に説明を起こしておきながら，連関しないものを最初から述べることは

あり得ないからである．

答え．そうではない．不慣れな者が実際に連関しているものを緊張して上記のように述べ

ることはありえるから335．例えば「大徳に認められたヴェーダは最近の人が著したもので

はない．そして輪廻は始まりがない．そして大地などは作者をもたない．そして世界の多

様性は原因のないものではない」などの連関しないものはスートラの通例である．

【2-9-5．極意】

連関しないものを述べるべからずというのが極意である．

【2-10．（10）時宜を得ないもの】

時宜を得ないものとは支分の逆転した言論である（スートラ 5.2.11）．

【2-10-1．スートラ解釈】

これは字義通りで明らかに説明されている．一方「支分」という語はこの場合，全部の論

                                                  
333 異なる基体による非連関とは，例えば「音声は常住である．壺は作られたものだから」である（Pan）．
確かに連関はないが「無関係」ではなく，理由「作られたものであること」が主題に存するものでないこ

とによって不成立因となる．
334 Pra によれば「相手の無知を引き出そうという迷妄」が隔たりによる非連関を述べる原因，「対論者に［排

撃を］帰結されること」が選択の残りによる非連関を述べる原因とされる．

Pra:そのうち連関が隔てられているものについて言明の可能性を述べる．「相手の無知を」と．選択の残り

による非連関についてそれを述べる．「対論者に」と．なぜなら対論者に排撃を帰結された立論者が，自説

に定説を知らずに何も述べなければ全世間から除け者にされると恐れて，会衆の承認のために何らかの連

関しないものを話すという意味．
335 Pra によれば NBh の例も実際には連関があるのに，説明不十分であることによって非連関となるとされ

る．

Pra:「実際に連関しているもの」について．大徳が承認し，最近の人が著したものではないことに対して，

輪廻が無始であることが理由であるという実際の連関が必ずある．なぜなら最近の人が著したものに対し

て大徳が承認することはあり得ないからである．後のものも同様であるという意味．
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議の要素を含む意味をもつ．

【2-10-2．4 種類の分類】

それゆえこれは 4 種類ある．段階，段階の部分，支分，支分の部分の逆転による区別に基

づいて336．

【2-10-2-1．段階の部分の逆転】

すなわち，［まず］立論者によって提示が述べられるべきである．その後に要約して，ある

いは詳細に［自らの論証から］見せかけの理由を払いのけるべきである．反論者によって

も論諍の場合は立論者が提示した理由を批判してから，自説について論証を述べるべきで

ある．それから［反論者が自らの論証から］見せかけの理由を払いのけるべきであるとい

う順序である．そこで，もし［立論者が］全くの最初から見せかけの理由を払いのけて，

後から理由を提示するならば，段階の部分の逆転である337．

【2-10-2-2．段階の逆転】

あるいは，反論者が［立論者より前に］最初から自説に論証を述べて，その後相手［＝反

論者］が述べた理由に［立論者が］過失を述べるときには，段階の逆転である338．

【2-10-2-3．支分の逆転】

一方，支分の逆転は周知である．

【2-10-2-4．支分の部分の逆転】

その部分の逆転は，例えば「作者をもつ．異論の元になるものは」というようなものであ

                                                  
336 ヴァーチャスパティミシュラまでは支分の逆転のみが対象となっており，4 種類に拡張するのはウダヤ

ナによる創意であろう．ヴァラダラージャはさらに論議の開始（kathArambha）の手続きを無視して立論を

始めてしまった場合の逆転を数えて 5 つとする．

TR 236.6f:そのうち最初に論証を述べてから後で表現法などを決めるのは論議の開始の逆転である．（tatra 

prathamaM sAdhanam abhidhAya pazcAt vyavahArAdikaM niyacchataH kathArambhaviparyAsaH|）
337 第一段階は立論者の出番，第二段階は対論者の出番で，どちらも立論が先，そして誤謬がないことを示

すことが後となる．先に誤謬がないことを示してから立論を述べるのは段階内の順序を逸脱している．

Pra:立論者によって論証したいと思った所証の属性を論証するために理由の提示があり，誤った理由の疑い

の非難がないことが論議の第一段階である．反論者によってそれの批判があるのが第二段階，その後自説

に理由を提示して誤った理由を否定するのが第三段階．そしてこれらは動機が混同しないから 3 つある．
338 上記の順序規定では，相手の反論がどこで行われるか明記されていないが，行われるとすれば立論の後，

誤った理由を払いのける前ということになろう．したがって第一段階は立論者の立論・（対論者の反論）・

立論者の再反論という 2～3 つの部分からなり，第二段階も同様に対論者の立論・（立論者の反論）・対論者

の再反論という 2～3 つの部分からなると考えられる．この想定が正しいとすれば，対論者の立論と立論者

の反論を含む第二段階が，第一段階より前に行われることが段階の逆転であると考えられる．これは両論

者の過失であろう．

TR では，相手に指摘された誤謬だけを払いのけるべきであるという見解に対して，疑いの原因である撞着

がなくなる限り，相手に指摘されなくとも自ら全ての誤謬を払いのけるべきであると答えている（TR 
237.2ff）．
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る339．

【2-10-3．言明の可能性】

これは会衆が騒然となることに基づいて言明の可能性がある．あるいは「意味を理解させ

るのに順序は望まれていない．順序が違っていても意味は理解されるから」と誤認するこ

とに基づく．

【2-10-4．順序の意義】

反論．この誤認は正しいものにほかならない．

答え．そうではない．論証が提示されていなければ過失を述べることはその拠り所を欠く

から．反論されるものが提示されているとき，同類例の論証はもう要請されないから．そ

れゆえ段階とその部分には順序が必ず望まれている340．また支分とその部分については第

                                                  
339 隔離による無関係とは異なり，主客の順序が入れ替わっているだけで間に挿入されているものがない．

連関はあるが，様式に則っていないということだろう．実際このような逆転はいたるところに散見される．

（○zabdo 'nityaH―×anityaH zabdaH）
340 先行する注釈者たちは，仏教徒の反論に答えて順序の正当性を説明している．ウディヨータカラには「逆

転しても理解される」「支分の決まりは承認されない」「逆転した用法が見られる」という 3 つの理由から，

これが敗北の場合でないという反論があった．これに対してウディヨータカラは規範配列を手がかりにし

て逆転しても意味が理解されること，支分の決まりとはこの規範配列であること，論書などとは異なり，

論議ではこの規範配列に沿って説明しなければ理解されないことを説いている．

NV 1181.5ff:「そうではない．そうであっても成立するから」とある者たちは言う．しかしある者たちは言

う．「これは敗北の場合ではない．そうであっても成立するから」と．「また決まりは承認されないから．

つまり我々はこのように決まりを承認しない」と．「また使用例があるから．支分の逆転は全ての論書で行

われているので，この決まりは誰のものか」と．

まず「そうであっても成立するから」というが，提示を逸脱した言葉のようにこれもなってしまう．例え

ば「牛」という語の対象に「ベコ」と用いられている語は，垂れ肉などをもつ対象を理解させるが，言葉

の説明は無意味ではない．この語によって「これは牛という語をもつ」と理解され，「牛」という語から垂

れ肉などをもつ対象が［理解される］．同様に主張などの支分の逆転によって配列が理解され，配列によっ

て対象が［理解される］という．それはどうしてか．まず前に行為対象が取り上げられ，その後に行為手

段が［取り上げられる］．土塊などの例は世間でいくつもあるという．

また「決まりは承認されないから」というが，これは決まりではなくて対象の配列である．したがって対

象の配列に従う者は批判しないという．

また「使用例があるから」というが，そうではない．敗北の場合の対象を理解していないから．論書では

諸々の文が対象を要約するために取り上げられており，要約された対象を文によって説明する者は提示の

ときに主張などの配列によって説明するという．

（na evam api siddher iti eke| eke tu bruvate na etad nigrahasthAnam evam api siddheH iti| samayAnabhyupagamAc 

ca - na ca vayam evaM samayaM pratIcchAmaH iti ; prayogAc ca - prayuktaz ca avayavavyatyayaH sarvazAstreSv 

iti kasyAyam samaya iti| yat tAvann "evam api siddheH" iti, prayogApetazabdavad etad syAt yathA gaur iti asya 

padasyArthe gAvIti prayujyamAnaM padaM kakudAdimantam artham pratipAdayatIti| na ca zabdAnvAkhyAnam 

vyartham| anena zabdena gozabdam eva asau pratipadyate gozabdAt kakudAdimantam artham| tathA 

pratijJAdyavayavaviparyAsena AnupUrvI pratipadyate, AnupUrvyA cArtham iti| etat katham ? pUrvam tAvat 

karmopAdIyate tataH karaNam, mRdpiNDAdyudAharaNam anekadhA loke iti| yad punar etat ̀ `samayAnabhyupagamAt'' 

iti ? nAyam samayo 'pi tu arthasyAnupUrvI, so 'yam arthasyAnupUrvIm anvAcakSANo nAbhyAkhyeya iti| yat punar 

etat - ``prayogAt'' iti| na, nigrahasthAnaviSayAparijJAnAt| zAstre vAkyAni arthasaGgrahArtham upAdIyante saGgRhItam 

tv artham vAkyena pratipAdayitA prayogakAle pratijJAdikayA ''nupUrvyA pratipAdayatIti||）

この規範配列についてウディヨータカラが，アパブランシャ語"govI''による語意理解はサンスクリット語

``go''を規範とするという例を引いたために，ダルマキールティとヴァーチャスパティミシュラ，さらにウ
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一課で議論し尽くされている341．またそうであるならば，順序が違っていても意味理解は

ある．「クリト・ラーサの日342」などのように知るべきである．

【2-10-5．極意】

期待の順番によって述べるべしというのが極意である．

                                                                                                                                                    
ダヤナまでこの例をめぐって語意習得理論についての論争まで発展した．Cf.Much［1991］p.82，注 359．
341 Cf.NS 1.1.32-39.
342 NVTT への異読から，天文学に関わる省略した記述であると考えられる．

T,M に従えば『「作者性なし」などのように知るべきである．』世界の作者を否定する論証で，「作者がいな

いこと（asatkartRtA）」の代わりに「作者性なし（kartRtAsat）」と述べても意味は理解されるが，これは期待

性がなく，論書の流儀ではない．

この一節は，ヴァーチャスパティミシュラが論書で意味が要約されて述べられる例として挙げたものに由

来すると考えられる．ヴァーチャスパティミシュラによれば要約される場合は，順序が無視されることも

あるが，論議においてはそうであってはいけないという．

NVTT 1184.5ff:論書において「全部非存在のように敬意を払うように」と意味の要約が何らかの方法でなさ

れるように，議論においても同じようにするべきであるというのは妥当ではない．議論などでは主張と反

主張をもつ両論者共に考察されているから．そして考察されたことが論書にされるから．（na hi zAstre 

kRtsnAsadivAdarabhUt tad ivety arthasaGgraho yathA kathaJcit kriyata iti vAde 'pi tathA kriyatAm iti yuktaM vAdAdiSu 

pakSapratipakSavadvaktor api parIkSyamANatvAt parIkSatasya ca zAstritatvAt|）

この箇所は異読が多い．NS p.1184 の脚注では以下のような異読と説明が紹介され，天文学の説明が最も優

れていると結論する．これだけではウダヤナのいう「順序が違っていても」は説明がつかないが，他の異

読で意味が取れないだけに何らかの関連が予想される．

・kRtRrAsadivAdarabhrAd（kAlikAtA 本）

・kRtRnAsadivAdarabhUtadiva（vizuddhAnandasarasvatIsvAmivara本）

…kartari nAsad iva Adaro 'bhUt tad ivaという読み方を提示．

・kRtyAsadivAkarabhUtadiva（sudhAkarapaNDita）…kRtyA sa-divAkara-bhUta-diva

天文学の論書で 14 日の日曜日に矛盾すると述べられ，それに従って「クリティ星が太陽になった日」と読

む．クリティ星とは星のことで，「太陽に天秤座のバラニー星が優勢となって近づき，マガー星もそうなる．

14 日と 12 日はぶつかり 7 日もそうなる」ということを早く理解するために見られる（sudhAkarapaNDita）．

・kRtsnAsadivAdarabhUtadiva（kAzIsaMskRtapAthazAlA本，zivakumAramizra）…kRtsna-asad iva Adara-bhUtad iva

唯識の論証を始めるとき，どうして認識だけが存在し外界の対象は存在しないとあなたは説明するのかと

反論されて，唯識論者が要約して 2 つの実例によって 2 つの実例による説明の方法を自ら示す．「全部」な

どと．ここで「全部が存在しない者のように．敬意を払う者のように」と分解する．その意味は，私は外

界の対象が非存在であることを説明するときに，私は「全部が存在しないような者」である．その者にと

って全部が存在しない，つまり空論者のような者であるという意味．空論者は全てが存在しないことを論

証し，縁起説を説くのと全く同様に，私も外界の非存在を論証するものであるということ．一方認識が存

在することを証明するとき，私は「敬意を払うような者」である．敬意を払うとは承認を対象とし，その

全部をもつものが敬意を払う者である．全ての存在性を主張するニヤーヤ学派という意味．ニヤーヤ学派

が経験の力を行使して外界とそれ以外の両方の存在性を論証するのと全く同様に，私も認識の存在性を論

証するという意味（zivakumAramizra）．

・kRtrAsadivAdivat（KM）

・kRtRrAsadivAdivat（KO）

…編者によって「？」マークが付されている

・kartRtAsad ivAdivat（MM,TI）
・kRtavAsadivAdara（m）bhUtadiva（TR）
…「私には真実は分からない（LaghudIpikA）」
…「特定の時間を要約する文の語頭を取り上げたものである（VivRti 238.19）」
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【2-11．（11）不足】

不足とはいずれか一つでも支分を欠くものである（スートラ 5.2.12）．

【2-11-1．支分の数について】

【2-11-1-1．支分の数の制限による議論の壊滅】

反論．これは関係のないものである．別の議論が壊滅することになってしまうから343．す

なわち，もし二支分の提示をするならば不足によって敗北してしまう．あるいは敗北しな

いならば立論者が反論すべきものの看過を指摘することになってしまう．一方五支分なら

ば過剰によって敗北してしまう．あるいはそのように［五支分を］認めるならば定説逸脱

によって［敗北してしまう］．それゆえ二支分が提示され，必ず不足が指摘されるとき，別

の支分を認めないと仏教徒が述べるはずである．ニヤーヤ学徒もそれらが要件であること

を説明するはずである．よって全ての場合に議論が中断してしまうだろう．また，そうで

あってもよいと言ってはならない．［不足と過剰の］ほかの敗北の場合を説明することが無

意味になってしまうから．主張などが要件か要件でないかの考察もなくなってしまう．提

示が確定していなければ提示することができないから．

【2-11-1-2．支分数は定説に基づく】

ここで以下のことが真実である．自分の定説で確定された提示の支分を破棄することなど

に関して不足などが起こる344．

                                                  
343 両論者が支分の数だけに拘泥している限り，いかなるテーマの議論も進展しない．主張などの各支分が

要件か要件でないかというようなメタレベルでの議論もまた，それを主張するための支分の数が問題とな

ってしまい，それ自体の議論に入ることができない．

Pra:「主張などが」について．すなわち，所証が疑わしいときに，両者にとって必ず成立している証因が取

り上げられ，もし所証をもつ提示の数だけに異論があるならば，証因も疑わしいものにほかならないから，

どうしてそれを確定するために取り上げられようかという意味．
344 二支分論者は二支分から，五支分論者は五支分から過不足する場合だけが不足や過剰になる．これによ

って支分が異なる論者同士の論議が可能となる．支分の数はいくつが適当かという議論は重要なトピック

であるが，ここではひとまず棚に上げられている．

Pra:それゆえ論議において自分の定説で述べるべきものとして承認された論議の部分を述べないことが不

足である．

ヴァーチャスパティミシュラまでは五支分にこだわり，特に仏教徒の「主張はなくてもよい」という見解

に焦点をあわせて「不足」を説明しているが，ウダヤナに来て大きな転換を遂げたことになる．

NV 1185.6ff:ある者たち［＝ディグナーガ］は主張の不足はないと考える．しかしこれは妥当ではない．主

張なしの提示には［敗北か否かという］選択によって反論されるべきだから．……もし敗北でないならば，

不足した文が対象を証明するので，論証なしに成立が承認されたことになる．しかしあなたが「主張は定

説に含まれるものにほかならない」ということも我々は認めない．対象を取り上げるのが主張であり，一

般と特殊から確定された事物の総括が定説であるという．（eke tu pratijJAnyUnam nAsti iti AcakSate| etad tu 

na yuktam| pratijJAm antareNa prayoge vikalpataH paryanuyojyaH|... atha na nigrahaH ? nyUnam vAkyam artham 

sAdhayati iti sAdhanAbhAve siddhiH abhyupagatA bhavati| yat tu bravISi ``siddhAntaparigrahaH eva pratijJA'' etad 

api na budhyAmahe ; karmaNa upAdAnam pratijJA, sAmAnyavizeSavato 'vadhAritasya vastunaH parigrahaH siddhAnta 

iti||）

NVTT 1185.13ff:主張などの五支分を備えたものが論証であると説明されている．不足しているとき，論証

であることはなく，それがなければ所証の成立はない．なぜなら総体によって成就される結果が総体の一

部からあるということはないからであるという意味．（pratijJAdInAM paJcAvayavAnAM militAnAM sAdhanatvam 
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【2-11-2．定説逸脱ではない】

【2-11-2-1．不足は承認内容ではない】

反論．そうであっても定説逸脱であるはずだ．それ［＝不足など］に何の用があろうか．

答え．そうではない．なぜなら自分の定説と異なる行動が定説逸脱なのではなくて，［自分

の定説と異なる］承認［が定説逸脱］なのである345．さもなければ全ての敗北の場合が定

説逸脱になってしまうから．また不足を行っても，その者［＝論者］が不足が［論証を］

理解させるものであると承認していることはない．もしそうならば定説逸脱になるだろう

けれども．

【2-11-2-2．言明の可能性】

反論．そのように承認しないでおいて行うというのは撞着している．それゆえもし言葉の

上で承認がなくても，意図としてはあるだろう．

答え．そうではない．完全な文を述べようとしていても，途中で会衆が騒然となることに

より硬直してしまい，別の支分を述べないことがありえるから．また，意図は言葉を徴標

とするので，不足を述べることによってのみ，そのような承認も推察されるから，［定説逸

脱は］それ［＝不足］よりも理解が劣るから346．

【2-11-2-3．制限前の齟齬】

あるいは，事実に即して，あるいは定説に即して述べるべしと制限する前にこれ［＝不足］

が起こる．またそうであるならば提示の形体の議論が付随して，別の議論が浮上する過失

がある．いずれかの［論者での］不成立347を指摘するときに成立とは何かと説明するよう

に，［支分の数についての議論が］前に述べたもの［＝立論］と結びつくから．

【2-11-3．極意】

完全なものを述べるべしというのが極意である．

                                                                                                                                                    
upapAditaM| nyUnatve sAdhanatvaM nAsti tadabhAve na sAdhyasiddhiH| na hi sAmagrIniSpAdyaM kAryaM 

sAmagryekadezAd bhavatIty arthaH|）
345 定説逸脱は定説と異なる言明であるのに対し，ここでは「私は五支分論者ではない」というように定説

と異なる内容の言明をしているのではなく，学派で認められた定説と異なる支分の数で提示したという形

式が問題となっている．仮に不足が論証を理解させないという定説を裏切って論証を理解させると承認す

るならば定説逸脱の余地があるが，論者にはそのような承認はない．
346 形式上の逸脱からも，定説逸脱の意図を暗示的に読み取ることは確かにできるが，それ以前に不足は明

示的なものであり，したがって不足の敗北の場合が先に適用される．また，会衆が騒然となったことによ

って意図せず中断してしまった場合は，意図としても定説逸脱があったとは言えず，明示的なものとして

不足が指摘されることになる．
347 Pra:「いずれかの不成立」とは，立論者が述べたものに対論者がいずれかの不成立を指摘するとき，対

論者がそのときにこそそれを証明せず，承認だけによって述べるように，前に述べたものも同じであると

いう意味．
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【2-12．（12）余分】

余分とは理由と喩例が余計なものである（スートラ 5.2.13）．

【2-12-1．他の敗北の場合との区別】

【2-12-1-1．スートラへの補い】

連関しており，［論証に］資するものであり，繰り返しではなく，行われるべきことが済ん

でおり348，述べられつつある余分がここで得られる．その余分が敗北の場合と表現される

べきであるという意味．それゆえ無関係などを排除し，また余分な再言及349と反論の余分

が包含される．

【2-12-1-2．主張と結論の余分はない】

一方「理由と喩例」という語は，他の支分の余分がないことを説明するためのものである．

すなわち主張と結論の余分はありえない．

【2-12-1-2-1．主張の余分は他の敗北の場合になる】

同じ意味をもつならば「繰り返し」に基づいて，そうでないならば「音声は無常である．

大地などは作者をもつ」というように「無関係」であることに基づいて［敗北の場合とな

る］．期待が同一ならば「音声は無常であり，属性である」というように「別の意味」であ

ることに基づいて［敗北の場合となる］．所証の限定要素が複数あるならば「音素からなる

有意な言葉は滅するもの，つまり無常である」というように同じ内容の繰り返し350に基づ

いて［敗北の場合となる］．

【2-12-1-2-2．結論の余分はない】

結論においても同様である．

【2-12-1-3．適用の余分は理由の余分に同じ】

一方，適用の余分は理由の余分と異ならない．

【2-12-1-4．理由の余分】

しかし理由と喩例の余分ではこのような他［の敗北の場合］との混同はない．すなわち，「こ

                                                  
348 NVTP 597.2:［論証に］資するものであり，繰り返しではなく，連関しており，行われるべきものが済

んだことを述べることが余分である．（upayuktApunaruktakRtakartavyatAbhidhAnam adhikam|）

「行われるべきことが済んでいる」第 1 の理由や喩例によって論証の支分が完了していることを表す．そ

の上で第 2 の理由や喩例を挙げることが余分となる．

Pra:「行われるべきことが済んでおり」といって第 1 の表示を［排除する］．
349 再言及は「繰り返し」の例外であるが，それでも余分なものがあれば「余分」の敗北が適用される．
350 「音素からなる」音素からなるならば必ず有意であり，滅するならば必ず無常であるため，「有意であ

る」「滅する」という限定要素は無意味な繰り返しになる．
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れは火を有する．煙を有するから．光を有するから」というとき，「繰り返し」はない．煙

と火は別物だから．また［煙と光に］遍充関係がないから．「無関係」でもない．主張の内

容と連関しているから．「別の内容」でもない．［煙と光の］両方とも当該のものとして違

いはないから．単に行われるべきことが済んだことが［2 番目の理由に］残る．

【2-12-1-5．喩例の余分】

「焼き釜のように．かまどのように」というこの場合も同様である．

【2-12-2．2 種類の余分】

そしてこの余分はそれぞれの語によって個別にあるものと，「など」という語によって一般

的にあるものとで 2 種類が考えられるべきである351．

【2-12-3．知りたい欲求に反すること】

【2-12-3-1．無理解と誤解】

「これは敗北の場合ではない．無理解と誤解352を明らかにするものではないから」とある

者たちは言う．それは正しくない．会衆と対論者の知りたいという欲求に従って論議が起

こるから．さもなければ「別の内容」なども敗北の場合でなくなってしまう．自分の望み

で353それも始められるから．それゆえ論議の要件となったそれ［＝知りたいという欲求］

を知らずに，あるいは要件でないと思って起こるから，無理解と誤解がどうしてないだろ

うか．

【2-12-3-2．余分が許される場合】

反論．しかし会衆が他の理由や他の喩例にも知りたいという欲求があったら何と言うのか．

【2-12-3-2-1．思いつく限り】

答え．思いつく限り話すべきである．全部必ず［述べなければならない］と承認すること

によって［話すべき］ではない．全知者でない者はそれ［＝全部必ず述べること］が不可

能だから．

                                                  
351 直接個々に言及する場合と「など」という語で包含させる場合．

Pra:「それぞれの語によって」＝非共通の者を表す語によって．例えば「煙を有するから．光を有するから」

などいうように．「などという語によって」とは例えば「煙を有することなどから」などというように．
352 NS 1.2.19:敗北の場合とは誤解と無理解である（vipratipattir apratipattiz ca nigrahasthAnam||）
353 「別の内容」も直接的には論者の無理解と誤解ではない．それが敗北の場合となるのは会衆と対論者の

知りたい欲求に従っていないからである．ここにおいて敗北の場合の一般定義はあくまで聞き手の欲求に

関してのものであると解釈し直されることになる．

Pra:「まさに自ら（自分の望みで）」とは，別の対象にさまようことなどは必ずあるので，原因がないから

という意味．
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【2-12-3-2-2．教義書にある限り】

あるいは学習中の者は教義書にある限り話すべきである．それを述べなければ「不足」が

起こる．

【2-12-3-2-3．知りたいと思う限り】

深い知識をもつ者は会衆が知りたいと欲求する限り話すべきである354．なぜならたくさん

の回数話せば，それ［＝知りたいという欲求］は止むだろうからである．止まなければそ

れ［＝知りたいという欲求］こそが［論議の終了にとって］障害となるだろうが，しかし

［実際］そのようなことはありえない．

【2-12-3-2-4．反論の余分】

一方，過失を述べるとき［＝指摘するとき］には全部必ず［述べなければならない］と承

認することもできる．それら［＝過失］は限りがあるから355．

【2-12-4．言明の可能性】

「この意味が明解で確固であるべきだ」という迷妄からこれ［＝余分］の言明の可能性が

ある．

【2-12-4-1．余分によって確固になることはない】

反論．どうしてこれが迷妄なのか．

答え．そうではない．すなわち明解で確固であること356とは，決定のことか，完璧な決定

                                                  
354 理由や喩例の数は聞き手の期待に基づくものであり，常に 1 つしか述べてはいけないとは限らないとい

うこの見解は，ヴァーチャスパティミシュラの言明に基づいたものであると考えられる．ヴァーチャスパ

ティミシュラは対論者や会衆に知りたい欲求がある限り，いくらでも述べるべきだと言う．しかしウダヤ

ナはたくさんの理由を挙げるのは論者の全員にできることではないとして，「思いつく限り」「教義書にあ

る限り」という別の選択肢を用意している．

NVTT 1186.12ff:どうしてこれが所証を証明するのかという知りたい欲求がある場合，1 つだけの証因によ

って所証が成立するから，別の証因を述べることは無意味である．行為が完成した行為対象に，異ならな

いものを述べる証因は証因の定理を逸脱しているから．一方対論者や会衆に「この所証にはいくつの証因

があり得るのか」と知りたい欲求がある場合，証因の数だけまさに全て述べるべきである．いずれか 1 つ

を述べれば［不足という］敗北の場合になってしまうから．（yatra katham etat sAdhyaM sidhyatIti jijJAsA, 

tatraikenaiva sAdhanena sAdhyasiddheH sAdhanAntarAbhidhAnam anarthakam iti, niSpAditakriye karmaNi 

avizeSAbhidhAyinaH sAdhanasya sAdhananyAyAtipAtAt| yatra tu prativAdinaH pariSado vA jijJAsA bhavati - kati 

sAdhanAni sambhavanty asmin sAdhya iti, tatra yAvanti sAdhanAni tAvanti sarvANy eva vAcyAni, anyatarAbhidhAne 

nigrahaprasaGgAd iti|）
355 論証では 1 つの所証を論証するのにさまざまな理由と喩例を挙げることができ，全知者でない限り全部

を挙げることはできないが，反論において誤った理由などの数は高が知れており，全部を挙げることがで

きる．

Pra:当該の推理が落ちるある限りの個々の場合を述べることは，反論において可能であるが，認識手段［＝

論証］においてはそうではない．なぜなら当該の所証の個々の場合に個々の認識手段［＝論証］がある限

り全知者でない者が全部を述べることはできないからである．当該の所証に遍充されるものは無限だから．

また感覚器官を超えるものだからということが意図されている．
356 余分な理由や喩例を述べることは，論証を確固たるものにする効果があるという理由から，敗北の場合
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のことか，繰り返しによる潜在印象の卓越のことか．

【2-12-4-1-1．決定は済んでいる】

1 番目ではない．最初［の理由／喩例］によって成立しているから．

【2-12-4-1-2．完璧な決定はない】

2 番目ではない．それ［＝完璧な決定357］は 1000 の推理をもっても不可能だから．

【2-12-4-1-3．論者への温情はない】

3 番目ではない．それ［＝潜在印象の卓越］は弟子など温情すべきものを対象とするから．

そして会衆と対論者にはそれと反対する者だから．

【2-12-4-2．正しい根拠でも余分である】

反論．そうであってもそれ［＝余分］は正しい根拠にほかならない．なぜなら未知の対象

を知らせるもの358こそがニヤーヤ学徒にとってそれ［＝正しい根拠］ではないからである．

                                                                                                                                                    
であることを否定する見解は，ウディヨータカラが引用し批判している．ウディヨータカラは「確固であ

ること」の意味を問うだけで自ら選択肢を示していないが，ヴァーチャスパティミシュラはこれを注釈し

て，確固であることを「決定」「明解であること」「一般と特殊とそれをもつものの把握」の 3 つに解釈し

ながら，それぞれ否定している．ウダヤナが用意した 3 つの選択肢のうち 2 つが，「決定」「一般と特殊と

それをもつものの把握」に対応している．

3 つ目の「繰り返しによる潜在印象の卓越」については，次の「繰り返し」でウディヨータカラが同じよ

うな議論を展開し，「論者は師匠や弟子ではないから，繰り返すことはない」とい述べたことに基づいてい

ると考えられる．

NVTP 1186.17ff:もし決定が確固であることならば，それはただ 1 つだけの認識手段からなる．決定しない

ものは認識手段ではないから．もし明解であることならば，それも決定ならば回答は与えられている．も

し一般と特殊とそれをもつものの把握ならば，それは 1000 の推理をもってもない．普遍をもつ実体だけを

対象とするから．（yadi nizcayo dArDhyaM tad ekasmAd eva pramANAd bhavati anizcAyakasyApramANatvAt| atha 

sphuTatvaM tad api cen nizcayaH sa dattottaraH| atha sAmAnyavizeSatadvatAM grahaNaM na tadanumAnasahasrair

api teSAM sAmAnyavad dravyamAtraviSayatvAt|）

NV 1188.4:この者は弟子でも師匠でもなく，それゆえこの者は繰り返し理解することはない．（na cAyaM 

ziSyo na gurus tasmAn nAyaM punaH pratipAdyata iti|）

Pra では「決定」は疑惑がないことを表し，「完璧な決定」は全部のあり方の直覚を表すとする．

Pra:「決定」とは疑惑の反対のあり方をもつものという意味．「完璧な決定」とは全部のあり方を直覚する

ことからなるものという意味．「繰り返しによる」とは 1 つの対象に複数の知が生じることによるという意

味．
357 「完璧な決定」とはヴァーチャスパティミシュラの「一般と特殊とそれをもつものの把握」に対応し，

Pra では「全部のあり方の直覚」と解釈される．
358 ミーマーンサー説．直接の引用はないものの，正しいものを 2 つ提示しても過失はないという見解に対

して，ウディヨータカラが批判しヴァーチャスパティミシュラが解説したものを踏襲している．ヴァーチ

ャスパティミシュラはニヤーヤ学派の認識手段にとって対象が未知である必要がないことから，2 つ目の

理由や喩例が認識手段にほかならないことを示しつつ，問題はそれが認識手段か否かにあるのではなく，

聞き手の期待に沿っているか否かにあるのだと説いている．

NV 1186.8ff:もしあなたが 2 つとも知らせるものだというならば，その通り，2 つとも知らせるものである．

1 つだけ述べれば 2 つ目を述べることは無意味である．照明されたものに別の灯火を取り上げるようにと

いう．あるいは無限遡及がある．照明されたものにも別の手段を取り上げるからという．（atha bravISi dve 

api jJApake ? satyam dve api jJApake| ekenaivAbhidhAnAd vyartham abhidhAnam dvitIyasya prakAzite 
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答え．その通りである．［しかし聞き手に］期待されていないものを知らせる人が，「別の

内容」のように敗北すると述べたのである．

【2-12-4-3．賞賛されない】

反論．そうであっても自身が偉大であることを知らせることがこの場合の結果である．

答え．そうではない．それ［＝自分の偉大さを知らせること］にとって，［聞き手が］知り

たいと思ったものだけが賞賛の理由になるから．しかしさもなければ［＝知りたいと思わ

れたことを話しても余分になるならば全ての発言に］過大適用があるから359．

【2-13．（13）繰り返し】

これと同じ理屈で，理解が済んだ対象を動機なく再び説明するために述べることが繰り返

しという敗北の場合である360．

【2-13-1．下位区分のスートラ】

それを下位分類によって展開しつつスートラにする．

繰り返しとは言葉や意味の繰り返しである．但し再言及を除く361（スートラ 5.2.14）．

【2-13-2．意味上の繰り返しのスートラ】

                                                                                                                                                    
dIpAntaropAdAnavad iti| anavasthA vA prakAzite 'pi sAdhanAntaropAdAnAd iti|）

NVTT 1186.20ff:我々にとって未知の対象を知らせるものであることが認識手段性なのではない．もしそう

であるならば 1 つによって理解したとき別の認識手段が正しくないことになってしまうだろうが．そうで

はなくて知らせるものが認識手段であり，そしてそれは 2 つ目にも異ならないというのが疑問の意味．否

定する．「その通り，2 つとも知らせるものである」と．人がここで過誤とされるのはすでに知られており，

［聞き手が］もう知りたいと思っていない対象を説く者であり，認識手段［を説く者］ではない．すなわ

ちそれは能力によって対象に必ず起こる．もし知りたいと思う欲求があるならば，知らせる対象を説く者

には何の過誤もない．すなわちまだ刈り取っていない麦に刀が役に立たないことはない．それゆえ理由が

期待されていないから，また無限遡及があるから，人の敗北になると定まる．（nAsmAkam 

anadhigatArthagantRtvaM pramANatvaM, yenaikenAdhigate pramANAntaram apramANaM syAt| api tu gantRmAtraM 

pramANaM, tac ca dvitIyasyApy aviziSTam iti zaGkArthaH| nirAkaroti - satyaM dve api jJApake iti| puruSo 'trAparAdhyate 

yo jJAtam artham ajijJAsitaM jJApayati, na tu pramANaM ; tad dhi sAmarthyena meye pravartata eva| yadi jijJAsAyAM 

satyAM pravartate pratipAdayati jJeyaM nAsya kazcid aparAdha iti| na hi dhAnyeSv alUneSu dAtram avrazcanaM 

bhavati| tasmAd anapekSitakAraNAd anavasthAprasaGgAc ca puruSasya nigraha iti sthitaM|）
359 NP では述べられていない極意を，TR が述べている．

TR 241.4f:そしてここでは「行われるべきことが済んでいないものだけを述べるべし」というのが要約であ

る．（atra cAkRtakaram eva（M） vaded iti saGkSepaH||）
360 NVTP 597.7:既に理解された対象を動機なく述べることによって説明することが繰り返しである．

（pratItasyArthasya prayojanaM vinA vacanena pratipAdanaM punaruktam|）

ヴァーチャスパティミシュラは「繰り返し」を前の 3 つの敗北の場合と分けて独立の章にしているが，ウ

ダヤナは「これと同じ理屈で」という言明によって特に「余分」と強い関連をもたせている．

Pra:明解かつ確固であると［誤って］考えてこの提示があるという意味．あるいは，自らの偉大さを知らせ

るあり方の結果をもつものとしてこれは敗北の場合ではないということについて述べる．「これと同じ理屈

で」と．知りたいと思った対象だけが賞賛の理由になるからという意味．
361 このスートラには説明的な部分がなく，同語反復であるためウダヤナはこれを定義とみなしていない．

「言葉と意味の」という箇所を下位分類に結びつける．
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反論．たとえ「繰り返しとは繰り返しである．但し再言及を除く」というだけの定義で全

てが包含され，「言葉と意味の」というだけで展開されるとしても，述べられたものの繰り

返しは意味上帰結するものを述べることではない．そこには［繰り返しの］表示がないか

ら．

答え．この疑問を否定しようとして述べる362．

意味上帰結するものについて，自身の言葉によって再び述べること［も繰り返しである］（ス

ートラ 5.2.15）．

【2-13-2-1．理解が繰り返される】

「繰り返しである」と補う．というのも，この場合「再び」という語において言明の繰り

返しを言うのではなく，理解［の繰り返しを言うの］である．それゆえ既に理解されたも

のを述べることによって再び説くこと［が繰り返しである］という意味363．

【2-13-2-2．3 種類の繰り返し】

そしてその既に理解されたものは，同じ言葉に基づいて，その同義語に基づいて，あるい

はその暗示に基づいて［起こる］364．

【2-13-2-2-1．意味上の帰結を意味上帰結する場合は除く】

そしてそうであるならば，意味上帰結されたものを再び［別に］意味上帰結することは過

失にならない365．不可離関係は人間に依拠しないから366．別の言葉367が，それ自体の表示

                                                  
362 敗北の場合のスートラは 1 種類につき 1 つずつ提示されるが，「繰り返し」に限って 2 つのスートラが

ある．ウダヤナは定義を飛び越えて両方を分類のスートラとし，合計 3 つの分類を引き出している．
363 意味上帰結するものを述べる場合，表現上は同じではない．したがって言明の繰り返しではなく，2 つ

の異なった表現による理解の繰り返しである．これも「繰り返し」と見なされる．

ウダヤナが定式化したものを Pra では用語を明確にして説明し直す．ここで説明した本人が同じ説明をす

ること，そこには再言及のような動機がないことが明らかになる．

Pra 108.10f:またそうであれば既に説明されたものに，その説明以上の動機なく説明することが繰り返しで

あるというのが一般定義である．（tathA ca pratipAditasya tatpratipAdanAnadhikaprayojanakaM pratipAdanaM 

punaruktam iti sAmAnyalakSaNam|）
364 ウダヤナが独自に行った定義に基づいて，スートラの分類を展開しなおす．3 種類の分類はすでにヴァ

ーツヤーヤナから見てとることができるが，明言したのはヴァーチャスパティミシュラからである．

NVTT 1187.14ff:したがってこの 2 つのスートラによって「繰り返し」は 1 つだけの敗北の場合であり，

あるあり方で下位分類を意図すれば 3 種類の展開の意味が述べられる．同じその「繰り返し」が言葉の繰

り返しに基づくもの，別の同義語に基づくもの，意味上に基づくものになる場合がある．（ tad anena 

sUtradvayena punaruktam ekam eva nigrahasthAnaM kathaJcid avAntarabhedavivakSayA trividham uktaM

prapaJcArthaM| tad eva punaruktaM kvacic chabdAbhyAsAt kvacit paryAyAntarAt kvacid arthAd iti|）
365 1 回目の言明で暗示したことを，2 回目の言明で直接的に述べる場合が「繰り返し」である．したがっ

て，1 回目の言明で暗示したことを，2 回目の異なった言明で再び暗示すること，すなわち 2 つの異なる表

現がどちらも同じ内容を暗示する場合は該当しない．
366 ある言葉がある対象と不可離に結びついて意味することは人間が操作できる範囲ではないことを表す．

意味上の帰結，暗示はニヤーヤ学派において推理の一種とみなされており，不可離関係を前提としている．

Pra:反論．もしそのように［同じものを］言わなければ，どうしてそのように［同じものを暗示するものと

して］理解されるのか．答え．これゆえ述べる．「不可離関係は」と．人によって取り除くことはできない
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対象を意味するものとして発せられているから．

【2-13-2-2-2．同じ言葉，同義語に基づく例】

そして例は「無常である．無常である」というもの［が同じ言葉に基づく繰り返し］，「無

常である．滅するものである」というもの［が同義語に基づく繰り返し］である368．文に

おいても全く同様である．

【2-13-2-2-3．意味上帰結されたものの繰り返し】

【2-13-2-2-3-1．語】

一方，意味上帰結されたものの場合，前の語によって暗示されたものを述べることは例え

ば「火と，熱いものと山は結びついている」というもの．同じものを反対にして後の語に

よって暗示されたものを述べることがある．

【2-13-2-2-3-2．文】

文においても，肯定によって暗示された否定を述べることは例えば「外にデーヴァダッタ

がいる」と述べてから「洞窟にいない」というもの．「生きており洞窟にいない」と述べて

から「外にいる」というのは否定によって暗示された肯定を述べることである369．以上な

どのようなものがある．

【2-14．（14）無言】

無言とは会衆に理解されているのに 3 回言っても返答370しないことである（スートラ

5.2.16）．

                                                                                                                                                    
からという意味．
367 2 回目の暗示は直接的には 1 回目の暗示内容を指示せず，別のものを表示している．

Pra:すなわち，別の言葉の発言は意味上帰結した理解を意図するものではなく，自らの意味の説明を意味す

るものであるという意味．
368 NBh 1187.2f:「音声は常住である．音声は常住である」というものが言葉の繰り返しである．意味の繰

り返しは「音声は無常である．音響は滅する属性をもつ」というものである．（nityaH zabdo nityaH zabda iti 

zabdapunaruktam| arthapunaruktam - anityaH zabdo nirodhadharmako dhvanir iti|）
369 マニカンタ・ミシュラは意味上帰結されたものの繰り返しは繰り返しではないとする．

NR 236.5ff:そうではない．もし言葉だけがそれだけ遠くを意味するならば，それを暗示することはない．

また不可離関係を得ているから遍充するものの繰り返しだと言うならば，「煙があるから火がある」という

この場合も繰り返しになってしまう．（tan na| yadi zabdasyaiva tAvati dUre tAtparyaM, na tadAkSepaH| 

athAvinAbhAvalabhyatvAd vyApakasya punaruktitety abhidhIyate, tadA "dhUmavattvAt vahnimAn" ity atrApi 

paunaruktyaprasaGgaH|）
370 「返答」は反論の前に行われる立論の再言及を指す．すなわち 3 回立論を述べても，その立論を繰り返

すことができない場合にこの敗北の場合が適用される．伝統的に返答と反論は別物として扱われている．

NBh 1189.4f:返答しない者は，何を拠り所にして相手の説の否定を述べるだろうか．（apratyuccArayan 

kimAzrayaM parapakSapratiSedhaM brUyAt|）
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【2-14-1．スートラ解釈】

【2-14-1-1．理解しているのは会衆だけでよい】

「会衆に」というのは「理解」の行為主を表し、対論者の理解は意図されていないことが

示されている．しかしその者［＝対論者］の承認371だけは意図されている．承認しなけれ

ば「無知」になるから．

【2-14-1-2．3 回言うのは論者または会衆】

「3 回言っても」とは［対論者に］発言の能力があることだけを示すためであり372，［主語

として］「立論者によって」と補う．しかしそれ［＝「立論者によって」という語」が示さ

れていないのは，愚鈍な者373には時によって会衆も再言及して与えるということを明らか

にするためである．

【2-14-1-3．定義】

したがって以下のような意味になる．立論者が述べ，会衆が理解し，再び立論者または会

衆が再言及して与えているのに，［返答の］能力があって正気な者が，理解していないこと

を明らかにせず論議を打ち切らないで374，返答しないことが「無言」であると．

                                                  
371 Pra によれば「承認」とは承認の表明，すなわち理解した素振りを見せることである．対論者が本当に

理解しているか否かは，後に説かれるようにこの段階ではまだ決定できない．したがって会衆の理解は「無

言」の必要条件となるが，対論者の理解はそうではないと述べられている．対論者については，理解した

様子を見せることだけでよい．

Pra:反論．承認は理解を必要とするから，対論者の理解は意図されていないということと矛盾する．答え．

そうではない．対論者の承認を明らかにすることだけが意図されているのであって，承認も［意図されて

いるの］ではない．
372 ここで 3 回とは制限を意味するのではない．対論者に返答の能力があり，理解していないことをまだ明

らかにしていない可能性がある限り，繰り返してもよい．返答の能力がないと判断された時点で「無言」

となる．

Pra:表現による「発言の能力」とは対論者による返答の能力であり，自身の理解を明らかにしないことがあ

り得る限り，その回数だけ言ってもという意味．

ダルマキールティは 3 回という制限を批判し，理解していない限り何回でも話すべきであるとする．ウダ

ヤナの見解は何回か後に敗北が宣言されるので同じ意見ではないが，回数を制限しない点では共通する．

ヴァーチャスパティミシュラは 3 回を制限であるとみなしている．

VN 56.4:それゆえ把握していない限り話すべきであって，3 回だけではない．（tasmAt tAvad vaktavyam, yAvad 

anena na gRhItam, na trir eva|）

NVTT 1190.25f:3 回言うことは，そうであっても理解していない者が愚か過ぎるので議論の資格がないとい

う意図があって，それゆえということ．（trirabhidhAnam evam apy apratipadyamAnasyAtijaDatayA na vAde 'dhikAra 

ity abhisaMdhim ata iti|）
373 愚鈍な者は会衆が騒然とした場合に言葉に詰まってしまう．そこで立論者ではなく会衆から再言及が与

えられる場合もある．

Pra:「愚鈍な者」とは，会衆が騒然となることなどによって述べることができないという意味．
374 この解釈では，「無知」と「逃避」との違いも明らかにされている．同じく返答がなくても，理解して

いないことを明らかにすれば「無知」，論議を打ち切れば「逃避」となる．

Pra:「理解していないことを明らかにせず」とは「無知」の排除であり，「論議を打ち切らないで」とは「逃

避」を否定する．
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【2-14-2．5 種類の分類】

2 つの否定辞は非定立的否定と定立的否定［の両方］ではたらく．そしてそうであれば，「そ

れ」などの代名詞での再言及によるもの，一部の再言及によるもの，誤った再言及による

もの，単なる反論だけの言明によるもの，棒立ちによるものの 5 種類に分けられる375．

【2-14-3．無知・思いつかずではない】

すなわちそうであるならば，無知や思いつかずは決定することができない．認識の手段［の

有無］も，または思いついた返答も，言葉に詰まることや［会衆が］騒然となること376に

よって表明されないことが起こるから．そして「無言」はあり得るべきものの非知覚によ

ってこそ，決定されるから．それゆえ決定されたものと未決定のものとでは，決定された

ものこそが指摘されるべきである．未決定のものに敗北を指摘すると過大適用になるから．

【2-14-4．敗北になる理由】

問い．どうしてこれが敗北の場合なのか．

答え．そうではない377．

                                                  
375 被定義項「無言」と定義項の「返答しないこと」を定立的否定で解釈することによって，返答も反論も

発言しないこと（「棒立ち」）だけではなく，正しくない返答をすることも含まれる．これによって新たに

4 つの「無言」が追加されることになる．ただし「棒立ち」も含まれるので，非定立的否定も許されてい

ることになる．Pra は「棒立ち」が単に何も述べないことではなく，身体がある状態になることであると解

釈して定立的否定に収めている．

Pra:「2 つの否定辞は」とは被定義項と定義項にあるものはという意味．またそうであれば返答と対立する

作用が得られる．また棒立ちに適用不十分はない．その場合も再言及を理解する者に身体や感覚器官の特

定の状態があるから．一部と余分による返答も正しい返答と対立する作用だから適用不十分はない．また

そうであれば再言及の能力がある時点でそれと対立するはたらきが「無言」であるというのが定義の意味

である．これによって非定立的否定への適用不十分はない．
376 論証を理解していても，言葉に詰まることや会衆が騒然となることによってそれを明らかにできなけれ

ば理解しているとも「無知」とも言えず，返答を思いついていても，同じく言葉に詰まることや会衆が騒

然となることによってそれを述べられないならば「思いつかず」ではない．このように「無知」と「思い

つかず」が決定されない時点でも，「無言」は決定的なものとして指摘することができる．

Pra:「理解の証明」で「無知」が成り立たないこと，「思いついた返答も」で思いつかずの指摘が成り立た

ないことが示されている．

ヴァーチャスパティミシュラは「思いつかず」ではないのに鈍感によって「無言」になる場合を示す．

NVTT 1190.17f:ある者は批判点と反論を分かっていても，再言及を出さない．たくさんの言葉に詰まるから

である．それゆえ「思いつかず」がなくても「無言」があり得るから，「無言」は「思いつかず」の一種で

はない．（kazcid dUSyaM dUSaNaM ca vidann api nAnubhASituM pArayati, bahuvacanakuNThatvAt| tasmAd asatyAm 

apratibhAyAm ananubhASaNasambhavAn nApratibhAyA vizeSo 'nanubhASaNam iti|）
377 「無言」は立論の再言及がないこと，あるいは正しい再言及がなされていないことであるが，再言及の

いかんに関わらず，正しい反論をその後に展開するならば，敗北の場合にはならないという仏教説をウデ

ィヨータカラが挙げている．

NV 1189.7ff:「反論によって決まるからこれは敗北の場合ではない」とある者たちは言う．「反論によって

決まるから」とは，長所や短所をもつ反論によって，愚かであるか愚かでないかが理解されるので，さら

に返答によって何があろうか．というのも，反論においてある者が能力があると知られるのであって，返

答においてではない．その者がそれだけで敗北の場合になることはありえない．また自説を始めておいて

最後まで論証しないものには悪評があるのみである．（uttareNAvasthAnAt na idam nigrahasthAnam iti kecit| 

uttareNAvasthAnAt uttarena guNadoSavatA mUDhatvAmUDhatvam gamyate iti kim punar uccaritenAsti ? asti hi uttare 

kazcit samarthaH dRzyate na pratyuccAraNe, nAsau tAvatA nigrahasthAnam arhati| yaz cArabhya svapakSam na 
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【2-14-4-1．完全な無言】

何も言わなければ反論の拠り所を取り上げることが［反論の］要件であることを理解して

いないから．

【2-14-4-2．反論だけの言明】

また単なる反論だけを述べれば，拠り所のない反論は何を反論するだろうか378．よって正

しくないものを取り上げることに基づいて誤解があるから．すなわち［立論を再言及せず

に］「不確定だから」という［だけならば］それは正しくない．

【2-14-4-3．誤った再言及】

その通りに言及しないならば，反論は基体が異なるので，これも全く同じ［＝拠り所のな

い反論］である．

【2-14-4-4．一部の再言及】

反論されるものの一部を再言及しても，全く同じ［＝拠り所のない反論］である．なぜな

ら一部を反論して全部が反論されたことにはならないだろうからである379．またそうであ

るならば「感覚器官で捉えられること」を不確定因として反論するとき，「属性でありかつ

感覚器官で捉えられるから」ということも反論されることになってしまう．

【2-14-4-5．代名詞による再言及】

代名詞によって再言及しても，再言及しないことと違いはない．当該のもの［＝代名詞］

がいろいろなもの［を指示するもの］として疑われるからという．また適合性による制限

                                                                                                                                                    
nirvAhayet tasya syAt khalIkAramAtram iti|）
378 ウディヨータカラは再言及のない反論は拠り所を欠くとして批判している．ウダヤナが正しい再言及が

行われない 4 つの場合について敗北の場合であると説明する根拠も，拠り所を欠くこと，それゆえ誤解が

あることに集約される．

NV 1189.10ff:そうではない．反論の対象を理解していないから．もしこの者が返答しないならば，反論は

対象を欠くものになってしまう．もし反論を述べるならば，どうして返答しないのか？ したがって返答

しないで反論を述べるということは撞着したことを述べている．（na, uttaraviSayAparijJAnAt - yady ayaM na 

pratyuccArayati nirviSayam uttaram prasajyate| atha uttaram bravIti, katham na uccArayati ? tad idam vyAhatam 

ucyate - na uccArayati uttaram ca bravItIti|）
379 再言及をどこまですればよいかについて，ウディヨータカラは反論の拠り所となるもの提示してさえい

ればどのようなものでもよいと言い，ヴァーチャスパティミシュラは批判点がたくさんあっても 1 つさえ

指摘すればいいのだから，その批判点に関わる部分だけを再言及すればよく，全部を再言及する必要はな

いと言う．一方ウダヤナは全部再言及すべきであると言い，ウディヨータカラに準拠しつつヴァーチャス

パティミシュラとは異なる見解になっている．

NV 1190.1f:「先に返答し，後に反論を述べるべし」ということを主張しているのではない．そうではなく

て適切なあり方で反論を述べるべし［と主張しているの］である．（nedaM pratijJAyate pUrvam uccArayitavyaM 

pazcAd uttaram abhidheyam, api tu yathAkathaJcid uttaraM vaktavyam|）

NVTT 1190.10f:それゆえそれだけの返答しないことが「無言」であり，全部を返答しないことが「無言」な

のではないということが妥当であるという意味．（tasmAd yuktaM tanmAtrasyApratyuccAraNam ananubhASaNaM 

na sarvasyApratyuccAraNam ananubhASaNam ity arthaH|）
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はない．反論されるべきものとしてまさに全てがそのような［＝代名詞の適合性をもつ］

ものだから．反論それ自体を示すことによって［適合性があるの］でもない．不成立であ

ることなどによって，主題・理由・喩例も反論されるから．また，関係したものだけがそ

の言葉［＝代名詞］で表されることもない．関係していない言葉もありえるから．という

のも，「それ［＝代名詞］と関係したものだけが述べられる」という決まりはないからであ

る380．

【2-15．（15）無知】

そして無知とは，理解していないことである（スートラ 5.2.17）．

【2-15-1．スートラ解釈】

会衆と対論者が 3 回言うことを［前のスートラから］引き出すために「そして」という語

がある381．それゆえ立論者によって述べられ，会衆によって理解され，再び立論者あるい

は会衆が再言及して与えたのに，対論者が分からないならば，そのときその者には「無知」

という敗北の場合がある．

【2-15-2．他の敗北の場合との区別】

【2-15-2-1．無言】

そして「私は，彼によって述べられたことは何なのか分からない」と述べて居直る者に認

められる．したがって「無言」とこれは異なる．なぜなら［「無言」においては］理解して

いないことを明らかにしない者に再言及の機会があり，機会があるときに［発言］行為を

し損なうことが過失になるからである．さもなければ述べていない時点で［いつでも］「無

言」を指摘することになってしまうから．それゆえ無理解を明らかにして居直る者には「無

言」の機会はない．

【2-15-2-2．思いつかず】

まさにこれゆえ「思いつかず」ではないので，「無知」こそが［独立した敗北の場合として］

残る．

                                                  
380 反論では，まず立論者の言ったことを忠実に再言及しなければならない．その中に代名詞を入れた場合，

それが何を指すかは適合性，位置関係，論者の意図のいずれによっても決定できず，正しい返答をしてい

ないことによって「無言」の敗北の場合となる．
381 「そして」によって前のスートラから「会衆に理解されているのに 3 回言っても」が anuvRtti する．

NBh 1191.2f:会衆によって理解され，対論者によって 3 回述べられのに理解されないことが「無知」という

敗北の場合である．（vijJAtArthasya pariSadA, prativAdinA trirabhihitasya yad avijJAtaM tad ajJAnaM nAma 

nigrahasthAnam iti|）
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【2-15-3．無知の主体】

「理解していない者に無知がある」というのがスートラの意味である382．

【2-16．（16）思いつかず】

思いつかずとは返答を思いつかないことである（スートラ 5.2.18）．

【2-16-1．他の敗北の場合との区別】

【2-16-1-1．無知】

［対論者による］再言及の直後にだけこれが指摘される機会がある．さもなければ過大適

用になるから383．すなわちそのとき，「無知」が指摘されるべきではない．［本当に理解し

ていないかは］疑わしいから．また自ら［理解していないことを］明らかにしていないか

ら．

【2-16-1-2．無言】

「無言」ではない．それ［＝無言］はその行為［＝再言及］によってこそ否定されるから384．

【2-16-1-3．逃避】

「逃避」ではない．論議を打ち切る口実を述べていないから．

【2-16-1-4．別の内容】

「別の内容」ではない．付随することへの関連がないから385．

                                                  
382 ヴァーツヤーヤナの解釈では，「無知」とは理解されていない状態を指すが，ここでは理解していない

主体に焦点を当てて解釈し直している．ここにおいて単に理解していないことではなく，対論者が理解し

ていないことを表明することが条件となる．

NBh 1191.2f:理解されないことが無知という敗北の場合である．（ yad avijJAtaM tad ajJAnaM nAma 

nigrahasthAnam|）

Pra:反論．［スートラの］Kta 接辞は状態を教示するから，目的に限定されていない．答え．これゆえ述べ

る．「理解していない者」と．またそうであれば論議において当該の対象に自らの無知を明らかにすること

が無知であるというのが定義の意味である．
383 対論者はまず，立論を正しく再言及する．その上で返答を述べないときに思いつかずとなる．そもそも

立論を正しく再言及できなければ「無言」である．

NVTP 598.2:立論の文意を再言及したときに，返答を述べないことが思いつかずである．（anUdite 

vAdivAkyArthe uttarAnabhidhAnam apratibhA|）
384 対論者が正しく再言及しているか否かが，「無言」と「思いつかず」の違いになる．

NVTT 1190.19f:ある者は反論の対象を知り再言及もしているが，反論を思いつくことがないだろう．そして

その者は「思いつかず」によって敗北するのであって，「無言」によってではない．そこに能力があるから．

（kazcid dUSaNaviSayaM vedAnubhASite ca, uttarapratipattivikalas tu syAt so 'yam apratibhayA nigRhyate, 

nAnanubhASaNena, tatra sAmarthyAt|）
385 後に例示される「シュローカの暗誦と政治の話」は「別の内容」ではない．「別の内容」は前に述べた

ものといくばくかの関連があり，当該の論題について理解がないことを隠そうとして起こすのに対し，こ

こでは全く関連がなく，また当該の論題について立論だけは理解しているからである．

「思いつかず」の一例としてのシュローカの暗誦はウディヨータカラが言及し，ヴァーチャスパティミシ

ュラが「別の内容」でないことを説明している．
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【2-16-1-5．無関係】

「無関係」ではない．順々に連関がないことは把握されないから．

【2-16-2．思いつかずによる行動】

そしてこの注意が向けられたときに，会衆と立論者において聞くことに集中しているとき，

対論者がもし返答をしなかったり，［関係ない］シュローカを暗誦したり，髪などをなでつ

けたり，空を指し示したり，政治の話を始めたり，何であれそれをするならば386全ての場

合に「思いつかず」によって敗北する．

【2-16-3．例外】

ただしヘビに噛まれたり，茫然自失となったり，幽霊にとりつかれたり，人格が壊れたり

した場合は除く．

【2-16-4．反論すべきものの看過との共起】

そして正しい論証に対してこれ［＝思いつかず］は混同しないが，それ以外［＝正しくな

い論証への返答］では「反論すべきものの看過」が伴い，指摘されなくともこれ［＝思い

つかず］は敗北となる．それぞれのあり方で笑ってごまかしたり，汗をかいたりすること

からも明らかになるから．また論議をやめることによって［「思いつかず」を］隠すことは

ありえないから．これゆえこれ［＝思いつかず］を言葉によって指摘しなくとも，［思いつ

かずによって敗北するのであって］「反論すべきものの看過」で［敗北するので］はないと

いうのが先師の考え方387である．

                                                                                                                                                    
NVTT 1191.12f:すなわち「別の内容」という敗北の場合においては付随することへの関連があり，それを成

立するためであるように見せかけて起こしている者は，当該の理解をしていないのに対し，ここでは理解

はある．その限りで違いが提示されるという．（ arthAntare hi nigrahasthAne prasaktAnupasaktaM 

tatsiddhyarthAvyAjenAvatArayatA na prakRtAvajJAnaM kriyate iha tv avajJAnam etAvatA bhedenopanyAsa iti|）

Pra:何らかの方法で相手の理解を意味する文の提示によって，自分の無理解と対立させようとすることがな

いから「別の内容」ではない．さもなければ「無関係」も「別の内容」であることになってしまうから．
386 ここでも「無言」と同様，何も述べないことだけではなく，思いつかないことを示す行動が列挙されて

いる．Pra は思いつかないことを推察させる行動，または定立的否定によって思いつくことと対立する行動

というように説明する．

Pra:返答の機会に返答の対象を理解していないことを推察させる行動が「思いつかず」であるというのが定

義である．（中略）返答の機会にそれと対立する論者の行動が「思いつかず」である．
387 ヴァーチャスパティミシュラによれば，「思いつかず」は正しい論証の提示に対してのみ指摘され，誤

った論証に対して同じ行動（再言及をしてから返答しない）を取った場合，「反論すべきものの看過」とな

る．ウダヤナはこれについて，誤った論証に対しては実際のところ「思いつかず」が起こっており，それ

は指摘しなくても状況証拠によって明らかであるため敗北の場合となると解し，「反論すべきものの看過」

によって敗北するのではないという反対の結論を引き出している．

NVTT 1192.13f:そしてこの「思いつかず」は正しい論証の提示に対して知られるべきである．一方誤った論

証の提示に対しては「反論すべきものの看過」がある．（iyaJ cApratibhA samyaksAdhanopanyAse draSTavyA| 

sAdhanAbhAsopanyAse tu paryanuyojyopekSaNam|）

AN 116.3ff:一方，先師の考え方ではこれ［＝思いつかず］が指摘されないとき「反論すべきものの看過」

ではない．指摘されなくても敗北の場合だから．それにおいてその区分などによって明らかだから．また

別の言葉によって隠されているからそれによって明らかにならないことはない．そうであっても論議をや
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【2-17．（17）逃避】

逃避とは仕事を口実にして議論を打ち切ることである（スートラ 5.2.19）．

【2-17-1．口実】

一同会してから主張の後に論議が起こっているとき，「今日は私が話すべきではない．これ

これの私がしなければならない仕事がある．明日か明後日に話そう」という口実の返答388が

逃避である．

【2-17-2．無知・思いつかずとの区別】

ここで立論者の言明を理解していないことはなく，あるいは「思いつかず」では口実の返

答があるわけではないので，区別が提示される．世間の常識389に従うからという．すなわ

ち，機会を得て正気でいる者に，無意味な行動によって無能が推察されたり，口実の返答

によって［無能が推察されたり］するということは世間の常識であるという意味．

【2-17-3．例外】

またここでキンマを噛んだり，唾を吐いたり390，［排便のための］休憩を宣言391したりする

ことなどの必要な人間の営みは，口実に入らない．全ての生き物に共通なものとしてあり

得るものなので，［論議の］除去を示すものではないから．また論議を打ち切る理由になら

ないから．

【2-17-4．機会】

論議の始まりから終結に至るまで，これ［＝逃避］の機会がある．そしてこれは必ず指摘

されなければならない．さもなければ承認することが付随するとき，過大適用392によって

                                                                                                                                                    
めることによって隠すことはありえないからと言う．（AcAryadezIyAs tu nAsyAm anudbhAvitAyAM 

paryanuyojyopekSaNam, anudbhAvitAyAm api nigrahasthAnatvAt, tasmiMs tadbhedAdinA vyaGgyatvAt| na ca 

vAgantareNa tirohitatvAn na tadvyaGgyam, tathApi kathAvirAmeNa tirodhAnAsambhavAd ity AhuH|）
388 NVTP において「逃避」は「延期」に言い換えられ，後日話そうという例が挙げられている．原型は

NBh に見られる．ウディヨータカラは「風邪で喉が痛い」という例を挙げているが後にウダヤナが述べる

必要な人間の営みによる例外と照らし合わせると「逃避」か否かの判断は難しい．

NVTP 598.4ff:論議を始めてからそれを打ち切るために口実を述べることが逃避である．論議を延期するこ

とという意味．「明日話そう」，「明後日話そう」という者は論議を逃避＝延期している．vi という前置詞を

もつ語根 kSip は延期の意味だから．（kathAm Arabhya tadvicchedAya vyAjAbhidhAnaM vikSepaH| kathAvistAraNam 

ity arthaH| zvo vadiSyAmi parazvo vadiSyAmIti vadan kathAM vikSipati vistRNAti| vipUrvasya kSipater vistArArthatvAt|）

NBh 1192.2f:これは私がしなければならない仕事だ．それが終わったら後で話そう．（idaM me karaNIyaM 

vidyate, tasmin avasite pazcAt kathayAmIti,）
389 NVTP では「逃避」とは「未決定」であるというのが世間的な解釈となっている．

NVTP 598.6f:あるいは逃避とは決定のないことであるというのが世間的な意味である．決定されていないも

のが逃避されたものであると言われる．（atha vA vikSepo 'vyavastheti laukiko 'yam arthaH| avyavasthito vikSipta 

ity ucyate|）
390 キンマを噛んだ後の行動．唾液が赤くなる．
391 T,M では「尿と大便の排泄（tanmUtravyAvApoccAra）」と読む．
392 口実を認めれば，延期が続いて論議が終結しない恐れがある．
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終結しないから．

【2-18．（18）他説追認】

他説追認とは自説に過失を承認した上で相手説に過失を付随させることである（スートラ

5.2.20）．

【2-18-1．スートラ解釈】

ここで「説」とは定説，「過失」とは単なる反対，「承認」とは払いのけないことである．

それゆえ自分の定説に相手が述べた反対を払いのけずに相手の定説に反対の意図で［相手

が］望むものを付随させることが「他説追認」であるというのがスートラの意味．したが

って論証と反論［の両方］の「他説追認」が含まれる393．

【2-18-2．詭弁ではない】

またどうしてこれは詭弁ではないのか．

【2-18-2-1．24 種類のいずれにも含まれない】

個別定義に結びつかないので 24［種類の詭弁］に含まれないから．否定の能力がない帰結

だけであるならば一般定義に結びつくけれども，25 番目［の詭弁］は正しくない形のもの

だから．

【2-18-2-2．反論できない】

【2-18-2-2-1．能力がないことは指摘されない】

［「他説追認」は］論議で提示されても指摘できないから．というのも，［再反論において］

能力がないことを指摘することによって詭弁であることが指摘されるが，それは当該のも

の［＝「他説追認」］において該当しない．

                                                                                                                                                    
Pra:「過大適用によって」とは，口実の返答の連続は打ち切りがたいからという意味．
393 スートラを文字通りに解釈するならば，NBh が例示したように立論において自説に対し過失が指摘され

た後，再反論（第三主張）において立論者が「あなたの説にも同じ過失がある」という場合に限られる．

ここでは反対説がない場合（論詰），主張ではなく理由などに過失がある場合，対論者が第四主張において

起こす場合を包括するために拡大解釈を施している．

Pra:反論．ここで諸々のスートラにおいて自説を意図して立論者が「君は泥棒だ」と立論したとき，「君も

泥棒だ」と返答する場合に適用不十分である．対論者に主張がないから．理由などの過失を承認すること

に適用不十分である．過失は返答の特殊なもののあり方であると，立論を対象とするものを認めるならば

前に例示されたものに適用不十分である．

NBh 1193.2ff:相手に指摘された過失を自説に承認せず＝払いのけずに述べる．「あなたの説においても同じ

過失がある」と．その者は自説に過失を承認してから相手説に過失を付随させており，相手説を追認して

いるので他説追認という敗北の場合が帰結する．（yaH pareNa coditaM doSaM svapakSe 'bhyupagamyAnuddhRtya 

vadati - bhavatpakSe 'pi samAno doSa iti, sa svapakSe doSAbhyupagamAt parapakSe doSaM prasaJjayan paramatam 

anujAnAtIti matAnujJA nAma nigrahasthAnam Apadyata iti|）
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【2-18-2-2-2．反論は相手の利になる】

実際，「人間だから私が泥棒であるならば，まさにそれゆえ［＝人間だから］あなたも泥棒

である」と［対論者が］述べたとき，「泥棒であることに対して人間であることは不確定で

ある．あるいは導くものではない．どうしてこれゆえ私が泥棒なのか」と［立論者が］答

えれば，自ら述べたもの［＝立論］もその者［＝対論者］によって反論されたものになっ

てしまう394．

【2-18-2-2-3．他説追認を指摘すればよい】

それゆえそれ自体は詭弁であっても，再反論で詭弁の指摘がありえないので，詭弁ではあ

っても正しくないかたちのものにほかならない395．一方，「他説追認」を指摘すれば何の過

失もないのでそれ［＝「他説追認」］の余地はある．

【2-18-2-2-4．そのまま受け入れる】

すなわち，以下のように答えるべきである．「私も泥棒であってよいが，だから何なのか．

なぜならある薪が火と結合して燃えたからといって，他の［薪］が燃えなかったり，それ

［ある薪］が燃えるとき前の［薪］が燃えたことがなくなることはないからである396」と．

【2-18-2-3．誤った帰結ではない】

これは誤った帰結ではない．帰結されるべきものは望ましくないことに基づいて成り立つ

                                                  
394 ウディヨータカラの例を考慮に入れながらこの記述を整理すると以下のような次第になる．

1．立論：あなたは泥棒である．人間だから．

2．反論：人間だから泥棒であるならば，あなたも泥棒である．

3a．再反論（1）：人間だからといって泥棒であるとは限らない．これゆえどうして私が泥棒なのか．

3b．再反論（2）：私が泥棒であってもよいが，だからといってあなたが泥棒であることに変わりはない．

ここで反論が他説追認を犯している．これに対する再反論（1）では人間であることが泥棒の理由にならな

いと否定することによって，両論者とも泥棒でないことになり，「対論者は泥棒である」という立論も崩れ

ることになる．そもそも立論の理由を自ら否定している時点で自己否定があるのも問題である．一方再反

論（2）では立論自体は崩れない．主題は立論者が泥棒か否かではなくて，対論者が泥棒か否かということ

だけにあるからである．したがって「他説追認」に対しては理由を反論するのではなく，ただ「他説追認」

であることを指摘すればよい．この点で，理由を反論しなければならない詭弁とは区別されることになる．

NV 1193.4ff:例：「あなたは泥棒である．人間だから」と言われたとき，それに答えて「あなたもそうであ

る」と言えば，過失を承認して相手説に［も］認めているので，敗北していると知るべきである．（udAharaNam 

- bhavAMz cauraH puruSatvAd iti, sa tam pratibrUyAt bhavAn apIti, so 'bhyupagamya doSam parapakSe

'bhyanujAnAtIti nigRhIto veditavyaH|）

ここで「泥棒」という例が用いられているのは，過失を比喩するものであると考えられるが，例の中では

泥棒であること自体が過失なのではなく，人間であることの泥棒であることへの不確定因が過失になって

いる．
395 マニカンタ・ミシュラはこの例は自己否定がないから詭弁ではないとする．これは後にウダヤナが説く

ことでもある．

NR 240.8f:そうではない．詭弁であること自体これにはありえない．自己否定するものであることがないか

ら．（tan na| jAtitvam evAsya na sambhavati, svavyAghAtakatvAbhAvAt|）
396 対論者が泥棒だからと言って立論者が泥棒でなかったり，泥棒でなくなったりすることはないこと．立

論はあくまで対論者が泥棒か否かということにあったのだから，立論者が泥棒であっても立論が崩れるこ

とはない（望ましい帰結）．それゆえこれが他説追認の正しい指摘の仕方である．
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から397．

【2-18-2-3-1．撞着の指摘はない】

まさにこれゆえこれ［＝「他説追認」］は撞着の指摘ではない．なぜなら自身が人間であっ

ても泥棒でないことを承認して相手に［泥棒であること］を帰結する者にそれ［＝撞着の

指摘］があるだろうから398．

【2-18-2-3-2．付加・無常・無区別による対等】

【2-18-2-3-2-1．反論：他説追認である】

反論．付加・無常・無区別による対等もこのように否定する者に何の過失があるのか．ま

たそうであればそれら［＝3 つの対等］も「他説追認」に入り込む399．

【2-18-2-3-2-2．他説追認は帰結を承認する】

答え．そうではない．なぜなら帰結されるものを承認することによって「他説追認」の指

摘が認められるからである．さもなければ［＝帰結を承認しないならば］望ましくないも

のの帰結によってのみ返答が行われているので，それ［＝「他説追認」］を指摘する者［＝

立論者］は返答を失うだろうから．というのも，反対を指摘することや撞着に基づく望ま

しくないものの帰結が［正しい］反論にほかならないというからである400．

                                                  
397 「人間だから泥棒であるならば，あなたも泥棒である」という言明が，「人間だから泥棒であると仮定

すれば，あなたも泥棒であることになってしまう．しかしあなた（対論者）は泥棒ではない．したがって

人間だから泥棒であるというのは正しくない」とすれば，対論者が泥棒であることを認めておらず，「他説

追認」にはならない．だがこれは対論者が泥棒でないことを認めない場合に限り有効になるのであって，

ここでは対論者がそれを望ましいものとして認めているので，仮定が真実のものとなり「他説追認」とな

る．

ウディヨータカラは誤った帰結であること自体は認め，正しく反論すべきときに誤った帰結を述べること

が敗北の場合になると説く．ヴァーチャスパティミシュラもこの説に概ね従いながらも，相手が帰結を承

認してしまえば有効でないとして誤った帰結であることにも疑問を呈しており，ウダヤナの見解はこれを

引き継いで，誤った帰結であること自体を否定したものとなっている．

NVTT 1194.13:というのももし，立論者が対論者に「確かに私は泥棒にほかならない」と答えるならば，ど

うして不確定因であることを指摘できようか．それゆえ「人間であることは泥棒であることの理由ではな

くて，相手が述べていないものとの関係が［泥棒であることの理由である］」という返答をするべきときに

誤った返答を述べるとき，それによって「この者は正しい返答を知らない．正しい返答を知らないから敗

北する」ということを知らしめる．そしてその返答を理解していないことが「他説追認」を通して指摘さ

れているときに，「他説承認」と言われるのである．（yadi hi vAdI prativAdinaM brUyAt - satyam ahaM cora eveti, 

tadA kim anaikAntikatvaM zaknuyAt kartuM ? tasmAt puruSatvaM na coratvahetuH, api tu parasvenAdattena sambandha 

ity uttare kartavye yad uttarAbhAsam Aha, tena jJApayati - nUnam ayaM samyaguttaraM na jAnAti, samyaguttarAjJAnAn 

nigRhyate| tac cottarAparijJAnaM matAnujJAdvAreNodbhAvyamAnaM matAnujJety ucyate|）
398 ここでは自身も泥棒であることを承認して相手に泥棒であることを帰結しているので，撞着はない．
399 これらの 3 つの対等では帰結に反対することなく，遍充関係を根拠に自説を弁護しており，誤った帰結

を否定してはいないため，「他説追認」と混同するのではないかという反論である．

Pra:付加による対等などにおいても望ましい帰結が否定されていないので「他説追認」になってしまうとい

う意味．
400 帰結を否定するか否かではなく，承認できるか否かが以上の 3 つの詭弁と「他説追認」の違いとなる．

定説逸脱の恐れから帰結を承認できない場合は，「他説追認」ではなくて詭弁の指摘をするか，正しい反論
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【2-18-2-3-2-3．詭弁は帰結を承認しない】

そしてここ［＝3 つの詭弁］では帰結したことを承認することはできない．

【2-18-2-3-2-3-1．付加による対等】

すなわち「結果であるから大地などは作者をもつならば，身体を前提とするものでもあろ

う」と言われたとき，「そうであってもよい」という返答［＝再反論］は相応しくない．定

説逸脱になってしまうから．

【2-18-2-3-2-3-2．無常による対等】

同様に「壺との類似性からもし音声が無常ならば，存在性からそれとの類似性から三界に

あるもの全てが無常でもあろう」というとき，

【2-18-2-3-2-3-3．無区別による対等】

「9 つのものが実体だから区別がないだろう」というときなどに「そうであってもよい」と

いう返答が望ましい［ならば相応しくない］．あるいは望ましいならば定説逸脱になってし

まう．

【2-18-2-4．帰結を承認するか否かで区別される】

それゆえ能力がない点では異ならなくとも，［詭弁では］「他説追認」の指摘をしても帰結

は承認されない．あるいはそれを承認すれば定説逸脱になる．その場合詭弁であることだ

けが指摘される場合である．そして詭弁の指摘が自身も満たし［＝撞着がなく］，帰結した

ことを承認しても過失がない場合が「他説追認」である．

【2-18-3．要約】

またそうであれば正しいもの［＝理由］，正しくないもの［＝理由］，論証，反論が提示さ

れたとき，望ましくないものに苦心することによって望ましいものを帰結することが「他

説追認」である401というのが要約である．

【2-18-3-1．詭弁が指摘される場合】

そのうち論証についてまず述べられる．「音声は無常である．結果だから／感覚器官で捉え

られるものから．壺のように」と正しい・正しくない提示に対して［それぞれ］「それなら

                                                                                                                                                    
として返答できないかのいずれかである．

Pra:相手が帰結した内容が承認できる場合，それを認めてから「他説追認」を指摘する．しかしそれの承認

が定説逸脱になることからできない場合，望ましくないことを帰結するものとして返答が行われるから，

敗北の場合ではないという意味．
401 NVTP 598.11:望ましくないという錯誤によって望ましいものを帰結することが他説承認である．

（aniSTabhrameNeSTApAdanaM matAnujJA||）
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ば壺との類似性から全くそれと同じように有質でもあろう」，「存在性から三界にあるもの

全てが無常であろう」と述べるならば，そのときは詭弁こそが指摘されるべきである．「他

説追認」は［誤った］帰結を明らかにすることによってこそ，隠されているから402．

【2-18-3-2．正しい反論の場合】

また「感覚器官で捉えられるものだから」ということについて「それならばまさにそれゆ

え普遍も無常になってしまう」と反証されたときは正しい反論にほかならない．どうして

かというと，これ［＝帰結］が望ましくないので，その場合誤った帰結によって論証が否

定的な考証で阻害されるから．［普遍が無常であることが］望ましいならば定説逸脱になる

から．また，感覚器官で捉えられることがそれ［＝無常性］と不可離関係にあるものとし

て認めていても，それ［＝無常性］なしで認めるならば撞着403があるから．

【2-18-3-3．他説追認の場合】

またもし，「それならば壺もまさにそれゆえ無常であろう」と言うならば，「他説追認」が

指摘されるべきである．帰結しているものこそが望ましいから．また詭弁の指摘はできな

いから404．［すなわち理由が］正しいときは能力がないことはないから，［また理由が］正

しくないときは能力がないことを明らかにすれば，自ら述べたものにも反論が帰結するか

ら［詭弁は指摘できない］．同様に反論についても考察されるべきである．

【2-18-4．極意】

望ましくないものとして決定されたものだけを相手に付随させるべしというのが極意であ

る．

                                                  
402 詭弁では帰結を引き出す方法が誤っているのであって，前提として他説追認を行っている点では変わり

がない．しかしその結果である帰結を承認できないので，他説追認の指摘はできない．

Pra:「帰結を明らかにすることによって」とは，定説逸脱を決定するものを認めるとき，対象を取り上げる

ことによってという意味．
403 「音声は無常である．感覚器官で捉えられるものだから」という論証をする者は，感覚器官で捉えられ

ることが無常と不可離関係にある（無常を離れて感覚器官で捉えられるものはない）と認めていることに

なるが，普遍において無常でなく，感覚器官で捉えられるものがあることを認めていることになるので，

撞着となる．

Pra:感覚器官で捉えられるから無常であると論証する者は，感覚器官で捉えられることと無常性との不可離

関係を認めており，普遍が感覚器官で捉えられるのに常住性を承認することによって撞着があるという意

味．
404 他説追認によって望ましい帰結がなされた場合，その理由が正しければ詭弁の指摘はできず，また正し

くないときに詭弁の指摘をすれば立論も否定したことになるから，いずれの場合でも詭弁の指摘ができな

い．そこに「他説追認」を指摘する余地がある．

Pra:というのも，能力がないことを明らかにすることによって詭弁である指摘が認められるからである．そ

こで正しい立論の理由において提示された所証に対しては，遍充するものとして理由に能力がないことが

ないから，それの指摘はできない．しかし正しくないとき，それを明らかにすれば，自ら述べたこともそ

の者によって批判されたことになってしまうので，詭弁であることの指摘ができないという意味．
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【2-19．（19）批判すべきものの看過】

批判すべきものの看過とは，敗北の場合になった者に敗北でないとすることである（スー

トラ 5.2.21）．

【2-19-1．例外】

【2-19-1-1．看過を看過する場合】

［批判すべきものの看過と］異なる種類の［敗北の場合］になったときにこれ［批判すべ

きものの看過］が認められる．というのも，看過をさらに看過することも敗北になるので

はないからである．［さもなければ］無限遡及405になるから，また［敗北した者がさらに敗

北する］動機がない406から．

【2-19-1-2．複数の敗北のうち 1 つを指摘する場合】

そして複数の［敗北の場合］が一緒に起こったとき，いずれか 1 つを指摘すればそれ以外

を指摘しないことはその敗北［＝批判すべきものの看過］にならない．それだけでのみ，

目的［＝敗北］が達成されるから．またそれ［＝他の敗北の場合］を指摘すれば「余分」

であることになってしまうから．一方，完全でない指摘と主張は必ずその通り［＝批判す

べきものの看過］でよい．

【2-19-1-3．資格のない者が指摘した敗北を看過する場合】

自発的な資格のない者が指摘したのに把握しないことは敗北にならない407．その者の言明

は結果がないから，言明しないことが正しいことになるから．

【2-19-1-4．口実があって看過する場合】

別の仕事によって覆い隠していても同様である［＝敗北にならない］．例えば「私は今日述

べることができない．風邪を引いて喉の調子がよくないから408」ときっと述べているが，

                                                  
405 看過の看過という状況を認めれば，看過の看過の看過，看過の看過の看過の看過…と両論者の看過の応

酬がやまない．「批判すべきものの看過」はある論者（A）が犯した敗北の場合を，もう一方の論者（B）
が看過するという両論者の過失を前提としている．したがって論者（B）の看過を，論者（A）が指摘すれ

ば自らの敗北の場合が明らかになってしまうため，会衆が指摘しない限り，論者（A）は故意にでも看過す

るだろう．この状況を認めると，同様に次には論者（B）も看過することになり，敗北の場合が決定できな

くなる．一度看過した者は，指摘されるまでずっと看過し続けるだろうからである．
406 看過の看過が敗北になるとするならば，論者（A）には自分が最初に犯した敗北の場合と，看過を看過

したことによる敗北の場合の 2 つがあることになる．死者は殺せない（1 度敗北した者にはそれ以上の敗

北の場合を問わない）という原則によって看過の看過に敗北を問う動機はない．

Pra:「批判すべきものの看過」の指摘の動機がない．まさに最初の「批判すべきものの看過」によって両者

が捨てられるから．
407 会衆の外にいる聴衆は，発言権がない．また会衆の中でも，立論者と対論者と主審以外は原則として発

言権がない．
408 ヴァーチャスパティミシュラが「逃避」の例として示したもの．ウダヤナは「逃避」の項でヴァーツヤ

ーヤナの例だけを引用している．

NVTT 1192.6:例えば「私は甘いものを食べ過ぎた（?）」「風邪で喉が痛い」など．（yathA rasAlayA mayA bhuktaM 



410

そうであっても［論議が］始められてしまったので［反論を］述べるから，「逃避」は排除

される．

【2-19-2．スートラ解釈】

それゆえ必ず指摘されなければならない敗北の場合の機会に把握しないことが「反論すべ

きものの看過」であるというのがスートラの意味である．「［敗北の場合に］なった」と「反

論すべきもの」という語は可能性を意味するから．

【2-19-3．会衆が指摘する】

そしてこれは会衆によって指摘される409．

【2-19-4．思いつかずではない】

【2-19-4-1．反論：正しくない論証に対することは共通である】

反論410．どうしてこれは「思いつかず」と別に教示されるのか．［批判すべきものの看過で

                                                                                                                                                    
pratizyAyakaNo me kaNThaM kSiNotIty evamAdi|）
409 はじめに敗北の場合を犯した立論者と，それを看過した対論者は両方ともに敗北の場合を指摘できない

ため，第三者の判定を仰がなければならないことはヴァーツヤーヤナから説かれている．ただしヴァーツ

ヤーヤナは立論者と対論者の質問「どちらが勝つのか」をまってから判定が出されるとしたのに対し，ヴ

ァーチャスパティミシュラは主審が無条件で指摘できるという選択も提示している．

なお勝敗についてヴァーチャスパティミシュラは，議論の場合，真理を決定することが目的だから両論者

ともに敗北・会衆の勝利となり，論諍・論詰の場合は真理に関係なく人間の能力を問うことが目的だから

間違っていても何かを述べた立論者よりも何も発言できなかった対論者の方が劣っていると見なされ，敗

北するという．

NBh 1195.3f:そしてこれは誰の勝利かと質問された会衆によって述べられるべきである．実際のところ，敗

北になった者が自らの過ちを明らかにすることはない．（etac ca kasya parAjaya ity anuyuktayA pariSadA 

vacanIyam, na khalu nigrahaM prAptaH svakaupInaM vivRNuyAd iti|）

NVTT 1195.9ff:一方これはまず立論者によって指摘されるものではない．なぜならその者は自身の論証が劣

っていると正気であるのに指摘することはないからである．また対論者によって指摘されるものでもない．

なぜなら正気な者が自ら自身を敗北させることはないからである．さらに，批判すべきものを知っておき

ながらどうして無視するのか．それゆえ主審または立論者と対論者によって質問された会衆によってその

敗北の場合が指摘される．（etat tu na tAvad vAdinodbhAvanIyaM, na hy asau svasvasAdhanAvadyam anunmatta 

udbhAvayati ; nApi prativAdinA, na hy anunmatta AtmAnam AtmanA nigRhNAti| api tu paryanuyojyaM jAnAnaH kasmAd 

upekSate| tasmAt sabhApatinA vAdiprativAdibhyAm anuyuktayA vA pariSadA tannigrahasthAnam udbhAvanIyaM|）
410 ヴァーチャスパティミシュラがダルマキールティの反論に対して答えたことに対する再反論になって

いる．ダルマキールティは返答を思いつかない点で「批判すべきものの看過」は「思いつかず」にほかな

らないとし，ヴァーチャスパティミシュラは正しい論証に対して返答を思いつかなければ「思いつかず」，

誤った論証に対してであれば「批判すべきものの看過」であるとした．確かに正しい論証に対する「批判

すべきものの看過」は決してないが，しかし誤った論証に対する「思いつかず」はありえる．したがって

ヴァーチャスパティミシュラが加えた限定要素では両者を区別するのに不十分である．

VN 63.1ff:この場合ももし立論者が敗北になったのを対論者がもし批判しなければ「思いつかず」にほかな

らない．その者が返答を思いつかないから．よって「批判すべきものの看過」は別の敗北の場合ではない．

（atrApi yadi sAdhanavAdinaM nigrahaprAptam uttaravAdI na paryanuyuGkte, apratibhaivAsyottarApratipatter iti na 

paryanuyojyopekSaNaM pRthag nigrahasthAnam|）

NVTT 1195.15f:正しい論証の提示が行われたときに対論者が返答を思いつかないことが「思いつかず」であ

り，誤った論証の提示が行われたときに返答を思いつかないことが「批判すべきものの看過」であるとい

う違いがある．（samyaksAdhanopanyAse vihite prativAdina uttarApratipattir apratibhA, sAdhanAbhAsopanyAse ca 
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は］正しくない論証を対象とするからというならば，その限定要素によって何になるのか．

付け加えられる動機をもたないから．

【2-19-4-2．主張の破棄や放棄などにおいて起こる】

そうではない．主張の破棄や主張の放棄などにおいてそれを看過して，正しい反論によっ

て反証しても，これ［＝批判すべきものの看過］の余地があるから．「思いつかず」はその

場合ないから411．

【2-19-4-3．意図的な省略も看過してはいけない】

反論．正しい返答を述べつつ，自己を誇って些細な部分を省略したものをもし看過したな

らば，どうしてそれだけで敗北になりえるのか．

答え．必ずなりえる．主張の破棄などは必ず指摘しなければならないから．さもなければ

前に起こった欠陥を破棄したり，限定したり，隠蔽する者がもし看過されることになって

しまい，どうしても論議の展開を［敗北の場合の決定によって］打ち切ることがなくなっ

てしまう412．

【2-20．（20）反論できないものへの反論】

反論できないものへの反論とは，敗北のない場合に敗北の場合を誤用することである（ス

ートラ 5.2.22）．

【2-20-1．4 種類の分類】

それは 4 種類である．曲解，詭弁，見せかけのもの，機会でないときの把握である．

                                                                                                                                                    
uttarApratipattiH paryanuyojyopekSaNam iti vizeSaH|）

Pra:ティーカー作者の否定を疑う．「正しくない」と．否定する．「何になるのか」と．返答が獲得する能力

がないことを明らかにするものだけだけならば両者に違いはないから，さもなければ他のもの［＝敗北の

場合］も正しい・正しくない提示を対象とするので，それらが違いのないことになってしまうという意味．
411 ウダヤナの解決法は，敗北の場合を指摘せずに正しい反論を述べても「批判すべきものの看過」となる

という見解である．「思いつかず」は反論を述べないことであるから，この例において違いは明確となる．

この説明はウディヨータカラに求めることができる．「批判すべきものの看過」が敗北の場合ではないとい

う見解に対してウディヨータカラは，敗北の場合を指摘すべきときに別の返答を述べることは，それが無

意味であることを理解していないのだから，敗北の場合であると述べている．

NV 1196.4f:なぜならこの者は敗北の場合を述べるべきときに別のことを述べているので，まさにこれゆえ

敗北する．というのもこの者は知っていながら何のために別のことを言うのか．（yata evAsau nigrahasthAne 

vaktavye anyad abhidhatte 'ta eva nigRhyate, jAnAno hy asau kimartham anyad bravIti|）
412 しかしマニカンタ・ミシュラは「思いつかず」との違いを主張の破棄などに対して用いられるか否かに

求めるウダヤナ説に異を唱えている．

NR 241.9ff:そうではない．別の敗北の場合と異ならないから．というのも，主張の放棄などの看過と別の

敗北の場合の看過は何の違いもないからである．それゆえ棒立ちの看過においてこれも別であると理解す

るべきである．（tan na, nigrahasthAnAntarair avizeSAt| na hi 

pratijJAsaMnyAsAdyupekSaNanigrahasthAnAntaropekSaNayoH kazcid asti vizeSaH| tasmAt stambhopekSaNe 'syApi 

pRthagbhAvo 'vagantavyaH|）
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【2-20-1-1．曲解と詭弁】

曲解は既に述べられ，詭弁も［既に述べられている］．

【2-20-1-2．見せかけのもの】

【2-20-1-2-1．見せかけの敗北の場合】

見せかけのものとは，例えば，

（1）いくつかの選択肢が思い浮かぶとき，選択によって望ましくない選択肢を破棄するの

で「主張の破棄」になるというもの．

（2）文脈などから帰結された差異を明らかにするので「別の主張」になるというもの．

（3）否定辞の適用と不適用だけで「［主張の］矛盾」になるというもの．

（4）想定したものを承認しないので「［主張の］放棄」になるというもの．

（5）［対論者が］自ら取り上げていなかった限定要素を［立論者が］再び宣言するので「別

の理由」になるというもの．

（6）実際には当該のものに関連するのに，帰結としてそのように決定しないので「別の内

容」になるというもの．

（7）自身が文法学者なので有意なものの提示に有意でないと誤用することが「無意味」で

ある．

（8）自身や会衆の一部が理解していないので「意味が理解されないもの」になるというも

の413．

（9）前後関係があるのに，自ら連関しないので「無関係」になるというもの．

（10）理解していないために順序が逆になるので「時宜を得ないもの」になるというもの．

（11）他のものに注意を向けて聴いていないので「不足」になるというもの．

（12）近くにいる者などが述べた理由などによっても「余分」になるというもの．

（13）同じく聞こえることだけ［＝反響］で「繰り返し」になるというもの．

（14）その者に周知でない単語によって言及するので「無言」になるというもの．

（15）会衆が理解していないのに，自分が自信をもっているだけで「無知」になるという

もの414．

（16）返答を述べているのに発汗などによって「思いつかず」になるというもの．

（17）必然的な生き物の性質によって「逃避」になるというもの．

（18）既に成立しているものの論証なので「他説追認」になるというもの415．

（19）過失がないと指摘するので「反論すべきものの看過」になるというもの416．

                                                  
413 3 回言った後に会衆が概ね理解すれば，対論者が理解していなくても「意味が理解されないもの」には

ならない．反対に対論者が「無知」になるだろう．
414 上記とは反対に 3 回言った後に会衆が誰も理解していなければ，対論者が理解していても「無知」には

ならない．
415 既に成立しているものでも，論証したければ行っても「他説追認」にならない．
416 立論者が正しい立論を行ったとき，過失がないので対論者が反論しなかった場合には「反論すべきもの

の看過」にならない．反論すべきものではなかったからである．
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（20）曲解や詭弁でないのに曲解や詭弁であると指摘するので「反論できないものへの反

論」になるというもの417．

（21）学習中の論書を逸脱しても定説逸脱になるというもの418．

（22）言葉だけで「見せかけの理由」になるというもの．以上が見せかけの敗北の場合で

ある419．

【2-20-1-2-2．別のものの指摘】

同様に反論すべきとき，「主張の破棄」などに対して「別の主張」になるなどというもの．

曲解なのに詭弁になるというもの，表現上の曲解なのに曲解だからといって比喩による曲

解になるなどというもの．「類似性による対等」なのに詭弁だからといって「論題による対

等」になるなどというもの．

【2-20-1-2-3．別のものの指摘を許すスートラ解釈】

というのも，その敗北の場合になっていない反論がこの場合意図されているからである．

それ［＝敗北の場合］を犯していないのにその敗北の場合を指摘することが，このように

全て含まれる．またそうであれば「その敗北の場合がないときに，その敗北の場合を誤用

することが「反論できないものへの反論」であるというのがスートラの意味である．まさ

にこれが偉大なスートラの動機である．一方，さもなければ「敗北がないときの敗北」と

［だけ］述べるだろう420．

【2-20-1-3．機会でないときの把握】

【2-20-1-3-1．発言後に把握されるもの】

一方，機会でないときの把握とは既に述べた機会を得る前に，あるいは過ぎてから把握す

                                                  
417 曲解や詭弁が「反論できないものへの反論」の一種であり，それらが該当しない場合には「反論できな

いものへの反論」にならない．正しい反論を行っているのに，それは「反論できないものへの反論」であ

ると述べることである．
418 論書と矛盾しない限り，発展させた内容を説いても定説逸脱にならない．
419 誤った理由であることを示すためには遍充関係も含めて説明しなければならない．ただ「それは誤った

理由だ」というだけでは敗北の場合を指摘したことにならない．
420 スートラをその通りに読めば，敗北の場合が何もないときに敗北の場合の指摘をすることに限られるが，

上記のように，ある敗北の場合を犯しているときにそれと別の敗北の場合を指摘することも含まれる．そ

のためにスートラの中に「それ（tad）」を読みこみ，「その敗北の場合でないとき」と解釈する．NVTP で

も「それ」を加えている．

NVTP 599.3:その敗北の場合でないときに，その敗北の場合を誤用することが「反論できないものへの反論」

である．（atannigrahasthAne tannigrahasthAnAbhiyogo niranuyojyAnuyogaH||）

Pra:それゆえ敗北の場合がないとき，別の敗北の場合になったとき，指摘されつつあるそれと異なるときに，

敗北の場合になっていないものこそをそれとして，ないものとしてという全てが含まれる．

この解釈は先行する注釈者には見られない．「それ」を読み込まなくてもスートラの「敗北の場合がないと

きに（anigrahasthAne）」は否定辞を「それ以外」と解釈することで「敗北の場合でないとき＝別の敗北の場

合であるときに」とすることも不可能ではないが，ヴァーツヤーヤナとウディヨータカラは「あなたは敗

北している（nigRhIto 'si）」と述べることが反論できないものへの反論であるとしており，いかなる敗北の

場合もない場合を想定していたと考えるほかない．
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ることである421．例えば「あなたが［これから］破棄するならば主張の破棄である」，「あ

なたが［これから］限定するならば別の理由である」というもの．「まずこのあなたの理由

はこの過失によって欠陥にほかならない．あるいは欠陥がなくてもよいが，そうであって

も前のものがまずあなたによって破棄されていたので，［主張］の破棄になる」，「まずこれ

は限定されて欠陥がなくなったが，前は限定されていないものこそがあなたによって取り

上げられていたから，別の理由になる」というものが発言後に把握されるものの場合．

【2-20-1-3-2．発言中に把握されるもの】

同様に，発言中に把握されるものが，粗悪な言葉などの発言が完全に終わったときにある

場合422．

【2-20-1-3-3．発言のないときに把握されるもの】

発言のないときに把握されるものは，無知などが無言などの機会に［指摘されるもの］423．

全てが［各］段階に含まれる．

【2-21．（21）定説逸脱】

定説逸脱とは，定説を無視して無制限に議論を付会することである（スートラ 5.2.23）．

【2-21-1．スートラ解釈】

承認した定説を逸して，論証と反論を述べることが定説逸脱であるという意味．

                                                  
421 敗北の場合が判明する時間に応じて 3 種類に分類し，それぞれ指摘するべき機会を論じる．敗北の場合

は（1）発言後に把握されるもの，（2）発言中に把握されるもの，（3）発言しないことで把握されるものの

3 種類がある．さらに発言後に把握されるものには的を射ない指摘，それ以外の付帯的な過失，そして再

反論で起こる変更の過失の 3 つがある．

発言後に把握されるものでも，発言の直後でなければならない．

Pra:すなわち，破棄と別の理由は発言後に把握されるものであり，起こったときに指摘することが相応しい．

NVTP 312.17f:そのうち発言しないことで把握されるものとは思いつかずなどである．発言中に把握される

ものとは時宜を得ないものなどである．見せかけのもの以外で発言後に把握されるものとは主張の矛盾な

どである．これらがなければ見せかけのものを考察する．それゆえまた再反論で述べられた見せかけのも

の以外のものとは主張の放棄などである．（tatrAnuktagrAhyam apratibhAdi| ucyamAnagrAhyam aprAptakAlAdi| 

AbhAsabahiruktagrAhyaM pratijJAvirodAdi| eSv asatsu AbhAsacintA| tataH punaH pratidUSaNoktau AbhAsabahiH 

pratijJAhAnyAdi|）
422 発言中に把握されるべきものであっても，粗悪であることが決められなければ決まり次第でよい．

Pra:決定があったものをそのときにこそ指摘するべきである．起こった指摘の時間を超えることに「無知」

が起こるからという意図による．
423 「無知」は相手が理解しないことを明らかにした直後に指摘しなければならない．その機会を逸して，

そのうち相手が一転，理解したことを明らかにすれば，発言がないという状態は変わらないもののもはや

「無知」を指摘することはできず，再言及するまでの間は「無言」を指摘する機会となる．ここで遅れて

「無知」を指摘するならば，機会でないときの把握によって「反論できないものへの反論」となる．

Pra:最初に正しい知の論者の発言のために理解しないことを明らかにする者に無知が起こったとき，それを

指摘しない．その後に理解を明らかにする者に再言及が起こってから，立論者に無知の指摘があるが，機

会を逸してから把握される．
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【2-21-2．矛盾ではない】

これ［＝定説逸脱］は別の人［＝根本聖典の著者］の文と論者の文が撞着するというあり

方をもつから，自身の文と撞着するあり方をもつ矛盾とは異なる424．

【2-21-2-1．反論：自身の承認との矛盾がある】

反論．この場合もまさに自身の前に承認したことと撞着がある．というのももし，ニヤー

ヤ学を承認しておいてそれを否定するならば，その者は定説逸脱を犯すだろう．そのよう

に同一のもの承認しかつ否定することは矛盾だから．

【2-21-2-2．直接矛盾する表現はない】

そうではない．［定説逸脱においては］別の人の言葉を取り上げることなく，矛盾が直接理

解されないから．というのも，「私はニヤーヤ学徒である」と述べてから，「感覚器官は元

素からなるものではない」と述べることは，「感覚器官は元素よりなる」というガウタマの

言明を承認せずに撞着しているが，それ述べることはできないからである．

【2-21-2-3．反論：聖伝との矛盾も含まれる】

反論．またそうであれば聖伝との矛盾もまさにこれ［＝定説逸脱］に含まれることになっ

てしまう．

【2-21-2-4．自身の学説のみとの矛盾である】

そうではない．両論者にとって成り立っている根拠であるもの［＝聖伝］によってそれ［＝

聖伝との矛盾］があるだろう．しかしこれ［＝定説逸脱］は自身の承認だけを対象とする

もの［＝聖伝］とであるという違いがあるから．まさにこれゆえ仏教徒と論議をするとき

にミーマーンサー学徒がヴェーダと矛盾するのは定説逸脱にほかならない．ニヤーヤ学徒

と論議をするときに仏教徒に自身の聖伝との矛盾があるように．

                                                  
424 ウディヨータカラは主張を明示せずに承認内容を捨てると説き，これがヴァーチャスパティミシュラに

よって矛盾因や主張の矛盾との違いとされ，ウダヤナはさらに発言者の違いに帰している．すなわち，矛

盾因や主張の矛盾では発言したひとつの主張の中に明示的に矛盾があるのに対し，定説逸脱は発言された

主張と発言されていない定説との間の矛盾であるため，明示的ではない．

なお，先行する注釈者はサーンキヤ学徒の定説逸脱を例にとって説明するが，ウダヤナはこれに触れてい

ない．

NV 1198.6:主張された内容なしに承認した内容を破棄するから敗北する．（pratijJAtArthavyatirekeNAbhyupa-

gatArthaparityAgAn nigRhyata iti|）

NVTT 1199.7f:それゆえここで主張されたものと矛盾する場合，矛盾因という誤った理由や主張との矛盾が

ある．しかしここでは主張された内容なしに，別の承認と矛盾するという．（tasmAd yatra pratijJArthena 

virodhaH tatra viruddho hetvAbhAsaH pratijJAvirodho vA| iha tu pratijJArthavyatirekeNAbhyupagamAntareNa virodha 

iti）

NVTP 599.7f:「別の承認によって」とは，正しさを承認した別の人によってという意味．

（abhyupagamAntareNeti| abhyupetaprAmANyapuruSAntareNety arthaH|）
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【2-21-2-5．反論：両者が同じ学説の場合】

反論．両論者が，カナーダとアクシャパーダが正しいと承認している場合，それを逸した

らどうなるのか425．

【2-21-2-6．議論は矛盾を前提とする】

何にもならない．異論がなければ論議自体が起こらないから．異論があれば両者にとって

正しいという承認を捨てるから．なぜなら，それ［＝聖伝］と矛盾する別の学派説に依拠

してこそ，そのときに議論が起こるのであって，それ以外ではない426．

【2-21-3．言明の可能性】

思いつかない段階で，「この者は我々の見解を承認していない」と立論者が考えることから，

「別様に説明しよう」と得意になることから，「これは一部の者の見解である」と誤認する

ことから，「［スートラ作者などによって］直接述べられていない」という迷妄から言明の

可能性がある．

【2-21-4．敗北の場合である】

【2-21-4-1．反論：論書に依拠した議論はない】

「なぜなら論書に依拠した議論はないからである」というので，定説逸脱は敗北の基体で

はないとある者たちが述べる427．

【2-21-4-2．論議は論書に依拠する】

そうではない．論書に依拠せずにそれに関与する論議を始めることは成り立たないから．

というのも，仏教徒が刹那滅論証を提示したときに，［反論を］思いつかないニヤーヤ学徒

が既に成立しているものの論証を指摘して［仏教徒が］敗北するとき，［定説逸脱が敗北で

なければ仏教徒は］何をするべきか428．

                                                  
425 前項で「聖伝との矛盾」は両論者が共通して認める聖伝を逸脱すること，定説逸脱は自身の拠って立つ

学派の聖伝を逸脱することという分類が示された．それに対して今度は，自身の拠って立つ学派が共通だ

った場合はどちらになるのかという問いがなされる．
426 自身の拠って立つ学派が共通だった場合に両論者に異論があるというのは，同じ聖伝を共通して認めて

いないということであり，「聖伝との矛盾」の領域ではない．相手と異なる学説に基づいて異論が起こって

いることになり，「定説逸脱」となる．
427 AN はこの見解を仏教徒のものとし，PV 4.54 を引用する（AN 124.22ff）．定説に完全に依拠して議論を

行うならば，その議論は論書に書いてあることを再現しただけであるから意味がない議論である．しかし

だからといって，定説を完全に無視しても述べられていないトピックは論じることができない．どこまで

定説に依拠するか，どこから定説から発展した異論が生まれるかは，ウダヤナの議論でも明らかにされた

とは言えず，ヴァルダマーナが論書の内容や論理関係も加味して考察するなど，後代に持ち越された．必

ず学派の定説に縛られ，完全に自由な思弁が妨げられるインド特有の議論のあり方を見る上で論証と定説

の関係は考察に値する．
428 仏教徒の刹那滅論証に対して，ニヤーヤ学徒が既に成立しているものの論証を指摘した場合，その者は

ニヤーヤ学派が認めていない刹那滅論証を認めていることになるから，定説逸脱になる．
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【2-21-4-3．定説への全般的な矛盾】

最初［に述べたことと］の齟齬という矛盾を指摘するべきであるというならば，それなら

ば［その］齟齬に関与する別の認識対象を逸することも必ず指摘しなければならない429．

違いがないから．さもなければ［その］齟齬を逸することも看過することになってしまう．

実際のところ，それ［＝前に述べたこととの齟齬］とそれに関与する別の認識対象を逸す

ることは，矛盾の成立に対して何の違いもない，

【2-21-4-4．一部の肯定・否定は全部の肯定・否定】

また，ひとつの人間の目的に関与する手段と目的の関係が決定されたものの類を説明する

こと以外に論書というものはない．それゆえ刹那滅を認めるならば，それに関与する［語

意の］排除など全部を認めることになり，あるいはその一部を否定するならば全部のそれ

に関与するものを否定することになることは，最高神でも別様にすることはできない430．

【2-21-4-5．定説を全て開陳することはない】

また全部のそれに関与するものの類を論議の最初に自分の言葉で述べることは相応しくな

い．そのときにはもう論書を著作することになってしまうから431．また会衆に期待されて

いないから．

【2-21-4-6．論書に拠らなければならない】

また，それ［＝論書］を逸することを指摘するために，全部のそれに関与するものの考察

を，相互の論書に依存せずに行うことはできない．また，それ［＝論書］に関与するもの

を逸したり，それ［＝論書］を無視したりすれば，真実の理解や勝利がないので432，偶然

であってもその主題について記された論書だけは依拠しなければならないという433．

                                                  
429 上記の例で，ニヤーヤ学徒は自身で最初に刹那滅論証を否定しておきながら，後でそれを認めるので，

自己矛盾だけがあって定説逸脱ではないという．

Pra:前後の撞着というあり方をもつ別の敗北の場合こそを指摘すべきであるという意味．

しかし刹那滅論証を認めるということは刹那滅論証に関わる全ての仏教説を認めるということであり，そ

れらをいちいち述べてから，それぞれに矛盾する発言をしているのではない．ニヤーヤ学徒が「既に成立

しているものの論証」であると反論した場合，一方で刹那滅を否定し他方で認めているだけでなく，刹那

滅に関与する全ての仏教説を一方で否定し他方で認めていることになる．それら全ての仏教説は明示的で

はないから，直接的な矛盾はない．矛盾は個別的であるのに対し，定説逸脱は広い文脈で捉えられている．
430 論書は全体でひとつであり，その一部だけに矛盾するということはない．一部に矛盾するということは

学説全体に矛盾するということである．
431 定説全部を述べてからそれと矛盾する言明を行うならば明示的な矛盾になるだろうが，それは事実上不

可能である．
432 Pra は関与するものを逸すれば真実の理解がなく，論書を無視すれば勝利がないというように順番どお

りの指示（yathAsaGkhya）であるとする．真実の理解のためには定説全般に対する配慮が必要であり，勝利

のためには自説の拠り所を明らかにしておかなければならないということであろう．

Pra:それに関与するものを逸することによって真実の理解が，その無視によって勝利がという順番どおりの

関連である．
433 AN では特定の論書に記された全てが問題になるわけではなくて対立する箇所だけが問題になるのであ

り，また論書に依拠しなくとも関連する内容は想定できるとして，必ず論書に関連しなければならないと
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【2-22．（22）見せかけの理由】

そして見せかけの理由とは既に述べた通りである（スートラ 5.2.24）．

【2-22-1．スートラ解釈】

「全く同様に敗北の場合となる」と補う．残りはバーシャなどにある434．

【2-22-2．「そして」の意味】

【2-22-2-1．4 種類の欠陥】

述べられていないものをまとめるために「そして」と付ける．というのも，矛盾などの敗

北の場合がない論証の提示でも，4 種類の欠陥がありえるからである435．

                                                                                                                                                    
いうことに異を唱えている（AN 125.10ff）．
434 誤った理由は論証の文脈で定義されるのに対し，ここでは論者の無能を明らかにするという敗北の場合

の文脈で再び述べられることになったが，文脈が変わっても別の定義を要するのではない．前に定義され

たものと全く同じ定義・分類によって，敗北の場合にもなる．文脈の変化によって観点や用法が変わらな

いことが示されている．

ヴァーツヤーヤナは手段か対象かによって認識手段（pramANa）の定義が異なるという例を挙げ，誤った理

由にはこのようなことがないことを説いている．「全く同様に敗北の場合となる」という補いはウディヨー

タカラから借りているものと考えられる．

NBh 1199.2ff:反論．また別の定義が結びつくから誤った理由は敗北の場合となるのか．認識手段が認識対

象性を得るように．

答え．これゆえ述べる．「既に述べた通りである」と．誤った理由の定義によってのみ，敗北の場合になる．

（kiM punar lakSaNAntarayogAd hetvAbhAsA nigrahasthAnatvam ApannAH yathA pramANAni prameyatvam ity ata Aha 

- yathoktA iti| hetvAbhAsalakSaNenaiva nigrahasthAnabhAva iti|）

NV 1199.5:定義によって分類されたのと全く同様に敗北の場合になるということ．（yathaiva vibhaktA 

lakSaNena, tathaiva nigrahasthAnabhAva iti|）

NVTT 1199.11ff:（「既に述べた通り」というスートラの部分を否定するために疑いを述べる．「反論．また

別の定義が結びつくから誤った理由は敗北の場合となるのか．認識手段が認識対象性を得るように．」すな

わち，全く同じ直接知覚などが認識の手段として定義されて認識手段となり，正しい認識に遍充されるも

のとして認識対象となって，別の定義によって認識手段が認識対象性を得る．このような疑いがありえる

だろう．これゆえ偉大なるスートラ作者は述べる．「既に述べた通り」と．（“ yathoktA” iti 

sUtrAvayavanirAkaraNIyam AzaGkAm Aha - kiM punar lakSaNAntarayogAd dhetvAbhAsA nigrahasthAnatAm Apadyante 

yathA pramANAni prameyatvaM, teSAm eva pratyakSAdInAm upalabdhisAdhanatvena lakSyamANAnAM pramANatvaM, 

pramAvyApyatayA prameyatvaM, lakSaNAntareNa pramANAni prameyatvam Apadyanta - iti zaGkAyAH sambhAvAd ata 

Aha bhagavAn sUtrakAraH - yathoktA iti|）

Pra:たとえ誤解と無理解を推察させるものとして敗北の場合であり，そのあり方によってそれらが定義され

ているのではないとしても，誤った理由と認められたものが，列挙される推理知を妨げる如実な知の対象

であるというあり方がここで意図されている．

NVTP 599.12-600.16 では，新たに 6 つの誤った理由を挙げ，全て不成立因（特に遍充されることの不成立

因）に含まれることを説明することによって，既に述べた定義通りであることを示している．ここで挙げ

られる 6 つの誤った理由とは，（1）非支配因（aprayojaka），（2）能力がない限定要素をもつもの・能力が

ない非限定要素をもつもの・能力がない両者をもつもの（asamarthavizeSaNa,asamarthavizeSya,asamarthobhaya），

（3）遍充関係を把握していないもの（agRhItavyAptika），（4）包括しないもの（anupasaMhArya），（5）否定

的考証と撞着するもの（pratikUlatarkapratihata），（6）肯定的考証がないもの（anukUlatarkazUnya）の 6 つ．
435 ここからの議論はヴァーチャスパティミシュラがスートラに述べられていない敗北の場合がある可能

性を示唆したものに拠っていると考えられる．ヴァーチャスパティミシュラは仮定として述べており，具

体的な敗北の場合は提示していない．ウダヤナはこれに対して具体的な例を挙げると共に，スートラ作者

はなぜ述べなかったのかという問題に取り組んでいる．

NVTT 1199:9f:もし述べられていなくても何か残っているならば，その敗北の場合は「そして」と付けるこ
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【2-22-2-2．理由・実例・考証・表現での欠陥】

理由に基づくものは例えば不確定因などというもの．実例に基づくものとは例えば証因を

欠くなどというもの．考証に基づくものとは例えば自己依存や相互依存など．表現に基づ

くものとは例えば肯定的・否定的関係を述べずに遍充関係を述べるものなど．

【2-22-2-3．述べられていない後三者を取り上げる】

そのうち当該の言葉によって 1 番目の規定が得られたときに，まだ述べられていない 3 つ

も敗北の場合として取り上げられなければならないというのが「そして」を付ける意味で

ある．

【2-22-3．別立てしない理由】

【2-22-3-1．反論：煩瑣な想定である】

反論．全く別立てしてどうしてこれ［実例・考証・表現での欠陥］をスートラ作者は述べ

ないのか．そうであるならば［述べられていないものを想定することは］煩瑣であること

になってしまい，また弟子たちが諸々のスートラをどうして受け入れることができようか．

【2-22-3-2．見せかけの理由の一部である】

答え．その通りである．しかし見せかけの理由のみについてこの考察に基づく展開がある

と説明するために別立てして取り上げないのである．

【2-22-3-3．各例】

【2-22-3-3-1．実例に基づく欠陥】

問い．どのようにか．

答え．すなわち，実例が証因を欠くならば理由は非共通因になるだろう．また所証を欠く

ならば矛盾因，両方を欠くならば遍充されることの不成立因となり，［実例の］基体不成立

の場合も同様［＝遍充されることの不成立因］である．［異類例から］所証が排除されない

ならば非共通因，証因が排除されないならば矛盾因，両方が排除されないならば否定的遍

充関係の不成立因となり，［実例の］基体不成立の場合も同様［＝否定的遍充関係の不成立

因］である436．

                                                                                                                                                    
とによってまとめられる．（yady anuktam api kiJcid viziSyate nigrahasthAnaM tac cakAreNa samucceyaM|）

NVTP ではさらに，主題に基づく欠陥が追加される．これは主題所属性を満たさないものであるから不成

立因に含まれる．

NVTP 601.7f:一方，限定要素が周知でないものなどの誤った主題においては理由に主題所属性がないことが

必ず理解される．（aprasiddhavizeSaNAdau tu pakSAbhAse 'pakSadharmatAhetoH pratipAditaiveti|）
436 実例を同類例，異類例に分け，それぞれ証因がない（ある）場合，所証がない（ある）場合，両方がな

い（ある）場合，実例自体がない場合に分けて，いずれの場合にも誤った理由があることを説明している．

同じ内容は NVTP に再掲されている．排除の説明では異類例か同類例かの違いがある（この点異読にも混

同が見られる）が，内容的に違いはない．

NVTP 601.1ff:すなわち，実例が証因を欠くならば提示に従って理由は非共通の不確定因になるだろう．所
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【2-22-3-3-2．考証に基づく欠陥】

同様に自己依存と相互依存と循環論法の場合437は［自体］不成立因，無限遡及の場合は［基

体］不成立因，または不確定因，過去提示因［＝被排撃因］，望ましくないものの帰結の場

合は遍充関係の不成立因がある．肯定的考証がない場合も同様［＝遍充関係の不成立因］

である．

【2-22-3-3-3．表現に基づく欠陥】

一方，表現が悪い場合，実際に理由の内容は正しいので，表現にしたがって欠陥となるに

ほかならない．提示していなければ理由のあり方があっても証因とならないから．また述

べた通りにそのあり方が理解されないから．以上［各例］438．

                                                                                                                                                    
証を欠くならば矛盾因である．両方を欠くならば関係が理解されていないので遍充されることの不成立因

である．また［同類例から］所証が排除されているならば共通因である．証因が排除されているならば矛

盾因である．両方が排除されているならば否定的遍充関係が成立していないので遍充されることの不成立

である．基体不成立の場合も同様である．（ tathA hi sAdhanavikale dRSTAnte yathAprayogaM hetur 

asAdhAraNAnaikAntikaH syAt| sAdhyavikale viruddhaH| ubhayavikale ca pratibandhaH| pratipattau vyApyatvAsiddhaH| 

sAdhyavyAvRttau ca sAdhAraNaH| sAdhanavyAvRttau viruddhaH| ubhayavyAvRttau vyatirekaH| vyAptyasiddhau 

vyApyatvAsiddhaH| AzrayAsiddhe 'pi tathA|）

マニカンタ・ミシュラは実例が証因を欠くだけでは理由が非共通因にならないとして，これを根拠に「そ

して」の内容を「述べられていない敗北の場合を含めるため」というウダヤナ説に反対する．確かに実例

を異類と考えれば非共通因にならないが，この箇所の欠陥だけでウダヤナ説を全否定することはできない．

マニカンタ・ミシュラの対案「誤った別の認識手段を含めるため」には具体的な例が示されていない．

NR 245.10ff:そうではない．なぜなら実例が証因を欠くだけで理由が不確定因になるのではないからである．

そうでなくて全部の同類が排除されることによってである．さもなければ煙をもつことなどもそう［＝不

確定因に］なってしまうだろう．その場合も実例として鉄球が認められるとき，証因を欠くことが必ずあ

る．しかし不確定因ではない．それゆえ誤った別の認識手段を含めるために「そして」と付けると理解す

るべきである．（tan na, na hi dRSTAntasya sAdhanavikalatAmAtreNa hetur asAdhAraNo bhavati| kin tu 

sakalasapakSavyAvRttyA| anyathA dhUmavattvAder api tathAtvaprasaGgaH| tatrApi yadA dRSTAntatvenAyogolako 

'bhyupgamyate, tadA bhavaty eva sAdhanavikalatA| na tv asAdhAraNyam| tasmAt pramANAntarAbhAsAnukarSaNArthaz 

cakAra ity avagantavyam|）
437 「壺は実体である．属性をもつから」

Pra:主題に存する場合基体不成立因となり，理由に存する場合自体不成立因となり，実例に存する場合実例

が不成立なので遍充されるものの不成立になるという意味．

同じ内容は NVTP でも述べられている．NVTP ではこれら 4 つの考証を全て遍充されることの不成立因に

帰した上で，個別に説いていく．ただし帰謬論法には触れられていない．否定的考証によって誤謬が指摘

されるもの，肯定的考証に支えられないものは，遍充関係を把握していないものとして捉えられている．

NVTP 600.15f:同様に反対の考証と撞着するもの，肯定的な考証を欠くものも不成立因にほかならないと決

定される．正しい考証と繰り返し観察することによって理解される遍充関係は，考証がなければ把握され

な い か ら ． （ evaM viparItatarkapratihatAnukUlatarkarahitayor apy asiddhatvam evAvaseyam| 

sattarkabhUyodarzanagamyAyA vyApter asati tarke 'grahAd iti|）

NVTP 601.9ff:反論．自己依存・相互依存・循環論法・無限遡及はどこに含まれるのか．

答え．これらは否定的考証の一種であるので，それに撞着する論証は遍充されるものの不成立因であるこ

とがまず共通である．一方，個別に自己依存・相互依存・循環論法の場合は，自体不成立因であり，また

無限遡及の場合は基体不成立因と，排撃・逸脱がある．（syAd etat| AtmAzrayaparasparAzrayacakrakavRttyanava-

sthAH kvAntarbhavanti?  eSAM pratikUlatarkarUpatayA tatpratihatasya sAdhanasya vyApyatvAsiddhatvaM tAvat 

sarvasAdhAraNam| vizeSatas tv AtmAzraye parasparAzraye cakrakavRttau svarUpAsiddhir anavasthAyAM cAzrayAsiddhir 

bAdhavyabhicArAv iti|）
438 ここでは表現に基づく欠陥がどのようにして誤った理由に含まれるか説かれていない．NVTP において

は「表現による欠陥」ではなく「誤った喩例（udAharaNAbhAsa）」として説明され，遍充されることの不成
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【2-22-4．まとめられる理由】

【2-22-4-1．別個に指摘される】

反論．それならば「そして」と付けてまとめても，この内容［＝実例などによる欠陥］の

用はどこにあるのか．既に成立しているから．

答え．そうではない．なぜならこれら［＝実例など］は理由への反論を決定するものとし

てまとめられるのではなく，別個に指摘されるものとして明確な理解をもつから［まとめ

られるの］である．「主張の矛盾」のように．それゆえこれら［＝実例など］は見せかけの

理由の展開だから別に取り上げられない．また別個に指摘されるから「そして」と付ける

ことによってまとめられる439．

【2-22-4-2．主張の矛盾などを除く】

反論．それならば以下のようになろう．すなわち「主張の矛盾」なども別個に［敗北の場

合として］取り上げられない．見せかけの理由の展開だから．また「そして」と付けるこ

とによってまとめられるものが別個に指摘されるものだから．

答え．そうではない．それら［＝主張の矛盾など］は反論にもありえるので，［見せかけの

理由に］入らない喩例がありえるから．

【2-22-4-3．反論の否定的考証は詭弁で述べられた】

反論．この場合［＝見せかけの理由］においても，それならば反論にも否定的考証があり

えるので，別個に述べるべきか．

答え．その通りである．それ［＝反論］に対してありえるものはまさに諸スートラ［＝第

五課第一章のスートラ群］によって，詭弁による返答の展開に基づいて述べられているに

                                                                                                                                                    
立因という誤った理由，または無関係という敗北の場合になるとされている．

NVTP 601.5ff:肯定的遍充関係が示されていないものも実際には関係が成立しているのに示されていないか

ら，理由は遍充されることの不成立因である．同様に誤った喩例は理由などを期待しないので，連関がな

いから無関係でもある．（anupadarzitAnvayasyApi vastutaH siddhasyApi pratibandhasyAnupadarzanAd dhetur 

vyApyatvAsiddhaH| tathAvidhAnAm udAharaNAbhAsAnAM hetvAdyanAkAGkSitatvenAnanvayAd apArthakatvaM ca|）
439 まとめること（samuccaya）は，まとめられるものが何らかのかたちで異なるという前提で行われる．

しかし上記のように実例などの欠陥が誤った理由と内容を異にしないならば，「述べられていないもの」と

して「そして」を使ってまとめる必要はない．これに対してウダヤナは内容は異にしないけれども，別個

に指摘される点で異なるとして正当化する．このある面では同じであり，別の面では異なるということが，

「そして」によってまとめられる敗北の場合ではあるけれども，別立てされるほどのものではないことの

根拠となっている．

NVTP では別個に表現されるものとして述べられたものの中に収まらず，「そして」によってまとめられる

ことが説明されている．

NVTP 601.12ff:反論．もしこのようにこれらがそれぞれ述べられたものの中にこそ含まれるならば，どうし

て述べられていないものをまとめるためのものとしてティーカー作者が「そして」を付けると説明するの

か．

答え．そうではない．まさにこれらは別個に表現されることだけが述べられていないのである．それをま

とめるために「そして」とつけるので，全ては平穏である．（yady evam etAni yathAyatham ukteSv evAntarbhavanti 

kim anuktaM yatsamuccayArthatayA TIkAkRtA cakAro vyAkhyAta iti cen na, eteSAm eva pRthagvyavahartavyatAmAtram 

anuktam| tatsamuccayArthaz cakAra iti sarvaM nirastaraGgam iti|）
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ほかならない．

【2-23．巻末言】

【2-23-1．6 つの要素】

被定義項，定義項，原因，批判点，基礎，結果，除去．詭弁については一部で個別にこの

全てが審らかに述べられた．同様に敗北の集合についても，そのあり方が明確に知らされ

た．これについて冗長を恐れる上の師匠たちは，怠けて440座についていた．

【2-23-2．理解者がいない悲しみ】

深遠なこの論理の海にはたくさんの宝がある．それらをもつかの女神がいくばくか出現な

さり，［そのお姿の］一部が少しだけ見られた441．知恵の女神がいない世界で，理解するも

のが多くないそれ［＝女神］について考察ができる賢人は一体どこにいるのか，悲しいこ

とである．

以上聖ニヤーヤ・アーチャーリヤの聖ウダヤナ作『ボーダスィッディ』という名のニヤー

ヤの補遺の第五課の第二日．

以上［第五］課終了．

                                                  
440 知識があるのに，それを開陳しなかったということは，先行する注釈者への敬意を示すもの．NVTP で

はウダヤナ自身が同じ態度を取っている．

NVTP 599.12:一方ここでは書物の追加が冗長になる恐れから我々は述べない．（iha tu granthaprasaktivistara-

bhiyA noktam asmAbhir iti|）
441 ウダヤナがこの著書の成果を謙譲して述べたものであろう．
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【訳語表】

adhikabala 優勢

aGga ①（広い意味で）要素 ②（推理の）要件

ativyApti 過大適用

adhikaraNa 基体

adhyAya課

an-avasthA 無限遡及

anugata ①随伴した②連関した

anumAna 推理

anumeya 推理対象

anumiti 推理知

anuvAda 再言及

anuvidheya 主審

anvaya ①肯定的随伴 ②肯定的遍充関係 ③（語と

語の）連関

anvayin 随伴するもの

amUrtatva 無質性

ayuktAGgAdhikatva 妥当でない要素の付加

avasara 時機

avinAbhAva 不可離関係

aviSayavRtti 対象でないものへの適用

avyabhicAra 非逸脱

avyApti 適用不十分

asaduktika 表現が正しくないもの

asaduttara 正しくない反論

asadviSaya 正しくないものを対象とするもの

asiddha ①未成立 ②不成立（因）＝主題所属性を満

たさないもの

AdhAra 基体

Adheya 割り当てられるもの

Ahnika 章

uktisambhava 言明の可能性

uttara 返答

uddhAra 払いのけること

udAharaNa 喩例

upajIvaka 依存するもの

upanaya 適用

upasaMhAra 結論

upAdhi ①付加的性質 ②条件

kathA 論議

karaNa ①手段 ②作ること

kAraNa ①原因  ②（作る場合，知らせる場合）手

段 ③理由（＝hetu）

kArya ①結果  ②（作る場合，知らせる場合）目

的

kAlAtIta 過去提示因

kRtakatva 所作性

guNa 属性

chala 曲解

jalpa 論諍

jAti 詭弁

jAtivAdin 詭弁論者

jAtyuttara 詭弁による返答

jJApaka ①知らせるもの ②証因

jJApya ①知らされるもの ②所証

tulyabala 同等

duSTa(tva) 欠陥

dUSaNa 批判

dUSya 批判されるもの，批判点

dRSTAnta 実例

doSa 過失

dvAra （誤った反論を起こす）手段

dharma 属性

dharmin 基体

nigamana 結論

nigraha 敗北

nigrahasthAna 敗北の場合

niyama ①制限，限定，きまり ②必然的関係（vyApti）

niyoktR 発言者（立論者＋対論者＋主審）

niranuyojyAnuyoga 反論できないものへの反論

nirNaya 結論
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nyAya ①理屈 ②定理

pakSa ① 説 ② 主 張 （ pratijJA ） ③ 主 題

（sAdhyadhamaviziSTadharmin）

pakSadharmatA(-tva) 主題所属性

parizeSa 残余法

pariSat 会衆

paryanuyojyopekSaNa 反論すべきものの看過

prakaraNa①（課・章の下位区分としての）節

②論題

prakRta ①当該の，最初の，当初の ②立論

pratikUlatarka 否定的な考証

pratijJA 主張

pratipakSa 反主張

pratirodha 均衡

prativAdin 対論者

pratisAdhana 反論証

pratyavasthAna 反証

pratyuttara 再反論

pramAda 不注意

pramANa ①認識手段（直接知覚・推理・類推・証言）

②根拠（＝hetu）

prayoga 論式

prayojaka（所証を）導くもの，本質的なもの

prayojana 動機

prAznika 質問者

bAdh 排撃

manda 愚鈍な

mUrtatva 有質性

mUla 根源

rahasya 極意

lakSaNa ①特質，特徴 ②定義

liGga 証因

liGgin ①証因基体（sAdhyadharmin）②所証（sAdhya

＝siSAdhayiSTadharmaviziSTadharmin…属性と

基体の複合体）

laiGgika①証因によるもの ②推理知

yuktAGgahInatva 妥当な要素の欠如

yogya 能力がある

yogyatA 適合性

vAcaka 有意なもの

vAda 議論

vAdin ①論者 ②立論者（⇔prativAdin）

vaidharmya 非類似性

vitaNDA 論詰，反論だけの反論

vipakSa 異類例

viruddha ①対立 ②矛盾（因）

vizeSaNa 限定要素

vizeSya 被限定要素

vyabhicAra 逸脱（因）

vyAghAta 撞着

vyAmoha 迷妄

vyAp ①満たす ②（所証が証因を）遍充する

vyApti 遍充関係

vyatireka①否定的随伴 ②否定的遍充関係

sadviSaya 正しいものを対象とするもの

saGgati 合致

sabhA 会衆（＝pariSat）

saMzaya 疑惑

satpratipakSa 反主張をもつもの

sapakSa 同類例

sama ［～による］対等

samudAya 集合

sahakArin 協同するもの，協同因

sAdhaka①成立させるもの ②（正しく）論証するも

の，証因（sAdhana）

sAdhana①（作る場合，知らせる場合）手段 ②証因

（liGga,jJApaka）①（行為としての）論証 ②

原因（kAraNa,utpAdaka）

sAdharmya 類似性

sAdhya ①（作る場合，知らせる場合）目的 ②所証

（jJApya） ③結果（kArya）

siddhasAdhana 既に成立しているものの論証

stheya 審査員

svastha 正気な

zrAvaNatva 所聞性

hInabala 劣勢

hetu ①（作る場合，知らせる場合）手段 ②理由

（論証式の第 2 支）
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【索引】

数字は日本語翻訳のページ．

ガウタマ（Gautama） 415

カナーダ（KanAda） 416

アクシャパーダ（AkSapAda） 416

バーシャ作者（BhASya(kAra)） 242，245，255，258，276，283，311，327，332，334，335，347，349，

350，352，358，370，418

ヴァールティカ作者（VArttika(kAra)）243，245，246，250，255，258，276，299，306，311，335，347，348，

349，350，350，383

師匠（AcArya） 241
タートパリヤ師（TAtparyAcArya） 246

（タートパリヤ）ティーカー（(TAtparya)TikA）248，306

ティーカー作者（TikAkAra） 255，311，317，334，336

シャンカラ師（ZaGkarAcArya） 254，351
ディグナーガ（DignAga） 255，313

キールティ（Kirti） 322

ブリハスパティ（BRhaspati） 307

仏教徒（Bauddha） 328，331，352，378，388，644，645

チャールヴァーカ（CarvAka） 328

ヴェーダーンタ（VedAnta(-in)） 328

ミーマーンサー（MImAmsA(-aka)） 376，378，644
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